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回答概要


手引きの存在を知らなかった立案部局あり（環境省）。それ以外の府省は
担当者（係）に周知・配布されている。
ほぼ全ての法案で、チェックシートを利用している、又はチェックシート
そのものは利用していないがその項目と同様のチェックはしている。


利用なしの理由
チェックシートの存在を認識していなかった等（内閣府の一部・厚労省の
一部・環境省）


ほぼ該当なし。


ほとんどの法案で、部長審査時、長官・次長審査時、最終印刷時、印刷ゲ
ラの全ての時点でチェックしている。全ての時点で複層的チェックなし
（財務省の一部だが、大臣官房では複層的チェックをしている。）。


チェックをした者の
部課等・官職


約半数の法案で立案経験者等（課長補佐等）のチェックもしている。


実施時期
そのうちの半数は、部長審査時、長官・次長審査時、最終印刷時の全てで
チェックしている。


複層的チェックをしていた全ての法案で利用されている。


チェック条文については、ほとんどの省庁が作成していない。


読替表、以下リスト。


ほとんどがチェックシート等を利用した案文全般の形式的チェック。読み
合わせを行っている部局もあり。


体制内容（管理者官
職等）


新法等を除くと、ほとんどで管理体制の確立あり。ほとんどが数名の特定
者（課長、補佐、主査等）による管理をしている。


具体的な管理方法 特定のフォルダにより管理している。


Super 法令Webや黒表紙により管理更新が行っているため（国交省）。
最新法令はSuper 法令Webやe-LAWSで問題ない（消費者庁）。


体制内容（管理者官
職等）


ほぼ全てで把握体制を確立している。
ほとんどが数名の特定者（課長、補佐、主査等）による管理をしている。


具体的管理方法 特定のフォルダにより管理している。


大臣官房で管理している（防衛省）。


実施時期
ほとんどが部長審査時、長官・次長審査時に実施。読み合わせ時や修正の
都度実施している部局もあり。


担当者官職 補佐・主査・係長


未実施の理由


システム習熟不足（総務省）、条文少（総務省・財務省・法務省・農水
省）、新法（財務省・農水省）、省内マニュアル確認もれ（文科省）、シ
ステム不認識（経産省・特許庁）、法制局で実施（内閣官房・厚労省）、
法制局と文書課で実施（財務省）、法令審査部署が担当（防衛省）


約６割が毎回全件チェックしている。


約５割が上司・法制局に相談後に判断。約２割は担当者で判断。


約４割の法案で操作説明会参加者あり。


super法令web（多数）、e-LAWS（内閣府・消費者庁・総務省・法務
省・文科省・厚労省・防衛省）、e-LAWs及び過去の新旧（外務省、財務
省）、前回改正時の法案（財務省）、立案部局で管理している所管法律の
原義を使用（財務省）、e-gov（環境省）、過去の類似の新旧から手作業
で修正（防衛省）


多くは作成の都度チェックしており、現行日本法規又はスーパー法令ウェ
ブとの突合（読み合わせ等）を行っている。
全てが、１段目の「新」部分を２段目の「旧」部分に複写し、２段目で初
めて改正する部分についてはスーパー法令ウェブ等を複写している。


ほぼ全てで、読み合わせを行っている。読み合わせなし（防衛省の一
部）、読み合わせなし・目視確認のみ（消費者庁の一部・経産省の一部）


約８割が２，３名体制で初稿から最終稿までの全てで読み合わせを行って
いる。
2名（農水省・環境省）。その他は３名以上。


約６割が新旧対照表の確認を行っている。参照条文の確認を行っているも
のもある。
ほぼ全てで、職権修正部分の手書き資料と穴あき用ゲラとの読み合わせを
している。
新旧対照表について、ワードの文書比較機能を活用してスーパー法令ウェ
ブから出力した条文とチェックした（特許庁）。


質問事項


実態把握調査票による調査結果の概要（立案担当部局）


５ 複層的チェック担当者による具体的チェック方法


(1) 官職別人数


(2) 役割分担


⑴ チェックの有無


⑵ エラーチェック方法


１ 手引き（平成16年12月「法令案における誤りの防止について（手引
き）（増補版）」（内閣法制局））の周知・配布先


(1) 複層的チェック担当者


(2) その他の者による利用がある場合、具
体的な部課等・官職


(1) 複層的チェック担当者


(2) その他の者


（確立ありの場合）


確立なしの理由


７ 提出法案の案文修正履歴の
一元的管理（バージョン管理）


（確立ありの場合）


12 職権修正部分の印刷時チェック方法等について、具体的に記載してく
ださい。
13 その他（上記回答の補足説明、参考情報等がある場合には記載してく
ださい。）


⑷  担当者の法令審査支援システム操作説
明会への参加実績


(1) 作成の基にした資料及び作成方法


(2) 作成条文のチェック時期・方法


(3) 施行日が複数ある場合、２段ロケット
方式の場合等の作成方法


８ 法令審査支援システムにお
けるチェック


⑶ エラーリストの項目に対する修正要否
の判断


(1) 読合せ時期


11 内閣法制局での最終読合
せの体制


９ 新旧対照表の現行部分の条
文作成方法等


10 印刷ゲラのチェック


(2) 読合せ体制（官職別人数）


３ 複層的チェックの時期等


２ 手引きの誤りチェックシー
トの利用


確立なしの理由


６ 所管法律の原義（最新版・
未施行部分等）の管理


４ 複層的チェック用の確認資
料


(1) 内閣法制局へ提出した参照条文（現行
日本法規に反映されていない内容を補う官
報等を含む。）


(2) 内閣法制局へ提出した参照条文を案文
に出てくる順に並び替えた形式的チェック
用のいわゆるチェック条文


(3) その他







回答概要


手引きの引継ぎなし（環境省）。それ以外は省内全部局に周知済みや立案担当部局と大臣官房に周知
済みであった。


約半数がチェックシートを利用しており、残りの約半数はチェックシートは利用していないが、その
項目に相当する部分はチェックを行っている。


利用なしの理由 手引きの引継ぎなし（環境省）


立案部局以外の部課等での利用はない。


(1) 大臣官房等の複層
的チェック担当者


実施時期
複層的チェックを全くしていない省庁はない。ほとんどの法案で、部長審査時、長官・次長審査時、
最終印刷時の時点でチェックしている。印刷ゲラをチェックしているのは約２割。


チェックをした者の
部課等・官職


総括担当補佐がチェックしている省庁もあるが、ほとんどの省庁は該当なし。


実施時期 部長審査時及び長官・次長審査時。


未実施（総務省（7本中1本）・外務省（1本中1本）・経産省(3本中3本）・国交省（7本中5本)）。
それ以外は実施している。


実施内容 人の目による案文全体の形式的チェックを行っている。


実施時期
約４割は部長審査時、長官・次長審査時、最終版の全てでチェックを行っている。それ以外はその３
回のうち、１、２回のチェックを行っている。


具体的チェック方法 ほぼ全てが人の目による案文全般の確認を行っている。


（未実施の場合） その理由 複層的チェックの担当者レベルでの実施にとどまっている。全体チェックまでは実施できていない。


ほぼ全てが利用している。


チェック条文については、ほとんどの省庁が作成していない。


読替表、説明資料。


体制内容（管理者官
職等）


約６割で体制の確立あり。補佐、係長等。残りの４割は所管部局で管理している。


具体的な把握方法 定期的に、スーパー法令ウェブを確認し、又は所管部局から報告を受けるなど。


スーパー法令ウェブ等や引用法令照会で所管部局が把握している（国交省）。


実施時期 約３割が実施している。


担当者官職 係長が多い。


未実施の理由 約７割が未実施（システムチェックは立案担当部局において実施している。）


チェックを行っている場合は、ほとんどが毎回全件チェックをしている。


ほとんどで担当者が上司に相談して判断している。


約４割の法案で操作説明会参加者あり。


ほとんどが印刷ゲラの読み合わせは行っていない。


ほとんどが印刷ゲラのチェックは立案担当部局が行っている。


ほぼ全てが不参加。


ほぼ全てがチェックを行っていない。


手引きについては、法案誤り等問題を受けて省内を探して初めて認識した（環境省）。


質問事項


実態把握調査票による調査結果の概要（大臣官房等）


⑴ チェックの有無


１ 手引き（平成16年12月「法令案における誤りの防止について（手
引き）（増補版）」（内閣法制局））の周知・配布先


(1) 大臣官房等の複層的チェック担当者


（確立ありの場合）


確立なしの理由


６ 大臣官房等における
自府省庁等所管法律の改
正履歴及び改正予定の一
元的把握


５ 複層的チェック用の
確認資料


(1) 内閣法制局へ提出した参照条文（現行
日本法規に反映されていない内容を補う官報
等を含む。）


(2) 内閣法制局へ提出した参照条文を案文
に出てくる順に並び替えた形式的チェック用
のいわゆるチェック条文


(3) その他


(1) 複層的チェックの統括責任者による
チェックの有無


（実施の場合）
４ 複層的チェックの統
括責任者における実質的
チェック


３ 複層的チェックの時
期等


11 その他（上記回答の補足説明、参考情報等)


⑶ エラーリストの項目に対する修正要否の
判断


⑵ エラーチェック方法


(1) 読合せ時期


(4) 担当者の法令審査支援システム操作説
明会への参加実績


８ 印刷ゲラのチェック


(2) 読合せ体制（官職別人数）


７ 法令審査支援システ
ムにおけるチェック


(2) 大臣官房等内のそ
の他の者


２ 手引きの誤りチェッ
クシートの利用


(2) その他の部課等での利用がある場合、
具体的な部課等・官職


９ 内閣法制局での最終読合せへの参加


10 職権修正部分の印刷時チェック方法等













（別添１）


回答府省庁等名：


閣法番号：


回答


２ 手引きの誤りチェックシートの利用


(1) 複層的チェック担当者【全項目要回答】
部長審査版
長官・次長審査版
最終版（印刷入稿直前版）
印刷ゲラ時


部長審査版


長官・次長審査版


最終版（印刷入稿直前版）


印刷ゲラ時


その他の確認資料がある場合、その具体的資料を記載してください。


体制内容（管理者官職等）を記載してください。


具体的な管理方法を記載してください。


③と回答された場合、その者の具体的な官職等を記載してください。
②と回答された場合、その者の具体的な官職を記載してください。


質問


１ 手引き（平成16年12月「法令案における誤りの防止について（手引き）（増補版）」（内閣法制
局））の周知・配布先   ①：担当者全員、②：複層的チェック担当者のみ、③：一部の者


６ 所管法律の原義（最新版・未施行部分等）の管理
 〇：管理体制の確立あり、×：管理体制の確立なし


４ 複層的チェック用の確認資料  ○：利用あり、×：利用なし、△：作成なし


利用なしの場合、その理由を記載してください。


(1) 内閣法制局へ提出した参照条文（現行日本法規に反映されていない内容を補う官報等を含む。）


(2) 内閣法制局へ提出した参照条文を案文に出てくる順に並び替えた形式的チェック用のいわゆる
チェック条文


(3) その他


〔立案担当部局（チーム）作成用〕
複層的チェック等の実態把握調査票


複層的チェック担当者全員の所属課等、官職、人数：
※複数課存在する場合には、全て記載してください。


回答年月日：


立案担当部局（チーム）名：


 ※ １法案で複数のチームがある場合には、複層的チェック担当者が置かれたチーム（グループ）ごとに作成してください。
 ※ 適宜、「13 その他」欄を利用して補足説明をしていただくなど、各府省庁等の実態を記載してください。


※ 緑色付きセル部分に入力を行ってください（該当なしの場合には、その旨を記載してください。）。


第204回国会提出担当法案：
案文・理由（穴無し）枚数：


(1) 複層的チェック担当者   〇：利用あり、×：利用なし


(2) その他の者による利用がある場合、具体的な部課等・官職を記載してください。
３ 複層的チェックの時期等   〇：実施、×：未実施


５ 複層的チェック担当者による具体的チェック方法


チェックをした者の部課等・官職
(2) その他の者による実施の有無   〇：実施、×：未実施


【


全
項
目
要
回
答
】


実
施
時
期


（


確
立
あ
り
の
場
合
）







体制内容（管理者官職等）を記載してください。


具体的管理方法を記載してください。


８ 法令審査支援システムにおけるチェック


⑴ チェックの有無  〇：実施、×：未実施 ○


実施の場合、担当者官職を記載してください。


実施の場合、担当者官職を記載してください。


実施の場合、担当者官職を記載してください。


実施の場合、担当者官職を記載してください。


(


 未


 実


 施


 の


 場


 合


)


９ 新旧対照表の現行部分の条文作成方法等
(1) 作成の基にした資料及び作成方法
(2) 作成条文のチェック時期・方法
(3) 施行日が複数ある場合、２段ロケット方式の場合等の作成方法


②の場合、読合せ時期を具体的に記載してください。


11 内閣法制局での最終読合せの体制


12 職権修正部分の印刷時チェック方法等について、具体的に記載してください。
13 その他（上記回答の補足説明、参考情報等がある場合には記載してください。）


⑶ エラーリストの項目に対する修正要否の判断
 ①：担当者の判断、②：担当者が上司に説明して上司が判断、③：内閣法制局に確認して判断、
④：その他


10 印刷ゲラのチェック


長官・次長審査版


読合せ版


修正の都度


③の場合、チェック方法を具体的に記載してください。


確立なしの場合、その理由を記載してください。


(1) 読合せ時期
 ①：初稿から最終稿まで全て、②：その他


(1) 官職別人数
(2) 役割分担


（


確
立
あ
り
の
場
合
）


⑷  担当者の法令審査支援システム操作説明会への参加実績
 ①：全員あり、②一部の者のみあり、③全員なし


(2) 読合せ体制（官職別人数）


確立なしの場合、その理由を記載してください。


７ 提出法案の案文修正履歴の一元的管理（バージョン管理）
 〇：管理体制の確立あり、×：管理体制の確立なし


④の場合、判断方法を具体的に記載してください。


 その理由を記載してください。


〔


複


数


回


答


可
〕


（


実


施


の


場


合
）


実


施


時


期


部長審査版


⑵ エラーチェック方法
 ①：毎回全件チェック、②：案文修正があった部分に関するもののみチェック、③：その他







(未実施の場合)


部長審査版 長官・次長審査版
最終版（印刷入稿


直前版）
印刷ゲラ時


実施の場合、担当


者官職を記載して


ください。


実施の場合、担当


者官職を記載して


ください。


実施の場合、担当


者官職を記載して


ください。


実施の場合、担当


者官職を記載して


ください。


〔立案担当部局


（チーム）作成


用〕


○


整理用 回答年月日：
立案担当部局


（チーム）名：


第204回国会提出


担当法案：


案文・理由（穴無


し）枚数：


複層的チェック担


当者全員の所属課


等、官職、人数：


※複数課存在する


場合には、全て記


載してください。


回答府省庁等名： 閣法番号： 確立なしの場合、


その理由を記載し


てください。


５ 複層的チェッ


ク担当者による具


体的チェック方法


３ 複層的チェックの時期等   〇：実施、×：未実施


(3) その他


その他の確認資料


がある場合、その


具体的資料を記載


してください。


４ 複層的チェック用の確認資料  ○：利用あり、×：利用なし、△：作


成なし


(2) その他の者


実施の有無
チェックをした者


の部課等・官職


実施時期


【全項目要回答】
(1) 内閣法制局


へ提出した参照条


文（現行日本法規


に反映されていな


い内容を補う官報


等を含む。）


(2) 内閣法制局


へ提出した参照条


文を案文に出てく


る順に並び替えた


形式的チェック用


のいわゆるチェッ


ク条文


〇：把握体制の確


立あり


×：把握体制の確


立なし


７ 立案担当部局における法令の改正履歴及び改正予定の一元的把握６ 所管法律の原義の管理


体制内容（管理者


官職等）を記載し


てください。


〇：管理体制の確


立あり


×：管理体制の確


立なし


（確立ありの場合）


確立なしの場合、


その理由を記載し


てください。具体的な管理方法


を記載してくださ


い。


（確立ありの場合）


（実施の場合）


実施時期


〔複数回答可〕


部長審査版


⑴ チェックの有


無  〇：実施、


×：未実施体制内容（管理者


官職等）を記載し


てください。


具体的把握方法を


記載してくださ


い。


13 その他（上記


回答の補足説明、


参考情報等がある


場合には記載して


ください。）


12 職権修正部分


の印刷時チェック


方法等について、


具体的に記載して


ください。


11 内閣法制局での最終読合せの体


制
10 印刷ゲラのチェック


(1) 読合せ時期


①：初稿から最終


稿まで全て


②：その他


②の場合、読合せ


時期を具体的に記


載してください。


(2) 読合せ体制


（官職別人数）
(1) 官職別人数 (2) 役割分担


９ 新旧対照表の現行部分の条文作成方法等


(1) 作成の基に


した資料及び作成


方法


８ 法令審査支援システムにおけるチェック


①：担当者の判断


②：担当者が上司


に説明して上司が


判断


③：内閣法制局に


確認して判断


④：その他


⑶ エラーリストの項目に対する修正


要否の判断


①：毎回全件


チェック


②：案文修正が


あった部分に関す


るもののみチェッ


ク


③：その他


⑵ エラーチェック方法


修正の都度読合せ版長官・次長審査版


その理由を記載し


てください。


③の場合、チェッ


ク方法を具体的に


記載してくださ


い。


④の場合、判断方


法を具体的に記載


してください。


(3) 施行日が複


数ある場合、２段


ロケット方式の場


合等の作成方法


⑷  担当者の法


令審査支援システ


ム操作説明会への


参加実績


 ①：全員あり、


②一部の者のみあ


り、③全員なし


(2) 作成条文の


チェック時期・方


法


(1) 複層的チェック担当者


【全項目要回答】


部長審査版 長官・次長審査版
最終版（印刷入稿


直前版）
印刷ゲラ時


２ 手引きの誤りチェックシートの利用


〇：利用あり


×：利用なし


(1) 複層的チェック担当者


①：担当者全員


②：複層的チェッ


ク担当者のみ


③：一部の者


１ 手引き（平成16年12月「法令案における誤りの防止について（手


引き）（増補版）」（内閣法制局））の周知・配布先


利用なしの場合、


その理由を記載し


てください。


②と回答された場合、そ


の者の具体的な官職を記


載してください。


③と回答された場合、そ


の者の具体的な官職等を


記載してください。


(2) その他の者


による利用がある


場合、具体的な部


課等・官職を記載


してください。








（別添２）


回答府省庁等名：


閣法番号：


回答


２ 手引きの誤りチェックシートの利用


(1) 大臣官房等の複層的チェック担当者【全項目要回答】
部長審査版
長官・次長審査版
最終版（印刷入稿直前版）
印刷ゲラ時


部長審査版


長官・次長審査版


最終版（印刷入稿直前版）


印刷ゲラ時


実施内容


部長審査版


長官・次長審査版


最終版（印刷入稿直前版）


印刷ゲラ


（


未
実
施
の
場
合
）


その理由を記載してください。


チェックをした者の部課等・官職
【


全


項


目


要


回


答
】


実


施


時


期


４ 複層的チェックの統括責任者における実質的チェック  ○：実施、×：未実施
(1) 複層的チェックの統括責任者の部課等・官職


【


全


項


目


要


回


答
】


（


実


施


の


場


合
）


（


実
施
時
期
）


具体的チェック方法


(2) 大臣官房等内のその他の者による実施の有無  ○：実施、×：未実施


部局等名：


複層的チェック担当者全員の所属課等・官職・人数：
※複数部局存在する場合には、全て記載してください。


質問


１ 手引き（平成16年12月「法令案における誤りの防止について（手引き）（増補版）」（内閣法制
局））の周知・配布先
 ①：府省庁等内の全ての部局、②：立案担当部局のみ、③：立案担当部局及び大臣官房等の複層的
チェック担当者のみ、④：大臣官房等の複層的チェック担当者のみ、⑤：その他の者


③又は④と回答された場合、部課等別にその者の官職を記載してください
⑤と回答された場合、その者の具体的な部課等・官職を記載してください


(1) 大臣官房等の複層的チェック担当者  〇：利用あり、×：利用なし
利用なしの場合、その理由を記載してください


(2) その他の部課等での利用がある場合、具体的な部課等・官職を記載してください。


３ 複層的チェックの時期等  〇：実施、×：未実施


案文・理由（穴無し）枚数：


複層的チェック等の実態把握調査票
〔大臣官房等（立案担当部局（チーム）以外）作成用〕


 ※ 適宜、「11 その他」欄を利用して補足説明をしていただくなど各府省庁等の実態を記載してください。
※ 緑色付きセル部分に入力を行ってください（該当なしの場合には、その旨を記載してください。）。


回答年月日：


第204回国会提出担当法案：







その他の確認資料がある場合、その具体的資料を記載してください。


体制内容（管理者官職等）を記載してください。


具体的な把握方法を記載してください。


７ 法令審査支援システムにおけるチェック


実施の場合、担当者官職を記載してください。


実施の場合、担当者官職を記載してください。


実施の場合、担当者官職を記載してください。


実施の場合、担当者官職を記載してください。
（


未


実


施


の


場


合
）


②の場合、読合せ時期を具体的に記載してください。
(2) 読合せ体制（官職別人数）


10 職権修正部分の印刷時チェック方法等について、具体的に記載してください


８ 印刷ゲラのチェック
(1) 読合せ時期
 ①：初稿から最終稿まで全て、②：その他


９ 内閣法制局での最終読合せへの参加


11 その他（上記回答の補足説明、参考情報等がある場合には記載してください。）


その理由を記載してください。


⑵ エラーチェック方法
 ①：毎回全件チェック、②：修正案文があった部分に関するもののみチェック、③：その他


③の場合、チェック方法を具体的に記載してください。
⑶ エラーリストの項目に対する修正要否の判断
 ①：担当者の判断、②：担当者が上司に相談して上司が判断、③：内閣法制局に確認して判断、
④：その他


④の場合、判断方法を具体的に記載してください
(4) 担当者の法令審査支援システム操作説明会への参加実績
 ①：全員あり、②；一部の者のみあり、③：全員なし


確立なしの場合、その理由を記載してください


⑴ チェックの有無  〇：実施、×：未実施


〔


複


数


回


答


可
〕


（


実


施


の


場


合
）


実


施


時


期


部長審査版


長官・次長審査版


読合せ版


修正の都度


（


確


立


あ


り


の


場


合
）


５ 複層的チェック用の確認資料  ○：利用あり、×：利用なし、△：作成なし


(1) 内閣法制局へ提出した参照条文（現行日本法規に反映されていない内容を補う官報等を含む。）


(2) 内閣法制局へ提出した参照条文を案文に出てくる順に並び替えた形式的チェック用のいわゆる
チェック条文


(3) その他


６ 大臣官房等における自府省庁等所管法律の改正履歴及び改正予定の一元的把握
 〇：把握体制の確立あり、×：把握体制の確立なし







（未実施の場合） （未実施の場合）


部長審査版 長官・次長審査版
最終版（印刷入稿


直前版）
印刷ゲラ時 部長審査版 長官・次長審査版


最終版（印刷入稿


直前版）
印刷ゲラ


実施の場合、担当


者官職を記載して


ください。


実施の場合、担当


者官職を記載して


ください。


実施の場合、担当


者官職を記載して


ください。


実施の場合、担当


者官職を記載して


ください。


〔大臣官房等（立


案担当部局（チー


ム）以外）作成


用〕


11 その他（上記


回答の補足説明、


参考情報等がある


場合には記載して


ください。）
⑤と回答された場


合、その者の具体


的な部課等・官職


を記載してくださ


い


(2) その他の部


課等での利用があ


る場合、具体的な


部課等・官職を記


載してください。


(1) 複層的


チェックの統括責


任者の部課等・官


職


（実施の場合）


【全項目要回答】


①：担当者の判断


②：担当者が上司


に相談して上司が


判断


③：内閣法制局に


確認して判断


④：その他


(1) 内閣法制局


へ提出した参照条


文（現行日本法規


に反映されていな


い内容を補う官報


等を含む。）


(2) 内閣法制局


へ提出した参照条


文を案文に出てく


る順に並び替えた


形式的チェック用


のいわゆるチェッ


ク条文


(1) 大臣官房等の複層的チェック担当者【全項目要回答】


部長審査版 長官・次長審査版
最終版（印刷入稿


直前版）


２ 手引きの誤りチェックシートの利用


(1) 大臣官房等の複層的チェック担


当者


〇：利用あり、


×：利用なし


３ 複層的チェックの時期等  〇：実施、×：未実施


その理由を記載し


てください。


③の場合、チェッ


ク方法を具体的に


記載してくださ


い。


印刷ゲラ時 実施の有無


(2) 大臣官房等内のその他の者


○：実施


×：未実施


〇：把握体制の確


立あり、×：把握


体制の確立なし
利用なしの場合、


その理由を記載し


てください


チェックをした者


の部課等・官職


実施時期


【全項目要回答】
（実施時期）


具体的チェック方


法


整理用 回答府省庁等名： 閣法番号：


１ 手引き（平成16年12月「法令案における誤りの防止


について（手引き）（増補版）」（内閣法制局））の周


知・配布先


①：府省庁等内の


全ての部局、②：


立案担当部局の


み、③：立案担当


部局及び大臣官房


等の複層的チェッ


ク担当者のみ、


④：大臣官房等の


複層的チェック担


当者のみ、⑤：そ


の他の者


回答年月日： 部局等名：


複層的チェック担


当者全員の所属課


等・官職・人数：


※複数部局存在す


る場合には、全て


記載してくださ


い。


③又は④と回答さ


れた場合、部課等


別にその者の官職


を記載してくださ


い


第204回国会提出


担当法案：


案文・理由（穴無


し）枚数：


４ 複層的チェックの統括責任者における実質的チェック


実施内容


５ 複層的チェック用の確認資料


○：利用あり、×：利用なし、△：作成なし


(3) その他


その他の確認資料


がある場合、その


具体的資料を記載


してください。


その理由を記載し


てください。


６ 大臣官房等における法令の改正履歴及び改正予定の一元的把握


体制内容（管理者


官職等）を記載し


てください。


具体的な把握方法


を記載してくださ


い。


７ 法令審査支援システムにおけるチェック


部長審査版 長官・次長審査版 読合せ版 修正の都度


⑵ エラーチェック方法


④の場合、判断方


法を具体的に記載


してください


①：毎回全件


チェック


②：修正案文が


あった部分に関す


るもののみチェッ


ク


③：その他


(4) 担当者の法


令審査支援システ


ム操作説明会への


参加実績


 ①：全員あり、


②；一部の者のみ


あり、③：全員な


し


（確立ありの場合）


確立なしの場合、


その理由を記載し


てください


⑴ チェックの有


無


  〇：実施、


×：未実施


〔複数回答可〕


（実施の場合）実施時期


  〇：実施、×：未実施
10 職権修正部分


の印刷時チェック


方法等について、


具体的に記載して


ください


⑶ エラーリストの項目に対する修正


要否の判断


８ 印刷ゲラのチェック


(1) 読合せ時期


①：初稿から最終


稿まで全て


②：その他


②の場合、読合せ


時期を具体的に記


載してください。


(2) 読合せ体制


（官職別人数）


９ 内閣法制局で


の最終読合せへの


参加








内閣法制局法案誤り等再発防止チーム（第２回） 


 


日時：令和３年６月１７日（木） 


   １１：００～ 


場所：中央合同庁舎４号館１２階 


１２３０号室 


 


 


〔議題〕 


当局における審査ノウハウの蓄積・共有について 


法令案における誤りの防止について（手引き）の改正について 


 


〔配布資料〕 


〇局内における暗黙知の形式知化の取組み 


〇立法学講義〈補遺〉   


第二章第二節３ 内閣法制局の審査（山本庸幸） 


地方自治総合講座２ 自治立法  


第五章 立法論各論その一－法令案の立案の際の問題点－（松永邦男） 


 〇年間審査関係スケジュール（標準） 


  法律案（常会提出法案）の審査スケジュール（標準） 


  政令案の審査スケジュール（標準） 


 〇審査資料のサンプル（略） 


 〇長官総務室掲示板（016 法制執務）掲載資料一覧 


 〇参事官着任当初に知っていたら良かったこと（先輩参事官からの助言） 


  参事官としての形式的事項のチェック（先輩参事官の実践例） 


 ○法令案における誤りの防止について（手引き）の改正のポイント 


 ○法令案における誤りの防止について（手引き） 新旧対照表（案） 








局内における暗黙知の形式知化の取組み 


 


・ 法案誤り等再発防止チームで、審査ノウハウ等について局内に照会 


 ① 今知っていることで、参事官に着任当初知っていたら良かったこと 


→ 個別の規定ぶり、改め方等について着任当時は理解が浅かった項目につ


いての指摘のほか、当局のスケジュールについての留意事項、国会関係の


一般知識などについての指摘あり 


 ② 法令案の形式的事項のチェックの方法 


→ 着眼点、方法についての実践例 


 


・ これらを踏まえて、次のような取組みを実施したい。 


 


 


１ 新任の参事官に対して情報提供（着任時に総務主幹から） 


 


〇 参事官の心構えなど 


・ 立法学講義〈補遺〉   


第二章第二節３ 内閣法制局の審査（山本庸幸） 


・ 地方自治総合講座２ 自治立法  


第五章 立法論各論その一－法令案の立案の際の問題点－（松永邦男） 


〇 常会提出法案の標準的な年間スケジュール 


〇 標準的な法案及び政令案のスケジュール 


〇 審査資料のサンプル（略） 


 


 


２ 参考資料のＬＡＮ掲示板への掲示 


 ・ 別紙の項目一覧の資料をＬＡＮ（０４文書 ０１６法制執務）に掲示 


 


 


３ 今回の審査ノウハウ等についての局内照会の結果とりまとめ 


 ・ 別紙を各部へフィードバック。新任の参事官へも提供 








○ 年間審査関係スケジュール（標準）
令和
3年
実績


国会等関係
令和
3年
実績


当局会議等
令和
3年
実績


令和
3年
実績


年度末政令案


４月


５月


６月 常会閉会


件名・要旨等照会
（臨時国会提出予定法案）
（内閣総務官室→各省）


７月
件名・要旨等回答
（各省→内閣総務官室）


８月
臨時国会提出予定法案
ヒアリング
（院内内総→各省）


９月 法令整備会議 各省から常会提出予定法案の情報収集 各省から常会提出予定法案の情報収集


10月 臨時国会開会   審査


11月
件名・要旨等照会
（内閣総務官室→各省）  審査 下1/3（骨子留意事項） 下1/3（骨子留意事項）


12月
件名・要旨等回答
（各省→内閣総務官室）


　　法案の内容をできる
　　だけ詳しく説明し了
　　解を得た上で、文言
　　の了解を得ること。


　　法案の内容をできる
　　だけ詳しく説明し了
　　解を得た上で、文言
　　の了解を得ること。  審査


　　長官まで説明 　　長官まで説明


1月
1/6
(水)
AM


次期通常国会提出予定法案
についての打合せ会議
（文書課長等会議）


1/6
(水)
PM


法案検討幹部会


1/13
(～3/5)


分室立上げ
（局内複層的チェック）


1/14
(木)


件名・要旨調べ期限 　　


通常国会開会


予算の国会提出


1/20
～28


長官国会出席


2月
2/9
(火)


※法案国会提出期限
2/9
(火)


※法案国会提出期限
（予算の国会提出後
３週間以内）


3月
3/9
(火)


非※法案国会提出期限
3/9
(火)


非※法案国会提出期限
（予算の国会提出後
７週間以内）


予算関連法案
（※法案）


非予算関連法案
（非※法案）


1/18
(月)


1/12
～21


税法関係の長官・次長審査


　　予算非関連部分
　　は早めに審査を
　　開始すること。


　　できるだけ税法関
　　係の長官・次長審
　　査が始まる前（12
　　月でも良い）に長
　　官・次長に審査資
　　料を持ち込めるよ
　　う準備すること。


　　12月中には実質的
　　な内容の審査を終
　　了させること。







○ 法律案（常会提出法案）の審査スケジュール（標準）


時　　　期 内　　　容


９月頃 概要聴取開始


１０月頃～ 審査開始


～１２月末
下１／３（骨子留意事項） 長官まで説明
※法案の内容をできるだけ詳しく説明し了
　解を得た上で、文言の了解を得ること。


閣議予定日の最低２週間前
（３週間前が望ましい。）


長官・次長審査資料持込み期限


印刷局に印刷原稿入れ


印刷物校正
（複数回、校正刷り）


読み合わせの１日前
印刷物（穴なし）完成
閣議請議書・５点セット完成


閣議予定日の約１週間前 読み合わせ（閣議請議書（正本等））


閣議予定日の３，４日前（読み合わせ翌日） 部長決裁


閣議予定日の２日前 長官・次長決裁


閣議予定の１日前 閣議請議書の内閣総務官室持込み


閣議予定日


〔閣議日の１，２週間後〕 白表紙（穴あき）完成


法律案の可決成立


公布閣議 原則、国会成立直後の閣議


官報公布 原則、公布閣議後３開庁日


〔適切なタイミング〕







○ 政令案の審査スケジュール（標準）


時　　　期 内　　　容


閣議予定日の２，３ヶ月前～ 審査開始


閣議予定日の最低２週間前
（３週間前が望ましい。）


長官・次長審査資料持込み期限


読み合わせの１日前
閣議請議書完成
５点セット完成


閣議予定日の約１週間前 読み合わせ（閣議請議書（正本等））


閣議予定日の３，４日前（読み合わせ翌日） 部長決裁


閣議予定日の２日前 長官・次長決裁


閣議予定の１日前 閣議請議書の内閣総務官室持込み


閣議予定日


官報公布 原則、閣議後３開庁日








審査資料のサンプル（略） 


 


 


 


１ 審査資料の標準的な構成（説明資料目次） 


「地方自治法の一部改正（H26）」 


 


２ 束ねの検討（整備法として一本の法律にする理由） 


「デジタル社会形成関係整備法（R3）」 


 


３ 束ねのときの本則の規定順序 


「デジタル社会形成関係整備法（R3）」 


 


４ 定義語、以下同じのリスト 


「外為法の一部改正（R1）」 


 


５ 条項移動図 


「通貨貨幣法施行令の一部改正（R1）」 


「農水省組織令の一部改正（R3）」 


 


６ 読替表 


「地方自治法の一部改正（H26）」 


 


７ 用例（法案構造用例） 


「株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法（H27）」 








101
「法令協議に関する申合せ」について（平成5年1月20日内閣参総第9号内閣官房内閣参事
官室首席内閣参事官）


102
法令案における誤りの防止について（手引き、チェックシート）（平成16年12月9日改正
内閣法制局）


103 法令審査資料の簡素化等について（平成26年12月９日総務主幹）
104 法令の平易化に努めた審査事例（平成16年9月長官総務室総務課）


201 各省等設置法立案作業手引書集（中央省庁等改革推進本部）
202 中央省庁等改革関係政令立案作業手引集（中央省庁等改革推進本部事務局）
203 規制の新設審査について（平成6年2月15日閣議決定、平成21年3月31日閣議決定）


301 法令における漢字使用等について（平成22年11月30日内閣法制局長官）
302 「異字同訓」の漢字の使い分け例（平成26年2月21日文化審議会国語分科会） 


303
我が国の法令等における台湾に関する規定ぶりについて（令和元年5 月24日外務省大臣官
房長・アジア太平洋州局長）


304 件名･要旨調の記載方法について（平成20年12月1日長官総務室総務課）


401 「件名･要旨」一覧
402 内閣提出法律案及び政令の「理由」一覧


501 法令案審議録等整理編集要領（長官総務室）


502
閣議請議書等の青紙及び署名用紙の写しの保存について（平成30年8月27日長官総務室総
務課文書係）


503 電子メールの選別・保存について（令和元年12月16日総務主幹決定）
504 共有フォルダ等の整理方針（令和元年12月16日総務主幹決定）


601 閣議に関する業務の効率化について（令和2年10月12日内閣総務官室）
602 閣議請議文書の決裁方法について（依頼）
603 【赤紙･青紙】閣議請議書について（令和2年4月17日～）
604 署名大臣用紙の取扱いについて
605 法令案及び条約案の文書記号について（令和2年2月内閣法制局長官総務室）
606 公文件名簿記入要領、請議･署名大臣略称一覧


701 参事官付法令審査心得（平成21年6月16日改正内閣法制局長官総務室）
702 国会等関係資料集（令和3年1月長官総務室総務課）
703 国会関係事務処理要領（昭和59年3月2日長官総務室）


【審査録関係】


【決裁等手続関係】


【その他】


長官総務室掲示板（016法制執務）掲載資料一覧


【総論】


【立案の手引】


【表記関係】


【執務参考】








参事官着任当初に知っていたら良かったこと（先輩参事官からの助言） 


 


※ 順不同 


※ 個別の改め方や規定ぶりについての知識は記載していない。 


 


１ 審査等スケジュール 


〇 通常国会提出法案について、年末までの検討段階から、年明けの部長審査、次長・長官審査、


閣議決定、国会提出に至るまでの段取り 


具体的には、①いつの段階までに何を固めておく必要があるのか（束ねの適否、重要な論点に


ついての方向性の確定、下審査を要する条文の立案手引きなど）、②法制局内で、いつの段階で


どのようなイベント（骨子留意事項の作成、法案打合せ（旧文書課長等会議）、法案検討幹部会


など）が発生するか、③検討中の段階で部長以上の幹部に相談すべき事項にはどのようなものが


あり、どのように相談するか（論点についての説明ペーパーの作成、投げ込み、事前説明など） 


〇 骨子留意事項（下三分の一紙）について、年内に次長・長官の了解をもらっておくこと。（当


然に、そこから逆算して、部長の了解とりつけに向けた審査スケジュールが決まってくること。）  


○ 法制局の審査スケジュールは閣議日を念頭に置いており、その他の手続（与党審査など）とは


必ずしも連動しないため、１～２月のスケジュール管理には特に注意が必要である。また、（政


治的な事情等により）閣議日が近いタイミングで案文に修正を行う場合の対応について原省と


検討しておくこと。 


○ 当該年度の年度末までの案件は、スケジュールを極力前倒しさせること。 


〇 年明け以降の次長・長官審査のスケジュールについて、税法の審査が行われる時期に注意する


こと。 


 


２ 審査・案文チェック 


○ 審査の手順、着眼点、チェック事項、過去の主な指摘事項を知っておくこと。 


○ 立案府省庁等の担当者を必要以上に対面審査で拘束せず、自主チェックの時間を十分に確保


すること。 


○ 長官・次長・部長指摘に際しての修正を行う際、往々にして指摘箇所のみにしか目が行き届か


ず、修正に伴う他の部分へのハネを見逃しがちなので、そういう観点からのチェックが必要であ


る。 


○ 被改正法令については、審査の初期段階(時間的余裕のある段階)において、基本的には第 1条


から原始附則まで黒本（又はスーパー法令ウェブを打ち出したもの）で通読すべきこと（ハネ改


正等の場合を除く。）。（改正箇所で出てくる文言が前の方の条で略称として規定されていたり、


原省が気づいていないハネ改正を発見したりすることがあるため。） 


 


３ 改め方 


○ 古い法律の改正については特有の留意を要すること（項番号がない法律について改め方が通


常と異なる場合があること、「や」「ゆ」「よ」「つ」の大小等）。 


○ 一部改正法の一部改正を行う場合の配字のルールには注意すること。 


○ 引用する法律の法律番号の規定場所について、多段改正を行う場合には、それぞれの改正段階







において最も前に位置する法律名に付される形となるよう、随時加えたり削除したりする必要


があること。 


 


４ 罰則 


○ 実体規定に罰則規定の構成要件を規定している場合、当該実体規定の改正に伴い罰則規定の


構成要件が改正する際の当該改正規定の施行日について、最短でも「公布の日から起算して十日


を経過した日」以降とすることを失念しやすいこと。 


例：立入検査の拒否等について罰則を設けている場合、当該立入検査の対象を追加等する改正に


おいて、当該改正規定の施行日を「公布の日から施行」としがちである。 


 


５ 審査資料全般 


○ 案文、理由、新旧対照表、用例集、参照条文以外の説明資料の具体例 


○ 全ての審査資料に例外なく日付を記載させること（バージョン管理）。 


 


６ 用例 


 〇 既存の制度の類似制度を設ける等の場合、既存の制度を規定している法令の構造を用例とし


て二段表等で検討すると効果的・効率的である。 


○ 用例を参照する際には、文言のみならず、改正条項の構文に係る先例を十分に参照する必要が


ある（構文用例の重要性）。 


○ 閣法の用例と議員立法の用例の違い。当局の審査を経た用例は閣法の用例であるが、原課の担


当者がこの点を理解しておらず、用例集に議法が含まれていることが時折あるので注意を要す


る。閣法で制定された法律であってもその後の改正が議法でされている場合があるので注意を


要する。 


 


７ 読替規定 


○ 「」が多用されている読替規定や読替表で、引用のダブルヒットが多い（法令審査支援システ


ムでもうまく解析できない）ので、特に目視で確認する必要がある。 


○ 準用、変更適用に係る規定を改正（新設）する場合には、必ず読替表を作成させて、読替規定


の要否を確認すべきこと。 


○ 改め文と読替規定において、対象の特定の仕方の厳密さに差異があること。 


 


８ 参照条文 


○ 参照条文の重要性 


原局の担当者（特に立案経験が乏しい者）は、法制局に提出する参照条文の重要性を十分に理


解していないことがままあるので、常に注意喚起をする必要がある。審査に影響する改正がある


場合には、参照条文中にその旨を明らかにする必要があることは当然であるが、審査に影響する


改正がない場合であっても、その旨を必ず参照条文に記載させ、調査を尽くしたことを確認する


必要がある。 


○ 現行日本法規に附則の全てが登載されているわけではないこと。 


○ 現行日本法規に比し、一般の法令集の信頼性が低いこと。 







○ チェック条文（改め文のチェックのために、参照条文を改め文で引用する順序で重複を排除せ


ず並び替えたもの） 


 


９ 読み合わせ 


○ 最終読み合わせのやり方で注意すべき事項（参事官了の最終原稿を相手に渡して読み上げる、


どの文書のどの部分を誰が責任を持って見るか分担を決める、１時間で約２５ページ進む等）。 


○ 読み合わせは万能ではなく、読み手のペースにつられて必ずしも全ての文字に意識が向かな


い可能性があるので、担当者自ら自分のペースで一字一字確認することも読み合わせと同様に


重要である（形式チェックは読み合わせの機会に行えばいいという認識を持たせないこと。）。 


○ 「第」「条」「十」等の文字の欠落が、思いのほか多いこと。 


○ ページや行の変わり目は特に注意が必要である。 


○ 印刷の段階で審査済みの原稿と非連続な（思いもよらない）印刷ミスが発生し得る。 


 


10 ワークブック、手引き以外の図書など 


○ 組織関係法令の審査における「各省等設置法立案作業手引書集」、「中央省庁等改革関係政令立


案作業手引集」 


○ 過去の法令改正における「理由」の一覧の存在 


○ 官報検索サービス、法令データ提供システム 


 


11 個別事項についての知識 


〇 政令の制定文の規定の仕方 


〇 準用と変更適用 


〇 特定の分野の法律において前提とされている表現（「業を行う」と「業を営む」など） 


〇 罰則の構成要件の規定の仕方 


○ 経過措置の典型的な規定の仕方 


○ 経過措置独特の用語の使い方（「〇〇法」、「新〇〇法」、「旧〇〇法」、「令和〇年改正〇〇法」


など） 


〇 調整規定 


 


12  その他 


 〇 担当することになる法律案について、過去の審議録を事前に見ておくと良い。 


○ 夏場には比較的時間があるので、毎年夏の間に何をするか計画立てた方が良い。 


○ 出身省庁又は担当省庁から、法制執務についてのマニュアルを入手して参考にする。対法制局


や対国会の基礎知識や事務手続がコンパクトにまとめられていて、内閣法制局参事官としても


参考になる。 








参事官としての形式的事項のチェック（先輩参事官の実践例） 


 


※ 順不同 


※ 寄せられた先輩参事官の実践例をほぼそのまま取りまとめたもの 


 


１ 案文等の確認 


⑴ 心構え 


 ○ 案文には、しっかり見たと思っても必ず誤りがあるとの認識の下、時間のある限り、何度で


も見直す（白表紙３ｃｍくらいの法案なら、１回目のチェックで誤り３０カ所、２回目のチェ


ックで誤り１５カ所、３回目のチェックで誤り５カ所が必ず見つかると思って見直すこと。）。 


○ 審査終盤での修正時においては、忙しくてもより慎重な対応を心がける。 


 


⑵ 案文チェック（審査時全般） 


（手法） 


○ １回の案文の見直しの際は、必ず単一の目的ごとに分けて見直し、目的別に自ら機械になっ


て合計で５～６回セットで行う。全般的に見直すと、内容面に気がいったりして、見落としが


出やすい。例えば、①同条・同項の確認、②引用条項の確認、③改め文の「改め」、「削り」等


が適切に入っているかの確認、④定義規定の及ぶ条項、範囲の確認、⑤準用読替規定で、先行


する規定の定義語、略称の使用の可否の確認、⑥類似の条文についての表現等のずれのチェッ


ク等のいずれかの目的のみを持って別々に実施する。 


○ 本当に時間がないときに、修正後の案文が届けられた時には、とりあえず前回の案文と新


しい案文の各行の一字目の文字が同じかどうかを全ページにわたってチェックする。インデ


ントも分かる。一字目が異なっている条項は内容を確認する。最低限、印刷バージョンが手戻


りしていたり、誤りの直しミスが字下げに影響したりすることをチェックできる。 


○ 専ら、改め文とチェック用条文（現行日本法規に未反映分を官報等で補足）、必要に応じて


新旧対照表・読替表を用いながら、前から順番に、①改め方に誤りはないか（字数の下げ方が


適切かを含む）、②条文中に引用されている（引用すべき）他の条項・語句・法令番号に誤り


はないか、「同条」等での指し示し方に誤りはないか、「及び」「並びに」の使い分け等に誤り


はないか、③段階的に施行する場合の施行期日の規定の仕方（施行を遅らせる改正規定の引


用の仕方等）に誤りはないか、④必要な経過措置が適切な場合分け（施行日の違いなど）の下


に規定されているか等をチェックし、修正すべき点・疑問点があれば、改める文の該当箇所に


手書きで書き込みをする。この作業は、雑音が入ったり、他者によって中断されないよう、で


きるだけ静かな環境で一人で行う。 


○ 全体を通じた形式チェックに加えて、その都度テーマを設定し（引用条項の関係や「第」「条」


といった文言等）、特にそこに着目した形式チェックを行うことや、経過措置からチェックを


開始する、罰則からチェックを開始する、複数章の改正の場合には途中の章から遡ってチェッ


クを開始する等の視点を変えた形式的チェックを複数回行う。 


○ 既存法令の附則を改正する際には、官報により附則の改正履歴を確認する。 


○ 改め文と新旧対照表を照合することに加え、改め文を基に、原課から提出させた参照条文


（いわゆる黒表紙）の該当条項に改正内容を書き込んでみて、矛盾等が生じないかを確かめる







ようにする。 


○ 改め文の審査をする際、内容面が概ね詰まった段階で、形式チェックに特化して行う（この


際には、内容面のチェックはしないという気持ちで行う。）。 


○ 案文と参照条文によるチェックを基本に、新旧対照表、読替表、他の法令の構造を借りてい


る場合には当該他の法令との比較表、いわゆる以下リストと対比しながら形式チェックを行


う。 


○ 「法令案における誤りの防止について」の別紙「誤り防止チェックシート」を参照したチェ


ックを行う。 


○ 多数の条項ずれが生ずる改正の場合は、必要に応じて「条項ずれ一覧リスト」（※）を立案


府省庁等に用意させる。 


※改正前後の条項番号の一覧表。利用に当たっては、当該リストの正確性について確認が必要。 


他法令については、法令検索でチェックする。「○○法（法令番号）第◎条第△項」、「○○


法第◎条第△項」「同法（当該法令で略称が置かれている場合は略称）第◎条第△項」のパタ


ーンで法令検索を行う。 


○ 改め元の文言特定の正しさについては、紙の参照条文集に蛍光ペンでマーキングして確認


する。 


（視点） 


○ 過去の指摘事項を踏まえたチェックを行う。 


○ 改め方については、例規・ワークブック法制執務によりつつ、必要に応じて官報検索で過去


の用例を見ながらチェックする。 


○ 非改正部分において一般的な用語（役員等）について限定等が付された上で、「以下同じ。」


などとされている場合に、改正部分における同一用語まで不適切に当該定義が及ぶ場合があ


り、引用先を限定する必要があるなどするため、被改正対象法令の全文について、定義規定や


条文のハネを中心に、原則２回、時間的に可能であれば更に随時確認する。 


○ 施行期日が複数に分かれる場合に二段ロケット方式や読み戻しを要しないかの確認をする。 


○ 表の罫線について、上下のインデントの確認、次ページに表がまたがる場合の罫線の引かれ


方の確認をする。 


○ 案文のうち一部改正部分については、新旧対照表の傍線部分が正しいかを確認する。その際、


改め方を短くする観点から新旧対照表を直しに行くこともある。 


 


⑶ 案文チェック（審査終盤） 


○ 修正を原課に指示するときは、案文のコピーに修正を書き入れ、そのものを原課に確実に送


信する。さらに、修正した案文を送信させ、確実に修正されているかを自分の目で確認する一


手間を惜しまない（実際に修正作業をする者が審査に来ていた内容が分かった者とは限らず、


違った箇所を修正された経験から、信用ベースでの「きちんと直してくれるだろう対応」はし


なくなった。）。余裕なく修正すると、ハネ改正の忘れ、誤ヒット、勘違いによる修正など誤り


が発生しやすいので、後刻、落ち着いてから一人で白地で修正した条項について、再確認をす


る一手間を惜しまない。 


○ 審査最終段階での形式的チェックは、１回の確認におけるチェック項目を絞って、複数回行


う。１回当たりのチェック項目が多すぎると誤りを見逃すため。 







例：１回目は「同法・同条、前条・次条、並びに・又は若しくは」、２回目は誤字・脱字（第・


条の漏れ等）や法令番号、３回目は条項ズレに伴う引用誤り、４回目は「改め、加え、削


り」の脱落等 


 


⑷ 附則（施行期日等） 


○ 施行期日の書き分けについては、施行期日ごとに条文に色分けをさせて、チェックする。 


  ○ 施行期日の規定中に改正規定の条文の引用がされている場合には、案文の修正のたびに改


正規定の特定ができているか確認する。 


○ 法律名、法律番号や定義語・略称規定等の用い方の確認をする。 


  ○ 附則の条項を指し示すとき「附則第△条」とすべきところを、「附則」が抜けて「第△条」


になっていないかの確認をする。 


 


⑸ 配字等 


○ １ページ中の行数を確認する。 


○ 特に束ね法でのインデントの確認をする。 


  ○ 句読点の打ち方、語句の係り方の確認をする。 


 


⑹ 用字等 


○ 引用条項の確認を行う。 


○ 固有名詞（どこまでが固有名詞と観念されるか等）を確認する。 


○ 主語・目的語の係り方・共有のされ方を確認する。 


 


⑺ 新旧対照表 


○ 軽微なものを除き、新旧対照表は、まず現行部分（下欄）を省略せずに作成させ、ある程度


整理できた段階で不要な部分を省略させる。 


  ○ 新旧対照表の目次及び各法令の新旧対照表の冒頭ページで法令名・法令番号が正しいか確


認する。 


○ 新旧対照表の現行部分（下欄）が現行法規と合致していることを確認する。ただし、しっか


り見るのは改正傍線箇所とその前後の項くらい。それ以外は明確におかしいことに気付く場


合のみ。 


○ 新旧対照表ベースで（実質的チェックをした後）傍線が正しく引かれているかを確認する。


具体的には、誤ヒットがないか、条項を途中で切っていないか、固有名詞を途中で切っていな


いか、動詞の語幹だけで改正しようとしていないか等。 


 


⑻ 読替規定・読替表 


○ 「」が多用されている読替規定の改正は、何度も見直すよう指示する。 


  ○ 準用読替規定や適用読替規定について、法律名、法律番号や定義語・略称規定等の用い方の


確認をする。 


  ○ 読替表がある場合には読替表のタイトルが正しいかを確認した後（実質的チェックをした


後）、傍線が正しく引かれているかの確認をする。 







 ○ 読替後の条文で「同条」、「前条」等の表記に誤りがないか確認する。 


 


⑼ 参照条文 


○ 原課から提出される参照条文の内容が正しいか、官報検索で確認する。文言というより、条


項単位で改正時点までの修正が反映されているか、逆に公布未施行が入ってしまっていない


かの確認。 


  ○ 黒表紙だけではなく、原義（制定当初の閣議請議書や官報）を確認すべき場合の例と注意点。 


   ・附則を改正する場合、黒表紙の附則については省略されている場合があることに注意するこ


と。 


   ・一項建ての法令について各号がある場合、各号の書き出し位置は一字目が正しいが、どのよ


うになっているか注意して確認すること。 


   ・表を改正する場合、各欄の文字の書き出し位置が一字目かどうか注意すること。 


 ○ 原課に対し、参照条文の重要性を説明した上で、クレジットを明記させるとともに、改正履


歴の上に条文の施行時点及び未施行部分の有無を注記させた上で、未施行部分については関


係条項の上に注記させた上で、官報及び新旧対照表を添付して参照ページを記載させるよう


求める。 


 


⑽ 読み合わせ 


  ○ 読み合わせは、参事官の最終案文を読む担当者に渡して読ませるものであるのに、持ってき


た印刷物を読み始める担当者がいる。読み合わせ用に自らの最終案文を読み合わせ前にきち


んと整理しておく。手書きで挿入や上書きした所は、読みやすいようにきれいにしておく。 


  ○ 単なる読み上げ要員ではなく、法案の内容を理解している者に、新旧対照表を見ながら溶け


込みの確認を行わせる。 


○ （参事官は正本を確認することが多いと思われるが、）正本と審査原稿との同一性の確認は


事務官に任せ、自分は副本を汚しながら確認する。 


○ 読み合わせは、昼間に行う。 


 


⑾ システム活用 


  ○ 法令審査支援システムについて、局内の操作説明会で理解したことを踏まえ、原省に利用を


徹底させる。 


○ 案文の修正がある度に実施させる。実施していない部局があれば官房を通じて必ず注意す


る。 


○ 定義語の使用状況等を検索する必要がある場合には、必要に応じて D1-Law を併用して検索


を行うよう心掛けている。また、改正対象規定に係る改正履歴の確認は原課の責任ではあるが、


信頼性に疑いがある場合には、D1-Law を活用するなどしてクロスチェックをするよう心掛け


ている。 


○ 一太郎の文書比較機能による案文の修正箇所の確認（修正指示した箇所以外が修正されて


いないかの確認）をする。 


○ 「誤ヒット」の防止は、改め文を現行日本法規の被改正条項の規定と突合することによるチ


ェックが基本だが、読替規定など長い条文の改正に伴う改め文については、被改正条項の改正







前規定をワードにコピペした上で検索機能を用いて誤ヒットがないか確認する。 


 


２ その他参考 


⑴ 事務官との連携 


  ○ 事務官との連携を密にし、法案の内容面の審査と並行して、ある程度内容が固まったところ


から事務官には審査に同席せず、形式面のチェックに専念してもらい、その後の内容面の変更


点は参事官から事務官に個別に情報を入れる。 


○ 複数の法案を並行して審査している場合、事務官を審査卓での審査に拘束せず、形式的事項


のチェックに専念してもらう。 


 


⑵ 原省庁への指示 


  ○ 案文については、部長審査時に、チェック条文により、改正内容が改正元条文に正しく溶け


込んでいるか全てチェックしているが、そもそもチェック条文が存在しなかったり、少なくと


も一度チェックしていれば、間違うはずのないような間違いが散見されたりしており、部長審


査案文について原省自らがチェック条文により案文チェックを行っているとはとても思えな


いものもある。部長にあげる案文は、まずは原省において、部長に提出するチェック条文を用


いて必ずチェックを行うようにさせる必要がある。 


  ○ 案文はチェックを繰り返すことによって、その手法も意識も高まるのであって、最後の時点


にだけチェックを行っても完璧なチェックが行えるはずがない。原案作成・参事官提出時、参


事官審査終了・部長提出時、部長審査終了・次長長官提出時、次長長官審査終了・閣議請議時


の４回は最低行うべきである。 


  ○ 法令番号の追加・削除、条項の引用関係、略称・定義規定の及ぶ範囲等々、間違いが生じる


のはそれらが予期せぬところにでてくるからであり、それを防ぐためには、改正内容がある程


度固まった段階でその全体を把握している者が当該元の法律の全文（改正部分ではなく全文）


を通読するのが最も効果的である。 


  ○ 参照条文と案文でチェックすることを徹底させる。また、不慣れな部局は新旧対照表のみで


案文を作成することがあるため、参照条文を間違いなく作成することが極めて重要であるこ


とを機会を捉えて伝達する。 


  ○ 法令審査支援システム操作説明会に、法令案作成担当（予定）者を必ず参加させるようにす


る。 


  ○ 案文に単純ミスが多い部局については、原省の官房に体制の強化を要請する。 


 








法令案における誤りの防止について（手引き）の改正のポイント 


 


 


【基本的な考え方】 


立案府省庁等における法令案の誤り防止のための複層的チェックの実態調査、こ


れまでに実際に発生した法令案の誤りの原因等を踏まえて、主として、次の観点に


ついて記述を強化 


・ 当局及び立案府省庁等における誤り防止のためのチェックをより実効的なものと


するための留意事項 


・ 法令審査支援システムの活用 


・ 印刷物における誤り防止のための留意事項 


 


 


【改正のポイント】 


１ 当局及び立案府省庁等における誤り防止のためのチェックをより実効的なものと


するための留意事項 


 


［立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等］ 


〇 スーパー法令ウェブの使用を明記（現行：現行日本法規のみ） 


※ これまで現行日本法規の電子データの活用には、「官報と照合して問題がない場合には」と留


保をつけていたが、実務の実際にあわせて留保は明示しない。 


 


〇 審査用の参照条文の作成、提出及び使用を明記（現行：官報等の現行日本法規


を補完する資料の作成及び提出） 


※ ５点セットの参照条文と区別するため、「審査用の参照条文」と表記 


 


〇 電子データの調製は削除 


※ 法令審査支援システムで代替済みであり、実務の実際では、空文化 


 


［当局及び立案府省庁等におけるチェック］ 


〇 複層的チェックの統括責任者（管理職）及び実施責任者（補佐クラス）を審査担当


参事官に通知することとする。（現行：統括責任者のみ） 


〇 審査担当参事官のより積極的な役割を記述 


 


〇 審査の節目における全体チェックについて記述（現行：修正に伴う再チェック及び


最終的な複層的チェックのみ） 


〇 部長了（正式各省協議前後）の段階及び当局の実質的審査終了の段階では、必







ず全体チェック及び複層的チェックを行うこととし、法案については結果を審査


担当参事官に提出することを明記 


〇 誤りチェックシートを手引きに明記（現行：別通知「誤りチェックシートの導入につ


いて」） 


 


審査の節目 チェック 結果提出（法案のみ） 


 


法令案（改め文）の形式審査中 


 


 


全体チェック 


 


－ 


 


部長了（正式各省協議前後） 


 


全体チェック 


複層的チェック 


 


誤りチェックシート 


システム点検結果一覧 


 


実質的審査終了後 


全体チェック 


複層的チェック 


 


誤りチェックシート 


システム点検結果一覧 


 


※ 現行の「誤りチェックシートの導入について」を踏まえた。ただし、「誤りチェックシートの導入


について」では、閣議請議前の最終チェックが修正箇所のみのチェックになっており、手引き


の記述と齟齬しているので、閣議請議前（実質的審査終了後）の最終チェックは全体チェックと


し、チェックシートＢは廃止することとした。 


※ 実務の負担と実現可能性を考えて、チェック結果の当局への提出は、現行どおり法案につ


いてのみとした。 


 


［その他］ 


〇 平成１６年以降の誤り事例をチェックポイントの事例に追加 


 


〇 新旧対照表についての記述を簡略化。あわせて、正確性の確保について簡単に


記述 


 


 


２ 法令審査支援システムの活用 


 


〇 法令案（改め文）の形式的事項のチェックについては、人の目によるチェックに加


えて、法令審査支援システムを活用することを明記 


 


〇 部長了（正式各省協議前後）の段階及び当局の実質的審査終了後の段階では、


必ず法令審査支援システムによるチェックを行うこととし、法案については結果







を審査担当参事官に提出することを明記 


 


 


３ 印刷物における誤り防止のための留意事項 


 


〇 印刷物の校正刷りについて、読み合わせを実施することを明記 


 


〇 当局における読み合わせについて、必ず３名以上で実施すること等を明記 
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法令案における誤りの防止について 新旧対照表（案） 
改正案 現行 


法令案における誤り防止について（手引） 


（改訂版） 


 


令和３年  月 


内 閣 法 制 局 


 


目 次 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


別紙３ 縦断的チェック 


別紙４ 準用規定のチェック 


別紙５ 施行期日のチェック 


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


別添 誤りチェックシート 


法令案における誤り防止について（手引き） 


（増補版） 


 


平成１６年１２月 


内 閣 法 制 局 


 


目 次 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令の規定の確認等 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


別紙３ 縦断的チェック 


別紙４ 準用規定のチェック 


別紙５ 施行期日のチェック 


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


（新設） 
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改正案 現行 


法令案における誤り防止について（手引） 


平成１６年８月３０日 


内 閣 法 制 局 


改正 平成１６年１２月９日 


令和３年  月  日 


 


内閣提出の法案及び政令案（以下「法令案」という。）における誤りの防止について、当局では、第１５９回国


会で成立した国民年金法等の一部を改正する法律(平成１６年法律第１０４号)について、法案の形式的事項に多数


の誤りがあり、公布後において官報による正誤処理をせざるを得なかったこと等を契機として、平成１６年にこの


手引を作成し、立案府省庁等と共にこれに従った誤り防止策等を実践してきた。また、法令案における誤り防止の


ためのツールの一つとして平成１８年に法令審査支援システムを導入し、立案府省庁等の利用にも供して、同シス


テムによる法令案の形式的事項のチェックを行ってきた。 


こうした取組にもかかわらず、令和３年の第２０４回国会において、内閣提出の４法案１条約に計１４件の形式


的事項の誤りがあることが判明したことは、誠に遺憾である。法律等の条文は、国民の権利義務に関わることか


ら、正確性を十分に求められるものであり、内閣提出の法令案に形式的事項といえども誤りがあってはならない。


今後同様の事態を生じることがないよう、改めて当局と立案府省庁等とが連携して法令案における誤りの防止を図


るための実効的な態勢を確立し、継続的に取り組んでいく必要がある。 


法令案における誤りの防止について、以下のように定める。なお、この手引は、今後の実施状況等によりその内


容に変更及び追加を行うことを予定している。 


法令案における誤り防止について（手引き） 


平成１６年８月３０日 


内 閣 法 制 局 


改正 平成１６年１２月９日 


 


 


第１５９回国会で成立した国民年金法等の一部を改正する法律(平成１６年法律第１０４号)について、法案の形


式的事項に多数の誤りがあり、公布後において官報による正誤処理をせざるを得なかったことについては、誠に遺


憾である。内閣提出の法案及び政令案(以下「法令案」という。)に形式的事項といえども誤りがあってはならない


ことは当然であり、今後かかる誤りを生じることがないよう、当局と立案府省庁等とが連携しつつ、その防止を図


るための実効的な態勢を確立する必要がある。 


 


 


 


 


 


 


そこで、法令案における誤りの防止について、以下のように定める。なお、この手引きは、今後の実施状況等に


よりその内容に変更及び追加を行うことを予定している。 
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改正案 現行 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


１ 予備審査が一時期に過度に集中することがないよう「法令協議に関する申合せ(平成５年１月１８日各省庁文


書・国会担当課長会議)」を徹底し、常会に提出を予定する法案の予備審査については、非予算関連法案にあって


は１０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案にあっては翌年１月上旬から開始するよう努める


こと。ただし、予算関連法案にあっても、予算案等の確定を待つことなく予備審査を行うことができる部分につ


いては、１０月上旬から開始するよう努めること。 


２ 政令案についても、できるだけ早期に準備をし、時間的余裕をもって審査を行うことができるようにすること。


また、１２月から翌年３月までは、常会に提出する法案の予備審査が集中することを踏まえ、いわゆる年度末政


令等この時期に審査が必須な政令案以外の審査は行わないように審査スケジュールを組むこと。 


３ 法令案の実質的事項についての審査を終えた後において形式的事項のチェックに必要な時間を十分に確保する


ことができるよう、当該法令案の閣議付議の予定日を設定すること。 


４ 立案府省庁等においては、当該法令案の立案担当部局による法令案のチェックを強化することに加えて、これ


とは別に、立案担当部局以外の大臣官房等の職員(必要に応じてその職務を行わせる他の部局等の職員を含む。)


が当該法令案の形式的事項について複層的チェックを行う態勢を確立し、複層的チェックを行うこと。これに伴


い、法令案ごとに、複層的チェックの統括責任者（チェック要員の確保、その役割分担の決定、チェックの実施


状況の確認等を統括する管理職）及び実施責任者（実際にチェック要員によるチェック作業を指揮する補佐クラ


ス）の官職及び氏名等を審査担当参事官に通知すること。 


５ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、立


案府省庁等における４の複層的チェックのほか、当該法令を所管する他の府省庁等においても、当該法令の改正


について複層的チェックを行うこと。当該法令を所管する府省庁等における複層的チェックの統括責任者及び実


施責任者の官職及び氏名等の通知は、当該法令の改正の審査（下審査）を担当する参事官に行うこと。 


６ 立案府省庁等においては、法令案の形式的事項のチェックに際し、法令審査支援システムを活用すること。 


７ 各府省庁等においては、法制実務の基本に関する研修を実施するなど、法令案の形式的事項について的確なチ


ェックを行うことができる職員の養成に努めること。 


８ 審査担当参事官は、その審査する法令案において必要な事項を自らチェックするほか、立案府省庁等の立案担


当部局の立案担当責任者並びに４又は５によって通知を受けた複層的チェックの統括責任者及び実施責任者と


の連絡を密にして当該立案府省庁等における法令案のチェックの態勢、実施状況等を把握するとともに、立案府


省庁等から適時に複層的チェックの誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧の提出


を受け、立案府省庁等において法令案の形式的事項のチェックが実効的に行われていることを確認すること。 


９ なお、法令審査支援システムの機能強化等の法令案の形式的事項のチェックにおけるＩＴ技術の利用の促進に


ついて、更に検討を進める。 


 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


１ 予備審査が一時期に過度に集中することがないよう「法令協議に関する申合せ(平成５年１月１８日各省庁文


書・国会担当課長会議)」を徹底し、常会に提出を予定する法案の予備審査については、非予算関連法案にあって


は１０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案にあっては翌年１月上旬から開始するよう努める


こと。 


 


政令案についても、できるだけ早期に準備をし、時間的余裕をもって審査を行うことができるようにすること。 


 


 


２ 法令案の実質的事項についての審査を終えた後において形式的事項のチェックに必要な時間を十分に確保する


ことができるよう、当該法令案の閣議付議の予定日を設定すること。 


３ 立案府省庁等においては、当該法令案の立案担当部門による法令案のチェックを強化することに加えて、立案


担当部門以外の大臣官房等の職員(必要に応じてその職務を行わせる他の部局等の職員を含む。)が当該法令案の


形式的事項について複層的チェックを行う態勢を確立すること。これに伴い、法令案ごとに、当該複層的チェッ


クを統括する責任者の官職及び氏名を審査担当参事官に通知すること。 


 


 


４ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、立


案府省庁等における３の複層的チェックのほか、当該法令を所管する他の府省庁等においても、当該法令の改正


について複層的チェックを行うこと。当該法令を所管する府省庁等における複層的チェックを統括する責任者の


通知は、当該法令の改正の審査（下審査）を担当する参事官に行うこと。 


（新設） 


５ 各府省庁等においては、法制実務の基本に関する研修を実施するなど、法令案の形式的事項について的確なチ


ェックを行うことができる職員の養成に努めること。 


６ 審査担当参事官は、その審査する法令案において必要な事項を自らチェックするほか、３又は４によって通知


を受けた府省庁等における複層的チェックを統括する責任者との連絡を密にして、その他の形式的事項のチェッ


クにも遺漏がないことを確認すること。 


 


 


７ なお、法令案の形式的事項のチェックにおけるＩＴ技術の利用の促進について、更に検討を進める。 
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改正案 現行 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等 


(1) 官報等の基礎資料の整理 


   当局における審査は、現行日本法規又はその電子版のスーパー法令ウェブに登載された法令の規定をベース


に行っているが、その改正法令が未施行であることや加除・データ更新の時期等によって、審査の時点で、現


行日本法規又はスーパー法令ウェブに本改正(今回行おうとしている改正をいう。以下同じ。)の前提とすべき


改正対象法令（附則により改正する他の法令を含む。以下同じ。)並びに立案及び審査の過程で参照する他の


法令（以下「改正対象法令等」という。）の規定が反映されていない場合も少なくない。このような場合、立


案府省庁等において、現行日本法規又はスーパー法令ウェブに反映されていない改正対象法令等の改正につい


て、官報又は法案(正誤を含む。以下「官報等」という。)によって、当該改正の内容及び施行期日を確認した


上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施した官報等の写し及び②施行期日ごとの新旧対照表を作


成し、立案及び審査のための基礎資料として準備すること。 


  また、現行日本法規又はスーパー法令ウェブでは附則の一部が省略されているので、附則の規定について追


加、削除又は移動をする等の改正を行うときは、当該附則の改正履歴等を確認できる関係部分にマークを施し


た官報等の写しを、立案及び審査のための基礎資料として準備すること。 


  ［留意点］ 


○ 本改正の施行後に施行の予定となっている改正についても整理すること。 


○ 数次の改正がある場合は、施行期日の順に従って整理すること。 


○ 政令等により施行期日が定まるものについては、当該政令等の官報等の写しを添付すること。また、施


行期日が未定のものについては、施行の見込み時期について付記すること。 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案による改正及び継続審議中の法案によ


る改正に特に留意すること。 


○ 一部改正法令の一部改正があることを見落とさないこと。 


○ 立案府省庁等においては、他の府省庁等の所管する法令による改正対象法令等の改正予定の有無及びそ


の内容について適時に所要の照会を行い、改正予定の把握に遺漏がないようにすること。 


○ 附則において改正する他の府省庁等の所管する法令に係る同様の基礎資料についても、立案府省庁等に


おいて、当該法令を所管する他の府省庁等の協力を得て取りまとめること。 


○ なお、法令の改正履歴及び改正予定については、平素から、当該法令を所管する府省庁等の大臣官房等


において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、共管法令の改正履歴及び改正予定については、


その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


(2) 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認（審査用の参照条文の作成） 


立案府省庁等において、審査用の参照条文として、現行日本法規又はスーパー法令ウェブに登載された改正


対象法令等の規定の未反映部分を(1)の基礎資料で補完したものを作成し、審査担当参事官に提出するととも


に、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックに活用すること。 


  ［留意点］ 


〇 審査用の参照条文として作成する改正対象法令等の規定の範囲、編さん方法等については、審査担当参


事官の指示によること。この場合において、その趣旨及び目的に照らし、分量が不必要に膨大なものとな


らないようにすること。 


○ 審査用の参照条文の改正対象法令等の規定には、いつ時点の規定であるかを付記すること。 


○ スーパー法令ウェブを用いる場合、いつ時点の条文データを出力しているか選択を誤らないよう注意す


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令の規定の確認等 


(1) 官報等の基礎資料の整理 


   当局における審査は、現行日本法規に登載された改正対象法令の規定をベースに行っているが、その改正法


令が未施行であることや加除の時期等によって、審査の時点で、これに本改正(今回行おうとしている改正を


いう。以下同じ。)の前提とすべき改正対象法令(附則により改正する他の法令を含む。以下同じ。)の規定が反


映されていない場合も少なくない。このような場合、立案府省庁等において、現行日本法規に反映されていな


い改正対象法令の改正について、官報、法令全書又は法案(正誤を含む。以下「官報等」という。)によって、


当該改正の内容及び施行期日を確認した上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施した官報等の写


し及び②施行期日ごとの新旧対照表を作成し、立案府省庁等における立案及び複層的チェックのための基礎資


料として準備するとともに、これらの写しを審査担当参事官に提出すること。 


 


 


 


 


  ［留意点］ 


○ 本改正の施行後に施行の予定となっている改正についても整理すること。 


○ 数次の改正がある場合は、施行期日の順に従って整理すること。 


○ 政令等により施行期日が定まるものについては、当該政令等の官報等の写しを添付すること。また、施


行期日が未定のものについては、施行の見込み時期について付記すること。 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案による改正及び継続審議中の法案によ


る改正に留意すること。 


○ 一部改正法令の一部改正があることを見落とさないこと。 


○ 立案府省庁等においては、他の府省庁等の所管する法令による改正対象法令の改正予定の有無及びその


内容について適時に所要の照会を行い、改正予定の把握に遺漏がないようにすること。 


○ 附則において改正する他の府省庁等の所管する法令に係る同様の基礎資料についても、立案府省庁等に


おいて、当該法令を所管する他の府省庁等の協力を得て取りまとめること。 


○ なお、法令の改正履歴及び改正予定については、平素から、当該法令を所管する府省庁等の大臣官房等


において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、共管法令の改正履歴及び改正予定については、


その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


（新設） 
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ること。また、原則として、出力された条文データの加工（不要な条項等の削除、各条の後に記載されて


いる改正履歴の削除等）は行わず、出力された体裁（ページ割）のまま印刷し、必要に応じて関係部分に


マークを施す等して作成すること。表については、本来存在しない罫線が表示されてしまうこと等に注意


すること。 


 


(3) 引用法令の確認及び整理 


  立案府省庁等において、改正対象法令を引用している他の法令の有無を確認し、一覧表を作成するなどして


整理すること。 


  ［留意点］ 


○ 関係法令、従前の一部改正法令の附則(経過規定)等他の法令における引用について漏れなく把握するこ


と。他の府省庁等の所管に係る法令における引用については、立案府省庁等において適時に所要の照会を


行うものとし、照会を受けた当該他の府省庁等においては、調査に遺漏がないようにすること。 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案における引用及び継続審議中の法案に


おける引用に特に留意すること。 


○ なお、法令間の引用関係(引用し、又は引用される関係をいう。以下同じ。)については、平素から、そ


れぞれの法令を所管する府省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、


共管法令の引用関係については、その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


  （削る） 


 


 


 


 


 


(2) 引用法令の確認及び整理 


  立案府省庁等において、改正対象法令を引用している他の法令の有無を確認し、一覧表を作成するなどして


整理すること。 


  ［留意点］ 


○ 関係法令、従前の一部改正法令の附則(経過規定)等他の法令における引用について漏れなく把握するこ


と。他の府省庁等の所管に係る法令における引用については、立案府省庁等において適時に所要の照会を


行うものとし、照会を受けた当該他の府省庁等においては、調査に遺漏がないようにすること。 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案における引用及び継続審議中の法案に


おける引用に留意すること。 


○ なお、法令間の引用関係(引用し、又は引用される関係をいう。以下同じ。)については、平素から、そ


れぞれの法令を所管する府省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、


共管法令の引用関係については、その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


(3) 電子データの調製 


   (1)において確認した本改正の前提とすべき改正対象法令の全文(現行日本法規に登載されたとおりである


場合を含む。) を電子データ化し、立案府省庁等における立案及び複層的チェックに用いるための参照資料と


して準備するとともに、審査担当参事官に送付すること。 


  ［留意点］ 


○ 読み合わせを励行するなど電子データの正確性の確保に特に留意すること。 


○ 本改正に係る施行期日が複数あり、その間に改正対象法令の改正がある場合は、それぞれの施行期日に


おける改正の前提とすべき改正対象法令の規定を電子データ化すること。 


○ 附則において形式的な改正を行うにとどまる他の府省庁等の所管する法令の電子データについては、必


要に応じて送付すれば足りる。 


○ なお、総務省において整備をしている法令データについては、未施行部分の取扱いなどにおいてそのま


までは利用できないことに留意する必要がある。 
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改正案 現行 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


(1) ワープロデータの的確な管理 


  立案府省庁等においては、立案及び審査の過程における法令案の修正について、ワープロデータのバージョ


ン管理を徹底するとともに、修正入力の担当者を特定するなどして、ワープロデータの正確性を確保すること。 


  ［留意点］ 


○ いつどの部分を修正したかが把握できるようにしておくこと。 


 


(2) 法令審査支援システムの活用 


  立案府省庁等においては、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックを行うに当たって、人の目によ


るチェックに加えて、法令審査支援システムを活用すること。 


 


 〔留意点〕 


       ○ 溶け込ませ処理後の点検結果一覧の確認（エラーチェック）は、担当者限りで対応の要否を判断するの


ではなく、担当者が立案担当責任者等の誤りチェックの責任者に説明して、当該責任者が判断するように


すること。疑義がある場合には、審査担当参事官に相談すること。 


○ 法令審査支援システムは、表の改正、改正部分を図として引用する改正、一部改正法令の一部改正には


対応していない。また、いわゆる多段ロケット方式の二段目以降の改正には対応できない場合があること


に留意すること。 


○ また、法令審査支援システムは、人の目によるチェックを代替するものではなく、あくまでも補助的な


ものであることに留意すること。 


・ 既存の条項の移動と当該条項を引用する新たな条文の追加が同時に行われる場合には、法令審査支援


システムがその関係性をチェックできないことがあるので、そのような場合には、特に条項の引用関係


の誤りを見逃さないよう人の目により注意して確認すること。 


・ 読替規定の改正（改め元又は改め先の文言に対にならない「」又は複数の「」が含まれる。）等改め


文の構造が非常に複雑な場合には、その引用する文字列を法令審査支援システムが認識できないことが


あるので、そのような場合には、ワープロマクロの「改正対象文字列」のマーキング機能を利用すると


ともに、特に改め元の文言の意図しない一致（誤ヒット）を見逃さないよう人の目により注意して確認


すること。 


 


(3) 法令案のチェックにおける新旧対照表の扱い 


  新旧対照表は法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべきものではないことに留意すること。 


 


  ［留意点］ 


○ 新旧対照表では、一般に、改正部分の前後の規定や引用関係にある他の規定など本来直接参照して確認


する必要がある規定が記載されていないことが多く、また、それ自体が法令案の立案過程において作成さ


れたものであるから、法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべきものではない。法令案


（改め文）が誤った新旧対照表と整合していたため、誤りを見逃してしまった事例があるので、注意する


こと。 


○ 一方で、新旧対照表は正確なものでなければならないので、新旧対照表の旧（現行）の規定は審査用の


参照条文で確認した当該改正の施行時点における改正対象法令の規定により作成し、適時に新旧対照表


と法令案（改め文）及び審査用の参照条文との読み合わせを行うなどして、その正確を期すこと。 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


(1) ワープロデータの的確な管理 


  立案府省庁等においては、立案及び審査の過程における法令案の修正について、ワープロデータのバージョ


ン管理を徹底するとともに、修正入力の担当者を特定するなどして、ワープロデータの正確性を確保すること。 


  ［留意点］ 


○ いつどの部分を修正したかが分かる資料も併せて保存すること。 


 


(2) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底 


  立案及び審査の過程において法令案に修正があった場合は、その都度、立案府省庁等において、３の形式的


事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要となる改正に遺漏がないようにするこ


と。 


  ［留意点］ 


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、全般的なチェックを行うこと。 


 


 


   （新設） 


 


 


   （新設） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


(3) 新旧対照表の扱い 


  新旧対照表は改正内容の理解を助けるための参考資料として作成するものであり、立案及び審査の対象は法


令案(改め文)自体であることに留意すること。 


  ［留意点］ 


○ 最終的な新旧対照表は、審査を経て確定した法令案の内容に則して作成すべきものであり、法令案の立


案及び審査の過程における新旧対照表は、改正部分の前後の規定や引用関係にある他の規定など本来直


接参照して確認する必要がある規定が記載されていなかったり、前後の章(節等)名や傍線等が欠落して


いるなどの不備があることも多く、法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべきものでは


ない。 


  （新設） 
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(4) 審査担当参事官による審査の段階における全体チェックの実施 


  審査中の法令案について審査担当参事官による審査がある程度進展した適切な段階で、立案府省庁等におい


て、法令案の全体について３の形式的事項の誤りを防止するための立案担当部局によるチェック（全体チェッ


ク）を行うこと。 


［留意点］ 


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事官と相談すること。 


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェックが行われている場合においても、常に新たな視点


で形式的事項に特化したチェックを行うこと。 


○ 立案担当部局による全体チェックは、３のチェックポイントに留意して、別添の誤りチェックシートを


用いて実施すること。その際、漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックするのではなく、


担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施すること。 


○ 法令審査支援システムを活用すること。 


 


(5) 部長了（正式各省協議前後）の段階における全体チェック及び複層的チェックの実施 


  審査中の法令案について担当部長の了解が得られ、いわゆる正式各省協議が行われる前後の段階において、


当該法令案の形式的事項について、立案府省庁等において、改めて立案担当部局による全体チェックを行うと


ともに、立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェ


ックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


［留意点］ 


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事官と相談すること。 


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェック又は複層的チェックが行われている場合におい


ても、新たな視点で形式的事項に特化したチェックを行うこと。 


○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックは、３のチ


ェックポイントに留意して、別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その結果を


審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックする


のではなく、担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施すること。 


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事項のチェックを行い、法案については、


確認済みの点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合


は、当該法令の改正部分について、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等においても、当該法


令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の誤


りチェックシートを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。 


 


 


(6) 最終的な全体チェック及び複層的チェックの実施 


  法令案について当局による審査が実質的に終了し、法令案が固まった段階において、当該法令案の形式的事


項について、立案府省庁等において、最終的な立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣


官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェックシート及び法令審査支援シス


テムによる点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


  ［留意点］ 


○ 新たな視点で法令案の形式的事項に特化した最終的な複層的チェックを行うこと。 


 


（新設） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


（新設） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


  （新設）（「誤りチェックシートの導入について（平成１６年１２月９日）」から移行） 


束ね法や附則で他法の改正を行う場合には、当該他法改正部分について、立案府省庁のほか、


当該他法を所管する府省庁においても、当該他法所管部局によるチェックと大臣官房等による複


層的チェックを行い、その内容をチェックシートに記載し、内閣法制局に提出することとし、こ


の場合において、当該チェックシートを、当該他法所管府省庁を担当する内閣法制局参事官に提


出する。 


(4) 最終的な複層的チェックの実施 


  法案の国立印刷局入稿の時点等法令案が固まった段階において、当該法令案の形式的事項について、立案府


省庁等における最終的な複層的チェックを行うこと。 


 


 


 


○ それまでの立案の過程において複層的チェックが行われていた場合においても、新たな視点で法令案の
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○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックは、３のチ


ェックポイントに留意して、別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その結果を


審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックする


のではなく、担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施すること。 


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事項のチェックを行い、法案については、


確認済みの点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合


は、当該法令の改正部分について、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等においても、当該


法令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の


誤りチェックシートを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。 


 


 


○ 当局における決裁や与党における審査など閣議付議の予定日の直前において更に修正がされることも


あることから、最終的な複層的チェックについては、統括責任者において相当数の職員を確保し、チェッ


クポイントごとの担当を決めるなどして短時間で集中的に形式的事項のチェックを行うことができる態


勢を整備すること。 


○ 複層的チェックを行う大臣官房等に恒常的にそのための職員を配置することが困難な場合においては、


必要に応じて他の部局等から適当な職員を集めることができる態勢を整えること。 


 


(7) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底 


  (4)(5)(6)の全体チェックのほか、立案及び審査の過程において法令案に修正があった場合は、その都度、立


案府省庁等において、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要となる


改正に遺漏がないようにすること。 


［留意点］ 


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、関連して修正すべき部分がないか全般的なチェックを行うこと。 


・ 特に、当該修正により規定を追加、削除又は移動する改正を新たに追加した場合には、当該修正に


伴って必要となる引用先の改正を見逃しやすいので、注意して確認すること。 


○ 法令審査支援システムを活用すること。 


 


   (8) 印刷物の校正刷り版の確認 


法案の印刷物（穴なし）の校正刷りについては、複数人で最終の法令案（改め文）との読み合わせによる確


認を行うこと。また、審査担当参事官に共有すること。 


当局における読み合わせ後に修正があった場合には、法案の印刷物（穴あき）の校正刷りについても、当該


修正が正しく反映されているか複数人で読み合わせによる確認を行うこと。 


   〔留意点〕 


     ○ 国立印刷局においては、提出された法令案（改め文）のワープロデータをテキストデータとして取り


込み、編集した上で、禁則処理を施すことから、校正刷りに文字の欠落や重複がないか、表中に空白が


できていないか、字下げ（配字）の誤りがないか等の確認を入念に行うこと。特に、ページや行の変わ


り目に注意すること。 


     ○ 表の体裁（罫線の位置等）に注意すること。 


       


形式的事項に特化した最終的な複層的チェックを行うこと。 


（新設） 


 


 


 


（新設） 


 


  （新設）（「誤りチェックシートの導入について（平成１６年１２月９日）」から移行） 


束ね法や附則で他法の改正を行う場合には、当該他法改正部分について、立案府省庁のほか、


当該他法を所管する府省庁においても、当該他法所管部局によるチェックと大臣官房等による複


層的チェックを行い、その内容をチェックシートに記載し、内閣法制局に提出することとし、こ


の場合において、当該チェックシートを、当該他法所管府省庁を担当する内閣法制局参事官に提


出する。 


○ 当局における決裁や与党における審査など閣議付議の予定日の直前において更に修正がなされること


もあることから、最終的な複層的チェックについては、これを統括する責任者において相当数の職員にチ


ェックすべき事項を振り分けるなどして短時間で集中的に形式的事項のチェックを行うことができる態


勢を整備すること。 


○ 複層的チェックを行う大臣官房等に恒常的にそのための職員を配置することが困難な場合においては、


必要に応じて他の部局等から適当な職員を集めることができる態勢を整えること。 


 


（新設）（(2)から移動） 


(2) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底 


      立案及び審査の過程において法令案に修正があった場合は、その都度、立案府省庁等において、３の形


式的事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要となる改正に遺漏がないように


すること。 


    ［留意点］ 


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、全般的なチェックを行うこと。 


 


 


 


（新設） 
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(9) 読み合わせによる確認 


  読み合わせは、配字を含めて一文字一文字を確かめ、法令案の全体について誤りがないことを確認すること


ができるように行うこと。 


  ［留意点］ 


○ 立案府省庁等における全体チェック及び複層的チェックにおいても、読み合わせによる確認を行うこ


と。 


○ 当局における読み合わせは、審査担当参事官から渡される最終原稿を読み上げて行うこと。また、必ず


３名以上で行うこととし、審査担当参事官の指示により、最終原稿の読み手のほか、副本の確認、新旧


対照表の確認、審査用の参照条文による確認、読替対照表の確認等の役割分担をして行うこと。 


 


(5) 読み合わせによる確認 


  読み合わせは、配字を含めて一文字一文字を確かめ、法令案の全体について誤りがないことを確認すること


ができるように行うこと。 


  ［留意点］ 


○ 立案府省庁等における複層的チェックにおいても、読み合わせによる確認を行うこと。 


 


○ 当局における読み合わせは、審査担当参事官の最終原稿を読み上げて行うこと。 
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改正案 現行 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


  別紙１から別紙６までに掲げるチェックポイント(着眼点)により法令案の形式的事項についてチェックを行う


こと。 


［留意点］ 


○ 別紙１から別紙６までに掲げるものは、法令案において特に誤りを生じやすい事項についての必須のチ


ェックポイントであり、各府省庁等においては、あらかじめ、その趣旨を法令案の立案及びチェックに当


たる職員に周知させ、法令案の立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官房等によ


る複層的チェックに遺漏がないようにすること。また、各府省庁等においてその他必要と思われるチェッ


クポイントがあるときは、これを適宜増補して使用すること。 


○ 法令案のチェックに当たって改正対象法令等を参照する場合、審査用の参照条文を参照すること。 


 


 


○ これらのチェックポイントは、一部改正法令案を念頭に置いたものであるが、全部改正法令案及び新法


令案についても、これらに準じてチェックを行うこと。 


 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


  別紙１から別紙６までに掲げるチェックポイント(要点)により、法令案の形式的事項についてチェックを行う


こと。 


［留意点］ 


○ 別紙１から別紙６までに掲げるものは、法令案において特に誤りを生じやすい事項についての必須のチ


ェックポイントであり、各府省庁等においては、あらかじめ、その趣旨を法令案の立案及びチェックに当


たる職員に周知させ、法令案の立案担当部門におけるチェック及び複層的チェックに遺漏がないようにす


ること。また、各府省庁等においてその他必要と思われるチェックポイントがあるときは、これを適宜増


補して使用すること。 


    ○ 法令案のチェックに当たって改正対象法令や他の法令を参照する場合、検索の便宜として１(3)の電子デ


ータを用いることは有用であるが、その上で、最終的には、現行日本法規及び官報等を直接参照すること。 


 


○ これらのチェックポイントは、一部改正法令案を念頭に置いたものであるが、全部改正法令案及び新法


令案についても、これらに準じてチェックを行うこと。 
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改正案 現行 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


(1) 立案府省庁等において、法案提出後、その内容を改めて点検し、万一法案に誤りがある場合には、国会にお


ける審議が開始される前に、法案の正誤処理を行うことができるようにすること。 


 


(2) 国会提出後の法案について、その成立が当初の見込みから遅れることとなる場合には、改めて法案をチェッ


クし、所要の修正の依頼を怠らないこと。 


 ［留意点］ 


○ 成立を見込んで記載した法律番号の年の部分の修正 


○ 他の法律の規定による一部改正の施行が先行してしまうことによる法案の修正 


 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


(1) 立案府省庁等において、法案提出後、その内容を改めて点検し、万一法案に誤りがある場合には、国会にお


ける審議が開始される前に、法案の正誤処理を行うことができるようにすること。 


 


(2) 国会提出後の法案について、その成立が当初の見込みから遅れることとなる場合には、改めて法案をチェッ


クし、所要の修正の依頼を怠らないこと。 


 ［留意点］ 


○ 成立を見込んで記載した法律番号の年の部分の修正 


○ 他の法律の規定による一部改正の施行が先行してしまうことによる法案の修正 
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改正案 現行 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


 


１ 改正する規定の特定が正確であることをチェックすること。 


［要点］ 


① 改正箇所を示す「第○条第○項」、「…第○号」、「各号列記以外の部分」、「…本文」、「…ただし書」、


「…前段（後段）」等によって指定された規定が存在するか、また、その指定する規定の範囲が適当かについ


て、実際に当該規定に当たって確かめること。 


② 枝番(特に孫番)の誤記は見逃しやすいので注意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 適用読替の規定である第Ｘ条を改める際、同条が「・・・された場合における第Ｙ条、・・・の規定の適


用については、第Ｙ条中・・・とする。」という１文から構成されているにもかかわらず、２文から成るも


のと錯覚し、「第Ｘ条前段中」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｙ条第一項第七号中」とすべきと


ころ、「第Ｙ条第七号中」として、「第一項」という文言を書き漏らしてしまった。 


 


２ 改め元の文言(「○○」を…改める、「○○」を削る、「○○」の下に…加える等における「○○」の文言)が


１で確認した規定中の文言に合致することをチェックすること。  


［要点］ 


① １で確認した規定の全体を精査し、改め元の文言について、不一致及び意図しない一致(誤ヒット)がないこ


とを確かめること。 


② 特に、改め元の文言が長い場合は一文字の誤りでも不一致となり、他方、改め元の文言が短い一般的な用語


である場合(「及び」、「又は」、「第○条」等)は他に意図しない一致(誤ヒット)を生じる可能性が高いこと


に留意すること。 


③ 改め元として引用する読点（「、」）及び句点（「。」）の扱いが適当かについてもチェックすること。 


④ 読替規定（改め元又は改め先の文言に対にならない「」又は複数の「」が含まれるもの）には法令審査支


援システムでは対応できないことがあり、また、表の改正は法令審査支援システムではチェックできないの


で、特に入念に人の目で確認すること。この場合において、ワープロソフトの検索機能を有効に利用するこ


と。 


⑤ なお、改正がある項について行うべき用語の整備（「行なう」を「行う」に、「但し」を「ただし」に、「一


に」を「いずれかに」に改める等）についても留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法改正法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条の規定を改める際、改め元の文言を「昭和六十年一月二日」と


すべきところ、「昭和六十四年一月二日」と記載してしまった。 


 


（例６へ移動） 


 


 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


 


１ 改正する規定の特定が正確であることをチェックすること。 


［要点］ 


① 改正箇所を示す「第○条第○項」、「…第○号」、「各号列記以外の部分」、「…本文」、「…ただし書」、


「…前段（後段）」等によって指定された規定が存在するか、また、その指定する規定の範囲が適当かについ


て、実際に当該規定に当たって確かめること。 


② 枝番(特に孫番)の誤記は見逃しやすいので注意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 適用読替の規定である第Ｘ条を改める際、同条が「・・・された場合における第Ｙ条、・・・の規定の適


用については、第Ｙ条中・・・とする。」という１文から構成されているにもかかわらず、２文から成るも


のと錯覚し、「第Ｘ条前段中」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｙ条第一項第七号中」とすべきと


ころ、「第Ｙ条第七号中」として、「第一項」という文言を書き漏らしてしまった。 


 


２ 改め元の文言(「○○」を…改める、「○○」を削る、「○○」の下に…加える等における「○○」の文言)が


１で確認した規定中の文言に合致することをチェックすること。  


［要点］ 


① １で確認した規定の全体を精査し、改め元の文言について、不一致及び意図しない一致(誤ヒット)がないこ


とを確かめること。 


② 特に、改め元の文言が長い場合は一文字の誤りでも不一致となり、他方、改め元の文言が短い一般的な用語


である場合(「及び」、「又は」、「第○条」等)は他に意図しない一致(誤ヒット)を生じる可能性が高いこと


に留意すること。 


③ 改め元として引用する読点（「、」）及び句点（「。」）の扱いが適当かについてもチェックすること。 


（新設） 


 


 


 


④ なお、改正がある項について行うべき用語の整備（「行なう」を「行う」に、「但し」を「ただし」に、「一


に」を「いずれかに」に改める等）についても留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法改正法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条の規定を改める際、改め元の文言を「昭和六十年一月二日」と


すべきところ、「昭和六十四年一月二日」と記載してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条に規定する業務規程について認可制を届出制に改める際、改め元の文言を「認可を受け」とすべき


ところ、「許可を受け」と記載してしまった。 
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例２ ２項から成る第Ｘ条の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｘ条第一項中」と特定すべきところ、同条第


２項にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「第Ｘ条中」としたため、同条第２項が誤


って改正され、意味の通らない規定となってしまった。 


 


例３ 比較的長文のＸ条第１項（準用規定）中「という。）と」の下に文言を加える際、Ｘ条第１項に「とい


う。）と」と同一の文言があることを見落としてしまった。 


 


例４ 各号列記がある附則第Ｘ条第１項の規定を改める際、改正対象規定を「附則第Ｘ条第一項各号列記以外の


部分中」と特定すべきところ、同項第１号中にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「附


則第Ｘ条第一項中」としたため、同項第１号が誤って改正されてしまった。 


 


例５ Ｘ条第１項各号列記以外の部分中「」という。）」を削る際、同項各号列記以外の部分中の他の箇所及


び同項各号に「」という。）」と同一の文言があることを見落としてしまった。 


 


例６ 第Ｘ条に規定する業務規程について認可制を届出制に改める際、改め元の文言を「認可を受け」とすべき


ところ、「許可を受け」と記載してしまった。 


 


３ 改め先の文言（「△△」に改める、「△△」を加える等における「△△」の文言)が１で確認した規定中に正常


に溶け込むことをチェックすること。 


［要点］ 


① 改め先の文言を溶け込ませた後の当該規定において、改正部分の前後を通読して文意が通じることを確かめ


ること。 


② 規定中の文言を削る場合においても、改正部分の前後を通読して同様の確認をすること。 


③ 必ず法令審査支援システムで、溶け込ませ後の条文を確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、行政庁による公示を規定する第Ｙ条の文言


について、「第Ｘ条に規定する認可をしたときは」を「第Ｘ条の規定による届出を受理したときは」に改め


るべきところ、単に「認可」を「届出」に改めるとしたため、「（行政庁が）・・・届出をしたときは」と


なってしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、「終了予定日とされた日」の下に「から三十日を経過した日」を加える際、改め元の文


言を誤って「終了予定日」としたため、「終了予定日から三十日を経過した日とされた日」となってしまっ


た。 


 


例３ 第Ｘ条において、「同法第三条第二項中」を「同項中」に改めるべきところ、改め元の文言の引用を誤


って「第三条第二項中」としたため、「同法同項中」となってしまった。 


 


４ 溶け込み後(文言を削った場合を含む。)の規定の全体について、誤りを生じやすい語句等のチェックを行うこ


と。 


［要点］ 


① 既存の「同(法、条、項等)」が指すものに誤りを生じていないかを確認すること。 


例３ ２項から成る第Ｘ条の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｘ条第一項中」と特定すべきところ、同条第


２項にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「第Ｘ条中」としたため、同条第２項が誤


って改正され、意味の通らない規定となってしまった。 


 


  （新設） 


 


 


例４ 各号列記がある附則第Ｘ条第１項の規定を改める際、改正対象規定を「附則第Ｘ条第一項各号列記以外の


部分中」と特定すべきところ、同項第１号中にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「附


則第Ｘ条第一項中」としたため、同項第１号が誤って改正されてしまった。 


 


（新設） 


 


 


   （現行の例２） 


 


 


３ 改め先の文言（「△△」に改める、「△△」を加える等における「△△」の文言)が１で確認した規定中に正常


に溶け込むことをチェックすること。 


［要点］ 


① 改め先の文言を溶け込ませた後の当該規定において、改正部分の前後を通読して文意が通じることを確かめ


ること。 


② 規定中の文言を削る場合においても、改正部分の前後を通読して同様の確認をすること。 


  （新設） 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、行政庁による公示を規定する第Ｙ条の文言


について、「第Ｘ条に規定する認可をしたときは」を「第Ｘ条の規定による届出を受理したときは」に改め


るべきところ、単に「認可」を「届出」に改めるとしたため、「（行政庁が）・・・届出をしたときは」と


改正されてしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、「終了予定日とされた日」の下に「から三十日を経過した日」を加える際、改め元の文


言を誤って「終了予定日」としたため、「終了予定日から三十日を経過した日とされた日」と改正されてし


まった。 


 


 （新設） 


 


 


４ 溶け込み後(文言を削った場合を含む。)の規定の全体について、誤りを生じやすい語句等のチェックを行うこ


と。 


［要点］ 


① 既存の「同(法、条、項等)」が指すものに誤りを生じていないかを確認すること。 
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② 新たに「同(法、条、項等)」を用いるべきものが生じていないかを確認すること。 


③ 「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方が適当かを確認すること。 


④ 括弧（（）及び「」）の開閉は整合しているかを確認すること。 


⑤ 改正部分に法令名(題名及び件名をいう。以下同じ。)又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェ


ックを行うこと。 


⑥ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一項の規定による認可、同条第四項の規定による変更の届出・・・・」とい


う規定中、「認可」の下に「、第Ｚ条第一項の規定による変更命令」という文言を加える際、「同条第四項」


を「第Ｙ条第四項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一号又は第二号に掲げる業務」という規定の下に「又は第Ｚ条第一号に掲げ


る業務」という文言を加える際、「第Ｙ条第一号又は第二号」を「第Ｙ条第一号若しくは第二号」に改める


べきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 『Ａの表Ｂの項及びＣの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・する。』という読替規定において、「Ｃ


の項」の次に「Ｄの項」を加える際、『Ａの表Ｂの項、Ｃの項及びＤの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・


する。』とすべきところを誤り、『Ａの表Ｂの項、Ｃの項、Ｄの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・


する。』としてしまった。 


 


５ 当該規定中の文言を引用している他の規定を確認し、その引用している文言が改正後の当該規定中の文言と整


合しているかをチェックすること。 


［要点］ 


○ 改正対象法令のほか、本文第２の１(3)において整理した他の引用法令の全てについて確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、約款の公衆縦覧を規定する第Ｙ条について、


「第Ｘ条に規定する認可を受けた約款」を「第Ｘ条の規定による届出を行った約款」に改めるべきところ、


これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条中の文言を「異議申立手続」から「審査請求手続」に改めた際、これに伴って第Ｘ条を準用してい


る第Ｙ条中の「異議申立手続」の文言を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 「Ａ機構」を「Ｂ機構」に名称変更する改正の際、直近の臨時国会で成立した「Ａ機構」を引用する法


律を見落としたため、当該法律に改正漏れが生じてしまった。 


 


② 新たに「同(法、条、項等)」を用いるべきものが生じていないかを確認すること。 


③ 「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方が適当かを確認すること。 


④ 括弧（（）及び「」）の開閉は整合しているかを確認すること。 


⑤ 改正部分に法令名(題名及び件名をいう。以下同じ。)又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェ


ックを行うこと。 


⑥ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一項の規定による認可、同条第四項の規定による変更の届出・・・・」とい


う規定中、「認可」の下に「、第Ｚ条第一項の規定による変更命令」という文言を加える際、「同条第四項」


を「第Ｙ条第四項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一号又は第二号に掲げる業務」という規定の下に「又は第Ｚ条第一号に掲げ


る業務」という文言を加える際、「第Ｙ条第一号又は第二号」を「第Ｙ条第一号若しくは第二号」に改める


べきところ、これを看過してしまった。 


 


  （新設） 


 


 


 


 


５ 当該規定中の文言を引用している他の規定を確認し、その引用している文言が改正後の当該規定中の文言と整


合しているかをチェックすること。 


［要点］ 


○ 改正対象法令のほか、本文第２の１(2)において整理した他の引用法令のすべてについて確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、約款の公衆縦覧を規定する第Ｙ条について、


「第Ｘ条に規定する認可を受けた約款」を「第Ｘ条の規定による届出を行った約款」に改めるべきところ、


これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条中の文言を「異議申立手続」から「審査請求手続」に改めた際、これに伴って第Ｘ条を準用してい


る第Ｙ条中の「異議申立手続」の文言を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


  （新設） 
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改正案 現行 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


 


１ 追加、削除又は移動の対象となる規定の特定及びその追加、削除又は移動の処理が適当であることをチェック


すること。 


［要点］ 


① 規定の追加、削除又は移動を行う場合の基本的ルールに従っているかを確認すること。 


② 章名、節名等を付し、又は削ることによる章(節等)建ての変更がある場合の処理に誤りを生じないよう留意


すること。 


 


[誤り事例] 


例 新たに章名を付する際、「第Ｘ条の十六の六」の次に付すべきところ、「第Ｘ条の十六」の次に付してしま


った。 


 


２ 追加、削除又は移動の対象となる規定が章、節等の冒頭又は末尾のものかどうかをチェックすること。 


［要点］ 


① 章、節等の冒頭又は末尾の規定に追加、削除又は移動がある場合、改正規定(改め文)にその趣旨が明記(「第


○章中第○条の次に…」等)されているかを確認すること。 


② 編、章、節等の冒頭又は末尾の章、節、款等に追加、削除又は移動がある場合についても、同様である。 


③ 目次の改正が漏れていないかを確認すること。附則において他法改正を行う際、当該他法の目次の改正が必


要となる場合があることにも十分に留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ａ章の冒頭に第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「第Ｘ+1 条」を「第Ｘ条の二」に改めるべき


ところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法改正法附則において、Ｂ法の規定を改める際、Ｂ法本則の末尾に２条（罰則規定）を追加したことに


伴って、Ｂ法の目次における罰則の章の末尾の条名を「第Ｘ条」から「第Ｘ+2条」に改めるべきところ、こ


れを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「（第Ｘ条・第Ｘ+1 条）」を「（第Ｘ条－第Ｘ+1 条）」に改


めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


３ 共通見出しの処理をチェックすること。 


［要点］ 


○ 規定(条)の追加、削除又は移動に伴い、共通見出しの付け直しの処理が適切にされているかを確認すること。 


 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条及び第Ｘ+1条の共通見出しを改正する際、「第Ｘ条の前の見出し」とすべきところ、「第Ｘ条の見


出し」と記載してしまった。 


 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


 


１ 追加、削除又は移動の対象となる規定の特定及びその追加、削除又は移動の処理が適当であることをチェック


すること。 


［要点］ 


① 規定の追加、削除又は移動を行う場合の基本的ルールに従っているかを確認すること。 


② 章名、節名等を付し、又は削ることによる章(節等)建ての変更がある場合の処理に誤りを生じないよう留意


すること。 


 


[誤り事例] 


例 新たに章名を付する際、「第Ｘ条の十六の六」の次に付すべきところ、「第Ｘ条の十六」の次に付してしま


った。 


 


２ 追加、削除又は移動の対象となる規定が章、節等の冒頭又は末尾のものかどうかをチェックすること。 


［要点］ 


① 章、節等の冒頭又は末尾の規定に追加、削除又は移動がある場合、改正規定(改め文)にその趣旨が明記(「第


○章中第○条の次に…」等)されているかを確認すること。 


② 編、章、節等の冒頭又は末尾の章、節、款等に追加、削除又は移動がある場合についても、同様である。 


③ 目次の改正が漏れていないかを確認すること。附則において他法改正を行う際、当該他法の目次の改正が必


要となる場合があることにも十分に留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ａ章の冒頭に第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「第Ｘ+1 条」を「第Ｘ条の二」に改めるべき


ところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法改正法附則において、Ｂ法の規定を改める際、Ｂ法本則の末尾に２条（罰則規定）を追加したことに


伴って、Ｂ法の目次における罰則の章の末尾の条名を「第Ｘ条」から「第Ｘ+2条」に改めるべきところ、こ


れを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「（第Ｘ条・第Ｘ+1 条）」を「（第Ｘ条－第Ｘ+1 条）」に改


めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


３ 共通見出しの処理をチェックすること。 


［要点］ 


○ 規定(条)の追加、削除又は移動に伴い、共通見出しの付け直しの処理が適切になされているかを確認するこ


と。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条及び第Ｘ+1条の共通見出しを改正する際、「第Ｘ条の前の見出し」とすべきところ、「第Ｘ条の見


出し」と記載してしまった。 
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例２ 第Ｘ条から第Ｘ+2 条までの共通見出しが付されている場合で「第Ｘ条 削除」とするときに、第Ｘ条


の前に付されていた共通見出しを第Ｘ+1 条の前に付け替えるべきところ、これを看過してしまった。 


 


４ 追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に誤りを生じていないかをチェックすること。 


［要点］ 


① 追加、削除又は移動の対象となる規定の前後の規定において、「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前


○条(項、号)」が用いられているかどうかを確認し、その指示するものに誤りを生じていないかをチェックす


ること。 


② 規定の追加、削除又は移動の結果、その前後の規定において、「第○条(項、号)」又は「第○条(項、号)か


ら第△条(項、号)まで」を「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」に改める必要がない


かを確認すること。 


③ 章、節等の単位で追加、削除又は移動の対象となる場合(新たに章名、節名等を付し、又は章名、節名等を削


る場合を含む。)は、「前章(節等)」、「次章(節等)」又は「前○章(節等)」についてチェックをすること。 


④ その他当該改正対象法令の全体について、追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に不整合を生じ


ていないかを精査すること。この場合において、「…第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」のように、追


加、削除又は移動の対象となる規定の条名等が改正対象法令の規定上そのまま記載されていない場合(電子デ


ータを利用して単純に検索を行ってもヒットしない場合)があることに留意すること。 


⑤ 加えて、本文第２の１(3)において整理した他の引用法令の全てについて、同様に、追加、削除又は移動の対


象となる規定の引用関係に不整合を生じていないかを精査すること。 


⑥ 本改正により項建てがなくなった条や項建ての条の全ての項を引用する場合は、単に「第○条」とすること


を見落とさないこと。また、本改正により項建てがされた条中の規定を引用する場合に、「第○条第△項」と


することを見落とさないこと。 


⑦ 改正部分に法令名又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェックを行うこと。 


⑧ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


⑨ 新たに追加した条文で引用している条、項、号等については、引用元で移動しても法令審査支援システム


ではエラーメッセージが出ないので、必ず人の目で確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条の次に第Ｘ条の２から第Ｘ条の５まで計４条を追加したことに伴って、直後の条（第Ｘ+1条）中の


「前条」という文言を「第Ｘ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 別表中の備考にある第Ｘ号の次に１号を追加したことに伴って、直後の号（旧第Ｘ+1号＝新第Ｘ+2 号）中


の「前号」という文言を「第Ｘ号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の次に１条を追加したことに伴って、第Ｘ条の２が第Ｘ条の３に移動したため、第Ｘ条中の「次条」


という文言を「第Ｘ条の三」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例４ 第Ｘ条に第２項と第３項を追加したことに伴って、直前の条（第Ｘ-1 条）第３項中の「次条第一号」とい


う文言を「次条第一項第一号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例５ 第Ｘ条において号の追加により第３号が第４号に移動したことに伴って、これを引用する第Ｙ条（罰則規


定）中の「第Ｘ条第三号」という文言を「第Ｘ条第四号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


例２ 第Ｘ条から第Ｘ+2 条までの共通見出しが付されている場合で「第Ｘ条 削除」とするときに、第Ｘ条


の前に付されていた共通見出しを第Ｘ+1 条の前に付け替えるべきところ、これを看過してしまった。 


 


４ 追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に誤りを生じていないかをチェックすること。 


［要点］ 


① 追加、削除又は移動の対象となる規定の前後の規定において、「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前


○条(項、号)」が用いられているかどうかを確認し、その指示するものに誤りを生じていないかをチェックす


ること。 


② 規定の追加、削除又は移動の結果、その前後の規定において、「第○条(項、号)」又は「第○条(項、号)か


ら第△条(項、号)まで」を「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」に改める必要がない


かを確認すること。 


③ 章、節等の単位で追加、削除又は移動の対象となる場合(新たに章名、節名等を付し、又は章名、節名等を削


る場合を含む。)は、「前章(節等)」、「次章(節等)」又は「前○章(節等)」についてチェックをすること。 


④ その他当該改正対象法令の全体について、追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に不整合を生じ


ていないかを精査すること。この場合において、「…第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」のように、追


加、削除又は移動の対象となる規定の条名等が改正対象法令の規定上そのまま記載されていない場合(電子デ


ータを利用して単純に検索を行ってもヒットしない場合)があることに留意すること。 


⑤ 加えて、本文第２の１(2)において整理した他の引用法令のすべてについて、同様に、追加、削除又は移動の


対象となる規定の引用関係に不整合を生じていないかを精査すること。 


⑥ 本改正により項建てがなくなった条や項建ての条のすべての項を引用する場合は、単に「第○条」とするこ


とを見落とさないこと。また、本改正により項建てがなされた条中の規定を引用する場合に、「第○条第△項」


とすることを見落とさないこと。 


⑦ 改正部分に法令名又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェックを行うこと。 


⑧ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


（新設） 


 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条の次に第Ｘ条の２から第Ｘ条の５まで計４条を追加したことに伴って、直後の条（第Ｘ+1条）中の


「前条」という文言を「第Ｘ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 別表中の備考にある第Ｘ号の次に１号を追加したことに伴って、直後の号（旧第Ｘ+1号＝新第Ｘ+2 号）中


の「前号」という文言を「第Ｘ号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の次に１条を追加したことに伴って、第Ｘ条の２が第Ｘ条の３に移動したため、第Ｘ条中の「次条」


という文言を「第Ｘ条の三」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例４ 第Ｘ条に第２項と第３項を追加したことに伴って、直前の条（第Ｘ-1 条）第３項中の「次条第一号」とい


う文言を「次条第一項第一号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例５ 第Ｘ条において号の追加により第３号が第４号に移動したことに伴って、これを引用する第Ｙ条（罰則規


定）中の「第Ｘ条第三号」という文言を「第Ｘ条第四号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 
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例６ Ａ法改正法の附則第Ｘ条において、改正後のＡ法第Ｙ条の規定を引用する際、第Ｙ条において項の追加に


より第４項が第６項に移動したことを見落とし、「同条第六項」とすべきところ、「同条第四項」と記載し


てしまった。 


 


例７ 第Ｘ条において、免許拒否事由を規定する際、審査の過程における修正に伴って条が移動したことを見落


とし、「第Ｙ条の規定により解任を命ぜられた役員」とすべきところ、「第Ｙ-1条の規定により解任を命ぜ


られた役員」と記載してしまった。 


 


例８ 第Ｘ条において項の削除により第４項が第３項に移動したことに伴って、これを引用する第Ｘ条の２第１


項及び第２項中の「前条第四項」という文言を「前条第三項」に改めるべきところ、これを看過してしまっ


た。 


 


  例９ Ａ法改正法の附則第Ｘ条においてＢ法を改正する際、Ｂ法附則第Ｚ条から第Ｚ+2 条までを 1 条ずつ繰り


上げたことに伴って、Ｂ法第Ｙ条第 1 項に規定されていた「附則第Ｚ+1 条において同じ。」の「附則第Ｚ


+1 条」を「附則第Ｚ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１０ 第Ｘ条第２項と第Ｙ条第２項を削除したことに伴って、これらの条項を引用する第Ｚ条（罰則規定）中


の「第Ｘ条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）又は第Ｙ条第一項（同条第二項において準


用する場合を含む。）」という文言を「第Ｘ条又は第Ｙ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１１ 第Ｘ条第３項を削除したことに伴って、これを引用する第Ｙ条第１項中の「（第Ｘ条第三項を除く。）」


という文言を削除すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１２ Ａ法第Ｘ条において、項の追加により第５項と第７項が各々第６項と第８項に移動したことに伴って、


これらの条項を引用するＢ法第Ｙ条第３項中の「第Ｘ条第五項及び第七項」という文言を「第Ｘ条第六項及


び第八項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１３ Ａ法によってＢ法の条項の移動を行ったところ、既に成立した未施行のＣ法において移動前のＢ法の


条項を引用していることを見落としたため、Ｃ法の改正漏れが生じてしまった。 


 


 


例６ Ａ法改正法の附則第Ｘ条において、改正後のＡ法第Ｙ条の規定を引用する際、第Ｙ条において項の追加に


より第４項が第６項に移動したことを見落とし、「同条第六項」とすべきところ、「同条第四項」と記載し


てしまった。 


 


例７ 第Ｘ条において、免許拒否事由を規定する際、審査の過程における修正に伴って条が移動したことを見落


とし、「第Ｙ条の規定により解任を命ぜられた役員」とすべきところ、「第Ｙ-1条の規定により解任を命ぜ


られた役員」と記載してしまった。 


 


例８ 第Ｘ条において項の削除により第４項が第３項に移動したことに伴って、これを引用する第Ｘ条の２第１


項及び第２項中の「前条第四項」という文言を「前条第三項」に改めるべきところ、これを看過してしまっ


た。 


 


  （新設） 


 


 


 


例９ 第Ｘ条第２項と第Ｙ条第２項を削除したことに伴って、これらの条項を引用する第Ｚ条（罰則規定）中の


「第Ｘ条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）又は第Ｙ条第一項（同条第二項において準用


する場合を含む。）」という文言を「第Ｘ条又は第Ｙ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１０ 第Ｘ条第３項を削除したことに伴って、これを引用する第Ｙ条第１項中の「（第Ｘ条第三項を除く。）」


という文言を削除すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１１ Ａ法第Ｘ条において、項の追加により第５項と第７項が各々第６項と第８項に移動したことに伴って、


これらの条項を引用するＢ法第Ｙ条第３項中の「第Ｘ条第五項及び第七項」という文言を「第Ｘ条第六項及


び第八項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


  （新設） 


  







18 
 


改正案 現行 


別紙３ 縦断的チェック 


 


１ 引用する他の法令の法令番号の記載等を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 改正後の改正対象法令において、引用する他の法令の法令番号が適切に付されているかを確認すること。 


② 本改正により法令番号の記載された法令名が削除される場合は、これに伴いその法令番号を付け替える必要


がないかを確認すること。 


③ 本改正の附則(経過規定、他の法令の一部改正規定等)における法令名(「新法」、「旧法」、「平成○○年改


正法」等の略称を含む。)の記載及び法令番号の扱いが適当かを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法において、Ｂ法の条項を引用する多数の文言を規定する際、「Ｂ法」という最初の文言に法令番号


「（昭和○○年法律第△△号）」を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条を改め、その中でＡ法の規定を引用する際、「Ａ法」という文言に法


令番号を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


２ 定義語・略称の定め方及び用い方を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 定義語・略称の定め方及び用い方に改正後の改正対象法令の全体を通じて重複や混乱がないかを確認するこ


と。 


② 本改正により定義規定又は略称を定める規定若しくは文言が削除される場合は、これに伴い新たな定義規


定又は略称を定める必要がないかを確認すること。 


③ 「以下同じ。」、「以下この章において同じ。」、「第○条第○項において同じ。」等の定義語・略称の適


用範囲の指定に誤りを生じていないかを確認すること。また、不要となった定義規定又は略称を定める規定を


残していないかを確認すること。 


④ 本改正の附則その他の改正対象法令以外の法令において、改正対象法令中の定義語・略称を不用意に用いて


いないかに留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法第Ｘ条を全部改正し、第１項に「調整期間」という略称を定める規定を設けたことを受け、Ｂ法附則


第Ｙ条第４項において、この略称を用いる際、「Ａ法第Ｘ条第一項に規定する調整期間」とすべきところ、


「Ａ法第Ｘ条第二項に規定する調整期間」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法の原始附則第Ｘ条に項を追加し、その中でＢ法（Ａ法等の一部改正法）中の条項を引用する際、当該


Ｂ法について、題名を記載し、法令番号を括弧書きで付記すべきところ、「昭和○○年改正法」と、略称を


定める規定を置かずに略称を用いてしまった。 


 


例３ 「○○」という文言が使われている多数の条のうち、「○○（△△○○を除く。以下この章において同じ。）」


という定義規定を設けている条を削除する際、「○○」という文言が出てくる直後の条において、○○に関


する同様な定義規定を設けるべきところ、これを看過してしまった。 


別紙３ 縦断的チェック 


 


１ 引用する他の法令の法令番号の記載等を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 改正後の改正対象法令において、引用する他の法令の法令番号が適切に付されているかを確認すること。 


② 本改正により法令番号の記載された法令名が削除される場合は、これに伴いその法令番号を付け替える必要


がないかを確認すること。 


③ 本改正の附則(経過規定、他の法令の一部改正規定等)における法令名(「新法」、「旧法」、「平成○○年改


正法」等の略称を含む。)の記載及び法令番号の扱いが適当かを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法において、Ｂ法の条項を引用する多数の文言を規定する際、「Ｂ法」という最初の文言に法令番号


「（昭和○○年法律第△△号）」を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条を改め、その中でＡ法の規定を引用する際、「Ａ法」という文言に法


令番号を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


２ 定義語・略称の定め方及び用い方を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 定義語・略称の定め方及び用い方に改正後の改正対象法令の全体を通じて重複や混乱がないかを確認するこ


と。 


② 本改正により定義規定又は略称を定める規定若しくは文言が削除される場合は、これに伴い新たな定義規


定又は略称を定める必要がないかを確認すること。 


③ 「以下同じ。」、「以下この章において同じ。」、「第○条第○項において同じ。」等の定義語・略称の適


用範囲の指定に誤りを生じていないかを確認すること。また、不要となった定義規定又は略称を定める規定を


残していないかを確認すること。 


④ 本改正の附則その他の改正対象法令以外の法令において、改正対象法令中の定義語・略称を不用意に用いて


いないかに留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法第Ｘ条を全部改正し、第１項に「調整期間」という略称を定める規定を設けたことを受け、Ｂ法附則


第Ｙ条第４項において、この略称を用いる際、「Ａ法第Ｘ条第一項に規定する調整期間」とすべきところ、


「Ａ法第Ｘ条第二項に規定する調整期間」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法の原始附則第Ｘ条に項を追加し、その中でＢ法（Ａ法等の一部改正法）中の条項を引用する際、当該


Ｂ法について、題名を記載し、法令番号を括弧書きで付記すべきところ、「昭和○○年改正法」と、略称を


定める規定を置かずに略称を用いてしまった。 


 


例３ 「○○」という文言が使われている多数の条のうち、「○○（△△○○を除く。以下この章において同じ。）」


という定義規定を設けている条を削除する際、「○○」という文言が出てくる直後の条において、○○に関


する同様な定義規定を設けるべきところ、これを看過してしまった。 
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例４ Ａ法改正法附則において、Ｂ法第Ｘ条の第２項及び第３項を削除したことに伴って、同条第１項中の「（次


項において「施設等機関」という。）」という略称を定める規定を削除すべきところ、これを看過してしま


った。 


 


 


例４ Ａ法改正法附則において、Ｂ法第Ｘ条の第２項及び第３項を削除したことに伴って、同条第１項中の「（次


項において「施設等機関」という。）」という略称を定める規定を削除すべきところ、これを看過してしま


った。 
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改正案 現行 


別紙４ 準用規定のチェック 


 


  準用規定（変更適用規定及び「例による」とする規定を含む。以下同じ。)は、法令の構成を簡素にするととも


に、制度の仕組みを大括りで理解しやすくすることができるという利点があるが、反面、準用規定そのものには


技術的な正確性が求められ、誤りを生じやすいものであることから、特に準用規定に着目したチェックを励行す


ること。 


［要点］ 


① 国民の日常生活に密接に関係する規定については、準用を避けて必要な事項を書き下ろすよう努めること。


また、読替規定の読替えなど分かりにくいものは、できる限り避けること。 


② 改正対象法令中の準用規定を全て確認し、その引用する規定について、本改正による文言の改正又は規定の


追加、削除若しくは移動がないかを確認すること。 


③ 準用される規定のうち、「…について準用する」ことによって当然に変容する部分と明文での読替えを必要


とする部分との仕分けに留意すること。 


④ 準用されている規定の改正に伴い、新たな読替えや引用されている読替元の文言について改正を要するかを


チェックすること。 


⑤ 読替規定中の「」の開閉の整合性及び「…とあるのは、「○○」と…」の「、」の要否(対句構造か否か)に


留意すること。 


⑥ 読替規定の改正に当たっては、読替対照表を利用して、読替元の文言及び読替後の文言が誤りなく改正され


ることを確認すること。 


⑦ 読替後の規定中の「同（法、条、項等）」、「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方に


留意すること。 


⑧ 準用規定において引用する他の法令の規定について、「○○法(政令)」又は「同法(令)」の記載に遺漏がな


いかを確認すること。 


⑨ 他の法令の規定を読み替える場合においては、当該他の法令中の定義語・略称は疑義が生じない場合にはそ


のまま用い、自法令の法令番号は入れないことに留意すること。 


⑩ なお、孫準用はできる限り避けるものとするが、孫準用された規定を引用するときは、「第□条(第△条にお


いて準用する場合を含む。)において準用する第○条」のように、孫準用の関係を明記することに留意するこ


と。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条において、第Ｙ条の規定が読み替えて準用されている。第Ｙ条を改正したことに伴って、第Ｘ条中


の読替規定（＝『第Ｙ条中「○○」とあるのは、「△△」と読み替えるものとする。』という規定）のうち、


読替元の文言（＝「○○」という文言）を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、第Ｙ条等の規定を読み替えて準用する規定を設ける際、審査の過程で第Ｙ条第１項中の


読替元の文言が修正されたことを見落とし、当該文言を「○○の製造をする者」とすべきところ、「○○の


製造者」と記載してしまった。 


 


例３ 準用読替えの規定であるＡ法第Ｘ条を改める際、『「○○」の下に「、「Ｂ法第Ｘ条」とあるのは「Ｃ法


第Ｙ条」と」を加える。』とすべきところ、Ｂ法第Ｘ条の直前にあるべきかぎ括弧（ 「 ）を書き漏らして


しまった。 


別紙４ 準用規定のチェック 


 


  準用規定（変更適用規定及び「例による」とする規定を含む。以下同じ。)は、法令の構成を簡素にするととも


に、制度の仕組みを大括りで理解しやすくすることができるという利点があるが、反面、準用規定そのものには


技術的な正確性が求められ、誤りを生じやすいものであることから、特に準用規定に着目したチェックを励行す


ること。 


［要点］ 


① 国民の日常生活に密接に関係する規定については、準用を避けて必要な事項を書き下ろすよう努めること。


また、読替規定の読替えなど分かりにくいものは、できる限り避けること。 


② 改正対象法令中の準用規定をすべて確認し、その引用する規定について、本改正による文言の改正又は規定


の追加、削除若しくは移動がないかを確認すること。 


③ 準用される規定のうち、「…について準用する」ことによって当然に変容する部分と明文での読替えを必要


とする部分との仕分けに留意すること。 


④ 準用されている規定の改正に伴い、新たな読替えや引用されている読替元の文言について改正を要するかを


チェックすること。 


⑤ 読替規定中の「」の開閉の整合性及び「…とあるのは、「○○」と…」の「、」の要否(対句構造か否か)に


留意すること。 


⑥ 読替規定の改正に当たっては、読替対照表を利用して、読替元の文言及び読替後の文言が誤りなく改正され


ることを確認すること。 


⑦ 読替後の規定中の「同（法、条、項等）」、「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方に


留意すること。 


⑧ 準用規定において引用する他の法令の規定について、「○○法(政令)」又は「同法(令)」の記載に遺漏がな


いかを確認すること。 


⑨ 他の法令の規定を読み替える場合においては、自法令及び当該他の法令中の定義語・略称の用い方、自法令


の法令番号の扱い等に留意すること。 


⑩ なお、孫準用はできる限り避けるものとするが、孫準用された規定を引用するときは、「第□条(第△条にお


いて準用する場合を含む。)において準用する第○条」のように、孫準用の関係を明記することに留意するこ


と。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条において、第Ｙ条の規定が読み替えて準用されている。第Ｙ条を改正したことに伴って、第Ｘ条中


の読替規定（＝『第Ｙ条中「○○」とあるのは、「△△」と読み替えるものとする。』という規定）のうち、


読替元の文言（＝「○○」という文言）を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、第Ｙ条等の規定を読み替えて準用する規定を設ける際、審査の過程で第Ｙ条第１項中の


読替元の文言が修正されたことを見落とし、当該文言を「○○の製造をする者」とすべきところ、「○○の


製造者」と記載してしまった。 


 


例３ 準用読替えの規定であるＡ法第Ｘ条を改める際、『「○○」の下に「、「Ｂ法第Ｘ条」とあるのは「Ｃ法


第Ｙ条」と」を加える。』とすべきところ、Ｂ法第Ｘ条の直前にあるべきかぎ括弧（ 「 ）を書き漏らして


しまった。 
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例４ 原始附則に条を追加し、その中で本則の規定を読み替えて準用する際、読替元の文言について、『第Ｘ条


第一項中「・・・その十分の〇・五」とあるのは』とすべきところ、『「・・・その〇・五」とあるのは』


として、「十分の」という文言を書き漏らしてしまった。 


 


 


例４ 原始附則に条を追加し、その中で本則の規定を読み替えて準用する際、読替元の文言について、『第Ｘ条


第一項中「・・・その十分の〇・五」とあるのは』とすべきところ、『「・・・その〇・五」とあるのは』


として、「十分の」という文言を書き漏らしてしまった。 
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改正案 現行 


別紙５ 施行期日のチェック 


 


  施行期日が適切に定められているかについてチェックすること。 


［要点］ 


① 一体的に施行する必要がある規定に漏れはないかを確認すること。 


② 本体部分の制度の実施の準備のために必要な措置を定めた本則及び附則の規定の施行期日は適当かを確認


すること。 


③ 他の法令による改正がありその施行期日が未定である場合において、その施行期日と本改正の施行期日の先


後関係のいかんによって必要となる読替え等の調整規定は置かれているかを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 改正法附則第１項において各号列記により施行期日を規定する際、審査の段階で改正法附則の項数が７か


ら６に減ったことを見落とし、同項第１号に「改正法附則第七項」という存在しない項を掲げてしまった。 


 


例２ 第Ｘ条の規定について、附則第１条（施行期日）において、同条本文の規定する平成３年１月１日からの


施行とすべきところ、誤って同条第３号に掲げてしまったため、その施行日が平成５年４月１日となってし


まった。 


 


例３ 附則第Ｘ条の規定について、平成元年６月１日からの施行とするため、附則第１条（施行期日）において、


同条ただし書中に規定すべきところ、漏らしてしまったため、その施行日が同条本文の規定する「公布の日


から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」となってしまった。 


 


別紙５ 施行期日のチェック 


 


  施行期日が適切に定められているかについてチェックすること。 


［要点］ 


① 一体的に施行する必要がある規定に漏れはないかを確認すること。 


② 本体部分の制度の実施の準備のために必要な措置を定めた本則及び附則の規定の施行期日は適当かを確認


すること。 


③ 他の法令による改正がありその施行期日が未定である場合において、その施行期日と本改正の施行期日の先


後関係のいかんによって必要となる読替え等の調整規定は置かれているかを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 改正法附則第１項において各号列記により施行期日を規定する際、審査の段階で改正法附則の項数が７か


ら６に減ったことを見落とし、同項第１号に「改正法附則第七項」という存在しない項を掲げてしまった。 


 


例２ 第Ｘ条の規定について、附則第１条（施行期日）において、同条本文の規定する平成３年１月１日からの


施行とすべきところ、誤って同条第３号に掲げてしまったため、その施行日が平成５年４月１日となってし


まった。 


 


例３ 附則第Ｘ条の規定について、平成元年６月１日からの施行とするため、附則第１条（施行期日）において、


同条ただし書中に規定すべきところ、漏らしてしまったため、その施行日が同条本文の規定する「公布の日


から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」となってしまった。 
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改正案 現行 


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


 


１ 目次、章(節等)の構成、条名、項番号等の連続性、見出し等全体についての概括的なチェックを行うこと。  


［要点］ 


① 章（節等）の区切りの位置に誤りはないか。 


② 章（節等）中の条数に応じ、目次中の「・」又は「－」の記号は適当か。特に、章（節等）中の中間の枝番


の条の追加又は削除に留意すること。 


③ 条名、項番号等は連続しているか。 


④ 枝番の最後のものについて、「第○条の○ 削除」としていないか。 


⑤ 見出しの改正漏れや欠落はないか。 


⑥ 章(節等)が一条のみで構成される場合に、当該条に章(節等)名と重複する見出しを付していないか。 


⑦ 振り仮名（ルビ）の付し方は改正対象法令の全体を通じて適当か。 


 


２ 配字のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① １行４８文字１ページ１３行となっているか。不要な禁則処理をしていないか。 


② 条建ての改正規定は、一字下がりとなることに留意すること。 


   ③ 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、案文の初字の位置に留意すること。 


④ 表の上下の罫線の位置は正しいか。 


⑤ 目次、表等の改正部分を図示する場合の「」の位置は正しいか。 


⑥ その他配字全般が適正であることを確認すること。 


 


３ 片仮名法令の改正、項番号のない規定の改正等特殊なルールがあるものについては、それに従っているかをチ


ェックすること。 


〔要点〕 


① 項番号のない条文の項の初字の位置に留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 項番号がない条文で構成される法律において、既存の条に新たな項を加える際、案文の行頭を一文字高


くしてしまった。 


 


４ 誤字・脱字等のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① 改正規定(改め文)中の改正箇所を示す「(条、項等)中」及び「同(条、項等)」の用い方は適当か。 


② 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、改正箇所を示す「改正規定中」が漏れていないか。 


③ 文言等の改正を順次行う場合において、改正規定(改め文)中の「改め」、「加え」又は「削り」の欠落はな


いか。 


④ 同音異義語(ワープロ変換の誤り)はないか。 


(例) 「異義」・「異議」、「課す」・「科す」、「期間」・「機関」、「聴く」・「聞く」、「権」・「件」、


「更正」・「更生」、「睡」・「酔」、「多数」・「他数」、「適正」・「適性」等 


⑤ 類似文字、類義語の誤りはないか。 


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


 


１ 目次、章(節等)の構成、条名、項番号等の連続性、見出し等全体についての概括的なチェックを行うこと。  


［要点］ 


① 章（節等）の区切りの位置に誤りはないか。 


② 章（節等）中の条数に応じ、目次中の「・」又は「－」の記号は適当か。特に、章（節等）中の中間の枝番


の条の追加又は削除に留意すること。 


③ 条名、項番号等は連続しているか。 


④ 枝番の最後のものについて、「第○条の○ 削除」としていないか。 


⑤ 見出しの改正漏れや欠落はないか。 


⑥ 章(節等)が一条のみで構成される場合に、当該条に章(節等)名と重複する見出しを付していないか。 


⑦ 振り仮名（ルビ）の付し方は改正対象法令の全体を通じて適当か。 


 


２ 配字のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① １行４８文字１ページ１３行となっているか。不要な禁則処理をしていないか。 


② 条建ての改正規定は、一字下がりとなることに留意すること。 


（新設） 


③ 表の上下の罫線の位置は正しいか。 


④ 目次、表等の改正部分を図示する場合の「」の位置は正しいか。 


⑤ その他配字全般が適正であることを確認すること。 


 


３ 片仮名法令の改正、項番号のない規定の改正等特殊なルールがあるものについては、それに従っているかをチ


ェックすること。    


 


（新設） 


 


 


（新設） 


 


 


４ 誤字・脱字等のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① 改正規定(改め文)中の改正箇所を示す「(条、項等)中」及び「同(条、項等)」の用い方は適当か。 


② 一部改正法の改正規定を改正する場合において、改正箇所を示す「改正規定中」が漏れていないか。 


③ 文言等の改正を順次行う場合において、改正規定(改め文)中の「改め」、「加え」又は「削り」の欠落はな


いか。 


④ 同音異義語(ワープロ変換の誤り)はないか。 


(例) 「異義」・「異議」、「課す」・「科す」、「期間」・「機関」、「聴く」・「聞く」、「権」・「件」、


「更正」・「更生」、「睡」・「酔」、「多数」・「他数」、「適正」・「適性」等 


⑤ 類似文字、類義語の誤りはないか。 
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(例) 「末」・「未」、「懲」・「徴」、「資金」・「基金」、「推進」・「促進」、「認可」・「許可」等    


⑥ 見落としやすい脱字はないか。 


(例) 「第」、「条」、「項」、枝番の条名中の「の」等の文字、「…こと。」、「…とき。」及び「…以下同


じ。）」における「。」等 


⑦ 見落としやすい重複はないか。この場合において、ワープロソフトの校正機能を有効に利用すること。 


(例) 「第第」、「ととともに」等 


⑧ 拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の大小に誤りはないか。 


⑨ 送り仮名の誤りはないか。 


(例) 「行う」・「行なう」等 


⑩ 片仮名法令を引用する場合の表記の誤りはないか。 


(例)  件名には平仮名を用い、枝番の条名中の「ノ」、引用する文言等は片仮名を用いること等 


⑪ なお、法令名、法令番号、年月日、金額及び割合の誤記は見逃しやすいので留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法に条を追加し、その中でＢ法の規定を読み替えて準用する際、読替先の文言について、「Ａ法第Ｘ条


第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又はＡ法第Ｚ条の規定による・・・」とすべきところ、「Ａ法第Ｘ条第


二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又は同法第Ｚ条の規定による・・・」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の別表中の規定を改める際、『別表第三第Ｙ号中「○○」を「△△」に改


め、同表第三第Ｚ号中「××」を「□□」に改める。』とすべきところ、「改め」という文言を書き漏らし


てしまった。 


 


例３ 「多数の人」とすべきところ、「他数の人」と表記してしまった。 


 


例４ 「懲役」とすべきところ、「徴役」と表記してしまった。 


 


例５ 「○○未満」とすべきところ、「○○末満」と表記してしまった。 


 


例６ 「同法第二十三条の二の二十第一項」とすべきところ、「同法第二十三の二の二十第一項」と、「条」


の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例７ 目次中の条名を改める際、「第Ｘ条の二の十三」とすべきところ、「第Ｘ条二の十三」と、「の」の１文


字を書き漏らしてしまった。 


 


例８ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改め先の文言について、「同法第Ｙ条第一号」とすべ


きところ、「同法Ｙ条第一号」と、「第」の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例９ 「○○原料製造業者」とすべきところ、「○○原料製業者」と、「造」の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例１０ 「意見を聴くとともに」とすべきところ、「意見を聴くととともに」と、「と」の１文字を余分に記載し


てしまった。 


 


(例) 「末」・「未」、「懲」・「徴」、「資金」・「基金」、「推進」・「促進」、「認可」・「許可」等    


⑥ 見落としやすい脱字はないか。 


(例) 「第」、「条」、「項」、枝番の条名中の「の」等の文字、「…こと。」、「…とき。」及び「…以下同


じ。）」における「。」等 


⑦ 見落としやすい重複はないか。 


(例) 「第第」、「ととともに」等 


⑧ 拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の大小に誤りはないか。 


⑨ 送り仮名の誤りはないか。 


(例) 「行う」・「行なう」等 


⑩ 片仮名法令を引用する場合の表記の誤りはないか。 


(例)  件名には平仮名を用い、枝番の条名中の「ノ」、引用する文言等は片仮名を用いること等 


⑪ なお、法令名、法令番号、年月日、金額及び割合の誤記は見逃しやすいので留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法に条を追加し、その中でＢ法の規定を読み替えて準用する際、読替先の文言について、「Ａ法第Ｘ条


第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又はＡ法第Ｚ条の規定による・・・」とすべきところ、「Ａ法第Ｘ条第


二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又は同法第Ｚ条の規定による・・・」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の別表中の規定を改める際、『別表第三第Ｙ号中「○○」を「△△」に改


め、同表第三第Ｚ号中「××」を「□□」に改める。』とすべきところ、「改め」という文言を書き漏らし


てしまった。 


 


例３ 「多数の人」とすべきところ、「他数の人」と表記してしまった。 


 


例４ 「懲役」とすべきところ、「徴役」と表記してしまった。 


 


例５ 「○○未満」とすべきところ、「○○末満」と表記してしまった。 


 


 （新設） 


 


 


例６ 目次中の条名を改める際、「第Ｘ条の二の十三」とすべきところ、「第Ｘ条二の十三」と、「の」の１文


字を書き漏らしてしまった。 


 


例７ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改め先の文言について、「同法第Ｙ条第一号」とすべ


きところ、「同法Ｙ条第一号」と、「第」の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例８ 「○○原料製造業者」とすべきところ、「○○原料製業者」と、「造」の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例９ 「意見を聴くとともに」とすべきところ、「意見を聴くととともに」と、「と」の１文字を余分に記載し


てしまった。 
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例１１ 「若しくは」とすべきところ、「若ししくは」と、「し」の１文字を余分に記載してしまった（「若し」


のところで改行されていたもの。）。 


 


例１２ 平成元年以後に立案されたＡ法（促音小書き）の附則第Ｘ条において、昭和６３年以前に立法されたＢ


法（促音小書きせず）の規定を改める際、改め先の文言について、「あつては」とすべきところ、「あっ


ては」と表記してしまった。 


  


例１３ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、「・・・の整備の促進に関する特別措置法」という 


Ｂ法の題名の表記に当たり、「・・・の促進に関する特別措置法」と、「の整備」という文言を書き漏ら


してしまった。 


 


例１４ 「労働者」（の健康の保持に及ぼす）とすべきところ、「労働省」（の健康の保持に及ぼす）として


しまった。 


 


例１５ 罰則規定において、「一年以下」（の懲役）とすべきところ、「一年以上」（の懲役）としてしまっ


た。 


 


 （新設） 


 


 


例１０ 平成元年以後に立案されたＡ法（促音小書き）の附則第Ｘ条において、昭和６３年以前に立法されたＢ


法（促音小書きせず）の規定を改める際、改め先の文言について、「あつては」とすべきところ、「あって


は」と表記してしまった。 


 


例１１ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、「・・・の整備の促進に関する特別措置法」という


Ｂ法の題名の表記に当たり、「・・・の促進に関する特別措置法」と、「の整備」という文言を書き漏らし


てしまった。 


 


（新設） 


 


 


（新設） 
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


  


提　出　日　時


月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


①


②


2


①


②


③


④


⑤


3


①


②


③


4


①


②


③


④


⑤


⑥


5


①


（注１）


（注２）


（注３）


用語の整備


削除後の文意


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


チェックポイント


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


別添


官　職 ・ 氏　名所　属


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


立案担当部局チェック


句読点の誤り


読替規定・表の確認


溶け込みの正確性


改正条項の確認


改正規定の特定の正確性


府省名


官職・氏名 月日 官職・氏名 月日


複層的チェック


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


括弧の開閉


溶け込み後の文意


システムでの溶け込みチェック


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


改め元の文言の不一致


法
案
名


項目
要点 判明した誤り


別紙１　文言の改正に伴うチェック


誤りチェックシート


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


複層的チェック
実施責任者


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）


意図しない一致


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


引用規定の特定の正確性
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


  


手引　別紙２


別紙２　規定の追加等に伴うチェック


1


①


②


2


①


②


③


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


（注１）


（注２）


（注３）


新たに引用する規定の特定の正確
性


項目
要点


法
案
名


別添


判明した誤り


共通見出しの処理


所　属


「前条」「次条」「前○条」等を改正す
る必要性


章名を付する場合等


冒頭、末尾における追加等


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


規定の追加、削除又は移動


複層的チェック


追加等に伴う上記以外の引用関係
の整合性（「第○条から第△条ま
で」等）


他の引用法令における引用関係の
整合性


項建ての存否に伴う「第○項」の適
否


官職・氏名 月日官職・氏名


追加等に伴う引用関係の誤り


月日


「前条」、「次条」等に改正する必要
性


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


氏　名


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名


複層的チェック
統括責任者


章名等の明記（条項の場合）


　　　同上　　 （節等の場合）


目次の改正漏れ


追加等に伴う付け直し


法令名、定義語等の追加等に伴う
縦断的チェック


章等の追加等に伴う「前章」等の改
正の必要性


チェックポイント


立案担当部局チェック


処理の基本的ルール


誤りチェックシート


立案担当責任者


追加条文のおける引用条項の正確
性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


  


手引　別紙３～５


別紙３　縦断的チェック


1


①


②


③


2


①


②


③


④


別紙４　準用規定のチェック


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


別紙５　施行期日のチェック


①


②


③


（注１）


（注２）


（注３）


他法改正との調整規定の必要性


項目
要点


官職・氏名


他法令の規定の引用における法令
名、「同法」等の記載の正確性


他法令の規定の読替における定義
語・略称、法令番号等の記載の正
確性


孫準用の関係の明記


対象規定の適切なグルーピング


読替対照表による文言の確認


別添


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


法
案
名


定義語・略称の縦断的チェック


定義語・略称に重複・混乱がないか


定義規定等の削除に伴う付け替え


定義語・略称の適用範囲・必要性
の確認


法令番号の縦断的チェック


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


法令名削除に伴う法令番号の付け
替え


附則における法令名の記載等


改正対象法令以外での定義語・略
称の不用意な使用


分かりにくい準用読替規定の回避


読替後の規定中の「同法」、「及
び」、「又は」等の用法の正確性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


判明した誤り


月日月日


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）


引用する規定に本改正による文言
の改正、移動等がないかの確認


読替規定を置く必要性


読替元の文言を改正する必要性


「　」の開閉、「、」の要否


制度実施に必要な準備規定の施行
期日


複層的チェック


法令番号の付け忘れ


立案担当部局チェック


官職・氏名
チェックポイント


所　属 氏　名


複層的チェック
統括責任者


立案担当責任者


誤りチェックシート


府省名


複層的チェック
実施責任者
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


  


手引　別紙６


別紙６　その他の形式的事項のチェック


1


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


2


①


②


③


④


⑤


⑥


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


⑪


（注１）


（注２）


（注３）


一部改正法令の改正のおける案文
の初字の位置


法
案
名


複層的チェック


判明した誤り


官職・氏名 月日


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


府省名 所　属


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


別添


項目
要点


チェックポイント
官職・氏名 月日


立案担当部局チェック


氏　名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


項番号のない条文の項の初字の位
置


一条のみで構成される章等の見出
し


振り仮名（ルビ）の付け方


配字のチェック


１行４８文字１ページ１３行、不要な
禁則処理


条名、項番号等の連続性


枝番の最後での「第○条の○　削
除」


見出しの改正漏れ、欠落


概括的なチェック


章等の区切りの位置


目次中の「・」、「－」の記号


条建ての改正の場合の配字


表の上下の罫線の位置


目次、表等を改正する場合の「　」の
位置


その他配字全般


特殊なルールによる改正のチェック


誤字・脱字等のチェック


改め文の改正箇所を示す「条中」、
「同条」等の用法


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


拗音、促音の大小の誤り


送り仮名の誤り


片仮名法令を引用する場合の表記


法令名、法令番号、年月日、金額及
び割合の誤記


ワープロ変換等による同音異義語
の誤り


類似文字、類義語の誤り


一部改正法令の改正における「改
正規定中」の記載


改正規定中の「改め」、「加え」、「削
り」の欠落


重複（「第第」、「ととともに」等）


脱字（枝番中の「の」等）


誤りチェックシート
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


 


提　出　日　時


月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


① レ レ
②


2


① レ レ
② レ レ 第○条で「各号列記以外の部分」との特定が抜けていた。


③ レ レ
④


⑤


3


① レ レ
②


③


4


① レ レ
② レ レ
③ レ レ
④ レ レ
⑤


⑥ レ レ
5


① レ レ
（注１）


（注２）


（注３）


別添


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


複層的チェック


判明した誤り○○係長
○○　○○


○月○日


別紙１　文言の改正に伴うチェック


立案担当部局チェック


句読点の誤り


引用規定の特定の正確性


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


月日


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


複層的チェック
実施責任者


大臣官房○○課


官　職 ・ 氏　名


課長補佐・○○　○○


所　属


○○局○○課 課長補佐・○○　○○


大臣官房○○課 課長・○○　○○


府省名


及び並びに・又は若しくは


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


用語の整備


新規の「同法」等の確認


意図しない一致


○○○法の一部を改正する法律案
例（第○条　△△法の一部を改正する法律案部分）
　  （第１条～第２０条部分）


部長説明日（　○月○日（火）　）、閣議付議予定日（　○月○日（金）　）


月日


法
案
名


項目
要点


官職・氏名


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


○○省


○月○日


チェックポイント


溶け込み後の文意


システムでの溶け込みチェック


官職・氏名


○○係員
○○　○○


溶け込みの正確性


改正条項の確認


改正規定の特定の正確性


枝番（孫番）の誤記


読替規定・表の確認


削除後の文意


誤りチェックシート


○


○


○








法令案における誤り防止について（手引き）の改正のポイント 


（局内用メモ） 


 


 


【基本的な考え方】 


立案府省庁等における法令案の誤り防止のための複層的チェックの実態調査、こ


れまでに実際に発生した法令案の誤りの原因等を踏まえて、主として、次の観点に


ついて記述を強化 


・ 当局及び立案府省庁等における誤り防止のためのチェックをより実効的なものと


するための留意事項 


・ 法令審査支援システムの活用 


・ 印刷物における誤り防止のための留意事項 


 


 


【改正のポイント】 


１ 当局及び立案府省庁等における誤り防止のためのチェックをより実効的なものと


するための留意事項 


 


［立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等］ 


〇 スーパー法令ウェブの使用を明記（現行：現行日本法規のみ） 


※ これまで現行日本法規の電子データの活用には、「官報と照合して問題がない場合には」と留


保をつけていたが、実務の実際にあわせて留保は明示しない。 


 


〇 審査用の参照条文の作成、提出及び使用を明記（現行：官報等の現行日本法規


を補完する資料の作成及び提出） 


※ ５点セットの参照条文と区別するため、「審査用の参照条文」と表記 


 


〇 電子データの調製は削除 


※ 法令審査支援システムで代替済みであり、実務の実際では、空文化 


 


［当局及び立案府省庁等におけるチェック］ 


〇 複層的チェックの統括責任者（管理職）及び実施責任者（補佐クラス）を審査担当


参事官に通知することとする。（現行：統括責任者のみ） 


〇 審査担当参事官のより積極的な役割を記述 


 


〇 審査の節目における全体チェックについて記述（現行：修正に伴う再チェック及び


最終的な複層的チェックのみ） 







〇 部長了（正式各省協議前後）の段階及び当局の実質的審査終了の段階では、必


ず全体チェック及び複層的チェックを行うこととし、法案については結果を審査


担当参事官に提出することを明記 


〇 誤りチェックシートを手引きに明記（現行：別通知「誤りチェックシートの導入につ


いて」） 


 


審査の節目 チェック 結果提出（法案のみ） 


 


法令案（改め文）の形式審査中 


 


 


全体チェック 


 


－ 


 


部長了（正式各省協議前後） 


 


全体チェック 


複層的チェック 


 


誤りチェックシート 


システム点検結果一覧 


 


実質的審査終了後 


全体チェック 


複層的チェック 


 


誤りチェックシート 


システム点検結果一覧 


 


※ 現行の「誤りチェックシートの導入について」を踏まえた。ただし、「誤りチェックシートの導入


について」では、閣議請議前の最終チェックが修正箇所のみのチェックになっており、手引き


の記述と齟齬しているので、閣議請議前（実質的審査終了後）の最終チェックは全体チェックと


し、チェックシートＢは廃止することとした。 


※ 実務の負担と実現可能性を考えて、チェック結果の当局への提出は、現行どおり法案につ


いてのみとした。 


 


［その他］ 


〇 平成１６年以降の誤り事例をチェックポイントの事例に追加 


 


〇 新旧対照表についての記述を簡略化。あわせて、正確性の確保について簡単に


記述 


 


 


２ 法令審査支援システムの活用 


 


〇 法令案（改め文）の形式的事項のチェックについては、人の目によるチェックに加


えて、法令審査支援システムを活用することを明記 


 


〇 部長了（正式各省協議前後）の段階及び当局の実質的審査終了後の段階では、







必ず法令審査支援システムによるチェックを行うこととし、法案については結果


を審査担当参事官に提出することを明記 


 


 


３ 印刷物における誤り防止のための留意事項 


 


〇 印刷物の校正刷りについて、読み合わせを実施することを明記 


 


〇 当局における読み合わせについて、必ず３名以上で実施すること等を明記 
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法令案における誤りの防止について 新旧対照表（案） 
改正案 現行 


法令案における誤り防止について（手引） 


（改訂版） 


 


令和３年  月 


内 閣 法 制 局 


 


目 次 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


別紙３ 縦断的チェック 


別紙４ 準用規定のチェック 


別紙５ 施行期日のチェック 


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


別添 誤りチェックシート 


法令案における誤り防止について（手引き） 


（増補版） 


 


平成１６年１２月 


内 閣 法 制 局 


 


目 次 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令の規定の確認等 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


別紙３ 縦断的チェック 


別紙４ 準用規定のチェック 


別紙５ 施行期日のチェック 


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


（新設） 
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改正案 現行 


法令案における誤り防止について（手引） 


平成１６年８月３０日 


内 閣 法 制 局 


改正 平成１６年１２月９日 


令和３年  月  日 


 


内閣提出の法案及び政令案（以下「法令案」という。）における誤りの防止について、当局では、第１５９回国


会で成立した国民年金法等の一部を改正する法律(平成１６年法律第１０４号)について、法案の形式的事項に多数


の誤りがあり、公布後において官報による正誤処理をせざるを得なかったこと等を契機として、平成１６年にこの


手引を作成し、立案府省庁等と共にこれに従った誤り防止策等を実践してきた。また、法令案における誤り防止の


ためのツールの一つとして平成１８年に法令審査支援システムを導入し、立案府省庁等の利用にも供して、同シス


テムによる法令案の形式的事項のチェックを行ってきた。 


こうした取組にもかかわらず、令和３年の第２０４回国会において、内閣提出の４法案１条約に計１４件の形式


的事項の誤りがあることが判明したことは、誠に遺憾である。法律等の条文は、国民の権利義務に関わることか


ら、正確性を十分に求められるものであり、内閣提出の法令案に形式的事項といえども誤りがあってはならない。


今後同様の事態を生じることがないよう、改めて当局と立案府省庁等とが連携して法令案における誤りの防止を図


るための実効的な態勢を確立し、継続的に取り組んでいく必要がある。 


法令案における誤りの防止について、以下のように定める。なお、この手引は、今後の実施状況等によりその内


容に変更及び追加を行うことを予定している。 


法令案における誤り防止について（手引き） 


平成１６年８月３０日 


内 閣 法 制 局 


改正 平成１６年１２月９日 


 


 


第１５９回国会で成立した国民年金法等の一部を改正する法律(平成１６年法律第１０４号)について、法案の形


式的事項に多数の誤りがあり、公布後において官報による正誤処理をせざるを得なかったことについては、誠に遺


憾である。内閣提出の法案及び政令案(以下「法令案」という。)に形式的事項といえども誤りがあってはならない


ことは当然であり、今後かかる誤りを生じることがないよう、当局と立案府省庁等とが連携しつつ、その防止を図


るための実効的な態勢を確立する必要がある。 


 


 


 


 


 


 


そこで、法令案における誤りの防止について、以下のように定める。なお、この手引きは、今後の実施状況等に


よりその内容に変更及び追加を行うことを予定している。 
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改正案 現行 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


１ 予備審査が一時期に過度に集中することがないよう「法令協議に関する申合せ(平成５年１月１８日各省庁文


書・国会担当課長会議)」を徹底し、常会に提出を予定する法案の予備審査については、非予算関連法案にあって


は１０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案にあっては翌年１月上旬から開始するよう努める


こと。ただし、予算関連法案にあっても、予算案等の確定を待つことなく予備審査を行うことができる部分につ


いては、１０月上旬から開始するよう努めること。 


２ 政令案についても、できるだけ早期に準備をし、時間的余裕をもって審査を行うことができるようにすること。


また、１２月から翌年３月までは、常会に提出する法案の予備審査が集中することを踏まえ、いわゆる年度末政


令等この時期に審査が必須な政令案以外の審査は行わないように審査スケジュールを組むこと。 


３ 法令案の実質的事項についての審査を終えた後において形式的事項のチェックに必要な時間を十分に確保する


ことができるよう、当該法令案の閣議付議の予定日を設定すること。 


４ 立案府省庁等においては、当該法令案の立案担当部局による法令案のチェックを強化することに加えて、これ


とは別に、立案担当部局以外の大臣官房等の職員(必要に応じてその職務を行わせる他の部局等の職員を含む。)


が当該法令案の形式的事項について複層的チェックを行う態勢を確立し、複層的チェックを行うこと。これに伴


い、法令案ごとに、複層的チェックの統括責任者（チェック要員の確保、その役割分担の決定、チェックの実施


状況の確認等を統括する管理職）及び実施責任者（実際にチェック要員によるチェック作業を指揮する補佐クラ


ス）の官職及び氏名等を審査担当参事官に通知すること。 


５ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、立


案府省庁等における４の複層的チェックのほか、当該法令を所管する他の府省庁等においても、当該法令の改正


について複層的チェックを行うこと。当該法令を所管する府省庁等における複層的チェックの統括責任者及び実


施責任者の官職及び氏名等の通知は、当該法令の改正の審査（下審査）を担当する参事官に行うこと。 


６ 立案府省庁等においては、法令案の形式的事項のチェックに際し、法令審査支援システムを活用すること。 


７ 各府省庁等においては、法制実務の基本に関する研修を実施するなど、法令案の形式的事項について的確なチ


ェックを行うことができる職員の養成に努めること。 


８ 審査担当参事官は、その審査する法令案において必要な事項を自らチェックするほか、立案府省庁等の立案担


当部局の立案担当責任者並びに４又は５によって通知を受けた複層的チェックの統括責任者及び実施責任者と


の連絡を密にして当該立案府省庁等における法令案のチェックの態勢、実施状況等を把握するとともに、立案府


省庁等から適時に複層的チェックの誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧の提出


を受け、立案府省庁等において法令案の形式的事項のチェックが実効的に行われていることを確認すること。 


９ なお、法令審査支援システムの機能強化等の法令案の形式的事項のチェックにおけるＩＴ技術の利用の促進に


ついて、更に検討を進める。 


 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


１ 予備審査が一時期に過度に集中することがないよう「法令協議に関する申合せ(平成５年１月１８日各省庁文


書・国会担当課長会議)」を徹底し、常会に提出を予定する法案の予備審査については、非予算関連法案にあって


は１０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案にあっては翌年１月上旬から開始するよう努める


こと。 


 


政令案についても、できるだけ早期に準備をし、時間的余裕をもって審査を行うことができるようにすること。 


 


 


２ 法令案の実質的事項についての審査を終えた後において形式的事項のチェックに必要な時間を十分に確保する


ことができるよう、当該法令案の閣議付議の予定日を設定すること。 


３ 立案府省庁等においては、当該法令案の立案担当部門による法令案のチェックを強化することに加えて、立案


担当部門以外の大臣官房等の職員(必要に応じてその職務を行わせる他の部局等の職員を含む。)が当該法令案の


形式的事項について複層的チェックを行う態勢を確立すること。これに伴い、法令案ごとに、当該複層的チェッ


クを統括する責任者の官職及び氏名を審査担当参事官に通知すること。 


 


 


４ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、立


案府省庁等における３の複層的チェックのほか、当該法令を所管する他の府省庁等においても、当該法令の改正


について複層的チェックを行うこと。当該法令を所管する府省庁等における複層的チェックを統括する責任者の


通知は、当該法令の改正の審査（下審査）を担当する参事官に行うこと。 


（新設） 


５ 各府省庁等においては、法制実務の基本に関する研修を実施するなど、法令案の形式的事項について的確なチ


ェックを行うことができる職員の養成に努めること。 


６ 審査担当参事官は、その審査する法令案において必要な事項を自らチェックするほか、３又は４によって通知


を受けた府省庁等における複層的チェックを統括する責任者との連絡を密にして、その他の形式的事項のチェッ


クにも遺漏がないことを確認すること。 


 


 


７ なお、法令案の形式的事項のチェックにおけるＩＴ技術の利用の促進について、更に検討を進める。 
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改正案 現行 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等 


(1) 官報等の基礎資料の整理 


   当局における審査は、現行日本法規又はその電子版のスーパー法令ウェブに登載された法令の規定をベース


に行っているが、その改正法令が未施行であることや加除・データ更新の時期等によって、審査の時点で、現


行日本法規又はスーパー法令ウェブに本改正(今回行おうとしている改正をいう。以下同じ。)の前提とすべき


改正対象法令（附則により改正する他の法令を含む。以下同じ。)並びに立案及び審査の過程で参照する他の


法令（以下「改正対象法令等」という。）の規定が反映されていない場合も少なくない。このような場合、立


案府省庁等において、現行日本法規又はスーパー法令ウェブに反映されていない改正対象法令等の改正につい


て、官報又は法案(正誤を含む。以下「官報等」という。)によって、当該改正の内容及び施行期日を確認した


上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施した官報等の写し及び②施行期日ごとの新旧対照表を作


成し、立案及び審査のための基礎資料として準備すること。 


  また、現行日本法規又はスーパー法令ウェブでは附則の一部が省略されているので、附則の規定について追


加、削除又は移動をする等の改正を行うときは、当該附則の改正履歴等を確認できる関係部分にマークを施し


た官報等の写しを、立案及び審査のための基礎資料として準備すること。 


  ［留意点］ 


○ 本改正の施行後に施行の予定となっている改正についても整理すること。 


○ 数次の改正がある場合は、施行期日の順に従って整理すること。 


○ 政令等により施行期日が定まるものについては、当該政令等の官報等の写しを添付すること。また、施


行期日が未定のものについては、施行の見込み時期について付記すること。 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案による改正及び継続審議中の法案によ


る改正に特に留意すること。 


○ 一部改正法令の一部改正があることを見落とさないこと。 


○ 立案府省庁等においては、他の府省庁等の所管する法令による改正対象法令等の改正予定の有無及びそ


の内容について適時に所要の照会を行い、改正予定の把握に遺漏がないようにすること。 


○ 附則において改正する他の府省庁等の所管する法令に係る同様の基礎資料についても、立案府省庁等に


おいて、当該法令を所管する他の府省庁等の協力を得て取りまとめること。 


○ なお、法令の改正履歴及び改正予定については、平素から、当該法令を所管する府省庁等の大臣官房等


において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、共管法令の改正履歴及び改正予定については、


その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


(2) 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認（審査用の参照条文の作成） 


立案府省庁等において、審査用の参照条文として、現行日本法規又はスーパー法令ウェブに登載された改正


対象法令等の規定の未反映部分を(1)の基礎資料で補完したものを作成し、審査担当参事官に提出するととも


に、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックに活用すること。 


  ［留意点］ 


〇 審査用の参照条文として作成する改正対象法令等の規定の範囲、編さん方法等については、審査担当参


事官の指示によること。この場合において、その趣旨及び目的に照らし、分量が不必要に膨大なものとな


らないようにすること。 


○ 審査用の参照条文の改正対象法令等の規定には、いつ時点の規定であるかを付記すること。 


○ スーパー法令ウェブを用いる場合、いつ時点の条文データを出力しているか選択を誤らないよう注意す


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令の規定の確認等 


(1) 官報等の基礎資料の整理 


   当局における審査は、現行日本法規に登載された改正対象法令の規定をベースに行っているが、その改正法


令が未施行であることや加除の時期等によって、審査の時点で、これに本改正(今回行おうとしている改正を


いう。以下同じ。)の前提とすべき改正対象法令(附則により改正する他の法令を含む。以下同じ。)の規定が反


映されていない場合も少なくない。このような場合、立案府省庁等において、現行日本法規に反映されていな


い改正対象法令の改正について、官報、法令全書又は法案(正誤を含む。以下「官報等」という。)によって、


当該改正の内容及び施行期日を確認した上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施した官報等の写


し及び②施行期日ごとの新旧対照表を作成し、立案府省庁等における立案及び複層的チェックのための基礎資


料として準備するとともに、これらの写しを審査担当参事官に提出すること。 


 


 


 


 


  ［留意点］ 


○ 本改正の施行後に施行の予定となっている改正についても整理すること。 


○ 数次の改正がある場合は、施行期日の順に従って整理すること。 


○ 政令等により施行期日が定まるものについては、当該政令等の官報等の写しを添付すること。また、施


行期日が未定のものについては、施行の見込み時期について付記すること。 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案による改正及び継続審議中の法案によ


る改正に留意すること。 


○ 一部改正法令の一部改正があることを見落とさないこと。 


○ 立案府省庁等においては、他の府省庁等の所管する法令による改正対象法令の改正予定の有無及びその


内容について適時に所要の照会を行い、改正予定の把握に遺漏がないようにすること。 


○ 附則において改正する他の府省庁等の所管する法令に係る同様の基礎資料についても、立案府省庁等に


おいて、当該法令を所管する他の府省庁等の協力を得て取りまとめること。 


○ なお、法令の改正履歴及び改正予定については、平素から、当該法令を所管する府省庁等の大臣官房等


において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、共管法令の改正履歴及び改正予定については、


その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


（新設） 
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ること。また、原則として、出力された条文データの加工（不要な条項等の削除、各条の後に記載されて


いる改正履歴の削除等）は行わず、出力された体裁（ページ割）のまま印刷し、必要に応じて関係部分に


マークを施す等して作成すること。表については、本来存在しない罫線が表示されてしまうこと等に注意


すること。 


 


(3) 引用法令の確認及び整理 


  立案府省庁等において、改正対象法令を引用している他の法令の有無を確認し、一覧表を作成するなどして


整理すること。 


  ［留意点］ 


○ 関係法令、従前の一部改正法令の附則(経過規定)等他の法令における引用について漏れなく把握するこ


と。他の府省庁等の所管に係る法令における引用については、立案府省庁等において適時に所要の照会を


行うものとし、照会を受けた当該他の府省庁等においては、調査に遺漏がないようにすること。 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案における引用及び継続審議中の法案に


おける引用に特に留意すること。 


○ なお、法令間の引用関係(引用し、又は引用される関係をいう。以下同じ。)については、平素から、そ


れぞれの法令を所管する府省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、


共管法令の引用関係については、その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


  （削る） 


 


 


 


 


 


(2) 引用法令の確認及び整理 


  立案府省庁等において、改正対象法令を引用している他の法令の有無を確認し、一覧表を作成するなどして


整理すること。 


  ［留意点］ 


○ 関係法令、従前の一部改正法令の附則(経過規定)等他の法令における引用について漏れなく把握するこ


と。他の府省庁等の所管に係る法令における引用については、立案府省庁等において適時に所要の照会を


行うものとし、照会を受けた当該他の府省庁等においては、調査に遺漏がないようにすること。 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案における引用及び継続審議中の法案に


おける引用に留意すること。 


○ なお、法令間の引用関係(引用し、又は引用される関係をいう。以下同じ。)については、平素から、そ


れぞれの法令を所管する府省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、


共管法令の引用関係については、その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


(3) 電子データの調製 


   (1)において確認した本改正の前提とすべき改正対象法令の全文(現行日本法規に登載されたとおりである


場合を含む。) を電子データ化し、立案府省庁等における立案及び複層的チェックに用いるための参照資料と


して準備するとともに、審査担当参事官に送付すること。 


  ［留意点］ 


○ 読み合わせを励行するなど電子データの正確性の確保に特に留意すること。 


○ 本改正に係る施行期日が複数あり、その間に改正対象法令の改正がある場合は、それぞれの施行期日に


おける改正の前提とすべき改正対象法令の規定を電子データ化すること。 


○ 附則において形式的な改正を行うにとどまる他の府省庁等の所管する法令の電子データについては、必


要に応じて送付すれば足りる。 


○ なお、総務省において整備をしている法令データについては、未施行部分の取扱いなどにおいてそのま


までは利用できないことに留意する必要がある。 
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改正案 現行 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


(1) ワープロデータの的確な管理 


  立案府省庁等においては、立案及び審査の過程における法令案の修正について、ワープロデータのバージョ


ン管理を徹底するとともに、修正入力の担当者を特定するなどして、ワープロデータの正確性を確保すること。 


  ［留意点］ 


○ いつどの部分を修正したかが把握できるようにしておくこと。 


 


(2) 法令審査支援システムの活用 


  立案府省庁等においては、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックを行うに当たって、人の目によ


るチェックに加えて、法令審査支援システムを活用すること。 


 


 〔留意点〕 


       ○ 溶け込ませ処理後の点検結果一覧の確認（エラーチェック）は、担当者限りで対応の要否を判断するの


ではなく、担当者が立案担当責任者等の誤りチェックの責任者に説明して、当該責任者が判断するように


すること。疑義がある場合には、審査担当参事官に相談すること。 


○ 法令審査支援システムは、表の改正、改正部分を図として引用する改正、一部改正法令の一部改正には


対応していない。また、いわゆる多段ロケット方式の二段目以降の改正には対応できない場合があること


に留意すること。 


○ また、法令審査支援システムは、人の目によるチェックを代替するものではなく、あくまでも補助的な


ものであることに留意すること。 


・ 既存の条項の移動と当該条項を引用する新たな条文の追加が同時に行われる場合には、法令審査支援


システムがその関係性をチェックできないことがあるので、そのような場合には、特に条項の引用関係


の誤りを見逃さないよう人の目により注意して確認すること。 


・ 読替規定の改正（改め元又は改め先の文言に対にならない「」又は複数の「」が含まれる。）等改め


文の構造が非常に複雑な場合には、その引用する文字列を法令審査支援システムが認識できないことが


あるので、そのような場合には、ワープロマクロの「改正対象文字列」のマーキング機能を利用すると


ともに、特に改め元の文言の意図しない一致（誤ヒット）を見逃さないよう人の目により注意して確認


すること。 


 


(3) 法令案のチェックにおける新旧対照表の扱い 


  新旧対照表は法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべきものではないことに留意すること。 


 


  ［留意点］ 


○ 新旧対照表では、一般に、改正部分の前後の規定や引用関係にある他の規定など本来直接参照して確認


する必要がある規定が記載されていないことが多く、また、それ自体が法令案の立案過程において作成さ


れたものであるから、法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべきものではない。法令案


（改め文）が誤った新旧対照表と整合していたため、誤りを見逃してしまった事例があるので、注意する


こと。 


○ 一方で、新旧対照表は正確なものでなければならないので、新旧対照表の旧（現行）の規定は審査用の


参照条文で確認した当該改正の施行時点における改正対象法令の規定により作成し、適時に新旧対照表


と法令案（改め文）及び審査用の参照条文との読み合わせを行うなどして、その正確を期すこと。 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


(1) ワープロデータの的確な管理 


  立案府省庁等においては、立案及び審査の過程における法令案の修正について、ワープロデータのバージョ


ン管理を徹底するとともに、修正入力の担当者を特定するなどして、ワープロデータの正確性を確保すること。 


  ［留意点］ 


○ いつどの部分を修正したかが分かる資料も併せて保存すること。 


 


(2) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底 


  立案及び審査の過程において法令案に修正があった場合は、その都度、立案府省庁等において、３の形式的


事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要となる改正に遺漏がないようにするこ


と。 


  ［留意点］ 


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、全般的なチェックを行うこと。 


 


 


   （新設） 


 


 


   （新設） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


(3) 新旧対照表の扱い 


  新旧対照表は改正内容の理解を助けるための参考資料として作成するものであり、立案及び審査の対象は法


令案(改め文)自体であることに留意すること。 


  ［留意点］ 


○ 最終的な新旧対照表は、審査を経て確定した法令案の内容に則して作成すべきものであり、法令案の立


案及び審査の過程における新旧対照表は、改正部分の前後の規定や引用関係にある他の規定など本来直


接参照して確認する必要がある規定が記載されていなかったり、前後の章(節等)名や傍線等が欠落して


いるなどの不備があることも多く、法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべきものでは


ない。 


  （新設） 
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(4) 審査担当参事官による審査の段階における全体チェックの実施 


  審査中の法令案について審査担当参事官による審査がある程度進展した適切な段階で、立案府省庁等におい


て、法令案の全体について３の形式的事項の誤りを防止するための立案担当部局によるチェック（全体チェッ


ク）を行うこと。 


［留意点］ 


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事官と相談すること。 


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェックが行われている場合においても、常に新たな視点


で形式的事項に特化したチェックを行うこと。 


○ 立案担当部局による全体チェックは、３のチェックポイントに留意して、別添の誤りチェックシートを


用いて実施すること。その際、漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックするのではなく、


担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施すること。 


○ 法令審査支援システムを活用すること。 


 


(5) 部長了（正式各省協議前後）の段階における全体チェック及び複層的チェックの実施 


  審査中の法令案について担当部長の了解が得られ、いわゆる正式各省協議が行われる前後の段階において、


当該法令案の形式的事項について、立案府省庁等において、改めて立案担当部局による全体チェックを行うと


ともに、立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェ


ックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


［留意点］ 


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事官と相談すること。 


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェック又は複層的チェックが行われている場合におい


ても、新たな視点で形式的事項に特化したチェックを行うこと。 


○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックは、３のチ


ェックポイントに留意して、別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その結果を


審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックする


のではなく、担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施すること。 


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事項のチェックを行い、法案については、


確認済みの点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合


は、当該法令の改正部分について、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等においても、当該法


令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の誤


りチェックシートを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。 


 


 


(6) 最終的な全体チェック及び複層的チェックの実施 


  法令案について当局による審査が実質的に終了し、法令案が固まった段階において、当該法令案の形式的事


項について、立案府省庁等において、最終的な立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣


官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェックシート及び法令審査支援シス


テムによる点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


  ［留意点］ 


○ 新たな視点で法令案の形式的事項に特化した最終的な複層的チェックを行うこと。 


 


（新設） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


（新設） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


  （新設）（「誤りチェックシートの導入について（平成１６年１２月９日）」から移行） 


束ね法や附則で他法の改正を行う場合には、当該他法改正部分について、立案府省庁のほか、


当該他法を所管する府省庁においても、当該他法所管部局によるチェックと大臣官房等による複


層的チェックを行い、その内容をチェックシートに記載し、内閣法制局に提出することとし、こ


の場合において、当該チェックシートを、当該他法所管府省庁を担当する内閣法制局参事官に提


出する。 


(4) 最終的な複層的チェックの実施 


  法案の国立印刷局入稿の時点等法令案が固まった段階において、当該法令案の形式的事項について、立案府


省庁等における最終的な複層的チェックを行うこと。 


 


 


 


○ それまでの立案の過程において複層的チェックが行われていた場合においても、新たな視点で法令案の
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○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックは、３のチ


ェックポイントに留意して、別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その結果を


審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックする


のではなく、担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施すること。 


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事項のチェックを行い、法案については、


確認済みの点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合


は、当該法令の改正部分について、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等においても、当該


法令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の


誤りチェックシートを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。 


 


 


○ 当局における決裁や与党における審査など閣議付議の予定日の直前において更に修正がされることも


あることから、最終的な複層的チェックについては、統括責任者において相当数の職員を確保し、チェッ


クポイントごとの担当を決めるなどして短時間で集中的に形式的事項のチェックを行うことができる態


勢を整備すること。 


○ 複層的チェックを行う大臣官房等に恒常的にそのための職員を配置することが困難な場合においては、


必要に応じて他の部局等から適当な職員を集めることができる態勢を整えること。 


 


(7) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底 


  (4)(5)(6)の全体チェックのほか、立案及び審査の過程において法令案に修正があった場合は、その都度、立


案府省庁等において、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要となる


改正に遺漏がないようにすること。 


［留意点］ 


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、関連して修正すべき部分がないか全般的なチェックを行うこと。 


・ 特に、当該修正により規定を追加、削除又は移動する改正を新たに追加した場合には、当該修正に


伴って必要となる引用先の改正を見逃しやすいので、注意して確認すること。 


○ 法令審査支援システムを活用すること。 


 


   (8) 印刷物の校正刷り版の確認 


法案の印刷物（穴なし）の校正刷りについては、複数人で最終の法令案（改め文）との読み合わせによる確


認を行うこと。また、審査担当参事官に共有すること。 


当局における読み合わせ後に修正があった場合には、法案の印刷物（穴あき）の校正刷りについても、当該


修正が正しく反映されているか複数人で読み合わせによる確認を行うこと。 


   〔留意点〕 


     ○ 国立印刷局においては、提出された法令案（改め文）のワープロデータをテキストデータとして取り


込み、編集した上で、禁則処理を施すことから、校正刷りに文字の欠落や重複がないか、表中に空白が


できていないか、字下げ（配字）の誤りがないか等の確認を入念に行うこと。特に、ページや行の変わ


り目に注意すること。 


     ○ 表の体裁（罫線の位置等）に注意すること。 


       


形式的事項に特化した最終的な複層的チェックを行うこと。 


（新設） 


 


 


 


（新設） 


 


  （新設）（「誤りチェックシートの導入について（平成１６年１２月９日）」から移行） 


束ね法や附則で他法の改正を行う場合には、当該他法改正部分について、立案府省庁のほか、


当該他法を所管する府省庁においても、当該他法所管部局によるチェックと大臣官房等による複


層的チェックを行い、その内容をチェックシートに記載し、内閣法制局に提出することとし、こ


の場合において、当該チェックシートを、当該他法所管府省庁を担当する内閣法制局参事官に提


出する。 


○ 当局における決裁や与党における審査など閣議付議の予定日の直前において更に修正がなされること


もあることから、最終的な複層的チェックについては、これを統括する責任者において相当数の職員にチ


ェックすべき事項を振り分けるなどして短時間で集中的に形式的事項のチェックを行うことができる態


勢を整備すること。 


○ 複層的チェックを行う大臣官房等に恒常的にそのための職員を配置することが困難な場合においては、


必要に応じて他の部局等から適当な職員を集めることができる態勢を整えること。 


 


（新設）（(2)から移動） 


(2) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底 


      立案及び審査の過程において法令案に修正があった場合は、その都度、立案府省庁等において、３の形


式的事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要となる改正に遺漏がないように


すること。 


    ［留意点］ 


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、全般的なチェックを行うこと。 


 


 


 


（新設） 
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(9) 読み合わせによる確認 


  読み合わせは、配字を含めて一文字一文字を確かめ、法令案の全体について誤りがないことを確認すること


ができるように行うこと。 


  ［留意点］ 


○ 立案府省庁等における全体チェック及び複層的チェックにおいても、読み合わせによる確認を行うこ


と。 


○ 当局における読み合わせは、審査担当参事官から渡される最終原稿を読み上げて行うこと。また、必ず


３名以上で行うこととし、審査担当参事官の指示により、最終原稿の読み手のほか、副本の確認、新旧


対照表の確認、審査用の参照条文による確認、読替対照表の確認等の役割分担をして行うこと。 


 


(5) 読み合わせによる確認 


  読み合わせは、配字を含めて一文字一文字を確かめ、法令案の全体について誤りがないことを確認すること


ができるように行うこと。 


  ［留意点］ 


○ 立案府省庁等における複層的チェックにおいても、読み合わせによる確認を行うこと。 


 


○ 当局における読み合わせは、審査担当参事官の最終原稿を読み上げて行うこと。 
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改正案 現行 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


  別紙１から別紙６までに掲げるチェックポイント(着眼点)により法令案の形式的事項についてチェックを行う


こと。 


［留意点］ 


○ 別紙１から別紙６までに掲げるものは、法令案において特に誤りを生じやすい事項についての必須のチ


ェックポイントであり、各府省庁等においては、あらかじめ、その趣旨を法令案の立案及びチェックに当


たる職員に周知させ、法令案の立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官房等によ


る複層的チェックに遺漏がないようにすること。また、各府省庁等においてその他必要と思われるチェッ


クポイントがあるときは、これを適宜増補して使用すること。 


○ 法令案のチェックに当たって改正対象法令等を参照する場合、審査用の参照条文を参照すること。 


 


 


○ これらのチェックポイントは、一部改正法令案を念頭に置いたものであるが、全部改正法令案及び新法


令案についても、これらに準じてチェックを行うこと。 


 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


  別紙１から別紙６までに掲げるチェックポイント(要点)により、法令案の形式的事項についてチェックを行う


こと。 


［留意点］ 


○ 別紙１から別紙６までに掲げるものは、法令案において特に誤りを生じやすい事項についての必須のチ


ェックポイントであり、各府省庁等においては、あらかじめ、その趣旨を法令案の立案及びチェックに当


たる職員に周知させ、法令案の立案担当部門におけるチェック及び複層的チェックに遺漏がないようにす


ること。また、各府省庁等においてその他必要と思われるチェックポイントがあるときは、これを適宜増


補して使用すること。 


    ○ 法令案のチェックに当たって改正対象法令や他の法令を参照する場合、検索の便宜として１(3)の電子デ


ータを用いることは有用であるが、その上で、最終的には、現行日本法規及び官報等を直接参照すること。 


 


○ これらのチェックポイントは、一部改正法令案を念頭に置いたものであるが、全部改正法令案及び新法


令案についても、これらに準じてチェックを行うこと。 
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改正案 現行 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


(1) 立案府省庁等において、法案提出後、その内容を改めて点検し、万一法案に誤りがある場合には、国会にお


ける審議が開始される前に、法案の正誤処理を行うことができるようにすること。 


 


(2) 国会提出後の法案について、その成立が当初の見込みから遅れることとなる場合には、改めて法案をチェッ


クし、所要の修正の依頼を怠らないこと。 


 ［留意点］ 


○ 成立を見込んで記載した法律番号の年の部分の修正 


○ 他の法律の規定による一部改正の施行が先行してしまうことによる法案の修正 


 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


(1) 立案府省庁等において、法案提出後、その内容を改めて点検し、万一法案に誤りがある場合には、国会にお


ける審議が開始される前に、法案の正誤処理を行うことができるようにすること。 


 


(2) 国会提出後の法案について、その成立が当初の見込みから遅れることとなる場合には、改めて法案をチェッ


クし、所要の修正の依頼を怠らないこと。 


 ［留意点］ 


○ 成立を見込んで記載した法律番号の年の部分の修正 


○ 他の法律の規定による一部改正の施行が先行してしまうことによる法案の修正 
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改正案 現行 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


 


１ 改正する規定の特定が正確であることをチェックすること。 


［要点］ 


① 改正箇所を示す「第○条第○項」、「…第○号」、「各号列記以外の部分」、「…本文」、「…ただし書」、


「…前段（後段）」等によって指定された規定が存在するか、また、その指定する規定の範囲が適当かについ


て、実際に当該規定に当たって確かめること。 


② 枝番(特に孫番)の誤記は見逃しやすいので注意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 適用読替の規定である第Ｘ条を改める際、同条が「・・・された場合における第Ｙ条、・・・の規定の適


用については、第Ｙ条中・・・とする。」という１文から構成されているにもかかわらず、２文から成るも


のと錯覚し、「第Ｘ条前段中」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｙ条第一項第七号中」とすべきと


ころ、「第Ｙ条第七号中」として、「第一項」という文言を書き漏らしてしまった。 


 


２ 改め元の文言(「○○」を…改める、「○○」を削る、「○○」の下に…加える等における「○○」の文言)が


１で確認した規定中の文言に合致することをチェックすること。  


［要点］ 


① １で確認した規定の全体を精査し、改め元の文言について、不一致及び意図しない一致(誤ヒット)がないこ


とを確かめること。 


② 特に、改め元の文言が長い場合は一文字の誤りでも不一致となり、他方、改め元の文言が短い一般的な用語


である場合(「及び」、「又は」、「第○条」等)は他に意図しない一致(誤ヒット)を生じる可能性が高いこと


に留意すること。 


③ 改め元として引用する読点（「、」）及び句点（「。」）の扱いが適当かについてもチェックすること。 


④ 読替規定（改め元又は改め先の文言に対にならない「」又は複数の「」が含まれるもの）には法令審査支


援システムでは対応できないことがあり、また、表の改正は法令審査支援システムではチェックできないの


で、特に入念に人の目で確認すること。この場合において、ワープロソフトの検索機能を有効に利用するこ


と。 


⑤ なお、改正がある項について行うべき用語の整備（「行なう」を「行う」に、「但し」を「ただし」に、「一


に」を「いずれかに」に改める等）についても留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法改正法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条の規定を改める際、改め元の文言を「昭和六十年一月二日」と


すべきところ、「昭和六十四年一月二日」と記載してしまった。 


 


（例６へ移動） 


 


 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


 


１ 改正する規定の特定が正確であることをチェックすること。 


［要点］ 


① 改正箇所を示す「第○条第○項」、「…第○号」、「各号列記以外の部分」、「…本文」、「…ただし書」、


「…前段（後段）」等によって指定された規定が存在するか、また、その指定する規定の範囲が適当かについ


て、実際に当該規定に当たって確かめること。 


② 枝番(特に孫番)の誤記は見逃しやすいので注意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 適用読替の規定である第Ｘ条を改める際、同条が「・・・された場合における第Ｙ条、・・・の規定の適


用については、第Ｙ条中・・・とする。」という１文から構成されているにもかかわらず、２文から成るも


のと錯覚し、「第Ｘ条前段中」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｙ条第一項第七号中」とすべきと


ころ、「第Ｙ条第七号中」として、「第一項」という文言を書き漏らしてしまった。 


 


２ 改め元の文言(「○○」を…改める、「○○」を削る、「○○」の下に…加える等における「○○」の文言)が


１で確認した規定中の文言に合致することをチェックすること。  


［要点］ 


① １で確認した規定の全体を精査し、改め元の文言について、不一致及び意図しない一致(誤ヒット)がないこ


とを確かめること。 


② 特に、改め元の文言が長い場合は一文字の誤りでも不一致となり、他方、改め元の文言が短い一般的な用語


である場合(「及び」、「又は」、「第○条」等)は他に意図しない一致(誤ヒット)を生じる可能性が高いこと


に留意すること。 


③ 改め元として引用する読点（「、」）及び句点（「。」）の扱いが適当かについてもチェックすること。 


（新設） 


 


 


 


④ なお、改正がある項について行うべき用語の整備（「行なう」を「行う」に、「但し」を「ただし」に、「一


に」を「いずれかに」に改める等）についても留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法改正法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条の規定を改める際、改め元の文言を「昭和六十年一月二日」と


すべきところ、「昭和六十四年一月二日」と記載してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条に規定する業務規程について認可制を届出制に改める際、改め元の文言を「認可を受け」とすべき


ところ、「許可を受け」と記載してしまった。 
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例２ ２項から成る第Ｘ条の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｘ条第一項中」と特定すべきところ、同条第


２項にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「第Ｘ条中」としたため、同条第２項が誤


って改正され、意味の通らない規定となってしまった。 


 


例３ 比較的長文のＸ条第１項（準用規定）中「という。）と」の下に文言を加える際、Ｘ条第１項に「とい


う。）と」と同一の文言があることを見落としてしまった。 


 


例４ 各号列記がある附則第Ｘ条第１項の規定を改める際、改正対象規定を「附則第Ｘ条第一項各号列記以外の


部分中」と特定すべきところ、同項第１号中にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「附


則第Ｘ条第一項中」としたため、同項第１号が誤って改正されてしまった。 


 


例５ Ｘ条第１項各号列記以外の部分中「」という。）」を削る際、同項各号列記以外の部分中の他の箇所及


び同項各号に「」という。）」と同一の文言があることを見落としてしまった。 


 


例６ 第Ｘ条に規定する業務規程について認可制を届出制に改める際、改め元の文言を「認可を受け」とすべき


ところ、「許可を受け」と記載してしまった。 


 


３ 改め先の文言（「△△」に改める、「△△」を加える等における「△△」の文言)が１で確認した規定中に正常


に溶け込むことをチェックすること。 


［要点］ 


① 改め先の文言を溶け込ませた後の当該規定において、改正部分の前後を通読して文意が通じることを確かめ


ること。 


② 規定中の文言を削る場合においても、改正部分の前後を通読して同様の確認をすること。 


③ 必ず法令審査支援システムで、溶け込ませ後の条文を確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、行政庁による公示を規定する第Ｙ条の文言


について、「第Ｘ条に規定する認可をしたときは」を「第Ｘ条の規定による届出を受理したときは」に改め


るべきところ、単に「認可」を「届出」に改めるとしたため、「（行政庁が）・・・届出をしたときは」と


なってしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、「終了予定日とされた日」の下に「から三十日を経過した日」を加える際、改め元の文


言を誤って「終了予定日」としたため、「終了予定日から三十日を経過した日とされた日」となってしまっ


た。 


 


例３ 第Ｘ条において、「同法第三条第二項中」を「同項中」に改めるべきところ、改め元の文言の引用を誤


って「第三条第二項中」としたため、「同法同項中」となってしまった。 


 


４ 溶け込み後(文言を削った場合を含む。)の規定の全体について、誤りを生じやすい語句等のチェックを行うこ


と。 


［要点］ 


① 既存の「同(法、条、項等)」が指すものに誤りを生じていないかを確認すること。 


例３ ２項から成る第Ｘ条の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｘ条第一項中」と特定すべきところ、同条第


２項にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「第Ｘ条中」としたため、同条第２項が誤


って改正され、意味の通らない規定となってしまった。 


 


  （新設） 


 


 


例４ 各号列記がある附則第Ｘ条第１項の規定を改める際、改正対象規定を「附則第Ｘ条第一項各号列記以外の


部分中」と特定すべきところ、同項第１号中にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「附


則第Ｘ条第一項中」としたため、同項第１号が誤って改正されてしまった。 


 


（新設） 


 


 


   （現行の例２） 


 


 


３ 改め先の文言（「△△」に改める、「△△」を加える等における「△△」の文言)が１で確認した規定中に正常


に溶け込むことをチェックすること。 


［要点］ 


① 改め先の文言を溶け込ませた後の当該規定において、改正部分の前後を通読して文意が通じることを確かめ


ること。 


② 規定中の文言を削る場合においても、改正部分の前後を通読して同様の確認をすること。 


  （新設） 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、行政庁による公示を規定する第Ｙ条の文言


について、「第Ｘ条に規定する認可をしたときは」を「第Ｘ条の規定による届出を受理したときは」に改め


るべきところ、単に「認可」を「届出」に改めるとしたため、「（行政庁が）・・・届出をしたときは」と


改正されてしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、「終了予定日とされた日」の下に「から三十日を経過した日」を加える際、改め元の文


言を誤って「終了予定日」としたため、「終了予定日から三十日を経過した日とされた日」と改正されてし


まった。 


 


 （新設） 


 


 


４ 溶け込み後(文言を削った場合を含む。)の規定の全体について、誤りを生じやすい語句等のチェックを行うこ


と。 


［要点］ 


① 既存の「同(法、条、項等)」が指すものに誤りを生じていないかを確認すること。 
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② 新たに「同(法、条、項等)」を用いるべきものが生じていないかを確認すること。 


③ 「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方が適当かを確認すること。 


④ 括弧（（）及び「」）の開閉は整合しているかを確認すること。 


⑤ 改正部分に法令名(題名及び件名をいう。以下同じ。)又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェ


ックを行うこと。 


⑥ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一項の規定による認可、同条第四項の規定による変更の届出・・・・」とい


う規定中、「認可」の下に「、第Ｚ条第一項の規定による変更命令」という文言を加える際、「同条第四項」


を「第Ｙ条第四項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一号又は第二号に掲げる業務」という規定の下に「又は第Ｚ条第一号に掲げ


る業務」という文言を加える際、「第Ｙ条第一号又は第二号」を「第Ｙ条第一号若しくは第二号」に改める


べきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 『Ａの表Ｂの項及びＣの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・する。』という読替規定において、「Ｃ


の項」の次に「Ｄの項」を加える際、『Ａの表Ｂの項、Ｃの項及びＤの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・


する。』とすべきところを誤り、『Ａの表Ｂの項、Ｃの項、Ｄの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・


する。』としてしまった。 


 


５ 当該規定中の文言を引用している他の規定を確認し、その引用している文言が改正後の当該規定中の文言と整


合しているかをチェックすること。 


［要点］ 


○ 改正対象法令のほか、本文第２の１(3)において整理した他の引用法令の全てについて確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、約款の公衆縦覧を規定する第Ｙ条について、


「第Ｘ条に規定する認可を受けた約款」を「第Ｘ条の規定による届出を行った約款」に改めるべきところ、


これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条中の文言を「異議申立手続」から「審査請求手続」に改めた際、これに伴って第Ｘ条を準用してい


る第Ｙ条中の「異議申立手続」の文言を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 「Ａ機構」を「Ｂ機構」に名称変更する改正の際、直近の臨時国会で成立した「Ａ機構」を引用する法


律を見落としたため、当該法律に改正漏れが生じてしまった。 


 


② 新たに「同(法、条、項等)」を用いるべきものが生じていないかを確認すること。 


③ 「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方が適当かを確認すること。 


④ 括弧（（）及び「」）の開閉は整合しているかを確認すること。 


⑤ 改正部分に法令名(題名及び件名をいう。以下同じ。)又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェ


ックを行うこと。 


⑥ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一項の規定による認可、同条第四項の規定による変更の届出・・・・」とい


う規定中、「認可」の下に「、第Ｚ条第一項の規定による変更命令」という文言を加える際、「同条第四項」


を「第Ｙ条第四項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一号又は第二号に掲げる業務」という規定の下に「又は第Ｚ条第一号に掲げ


る業務」という文言を加える際、「第Ｙ条第一号又は第二号」を「第Ｙ条第一号若しくは第二号」に改める


べきところ、これを看過してしまった。 


 


  （新設） 


 


 


 


 


５ 当該規定中の文言を引用している他の規定を確認し、その引用している文言が改正後の当該規定中の文言と整


合しているかをチェックすること。 


［要点］ 


○ 改正対象法令のほか、本文第２の１(2)において整理した他の引用法令のすべてについて確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、約款の公衆縦覧を規定する第Ｙ条について、


「第Ｘ条に規定する認可を受けた約款」を「第Ｘ条の規定による届出を行った約款」に改めるべきところ、


これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条中の文言を「異議申立手続」から「審査請求手続」に改めた際、これに伴って第Ｘ条を準用してい


る第Ｙ条中の「異議申立手続」の文言を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


  （新設） 
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改正案 現行 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


 


１ 追加、削除又は移動の対象となる規定の特定及びその追加、削除又は移動の処理が適当であることをチェック


すること。 


［要点］ 


① 規定の追加、削除又は移動を行う場合の基本的ルールに従っているかを確認すること。 


② 章名、節名等を付し、又は削ることによる章(節等)建ての変更がある場合の処理に誤りを生じないよう留意


すること。 


 


[誤り事例] 


例 新たに章名を付する際、「第Ｘ条の十六の六」の次に付すべきところ、「第Ｘ条の十六」の次に付してしま


った。 


 


２ 追加、削除又は移動の対象となる規定が章、節等の冒頭又は末尾のものかどうかをチェックすること。 


［要点］ 


① 章、節等の冒頭又は末尾の規定に追加、削除又は移動がある場合、改正規定(改め文)にその趣旨が明記(「第


○章中第○条の次に…」等)されているかを確認すること。 


② 編、章、節等の冒頭又は末尾の章、節、款等に追加、削除又は移動がある場合についても、同様である。 


③ 目次の改正が漏れていないかを確認すること。附則において他法改正を行う際、当該他法の目次の改正が必


要となる場合があることにも十分に留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ａ章の冒頭に第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「第Ｘ+1 条」を「第Ｘ条の二」に改めるべき


ところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法改正法附則において、Ｂ法の規定を改める際、Ｂ法本則の末尾に２条（罰則規定）を追加したことに


伴って、Ｂ法の目次における罰則の章の末尾の条名を「第Ｘ条」から「第Ｘ+2条」に改めるべきところ、こ


れを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「（第Ｘ条・第Ｘ+1 条）」を「（第Ｘ条－第Ｘ+1 条）」に改


めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


３ 共通見出しの処理をチェックすること。 


［要点］ 


○ 規定(条)の追加、削除又は移動に伴い、共通見出しの付け直しの処理が適切にされているかを確認すること。 


 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条及び第Ｘ+1条の共通見出しを改正する際、「第Ｘ条の前の見出し」とすべきところ、「第Ｘ条の見


出し」と記載してしまった。 


 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


 


１ 追加、削除又は移動の対象となる規定の特定及びその追加、削除又は移動の処理が適当であることをチェック


すること。 


［要点］ 


① 規定の追加、削除又は移動を行う場合の基本的ルールに従っているかを確認すること。 


② 章名、節名等を付し、又は削ることによる章(節等)建ての変更がある場合の処理に誤りを生じないよう留意


すること。 


 


[誤り事例] 


例 新たに章名を付する際、「第Ｘ条の十六の六」の次に付すべきところ、「第Ｘ条の十六」の次に付してしま


った。 


 


２ 追加、削除又は移動の対象となる規定が章、節等の冒頭又は末尾のものかどうかをチェックすること。 


［要点］ 


① 章、節等の冒頭又は末尾の規定に追加、削除又は移動がある場合、改正規定(改め文)にその趣旨が明記(「第


○章中第○条の次に…」等)されているかを確認すること。 


② 編、章、節等の冒頭又は末尾の章、節、款等に追加、削除又は移動がある場合についても、同様である。 


③ 目次の改正が漏れていないかを確認すること。附則において他法改正を行う際、当該他法の目次の改正が必


要となる場合があることにも十分に留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ａ章の冒頭に第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「第Ｘ+1 条」を「第Ｘ条の二」に改めるべき


ところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法改正法附則において、Ｂ法の規定を改める際、Ｂ法本則の末尾に２条（罰則規定）を追加したことに


伴って、Ｂ法の目次における罰則の章の末尾の条名を「第Ｘ条」から「第Ｘ+2条」に改めるべきところ、こ


れを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「（第Ｘ条・第Ｘ+1 条）」を「（第Ｘ条－第Ｘ+1 条）」に改


めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


３ 共通見出しの処理をチェックすること。 


［要点］ 


○ 規定(条)の追加、削除又は移動に伴い、共通見出しの付け直しの処理が適切になされているかを確認するこ


と。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条及び第Ｘ+1条の共通見出しを改正する際、「第Ｘ条の前の見出し」とすべきところ、「第Ｘ条の見


出し」と記載してしまった。 
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例２ 第Ｘ条から第Ｘ+2 条までの共通見出しが付されている場合で「第Ｘ条 削除」とするときに、第Ｘ条


の前に付されていた共通見出しを第Ｘ+1 条の前に付け替えるべきところ、これを看過してしまった。 


 


４ 追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に誤りを生じていないかをチェックすること。 


［要点］ 


① 追加、削除又は移動の対象となる規定の前後の規定において、「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前


○条(項、号)」が用いられているかどうかを確認し、その指示するものに誤りを生じていないかをチェックす


ること。 


② 規定の追加、削除又は移動の結果、その前後の規定において、「第○条(項、号)」又は「第○条(項、号)か


ら第△条(項、号)まで」を「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」に改める必要がない


かを確認すること。 


③ 章、節等の単位で追加、削除又は移動の対象となる場合(新たに章名、節名等を付し、又は章名、節名等を削


る場合を含む。)は、「前章(節等)」、「次章(節等)」又は「前○章(節等)」についてチェックをすること。 


④ その他当該改正対象法令の全体について、追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に不整合を生じ


ていないかを精査すること。この場合において、「…第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」のように、追


加、削除又は移動の対象となる規定の条名等が改正対象法令の規定上そのまま記載されていない場合(電子デ


ータを利用して単純に検索を行ってもヒットしない場合)があることに留意すること。 


⑤ 加えて、本文第２の１(3)において整理した他の引用法令の全てについて、同様に、追加、削除又は移動の対


象となる規定の引用関係に不整合を生じていないかを精査すること。 


⑥ 本改正により項建てがなくなった条や項建ての条の全ての項を引用する場合は、単に「第○条」とすること


を見落とさないこと。また、本改正により項建てがされた条中の規定を引用する場合に、「第○条第△項」と


することを見落とさないこと。 


⑦ 改正部分に法令名又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェックを行うこと。 


⑧ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


⑨ 新たに追加した条文で引用している条、項、号等については、引用元で移動しても法令審査支援システム


ではエラーメッセージが出ないので、必ず人の目で確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条の次に第Ｘ条の２から第Ｘ条の５まで計４条を追加したことに伴って、直後の条（第Ｘ+1条）中の


「前条」という文言を「第Ｘ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 別表中の備考にある第Ｘ号の次に１号を追加したことに伴って、直後の号（旧第Ｘ+1号＝新第Ｘ+2 号）中


の「前号」という文言を「第Ｘ号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の次に１条を追加したことに伴って、第Ｘ条の２が第Ｘ条の３に移動したため、第Ｘ条中の「次条」


という文言を「第Ｘ条の三」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例４ 第Ｘ条に第２項と第３項を追加したことに伴って、直前の条（第Ｘ-1 条）第３項中の「次条第一号」とい


う文言を「次条第一項第一号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例５ 第Ｘ条において号の追加により第３号が第４号に移動したことに伴って、これを引用する第Ｙ条（罰則規


定）中の「第Ｘ条第三号」という文言を「第Ｘ条第四号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


例２ 第Ｘ条から第Ｘ+2 条までの共通見出しが付されている場合で「第Ｘ条 削除」とするときに、第Ｘ条


の前に付されていた共通見出しを第Ｘ+1 条の前に付け替えるべきところ、これを看過してしまった。 


 


４ 追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に誤りを生じていないかをチェックすること。 


［要点］ 


① 追加、削除又は移動の対象となる規定の前後の規定において、「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前


○条(項、号)」が用いられているかどうかを確認し、その指示するものに誤りを生じていないかをチェックす


ること。 


② 規定の追加、削除又は移動の結果、その前後の規定において、「第○条(項、号)」又は「第○条(項、号)か


ら第△条(項、号)まで」を「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」に改める必要がない


かを確認すること。 


③ 章、節等の単位で追加、削除又は移動の対象となる場合(新たに章名、節名等を付し、又は章名、節名等を削


る場合を含む。)は、「前章(節等)」、「次章(節等)」又は「前○章(節等)」についてチェックをすること。 


④ その他当該改正対象法令の全体について、追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に不整合を生じ


ていないかを精査すること。この場合において、「…第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」のように、追


加、削除又は移動の対象となる規定の条名等が改正対象法令の規定上そのまま記載されていない場合(電子デ


ータを利用して単純に検索を行ってもヒットしない場合)があることに留意すること。 


⑤ 加えて、本文第２の１(2)において整理した他の引用法令のすべてについて、同様に、追加、削除又は移動の


対象となる規定の引用関係に不整合を生じていないかを精査すること。 


⑥ 本改正により項建てがなくなった条や項建ての条のすべての項を引用する場合は、単に「第○条」とするこ


とを見落とさないこと。また、本改正により項建てがなされた条中の規定を引用する場合に、「第○条第△項」


とすることを見落とさないこと。 


⑦ 改正部分に法令名又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェックを行うこと。 


⑧ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


（新設） 


 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条の次に第Ｘ条の２から第Ｘ条の５まで計４条を追加したことに伴って、直後の条（第Ｘ+1条）中の


「前条」という文言を「第Ｘ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 別表中の備考にある第Ｘ号の次に１号を追加したことに伴って、直後の号（旧第Ｘ+1号＝新第Ｘ+2 号）中


の「前号」という文言を「第Ｘ号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の次に１条を追加したことに伴って、第Ｘ条の２が第Ｘ条の３に移動したため、第Ｘ条中の「次条」


という文言を「第Ｘ条の三」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例４ 第Ｘ条に第２項と第３項を追加したことに伴って、直前の条（第Ｘ-1 条）第３項中の「次条第一号」とい


う文言を「次条第一項第一号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例５ 第Ｘ条において号の追加により第３号が第４号に移動したことに伴って、これを引用する第Ｙ条（罰則規


定）中の「第Ｘ条第三号」という文言を「第Ｘ条第四号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 
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例６ Ａ法改正法の附則第Ｘ条において、改正後のＡ法第Ｙ条の規定を引用する際、第Ｙ条において項の追加に


より第４項が第６項に移動したことを見落とし、「同条第六項」とすべきところ、「同条第四項」と記載し


てしまった。 


 


例７ 第Ｘ条において、免許拒否事由を規定する際、審査の過程における修正に伴って条が移動したことを見落


とし、「第Ｙ条の規定により解任を命ぜられた役員」とすべきところ、「第Ｙ-1条の規定により解任を命ぜ


られた役員」と記載してしまった。 


 


例８ 第Ｘ条において項の削除により第４項が第３項に移動したことに伴って、これを引用する第Ｘ条の２第１


項及び第２項中の「前条第四項」という文言を「前条第三項」に改めるべきところ、これを看過してしまっ


た。 


 


  例９ Ａ法改正法の附則第Ｘ条においてＢ法を改正する際、Ｂ法附則第Ｚ条から第Ｚ+2 条までを 1 条ずつ繰り


上げたことに伴って、Ｂ法第Ｙ条第 1 項に規定されていた「附則第Ｚ+1 条において同じ。」の「附則第Ｚ


+1 条」を「附則第Ｚ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１０ 第Ｘ条第２項と第Ｙ条第２項を削除したことに伴って、これらの条項を引用する第Ｚ条（罰則規定）中


の「第Ｘ条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）又は第Ｙ条第一項（同条第二項において準


用する場合を含む。）」という文言を「第Ｘ条又は第Ｙ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１１ 第Ｘ条第３項を削除したことに伴って、これを引用する第Ｙ条第１項中の「（第Ｘ条第三項を除く。）」


という文言を削除すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１２ Ａ法第Ｘ条において、項の追加により第５項と第７項が各々第６項と第８項に移動したことに伴って、


これらの条項を引用するＢ法第Ｙ条第３項中の「第Ｘ条第五項及び第七項」という文言を「第Ｘ条第六項及


び第八項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１３ Ａ法によってＢ法の条項の移動を行ったところ、既に成立した未施行のＣ法において移動前のＢ法の


条項を引用していることを見落としたため、Ｃ法の改正漏れが生じてしまった。 


 


 


例６ Ａ法改正法の附則第Ｘ条において、改正後のＡ法第Ｙ条の規定を引用する際、第Ｙ条において項の追加に


より第４項が第６項に移動したことを見落とし、「同条第六項」とすべきところ、「同条第四項」と記載し


てしまった。 


 


例７ 第Ｘ条において、免許拒否事由を規定する際、審査の過程における修正に伴って条が移動したことを見落


とし、「第Ｙ条の規定により解任を命ぜられた役員」とすべきところ、「第Ｙ-1条の規定により解任を命ぜ


られた役員」と記載してしまった。 


 


例８ 第Ｘ条において項の削除により第４項が第３項に移動したことに伴って、これを引用する第Ｘ条の２第１


項及び第２項中の「前条第四項」という文言を「前条第三項」に改めるべきところ、これを看過してしまっ


た。 


 


  （新設） 


 


 


 


例９ 第Ｘ条第２項と第Ｙ条第２項を削除したことに伴って、これらの条項を引用する第Ｚ条（罰則規定）中の


「第Ｘ条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）又は第Ｙ条第一項（同条第二項において準用


する場合を含む。）」という文言を「第Ｘ条又は第Ｙ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１０ 第Ｘ条第３項を削除したことに伴って、これを引用する第Ｙ条第１項中の「（第Ｘ条第三項を除く。）」


という文言を削除すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１１ Ａ法第Ｘ条において、項の追加により第５項と第７項が各々第６項と第８項に移動したことに伴って、


これらの条項を引用するＢ法第Ｙ条第３項中の「第Ｘ条第五項及び第七項」という文言を「第Ｘ条第六項及


び第八項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


  （新設） 
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改正案 現行 


別紙３ 縦断的チェック 


 


１ 引用する他の法令の法令番号の記載等を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 改正後の改正対象法令において、引用する他の法令の法令番号が適切に付されているかを確認すること。 


② 本改正により法令番号の記載された法令名が削除される場合は、これに伴いその法令番号を付け替える必要


がないかを確認すること。 


③ 本改正の附則(経過規定、他の法令の一部改正規定等)における法令名(「新法」、「旧法」、「平成○○年改


正法」等の略称を含む。)の記載及び法令番号の扱いが適当かを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法において、Ｂ法の条項を引用する多数の文言を規定する際、「Ｂ法」という最初の文言に法令番号


「（昭和○○年法律第△△号）」を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条を改め、その中でＡ法の規定を引用する際、「Ａ法」という文言に法


令番号を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


２ 定義語・略称の定め方及び用い方を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 定義語・略称の定め方及び用い方に改正後の改正対象法令の全体を通じて重複や混乱がないかを確認するこ


と。 


② 本改正により定義規定又は略称を定める規定若しくは文言が削除される場合は、これに伴い新たな定義規


定又は略称を定める必要がないかを確認すること。 


③ 「以下同じ。」、「以下この章において同じ。」、「第○条第○項において同じ。」等の定義語・略称の適


用範囲の指定に誤りを生じていないかを確認すること。また、不要となった定義規定又は略称を定める規定を


残していないかを確認すること。 


④ 本改正の附則その他の改正対象法令以外の法令において、改正対象法令中の定義語・略称を不用意に用いて


いないかに留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法第Ｘ条を全部改正し、第１項に「調整期間」という略称を定める規定を設けたことを受け、Ｂ法附則


第Ｙ条第４項において、この略称を用いる際、「Ａ法第Ｘ条第一項に規定する調整期間」とすべきところ、


「Ａ法第Ｘ条第二項に規定する調整期間」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法の原始附則第Ｘ条に項を追加し、その中でＢ法（Ａ法等の一部改正法）中の条項を引用する際、当該


Ｂ法について、題名を記載し、法令番号を括弧書きで付記すべきところ、「昭和○○年改正法」と、略称を


定める規定を置かずに略称を用いてしまった。 


 


例３ 「○○」という文言が使われている多数の条のうち、「○○（△△○○を除く。以下この章において同じ。）」


という定義規定を設けている条を削除する際、「○○」という文言が出てくる直後の条において、○○に関


する同様な定義規定を設けるべきところ、これを看過してしまった。 


別紙３ 縦断的チェック 


 


１ 引用する他の法令の法令番号の記載等を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 改正後の改正対象法令において、引用する他の法令の法令番号が適切に付されているかを確認すること。 


② 本改正により法令番号の記載された法令名が削除される場合は、これに伴いその法令番号を付け替える必要


がないかを確認すること。 


③ 本改正の附則(経過規定、他の法令の一部改正規定等)における法令名(「新法」、「旧法」、「平成○○年改


正法」等の略称を含む。)の記載及び法令番号の扱いが適当かを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法において、Ｂ法の条項を引用する多数の文言を規定する際、「Ｂ法」という最初の文言に法令番号


「（昭和○○年法律第△△号）」を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条を改め、その中でＡ法の規定を引用する際、「Ａ法」という文言に法


令番号を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


２ 定義語・略称の定め方及び用い方を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 定義語・略称の定め方及び用い方に改正後の改正対象法令の全体を通じて重複や混乱がないかを確認するこ


と。 


② 本改正により定義規定又は略称を定める規定若しくは文言が削除される場合は、これに伴い新たな定義規


定又は略称を定める必要がないかを確認すること。 


③ 「以下同じ。」、「以下この章において同じ。」、「第○条第○項において同じ。」等の定義語・略称の適


用範囲の指定に誤りを生じていないかを確認すること。また、不要となった定義規定又は略称を定める規定を


残していないかを確認すること。 


④ 本改正の附則その他の改正対象法令以外の法令において、改正対象法令中の定義語・略称を不用意に用いて


いないかに留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法第Ｘ条を全部改正し、第１項に「調整期間」という略称を定める規定を設けたことを受け、Ｂ法附則


第Ｙ条第４項において、この略称を用いる際、「Ａ法第Ｘ条第一項に規定する調整期間」とすべきところ、


「Ａ法第Ｘ条第二項に規定する調整期間」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法の原始附則第Ｘ条に項を追加し、その中でＢ法（Ａ法等の一部改正法）中の条項を引用する際、当該


Ｂ法について、題名を記載し、法令番号を括弧書きで付記すべきところ、「昭和○○年改正法」と、略称を


定める規定を置かずに略称を用いてしまった。 


 


例３ 「○○」という文言が使われている多数の条のうち、「○○（△△○○を除く。以下この章において同じ。）」


という定義規定を設けている条を削除する際、「○○」という文言が出てくる直後の条において、○○に関


する同様な定義規定を設けるべきところ、これを看過してしまった。 
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例４ Ａ法改正法附則において、Ｂ法第Ｘ条の第２項及び第３項を削除したことに伴って、同条第１項中の「（次


項において「施設等機関」という。）」という略称を定める規定を削除すべきところ、これを看過してしま


った。 


 


 


例４ Ａ法改正法附則において、Ｂ法第Ｘ条の第２項及び第３項を削除したことに伴って、同条第１項中の「（次


項において「施設等機関」という。）」という略称を定める規定を削除すべきところ、これを看過してしま


った。 
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改正案 現行 


別紙４ 準用規定のチェック 


 


  準用規定（変更適用規定及び「例による」とする規定を含む。以下同じ。)は、法令の構成を簡素にするととも


に、制度の仕組みを大括りで理解しやすくすることができるという利点があるが、反面、準用規定そのものには


技術的な正確性が求められ、誤りを生じやすいものであることから、特に準用規定に着目したチェックを励行す


ること。 


［要点］ 


① 国民の日常生活に密接に関係する規定については、準用を避けて必要な事項を書き下ろすよう努めること。


また、読替規定の読替えなど分かりにくいものは、できる限り避けること。 


② 改正対象法令中の準用規定を全て確認し、その引用する規定について、本改正による文言の改正又は規定の


追加、削除若しくは移動がないかを確認すること。 


③ 準用される規定のうち、「…について準用する」ことによって当然に変容する部分と明文での読替えを必要


とする部分との仕分けに留意すること。 


④ 準用されている規定の改正に伴い、新たな読替えや引用されている読替元の文言について改正を要するかを


チェックすること。 


⑤ 読替規定中の「」の開閉の整合性及び「…とあるのは、「○○」と…」の「、」の要否(対句構造か否か)に


留意すること。 


⑥ 読替規定の改正に当たっては、読替対照表を利用して、読替元の文言及び読替後の文言が誤りなく改正され


ることを確認すること。 


⑦ 読替後の規定中の「同（法、条、項等）」、「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方に


留意すること。 


⑧ 準用規定において引用する他の法令の規定について、「○○法(政令)」又は「同法(令)」の記載に遺漏がな


いかを確認すること。 


⑨ 他の法令の規定を読み替える場合においては、当該他の法令中の定義語・略称は疑義が生じない場合にはそ


のまま用い、自法令の法令番号は入れないことに留意すること。 


⑩ なお、孫準用はできる限り避けるものとするが、孫準用された規定を引用するときは、「第□条(第△条にお


いて準用する場合を含む。)において準用する第○条」のように、孫準用の関係を明記することに留意するこ


と。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条において、第Ｙ条の規定が読み替えて準用されている。第Ｙ条を改正したことに伴って、第Ｘ条中


の読替規定（＝『第Ｙ条中「○○」とあるのは、「△△」と読み替えるものとする。』という規定）のうち、


読替元の文言（＝「○○」という文言）を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、第Ｙ条等の規定を読み替えて準用する規定を設ける際、審査の過程で第Ｙ条第１項中の


読替元の文言が修正されたことを見落とし、当該文言を「○○の製造をする者」とすべきところ、「○○の


製造者」と記載してしまった。 


 


例３ 準用読替えの規定であるＡ法第Ｘ条を改める際、『「○○」の下に「、「Ｂ法第Ｘ条」とあるのは「Ｃ法


第Ｙ条」と」を加える。』とすべきところ、Ｂ法第Ｘ条の直前にあるべきかぎ括弧（ 「 ）を書き漏らして


しまった。 


別紙４ 準用規定のチェック 


 


  準用規定（変更適用規定及び「例による」とする規定を含む。以下同じ。)は、法令の構成を簡素にするととも


に、制度の仕組みを大括りで理解しやすくすることができるという利点があるが、反面、準用規定そのものには


技術的な正確性が求められ、誤りを生じやすいものであることから、特に準用規定に着目したチェックを励行す


ること。 


［要点］ 


① 国民の日常生活に密接に関係する規定については、準用を避けて必要な事項を書き下ろすよう努めること。


また、読替規定の読替えなど分かりにくいものは、できる限り避けること。 


② 改正対象法令中の準用規定をすべて確認し、その引用する規定について、本改正による文言の改正又は規定


の追加、削除若しくは移動がないかを確認すること。 


③ 準用される規定のうち、「…について準用する」ことによって当然に変容する部分と明文での読替えを必要


とする部分との仕分けに留意すること。 


④ 準用されている規定の改正に伴い、新たな読替えや引用されている読替元の文言について改正を要するかを


チェックすること。 


⑤ 読替規定中の「」の開閉の整合性及び「…とあるのは、「○○」と…」の「、」の要否(対句構造か否か)に


留意すること。 


⑥ 読替規定の改正に当たっては、読替対照表を利用して、読替元の文言及び読替後の文言が誤りなく改正され


ることを確認すること。 


⑦ 読替後の規定中の「同（法、条、項等）」、「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方に


留意すること。 


⑧ 準用規定において引用する他の法令の規定について、「○○法(政令)」又は「同法(令)」の記載に遺漏がな


いかを確認すること。 


⑨ 他の法令の規定を読み替える場合においては、自法令及び当該他の法令中の定義語・略称の用い方、自法令


の法令番号の扱い等に留意すること。 


⑩ なお、孫準用はできる限り避けるものとするが、孫準用された規定を引用するときは、「第□条(第△条にお


いて準用する場合を含む。)において準用する第○条」のように、孫準用の関係を明記することに留意するこ


と。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条において、第Ｙ条の規定が読み替えて準用されている。第Ｙ条を改正したことに伴って、第Ｘ条中


の読替規定（＝『第Ｙ条中「○○」とあるのは、「△△」と読み替えるものとする。』という規定）のうち、


読替元の文言（＝「○○」という文言）を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、第Ｙ条等の規定を読み替えて準用する規定を設ける際、審査の過程で第Ｙ条第１項中の


読替元の文言が修正されたことを見落とし、当該文言を「○○の製造をする者」とすべきところ、「○○の


製造者」と記載してしまった。 


 


例３ 準用読替えの規定であるＡ法第Ｘ条を改める際、『「○○」の下に「、「Ｂ法第Ｘ条」とあるのは「Ｃ法


第Ｙ条」と」を加える。』とすべきところ、Ｂ法第Ｘ条の直前にあるべきかぎ括弧（ 「 ）を書き漏らして


しまった。 
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例４ 原始附則に条を追加し、その中で本則の規定を読み替えて準用する際、読替元の文言について、『第Ｘ条


第一項中「・・・その十分の〇・五」とあるのは』とすべきところ、『「・・・その〇・五」とあるのは』


として、「十分の」という文言を書き漏らしてしまった。 


 


 


例４ 原始附則に条を追加し、その中で本則の規定を読み替えて準用する際、読替元の文言について、『第Ｘ条


第一項中「・・・その十分の〇・五」とあるのは』とすべきところ、『「・・・その〇・五」とあるのは』


として、「十分の」という文言を書き漏らしてしまった。 
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改正案 現行 


別紙５ 施行期日のチェック 


 


  施行期日が適切に定められているかについてチェックすること。 


［要点］ 


① 一体的に施行する必要がある規定に漏れはないかを確認すること。 


② 本体部分の制度の実施の準備のために必要な措置を定めた本則及び附則の規定の施行期日は適当かを確認


すること。 


③ 他の法令による改正がありその施行期日が未定である場合において、その施行期日と本改正の施行期日の先


後関係のいかんによって必要となる読替え等の調整規定は置かれているかを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 改正法附則第１項において各号列記により施行期日を規定する際、審査の段階で改正法附則の項数が７か


ら６に減ったことを見落とし、同項第１号に「改正法附則第七項」という存在しない項を掲げてしまった。 


 


例２ 第Ｘ条の規定について、附則第１条（施行期日）において、同条本文の規定する平成３年１月１日からの


施行とすべきところ、誤って同条第３号に掲げてしまったため、その施行日が平成５年４月１日となってし


まった。 


 


例３ 附則第Ｘ条の規定について、平成元年６月１日からの施行とするため、附則第１条（施行期日）において、


同条ただし書中に規定すべきところ、漏らしてしまったため、その施行日が同条本文の規定する「公布の日


から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」となってしまった。 


 


別紙５ 施行期日のチェック 


 


  施行期日が適切に定められているかについてチェックすること。 


［要点］ 


① 一体的に施行する必要がある規定に漏れはないかを確認すること。 


② 本体部分の制度の実施の準備のために必要な措置を定めた本則及び附則の規定の施行期日は適当かを確認


すること。 


③ 他の法令による改正がありその施行期日が未定である場合において、その施行期日と本改正の施行期日の先


後関係のいかんによって必要となる読替え等の調整規定は置かれているかを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 改正法附則第１項において各号列記により施行期日を規定する際、審査の段階で改正法附則の項数が７か


ら６に減ったことを見落とし、同項第１号に「改正法附則第七項」という存在しない項を掲げてしまった。 


 


例２ 第Ｘ条の規定について、附則第１条（施行期日）において、同条本文の規定する平成３年１月１日からの


施行とすべきところ、誤って同条第３号に掲げてしまったため、その施行日が平成５年４月１日となってし


まった。 


 


例３ 附則第Ｘ条の規定について、平成元年６月１日からの施行とするため、附則第１条（施行期日）において、


同条ただし書中に規定すべきところ、漏らしてしまったため、その施行日が同条本文の規定する「公布の日


から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」となってしまった。 
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改正案 現行 


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


 


１ 目次、章(節等)の構成、条名、項番号等の連続性、見出し等全体についての概括的なチェックを行うこと。  


［要点］ 


① 章（節等）の区切りの位置に誤りはないか。 


② 章（節等）中の条数に応じ、目次中の「・」又は「－」の記号は適当か。特に、章（節等）中の中間の枝番


の条の追加又は削除に留意すること。 


③ 条名、項番号等は連続しているか。 


④ 枝番の最後のものについて、「第○条の○ 削除」としていないか。 


⑤ 見出しの改正漏れや欠落はないか。 


⑥ 章(節等)が一条のみで構成される場合に、当該条に章(節等)名と重複する見出しを付していないか。 


⑦ 振り仮名（ルビ）の付し方は改正対象法令の全体を通じて適当か。 


 


２ 配字のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① １行４８文字１ページ１３行となっているか。不要な禁則処理をしていないか。 


② 条建ての改正規定は、一字下がりとなることに留意すること。 


   ③ 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、案文の初字の位置に留意すること。 


④ 表の上下の罫線の位置は正しいか。 


⑤ 目次、表等の改正部分を図示する場合の「」の位置は正しいか。 


⑥ その他配字全般が適正であることを確認すること。 


 


３ 片仮名法令の改正、項番号のない規定の改正等特殊なルールがあるものについては、それに従っているかをチ


ェックすること。 


〔要点〕 


① 項番号のない条文の項の初字の位置に留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 項番号がない条文で構成される法律において、既存の条に新たな項を加える際、案文の行頭を一文字高


くしてしまった。 


 


４ 誤字・脱字等のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① 改正規定(改め文)中の改正箇所を示す「(条、項等)中」及び「同(条、項等)」の用い方は適当か。 


② 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、改正箇所を示す「改正規定中」が漏れていないか。 


③ 文言等の改正を順次行う場合において、改正規定(改め文)中の「改め」、「加え」又は「削り」の欠落はな


いか。 


④ 同音異義語(ワープロ変換の誤り)はないか。 


(例) 「異義」・「異議」、「課す」・「科す」、「期間」・「機関」、「聴く」・「聞く」、「権」・「件」、


「更正」・「更生」、「睡」・「酔」、「多数」・「他数」、「適正」・「適性」等 


⑤ 類似文字、類義語の誤りはないか。 


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


 


１ 目次、章(節等)の構成、条名、項番号等の連続性、見出し等全体についての概括的なチェックを行うこと。  


［要点］ 


① 章（節等）の区切りの位置に誤りはないか。 


② 章（節等）中の条数に応じ、目次中の「・」又は「－」の記号は適当か。特に、章（節等）中の中間の枝番


の条の追加又は削除に留意すること。 


③ 条名、項番号等は連続しているか。 


④ 枝番の最後のものについて、「第○条の○ 削除」としていないか。 


⑤ 見出しの改正漏れや欠落はないか。 


⑥ 章(節等)が一条のみで構成される場合に、当該条に章(節等)名と重複する見出しを付していないか。 


⑦ 振り仮名（ルビ）の付し方は改正対象法令の全体を通じて適当か。 


 


２ 配字のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① １行４８文字１ページ１３行となっているか。不要な禁則処理をしていないか。 


② 条建ての改正規定は、一字下がりとなることに留意すること。 


（新設） 


③ 表の上下の罫線の位置は正しいか。 


④ 目次、表等の改正部分を図示する場合の「」の位置は正しいか。 


⑤ その他配字全般が適正であることを確認すること。 


 


３ 片仮名法令の改正、項番号のない規定の改正等特殊なルールがあるものについては、それに従っているかをチ


ェックすること。    


 


（新設） 


 


 


（新設） 


 


 


４ 誤字・脱字等のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① 改正規定(改め文)中の改正箇所を示す「(条、項等)中」及び「同(条、項等)」の用い方は適当か。 


② 一部改正法の改正規定を改正する場合において、改正箇所を示す「改正規定中」が漏れていないか。 


③ 文言等の改正を順次行う場合において、改正規定(改め文)中の「改め」、「加え」又は「削り」の欠落はな


いか。 


④ 同音異義語(ワープロ変換の誤り)はないか。 


(例) 「異義」・「異議」、「課す」・「科す」、「期間」・「機関」、「聴く」・「聞く」、「権」・「件」、


「更正」・「更生」、「睡」・「酔」、「多数」・「他数」、「適正」・「適性」等 


⑤ 類似文字、類義語の誤りはないか。 
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(例) 「末」・「未」、「懲」・「徴」、「資金」・「基金」、「推進」・「促進」、「認可」・「許可」等    


⑥ 見落としやすい脱字はないか。 


(例) 「第」、「条」、「項」、枝番の条名中の「の」等の文字、「…こと。」、「…とき。」及び「…以下同


じ。）」における「。」等 


⑦ 見落としやすい重複はないか。この場合において、ワープロソフトの校正機能を有効に利用すること。 


(例) 「第第」、「ととともに」等 


⑧ 拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の大小に誤りはないか。 


⑨ 送り仮名の誤りはないか。 


(例) 「行う」・「行なう」等 


⑩ 片仮名法令を引用する場合の表記の誤りはないか。 


(例)  件名には平仮名を用い、枝番の条名中の「ノ」、引用する文言等は片仮名を用いること等 


⑪ なお、法令名、法令番号、年月日、金額及び割合の誤記は見逃しやすいので留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法に条を追加し、その中でＢ法の規定を読み替えて準用する際、読替先の文言について、「Ａ法第Ｘ条


第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又はＡ法第Ｚ条の規定による・・・」とすべきところ、「Ａ法第Ｘ条第


二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又は同法第Ｚ条の規定による・・・」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の別表中の規定を改める際、『別表第三第Ｙ号中「○○」を「△△」に改


め、同表第三第Ｚ号中「××」を「□□」に改める。』とすべきところ、「改め」という文言を書き漏らし


てしまった。 


 


例３ 「多数の人」とすべきところ、「他数の人」と表記してしまった。 


 


例４ 「懲役」とすべきところ、「徴役」と表記してしまった。 


 


例５ 「○○未満」とすべきところ、「○○末満」と表記してしまった。 


 


例６ 「同法第二十三条の二の二十第一項」とすべきところ、「同法第二十三の二の二十第一項」と、「条」


の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例７ 目次中の条名を改める際、「第Ｘ条の二の十三」とすべきところ、「第Ｘ条二の十三」と、「の」の１文


字を書き漏らしてしまった。 


 


例８ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改め先の文言について、「同法第Ｙ条第一号」とすべ


きところ、「同法Ｙ条第一号」と、「第」の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例９ 「○○原料製造業者」とすべきところ、「○○原料製業者」と、「造」の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例１０ 「意見を聴くとともに」とすべきところ、「意見を聴くととともに」と、「と」の１文字を余分に記載し


てしまった。 


 


(例) 「末」・「未」、「懲」・「徴」、「資金」・「基金」、「推進」・「促進」、「認可」・「許可」等    


⑥ 見落としやすい脱字はないか。 


(例) 「第」、「条」、「項」、枝番の条名中の「の」等の文字、「…こと。」、「…とき。」及び「…以下同


じ。）」における「。」等 


⑦ 見落としやすい重複はないか。 


(例) 「第第」、「ととともに」等 


⑧ 拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の大小に誤りはないか。 


⑨ 送り仮名の誤りはないか。 


(例) 「行う」・「行なう」等 


⑩ 片仮名法令を引用する場合の表記の誤りはないか。 


(例)  件名には平仮名を用い、枝番の条名中の「ノ」、引用する文言等は片仮名を用いること等 


⑪ なお、法令名、法令番号、年月日、金額及び割合の誤記は見逃しやすいので留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法に条を追加し、その中でＢ法の規定を読み替えて準用する際、読替先の文言について、「Ａ法第Ｘ条


第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又はＡ法第Ｚ条の規定による・・・」とすべきところ、「Ａ法第Ｘ条第


二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又は同法第Ｚ条の規定による・・・」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の別表中の規定を改める際、『別表第三第Ｙ号中「○○」を「△△」に改


め、同表第三第Ｚ号中「××」を「□□」に改める。』とすべきところ、「改め」という文言を書き漏らし


てしまった。 


 


例３ 「多数の人」とすべきところ、「他数の人」と表記してしまった。 


 


例４ 「懲役」とすべきところ、「徴役」と表記してしまった。 


 


例５ 「○○未満」とすべきところ、「○○末満」と表記してしまった。 


 


 （新設） 


 


 


例６ 目次中の条名を改める際、「第Ｘ条の二の十三」とすべきところ、「第Ｘ条二の十三」と、「の」の１文


字を書き漏らしてしまった。 


 


例７ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改め先の文言について、「同法第Ｙ条第一号」とすべ


きところ、「同法Ｙ条第一号」と、「第」の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例８ 「○○原料製造業者」とすべきところ、「○○原料製業者」と、「造」の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例９ 「意見を聴くとともに」とすべきところ、「意見を聴くととともに」と、「と」の１文字を余分に記載し


てしまった。 
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例１１ 「若しくは」とすべきところ、「若ししくは」と、「し」の１文字を余分に記載してしまった（「若し」


のところで改行されていたもの。）。 


 


例１２ 平成元年以後に立案されたＡ法（促音小書き）の附則第Ｘ条において、昭和６３年以前に立法されたＢ


法（促音小書きせず）の規定を改める際、改め先の文言について、「あつては」とすべきところ、「あっ


ては」と表記してしまった。 


  


例１３ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、「・・・の整備の促進に関する特別措置法」という 


Ｂ法の題名の表記に当たり、「・・・の促進に関する特別措置法」と、「の整備」という文言を書き漏ら


してしまった。 


 


例１４ 「労働者」（の健康の保持に及ぼす）とすべきところ、「労働省」（の健康の保持に及ぼす）として


しまった。 


 


例１５ 罰則規定において、「一年以下」（の懲役）とすべきところ、「一年以上」（の懲役）としてしまっ


た。 


 


 （新設） 


 


 


例１０ 平成元年以後に立案されたＡ法（促音小書き）の附則第Ｘ条において、昭和６３年以前に立法されたＢ


法（促音小書きせず）の規定を改める際、改め先の文言について、「あつては」とすべきところ、「あって


は」と表記してしまった。 


 


例１１ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、「・・・の整備の促進に関する特別措置法」という


Ｂ法の題名の表記に当たり、「・・・の促進に関する特別措置法」と、「の整備」という文言を書き漏らし


てしまった。 


 


（新設） 


 


 


（新設） 
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


  


提　出　日　時


月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


①


②


2


①


②


③


④


⑤


3


①


②


③


4


①


②


③


④


⑤


⑥


5


①


（注１）


（注２）


（注３）


用語の整備


削除後の文意


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


チェックポイント


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


別添


官　職 ・ 氏　名所　属


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


立案担当部局チェック


句読点の誤り


読替規定・表の確認


溶け込みの正確性


改正条項の確認


改正規定の特定の正確性


府省名


官職・氏名 月日 官職・氏名 月日


複層的チェック


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


括弧の開閉


溶け込み後の文意


システムでの溶け込みチェック


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


改め元の文言の不一致


法
案
名


項目
要点 判明した誤り


別紙１　文言の改正に伴うチェック


誤りチェックシート


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


複層的チェック
実施責任者


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）


意図しない一致


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


引用規定の特定の正確性
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


  


手引　別紙２


別紙２　規定の追加等に伴うチェック


1


①


②


2


①


②


③


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


（注１）


（注２）


（注３）


新たに引用する規定の特定の正確
性


項目
要点


法
案
名


別添


判明した誤り


共通見出しの処理


所　属


「前条」「次条」「前○条」等を改正す
る必要性


章名を付する場合等


冒頭、末尾における追加等


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


規定の追加、削除又は移動


複層的チェック


追加等に伴う上記以外の引用関係
の整合性（「第○条から第△条ま
で」等）


他の引用法令における引用関係の
整合性


項建ての存否に伴う「第○項」の適
否


官職・氏名 月日官職・氏名


追加等に伴う引用関係の誤り


月日


「前条」、「次条」等に改正する必要
性


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


氏　名


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名


複層的チェック
統括責任者


章名等の明記（条項の場合）


　　　同上　　 （節等の場合）


目次の改正漏れ


追加等に伴う付け直し


法令名、定義語等の追加等に伴う
縦断的チェック


章等の追加等に伴う「前章」等の改
正の必要性


チェックポイント


立案担当部局チェック


処理の基本的ルール


誤りチェックシート


立案担当責任者


追加条文のおける引用条項の正確
性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


  


手引　別紙３～５


別紙３　縦断的チェック


1


①


②


③


2


①


②


③


④


別紙４　準用規定のチェック


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


別紙５　施行期日のチェック


①


②


③


（注１）


（注２）


（注３）


他法改正との調整規定の必要性


項目
要点


官職・氏名


他法令の規定の引用における法令
名、「同法」等の記載の正確性


他法令の規定の読替における定義
語・略称、法令番号等の記載の正
確性


孫準用の関係の明記


対象規定の適切なグルーピング


読替対照表による文言の確認


別添


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


法
案
名


定義語・略称の縦断的チェック


定義語・略称に重複・混乱がないか


定義規定等の削除に伴う付け替え


定義語・略称の適用範囲・必要性
の確認


法令番号の縦断的チェック


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


法令名削除に伴う法令番号の付け
替え


附則における法令名の記載等


改正対象法令以外での定義語・略
称の不用意な使用


分かりにくい準用読替規定の回避


読替後の規定中の「同法」、「及
び」、「又は」等の用法の正確性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


判明した誤り


月日月日


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）


引用する規定に本改正による文言
の改正、移動等がないかの確認


読替規定を置く必要性


読替元の文言を改正する必要性


「　」の開閉、「、」の要否


制度実施に必要な準備規定の施行
期日


複層的チェック


法令番号の付け忘れ


立案担当部局チェック


官職・氏名
チェックポイント


所　属 氏　名


複層的チェック
統括責任者


立案担当責任者


誤りチェックシート


府省名


複層的チェック
実施責任者
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


  


手引　別紙６


別紙６　その他の形式的事項のチェック


1


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


2


①


②


③


④


⑤


⑥


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


⑪


（注１）


（注２）


（注３）


一部改正法令の改正のおける案文
の初字の位置


法
案
名


複層的チェック


判明した誤り


官職・氏名 月日


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


府省名 所　属


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


別添


項目
要点


チェックポイント
官職・氏名 月日


立案担当部局チェック


氏　名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


項番号のない条文の項の初字の位
置


一条のみで構成される章等の見出
し


振り仮名（ルビ）の付け方


配字のチェック


１行４８文字１ページ１３行、不要な
禁則処理


条名、項番号等の連続性


枝番の最後での「第○条の○　削
除」


見出しの改正漏れ、欠落


概括的なチェック


章等の区切りの位置


目次中の「・」、「－」の記号


条建ての改正の場合の配字


表の上下の罫線の位置


目次、表等を改正する場合の「　」の
位置


その他配字全般


特殊なルールによる改正のチェック


誤字・脱字等のチェック


改め文の改正箇所を示す「条中」、
「同条」等の用法


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


拗音、促音の大小の誤り


送り仮名の誤り


片仮名法令を引用する場合の表記


法令名、法令番号、年月日、金額及
び割合の誤記


ワープロ変換等による同音異義語
の誤り


類似文字、類義語の誤り


一部改正法令の改正における「改
正規定中」の記載


改正規定中の「改め」、「加え」、「削
り」の欠落


重複（「第第」、「ととともに」等）


脱字（枝番中の「の」等）


誤りチェックシート
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


 


提　出　日　時


月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


① レ レ
②


2


① レ レ
② レ レ 第○条で「各号列記以外の部分」との特定が抜けていた。


③ レ レ
④


⑤


3


① レ レ
②


③


4


① レ レ
② レ レ
③ レ レ
④ レ レ
⑤


⑥ レ レ
5


① レ レ
（注１）


（注２）


（注３）


別添


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


複層的チェック


判明した誤り○○係長
○○　○○


○月○日


別紙１　文言の改正に伴うチェック


立案担当部局チェック


句読点の誤り


引用規定の特定の正確性


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


月日


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


複層的チェック
実施責任者


大臣官房○○課


官　職 ・ 氏　名


課長補佐・○○　○○


所　属


○○局○○課 課長補佐・○○　○○


大臣官房○○課 課長・○○　○○


府省名


及び並びに・又は若しくは


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


用語の整備


新規の「同法」等の確認


意図しない一致


○○○法の一部を改正する法律案
例（第○条　△△法の一部を改正する法律案部分）
　  （第１条～第２０条部分）


部長説明日（　○月○日（火）　）、閣議付議予定日（　○月○日（金）　）


月日


法
案
名


項目
要点


官職・氏名


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


○○省


○月○日


チェックポイント


溶け込み後の文意


システムでの溶け込みチェック


官職・氏名


○○係員
○○　○○


溶け込みの正確性


改正条項の確認


改正規定の特定の正確性


枝番（孫番）の誤記


読替規定・表の確認


削除後の文意


誤りチェックシート


○


○


○








局内における暗黙知の形式知化の取組み 


 


 


１ 新任の参事官に対して情報提供（着任時に総務主幹から） 


 


〇 参事官の心構えなど 


・ 立法学講義〈補遺〉  （略） 


第二章第二節３ 内閣法制局の審査（山本庸幸） 


・ 地方自治総合講座２ 自治立法 （略） 


第五章 立法論各論その一－法令案の立案の際の問題点－（松永邦男） 


〇 常会提出法案の標準的な年間スケジュール 


〇 標準的な法案及び政令案のスケジュール 


〇 審査資料のサンプル（略） 


 


 


２ 参考資料のＬＡＮ掲示板への掲示 


 ・ 別紙の項目一覧の資料をＬＡＮ（０４文書 ０１６法制執務）に掲示 


 


 


３ 今回の審査ノウハウ等についての局内照会の結果とりまとめ 


 ・ 別紙を各部へフィードバック。新任の参事官へも提供 








法令案における誤りの防止について（手引）の改正のポイント 


 


 


【基本的な考え方】 


立案府省庁等における法令案の誤り防止のための複層的チェックの実態調査、こ


れまでに実際に発生した法令案の誤りの原因等を踏まえて、主として、次の観点に


ついて記述を強化 


・ 当局及び立案府省庁等における誤り防止のためのチェックをより実効的なものと


するための留意事項 


・ 法令審査支援システムの活用 


・ 印刷物における誤り防止のための留意事項 


 


 


【改正のポイント】 


１ 当局及び立案府省庁等における誤り防止のためのチェックをより実効的なものと


するための留意事項 


 


［立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等］ 


〇 スーパー法令ウェブの使用を明記（現行：現行日本法規のみ） 


 


〇 実務を踏まえて、審査用の参照条文の作成、提出及び使用を明記 


 


［当局及び立案府省庁等におけるチェック］ 


〇 複層的チェックの統括責任者（管理職）及び実施責任者（補佐クラス）を審査担当


参事官に通知することとする。（現行：統括責任者のみ） 


〇 審査担当参事官のより積極的な役割を記述 


 


〇 実務を踏まえて、審査の節目における全体チェックについて記述 


〇 部長了（正式各省協議前後）の段階及び当局の実質的審査終了の段階では、必


ず全体チェック及び複層的チェックを行うこととし、法案については結果を審査


担当参事官に提出することを明記 


〇 誤りチェックシートを手引に明記 


 







審査の節目 チェック 結果提出（法案のみ） 


 


参事官審査の適切な段階 


 


全体チェック 


 


－ 


 


部長了（正式各省協議前後） 


 


全体チェック 


複層的チェック 


 


誤りチェックシート 


システム点検結果一覧 


 


実質的審査終了後 


全体チェック 


複層的チェック 


 


誤りチェックシート 


システム点検結果一覧 


 


［その他］ 


〇 新旧対照表の正確性の確保について記述 


 


〇 平成１６年以降の誤り事例をチェックポイントの事例に追加 


 


〇 ワープロソフトの検索機能、校正機能の利用について記述 


 


 


２ 法令審査支援システムの活用 


 


〇 法令案（改め文）の形式的事項のチェックについては、人の目によるチェックに加


えて、法令審査支援システムを活用することを明記 


 


〇 部長了（正式各省協議前後）の段階及び当局の実質的審査終了後の段階では、


必ず法令審査支援システムによるチェックを行うこととし、法案については結果


を審査担当参事官に提出することを明記 


 


 


３ 印刷物における誤り防止のための留意事項 


 


〇 印刷物の校正刷りについて、読み合わせを実施することを明記 


 


〇 当局における読み合わせについて、必ず３名以上で実施すること等を明記 








○ 年間審査関係スケジュール（標準）
令和
3年
実績


国会等関係
令和
3年
実績


当局会議等
令和
3年
実績


令和
3年
実績


年度末政令案


４月


５月


６月 常会閉会


件名・要旨等照会
（臨時国会提出予定法案）
（内閣総務官室→各省）


７月
件名・要旨等回答
（各省→内閣総務官室）


８月
臨時国会提出予定法案
ヒアリング
（院内内総→各省）


９月 法令整備会議 各省から常会提出予定法案の情報収集 各省から常会提出予定法案の情報収集


10月 臨時国会開会   審査


11月
件名・要旨等照会
（内閣総務官室→各省）  審査 下1/3（骨子留意事項） 下1/3（骨子留意事項）


12月
件名・要旨等回答
（各省→内閣総務官室）


　　法案の内容をできる
　　だけ詳しく説明し了
　　解を得た上で、文言
　　の了解を得ること。


　　法案の内容をできる
　　だけ詳しく説明し了
　　解を得た上で、文言
　　の了解を得ること。  審査


　　長官まで説明 　　長官まで説明


1月
1/6
(水)
AM


次期通常国会提出予定法案
についての打合せ会議
（文書課長等会議）


1/6
(水)
PM


法案検討幹部会


1/13
(～3/5)


分室立上げ
（局内複層的チェック）


1/14
(木)


件名・要旨調べ期限 　　


通常国会開会


予算の国会提出


1/20
～28


長官国会出席


2月
2/9
(火)


※法案国会提出期限
2/9
(火)


※法案国会提出期限
（予算の国会提出後
３週間以内）


3月
3/9
(火)


非※法案国会提出期限
3/9
(火)


非※法案国会提出期限
（予算の国会提出後
７週間以内）


予算関連法案
（※法案）


非予算関連法案
（非※法案）


1/18
(月)


1/12
～21


税法関係の長官・次長審査


　　予算非関連部分
　　は早めに審査を
　　開始すること。


　　できるだけ税法関
　　係の長官・次長審
　　査が始まる前（12
　　月でも良い）に長
　　官・次長に審査資
　　料を持ち込めるよ
　　う準備すること。


　　12月中には実質的
　　な内容の審査を終
　　了させること。







○ 法律案（常会提出法案）の審査スケジュール（標準）


時　　　期 内　　　容


９月頃 概要聴取開始


１０月頃～ 審査開始


～１２月末
下１／３（骨子留意事項） 長官まで説明
※法案の内容をできるだけ詳しく説明し了
　解を得た上で、文言の了解を得ること。


閣議予定日の最低２週間前
（３週間前が望ましい。）


長官・次長審査資料持込み期限


印刷局に印刷原稿入れ


印刷物校正
（複数回、校正刷り）


読み合わせの１日前
印刷物（穴なし）完成
閣議請議書・５点セット完成


閣議予定日の約１週間前 読み合わせ（閣議請議書（正本等））


閣議予定日の３，４日前（読み合わせ翌日） 部長決裁


閣議予定日の２日前 長官・次長決裁


閣議予定の１日前 閣議請議書の内閣総務官室持込み


閣議予定日


〔閣議日の１，２週間後〕 白表紙（穴あき）完成


法律案の可決成立


公布閣議 原則、国会成立直後の閣議


官報公布 原則、公布閣議後３開庁日


〔適切なタイミング〕







○ 政令案の審査スケジュール（標準）


時　　　期 内　　　容


閣議予定日の２，３ヶ月前～ 審査開始


閣議予定日の最低２週間前
（３週間前が望ましい。）


長官・次長審査資料持込み期限


読み合わせの１日前
閣議請議書完成
５点セット完成


閣議予定日の約１週間前 読み合わせ（閣議請議書（正本等））


閣議予定日の３，４日前（読み合わせ翌日） 部長決裁


閣議予定日の２日前 長官・次長決裁


閣議予定の１日前 閣議請議書の内閣総務官室持込み


閣議予定日


官報公布 原則、閣議後３開庁日
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法令案における誤りの防止について 新旧対照表（案） 


改正案 現行 


法令案における誤り防止について（手引） 


（改訂版） 


 


令和３年  月 


内 閣 法 制 局 


 


目 次 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


別紙３ 縦断的チェック 


別紙４ 準用規定のチェック 


別紙５ 施行期日のチェック 


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


別添 誤りチェックシート 


法令案における誤り防止について（手引き） 


（増補版） 


 


平成１６年１２月 


内 閣 法 制 局 


 


目 次 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令の規定の確認等 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


別紙３ 縦断的チェック 


別紙４ 準用規定のチェック 


別紙５ 施行期日のチェック 


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


（新設） 
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改正案 現行 


法令案における誤り防止について（手引） 


平成１６年８月３０日 


内 閣 法 制 局 


改正 平成１６年１２月９日 


令和３年  月  日 


 


内閣提出の法案及び政令案（以下「法令案」という。）における誤りの防止について、当局では、第１５９回国


会で成立した国民年金法等の一部を改正する法律(平成１６年法律第１０４号)について、法案の形式的事項に多数


の誤りがあり、公布後において官報による正誤処理をせざるを得なかったこと等を契機として、平成１６年にこの


手引を作成し、立案府省庁等と共にこれに従った誤り防止策等を実践してきた。また、法令案における誤り防止の


ためのツールの一つとして平成１８年に法令審査支援システムを導入し、立案府省庁等の利用にも供して、同シス


テムによる法令案の形式的事項のチェックを行ってきた。 


こうした取組にもかかわらず、令和３年の第２０４回国会において、内閣提出の４法案１条約に計１４件の形式


的事項の誤りがあることが判明したことは、誠に遺憾である。法律等の条文は、国民の権利義務に関わることか


ら、正確性を十分に求められるものであり、内閣提出の法令案に形式的事項といえども誤りがあってはならない。


今後同様の事態を生じることがないよう、改めて当局と立案府省庁等とが連携して法令案における誤りの防止を図


るための実効的な態勢を確立し、継続的に取り組んでいく必要がある。 


法令案における誤りの防止について、以下のように定める。なお、この手引は、今後の実施状況等によりその内


容に変更及び追加を行うことを予定している。 


法令案における誤り防止について（手引き） 


平成１６年８月３０日 


内 閣 法 制 局 


改正 平成１６年１２月９日 


 


 


第１５９回国会で成立した国民年金法等の一部を改正する法律(平成１６年法律第１０４号)について、法案の形


式的事項に多数の誤りがあり、公布後において官報による正誤処理をせざるを得なかったことについては、誠に遺


憾である。内閣提出の法案及び政令案(以下「法令案」という。)に形式的事項といえども誤りがあってはならない


ことは当然であり、今後かかる誤りを生じることがないよう、当局と立案府省庁等とが連携しつつ、その防止を図


るための実効的な態勢を確立する必要がある。 


 


 


 


 


 


 


そこで、法令案における誤りの防止について、以下のように定める。なお、この手引きは、今後の実施状況等に


よりその内容に変更及び追加を行うことを予定している。 
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改正案 現行 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


１ 予備審査が一時期に過度に集中することがないよう「法令協議に関する申合せ(平成５年１月１８日各省庁文


書・国会担当課長会議)」を徹底し、常会に提出を予定する法案の予備審査については、非予算関連法案にあって


は１０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案にあっては翌年１月上旬から開始するよう努める


こと。ただし、予算関連法案にあっても、予算案等の確定を待つことなく予備審査を行うことができる部分につ


いては、１０月上旬から開始するよう努めること。 


２ 政令案についても、できるだけ早期に準備をし、時間的余裕をもって審査を行うことができるようにすること。


また、１２月から翌年３月までは、常会に提出する法案の予備審査が集中することを踏まえ、いわゆる年度末政


令等この時期に審査が必須な政令案以外の審査は行わないように審査スケジュールを組むこと。 


３ 法令案の実質的事項についての審査を終えた後において形式的事項のチェックに必要な時間を十分に確保する


ことができるよう、当該法令案の閣議付議の予定日を設定すること。 


４ 立案府省庁等においては、当該法令案の立案担当部局による法令案のチェックを強化することに加えて、これ


とは別に、立案担当部局以外の大臣官房等の職員(必要に応じてその職務を行わせる他の部局等の職員を含む。)


が当該法令案の形式的事項について複層的チェックを行う態勢を確立し、複層的チェックを行うこと。これに伴


い、法令案ごとに、複層的チェックの統括責任者（チェック要員の確保、その役割分担の決定、チェックの実施


状況の確認等を統括する管理職）及び実施責任者（実際にチェック要員によるチェック作業を指揮する補佐クラ


ス）の官職及び氏名等を審査担当参事官に通知すること。 


５ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、立


案府省庁等における４の複層的チェックのほか、当該法令を所管する他の府省庁等においても、当該法令の改正


について複層的チェックを行うこと。当該法令を所管する府省庁等における複層的チェックの統括責任者及び実


施責任者の官職及び氏名等の通知は、当該法令の改正の審査（下審査）を担当する参事官に行うこと。 


６ 立案府省庁等においては、法令案の形式的事項のチェックに際し、法令審査支援システムを活用すること。 


７ 各府省庁等においては、法制実務の基本に関する研修を実施するなど、法令案の形式的事項について的確なチ


ェックを行うことができる職員の養成に努めること。 


８ 審査担当参事官は、その審査する法令案において必要な事項を自らチェックするほか、立案府省庁等の立案担


当部局の立案担当責任者並びに４又は５によって通知を受けた複層的チェックの統括責任者及び実施責任者と


の連絡を密にして当該立案府省庁等における法令案のチェックの態勢、実施状況等を把握するとともに、立案府


省庁等から適時に複層的チェックの誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧の提出


を受け、立案府省庁等において法令案の形式的事項のチェックが実効的に行われていることを確認すること。 


９ なお、法令審査支援システムの機能強化等の法令案の形式的事項のチェックにおけるＩＴ技術の利用の促進に


ついて、更に検討を進める。 


 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


１ 予備審査が一時期に過度に集中することがないよう「法令協議に関する申合せ(平成５年１月１８日各省庁文


書・国会担当課長会議)」を徹底し、常会に提出を予定する法案の予備審査については、非予算関連法案にあって


は１０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案にあっては翌年１月上旬から開始するよう努める


こと。 


 


政令案についても、できるだけ早期に準備をし、時間的余裕をもって審査を行うことができるようにすること。 


 


 


２ 法令案の実質的事項についての審査を終えた後において形式的事項のチェックに必要な時間を十分に確保する


ことができるよう、当該法令案の閣議付議の予定日を設定すること。 


３ 立案府省庁等においては、当該法令案の立案担当部門による法令案のチェックを強化することに加えて、立案


担当部門以外の大臣官房等の職員(必要に応じてその職務を行わせる他の部局等の職員を含む。)が当該法令案の


形式的事項について複層的チェックを行う態勢を確立すること。これに伴い、法令案ごとに、当該複層的チェッ


クを統括する責任者の官職及び氏名を審査担当参事官に通知すること。 


 


 


４ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、立


案府省庁等における３の複層的チェックのほか、当該法令を所管する他の府省庁等においても、当該法令の改正


について複層的チェックを行うこと。当該法令を所管する府省庁等における複層的チェックを統括する責任者の


通知は、当該法令の改正の審査（下審査）を担当する参事官に行うこと。 


（新設） 


５ 各府省庁等においては、法制実務の基本に関する研修を実施するなど、法令案の形式的事項について的確なチ


ェックを行うことができる職員の養成に努めること。 


６ 審査担当参事官は、その審査する法令案において必要な事項を自らチェックするほか、３又は４によって通知


を受けた府省庁等における複層的チェックを統括する責任者との連絡を密にして、その他の形式的事項のチェッ


クにも遺漏がないことを確認すること。 


 


 


７ なお、法令案の形式的事項のチェックにおけるＩＴ技術の利用の促進について、更に検討を進める。 
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改正案 現行 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等 


(1) 官報等の基礎資料の整理 


   当局における審査は、現行日本法規又はその電子版のスーパー法令ウェブに登載された法令の規定をベース


に行っているが、その改正法令が未施行であることや加除・データ更新の時期等によって、審査の時点で、現


行日本法規又はスーパー法令ウェブに本改正(今回行おうとしている改正をいう。以下同じ。)の前提とすべき


改正対象法令（附則により改正する他の法令を含む。以下同じ。)並びに立案及び審査の過程で参照する他の


法令（以下「改正対象法令等」という。）の規定が反映されていない場合も少なくない。このような場合、立


案府省庁等において、現行日本法規又はスーパー法令ウェブに反映されていない改正対象法令等の改正につい


て、官報又は法案(正誤を含む。以下「官報等」という。)によって、当該改正の内容及び施行期日を確認した


上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施した官報等の写し及び②施行期日ごとの新旧対照表を作


成し、立案及び審査のための基礎資料として準備すること。 


  また、現行日本法規又はスーパー法令ウェブでは附則の一部が省略されているので、附則の規定について追


加、削除又は移動をする等の改正を行うときは、当該附則の改正履歴等を確認できる関係部分にマークを施し


た官報等の写しを、立案及び審査のための基礎資料として準備すること。 


  ［留意点］ 


○ 本改正の施行後に施行の予定となっている改正についても整理すること。 


○ 数次の改正がある場合は、施行期日の順に従って整理すること。 


○ 政令等により施行期日が定まるものについては、当該政令等の官報等の写しを添付すること。また、施


行期日が未定のものについては、施行の見込み時期について付記すること。 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案による改正及び継続審議中の法案によ


る改正に特に留意すること。 


○ 一部改正法令の一部改正があることを見落とさないこと。 


○ 立案府省庁等においては、他の府省庁等の所管する法令による改正対象法令等の改正予定の有無及びそ


の内容について適時に所要の照会を行い、改正予定の把握に遺漏がないようにすること。 


○ 附則において改正する他の府省庁等の所管する法令に係る同様の基礎資料についても、立案府省庁等に


おいて、当該法令を所管する他の府省庁等の協力を得て取りまとめること。 


○ なお、法令の改正履歴及び改正予定については、平素から、当該法令を所管する府省庁等の大臣官房等


において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、共管法令の改正履歴及び改正予定については、


その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


(2) 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認（審査用の参照条文の作成） 


立案府省庁等において、審査用の参照条文として、現行日本法規又はスーパー法令ウェブに登載された改正


対象法令等の規定の未反映部分を(1)の基礎資料で補完したものを作成し、審査担当参事官に提出するととも


に、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックに活用すること。 


  ［留意点］ 


〇 審査用の参照条文として作成する改正対象法令等の規定の範囲、編さん方法等については、審査担当参


事官の指示によること。この場合において、その趣旨及び目的に照らし、分量が不必要に膨大なものとな


らないようにすること。 


○ 審査用の参照条文の改正対象法令等の規定には、いつ時点の規定であるかを付記すること。 


○ スーパー法令ウェブを用いる場合、いつ時点の条文データを出力しているか選択を誤らないよう注意す


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令の規定の確認等 


(1) 官報等の基礎資料の整理 


   当局における審査は、現行日本法規に登載された改正対象法令の規定をベースに行っているが、その改正法


令が未施行であることや加除の時期等によって、審査の時点で、これに本改正(今回行おうとしている改正を


いう。以下同じ。)の前提とすべき改正対象法令(附則により改正する他の法令を含む。以下同じ。)の規定が反


映されていない場合も少なくない。このような場合、立案府省庁等において、現行日本法規に反映されていな


い改正対象法令の改正について、官報、法令全書又は法案(正誤を含む。以下「官報等」という。)によって、


当該改正の内容及び施行期日を確認した上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施した官報等の写


し及び②施行期日ごとの新旧対照表を作成し、立案府省庁等における立案及び複層的チェックのための基礎資


料として準備するとともに、これらの写しを審査担当参事官に提出すること。 


 


 


 


 


  ［留意点］ 


○ 本改正の施行後に施行の予定となっている改正についても整理すること。 


○ 数次の改正がある場合は、施行期日の順に従って整理すること。 


○ 政令等により施行期日が定まるものについては、当該政令等の官報等の写しを添付すること。また、施


行期日が未定のものについては、施行の見込み時期について付記すること。 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案による改正及び継続審議中の法案によ


る改正に留意すること。 


○ 一部改正法令の一部改正があることを見落とさないこと。 


○ 立案府省庁等においては、他の府省庁等の所管する法令による改正対象法令の改正予定の有無及びその


内容について適時に所要の照会を行い、改正予定の把握に遺漏がないようにすること。 


○ 附則において改正する他の府省庁等の所管する法令に係る同様の基礎資料についても、立案府省庁等に


おいて、当該法令を所管する他の府省庁等の協力を得て取りまとめること。 


○ なお、法令の改正履歴及び改正予定については、平素から、当該法令を所管する府省庁等の大臣官房等


において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、共管法令の改正履歴及び改正予定については、


その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


（新設） 
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ること。また、原則として、出力された条文データの加工（不要な条項等の削除、各条の後に記載されて


いる改正履歴の削除等）は行わず、出力された体裁（ページ割）のまま印刷し、必要に応じて関係部分に


マークを施す等して作成すること。表については、本来存在しない罫線が表示されてしまうこと等に注意


すること。 


 


(3) 引用法令の確認及び整理 


  立案府省庁等において、改正対象法令を引用している他の法令の有無を確認し、一覧表を作成するなどして


整理すること。 


  ［留意点］ 


○ 関係法令、従前の一部改正法令の附則(経過規定)等他の法令における引用について漏れなく把握するこ


と。他の府省庁等の所管に係る法令における引用については、立案府省庁等において適時に所要の照会を


行うものとし、照会を受けた当該他の府省庁等においては、調査に遺漏がないようにすること。 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案における引用及び継続審議中の法案に


おける引用に特に留意すること。 


○ なお、法令間の引用関係(引用し、又は引用される関係をいう。以下同じ。)については、平素から、そ


れぞれの法令を所管する府省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、


共管法令の引用関係については、その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


  （削る） 


 


 


 


 


 


(2) 引用法令の確認及び整理 


  立案府省庁等において、改正対象法令を引用している他の法令の有無を確認し、一覧表を作成するなどして


整理すること。 


  ［留意点］ 


○ 関係法令、従前の一部改正法令の附則(経過規定)等他の法令における引用について漏れなく把握するこ


と。他の府省庁等の所管に係る法令における引用については、立案府省庁等において適時に所要の照会を


行うものとし、照会を受けた当該他の府省庁等においては、調査に遺漏がないようにすること。 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案における引用及び継続審議中の法案に


おける引用に留意すること。 


○ なお、法令間の引用関係(引用し、又は引用される関係をいう。以下同じ。)については、平素から、そ


れぞれの法令を所管する府省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、


共管法令の引用関係については、その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


(3) 電子データの調製 


   (1)において確認した本改正の前提とすべき改正対象法令の全文(現行日本法規に登載されたとおりである


場合を含む。) を電子データ化し、立案府省庁等における立案及び複層的チェックに用いるための参照資料と


して準備するとともに、審査担当参事官に送付すること。 


  ［留意点］ 


○ 読み合わせを励行するなど電子データの正確性の確保に特に留意すること。 


○ 本改正に係る施行期日が複数あり、その間に改正対象法令の改正がある場合は、それぞれの施行期日に


おける改正の前提とすべき改正対象法令の規定を電子データ化すること。 


○ 附則において形式的な改正を行うにとどまる他の府省庁等の所管する法令の電子データについては、必


要に応じて送付すれば足りる。 


○ なお、総務省において整備をしている法令データについては、未施行部分の取扱いなどにおいてそのま


までは利用できないことに留意する必要がある。 
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改正案 現行 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


(1) ワープロデータの的確な管理 


  立案府省庁等においては、立案及び審査の過程における法令案の修正について、ワープロデータのバージョ


ン管理を徹底するとともに、修正入力の担当者を特定するなどして、ワープロデータの正確性を確保すること。 


  ［留意点］ 


○ いつどの部分を修正したかが把握できるようにしておくこと。 


 


(2) 法令審査支援システムの活用 


  立案府省庁等においては、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックを行うに当たって、人の目によ


るチェックに加えて、法令審査支援システムを活用すること。 


 


 〔留意点〕 


       ○ 溶け込ませ処理後の点検結果一覧の確認（エラーチェック）は、担当者限りで対応の要否を判断するの


ではなく、担当者が立案担当責任者等の誤りチェックの責任者に説明して、当該責任者が判断するように


すること。疑義がある場合には、審査担当参事官に相談すること。 


○ 法令審査支援システムは、表の改正、改正部分を図として引用する改正、一部改正法令の一部改正には


対応していない。また、いわゆる多段ロケット方式の二段目以降の改正には対応できない場合があること


に留意すること。 


○ また、法令審査支援システムは、人の目によるチェックを代替するものではなく、あくまでも補助的な


ものであることに留意すること。 


・ 既存の条項の移動と当該条項を引用する新たな条文の追加が同時に行われる場合には、法令審査支援


システムがその関係性をチェックできないことがあるので、そのような場合には、特に条項の引用関係


の誤りを見逃さないよう人の目により注意して確認すること。 


・ 読替規定の改正（改め元又は改め先の文言に対にならない「」又は複数の「」が含まれる。）等改め


文の構造が非常に複雑な場合には、その引用する文字列を法令審査支援システムが認識できないことが


あるので、そのような場合には、ワープロマクロの「改正対象文字列」のマーキング機能を利用すると


ともに、特に改め元の文言の意図しない一致（誤ヒット）を見逃さないよう人の目により注意して確認


すること。 


 


(3) 法令案のチェックにおける新旧対照表の扱い 


  新旧対照表は法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべきものではないことに留意すること。 


 


  ［留意点］ 


○ 新旧対照表では、一般に、改正部分の前後の規定や引用関係にある他の規定など本来直接参照して確認


する必要がある規定が記載されていないことが多く、また、それ自体が法令案の立案過程において作成さ


れたものであるから、法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべきものではない。法令案


（改め文）が誤った新旧対照表と整合していたため、誤りを見逃してしまった事例があるので、注意する


こと。 


○ 一方で、新旧対照表は正確なものでなければならないので、新旧対照表の旧（現行）の規定は審査用の


参照条文で確認した当該改正の施行時点における改正対象法令の規定により作成し、適時に新旧対照表


と法令案（改め文）及び審査用の参照条文との読み合わせを行うなどして、その正確を期すこと。 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


(1) ワープロデータの的確な管理 


  立案府省庁等においては、立案及び審査の過程における法令案の修正について、ワープロデータのバージョ


ン管理を徹底するとともに、修正入力の担当者を特定するなどして、ワープロデータの正確性を確保すること。 


  ［留意点］ 


○ いつどの部分を修正したかが分かる資料も併せて保存すること。 


 


(2) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底 


  立案及び審査の過程において法令案に修正があった場合は、その都度、立案府省庁等において、３の形式的


事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要となる改正に遺漏がないようにするこ


と。 


  ［留意点］ 


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、全般的なチェックを行うこと。 


 


 


   （新設） 


 


 


   （新設） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


(3) 新旧対照表の扱い 


  新旧対照表は改正内容の理解を助けるための参考資料として作成するものであり、立案及び審査の対象は法


令案(改め文)自体であることに留意すること。 


  ［留意点］ 


○ 最終的な新旧対照表は、審査を経て確定した法令案の内容に則して作成すべきものであり、法令案の立


案及び審査の過程における新旧対照表は、改正部分の前後の規定や引用関係にある他の規定など本来直


接参照して確認する必要がある規定が記載されていなかったり、前後の章(節等)名や傍線等が欠落して


いるなどの不備があることも多く、法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべきものでは


ない。 


  （新設） 
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(4) 審査担当参事官による審査の段階における全体チェックの実施 


  審査中の法令案について審査担当参事官による審査がある程度進展した適切な段階で、立案府省庁等におい


て、法令案の全体について３の形式的事項の誤りを防止するための立案担当部局によるチェック（全体チェッ


ク）を行うこと。 


［留意点］ 


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事官と相談すること。 


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェックが行われている場合においても、常に新たな視点


で形式的事項に特化したチェックを行うこと。 


○ 立案担当部局による全体チェックは、３のチェックポイントに留意して、別添の誤りチェックシートを


用いて実施すること。その際、漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックするのではなく、


担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施すること。 


○ 法令審査支援システムを活用すること。 


 


(5) 部長了（正式各省協議前後）の段階における全体チェック及び複層的チェックの実施 


  審査中の法令案について担当部長の了解が得られ、いわゆる正式各省協議が行われる前後の段階において、


当該法令案の形式的事項について、立案府省庁等において、改めて立案担当部局による全体チェックを行うと


ともに、立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェ


ックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


［留意点］ 


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事官と相談すること。 


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェック又は複層的チェックが行われている場合におい


ても、新たな視点で形式的事項に特化したチェックを行うこと。 


○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックは、３のチ


ェックポイントに留意して、別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その結果を


審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックする


のではなく、担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施すること。 


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事項のチェックを行い、法案については、


確認済みの点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合


は、当該法令の改正部分について、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等においても、当該法


令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の誤


りチェックシートを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。 


 


 


(6) 最終的な全体チェック及び複層的チェックの実施 


  法令案について当局による審査が実質的に終了し、法令案が固まった段階において、当該法令案の形式的事


項について、立案府省庁等において、最終的な立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣


官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェックシート及び法令審査支援シス


テムによる点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


  ［留意点］ 


○ 新たな視点で法令案の形式的事項に特化した最終的な複層的チェックを行うこと。 


 


（新設） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


（新設） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


  （新設）（「誤りチェックシートの導入について（平成１６年１２月９日）」から移行） 


束ね法や附則で他法の改正を行う場合には、当該他法改正部分について、立案府省庁のほか、


当該他法を所管する府省庁においても、当該他法所管部局によるチェックと大臣官房等による複


層的チェックを行い、その内容をチェックシートに記載し、内閣法制局に提出することとし、こ


の場合において、当該チェックシートを、当該他法所管府省庁を担当する内閣法制局参事官に提


出する。 


(4) 最終的な複層的チェックの実施 


  法案の国立印刷局入稿の時点等法令案が固まった段階において、当該法令案の形式的事項について、立案府


省庁等における最終的な複層的チェックを行うこと。 


 


 


 


○ それまでの立案の過程において複層的チェックが行われていた場合においても、新たな視点で法令案の
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○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックは、３のチ


ェックポイントに留意して、別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その結果を


審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックする


のではなく、担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施すること。 


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事項のチェックを行い、法案については、


確認済みの点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合


は、当該法令の改正部分について、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等においても、当該


法令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の


誤りチェックシートを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。 


 


 


○ 当局における決裁や与党における審査など閣議付議の予定日の直前において更に修正がされることも


あることから、最終的な複層的チェックについては、統括責任者において相当数の職員を確保し、チェッ


クポイントごとの担当を決めるなどして短時間で集中的に形式的事項のチェックを行うことができる態


勢を整備すること。 


○ 複層的チェックを行う大臣官房等に恒常的にそのための職員を配置することが困難な場合においては、


必要に応じて他の部局等から適当な職員を集めることができる態勢を整えること。 


 


(7) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底 


  (4)(5)(6)の全体チェックのほか、立案及び審査の過程において法令案に修正があった場合は、その都度、立


案府省庁等において、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要となる


改正に遺漏がないようにすること。 


［留意点］ 


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、関連して修正すべき部分がないか全般的なチェックを行うこと。 


・ 特に、当該修正により規定を追加、削除又は移動する改正を新たに追加した場合には、当該修正に


伴って必要となる引用先の改正を見逃しやすいので、注意して確認すること。 


○ 法令審査支援システムを活用すること。 


 


   (8) 印刷物の校正刷り版の確認 


法案の印刷物（穴なし）の校正刷りについては、複数人で最終の法令案（改め文）との読み合わせによる確


認を行うこと。また、審査担当参事官に共有すること。 


当局における読み合わせ後に修正があった場合には、法案の印刷物（穴あき）の校正刷りについても、当該


修正が正しく反映されているか複数人で読み合わせによる確認を行うこと。 


   〔留意点〕 


     ○ 国立印刷局においては、提出された法令案（改め文）のワープロデータをテキストデータとして取り


込み、編集した上で、禁則処理を施すことから、校正刷りに文字の欠落や重複がないか、表中に空白が


できていないか、字下げ（配字）の誤りがないか等の確認を入念に行うこと。特に、ページや行の変わ


り目に注意すること。 


     ○ 表の体裁（罫線の位置等）に注意すること。 


       


形式的事項に特化した最終的な複層的チェックを行うこと。 


（新設） 


 


 


 


（新設） 


 


  （新設）（「誤りチェックシートの導入について（平成１６年１２月９日）」から移行） 


束ね法や附則で他法の改正を行う場合には、当該他法改正部分について、立案府省庁のほか、


当該他法を所管する府省庁においても、当該他法所管部局によるチェックと大臣官房等による複


層的チェックを行い、その内容をチェックシートに記載し、内閣法制局に提出することとし、こ


の場合において、当該チェックシートを、当該他法所管府省庁を担当する内閣法制局参事官に提


出する。 


○ 当局における決裁や与党における審査など閣議付議の予定日の直前において更に修正がなされること


もあることから、最終的な複層的チェックについては、これを統括する責任者において相当数の職員にチ


ェックすべき事項を振り分けるなどして短時間で集中的に形式的事項のチェックを行うことができる態


勢を整備すること。 


○ 複層的チェックを行う大臣官房等に恒常的にそのための職員を配置することが困難な場合においては、


必要に応じて他の部局等から適当な職員を集めることができる態勢を整えること。 


 


（新設）（(2)から移動） 


(2) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底 


      立案及び審査の過程において法令案に修正があった場合は、その都度、立案府省庁等において、３の形


式的事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要となる改正に遺漏がないように


すること。 


    ［留意点］ 


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、全般的なチェックを行うこと。 


 


 


 


（新設） 
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(9) 読み合わせによる確認 


  読み合わせは、配字を含めて一文字一文字を確かめ、法令案の全体について誤りがないことを確認すること


ができるように行うこと。 


  ［留意点］ 


○ 立案府省庁等における全体チェック及び複層的チェックにおいても、読み合わせによる確認を行うこ


と。 


○ 当局における読み合わせは、審査担当参事官から渡される最終原稿を読み上げて行うこと。また、必ず


３名以上で行うこととし、審査担当参事官の指示により、最終原稿の読み手のほか、副本の確認、新旧


対照表の確認、審査用の参照条文による確認、読替対照表の確認等の役割分担をして行うこと。 


 


(5) 読み合わせによる確認 


  読み合わせは、配字を含めて一文字一文字を確かめ、法令案の全体について誤りがないことを確認すること


ができるように行うこと。 


  ［留意点］ 


○ 立案府省庁等における複層的チェックにおいても、読み合わせによる確認を行うこと。 


 


○ 当局における読み合わせは、審査担当参事官の最終原稿を読み上げて行うこと。 
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改正案 現行 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


  別紙１から別紙６までに掲げるチェックポイント(要点)により法令案の形式的事項についてチェックを行うこ


と。 


［留意点］ 


○ 別紙１から別紙６までに掲げるものは、法令案において特に誤りを生じやすい事項についての必須のチ


ェックポイントであり、各府省庁等においては、あらかじめ、その趣旨を法令案の立案及びチェックに当


たる職員に周知させ、法令案の立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官房等によ


る複層的チェックに遺漏がないようにすること。また、各府省庁等においてその他必要と思われるチェッ


クポイントがあるときは、これを適宜増補して使用すること。 


○ 法令案のチェックに当たって改正対象法令等を参照する場合、審査用の参照条文を参照すること。 


 


 


○ これらのチェックポイントは、一部改正法令案を念頭に置いたものであるが、全部改正法令案及び新法


令案についても、これらに準じてチェックを行うこと。 


 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


  別紙１から別紙６までに掲げるチェックポイント(要点)により、法令案の形式的事項についてチェックを行う


こと。 


［留意点］ 


○ 別紙１から別紙６までに掲げるものは、法令案において特に誤りを生じやすい事項についての必須のチ


ェックポイントであり、各府省庁等においては、あらかじめ、その趣旨を法令案の立案及びチェックに当


たる職員に周知させ、法令案の立案担当部門におけるチェック及び複層的チェックに遺漏がないようにす


ること。また、各府省庁等においてその他必要と思われるチェックポイントがあるときは、これを適宜増


補して使用すること。 


    ○ 法令案のチェックに当たって改正対象法令や他の法令を参照する場合、検索の便宜として１(3)の電子デ


ータを用いることは有用であるが、その上で、最終的には、現行日本法規及び官報等を直接参照すること。 


 


○ これらのチェックポイントは、一部改正法令案を念頭に置いたものであるが、全部改正法令案及び新法


令案についても、これらに準じてチェックを行うこと。 
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改正案 現行 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


(1) 立案府省庁等において、法案提出後、その内容を改めて点検し、万一法案に誤りがある場合には、国会にお


ける審議が開始される前に、法案の正誤処理を行うことができるようにすること。 


 


(2) 国会提出後の法案について、その成立が当初の見込みから遅れることとなる場合には、改めて法案をチェッ


クし、所要の修正の依頼を怠らないこと。 


 ［留意点］ 


○ 成立を見込んで記載した法律番号の年の部分の修正 


○ 他の法律の規定による一部改正の施行が先行してしまうことによる法案の修正 


 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


(1) 立案府省庁等において、法案提出後、その内容を改めて点検し、万一法案に誤りがある場合には、国会にお


ける審議が開始される前に、法案の正誤処理を行うことができるようにすること。 


 


(2) 国会提出後の法案について、その成立が当初の見込みから遅れることとなる場合には、改めて法案をチェッ


クし、所要の修正の依頼を怠らないこと。 


 ［留意点］ 


○ 成立を見込んで記載した法律番号の年の部分の修正 


○ 他の法律の規定による一部改正の施行が先行してしまうことによる法案の修正 
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改正案 現行 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


 


１ 改正する規定の特定が正確であることをチェックすること。 


［要点］ 


① 改正箇所を示す「第○条第○項」、「…第○号」、「各号列記以外の部分」、「…本文」、「…ただし書」、


「…前段（後段）」等によって指定された規定が存在するか、また、その指定する規定の範囲が適当かについ


て、実際に当該規定に当たって確かめること。 


② 枝番(特に孫番)の誤記は見逃しやすいので注意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 適用読替の規定である第Ｘ条を改める際、同条が「・・・された場合における第Ｙ条、・・・の規定の適


用については、第Ｙ条中・・・とする。」という１文から構成されているにもかかわらず、２文から成るも


のと錯覚し、「第Ｘ条前段中」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｙ条第一項第七号中」とすべきと


ころ、「第Ｙ条第七号中」として、「第一項」という文言を書き漏らしてしまった。 


 


２ 改め元の文言(「○○」を…改める、「○○」を削る、「○○」の下に…加える等における「○○」の文言)が


１で確認した規定中の文言に合致することをチェックすること。  


［要点］ 


① １で確認した規定の全体を精査し、改め元の文言について、不一致及び意図しない一致(誤ヒット)がないこ


とを確かめること。 


② 特に、改め元の文言が長い場合は一文字の誤りでも不一致となり、他方、改め元の文言が短い一般的な用語


である場合(「及び」、「又は」、「第○条」等)は他に意図しない一致(誤ヒット)を生じる可能性が高いこと


に留意すること。 


③ 改め元として引用する読点（「、」）及び句点（「。」）の扱いが適当かについてもチェックすること。 


④ 読替規定（改め元又は改め先の文言に対にならない「」又は複数の「」が含まれるもの）には法令審査支


援システムでは対応できないことがあり、また、表の改正は法令審査支援システムではチェックできないの


で、特に入念に人の目で確認すること。この場合において、ワープロソフトの検索機能を有効に利用するこ


と。 


⑤ なお、改正がある項について行うべき用語の整備（「行なう」を「行う」に、「但し」を「ただし」に、「一


に」を「いずれかに」に改める等）についても留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法改正法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条の規定を改める際、改め元の文言を「昭和六十年一月二日」と


すべきところ、「昭和六十四年一月二日」と記載してしまった。 


 


（例６へ移動） 


 


 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


 


１ 改正する規定の特定が正確であることをチェックすること。 


［要点］ 


① 改正箇所を示す「第○条第○項」、「…第○号」、「各号列記以外の部分」、「…本文」、「…ただし書」、


「…前段（後段）」等によって指定された規定が存在するか、また、その指定する規定の範囲が適当かについ


て、実際に当該規定に当たって確かめること。 


② 枝番(特に孫番)の誤記は見逃しやすいので注意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 適用読替の規定である第Ｘ条を改める際、同条が「・・・された場合における第Ｙ条、・・・の規定の適


用については、第Ｙ条中・・・とする。」という１文から構成されているにもかかわらず、２文から成るも


のと錯覚し、「第Ｘ条前段中」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｙ条第一項第七号中」とすべきと


ころ、「第Ｙ条第七号中」として、「第一項」という文言を書き漏らしてしまった。 


 


２ 改め元の文言(「○○」を…改める、「○○」を削る、「○○」の下に…加える等における「○○」の文言)が


１で確認した規定中の文言に合致することをチェックすること。  


［要点］ 


① １で確認した規定の全体を精査し、改め元の文言について、不一致及び意図しない一致(誤ヒット)がないこ


とを確かめること。 


② 特に、改め元の文言が長い場合は一文字の誤りでも不一致となり、他方、改め元の文言が短い一般的な用語


である場合(「及び」、「又は」、「第○条」等)は他に意図しない一致(誤ヒット)を生じる可能性が高いこと


に留意すること。 


③ 改め元として引用する読点（「、」）及び句点（「。」）の扱いが適当かについてもチェックすること。 


（新設） 


 


 


 


④ なお、改正がある項について行うべき用語の整備（「行なう」を「行う」に、「但し」を「ただし」に、「一


に」を「いずれかに」に改める等）についても留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法改正法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条の規定を改める際、改め元の文言を「昭和六十年一月二日」と


すべきところ、「昭和六十四年一月二日」と記載してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条に規定する業務規程について認可制を届出制に改める際、改め元の文言を「認可を受け」とすべき


ところ、「許可を受け」と記載してしまった。 
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例２ ２項から成る第Ｘ条の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｘ条第一項中」と特定すべきところ、同条第


２項にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「第Ｘ条中」としたため、同条第２項が誤


って改正され、意味の通らない規定となってしまった。 


 


例３ 比較的長文のＸ条第１項（準用規定）中「という。）と」の下に文言を加える際、Ｘ条第１項に「とい


う。）と」と同一の文言があることを見落としてしまった。 


 


例４ 各号列記がある附則第Ｘ条第１項の規定を改める際、改正対象規定を「附則第Ｘ条第一項各号列記以外の


部分中」と特定すべきところ、同項第１号中にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「附


則第Ｘ条第一項中」としたため、同項第１号が誤って改正されてしまった。 


 


例５ Ｘ条第１項各号列記以外の部分中「」という。）」を削る際、同項各号列記以外の部分中の他の箇所及


び同項各号に「」という。）」と同一の文言があることを見落としてしまった。 


 


例６ 第Ｘ条に規定する業務規程について認可制を届出制に改める際、改め元の文言を「認可を受け」とすべき


ところ、「許可を受け」と記載してしまった。 


 


３ 改め先の文言（「△△」に改める、「△△」を加える等における「△△」の文言)が１で確認した規定中に正常


に溶け込むことをチェックすること。 


［要点］ 


① 改め先の文言を溶け込ませた後の当該規定において、改正部分の前後を通読して文意が通じることを確かめ


ること。 


② 規定中の文言を削る場合においても、改正部分の前後を通読して同様の確認をすること。 


③ 必ず法令審査支援システムで、溶け込ませ後の条文を確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、行政庁による公示を規定する第Ｙ条の文言


について、「第Ｘ条に規定する認可をしたときは」を「第Ｘ条の規定による届出を受理したときは」に改め


るべきところ、単に「認可」を「届出」に改めるとしたため、「（行政庁が）・・・届出をしたときは」と


なってしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、「終了予定日とされた日」の下に「から三十日を経過した日」を加える際、改め元の文


言を誤って「終了予定日」としたため、「終了予定日から三十日を経過した日とされた日」となってしまっ


た。 


 


例３ 第Ｘ条において、「同法第三条第二項中」を「同項中」に改めるべきところ、改め元の文言の引用を誤


って「第三条第二項中」としたため、「同法同項中」となってしまった。 


 


４ 溶け込み後(文言を削った場合を含む。)の規定の全体について、誤りを生じやすい語句等のチェックを行うこ


と。 


［要点］ 


① 既存の「同(法、条、項等)」が指すものに誤りを生じていないかを確認すること。 


例３ ２項から成る第Ｘ条の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｘ条第一項中」と特定すべきところ、同条第


２項にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「第Ｘ条中」としたため、同条第２項が誤


って改正され、意味の通らない規定となってしまった。 


 


  （新設） 


 


 


例４ 各号列記がある附則第Ｘ条第１項の規定を改める際、改正対象規定を「附則第Ｘ条第一項各号列記以外の


部分中」と特定すべきところ、同項第１号中にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「附


則第Ｘ条第一項中」としたため、同項第１号が誤って改正されてしまった。 


 


（新設） 


 


 


   （現行の例２） 


 


 


３ 改め先の文言（「△△」に改める、「△△」を加える等における「△△」の文言)が１で確認した規定中に正常


に溶け込むことをチェックすること。 


［要点］ 


① 改め先の文言を溶け込ませた後の当該規定において、改正部分の前後を通読して文意が通じることを確かめ


ること。 


② 規定中の文言を削る場合においても、改正部分の前後を通読して同様の確認をすること。 


  （新設） 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、行政庁による公示を規定する第Ｙ条の文言


について、「第Ｘ条に規定する認可をしたときは」を「第Ｘ条の規定による届出を受理したときは」に改め


るべきところ、単に「認可」を「届出」に改めるとしたため、「（行政庁が）・・・届出をしたときは」と


改正されてしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、「終了予定日とされた日」の下に「から三十日を経過した日」を加える際、改め元の文


言を誤って「終了予定日」としたため、「終了予定日から三十日を経過した日とされた日」と改正されてし


まった。 


 


 （新設） 


 


 


４ 溶け込み後(文言を削った場合を含む。)の規定の全体について、誤りを生じやすい語句等のチェックを行うこ


と。 


［要点］ 


① 既存の「同(法、条、項等)」が指すものに誤りを生じていないかを確認すること。 
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② 新たに「同(法、条、項等)」を用いるべきものが生じていないかを確認すること。 


③ 「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方が適当かを確認すること。 


④ 括弧（（）及び「」）の開閉は整合しているかを確認すること。 


⑤ 改正部分に法令名(題名及び件名をいう。以下同じ。)又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェ


ックを行うこと。 


⑥ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一項の規定による認可、同条第四項の規定による変更の届出・・・・」とい


う規定中、「認可」の下に「、第Ｚ条第一項の規定による変更命令」という文言を加える際、「同条第四項」


を「第Ｙ条第四項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一号又は第二号に掲げる業務」という規定の下に「又は第Ｚ条第一号に掲げ


る業務」という文言を加える際、「第Ｙ条第一号又は第二号」を「第Ｙ条第一号若しくは第二号」に改める


べきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 『Ａの表Ｂの項及びＣの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・する。』という読替規定において、「Ｃ


の項」の次に「Ｄの項」を加える際、『Ａの表Ｂの項、Ｃの項及びＤの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・


する。』とすべきところを誤り、『Ａの表Ｂの項、Ｃの項、Ｄの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・


する。』としてしまった。 


 


５ 当該規定中の文言を引用している他の規定を確認し、その引用している文言が改正後の当該規定中の文言と整


合しているかをチェックすること。 


［要点］ 


○ 改正対象法令のほか、本文第２の１(3)において整理した他の引用法令の全てについて確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、約款の公衆縦覧を規定する第Ｙ条について、


「第Ｘ条に規定する認可を受けた約款」を「第Ｘ条の規定による届出を行った約款」に改めるべきところ、


これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条中の文言を「異議申立手続」から「審査請求手続」に改めた際、これに伴って第Ｘ条を準用してい


る第Ｙ条中の「異議申立手続」の文言を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 「Ａ機構」を「Ｂ機構」に名称変更する改正の際、直近の臨時国会で成立した「Ａ機構」を引用する法


律を見落としたため、当該法律に改正漏れが生じてしまった。 


 


② 新たに「同(法、条、項等)」を用いるべきものが生じていないかを確認すること。 


③ 「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方が適当かを確認すること。 


④ 括弧（（）及び「」）の開閉は整合しているかを確認すること。 


⑤ 改正部分に法令名(題名及び件名をいう。以下同じ。)又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェ


ックを行うこと。 


⑥ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一項の規定による認可、同条第四項の規定による変更の届出・・・・」とい


う規定中、「認可」の下に「、第Ｚ条第一項の規定による変更命令」という文言を加える際、「同条第四項」


を「第Ｙ条第四項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一号又は第二号に掲げる業務」という規定の下に「又は第Ｚ条第一号に掲げ


る業務」という文言を加える際、「第Ｙ条第一号又は第二号」を「第Ｙ条第一号若しくは第二号」に改める


べきところ、これを看過してしまった。 


 


  （新設） 


 


 


 


 


５ 当該規定中の文言を引用している他の規定を確認し、その引用している文言が改正後の当該規定中の文言と整


合しているかをチェックすること。 


［要点］ 


○ 改正対象法令のほか、本文第２の１(2)において整理した他の引用法令のすべてについて確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、約款の公衆縦覧を規定する第Ｙ条について、


「第Ｘ条に規定する認可を受けた約款」を「第Ｘ条の規定による届出を行った約款」に改めるべきところ、


これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条中の文言を「異議申立手続」から「審査請求手続」に改めた際、これに伴って第Ｘ条を準用してい


る第Ｙ条中の「異議申立手続」の文言を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


  （新設） 
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改正案 現行 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


 


１ 追加、削除又は移動の対象となる規定の特定及びその追加、削除又は移動の処理が適当であることをチェック


すること。 


［要点］ 


① 規定の追加、削除又は移動を行う場合の基本的ルールに従っているかを確認すること。 


② 章名、節名等を付し、又は削ることによる章(節等)建ての変更がある場合の処理に誤りを生じないよう留意


すること。 


 


[誤り事例] 


例 新たに章名を付する際、「第Ｘ条の十六の六」の次に付すべきところ、「第Ｘ条の十六」の次に付してしま


った。 


 


２ 追加、削除又は移動の対象となる規定が章、節等の冒頭又は末尾のものかどうかをチェックすること。 


［要点］ 


① 章、節等の冒頭又は末尾の規定に追加、削除又は移動がある場合、改正規定(改め文)にその趣旨が明記(「第


○章中第○条の次に…」等)されているかを確認すること。 


② 編、章、節等の冒頭又は末尾の章、節、款等に追加、削除又は移動がある場合についても、同様である。 


③ 目次の改正が漏れていないかを確認すること。附則において他法改正を行う際、当該他法の目次の改正が必


要となる場合があることにも十分に留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ａ章の冒頭に第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「第Ｘ+1条」を「第Ｘ条の二」に改めるべき


ところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法改正法附則において、Ｂ法の規定を改める際、Ｂ法本則の末尾に２条（罰則規定）を追加したことに


伴って、Ｂ法の目次における罰則の章の末尾の条名を「第Ｘ条」から「第Ｘ+2条」に改めるべきところ、こ


れを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「（第Ｘ条・第Ｘ+1条）」を「（第Ｘ条－第Ｘ+1条）」に改


めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


３ 共通見出しの処理をチェックすること。 


［要点］ 


○ 規定(条)の追加、削除又は移動に伴い、共通見出しの付け直しの処理が適切にされているかを確認すること。 


 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条及び第Ｘ+1条の共通見出しを改正する際、「第Ｘ条の前の見出し」とすべきところ、「第Ｘ条の見


出し」と記載してしまった。 


 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


 


１ 追加、削除又は移動の対象となる規定の特定及びその追加、削除又は移動の処理が適当であることをチェック


すること。 


［要点］ 


① 規定の追加、削除又は移動を行う場合の基本的ルールに従っているかを確認すること。 


② 章名、節名等を付し、又は削ることによる章(節等)建ての変更がある場合の処理に誤りを生じないよう留意


すること。 


 


[誤り事例] 


例 新たに章名を付する際、「第Ｘ条の十六の六」の次に付すべきところ、「第Ｘ条の十六」の次に付してしま


った。 


 


２ 追加、削除又は移動の対象となる規定が章、節等の冒頭又は末尾のものかどうかをチェックすること。 


［要点］ 


① 章、節等の冒頭又は末尾の規定に追加、削除又は移動がある場合、改正規定(改め文)にその趣旨が明記(「第


○章中第○条の次に…」等)されているかを確認すること。 


② 編、章、節等の冒頭又は末尾の章、節、款等に追加、削除又は移動がある場合についても、同様である。 


③ 目次の改正が漏れていないかを確認すること。附則において他法改正を行う際、当該他法の目次の改正が必


要となる場合があることにも十分に留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ａ章の冒頭に第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「第Ｘ+1条」を「第Ｘ条の二」に改めるべき


ところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法改正法附則において、Ｂ法の規定を改める際、Ｂ法本則の末尾に２条（罰則規定）を追加したことに


伴って、Ｂ法の目次における罰則の章の末尾の条名を「第Ｘ条」から「第Ｘ+2条」に改めるべきところ、こ


れを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「（第Ｘ条・第Ｘ+1条）」を「（第Ｘ条－第Ｘ+1条）」に改


めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


３ 共通見出しの処理をチェックすること。 


［要点］ 


○ 規定(条)の追加、削除又は移動に伴い、共通見出しの付け直しの処理が適切になされているかを確認するこ


と。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条及び第Ｘ+1条の共通見出しを改正する際、「第Ｘ条の前の見出し」とすべきところ、「第Ｘ条の見


出し」と記載してしまった。 
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例２ 第Ｘ条から第Ｘ+2 条までの共通見出しが付されている場合で「第Ｘ条 削除」とするときに、第Ｘ条


の前に付されていた共通見出しを第Ｘ+1条の前に付け替えるべきところ、これを看過してしまった。 


 


４ 追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に誤りを生じていないかをチェックすること。 


［要点］ 


① 追加、削除又は移動の対象となる規定の前後の規定において、「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前


○条(項、号)」が用いられているかどうかを確認し、その指示するものに誤りを生じていないかをチェックす


ること。 


② 規定の追加、削除又は移動の結果、その前後の規定において、「第○条(項、号)」又は「第○条(項、号)か


ら第△条(項、号)まで」を「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」に改める必要がない


かを確認すること。 


③ 章、節等の単位で追加、削除又は移動の対象となる場合(新たに章名、節名等を付し、又は章名、節名等を削


る場合を含む。)は、「前章(節等)」、「次章(節等)」又は「前○章(節等)」についてチェックをすること。  


④ その他当該改正対象法令の全体について、追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に不整合を生じ


ていないかを精査すること。この場合において、「…第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」のように、追


加、削除又は移動の対象となる規定の条名等が改正対象法令の規定上そのまま記載されていない場合(電子デ


ータを利用して単純に検索を行ってもヒットしない場合)があることに留意すること。 


⑤ 加えて、本文第２の１(3)において整理した他の引用法令の全てについて、同様に、追加、削除又は移動の対


象となる規定の引用関係に不整合を生じていないかを精査すること。 


⑥ 本改正により項建てがなくなった条や項建ての条の全ての項を引用する場合は、単に「第○条」とすること


を見落とさないこと。また、本改正により項建てがされた条中の規定を引用する場合に、「第○条第△項」と


することを見落とさないこと。 


⑦ 改正部分に法令名又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェックを行うこと。 


⑧ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


⑨ 新たに追加した条文で引用している条、項、号等については、引用元で移動しても法令審査支援システム


ではエラーメッセージが出ないので、必ず人の目で確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条の次に第Ｘ条の２から第Ｘ条の５まで計４条を追加したことに伴って、直後の条（第Ｘ+1条）中の


「前条」という文言を「第Ｘ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 別表中の備考にある第Ｘ号の次に１号を追加したことに伴って、直後の号（旧第Ｘ+1号＝新第Ｘ+2号）中


の「前号」という文言を「第Ｘ号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の次に１条を追加したことに伴って、第Ｘ条の２が第Ｘ条の３に移動したため、第Ｘ条中の「次条」


という文言を「第Ｘ条の三」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例４ 第Ｘ条に第２項と第３項を追加したことに伴って、直前の条（第Ｘ-1条）第３項中の「次条第一号」とい


う文言を「次条第一項第一号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例５ 第Ｘ条において号の追加により第３号が第４号に移動したことに伴って、これを引用する第Ｙ条（罰則規


定）中の「第Ｘ条第三号」という文言を「第Ｘ条第四号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


例２ 第Ｘ条から第Ｘ+2 条までの共通見出しが付されている場合で「第Ｘ条 削除」とするときに、第Ｘ条


の前に付されていた共通見出しを第Ｘ+1条の前に付け替えるべきところ、これを看過してしまった。 


 


４ 追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に誤りを生じていないかをチェックすること。 


［要点］ 


① 追加、削除又は移動の対象となる規定の前後の規定において、「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前


○条(項、号)」が用いられているかどうかを確認し、その指示するものに誤りを生じていないかをチェックす


ること。 


② 規定の追加、削除又は移動の結果、その前後の規定において、「第○条(項、号)」又は「第○条(項、号)か


ら第△条(項、号)まで」を「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」に改める必要がない


かを確認すること。 


③ 章、節等の単位で追加、削除又は移動の対象となる場合(新たに章名、節名等を付し、又は章名、節名等を削


る場合を含む。)は、「前章(節等)」、「次章(節等)」又は「前○章(節等)」についてチェックをすること。  


④ その他当該改正対象法令の全体について、追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に不整合を生じ


ていないかを精査すること。この場合において、「…第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」のように、追


加、削除又は移動の対象となる規定の条名等が改正対象法令の規定上そのまま記載されていない場合(電子デ


ータを利用して単純に検索を行ってもヒットしない場合)があることに留意すること。 


⑤ 加えて、本文第２の１(2)において整理した他の引用法令のすべてについて、同様に、追加、削除又は移動の


対象となる規定の引用関係に不整合を生じていないかを精査すること。 


⑥ 本改正により項建てがなくなった条や項建ての条のすべての項を引用する場合は、単に「第○条」とするこ


とを見落とさないこと。また、本改正により項建てがなされた条中の規定を引用する場合に、「第○条第△項」


とすることを見落とさないこと。 


⑦ 改正部分に法令名又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェックを行うこと。 


⑧ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


（新設） 


 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条の次に第Ｘ条の２から第Ｘ条の５まで計４条を追加したことに伴って、直後の条（第Ｘ+1条）中の


「前条」という文言を「第Ｘ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 別表中の備考にある第Ｘ号の次に１号を追加したことに伴って、直後の号（旧第Ｘ+1号＝新第Ｘ+2号）中


の「前号」という文言を「第Ｘ号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の次に１条を追加したことに伴って、第Ｘ条の２が第Ｘ条の３に移動したため、第Ｘ条中の「次条」


という文言を「第Ｘ条の三」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例４ 第Ｘ条に第２項と第３項を追加したことに伴って、直前の条（第Ｘ-1条）第３項中の「次条第一号」とい


う文言を「次条第一項第一号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例５ 第Ｘ条において号の追加により第３号が第４号に移動したことに伴って、これを引用する第Ｙ条（罰則規


定）中の「第Ｘ条第三号」という文言を「第Ｘ条第四号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 
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例６ Ａ法改正法の附則第Ｘ条において、改正後のＡ法第Ｙ条の規定を引用する際、第Ｙ条において項の追加に


より第４項が第６項に移動したことを見落とし、「同条第六項」とすべきところ、「同条第四項」と記載し


てしまった。 


 


例７ 第Ｘ条において、免許拒否事由を規定する際、審査の過程における修正に伴って条が移動したことを見落


とし、「第Ｙ条の規定により解任を命ぜられた役員」とすべきところ、「第Ｙ-1条の規定により解任を命ぜ


られた役員」と記載してしまった。 


 


例８ 第Ｘ条において項の削除により第４項が第３項に移動したことに伴って、これを引用する第Ｘ条の２第１


項及び第２項中の「前条第四項」という文言を「前条第三項」に改めるべきところ、これを看過してしまっ


た。 


 


  例９ Ａ法改正法の附則第Ｘ条においてＢ法を改正する際、Ｂ法附則第Ｚ条から第Ｚ+2 条までを 1 条ずつ繰り


上げたことに伴って、Ｂ法第Ｙ条第 1 項に規定されていた「附則第Ｚ+1 条において同じ。」の「附則第Ｚ


+1 条」を「附則第Ｚ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１０ 第Ｘ条第２項と第Ｙ条第２項を削除したことに伴って、これらの条項を引用する第Ｚ条（罰則規定）中


の「第Ｘ条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）又は第Ｙ条第一項（同条第二項において準


用する場合を含む。）」という文言を「第Ｘ条又は第Ｙ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１１ 第Ｘ条第３項を削除したことに伴って、これを引用する第Ｙ条第１項中の「（第Ｘ条第三項を除く。）」


という文言を削除すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１２ Ａ法第Ｘ条において、項の追加により第５項と第７項が各々第６項と第８項に移動したことに伴って、


これらの条項を引用するＢ法第Ｙ条第３項中の「第Ｘ条第五項及び第七項」という文言を「第Ｘ条第六項及


び第八項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１３ Ａ法によってＢ法の条項の移動を行ったところ、既に成立した未施行のＣ法において移動前のＢ法の


条項を引用していることを見落としたため、Ｃ法の改正漏れが生じてしまった。 


 


 


例６ Ａ法改正法の附則第Ｘ条において、改正後のＡ法第Ｙ条の規定を引用する際、第Ｙ条において項の追加に


より第４項が第６項に移動したことを見落とし、「同条第六項」とすべきところ、「同条第四項」と記載し


てしまった。 


 


例７ 第Ｘ条において、免許拒否事由を規定する際、審査の過程における修正に伴って条が移動したことを見落


とし、「第Ｙ条の規定により解任を命ぜられた役員」とすべきところ、「第Ｙ-1条の規定により解任を命ぜ


られた役員」と記載してしまった。 


 


例８ 第Ｘ条において項の削除により第４項が第３項に移動したことに伴って、これを引用する第Ｘ条の２第１


項及び第２項中の「前条第四項」という文言を「前条第三項」に改めるべきところ、これを看過してしまっ


た。 


 


  （新設） 


 


 


 


例９ 第Ｘ条第２項と第Ｙ条第２項を削除したことに伴って、これらの条項を引用する第Ｚ条（罰則規定）中の


「第Ｘ条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）又は第Ｙ条第一項（同条第二項において準用


する場合を含む。）」という文言を「第Ｘ条又は第Ｙ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１０ 第Ｘ条第３項を削除したことに伴って、これを引用する第Ｙ条第１項中の「（第Ｘ条第三項を除く。）」


という文言を削除すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１１ Ａ法第Ｘ条において、項の追加により第５項と第７項が各々第６項と第８項に移動したことに伴って、


これらの条項を引用するＢ法第Ｙ条第３項中の「第Ｘ条第五項及び第七項」という文言を「第Ｘ条第六項及


び第八項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


  （新設） 


  







18 


 


改正案 現行 


別紙３ 縦断的チェック 


 


１ 引用する他の法令の法令番号の記載等を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 改正後の改正対象法令において、引用する他の法令の法令番号が適切に付されているかを確認すること。 


② 本改正により法令番号の記載された法令名が削除される場合は、これに伴いその法令番号を付け替える必要


がないかを確認すること。 


③ 本改正の附則(経過規定、他の法令の一部改正規定等)における法令名(「新法」、「旧法」、「平成○○年改


正法」等の略称を含む。)の記載及び法令番号の扱いが適当かを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法において、Ｂ法の条項を引用する多数の文言を規定する際、「Ｂ法」という最初の文言に法令番号


「（昭和○○年法律第△△号）」を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条を改め、その中でＡ法の規定を引用する際、「Ａ法」という文言に法


令番号を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


２ 定義語・略称の定め方及び用い方を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 定義語・略称の定め方及び用い方に改正後の改正対象法令の全体を通じて重複や混乱がないかを確認するこ


と。 


② 本改正により定義規定又は略称を定める規定若しくは文言が削除される場合は、これに伴い新たな定義規


定又は略称を定める必要がないかを確認すること。 


③ 「以下同じ。」、「以下この章において同じ。」、「第○条第○項において同じ。」等の定義語・略称の適


用範囲の指定に誤りを生じていないかを確認すること。また、不要となった定義規定又は略称を定める規定を


残していないかを確認すること。 


④ 本改正の附則その他の改正対象法令以外の法令において、改正対象法令中の定義語・略称を不用意に用いて


いないかに留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法第Ｘ条を全部改正し、第１項に「調整期間」という略称を定める規定を設けたことを受け、Ｂ法附則


第Ｙ条第４項において、この略称を用いる際、「Ａ法第Ｘ条第一項に規定する調整期間」とすべきところ、


「Ａ法第Ｘ条第二項に規定する調整期間」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法の原始附則第Ｘ条に項を追加し、その中でＢ法（Ａ法等の一部改正法）中の条項を引用する際、当該


Ｂ法について、題名を記載し、法令番号を括弧書きで付記すべきところ、「昭和○○年改正法」と、略称を


定める規定を置かずに略称を用いてしまった。 


 


例３ 「○○」という文言が使われている多数の条のうち、「○○（△△○○を除く。以下この章において同じ。）」


という定義規定を設けている条を削除する際、「○○」という文言が出てくる直後の条において、○○に関


する同様な定義規定を設けるべきところ、これを看過してしまった。 


別紙３ 縦断的チェック 


 


１ 引用する他の法令の法令番号の記載等を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 改正後の改正対象法令において、引用する他の法令の法令番号が適切に付されているかを確認すること。 


② 本改正により法令番号の記載された法令名が削除される場合は、これに伴いその法令番号を付け替える必要


がないかを確認すること。 


③ 本改正の附則(経過規定、他の法令の一部改正規定等)における法令名(「新法」、「旧法」、「平成○○年改


正法」等の略称を含む。)の記載及び法令番号の扱いが適当かを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法において、Ｂ法の条項を引用する多数の文言を規定する際、「Ｂ法」という最初の文言に法令番号


「（昭和○○年法律第△△号）」を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条を改め、その中でＡ法の規定を引用する際、「Ａ法」という文言に法


令番号を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


２ 定義語・略称の定め方及び用い方を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 定義語・略称の定め方及び用い方に改正後の改正対象法令の全体を通じて重複や混乱がないかを確認するこ


と。 


② 本改正により定義規定又は略称を定める規定若しくは文言が削除される場合は、これに伴い新たな定義規


定又は略称を定める必要がないかを確認すること。 


③ 「以下同じ。」、「以下この章において同じ。」、「第○条第○項において同じ。」等の定義語・略称の適


用範囲の指定に誤りを生じていないかを確認すること。また、不要となった定義規定又は略称を定める規定を


残していないかを確認すること。 


④ 本改正の附則その他の改正対象法令以外の法令において、改正対象法令中の定義語・略称を不用意に用いて


いないかに留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法第Ｘ条を全部改正し、第１項に「調整期間」という略称を定める規定を設けたことを受け、Ｂ法附則


第Ｙ条第４項において、この略称を用いる際、「Ａ法第Ｘ条第一項に規定する調整期間」とすべきところ、


「Ａ法第Ｘ条第二項に規定する調整期間」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法の原始附則第Ｘ条に項を追加し、その中でＢ法（Ａ法等の一部改正法）中の条項を引用する際、当該


Ｂ法について、題名を記載し、法令番号を括弧書きで付記すべきところ、「昭和○○年改正法」と、略称を


定める規定を置かずに略称を用いてしまった。 


 


例３ 「○○」という文言が使われている多数の条のうち、「○○（△△○○を除く。以下この章において同じ。）」


という定義規定を設けている条を削除する際、「○○」という文言が出てくる直後の条において、○○に関


する同様な定義規定を設けるべきところ、これを看過してしまった。 
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例４ Ａ法改正法附則において、Ｂ法第Ｘ条の第２項及び第３項を削除したことに伴って、同条第１項中の「（次


項において「施設等機関」という。）」という略称を定める規定を削除すべきところ、これを看過してしま


った。 


 


 


例４ Ａ法改正法附則において、Ｂ法第Ｘ条の第２項及び第３項を削除したことに伴って、同条第１項中の「（次


項において「施設等機関」という。）」という略称を定める規定を削除すべきところ、これを看過してしま


った。 
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改正案 現行 


別紙４ 準用規定のチェック 


 


  準用規定（変更適用規定及び「例による」とする規定を含む。以下同じ。)は、法令の構成を簡素にするととも


に、制度の仕組みを大括りで理解しやすくすることができるという利点があるが、反面、準用規定そのものには


技術的な正確性が求められ、誤りを生じやすいものであることから、特に準用規定に着目したチェックを励行す


ること。 


［要点］ 


① 国民の日常生活に密接に関係する規定については、準用を避けて必要な事項を書き下ろすよう努めること。


また、読替規定の読替えなど分かりにくいものは、できる限り避けること。 


② 改正対象法令中の準用規定を全て確認し、その引用する規定について、本改正による文言の改正又は規定の


追加、削除若しくは移動がないかを確認すること。 


③ 準用される規定のうち、「…について準用する」ことによって当然に変容する部分と明文での読替えを必要


とする部分との仕分けに留意すること。 


④ 準用されている規定の改正に伴い、新たな読替えや引用されている読替元の文言について改正を要するかを


チェックすること。 


⑤ 読替規定中の「」の開閉の整合性及び「…とあるのは、「○○」と…」の「、」の要否(対句構造か否か)に


留意すること。 


⑥ 読替規定の改正に当たっては、読替対照表を利用して、読替元の文言及び読替後の文言が誤りなく改正され


ることを確認すること。 


⑦ 読替後の規定中の「同（法、条、項等）」、「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方に


留意すること。 


⑧ 準用規定において引用する他の法令の規定について、「○○法(政令)」又は「同法(令)」の記載に遺漏がな


いかを確認すること。 


⑨ 他の法令の規定を読み替える場合においては、当該他の法令中の定義語・略称は疑義が生じない場合にはそ


のまま用い、自法令の法令番号は入れないことに留意すること。 


⑩ なお、孫準用はできる限り避けるものとするが、孫準用された規定を引用するときは、「第□条(第△条にお


いて準用する場合を含む。)において準用する第○条」のように、孫準用の関係を明記することに留意するこ


と。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条において、第Ｙ条の規定が読み替えて準用されている。第Ｙ条を改正したことに伴って、第Ｘ条中


の読替規定（＝『第Ｙ条中「○○」とあるのは、「△△」と読み替えるものとする。』という規定）のうち、


読替元の文言（＝「○○」という文言）を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、第Ｙ条等の規定を読み替えて準用する規定を設ける際、審査の過程で第Ｙ条第１項中の


読替元の文言が修正されたことを見落とし、当該文言を「○○の製造をする者」とすべきところ、「○○の


製造者」と記載してしまった。 


 


例３ 準用読替えの規定であるＡ法第Ｘ条を改める際、『「○○」の下に「、「Ｂ法第Ｘ条」とあるのは「Ｃ法


第Ｙ条」と」を加える。』とすべきところ、Ｂ法第Ｘ条の直前にあるべきかぎ括弧（ 「 ）を書き漏らして


しまった。 


別紙４ 準用規定のチェック 


 


  準用規定（変更適用規定及び「例による」とする規定を含む。以下同じ。)は、法令の構成を簡素にするととも


に、制度の仕組みを大括りで理解しやすくすることができるという利点があるが、反面、準用規定そのものには


技術的な正確性が求められ、誤りを生じやすいものであることから、特に準用規定に着目したチェックを励行す


ること。 


［要点］ 


① 国民の日常生活に密接に関係する規定については、準用を避けて必要な事項を書き下ろすよう努めること。


また、読替規定の読替えなど分かりにくいものは、できる限り避けること。 


② 改正対象法令中の準用規定をすべて確認し、その引用する規定について、本改正による文言の改正又は規定


の追加、削除若しくは移動がないかを確認すること。 


③ 準用される規定のうち、「…について準用する」ことによって当然に変容する部分と明文での読替えを必要


とする部分との仕分けに留意すること。 


④ 準用されている規定の改正に伴い、新たな読替えや引用されている読替元の文言について改正を要するかを


チェックすること。 


⑤ 読替規定中の「」の開閉の整合性及び「…とあるのは、「○○」と…」の「、」の要否(対句構造か否か)に


留意すること。 


⑥ 読替規定の改正に当たっては、読替対照表を利用して、読替元の文言及び読替後の文言が誤りなく改正され


ることを確認すること。 


⑦ 読替後の規定中の「同（法、条、項等）」、「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方に


留意すること。 


⑧ 準用規定において引用する他の法令の規定について、「○○法(政令)」又は「同法(令)」の記載に遺漏がな


いかを確認すること。 


⑨ 他の法令の規定を読み替える場合においては、自法令及び当該他の法令中の定義語・略称の用い方、自法令


の法令番号の扱い等に留意すること。 


⑩ なお、孫準用はできる限り避けるものとするが、孫準用された規定を引用するときは、「第□条(第△条にお


いて準用する場合を含む。)において準用する第○条」のように、孫準用の関係を明記することに留意するこ


と。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条において、第Ｙ条の規定が読み替えて準用されている。第Ｙ条を改正したことに伴って、第Ｘ条中


の読替規定（＝『第Ｙ条中「○○」とあるのは、「△△」と読み替えるものとする。』という規定）のうち、


読替元の文言（＝「○○」という文言）を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、第Ｙ条等の規定を読み替えて準用する規定を設ける際、審査の過程で第Ｙ条第１項中の


読替元の文言が修正されたことを見落とし、当該文言を「○○の製造をする者」とすべきところ、「○○の


製造者」と記載してしまった。 


 


例３ 準用読替えの規定であるＡ法第Ｘ条を改める際、『「○○」の下に「、「Ｂ法第Ｘ条」とあるのは「Ｃ法


第Ｙ条」と」を加える。』とすべきところ、Ｂ法第Ｘ条の直前にあるべきかぎ括弧（ 「 ）を書き漏らして


しまった。 
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例４ 原始附則に条を追加し、その中で本則の規定を読み替えて準用する際、読替元の文言について、『第Ｘ条


第一項中「・・・その十分の〇・五」とあるのは』とすべきところ、『「・・・その〇・五」とあるのは』


として、「十分の」という文言を書き漏らしてしまった。 


 


 


例４ 原始附則に条を追加し、その中で本則の規定を読み替えて準用する際、読替元の文言について、『第Ｘ条


第一項中「・・・その十分の〇・五」とあるのは』とすべきところ、『「・・・その〇・五」とあるのは』


として、「十分の」という文言を書き漏らしてしまった。 
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改正案 現行 


別紙５ 施行期日のチェック 


 


  施行期日が適切に定められているかについてチェックすること。 


［要点］ 


① 一体的に施行する必要がある規定に漏れはないかを確認すること。 


② 本体部分の制度の実施の準備のために必要な措置を定めた本則及び附則の規定の施行期日は適当かを確認


すること。 


③ 他の法令による改正がありその施行期日が未定である場合において、その施行期日と本改正の施行期日の先


後関係のいかんによって必要となる読替え等の調整規定は置かれているかを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 改正法附則第１項において各号列記により施行期日を規定する際、審査の段階で改正法附則の項数が７か


ら６に減ったことを見落とし、同項第１号に「改正法附則第七項」という存在しない項を掲げてしまった。 


 


例２ 第Ｘ条の規定について、附則第１条（施行期日）において、同条本文の規定する平成３年１月１日からの


施行とすべきところ、誤って同条第３号に掲げてしまったため、その施行日が平成５年４月１日となってし


まった。 


 


例３ 附則第Ｘ条の規定について、平成元年６月１日からの施行とするため、附則第１条（施行期日）において、


同条ただし書中に規定すべきところ、漏らしてしまったため、その施行日が同条本文の規定する「公布の日


から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」となってしまった。 


 


別紙５ 施行期日のチェック 


 


  施行期日が適切に定められているかについてチェックすること。 


［要点］ 


① 一体的に施行する必要がある規定に漏れはないかを確認すること。 


② 本体部分の制度の実施の準備のために必要な措置を定めた本則及び附則の規定の施行期日は適当かを確認


すること。 


③ 他の法令による改正がありその施行期日が未定である場合において、その施行期日と本改正の施行期日の先


後関係のいかんによって必要となる読替え等の調整規定は置かれているかを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 改正法附則第１項において各号列記により施行期日を規定する際、審査の段階で改正法附則の項数が７か


ら６に減ったことを見落とし、同項第１号に「改正法附則第七項」という存在しない項を掲げてしまった。 


 


例２ 第Ｘ条の規定について、附則第１条（施行期日）において、同条本文の規定する平成３年１月１日からの


施行とすべきところ、誤って同条第３号に掲げてしまったため、その施行日が平成５年４月１日となってし


まった。 


 


例３ 附則第Ｘ条の規定について、平成元年６月１日からの施行とするため、附則第１条（施行期日）において、


同条ただし書中に規定すべきところ、漏らしてしまったため、その施行日が同条本文の規定する「公布の日


から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」となってしまった。 
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改正案 現行 


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


 


１ 目次、章(節等)の構成、条名、項番号等の連続性、見出し等全体についての概括的なチェックを行うこと。  


［要点］ 


① 章（節等）の区切りの位置に誤りはないか。 


② 章（節等）中の条数に応じ、目次中の「・」又は「－」の記号は適当か。特に、章（節等）中の中間の枝番


の条の追加又は削除に留意すること。 


③ 条名、項番号等は連続しているか。 


④ 枝番の最後のものについて、「第○条の○ 削除」としていないか。 


⑤ 見出しの改正漏れや欠落はないか。 


⑥ 章(節等)が一条のみで構成される場合に、当該条に章(節等)名と重複する見出しを付していないか。 


⑦ 振り仮名（ルビ）の付し方は改正対象法令の全体を通じて適当か。 


 


２ 配字のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① ワープロソフトの書式設定が、１行４８文字１ページ１３行、所定の禁則処理となっているか。 


② 条建ての改正規定は、一字下がりとなることに留意すること。 


   ③ 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、案文の初字の位置に留意すること。 


④ 表の上下の罫線の位置は正しいか。 


⑤ 目次、表等の改正部分を図示する場合の「」の位置は正しいか。 


⑥ その他配字全般が適正であることを確認すること。 


 


３ 片仮名法令の改正、項番号のない規定の改正等特殊なルールがあるものについては、それに従っているかをチ


ェックすること。 


〔要点〕 


① 項番号のない条文の項の初字の位置に留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 項番号がない条文で構成される法律において、既存の条に新たな項を加える際、案文の行頭を一文字高


くしてしまった。 


 


４ 誤字・脱字等のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① 改正規定(改め文)中の改正箇所を示す「(条、項等)中」及び「同(条、項等)」の用い方は適当か。 


② 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、改正箇所を示す「改正規定中」が漏れていないか。 


③ 文言等の改正を順次行う場合において、改正規定(改め文)中の「改め」、「加え」又は「削り」の欠落はな


いか。 


④ 同音異義語(ワープロ変換の誤り)はないか。 


(例) 「異義」・「異議」、「課す」・「科す」、「期間」・「機関」、「聴く」・「聞く」、「権」・「件」、


「更正」・「更生」、「睡」・「酔」、「多数」・「他数」、「適正」・「適性」等 


⑤ 類似文字、類義語の誤りはないか。 


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


 


１ 目次、章(節等)の構成、条名、項番号等の連続性、見出し等全体についての概括的なチェックを行うこと。  


［要点］ 


① 章（節等）の区切りの位置に誤りはないか。 


② 章（節等）中の条数に応じ、目次中の「・」又は「－」の記号は適当か。特に、章（節等）中の中間の枝番


の条の追加又は削除に留意すること。 


③ 条名、項番号等は連続しているか。 


④ 枝番の最後のものについて、「第○条の○ 削除」としていないか。 


⑤ 見出しの改正漏れや欠落はないか。 


⑥ 章(節等)が一条のみで構成される場合に、当該条に章(節等)名と重複する見出しを付していないか。 


⑦ 振り仮名（ルビ）の付し方は改正対象法令の全体を通じて適当か。 


 


２ 配字のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① １行４８文字１ページ１３行となっているか。不要な禁則処理をしていないか。 


② 条建ての改正規定は、一字下がりとなることに留意すること。 


（新設） 


③ 表の上下の罫線の位置は正しいか。 


④ 目次、表等の改正部分を図示する場合の「」の位置は正しいか。 


⑤ その他配字全般が適正であることを確認すること。 


 


３ 片仮名法令の改正、項番号のない規定の改正等特殊なルールがあるものについては、それに従っているかをチ


ェックすること。    


 


（新設） 


 


 


（新設） 


 


 


４ 誤字・脱字等のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① 改正規定(改め文)中の改正箇所を示す「(条、項等)中」及び「同(条、項等)」の用い方は適当か。 


② 一部改正法の改正規定を改正する場合において、改正箇所を示す「改正規定中」が漏れていないか。 


③ 文言等の改正を順次行う場合において、改正規定(改め文)中の「改め」、「加え」又は「削り」の欠落はな


いか。 


④ 同音異義語(ワープロ変換の誤り)はないか。 


(例) 「異義」・「異議」、「課す」・「科す」、「期間」・「機関」、「聴く」・「聞く」、「権」・「件」、


「更正」・「更生」、「睡」・「酔」、「多数」・「他数」、「適正」・「適性」等 


⑤ 類似文字、類義語の誤りはないか。 







24 


 


(例) 「末」・「未」、「懲」・「徴」、「資金」・「基金」、「推進」・「促進」、「認可」・「許可」等     


⑥ 見落としやすい脱字はないか。 


(例) 「第」、「条」、「項」、枝番の条名中の「の」等の文字、「…こと。」、「…とき。」及び「…以下同


じ。）」における「。」等 


⑦ 見落としやすい重複はないか。この場合において、溶け込み後の条文についてワープロソフトの校正機能


を有効に利用して誤字脱字等の検出をすること。 


(例) 「第第」、「ととともに」等 


⑧ 拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の大小に誤りはないか。 


⑨ 送り仮名の誤りはないか。 


(例) 「行う」・「行なう」等 


⑩ 片仮名法令を引用する場合の表記の誤りはないか。 


(例)  件名には平仮名を用い、枝番の条名中の「ノ」、引用する文言等は片仮名を用いること等 


⑪ なお、法令名、法令番号、年月日、金額及び割合の誤記は見逃しやすいので留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法に条を追加し、その中でＢ法の規定を読み替えて準用する際、読替先の文言について、「Ａ法第Ｘ条


第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又はＡ法第Ｚ条の規定による・・・」とすべきところ、「Ａ法第Ｘ条第


二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又は同法第Ｚ条の規定による・・・」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の別表中の規定を改める際、『別表第三第Ｙ号中「○○」を「△△」に改


め、同表第三第Ｚ号中「××」を「□□」に改める。』とすべきところ、「改め」という文言を書き漏らし


てしまった。 


 


例３ 「多数の人」とすべきところ、「他数の人」と表記してしまった。 


 


例４ 「懲役」とすべきところ、「徴役」と表記してしまった。 


 


例５ 「○○未満」とすべきところ、「○○末満」と表記してしまった。 


 


例６ 「同法第二十三条の二の二十第一項」とすべきところ、「同法第二十三の二の二十第一項」と、「条」


の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例７ 目次中の条名を改める際、「第Ｘ条の二の十三」とすべきところ、「第Ｘ条二の十三」と、「の」の１文


字を書き漏らしてしまった。 


 


例８ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改め先の文言について、「同法第Ｙ条第一号」とすべ


きところ、「同法Ｙ条第一号」と、「第」の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例９ 「○○原料製造業者」とすべきところ、「○○原料製業者」と、「造」の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例１０ 「意見を聴くとともに」とすべきところ、「意見を聴くととともに」と、「と」の１文字を余分に記載


してしまった。 


(例) 「末」・「未」、「懲」・「徴」、「資金」・「基金」、「推進」・「促進」、「認可」・「許可」等     


⑥ 見落としやすい脱字はないか。 


(例) 「第」、「条」、「項」、枝番の条名中の「の」等の文字、「…こと。」、「…とき。」及び「…以下同


じ。）」における「。」等 


⑦ 見落としやすい重複はないか。 


(例) 「第第」、「ととともに」等 


 


⑧ 拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の大小に誤りはないか。 


⑨ 送り仮名の誤りはないか。 


(例) 「行う」・「行なう」等 


⑩ 片仮名法令を引用する場合の表記の誤りはないか。 


(例)  件名には平仮名を用い、枝番の条名中の「ノ」、引用する文言等は片仮名を用いること等 


⑪ なお、法令名、法令番号、年月日、金額及び割合の誤記は見逃しやすいので留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法に条を追加し、その中でＢ法の規定を読み替えて準用する際、読替先の文言について、「Ａ法第Ｘ条


第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又はＡ法第Ｚ条の規定による・・・」とすべきところ、「Ａ法第Ｘ条第


二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又は同法第Ｚ条の規定による・・・」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の別表中の規定を改める際、『別表第三第Ｙ号中「○○」を「△△」に改


め、同表第三第Ｚ号中「××」を「□□」に改める。』とすべきところ、「改め」という文言を書き漏らし


てしまった。 


 


例３ 「多数の人」とすべきところ、「他数の人」と表記してしまった。 


 


例４ 「懲役」とすべきところ、「徴役」と表記してしまった。 


 


例５ 「○○未満」とすべきところ、「○○末満」と表記してしまった。 


 


 （新設） 


 


 


例６ 目次中の条名を改める際、「第Ｘ条の二の十三」とすべきところ、「第Ｘ条二の十三」と、「の」の１文


字を書き漏らしてしまった。 


 


例７ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改め先の文言について、「同法第Ｙ条第一号」とすべ


きところ、「同法Ｙ条第一号」と、「第」の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例８ 「○○原料製造業者」とすべきところ、「○○原料製業者」と、「造」の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例９ 「意見を聴くとともに」とすべきところ、「意見を聴くととともに」と、「と」の１文字を余分に記載し


てしまった。 
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例１１ 「若しくは」とすべきところ、「若ししくは」と、「し」の１文字を余分に記載してしまった（「若


し」のところで改行されていたもの。）。 


 


例１２ 平成元年以後に立案されたＡ法（促音小書き）の附則第Ｘ条において、昭和６３年以前に立法されたＢ


法（促音小書きせず）の規定を改める際、改め先の文言について、「あつては」とすべきところ、「あっ


ては」と表記してしまった。 


  


例１３ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、「・・・の整備の促進に関する特別措置法」という 


Ｂ法の題名の表記に当たり、「・・・の促進に関する特別措置法」と、「の整備」という文言を書き漏ら


してしまった。 


 


例１４ 「労働者」（の健康の保持に及ぼす）とすべきところ、「労働省」（の健康の保持に及ぼす）として


しまった。 


 


例１５ 罰則規定において、「一年以下」（の懲役）とすべきところ、「一年以上」（の懲役）としてしまっ


た。 


 


 


 （新設） 


 


 


例１０ 平成元年以後に立案されたＡ法（促音小書き）の附則第Ｘ条において、昭和６３年以前に立法されたＢ


法（促音小書きせず）の規定を改める際、改め先の文言について、「あつては」とすべきところ、「あって


は」と表記してしまった。 


 


例１１ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、「・・・の整備の促進に関する特別措置法」という


Ｂ法の題名の表記に当たり、「・・・の促進に関する特別措置法」と、「の整備」という文言を書き漏らし


てしまった。 


 


（新設） 


 


 


（新設） 
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12月 9日）から移行 


  


提　出　日　時


月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


①


②


2


①


②


③


④


⑤


3


①


②


③


4


①


②


③


④


⑤


⑥


5


①


（注１）


（注２）


（注３）


用語の整備


削除後の文意


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


チェックポイント


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


別添


官　職 ・ 氏　名所　属


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


立案担当部局チェック


句読点の誤り


読替規定・表の確認


溶け込みの正確性


改正条項の確認


改正規定の特定の正確性


府省名


官職・氏名 月日 官職・氏名 月日


複層的チェック


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


括弧の開閉


溶け込み後の文意


システムでの溶け込みチェック


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


改め元の文言の不一致


法
案
名


項目
要点 判明した誤り


別紙１　文言の改正に伴うチェック


誤りチェックシート


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


複層的チェック
実施責任者


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）


意図しない一致


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


引用規定の特定の正確性
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12月 9日）から移行 


  


手引　別紙２


別紙２　規定の追加等に伴うチェック


1


①


②


2


①


②


③


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


（注１）


（注２）


（注３）


誤りチェックシート


立案担当責任者


新たに追加した条文における引用
条項の正確性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


複層的チェック
統括責任者


章名等の明記（条項の場合）


　　　同上　　 （節等の場合）


目次の改正漏れ


追加等に伴う付け直し


法令名、定義語等の追加等に伴う
縦断的チェック


章等の追加等に伴う「前章」等の改
正の必要性


チェックポイント


立案担当部局チェック


処理の基本的ルール


氏　名


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


規定の追加、削除又は移動


複層的チェック


追加等に伴う上記以外の引用関係
の整合性（「第○条から第△条ま
で」等）


他の引用法令における引用関係の
整合性


項建ての存否に伴う「第○項」の適
否


官職・氏名 月日官職・氏名


追加等に伴う引用関係の誤り


月日


「前条」、「次条」等に改正する必要
性


章名を付する場合等


冒頭、末尾における追加等


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


別添


判明した誤り


共通見出しの処理


所　属


「前条」「次条」「前○条」等を改正す
る必要性


新たに引用する規定の特定の正確
性


項目
要点


法
案
名
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12月 9日）から移行 


  


手引　別紙３～５


別紙３　縦断的チェック


1


①


②


③


2


①


②


③


④


別紙４　準用規定のチェック


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


別紙５　施行期日のチェック


①


②


③


（注１）


（注２）


（注３）


他法改正との調整規定の必要性


項目
要点


官職・氏名


他法令の規定の引用における法令
名、「同法」等の記載の正確性


他法令の規定の読替における定義
語・略称、法令番号等の記載の正
確性


孫準用の関係の明記


対象規定の適切なグルーピング


読替対照表による文言の確認


別添


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


法
案
名


定義語・略称の縦断的チェック


定義語・略称に重複・混乱がないか


定義規定等の削除に伴う付け替え


定義語・略称の適用範囲・必要性
の確認


法令番号の縦断的チェック


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


法令名削除に伴う法令番号の付け
替え


附則における法令名の記載等


改正対象法令以外での定義語・略
称の不用意な使用


分かりにくい準用読替規定の回避


読替後の規定中の「同法」、「及
び」、「又は」等の用法の正確性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


判明した誤り


月日月日


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）


引用する規定に本改正による文言
の改正、移動等がないかの確認


読替規定を置く必要性


読替元の文言を改正する必要性


「　」の開閉、「、」の要否


制度実施に必要な準備規定の施行
期日


複層的チェック


法令番号の付け忘れ


立案担当部局チェック


官職・氏名
チェックポイント


所　属 氏　名


複層的チェック
統括責任者


立案担当責任者


誤りチェックシート


府省名


複層的チェック
実施責任者
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12月 9日）から移行 


  


手引　別紙６


別紙６　その他の形式的事項のチェック


1


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


2


①


②


③


④


⑤


⑥


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


⑪


（注１）


（注２）


（注３）


一部改正法令の改正のおける案文
の初字の位置


法
案
名


複層的チェック


判明した誤り


官職・氏名 月日


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


府省名 所　属


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


別添


項目
要点


チェックポイント
官職・氏名 月日


立案担当部局チェック


氏　名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


項番号のない条文の項の初字の位
置


一条のみで構成される章等の見出
し


振り仮名（ルビ）の付け方


配字のチェック


ワープロソフトの所定の禁則処理等
の設定


条名、項番号等の連続性


枝番の最後での「第○条の○　削
除」


見出しの改正漏れ、欠落


概括的なチェック


章等の区切りの位置


目次中の「・」、「－」の記号


条建ての改正の場合の配字


表の上下の罫線の位置


目次、表等を改正する場合の「　」の
位置


その他配字全般


特殊なルールによる改正のチェック


誤字・脱字等のチェック


改め文の改正箇所を示す「条中」、
「同条」等の用法


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


拗音、促音の大小の誤り


送り仮名の誤り


片仮名法令を引用する場合の表記


法令名、法令番号、年月日、金額及
び割合の誤記


ワープロ変換等による同音異義語
の誤り


類似文字、類義語の誤り


一部改正法令の改正における「改
正規定中」の記載


改正規定中の「改め」、「加え」、「削
り」の欠落


重複（「第第」、「ととともに」等）


脱字（枝番中の「の」等）


誤りチェックシート
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12月 9日）から移行 


 


提　出　日　時


月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


① レ レ
②


2


① レ レ
② レ レ 第○条で「各号列記以外の部分」との特定が抜けていた。


③ レ レ
④


⑤


3


① レ レ
②


③ レ レ
4


① レ レ
② レ レ
③ レ レ
④ レ レ
⑤


⑥ レ レ
5


① レ レ
（注１）


（注２）


（注３）


別添


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


複層的チェック


判明した誤り○○係長
○○　○○


○月○日


別紙１　文言の改正に伴うチェック


立案担当部局チェック


句読点の誤り


引用規定の特定の正確性


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


月日


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


複層的チェック
実施責任者


大臣官房○○課


官　職 ・ 氏　名


課長補佐・○○　○○


所　属


○○局○○課 課長補佐・○○　○○


大臣官房○○課 課長・○○　○○


府省名


及び並びに・又は若しくは


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


用語の整備


新規の「同法」等の確認


意図しない一致


○○○法の一部を改正する法律案
例（第○条　△△法の一部を改正する法律案部分）
　  （第１条～第２０条部分）


部長説明日（　○月○日（火）　）、閣議付議予定日（　○月○日（金）　）


月日


法
案
名


項目
要点


官職・氏名


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


○○省


○月○日


チェックポイント


溶け込み後の文意


システムでの溶け込みチェック


官職・氏名


○○係員
○○　○○


溶け込みの正確性


改正条項の確認


改正規定の特定の正確性


枝番（孫番）の誤記


読替規定・表の確認


削除後の文意


誤りチェックシート


○


○


○








審査資料のサンプル（略） 


 


 


 


１ 審査資料の標準的な構成（説明資料目次） 


「地方自治法の一部改正（H26）」 


 


２ 束ねの検討（整備法として一本の法律にする理由） 


「デジタル社会形成関係整備法（R3）」 


 


３ 束ねのときの本則の規定順序 


「デジタル社会形成関係整備法（R3）」 


 


４ 定義語、以下同じのリスト 


「外為法の一部改正（R1）」 


 


５ 条項移動図 


「通貨貨幣法施行令の一部改正（R1）」 


「農水省組織令の一部改正（R3）」 


 


６ 読替表 


「地方自治法の一部改正（H26）」 


 


７ 用例（法案構造用例） 


「株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法（H27）」 
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法令案における誤りの防止について（手引）


平成１６年 ８月３０日


内 閣 法 制 局


改正 平成１６年１２月 ９日


改正 令和 ３年 ９月１３日


改正 令和 ３年１２月 日


内閣提出の法案及び政令案（以下「法令案」という。）における誤りの防止


について、当局では、第１５９回国会で成立した国民年金法等の一部を改正す


る法律(平成１６年法律第１０４号)について、法案の形式的事項に多数の誤り


があり、公布後において官報による正誤処理をせざるを得なかったこと等を契


機として、平成１６年にこの手引を作成し、立案府省庁等と共にこれに従った


誤り防止策等を実践してきた。また、法令案における誤り防止のためのツール


の一つとして平成１８年に法令審査支援システムを導入し、立案府省庁等の利


用にも供して、同システムによる法令案の形式的事項のチェックを行ってきた。


こうした取組にもかかわらず、令和３年の第２０４回国会において、内閣提


出の４法案１条約に計１４件の形式的事項の誤りがあることが判明したこと


は、誠に遺憾である。法律等の条文は、国民の権利義務に関わることから、正


確性を十分に求められるものであり、内閣提出の法令案に形式的事項といえど


も誤りがあってはならない。今後同様の事態を生じることがないよう、改めて


当局と立案府省庁等とが連携して法令案における誤りの防止を図るための実効


的な態勢を確立し、継続的に取り組んでいく必要がある。


法令案における誤りの防止について、以下のように定める。なお、この手引


は、今後の実施状況等によりその内容に変更及び追加を行うことを予定してい


る。


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項


１ 予備審査が一時期に過度に集中することがないよう「法令協議に関する


申合せ(平成５年１月１８日各省庁文書・国会担当課長会議)」を徹底し、


常会に提出を予定する法案の予備審査については、非予算関連法案にあっ


ては１０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案にあって


は翌年１月上旬から開始するよう努めること。ただし、予算関連法案にあ


っても、予算案等の確定を待つことなく予備審査を行うことができる部分


については、１０月上旬から開始するよう努めること。


２ 政令案についても、できるだけ早期に準備をし、時間的余裕をもって審
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査を行うことができるようにすること。また、１２月から翌年３月までは、


常会に提出する法案の予備審査が集中することを踏まえ、いわゆる年度末


政令等この時期に審査が必須な政令案以外の審査は行わないように審査ス


ケジュールを組むこと。


３ 法令案の実質的事項についての審査を終えた後において形式的事項のチ


ェックに必要な時間を十分に確保することができるよう、当該法令案の閣


議付議の予定日を設定すること。


４ 立案府省庁等においては、当該法令案の立案担当部局による法令案のチ


ェックを強化することに加えて、これとは別に、立案担当部局以外の大臣


官房等の職員(必要に応じてその職務を行わせる他の部局等の職員を含


む。)が当該法令案の形式的事項について複層的チェックを行う態勢を確


立し、複層的チェックを行うこと。これに伴い、法令案ごとに、複層的チ


ェックの統括責任者（チェック要員の確保、その役割分担の決定、チェッ


クの実施状況の確認等を統括する管理職）及び実施責任者（実際にチェッ


ク要員によるチェック作業を指揮する補佐クラス）の官職及び氏名等を審


査担当参事官に通知すること。


５ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の


所管する法令の改正に及ぶ場合は、立案府省庁等における４の複層的チェ


ックのほか、当該法令を所管する他の府省庁等においても、当該法令の改


正について複層的チェックを行うこと。当該法令を所管する府省庁等にお


ける複層的チェックの統括責任者及び実施責任者の官職及び氏名等の通知


は、当該法令の改正の審査（下審査）を担当する参事官に行うこと。


６ 立案府省庁等においては、法令案の形式的事項のチェックに際し、法令


審査支援システムを活用すること。


７ 各府省庁等においては、法制実務の基本に関する研修を実施するなど、


法令案の形式的事項について的確なチェックを行うことができる職員の養


成に努めること。


８ 審査担当参事官は、その審査する法令案において必要な事項を自らチェ


ックするほか、立案府省庁等の立案担当部局の立案担当責任者並びに４又


は５によって通知を受けた複層的チェックの統括責任者及び実施責任者と


の連絡を密にして当該立案府省庁等における法令案のチェックの態勢、実


施状況等を把握するとともに、立案府省庁等から適時に複層的チェックの


誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧の提出


を受け、立案府省庁等において法令案の形式的事項のチェックが実効的に


行われていることを確認すること。
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９ なお、法令審査支援システムの機能強化等の法令案の形式的事項のチェ


ックにおけるＩＴ技術の利用の促進について、更に検討を進める。


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等


(1) 官報等の基礎資料の整理


当局における審査は、現行日本法規若しくはその電子版のスーパー法


令ウェブ又は法制執務業務支援システム（e-LAWS）（以下「現行日本法


規等」という。）に登載された法令の規定をベースに行うが、その改正


法令が未施行であることや加除・データ更新の時期等によって、審査の


時点で、現行日本法規等に本改正(今回行おうとしている改正をいう。


以下同じ。)の前提とすべき改正対象法令（附則により改正する他の法


令を含む。以下同じ。)並びに立案及び審査の過程で参照する他の法令


（以下「改正対象法令等」という。）の規定が反映されていない場合も


少なくない。このような場合、立案府省庁等において、現行日本法規等


に反映されていない改正対象法令等の改正について、官報又は法案(正


誤を含む。以下「官報等」という。)によって、当該改正の内容及び施


行期日を確認した上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施


した官報等の写し及び②施行期日ごとの新旧対照表を作成し、立案及び


審査のための基礎資料として準備すること。


また、現行日本法規等では附則の一部が省略されているので、附則の


規定について追加、削除又は移動をする等の改正を行うときは、本改正


の前提とすべき当該附則の条文を確認するため、当該附則の改正履歴等


を確認できる関係部分にマークを施した官報等の写しを、立案及び審査


のための基礎資料として準備すること。


［留意点］


○ 本改正の施行後に施行の予定となっている改正についても整理す


ること。


○ 数次の改正がある場合は、施行期日の順に従って整理すること。


○ 政令等により施行期日が定まるものについては、当該政令等の官


報等の写しを添付すること。また、施行期日が未定のものについて


は、施行の見込み時期について付記すること。


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案に


よる改正及び継続審議中の法案による改正に特に留意すること。


○ 一部改正法令の一部改正があることを見落とさないこと。
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○ 立案府省庁等においては、他の府省庁等の所管する法令による改


正対象法令等の改正予定の有無及びその内容について適時に所要の


照会を行い、改正予定の把握に遺漏がないようにすること。


○ 附則において改正する他の府省庁等の所管する法令に係る同様の


基礎資料についても、立案府省庁等において、当該法令を所管する


他の府省庁等の協力を得て取りまとめること。


○ なお、法令の改正履歴及び改正予定については、平素から、当該


法令を所管する府省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する


態勢を確立すること。また、共管法令の改正履歴及び改正予定につ


いては、その全体について、各共管府省庁等において情報を共有し


ておくこと。


(2) 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認（審査用の参


照条文の作成）


立案府省庁等において、審査用の参照条文として、現行日本法規等


に登載された改正対象法令等の規定の未反映部分を(1)の基礎資料で補


完したものを作成し、審査担当参事官に提出するとともに、３の形式的


事項の誤りを防止するためのチェックに活用すること。


［留意点］


〇 審査用の参照条文として作成する改正対象法令等の規定の範囲、


編さん方法等については、審査担当参事官の指示によること。この


場合において、その趣旨及び目的に照らし、分量が不必要に膨大な


ものとならないようにすること。


○ 審査用の参照条文の改正対象法令等の規定には、いつ時点の規定


であるかを付記すること。


○ スーパー法令ウェブ又は法制執務業務支援システム（e-LAWS）を


用いる場合、いつ時点の条文データを出力しているか選択を誤らな


いよう注意すること。また、原則として、出力された条文データの


加工（不要な条項等の削除、各条の後に記載されている改正履歴の


削除等）は行わず、出力された体裁（ページ割）のまま印刷し、必


要に応じて関係部分にマークを施す等して作成すること。表につい


て本来存在しない罫線が表示されるなど現行日本法規や官報と異な


る体裁で表示がされてしまう場合があることに注意すること。


(3) 引用法令の確認及び整理
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立案府省庁等において、改正対象法令を引用している他の法令の有無


を確認し、一覧表を作成するなどして整理すること。


［留意点］


○ 関係法令、従前の一部改正法令の附則(経過規定)等他の法令にお


ける引用について漏れなく把握すること。他の府省庁等の所管に係


る法令における引用については、立案府省庁等において適時に所要


の照会を行うものとし、照会を受けた当該他の府省庁等においては、


調査に遺漏がないようにすること。審査を経て改正対象法令が追加


された場合には、他の法令における当該改正対象法令の引用につい


て追加の照会を行うなどして漏れなく把握すること。


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案に


おける引用及び継続審議中の法案における引用に特に留意するこ


と。


○ なお、法令間の引用関係(引用し、又は引用される関係をいう。


以下同じ。)については、平素から、それぞれの法令を所管する府


省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する態勢を確立するこ


と。また、共管法令の引用関係については、その全体について、各


共管府省庁等において情報を共有しておくこと。


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等


(1) ワープロデータの的確な管理


立案府省庁等においては、立案及び審査の過程における法令案の修正


について、ワープロデータのバージョン管理を徹底するとともに、修正


入力の担当者を特定するなどして、ワープロデータの正確性を確保する


こと。


［留意点］


○ いつどの部分を修正したかが把握できるようにしておくこと。


(2) 法令審査支援システムの活用


立案府省庁等においては、３の形式的事項の誤りを防止するためのチ


ェックを行うに当たって、人の目によるチェックに加えて、法令審査支


援システムを活用すること。


［留意点］


○ 溶け込ませ処理後の点検結果一覧の確認（エラーチェック）は、


担当者限りで対応の要否を判断するのではなく、担当者が立案担当
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責任者等の誤りチェックの責任者に説明して、当該責任者が判断す


るようにすること。疑義がある場合には、審査担当参事官に相談す


ること。


○ 法令審査支援システムは、表の改正、改正部分を図として引用す


る改正、一部改正法令の一部改正には対応していない。また、いわ


ゆる多段ロケット方式の二段目以降の改正には対応できない場合が


あることに留意すること。


○ また、法令審査支援システムは、人の目によるチェックを代替す


るものではなく、あくまでも補助的なものであることに留意するこ


と。


・ 既存の条項の移動と当該条項を引用する新たな条文の追加が同


時に行われる場合には、法令審査支援システムがその関係性をチ


ェックできないことがあるので、そのような場合には、特に条項


の引用関係の誤りを見逃さないよう人の目により注意して確認す


ること。


・ 読替規定の改正（改め元又は改め先の文言に対にならない「」


又は複数の「」が含まれる。）等改め文の構造が非常に複雑な場


合には、その引用する文字列を法令審査支援システムが認識でき


ないことがあるので、そのような場合には、ワープロマクロの「改


正対象文字列」のマーキング機能を利用するとともに、特に改め


元の文言の意図しない一致（誤ヒット）を見逃さないよう人の目


により注意して確認すること。


(3) 法令案のチェックにおける新旧対照表の扱い


新旧対照表は法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべ


きものではないことに留意すること。


［留意点］


○ 新旧対照表では、一般に、改正部分の前後の規定や引用関係にあ


る他の規定など本来直接参照して確認する必要がある規定が記載さ


れていないことが多く、また、それ自体が法令案の立案過程におい


て作成されたものであるから、法令案のチェックを行うための基礎


資料として用いるべきものではない。法令案（改め文）が誤った新


旧対照表と整合していたため、誤りを見逃してしまった事例がある


ので、注意すること。


○ 一方で、新旧対照表は正確なものでなければならないので、新旧
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対照表の旧（現行）の規定は審査用の参照条文で確認した当該改正


の施行時点における改正対象法令の規定により作成し、適時に新旧


対照表と法令案（改め文）及び審査用の参照条文との読み合わせを


行うなどして、その正確を期すこと。


(4) 審査担当参事官による審査の段階における全体チェックの実施


審査中の法令案について審査担当参事官による審査がある程度進展し


た適切な段階で、立案府省庁等において、法令案の全体について３の形


式的事項の誤りを防止するための立案担当部局によるチェック（全体チ


ェック）を行うこと。


［留意点］


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事


官と相談すること。


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェックが行われて


いる場合においても、常に新たな視点で形式的事項に特化したチェ


ックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェックは、３のチェックポイントに留


意して、別添の誤りチェックシートを用いて実施すること。その際、


漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックするのでは


なく、担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効


果的に実施すること。


○ 法令審査支援システムを活用すること。


(5) 部長了（正式各省協議前後）の段階における全体チェック及び複層的


チェックの実施


審査中の法令案について担当部長の了解が得られ、いわゆる正式各省


協議が行われる前後の段階において、当該法令案の形式的事項について、


立案府省庁等において、改めて立案担当部局による全体チェックを行う


とともに、立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックを行う


こと。法案については、別添の誤りチェックシート及び法令審査支援シ


ステムによる点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。


［留意点］


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事


官と相談すること。


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェック又は複層的
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チェックが行われている場合においても、新たな視点で形式的事項


に特化したチェックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官


房等による複層的チェックは、３のチェックポイントに留意して、


別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その


結果を審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェ


ックポイントについて１回でチェックするのではなく、担当ごと又


は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施するこ


と。


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事


項のチェックを行い、法案については、確認済みの点検結果一覧


を審査担当参事官に提出すること。


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府


省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、当該法令の改正部分に


ついて、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等におい


ても、当該法令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層


的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェックシー


トを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。


(6) 最終的な全体チェック及び複層的チェックの実施


法令案について当局による審査が実質的に終了し、法令案が固まった


段階において、当該法令案の形式的事項について、立案府省庁等におい


て、最終的な立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の


大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の


誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧を審


査担当参事官に提出すること。


［留意点］


○ 新たな視点で法令案の形式的事項に特化した最終的な複層的チェ


ックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官


房等による複層的チェックは、３のチェックポイントに留意して、


別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その


結果を審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェ


ックポイントについて１回でチェックするのではなく、担当ごと又


は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施するこ
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と。


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事


項のチェックを行い、法案については、確認済みの点検結果一覧


を審査担当参事官に提出すること。


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府


省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、当該法令の改正部分に


ついて、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等におい


ても、当該法令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層


的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェックシー


トを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。


○ 当局における決裁や与党における審査など閣議付議の予定日の直


前において更に修正がされることもあることから、最終的な複層的


チェックについては、統括責任者において相当数の職員を確保し、


チェックポイントごとの担当を決めるなどして短時間で集中的に形


式的事項のチェックを行うことができる態勢を整備すること。


○ 複層的チェックを行う大臣官房等に恒常的にそのための職員を配


置することが困難な場合においては、必要に応じて他の部局等から


適当な職員を集めることができる態勢を整えること。


(7) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底


(4)(5)(6)の全体チェックのほか、立案及び審査の過程において法令


案に修正があった場合は、その都度、立案府省庁等において、３の形式


的事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要


となる改正に遺漏がないようにすること。


［留意点］


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、関連して修正すべき部分が


ないか全般的なチェックを行うこと。


・ 特に、当該修正により規定を追加、削除又は移動する改正を


新たに追加した場合には、当該修正に伴って必要となる引用先


の改正を見逃しやすいので、注意して確認すること。


○ 法令審査支援システムを活用すること。


(8) 印刷物の校正刷り版の確認


法案の印刷物（穴なし）の校正刷りについては、複数人で最終の法


令案（改め文）との読み合わせによる確認を行うこと。また、審査担
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当参事官に共有すること。


当局における読み合わせ後に修正があった場合には、法案の印刷物（穴


あき）の校正刷りについても、当該修正が正しく反映されているか複数


人で読み合わせによる確認を行うこと。


［留意点］


○ 国立印刷局においては、提出された法令案（改め文）のワープ


ロデータをテキストデータとして取り込み、編集した上で、禁則


処理を施すことから、校正刷りに文字の欠落や重複がないか、表


中に空白ができていないか、字下げ（配字）の誤りがないか等の


確認を入念に行うこと。特に、ページや行の変わり目に注意する


こと。


○ 表の体裁（罫線の位置等）に注意すること。


(9) 読み合わせによる確認


読み合わせは、配字を含めて一文字一文字を確かめ、法令案の全体に


ついて誤りがないことを確認することができるように行うこと。


［留意点］


○ 立案府省庁等における全体チェック及び複層的チェックにおいて


も、読み合わせによる確認を行うこと。


○ 当局における読み合わせは、審査担当参事官から渡される最終原


稿を読み上げて行うこと。また、必ず３名以上で行うこととし、


審査担当参事官の指示により、最終原稿の読み手のほか、副本の


確認、新旧対照表の確認、審査用の参照条文による確認、読替対


照表の確認等の役割分担をして行うこと。


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック


別紙１から別紙６までに掲げるチェックポイント(要点)により法令案の


形式的事項についてチェックを行うこと。


［留意点］


○ 別紙１から別紙６までに掲げるものは、法令案において特に誤り


を生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、各府


省庁等においては、あらかじめ、その趣旨を法令案の立案及びチェ


ックに当たる職員に周知させ、法令案の立案担当部局による全体チ


ェック及び立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェック


に遺漏がないようにすること。また、各府省庁等においてその他必
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要と思われるチェックポイントがあるときは、これを適宜増補して


使用すること。


○ 法令案のチェックに当たって改正対象法令等を参照する場合、審


査用の参照条文を参照すること。


○ これらのチェックポイントは、一部改正法令案を念頭に置いたも


のであるが、全部改正法令案及び新法令案についても、これらに準


じてチェックを行うこと。


４ 法案提出後におけるフォロー等


(1) 立案府省庁等において、法案提出後、その内容を改めて点検し、万一


法案に誤りがある場合には、国会における審議が開始される前に、法案


の正誤処理を行うことができるようにすること。


(2) 国会提出後の法案について、その成立が当初の見込みから遅れること


となる場合には、改めて法案をチェックし、所要の修正の依頼を怠らな


いこと。


［留意点］


○ 成立を見込んで記載した法律番号の年の部分の修正


○ 他の法律の規定による一部改正の施行が先行してしまうことによ


る法案の修正
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別紙１ 文言の改正に伴うチェック


１ 改正する規定の特定が正確であることをチェックすること。


［要点］


① 改正箇所を示す「第○条第○項」、「…第○号」、「各号列記以外の部


分」、「…本文」、「…ただし書」、「…前段（後段）」等によって指定され


た規定が存在するか、また、その指定する規定の範囲が適当かについて、


実際に当該規定に当たって確かめること。


② 枝番(特に孫番)の誤記は見逃しやすいので注意すること。


［誤り事例］


例１ 適用読替の規定である第Ｘ条を改める際、同条が「・・・された場


合における第Ｙ条、・・・の規定の適用については、第Ｙ条中・・・と


する。」という１文から構成されているにもかかわらず、２文から成る


ものと錯覚し、「第Ｘ条前段中」と記載してしまった。


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改正対象規定を


「第Ｙ条第一項第七号中」とすべきところ、「第Ｙ条第七号中」として、


「第一項」という文言を書き漏らしてしまった。


２ 改め元の文言(「○○」を…改める、「○○」を削る、「○○」の下に…


加える等における「○○」の文言)が１で確認した規定中の文言に合致す


ることをチェックすること。


［要点］


① １で確認した規定の全体を精査し、改め元の文言について、不一致及


び意図しない一致(誤ヒット)がないことを確かめること。


② 特に、改め元の文言が長い場合は一文字の誤りでも不一致となり、他


方、改め元の文言が短い一般的な用語である場合(「及び」、「又は」、「第


○条」等)は他に意図しない一致(誤ヒット)を生じる可能性が高いこと


に留意すること。


③ 改め元として引用する読点（「、」）及び句点（「。」）の扱いが適当か


についてもチェックすること。


④ 読替規定（改め元又は改め先の文言に対にならない「」又は複数の


「」が含まれるもの）には法令審査支援システムでは対応できないこ


とがあり、また、表の改正は法令審査支援システムではチェックでき
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ないので、特に入念に人の目で確認すること。この場合において、


ワープロソフトの検索機能を有効に利用すること。


⑤ なお、改正がある項について行うべき用語の整備（「行なう」を「行


う」に、「但し」を「ただし」に、「一に」を「いずれかに」に改める


等）についても留意すること。


［誤り事例］


例１ Ａ法改正法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条の規定を改める際、改め


元の文言を「昭和六十年一月二日」とすべきところ、「昭和六十四年一


月二日」と記載してしまった。


例２ ２項から成る第Ｘ条の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｘ条第


一項中」と特定すべきところ、同条第２項にも改め元の文言と同一の文


言があることを見落とし、単に「第Ｘ条中」としたため、同条第２項が


誤って改正され、意味の通らない規定となってしまった。


例３ 比較的長文の第Ｘ条第１項（準用規定）中「という。）と」の下に


文言を加える際、第Ｘ条第１項に「という。）と」と同一の文言がある


ことを見落としてしまった。


例４ 各号列記がある附則第Ｘ条第１項の規定を改める際、改正対象規定


を「附則第Ｘ条第一項各号列記以外の部分中」と特定すべきところ、同


項第１号中にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に


「附則第Ｘ条第一項中」としたため、同項第１号が誤って改正されてし


まった。


例５ 第Ｘ条第１項各号列記以外の部分中「」という。）」を削る際、同


項各号列記以外の部分中の他の箇所及び同項各号に「」という。）」と


同一の文言があることを見落としてしまった。


例６ 第Ｘ条に規定する業務規程について認可制を届出制に改める際、改


め元の文言を「認可を受け」とすべきところ、「許可を受け」と記載し


てしまった。


３ 改め先の文言（「△△」に改める、「△△」を加える等における「△△」
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の文言)が１で確認した規定中に正常に溶け込むことをチェックすること。


［要点］


① 改め先の文言を溶け込ませた後の当該規定において、改正部分の前後


を通読して文意が通じることを確かめること。


② 規定中の文言を削る場合においても、改正部分の前後を通読して同様


の確認をすること。


③ 必ず法令審査支援システムで、溶け込ませ後の条文を確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、行政


庁による公示を規定する第Ｙ条の文言について、「第Ｘ条に規定する認


可をしたときは」を「第Ｘ条の規定による届出を受理したときは」に改


めるべきところ、単に「認可」を「届出」に改めるとしたため、「（行


政庁が）・・・届出をしたときは」となってしまった。


例２ 第Ｘ条において、「終了予定日とされた日」の下に「から三十日を


経過した日」を加える際、改め元の文言を誤って「終了予定日」とした


ため、「終了予定日から三十日を経過した日とされた日」となってしま


った。


例３ 第Ｘ条において、「同法第三条第二項中」を「同項中」に改めるべ


きところ、改め元の文言の引用を誤って「第三条第二項中」としたため、


「同法同項中」となってしまった。


４ 溶け込み後(文言を削った場合を含む。)の規定の全体について、誤りを


生じやすい語句等のチェックを行うこと。


［要点］


① 既存の「同(法、条、項等)」が指すものに誤りを生じていないかを確


認すること。


② 新たに「同(法、条、項等)」を用いるべきものが生じていないかを確


認すること。


③ 「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方が適当かを


確認すること。


④ 括弧（（）及び「」）の開閉は整合しているかを確認すること。


⑤ 改正部分に法令名(題名及び件名をいう。以下同じ。)又は定義語・略
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称がある場合は、別紙３の縦断的チェックを行うこと。


⑥ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に


当たって確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条において、「第Ｙ条第一項の規定による認可、同条第四項の


規定による変更の届出・・・」という規定中、「認可」の下に「、第Ｚ


条第一項の規定による変更命令」という文言を加える際、「同条第四項」


を「第Ｙ条第四項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例２ 第Ｘ条において、「第Ｙ条第一号又は第二号に掲げる業務」という


規定の下に「又は第Ｚ条第一号に掲げる業務」という文言を加える際、


「第Ｙ条第一号又は第二号」を「第Ｙ条第一号若しくは第二号」に改め


るべきところ、これを看過してしまった。


例３ 『Ａの表Ｂの項及びＣの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・す


る。』という読替規定において、「Ｃの項」の次に「Ｄの項」を加える


際、『Ａの表Ｂの項、Ｃの項及びＤの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、


・・・する。』とすべきところを誤り、『Ａの表Ｂの項、Ｃの項、Ｄの


項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・する。』としてしまった。


５ 当該規定中の文言を引用している他の規定を確認し、その引用している


文言が改正後の当該規定中の文言と整合しているかをチェックすること。


［要点］


○ 改正対象法令のほか、本文第２の１(3)において整理した他の引用法


令の全てについて確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、約款


の公衆縦覧を規定する第Ｙ条について、「第Ｘ条に規定する認可を受け


た約款」を「第Ｘ条の規定による届出を行った約款」に改めるべきとこ


ろ、これを看過してしまった。


例２ 第Ｘ条中の文言を「異議申立手続」から「審査請求手続」に改めた


際、これに伴って第Ｘ条を準用している第Ｙ条中の「異議申立手続」の
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文言を改めるべきところ、これを看過してしまった。


例３ 「Ａ機構」を「Ｂ機構」に名称変更する改正の際、直近の臨時国会


で成立した「Ａ機構」を引用する法律を見落としたため、当該法律に改


正漏れが生じてしまった。
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別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック


１ 追加、削除又は移動の対象となる規定の特定及びその追加、削除又は移


動の処理が適当であることをチェックすること。


［要点］


① 規定の追加、削除又は移動を行う場合の基本的ルールに従っているか


を確認すること。


② 章名、節名等を付し、又は削ることによる章(節等)建ての変更がある


場合の処理に誤りを生じないよう留意すること。


［誤り事例］


例 新たに章名を付する際、「第Ｘ条の十六の六」の次に付すべきところ、


「第Ｘ条の十六」の次に付してしまった。


２ 追加、削除又は移動の対象となる規定が章、節等の冒頭又は末尾のもの


かどうかをチェックすること。


［要点］


① 章、節等の冒頭又は末尾の規定に追加、削除又は移動がある場合、改


正規定(改め文)にその趣旨が明記(「第○章中第○条の次に…」等)され


ているかを確認すること。


② 編、章、節等の冒頭又は末尾の章、節、款等に追加、削除又は移動が


ある場合についても、同様である。


③ 目次の改正が漏れていないかを確認すること。附則において他法改正


を行う際、当該他法の目次の改正が必要となる場合があることにも十分


に留意すること。


［誤り事例］


例１ 第Ａ章の冒頭に第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「第Ｘ


+1条」を「第Ｘ条の二」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例２ Ａ法改正法附則において、Ｂ法の規定を改める際、Ｂ法本則の末尾


に２条（罰則規定）を追加したことに伴って、Ｂ法の目次における罰則


の章の末尾の条名を「第Ｘ条」から「第Ｘ+2条」に改めるべきところ、


これを看過してしまった。
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例３ 第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「（第Ｘ条・第Ｘ+1条）」


を「（第Ｘ条－第Ｘ+1条）」に改めるべきところ、これを看過してしま


った。


３ 共通見出しの処理をチェックすること。


［要点］


○ 規定(条)の追加、削除又は移動に伴い、共通見出しの付け直しの処理


が適切にされているかを確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条及び第Ｘ+1条の共通見出しを改正する際、「第Ｘ条の前の見


出し」とすべきところ、「第Ｘ条の見出し」と記載してしまった。


例２ 第Ｘ条から第Ｘ+2条までの共通見出しが付されている場合で「第


Ｘ条 削除」とするときに、第Ｘ条の前に付されていた共通見出しを


第Ｘ+1条の前に付け替えるべきところ、これを看過してしまった。


４ 追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に誤りを生じていない


かをチェックすること。


［要点］


① 追加、削除又は移動の対象となる規定の前後の規定において、「前条


(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」が用いられてい


るかどうかを確認し、その指示するものに誤りを生じていないかをチェ


ックすること。


② 規定の追加、削除又は移動の結果、その前後の規定において、「第○


条(項、号)」又は「第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」を「前条


(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」に改める必要が


ないかを確認すること。


③ 章、節等の単位で追加、削除又は移動の対象となる場合(新たに章名、


節名等を付し、又は章名、節名等を削る場合を含む。)は、「前章(節等)」、


「次章(節等)」又は「前○章(節等)」についてチェックをすること。


④ その他当該改正対象法令の全体について、追加、削除又は移動の対象


となる規定の引用関係に不整合を生じていないかを精査すること。この


場合において、「…第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」のように、


追加、削除又は移動の対象となる規定の条名等が改正対象法令の規定上
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そのまま記載されていない場合(電子データを利用して単純に検索を行


ってもヒットしない場合)があることに留意すること。


⑤ 加えて、本文第２の１(3)において整理した他の引用法令の全てにつ


いて、同様に、追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に不整


合を生じていないかを精査すること。


⑥ 本改正により項建てがなくなった条や項建ての条の全ての項を引用す


る場合は、単に「第○条」とすることを見落とさないこと。また、本改


正により項建てがされた条中の規定を引用する場合に、「第○条第△項」


とすることを見落とさないこと。


⑦ 改正部分に法令名又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チ


ェックを行うこと。


⑧ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に


当たって確認すること。


⑨ 新たに追加した条文で引用している条、項、号等については、引用元


で移動しても法令審査支援システムではエラーメッセージが出ないの


で、必ず人の目で確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条の次に第Ｘ条の２から第Ｘ条の５まで計４条を追加したこと


に伴って、直後の条（第Ｘ+1条）中の「前条」という文言を「第Ｘ条」


に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例２ 別表中の備考にある第Ｘ号の次に１号を追加したことに伴って、直


後の号（旧第Ｘ+1号＝新第Ｘ+2号）中の「前号」という文言を「第Ｘ号」


に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例３ 第Ｘ条の次に１条を追加したことに伴って、第Ｘ条の２が第Ｘ条の


３に移動したため、第Ｘ条中の「次条」という文言を「第Ｘ条の三」に


改めるべきところ、これを看過してしまった。


例４ 第Ｘ条に第２項と第３項を追加したことに伴って、直前の条（第Ｘ


-1条）第３項中の「次条第一号」という文言を「次条第一項第一号」に


改めるべきところ、これを看過してしまった。


例５ 第Ｘ条において号の追加により第３号が第４号に移動したことに伴
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って、これを引用する第Ｙ条（罰則規定）中の「第Ｘ条第三号」という


文言を「第Ｘ条第四号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例６ Ａ法改正法の附則第Ｘ条において、改正後のＡ法第Ｙ条の規定を引


用する際、第Ｙ条において項の追加により第４項が第６項に移動したこ


とを見落とし、「同条第六項」とすべきところ、「同条第四項」と記載


してしまった。


例７ 第Ｘ条において、免許拒否事由を規定する際、審査の過程における


修正に伴って条が移動したことを見落とし、「第Ｙ条の規定により解任


を命ぜられた役員」とすべきところ、「第Ｙ-1条の規定により解任を命


ぜられた役員」と記載してしまった。


例８ 第Ｘ条において項の削除により第４項が第３項に移動したことに伴


って、これを引用する第Ｘ条の２第１項及び第２項中の「前条第四項」


という文言を「前条第三項」に改めるべきところ、これを看過してしま


った。


例９ Ａ法改正法の附則第Ｘ条においてＢ法を改正する際、Ｂ法附則第


Ｚ条から第Ｚ+2条までを1条ずつ繰り上げたことに伴って、Ｂ法第Ｙ


条第1項に規定されていた「附則第Ｚ+1条において同じ。」の「附則


第Ｚ+1条」を「附則第Ｚ条」に改めるべきところ、これを看過して


しまった。


例１０ 第Ｘ条第２項と第Ｙ条第２項を削除したことに伴って、これらの


条項を引用する第Ｚ条（罰則規定）中の「第Ｘ条第一項（同条第二項に


おいて準用する場合を含む。）又は第Ｙ条第一項（同条第二項において


準用する場合を含む。）」という文言を「第Ｘ条又は第Ｙ条」に改める


べきところ、これを看過してしまった。


例１１ 第Ｘ条第３項を削除したことに伴って、これを引用する第Ｙ条第


１項中の「（第Ｘ条第三項を除く。）」という文言を削除すべきところ、


これを看過してしまった。


例１２ Ａ法第Ｘ条において、項の追加により第５項と第７項が各々第６
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項と第８項に移動したことに伴って、これらの条項を引用するＢ法第Ｙ


条第３項中の「第Ｘ条第五項及び第七項」という文言を「第Ｘ条第六項


及び第八項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例１３ Ａ法によってＢ法の条項の移動を行ったところ、既に成立した


未施行のＣ法において移動前のＢ法の条項を引用していることを見落


としたため、Ｃ法の改正漏れが生じてしまった。
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別紙３ 縦断的チェック


１ 引用する他の法令の法令番号の記載等を縦断的にチェックすること。


［要点］


① 改正後の改正対象法令において、引用する他の法令の法令番号が適切


に付されているかを確認すること。


② 本改正により法令番号の記載された法令名が削除される場合は、これ


に伴いその法令番号を付け替える必要がないかを確認すること。


③ 本改正の附則(経過規定、他の法令の一部改正規定等)における法令名


(「新法」、「旧法」、「平成○○年改正法」等の略称を含む。)の記載及


び法令番号の扱いが適当かを確認すること。


［誤り事例］


例１ Ａ法において、Ｂ法の条項を引用する多数の文言を規定する際、「Ｂ


法」という最初の文言に法令番号「（昭和○○年法律第△△号）」を付


記すべきところ、これを看過してしまった。


例２ Ａ法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条を改め、その中でＡ法の規定を


引用する際、「Ａ法」という文言に法令番号を付記すべきところ、これ


を看過してしまった。


２ 定義語・略称の定め方及び用い方を縦断的にチェックすること。


［要点］


① 定義語・略称の定め方及び用い方に改正後の改正対象法令の全体を通


じて重複や混乱がないかを確認すること。


② 本改正により定義規定又は略称を定める規定若しくは文言が削除され


る場合は、これに伴い新たな定義規定又は略称を定める必要がないかを


確認すること。


③ 「以下同じ。」、「以下この章において同じ。」、「第○条第○項におい


て同じ。」等の定義語・略称の適用範囲の指定に誤りを生じていないか


を確認すること。また、不要となった定義規定又は略称を定める規定を


残していないかを確認すること。


④ 本改正の附則その他の改正対象法令以外の法令において、改正対象法


令中の定義語・略称を不用意に用いていないかに留意すること。
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［誤り事例］


例１ Ａ法第Ｘ条を全部改正し、第１項に「調整期間」という略称を定め


る規定を設けたことを受け、Ｂ法附則第Ｙ条第４項において、この略称


を用いる際、「Ａ法第Ｘ条第一項に規定する調整期間」とすべきところ、


「Ａ法第Ｘ条第二項に規定する調整期間」と記載してしまった。


例２ Ａ法の原始附則第Ｘ条に項を追加し、その中でＢ法（Ａ法等の一部


改正法）中の条項を引用する際、当該Ｂ法について、題名を記載し、法


令番号を括弧書きで付記すべきところ、「昭和○○年改正法」と、略称


を定める規定を置かずに略称を用いてしまった。


例３ 「○○」という文言が使われている多数の条のうち、「○○（△△


○○を除く。以下この章において同じ。）」という定義規定を設けてい


る条を削除する際、「○○」という文言が出てくる直後の条において、


○○に関する同様な定義規定を設けるべきところ、これを看過してしま


った。


例４ Ａ法改正法附則において、Ｂ法第Ｘ条の第２項及び第３項を削除し


たことに伴って、同条第１項中の「（次項において「施設等機関」とい


う。）」という略称を定める規定を削除すべきところ、これを看過して


しまった。
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別紙４ 準用規定のチェック


準用規定（変更適用規定及び「例による」とする規定を含む。以下同じ。)


は、法令の構成を簡素にするとともに、制度の仕組みを大括りで理解しや


すくすることができるという利点があるが、反面、準用規定そのものには


技術的な正確性が求められ、誤りを生じやすいものであることから、特に


準用規定に着目したチェックを励行すること。


［要点］


① 国民の日常生活に密接に関係する規定については、準用を避けて必要


な事項を書き下ろすよう努めること。また、読替規定の読替えなど分か


りにくいものは、できる限り避けること。


② 改正対象法令中の準用規定を全て確認し、その引用する規定について、


本改正による文言の改正又は規定の追加、削除若しくは移動がないかを


確認すること。


③ 準用される規定のうち、「…について準用する」ことによって当然に


変容する部分と明文での読替えを必要とする部分との仕分けに留意する


こと。


④ 準用されている規定の改正に伴い、新たな読替えや引用されている読


替元の文言について改正を要するかをチェックすること。


⑤ 読替規定中の「」の開閉の整合性及び「…とあるのは、「○○」と…」


の「、」の要否(対句構造か否か)に留意すること。


⑥ 読替規定の改正に当たっては、読替対照表を利用して、読替元の文言


及び読替後の文言が誤りなく改正されることを確認すること。


⑦ 読替後の規定中の「同（法、条、項等）」、「及び」・「並びに」及び「又


は」・「若しくは」の用い方に留意すること。


⑧ 準用規定において引用する他の法令の規定について、「○○法(政令)」


又は「同法(令)」の記載に遺漏がないかを確認すること。


⑨ 他の法令の規定を読み替える場合においては、当該他の法令中の定義


語・略称は疑義が生じない場合にはそのまま用い、自法令の法令番号は


入れないことに留意すること。


⑩ なお、孫準用はできる限り避けるものとするが、孫準用された規定を


引用するときは、「第□条(第△条において準用する場合を含む。)にお


いて準用する第○条」のように、孫準用の関係を明記することに留意す


ること。







- 25 -


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条において、第Ｙ条の規定が読み替えて準用されている。第Ｙ


条を改正したことに伴って、第Ｘ条中の読替規定（＝『第Ｙ条中「○○」


とあるのは、「△△」と読み替えるものとする。』という規定）のうち、


読替元の文言（＝「○○」という文言）を改めるべきところ、これを看


過してしまった。


例２ 第Ｘ条において、第Ｙ条等の規定を読み替えて準用する規定を設け


る際、審査の過程で第Ｙ条第１項中の読替元の文言が修正されたことを


見落とし、当該文言を「○○の製造をする者」とすべきところ、「○○


の製造者」と記載してしまった。


例３ 準用読替えの規定であるＡ法第Ｘ条を改める際、『「○○」の下に


「、「Ｂ法第Ｘ条」とあるのは「Ｃ法第Ｙ条」と」を加える。』とすべ


きところ、Ｂ法第Ｘ条の直前にあるべきかぎ括弧（ 「 ）を書き漏らし


てしまった。


例４ 原始附則に条を追加し、その中で本則の規定を読み替えて準用する


際、読替元の文言について、『第Ｘ条第一項中「・・・その十分の〇・


五」とあるのは』とすべきところ、『「・・・その〇・五」とあるのは』


として、「十分の」という文言を書き漏らしてしまった。
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別紙５ 施行期日のチェック


施行期日が適切に定められているかについてチェックすること。


［要点］


① 一体的に施行する必要がある規定に漏れはないかを確認すること。


② 本体部分の制度の実施の準備のために必要な措置を定めた本則及び附


則の規定の施行期日は適当かを確認すること。


③ 他の法令による改正がありその施行期日が未定である場合において、


その施行期日と本改正の施行期日の先後関係のいかんによって必要とな


る読替え等の調整規定は置かれているかを確認すること。


［誤り事例］


例１ 改正法附則第１項において各号列記により施行期日を規定する際、


審査の段階で改正法附則の項数が７から６に減ったことを見落とし、同


項第１号に「改正法附則第七項」という存在しない項を掲げてしまった。


例２ 第Ｘ条の規定について、附則第１条（施行期日）において、同条本


文の規定する平成３年１月１日からの施行とすべきところ、誤って同条


第３号に掲げてしまったため、その施行日が平成５年４月１日となって


しまった。


例３ 附則第Ｘ条の規定について、平成元年６月１日からの施行とするた


め、附則第１条（施行期日）において、同条ただし書中に規定すべきと


ころ、漏らしてしまったため、その施行日が同条本文の規定する「公布


の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」とな


ってしまった。
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別紙６ その他の形式的事項のチェック


１ 目次、章(節等)の構成、条名、項番号等の連続性、見出し等全体につい


ての概括的なチェックを行うこと。


［要点］


① 章（節等）の区切りの位置に誤りはないか。


② 章（節等）中の条数に応じ、目次中の「・」又は「－」の記号は適当


か。特に、章（節等）中の中間の枝番の条の追加又は削除に留意するこ


と。


③ 条名、項番号等は連続しているか。


④ 枝番の最後のものについて、「第○条の○ 削除」としていないか。


⑤ 見出しの改正漏れや欠落はないか。


⑥ 章(節等)が一条のみで構成される場合に、当該条に章(節等)名と重複


する見出しを付していないか。


⑦ 振り仮名（ルビ）の付し方は改正対象法令の全体を通じて適当か。


２ 配字のチェックを行うこと。


［要点］


① ワープロソフトの書式設定が、１行４８文字１ページ１３行、所定の


禁則処理となっているか。なお、禁則処理については、法案誤り等再発


防止プロジェクトチーム取りまとめ（令和３年６月29日）の別紙を参照


すること。


② 条建ての改正規定は、一字下がりとなることに留意すること。


③ 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、案文の初字の位置


に留意すること。


④ 表の上下の罫線の位置は正しいか。


⑤ 目次、表等の改正部分を図示する場合の「」の位置は正しいか。


⑥ その他配字全般が適正であることを確認すること。


３ 片仮名法令の改正、項番号のない規定の改正等特殊なルールがあるもの


については、それに従っているかをチェックすること。


［要点］


① 項番号のない条文の項の初字の位置に留意すること。


［誤り事例］
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例１ 項番号がない条文で構成される法律において、既存の条に新たな


項を加える際、案文の行頭を一文字高くしてしまった。


４ 誤字・脱字等のチェックを行うこと。


［要点］


① 改正規定(改め文)中の改正箇所を示す「(条、項等)中」及び「同(条、


項等)」の用い方は適当か。


② 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、改正箇所を示す「改


正規定中」が漏れていないか。


③ 文言等の改正を順次行う場合において、改正規定(改め文)中の「改め」、


「加え」又は「削り」の欠落はないか。


④ 同音異義語(ワープロ変換の誤り)はないか。


(例) 「異義」・「異議」、「課す」・「科す」、「期間」・「機関」、「聴く」・「聞


く」、「権」・「件」、「更正」・「更生」、「睡」・「酔」、「多数」・「他数」、


「適正」・「適性」等


⑤ 類似文字、類義語の誤りはないか。


(例) 「末」・「未」、「懲」・「徴」、「資金」・「基金」、「推進」・「促進」、「認


可」・「許可」等


⑥ 見落としやすい脱字はないか。


(例) 「第」、「条」、「項」、枝番の条名中の「の」等の文字、「…こと。」、


「…とき。」及び「…以下同じ。）」における「。」等


⑦ 見落としやすい重複はないか。この場合において、溶け込み後の条文


についてワープロソフトの校正機能を有効に利用して誤字脱字等の検出


をすること。


(例) 「第第」、「ととともに」等


⑧ 拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の大小に誤りはないか。


⑨ 送り仮名の誤りはないか。


(例) 「行う」・「行なう」等


⑩ 片仮名法令を引用する場合の表記の誤りはないか。


(例) 件名には平仮名を用い、枝番の条名中の「ノ」、引用する文言等


は片仮名を用いること等


⑪ なお、法令名、法令番号、年月日、金額及び割合の誤記は見逃しやす


いので留意すること。


［誤り事例］
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例１ Ａ法に条を追加し、その中でＢ法の規定を読み替えて準用する際、


読替先の文言について、「Ａ法第Ｘ条第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、


又はＡ法第Ｚ条の規定による・・・」とすべきところ、「Ａ法第Ｘ条第


二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又は同法第Ｚ条の規定による・・・」


と記載してしまった。


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の別表中の規定を改める際、『別表


第三第Ｙ号中「○○」を「△△」に改め、同表第三第Ｚ号中「××」を


「□□」に改める。』とすべきところ、「改め」という文言を書き漏ら


してしまった。


例３ 「多数の人」とすべきところ、「他数の人」と表記してしまった。


例４ 「懲役」とすべきところ、「徴役」と表記してしまった。


例５ 「○○未満」とすべきところ、「○○末満」と表記してしまった。


例６ 「同法第二十三条の二の二十第一項」とすべきところ、「同法第二


十三の二の二十第一項」と、「条」の１文字を書き漏らしてしまった。


例７ 目次中の条名を改める際、「第Ｘ条の二の十三」とすべきところ、


「第Ｘ条二の十三」と、「の」の１文字を書き漏らしてしまった。


例８ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改め先の文言に


ついて、「同法第Ｙ条第一号」とすべきところ、「同法Ｙ条第一号」と、


「第」の１文字を書き漏らしてしまった。


例９ 「○○原料製造業者」とすべきところ、「○○原料製業者」と、「造」


の１文字を書き漏らしてしまった。


例１０ 「意見を聴くとともに」とすべきところ、「意見を聴くとととも


に」と、「と」の１文字を余分に記載してしまった。


例１１ 「若しくは」とすべきところ、「若ししくは」と、「し」の１文


字を余分に記載してしまった（「若し」のところで改行されていたも
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の。）。


例１２ 平成元年以後に立案されたＡ法（促音小書き）の附則第Ｘ条にお


いて、昭和６３年以前に立法されたＢ法（促音小書きせず）の規定を改


める際、改め先の文言について、「あつては」とすべきところ、「あっ


ては」と表記してしまった。


例１３ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、「・・・の整


備の促進に関する特別措置法」というＢ法の題名の表記に当たり、「・


・・の促進に関する特別措置法」と、「の整備」という文言を書き漏ら


してしまった。


例１４ 「労働者」（の健康の保持に及ぼす）とすべきところ、「労働省」


（の健康の保持に及ぼす）としてしまった。


例１５ 罰則規定において、「一年以下」（の懲役）とすべきところ、「一


年以上」（の懲役）としてしまった。





























101
「法令協議に関する申合せ」について（平成5年1月20日内閣参総第9号内閣官房内閣参事
官室首席内閣参事官）


102
法令案における誤りの防止について（手引き、チェックシート）（平成16年12月9日改正
内閣法制局）


103 法令審査資料の簡素化等について（平成26年12月９日総務主幹）
104 法令の平易化に努めた審査事例（平成16年9月長官総務室総務課）


201 各省等設置法立案作業手引書集（中央省庁等改革推進本部）
202 中央省庁等改革関係政令立案作業手引集（中央省庁等改革推進本部事務局）
203 規制の新設審査について（平成6年2月15日閣議決定、平成21年3月31日閣議決定）


301 法令における漢字使用等について（平成22年11月30日内閣法制局長官）
302 「異字同訓」の漢字の使い分け例（平成26年2月21日文化審議会国語分科会） 


303
我が国の法令等における台湾に関する規定ぶりについて（令和元年5 月24日外務省大臣官
房長・アジア太平洋州局長）


304 件名･要旨調の記載方法について（平成20年12月1日長官総務室総務課）


401 「件名･要旨」一覧
402 内閣提出法律案及び政令の「理由」一覧


501 法令案審議録等整理編集要領（長官総務室）


502
閣議請議書等の青紙及び署名用紙の写しの保存について（平成30年8月27日長官総務室総
務課文書係）


503 電子メールの選別・保存について（令和元年12月16日総務主幹決定）
504 共有フォルダ等の整理方針（令和元年12月16日総務主幹決定）


601 閣議に関する業務の効率化について（令和2年10月12日内閣総務官室）
602 閣議請議文書の決裁方法について（依頼）
603 【赤紙･青紙】閣議請議書について（令和2年4月17日～）
604 署名大臣用紙の取扱いについて
605 法令案及び条約案の文書記号について（令和2年2月内閣法制局長官総務室）
606 公文件名簿記入要領、請議･署名大臣略称一覧


701 参事官付法令審査心得（平成21年6月16日改正内閣法制局長官総務室）
702 国会等関係資料集（令和3年1月長官総務室総務課）
703 国会関係事務処理要領（昭和59年3月2日長官総務室）


【審査録関係】


【決裁等手続関係】


【その他】


長官総務室掲示板（016法制執務）掲載資料一覧


【総論】


【立案の手引】


【表記関係】


【執務参考】








　


提　出　日　時
月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


①


②


2


①


②


③


④


⑤


3


①


②


③


4


①


②


③


④


⑤


⑥


5


①


（注１）


（注２）


（注３）


別添誤りチェックシート


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


府省名 所　属 官　職 ・ 氏　名


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


意図しない一致


句読点の誤り


読替規定・表の確認


用語の整備


溶け込みの正確性


溶け込み後の文意


別紙１　文言の改正に伴うチェック


改正規定の特定の正確性


改正条項の確認


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


引用規定の特定の正確性


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


削除後の文意


システムでの溶け込みチェック


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。
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手引　別紙２


別紙２　規定の追加等に伴うチェック


1


①


②


2


①


②


③


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


（注１）


（注２）


（注３）


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


別添誤りチェックシート


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


目次の改正漏れ


共通見出しの処理


追加等に伴う付け直し


追加等に伴う引用関係の誤り


「前条」「次条」「前○条」等を改正す
る必要性


「前条」、「次条」等に改正する必要
性


規定の追加、削除又は移動


処理の基本的ルール


章名を付する場合等


冒頭、末尾における追加等


章名等の明記（条項の場合）


　　　同上　　 （節等の場合）


新たに追加した条文における引用
条項の正確性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


章等の追加等に伴う「前章」等の改
正の必要性


追加等に伴う上記以外の引用関係
の整合性（「第○条から第△条ま
で」等）


他の引用法令における引用関係の
整合性


項建ての存否に伴う「第○項」の適
否


法令名、定義語等の追加等に伴う
縦断的チェック


新たに引用する規定の特定の正確
性
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手引　別紙３～５


別紙３　縦断的チェック


1


①


②


③


2


①


②


③


④


別紙４　準用規定のチェック


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


別紙５　施行期日のチェック


①


②


③


（注１）


（注２）


（注３）


別添誤りチェックシート


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


定義規定等の削除に伴う付け替え


定義語・略称の適用範囲・必要性の
確認


改正対象法令以外での定義語・略
称の不用意な使用


分かりにくい準用読替規定の回避


引用する規定に本改正による文言
の改正、移動等がないかの確認


読替規定を置く必要性


法令番号の縦断的チェック


法令番号の付け忘れ


法令名削除に伴う法令番号の付け
替え


附則における法令名の記載等


定義語・略称の縦断的チェック


定義語・略称に重複・混乱がないか


孫準用の関係の明記


対象規定の適切なグルーピング


制度実施に必要な準備規定の施行
期日


他法改正との調整規定の必要性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


読替元の文言を改正する必要性


「　」の開閉、「、」の要否


読替対照表による文言の確認


読替後の規定中の「同法」、「及
び」、「又は」等の用法の正確性


他法令の規定の引用における法令
名、「同法」等の記載の正確性


他法令の規定の読替における定義
語・略称、法令番号等の記載の正
確性


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。
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手引　別紙６


別紙６　その他の形式的事項のチェック


1


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


2


①


②


③


④


⑤


⑥


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


⑪


（注１）


（注２）


（注３）


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


別添誤りチェックシート


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


概括的なチェック


章等の区切りの位置


目次中の「・」、「－」の記号


条名、項番号等の連続性


枝番の最後での「第○条の○　削
除」


見出しの改正漏れ、欠落


官職・氏名 月日


判明した誤り


表の上下の罫線の位置


目次、表等を改正する場合の「　」の
位置


その他配字全般


特殊なルールによる改正のチェック


項番号のない条文の項の初字の位
置


誤字・脱字等のチェック


一条のみで構成される章等の見出
し


振り仮名（ルビ）の付け方


配字のチェック


ワープロソフトの所定の禁則処理等
の設定


条建ての改正の場合の配字


一部改正法令の改正のおける案文
の初字の位置


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


重複（「第第」、「ととともに」等）


拗音、促音の大小の誤り


送り仮名の誤り


片仮名法令を引用する場合の表記


法令名、法令番号、年月日、金額及
び割合の誤記


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


改め文の改正箇所を示す「条中」、
「同条」等の用法
一部改正法令の改正における「改
正規定中」の記載
改正規定中の「改め」、「加え」、「削
り」の欠落
ワープロ変換等による同音異義語
の誤り


類似文字、類義語の誤り


脱字（枝番中の「の」等）
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提　出　日　時
月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


① レ レ
②


2


① レ レ
② レ レ 第○条で「各号列記以外の部分」との特定が抜けていた。


③ レ レ
④


⑤


3


① レ レ
②


③ レ レ
4


① レ レ
② レ レ
③ レ レ
④ レ レ
⑤


⑥ レ レ
5


① レ レ
（注１）


（注２）


（注３）


別添誤りチェックシート


○ ○
○


府省名 ○○省 所　属 官　職 ・ 氏　名


○○係員
○○　○○


複層的チェック
統括責任者


大臣官房○○課 課長・○○　○○


部長説明日（　○月○日（火）　）、閣議付議予定日（　○月○日（金）　）
複層的チェック
実施責任者


大臣官房○○課 課長補佐・○○　○○


法
案
名


○○○法の一部を改正する法律案
例（第○条　△△法の一部を改正する法律案部分）
　  （第１条～第２０条部分）


立案担当責任者 ○○局○○課 課長補佐・○○　○○


読替規定・表の確認


○月○日
○○係長


○○　○○
○月○日


別紙１　文言の改正に伴うチェック


改正規定の特定の正確性


改正条項の確認


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日 官職・氏名 月日


判明した誤り


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


意図しない一致


句読点の誤り


引用規定の特定の正確性


用語の整備


溶け込みの正確性


溶け込み後の文意


削除後の文意


システムでの溶け込みチェック


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。
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1 
 


法令案における誤りの防止について 新旧対照表（案） 
改正案 現行 


法令案における誤り防止について（手引） 


（改訂版） 


 


令和３年  月 


内 閣 法 制 局 


 


目 次 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


別紙３ 縦断的チェック 


別紙４ 準用規定のチェック 


別紙５ 施行期日のチェック 


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


別添 誤りチェックシート 


法令案における誤り防止について（手引き） 


（増補版） 


 


平成１６年１２月 


内 閣 法 制 局 


 


目 次 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令の規定の確認等 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


別紙３ 縦断的チェック 


別紙４ 準用規定のチェック 


別紙５ 施行期日のチェック 


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


（新設） 







2 
 


改正案 現行 


法令案における誤り防止について（手引） 


平成１６年８月３０日 


内 閣 法 制 局 


改正 平成１６年１２月９日 


令和３年  月  日 


 


内閣提出の法案及び政令案（以下「法令案」という。）における誤りの防止について、当局では、第１５９回国


会で成立した国民年金法等の一部を改正する法律(平成１６年法律第１０４号)について、法案の形式的事項に多数


の誤りがあり、公布後において官報による正誤処理をせざるを得なかったこと等を契機として、平成１６年にこの


手引を作成し、立案府省庁等と共にこれに従った誤り防止策等を実践してきた。また、法令案における誤り防止の


ためのツールの一つとして平成１８年に法令審査支援システムを導入し、立案府省庁等の利用にも供して、同シス


テムによる法令案の形式的事項のチェックを行ってきた。 


こうした取組にもかかわらず、令和３年の第２０４回国会において、内閣提出の４法案１条約に計１４件の形式


的事項の誤りがあることが判明したことは、誠に遺憾である。法律等の条文は、国民の権利義務に関わることか


ら、正確性を十分に求められるものであり、内閣提出の法令案に形式的事項といえども誤りがあってはならない。


今後同様の事態を生じることがないよう、改めて当局と立案府省庁等とが連携して法令案における誤りの防止を図


るための実効的な態勢を確立し、継続的に取り組んでいく必要がある。 


法令案における誤りの防止について、以下のように定める。なお、この手引は、今後の実施状況等によりその内


容に変更及び追加を行うことを予定している。 


法令案における誤り防止について（手引き） 


平成１６年８月３０日 


内 閣 法 制 局 


改正 平成１６年１２月９日 


 


 


第１５９回国会で成立した国民年金法等の一部を改正する法律(平成１６年法律第１０４号)について、法案の形


式的事項に多数の誤りがあり、公布後において官報による正誤処理をせざるを得なかったことについては、誠に遺


憾である。内閣提出の法案及び政令案(以下「法令案」という。)に形式的事項といえども誤りがあってはならない


ことは当然であり、今後かかる誤りを生じることがないよう、当局と立案府省庁等とが連携しつつ、その防止を図


るための実効的な態勢を確立する必要がある。 


 


 


 


 


 


 


そこで、法令案における誤りの防止について、以下のように定める。なお、この手引きは、今後の実施状況等に


よりその内容に変更及び追加を行うことを予定している。 


 







3 
 


改正案 現行 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


１ 予備審査が一時期に過度に集中することがないよう「法令協議に関する申合せ(平成５年１月１８日各省庁文


書・国会担当課長会議)」を徹底し、常会に提出を予定する法案の予備審査については、非予算関連法案にあって


は１０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案にあっては翌年１月上旬から開始するよう努める


こと。ただし、予算関連法案にあっても、予算案等の確定を待つことなく予備審査を行うことができる部分につ


いては、１０月上旬から開始するよう努めること。 


２ 政令案についても、できるだけ早期に準備をし、時間的余裕をもって審査を行うことができるようにすること。


また、１２月から翌年３月までは、常会に提出する法案の予備審査が集中することを踏まえ、いわゆる年度末政


令等この時期に審査が必須な政令案以外の審査は行わないように審査スケジュールを組むこと。 


３ 法令案の実質的事項についての審査を終えた後において形式的事項のチェックに必要な時間を十分に確保する


ことができるよう、当該法令案の閣議付議の予定日を設定すること。 


４ 立案府省庁等においては、当該法令案の立案担当部局による法令案のチェックを強化することに加えて、これ


とは別に、立案担当部局以外の大臣官房等の職員(必要に応じてその職務を行わせる他の部局等の職員を含む。)


が当該法令案の形式的事項について複層的チェックを行う態勢を確立し、複層的チェックを行うこと。これに伴


い、法令案ごとに、複層的チェックの統括責任者（チェック要員の確保、その役割分担の決定、チェックの実施


状況の確認等を統括する管理職）及び実施責任者（実際にチェック要員によるチェック作業を指揮する補佐クラ


ス）の官職及び氏名等を審査担当参事官に通知すること。 


５ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、立


案府省庁等における４の複層的チェックのほか、当該法令を所管する他の府省庁等においても、当該法令の改正


について複層的チェックを行うこと。当該法令を所管する府省庁等における複層的チェックの統括責任者及び実


施責任者の官職及び氏名等の通知は、当該法令の改正の審査（下審査）を担当する参事官に行うこと。 


６ 立案府省庁等においては、法令案の形式的事項のチェックに際し、法令審査支援システムを活用すること。 


７ 各府省庁等においては、法制実務の基本に関する研修を実施するなど、法令案の形式的事項について的確なチ


ェックを行うことができる職員の養成に努めること。 


８ 審査担当参事官は、その審査する法令案において必要な事項を自らチェックするほか、立案府省庁等の立案担


当部局の立案担当責任者並びに４又は５によって通知を受けた複層的チェックの統括責任者及び実施責任者と


の連絡を密にして当該立案府省庁等における法令案のチェックの態勢、実施状況等を把握するとともに、立案府


省庁等から適時に複層的チェックの誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧の提出


を受け、立案府省庁等において法令案の形式的事項のチェックが実効的に行われていることを確認すること。 


９ なお、法令審査支援システムの機能強化等の法令案の形式的事項のチェックにおけるＩＴ技術の利用の促進に


ついて、更に検討を進める。 


 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


１ 予備審査が一時期に過度に集中することがないよう「法令協議に関する申合せ(平成５年１月１８日各省庁文


書・国会担当課長会議)」を徹底し、常会に提出を予定する法案の予備審査については、非予算関連法案にあって


は１０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案にあっては翌年１月上旬から開始するよう努める


こと。 


 


政令案についても、できるだけ早期に準備をし、時間的余裕をもって審査を行うことができるようにすること。 


 


 


２ 法令案の実質的事項についての審査を終えた後において形式的事項のチェックに必要な時間を十分に確保する


ことができるよう、当該法令案の閣議付議の予定日を設定すること。 


３ 立案府省庁等においては、当該法令案の立案担当部門による法令案のチェックを強化することに加えて、立案


担当部門以外の大臣官房等の職員(必要に応じてその職務を行わせる他の部局等の職員を含む。)が当該法令案の


形式的事項について複層的チェックを行う態勢を確立すること。これに伴い、法令案ごとに、当該複層的チェッ


クを統括する責任者の官職及び氏名を審査担当参事官に通知すること。 


 


 


４ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、立


案府省庁等における３の複層的チェックのほか、当該法令を所管する他の府省庁等においても、当該法令の改正


について複層的チェックを行うこと。当該法令を所管する府省庁等における複層的チェックを統括する責任者の


通知は、当該法令の改正の審査（下審査）を担当する参事官に行うこと。 


（新設） 


５ 各府省庁等においては、法制実務の基本に関する研修を実施するなど、法令案の形式的事項について的確なチ


ェックを行うことができる職員の養成に努めること。 


６ 審査担当参事官は、その審査する法令案において必要な事項を自らチェックするほか、３又は４によって通知


を受けた府省庁等における複層的チェックを統括する責任者との連絡を密にして、その他の形式的事項のチェッ


クにも遺漏がないことを確認すること。 


 


 


７ なお、法令案の形式的事項のチェックにおけるＩＴ技術の利用の促進について、更に検討を進める。 
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改正案 現行 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等 


(1) 官報等の基礎資料の整理 


   当局における審査は、現行日本法規又はその電子版のスーパー法令ウェブに登載された法令の規定をベース


に行っているが、その改正法令が未施行であることや加除・データ更新の時期等によって、審査の時点で、現


行日本法規又はスーパー法令ウェブに本改正(今回行おうとしている改正をいう。以下同じ。)の前提とすべき


改正対象法令（附則により改正する他の法令を含む。以下同じ。)並びに立案及び審査の過程で参照する他の


法令（以下「改正対象法令等」という。）の規定が反映されていない場合も少なくない。このような場合、立


案府省庁等において、現行日本法規又はスーパー法令ウェブに反映されていない改正対象法令等の改正につい


て、官報又は法案(正誤を含む。以下「官報等」という。)によって、当該改正の内容及び施行期日を確認した


上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施した官報等の写し及び②施行期日ごとの新旧対照表を作


成し、立案及び審査のための基礎資料として準備すること。 


  また、現行日本法規又はスーパー法令ウェブでは附則の一部が省略されているので、附則の規定について追


加、削除又は移動をする等の改正を行うときは、本改正の前提とすべき当該附則の条文を確認するため、当該


附則の改正履歴等を確認できる関係部分にマークを施した官報等の写しを、立案及び審査のための基礎資料と


して準備すること。 


  ［留意点］ 


○ 本改正の施行後に施行の予定となっている改正についても整理すること。 


○ 数次の改正がある場合は、施行期日の順に従って整理すること。 


○ 政令等により施行期日が定まるものについては、当該政令等の官報等の写しを添付すること。また、施


行期日が未定のものについては、施行の見込み時期について付記すること。 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案による改正及び継続審議中の法案によ


る改正に特に留意すること。 


○ 一部改正法令の一部改正があることを見落とさないこと。 


○ 立案府省庁等においては、他の府省庁等の所管する法令による改正対象法令等の改正予定の有無及びそ


の内容について適時に所要の照会を行い、改正予定の把握に遺漏がないようにすること。 


○ 附則において改正する他の府省庁等の所管する法令に係る同様の基礎資料についても、立案府省庁等に


おいて、当該法令を所管する他の府省庁等の協力を得て取りまとめること。 


○ なお、法令の改正履歴及び改正予定については、平素から、当該法令を所管する府省庁等の大臣官房等


において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、共管法令の改正履歴及び改正予定については、


その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


(2) 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認（審査用の参照条文の作成） 


立案府省庁等において、審査用の参照条文として、現行日本法規又はスーパー法令ウェブに登載された改正


対象法令等の規定の未反映部分を(1)の基礎資料で補完したものを作成し、審査担当参事官に提出するととも


に、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックに活用すること。 


  ［留意点］ 


〇 審査用の参照条文として作成する改正対象法令等の規定の範囲、編さん方法等については、審査担当参


事官の指示によること。この場合において、その趣旨及び目的に照らし、分量が不必要に膨大なものとな


らないようにすること。 


○ 審査用の参照条文の改正対象法令等の規定には、いつ時点の規定であるかを付記すること。 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令の規定の確認等 


(1) 官報等の基礎資料の整理 


   当局における審査は、現行日本法規に登載された改正対象法令の規定をベースに行っているが、その改正法


令が未施行であることや加除の時期等によって、審査の時点で、これに本改正(今回行おうとしている改正を


いう。以下同じ。)の前提とすべき改正対象法令(附則により改正する他の法令を含む。以下同じ。)の規定が反


映されていない場合も少なくない。このような場合、立案府省庁等において、現行日本法規に反映されていな


い改正対象法令の改正について、官報、法令全書又は法案(正誤を含む。以下「官報等」という。)によって、


当該改正の内容及び施行期日を確認した上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施した官報等の写


し及び②施行期日ごとの新旧対照表を作成し、立案府省庁等における立案及び複層的チェックのための基礎資


料として準備するとともに、これらの写しを審査担当参事官に提出すること。 


 


 


 


 


 


  ［留意点］ 


○ 本改正の施行後に施行の予定となっている改正についても整理すること。 


○ 数次の改正がある場合は、施行期日の順に従って整理すること。 


○ 政令等により施行期日が定まるものについては、当該政令等の官報等の写しを添付すること。また、施


行期日が未定のものについては、施行の見込み時期について付記すること。 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案による改正及び継続審議中の法案によ


る改正に留意すること。 


○ 一部改正法令の一部改正があることを見落とさないこと。 


○ 立案府省庁等においては、他の府省庁等の所管する法令による改正対象法令の改正予定の有無及びその


内容について適時に所要の照会を行い、改正予定の把握に遺漏がないようにすること。 


○ 附則において改正する他の府省庁等の所管する法令に係る同様の基礎資料についても、立案府省庁等に


おいて、当該法令を所管する他の府省庁等の協力を得て取りまとめること。 


○ なお、法令の改正履歴及び改正予定については、平素から、当該法令を所管する府省庁等の大臣官房等


において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、共管法令の改正履歴及び改正予定については、


その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


（新設） 
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○ スーパー法令ウェブを用いる場合、いつ時点の条文データを出力しているか選択を誤らないよう注意す


ること。また、原則として、出力された条文データの加工（不要な条項等の削除、各条の後に記載されて


いる改正履歴の削除等）は行わず、出力された体裁（ページ割）のまま印刷し、必要に応じて関係部分に


マークを施す等して作成すること。表については、本来存在しない罫線が表示されてしまうこと等に注意


すること。 


 


(3) 引用法令の確認及び整理 


  立案府省庁等において、改正対象法令を引用している他の法令の有無を確認し、一覧表を作成するなどして


整理すること。 


  ［留意点］ 


○ 関係法令、従前の一部改正法令の附則(経過規定)等他の法令における引用について漏れなく把握するこ


と。他の府省庁等の所管に係る法令における引用については、立案府省庁等において適時に所要の照会を


行うものとし、照会を受けた当該他の府省庁等においては、調査に遺漏がないようにすること。審査を経


て改正対象法令が追加された場合には、他の法令における当該改正対象法令の引用について追加の照会


を行うなどして漏れなく把握すること。 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案における引用及び継続審議中の法案に


おける引用に特に留意すること。 


○ なお、法令間の引用関係(引用し、又は引用される関係をいう。以下同じ。)については、平素から、そ


れぞれの法令を所管する府省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、


共管法令の引用関係については、その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


  （削る） 


 


 


 


 


 


 


(2) 引用法令の確認及び整理 


  立案府省庁等において、改正対象法令を引用している他の法令の有無を確認し、一覧表を作成するなどして


整理すること。 


  ［留意点］ 


○ 関係法令、従前の一部改正法令の附則(経過規定)等他の法令における引用について漏れなく把握するこ


と。他の府省庁等の所管に係る法令における引用については、立案府省庁等において適時に所要の照会を


行うものとし、照会を受けた当該他の府省庁等においては、調査に遺漏がないようにすること。 


 


 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案における引用及び継続審議中の法案に


おける引用に留意すること。 


○ なお、法令間の引用関係(引用し、又は引用される関係をいう。以下同じ。)については、平素から、そ


れぞれの法令を所管する府省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、


共管法令の引用関係については、その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


(3) 電子データの調製 


   (1)において確認した本改正の前提とすべき改正対象法令の全文(現行日本法規に登載されたとおりである


場合を含む。) を電子データ化し、立案府省庁等における立案及び複層的チェックに用いるための参照資料と


して準備するとともに、審査担当参事官に送付すること。 


  ［留意点］ 


○ 読み合わせを励行するなど電子データの正確性の確保に特に留意すること。 


○ 本改正に係る施行期日が複数あり、その間に改正対象法令の改正がある場合は、それぞれの施行期日に


おける改正の前提とすべき改正対象法令の規定を電子データ化すること。 


○ 附則において形式的な改正を行うにとどまる他の府省庁等の所管する法令の電子データについては、必


要に応じて送付すれば足りる。 


○ なお、総務省において整備をしている法令データについては、未施行部分の取扱いなどにおいてそのま


までは利用できないことに留意する必要がある。 


 


 
  







6 
 


改正案 現行 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


(1) ワープロデータの的確な管理 


  立案府省庁等においては、立案及び審査の過程における法令案の修正について、ワープロデータのバージョ


ン管理を徹底するとともに、修正入力の担当者を特定するなどして、ワープロデータの正確性を確保すること。 


  ［留意点］ 


○ いつどの部分を修正したかが把握できるようにしておくこと。 


 


(2) 法令審査支援システムの活用 


  立案府省庁等においては、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックを行うに当たって、人の目によ


るチェックに加えて、法令審査支援システムを活用すること。 


 


 〔留意点〕 


       ○ 溶け込ませ処理後の点検結果一覧の確認（エラーチェック）は、担当者限りで対応の要否を判断するの


ではなく、担当者が立案担当責任者等の誤りチェックの責任者に説明して、当該責任者が判断するように


すること。疑義がある場合には、審査担当参事官に相談すること。 


○ 法令審査支援システムは、表の改正、改正部分を図として引用する改正、一部改正法令の一部改正には


対応していない。また、いわゆる多段ロケット方式の二段目以降の改正には対応できない場合があること


に留意すること。 


○ また、法令審査支援システムは、人の目によるチェックを代替するものではなく、あくまでも補助的な


ものであることに留意すること。 


・ 既存の条項の移動と当該条項を引用する新たな条文の追加が同時に行われる場合には、法令審査支援


システムがその関係性をチェックできないことがあるので、そのような場合には、特に条項の引用関係


の誤りを見逃さないよう人の目により注意して確認すること。 


・ 読替規定の改正（改め元又は改め先の文言に対にならない「」又は複数の「」が含まれる。）等改め


文の構造が非常に複雑な場合には、その引用する文字列を法令審査支援システムが認識できないことが


あるので、そのような場合には、ワープロマクロの「改正対象文字列」のマーキング機能を利用すると


ともに、特に改め元の文言の意図しない一致（誤ヒット）を見逃さないよう人の目により注意して確認


すること。 


 


(3) 法令案のチェックにおける新旧対照表の扱い 


  新旧対照表は法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべきものではないことに留意すること。 


 


  ［留意点］ 


○ 新旧対照表では、一般に、改正部分の前後の規定や引用関係にある他の規定など本来直接参照して確認


する必要がある規定が記載されていないことが多く、また、それ自体が法令案の立案過程において作成さ


れたものであるから、法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべきものではない。法令案


（改め文）が誤った新旧対照表と整合していたため、誤りを見逃してしまった事例があるので、注意する


こと。 


○ 一方で、新旧対照表は正確なものでなければならないので、新旧対照表の旧（現行）の規定は審査用の


参照条文で確認した当該改正の施行時点における改正対象法令の規定により作成し、適時に新旧対照表


と法令案（改め文）及び審査用の参照条文との読み合わせを行うなどして、その正確を期すこと。 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


(1) ワープロデータの的確な管理 


  立案府省庁等においては、立案及び審査の過程における法令案の修正について、ワープロデータのバージョ


ン管理を徹底するとともに、修正入力の担当者を特定するなどして、ワープロデータの正確性を確保すること。 


  ［留意点］ 


○ いつどの部分を修正したかが分かる資料も併せて保存すること。 


 


(2) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底 


  立案及び審査の過程において法令案に修正があった場合は、その都度、立案府省庁等において、３の形式的


事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要となる改正に遺漏がないようにするこ


と。 


  ［留意点］ 


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、全般的なチェックを行うこと。 


 


 


   （新設） 


 


 


   （新設） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


(3) 新旧対照表の扱い 


  新旧対照表は改正内容の理解を助けるための参考資料として作成するものであり、立案及び審査の対象は法


令案(改め文)自体であることに留意すること。 


  ［留意点］ 


○ 最終的な新旧対照表は、審査を経て確定した法令案の内容に則して作成すべきものであり、法令案の立


案及び審査の過程における新旧対照表は、改正部分の前後の規定や引用関係にある他の規定など本来直


接参照して確認する必要がある規定が記載されていなかったり、前後の章(節等)名や傍線等が欠落して


いるなどの不備があることも多く、法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべきものでは


ない。 


  （新設） 
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(4) 審査担当参事官による審査の段階における全体チェックの実施 


  審査中の法令案について審査担当参事官による審査がある程度進展した適切な段階で、立案府省庁等におい


て、法令案の全体について３の形式的事項の誤りを防止するための立案担当部局によるチェック（全体チェッ


ク）を行うこと。 


［留意点］ 


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事官と相談すること。 


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェックが行われている場合においても、常に新たな視点


で形式的事項に特化したチェックを行うこと。 


○ 立案担当部局による全体チェックは、３のチェックポイントに留意して、別添の誤りチェックシートを


用いて実施すること。その際、漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックするのではなく、


担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施すること。 


○ 法令審査支援システムを活用すること。 


 


(5) 部長了（正式各省協議前後）の段階における全体チェック及び複層的チェックの実施 


  審査中の法令案について担当部長の了解が得られ、いわゆる正式各省協議が行われる前後の段階において、


当該法令案の形式的事項について、立案府省庁等において、改めて立案担当部局による全体チェックを行うと


ともに、立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェ


ックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


［留意点］ 


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事官と相談すること。 


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェック又は複層的チェックが行われている場合におい


ても、新たな視点で形式的事項に特化したチェックを行うこと。 


○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックは、３のチ


ェックポイントに留意して、別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その結果を


審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックする


のではなく、担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施すること。 


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事項のチェックを行い、法案については、


確認済みの点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合


は、当該法令の改正部分について、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等においても、当該法


令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の誤


りチェックシートを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。 


 


 


(6) 最終的な全体チェック及び複層的チェックの実施 


  法令案について当局による審査が実質的に終了し、法令案が固まった段階において、当該法令案の形式的事


項について、立案府省庁等において、最終的な立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣


官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェックシート及び法令審査支援シス


テムによる点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


  ［留意点］ 


○ 新たな視点で法令案の形式的事項に特化した最終的な複層的チェックを行うこと。 


 


（新設） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


（新設） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


  （新設）（「誤りチェックシートの導入について（平成１６年１２月９日）」から移行） 


束ね法や附則で他法の改正を行う場合には、当該他法改正部分について、立案府省庁のほか、


当該他法を所管する府省庁においても、当該他法所管部局によるチェックと大臣官房等による複


層的チェックを行い、その内容をチェックシートに記載し、内閣法制局に提出することとし、こ


の場合において、当該チェックシートを、当該他法所管府省庁を担当する内閣法制局参事官に提


出する。 


(4) 最終的な複層的チェックの実施 


  法案の国立印刷局入稿の時点等法令案が固まった段階において、当該法令案の形式的事項について、立案府


省庁等における最終的な複層的チェックを行うこと。 


 


 


 


○ それまでの立案の過程において複層的チェックが行われていた場合においても、新たな視点で法令案の







8 
 


 


○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックは、３のチ


ェックポイントに留意して、別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その結果を


審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックする


のではなく、担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施すること。 


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事項のチェックを行い、法案については、


確認済みの点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合


は、当該法令の改正部分について、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等においても、当該


法令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の


誤りチェックシートを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。 


 


 


○ 当局における決裁や与党における審査など閣議付議の予定日の直前において更に修正がされることも


あることから、最終的な複層的チェックについては、統括責任者において相当数の職員を確保し、チェッ


クポイントごとの担当を決めるなどして短時間で集中的に形式的事項のチェックを行うことができる態


勢を整備すること。 


○ 複層的チェックを行う大臣官房等に恒常的にそのための職員を配置することが困難な場合においては、


必要に応じて他の部局等から適当な職員を集めることができる態勢を整えること。 


 


(7) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底 


  (4)(5)(6)の全体チェックのほか、立案及び審査の過程において法令案に修正があった場合は、その都度、立


案府省庁等において、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要となる


改正に遺漏がないようにすること。 


［留意点］ 


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、関連して修正すべき部分がないか全般的なチェックを行うこと。 


・ 特に、当該修正により規定を追加、削除又は移動する改正を新たに追加した場合には、当該修正に


伴って必要となる引用先の改正を見逃しやすいので、注意して確認すること。 


○ 法令審査支援システムを活用すること。 


 


   (8) 印刷物の校正刷り版の確認 


法案の印刷物（穴なし）の校正刷りについては、複数人で最終の法令案（改め文）との読み合わせによる確


認を行うこと。また、審査担当参事官に共有すること。 


当局における読み合わせ後に修正があった場合には、法案の印刷物（穴あき）の校正刷りについても、当該


修正が正しく反映されているか複数人で読み合わせによる確認を行うこと。 


   〔留意点〕 


     ○ 国立印刷局においては、提出された法令案（改め文）のワープロデータをテキストデータとして取り


込み、編集した上で、禁則処理を施すことから、校正刷りに文字の欠落や重複がないか、表中に空白が


できていないか、字下げ（配字）の誤りがないか等の確認を入念に行うこと。特に、ページや行の変わ


り目に注意すること。 


     ○ 表の体裁（罫線の位置等）に注意すること。 


       


形式的事項に特化した最終的な複層的チェックを行うこと。 


（新設） 


 


 


 


（新設） 


 


  （新設）（「誤りチェックシートの導入について（平成１６年１２月９日）」から移行） 


束ね法や附則で他法の改正を行う場合には、当該他法改正部分について、立案府省庁のほか、


当該他法を所管する府省庁においても、当該他法所管部局によるチェックと大臣官房等による複


層的チェックを行い、その内容をチェックシートに記載し、内閣法制局に提出することとし、こ


の場合において、当該チェックシートを、当該他法所管府省庁を担当する内閣法制局参事官に提


出する。 


○ 当局における決裁や与党における審査など閣議付議の予定日の直前において更に修正がなされること


もあることから、最終的な複層的チェックについては、これを統括する責任者において相当数の職員にチ


ェックすべき事項を振り分けるなどして短時間で集中的に形式的事項のチェックを行うことができる態


勢を整備すること。 


○ 複層的チェックを行う大臣官房等に恒常的にそのための職員を配置することが困難な場合においては、


必要に応じて他の部局等から適当な職員を集めることができる態勢を整えること。 


 


（新設）（(2)から移動） 


(2) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底 


      立案及び審査の過程において法令案に修正があった場合は、その都度、立案府省庁等において、３の形


式的事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要となる改正に遺漏がないように


すること。 


    ［留意点］ 


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、全般的なチェックを行うこと。 


 


 


 


（新設） 
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(9) 読み合わせによる確認 


  読み合わせは、配字を含めて一文字一文字を確かめ、法令案の全体について誤りがないことを確認すること


ができるように行うこと。 


  ［留意点］ 


○ 立案府省庁等における全体チェック及び複層的チェックにおいても、読み合わせによる確認を行うこ


と。 


○ 当局における読み合わせは、審査担当参事官から渡される最終原稿を読み上げて行うこと。また、必ず


３名以上で行うこととし、審査担当参事官の指示により、最終原稿の読み手のほか、副本の確認、新旧


対照表の確認、審査用の参照条文による確認、読替対照表の確認等の役割分担をして行うこと。 


 


(5) 読み合わせによる確認 


  読み合わせは、配字を含めて一文字一文字を確かめ、法令案の全体について誤りがないことを確認すること


ができるように行うこと。 


  ［留意点］ 


○ 立案府省庁等における複層的チェックにおいても、読み合わせによる確認を行うこと。 


 


○ 当局における読み合わせは、審査担当参事官の最終原稿を読み上げて行うこと。 
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改正案 現行 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


  別紙１から別紙６までに掲げるチェックポイント(要点)により法令案の形式的事項についてチェックを行うこ


と。 


［留意点］ 


○ 別紙１から別紙６までに掲げるものは、法令案において特に誤りを生じやすい事項についての必須のチ


ェックポイントであり、各府省庁等においては、あらかじめ、その趣旨を法令案の立案及びチェックに当


たる職員に周知させ、法令案の立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官房等によ


る複層的チェックに遺漏がないようにすること。また、各府省庁等においてその他必要と思われるチェッ


クポイントがあるときは、これを適宜増補して使用すること。 


○ 法令案のチェックに当たって改正対象法令等を参照する場合、審査用の参照条文を参照すること。 


 


 


○ これらのチェックポイントは、一部改正法令案を念頭に置いたものであるが、全部改正法令案及び新法


令案についても、これらに準じてチェックを行うこと。 


 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


  別紙１から別紙６までに掲げるチェックポイント(要点)により、法令案の形式的事項についてチェックを行う


こと。 


［留意点］ 


○ 別紙１から別紙６までに掲げるものは、法令案において特に誤りを生じやすい事項についての必須のチ


ェックポイントであり、各府省庁等においては、あらかじめ、その趣旨を法令案の立案及びチェックに当


たる職員に周知させ、法令案の立案担当部門におけるチェック及び複層的チェックに遺漏がないようにす


ること。また、各府省庁等においてその他必要と思われるチェックポイントがあるときは、これを適宜増


補して使用すること。 


    ○ 法令案のチェックに当たって改正対象法令や他の法令を参照する場合、検索の便宜として１(3)の電子デ


ータを用いることは有用であるが、その上で、最終的には、現行日本法規及び官報等を直接参照すること。 


 


○ これらのチェックポイントは、一部改正法令案を念頭に置いたものであるが、全部改正法令案及び新法


令案についても、これらに準じてチェックを行うこと。 
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改正案 現行 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


(1) 立案府省庁等において、法案提出後、その内容を改めて点検し、万一法案に誤りがある場合には、国会にお


ける審議が開始される前に、法案の正誤処理を行うことができるようにすること。 


 


(2) 国会提出後の法案について、その成立が当初の見込みから遅れることとなる場合には、改めて法案をチェッ


クし、所要の修正の依頼を怠らないこと。 


 ［留意点］ 


○ 成立を見込んで記載した法律番号の年の部分の修正 


○ 他の法律の規定による一部改正の施行が先行してしまうことによる法案の修正 


 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


(1) 立案府省庁等において、法案提出後、その内容を改めて点検し、万一法案に誤りがある場合には、国会にお


ける審議が開始される前に、法案の正誤処理を行うことができるようにすること。 


 


(2) 国会提出後の法案について、その成立が当初の見込みから遅れることとなる場合には、改めて法案をチェッ


クし、所要の修正の依頼を怠らないこと。 


 ［留意点］ 


○ 成立を見込んで記載した法律番号の年の部分の修正 


○ 他の法律の規定による一部改正の施行が先行してしまうことによる法案の修正 
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改正案 現行 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


 


１ 改正する規定の特定が正確であることをチェックすること。 


［要点］ 


① 改正箇所を示す「第○条第○項」、「…第○号」、「各号列記以外の部分」、「…本文」、「…ただし書」、


「…前段（後段）」等によって指定された規定が存在するか、また、その指定する規定の範囲が適当かについ


て、実際に当該規定に当たって確かめること。 


② 枝番(特に孫番)の誤記は見逃しやすいので注意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 適用読替の規定である第Ｘ条を改める際、同条が「・・・された場合における第Ｙ条、・・・の規定の適


用については、第Ｙ条中・・・とする。」という１文から構成されているにもかかわらず、２文から成るも


のと錯覚し、「第Ｘ条前段中」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｙ条第一項第七号中」とすべきと


ころ、「第Ｙ条第七号中」として、「第一項」という文言を書き漏らしてしまった。 


 


２ 改め元の文言(「○○」を…改める、「○○」を削る、「○○」の下に…加える等における「○○」の文言)が


１で確認した規定中の文言に合致することをチェックすること。  


［要点］ 


① １で確認した規定の全体を精査し、改め元の文言について、不一致及び意図しない一致(誤ヒット)がないこ


とを確かめること。 


② 特に、改め元の文言が長い場合は一文字の誤りでも不一致となり、他方、改め元の文言が短い一般的な用語


である場合(「及び」、「又は」、「第○条」等)は他に意図しない一致(誤ヒット)を生じる可能性が高いこと


に留意すること。 


③ 改め元として引用する読点（「、」）及び句点（「。」）の扱いが適当かについてもチェックすること。 


④ 読替規定（改め元又は改め先の文言に対にならない「」又は複数の「」が含まれるもの）には法令審査支


援システムでは対応できないことがあり、また、表の改正は法令審査支援システムではチェックできないの


で、特に入念に人の目で確認すること。この場合において、ワープロソフトの検索機能を有効に利用するこ


と。 


⑤ なお、改正がある項について行うべき用語の整備（「行なう」を「行う」に、「但し」を「ただし」に、「一


に」を「いずれかに」に改める等）についても留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法改正法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条の規定を改める際、改め元の文言を「昭和六十年一月二日」と


すべきところ、「昭和六十四年一月二日」と記載してしまった。 


 


（例６へ移動） 


 


 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


 


１ 改正する規定の特定が正確であることをチェックすること。 


［要点］ 


① 改正箇所を示す「第○条第○項」、「…第○号」、「各号列記以外の部分」、「…本文」、「…ただし書」、


「…前段（後段）」等によって指定された規定が存在するか、また、その指定する規定の範囲が適当かについ


て、実際に当該規定に当たって確かめること。 


② 枝番(特に孫番)の誤記は見逃しやすいので注意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 適用読替の規定である第Ｘ条を改める際、同条が「・・・された場合における第Ｙ条、・・・の規定の適


用については、第Ｙ条中・・・とする。」という１文から構成されているにもかかわらず、２文から成るも


のと錯覚し、「第Ｘ条前段中」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｙ条第一項第七号中」とすべきと


ころ、「第Ｙ条第七号中」として、「第一項」という文言を書き漏らしてしまった。 


 


２ 改め元の文言(「○○」を…改める、「○○」を削る、「○○」の下に…加える等における「○○」の文言)が


１で確認した規定中の文言に合致することをチェックすること。  


［要点］ 


① １で確認した規定の全体を精査し、改め元の文言について、不一致及び意図しない一致(誤ヒット)がないこ


とを確かめること。 


② 特に、改め元の文言が長い場合は一文字の誤りでも不一致となり、他方、改め元の文言が短い一般的な用語


である場合(「及び」、「又は」、「第○条」等)は他に意図しない一致(誤ヒット)を生じる可能性が高いこと


に留意すること。 


③ 改め元として引用する読点（「、」）及び句点（「。」）の扱いが適当かについてもチェックすること。 


（新設） 


 


 


 


④ なお、改正がある項について行うべき用語の整備（「行なう」を「行う」に、「但し」を「ただし」に、「一


に」を「いずれかに」に改める等）についても留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法改正法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条の規定を改める際、改め元の文言を「昭和六十年一月二日」と


すべきところ、「昭和六十四年一月二日」と記載してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条に規定する業務規程について認可制を届出制に改める際、改め元の文言を「認可を受け」とすべき


ところ、「許可を受け」と記載してしまった。 
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例２ ２項から成る第Ｘ条の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｘ条第一項中」と特定すべきところ、同条第


２項にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「第Ｘ条中」としたため、同条第２項が誤


って改正され、意味の通らない規定となってしまった。 


 


例３ 比較的長文のＸ条第１項（準用規定）中「という。）と」の下に文言を加える際、Ｘ条第１項に「とい


う。）と」と同一の文言があることを見落としてしまった。 


 


例４ 各号列記がある附則第Ｘ条第１項の規定を改める際、改正対象規定を「附則第Ｘ条第一項各号列記以外の


部分中」と特定すべきところ、同項第１号中にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「附


則第Ｘ条第一項中」としたため、同項第１号が誤って改正されてしまった。 


 


例５ Ｘ条第１項各号列記以外の部分中「」という。）」を削る際、同項各号列記以外の部分中の他の箇所及


び同項各号に「」という。）」と同一の文言があることを見落としてしまった。 


 


例６ 第Ｘ条に規定する業務規程について認可制を届出制に改める際、改め元の文言を「認可を受け」とすべき


ところ、「許可を受け」と記載してしまった。 


 


３ 改め先の文言（「△△」に改める、「△△」を加える等における「△△」の文言)が１で確認した規定中に正常


に溶け込むことをチェックすること。 


［要点］ 


① 改め先の文言を溶け込ませた後の当該規定において、改正部分の前後を通読して文意が通じることを確かめ


ること。 


② 規定中の文言を削る場合においても、改正部分の前後を通読して同様の確認をすること。 


③ 必ず法令審査支援システムで、溶け込ませ後の条文を確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、行政庁による公示を規定する第Ｙ条の文言


について、「第Ｘ条に規定する認可をしたときは」を「第Ｘ条の規定による届出を受理したときは」に改め


るべきところ、単に「認可」を「届出」に改めるとしたため、「（行政庁が）・・・届出をしたときは」と


なってしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、「終了予定日とされた日」の下に「から三十日を経過した日」を加える際、改め元の文


言を誤って「終了予定日」としたため、「終了予定日から三十日を経過した日とされた日」となってしまっ


た。 


 


例３ 第Ｘ条において、「同法第三条第二項中」を「同項中」に改めるべきところ、改め元の文言の引用を誤


って「第三条第二項中」としたため、「同法同項中」となってしまった。 


 


４ 溶け込み後(文言を削った場合を含む。)の規定の全体について、誤りを生じやすい語句等のチェックを行うこ


と。 


［要点］ 


① 既存の「同(法、条、項等)」が指すものに誤りを生じていないかを確認すること。 


例３ ２項から成る第Ｘ条の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｘ条第一項中」と特定すべきところ、同条第


２項にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「第Ｘ条中」としたため、同条第２項が誤


って改正され、意味の通らない規定となってしまった。 


 


  （新設） 


 


 


例４ 各号列記がある附則第Ｘ条第１項の規定を改める際、改正対象規定を「附則第Ｘ条第一項各号列記以外の


部分中」と特定すべきところ、同項第１号中にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「附


則第Ｘ条第一項中」としたため、同項第１号が誤って改正されてしまった。 


 


（新設） 


 


 


   （現行の例２） 


 


 


３ 改め先の文言（「△△」に改める、「△△」を加える等における「△△」の文言)が１で確認した規定中に正常


に溶け込むことをチェックすること。 


［要点］ 


① 改め先の文言を溶け込ませた後の当該規定において、改正部分の前後を通読して文意が通じることを確かめ


ること。 


② 規定中の文言を削る場合においても、改正部分の前後を通読して同様の確認をすること。 


  （新設） 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、行政庁による公示を規定する第Ｙ条の文言


について、「第Ｘ条に規定する認可をしたときは」を「第Ｘ条の規定による届出を受理したときは」に改め


るべきところ、単に「認可」を「届出」に改めるとしたため、「（行政庁が）・・・届出をしたときは」と


改正されてしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、「終了予定日とされた日」の下に「から三十日を経過した日」を加える際、改め元の文


言を誤って「終了予定日」としたため、「終了予定日から三十日を経過した日とされた日」と改正されてし


まった。 


 


 （新設） 


 


 


４ 溶け込み後(文言を削った場合を含む。)の規定の全体について、誤りを生じやすい語句等のチェックを行うこ


と。 


［要点］ 


① 既存の「同(法、条、項等)」が指すものに誤りを生じていないかを確認すること。 







14 
 


② 新たに「同(法、条、項等)」を用いるべきものが生じていないかを確認すること。 


③ 「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方が適当かを確認すること。 


④ 括弧（（）及び「」）の開閉は整合しているかを確認すること。 


⑤ 改正部分に法令名(題名及び件名をいう。以下同じ。)又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェ


ックを行うこと。 


⑥ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一項の規定による認可、同条第四項の規定による変更の届出・・・・」とい


う規定中、「認可」の下に「、第Ｚ条第一項の規定による変更命令」という文言を加える際、「同条第四項」


を「第Ｙ条第四項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一号又は第二号に掲げる業務」という規定の下に「又は第Ｚ条第一号に掲げ


る業務」という文言を加える際、「第Ｙ条第一号又は第二号」を「第Ｙ条第一号若しくは第二号」に改める


べきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 『Ａの表Ｂの項及びＣの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・する。』という読替規定において、「Ｃ


の項」の次に「Ｄの項」を加える際、『Ａの表Ｂの項、Ｃの項及びＤの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・


する。』とすべきところを誤り、『Ａの表Ｂの項、Ｃの項、Ｄの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・


する。』としてしまった。 


 


５ 当該規定中の文言を引用している他の規定を確認し、その引用している文言が改正後の当該規定中の文言と整


合しているかをチェックすること。 


［要点］ 


○ 改正対象法令のほか、本文第２の１(3)において整理した他の引用法令の全てについて確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、約款の公衆縦覧を規定する第Ｙ条について、


「第Ｘ条に規定する認可を受けた約款」を「第Ｘ条の規定による届出を行った約款」に改めるべきところ、


これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条中の文言を「異議申立手続」から「審査請求手続」に改めた際、これに伴って第Ｘ条を準用してい


る第Ｙ条中の「異議申立手続」の文言を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 「Ａ機構」を「Ｂ機構」に名称変更する改正の際、直近の臨時国会で成立した「Ａ機構」を引用する法


律を見落としたため、当該法律に改正漏れが生じてしまった。 


 


② 新たに「同(法、条、項等)」を用いるべきものが生じていないかを確認すること。 


③ 「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方が適当かを確認すること。 


④ 括弧（（）及び「」）の開閉は整合しているかを確認すること。 


⑤ 改正部分に法令名(題名及び件名をいう。以下同じ。)又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェ


ックを行うこと。 


⑥ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一項の規定による認可、同条第四項の規定による変更の届出・・・・」とい


う規定中、「認可」の下に「、第Ｚ条第一項の規定による変更命令」という文言を加える際、「同条第四項」


を「第Ｙ条第四項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一号又は第二号に掲げる業務」という規定の下に「又は第Ｚ条第一号に掲げ


る業務」という文言を加える際、「第Ｙ条第一号又は第二号」を「第Ｙ条第一号若しくは第二号」に改める


べきところ、これを看過してしまった。 


 


  （新設） 


 


 


 


 


５ 当該規定中の文言を引用している他の規定を確認し、その引用している文言が改正後の当該規定中の文言と整


合しているかをチェックすること。 


［要点］ 


○ 改正対象法令のほか、本文第２の１(2)において整理した他の引用法令のすべてについて確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、約款の公衆縦覧を規定する第Ｙ条について、


「第Ｘ条に規定する認可を受けた約款」を「第Ｘ条の規定による届出を行った約款」に改めるべきところ、


これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条中の文言を「異議申立手続」から「審査請求手続」に改めた際、これに伴って第Ｘ条を準用してい


る第Ｙ条中の「異議申立手続」の文言を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


  （新設） 
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改正案 現行 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


 


１ 追加、削除又は移動の対象となる規定の特定及びその追加、削除又は移動の処理が適当であることをチェック


すること。 


［要点］ 


① 規定の追加、削除又は移動を行う場合の基本的ルールに従っているかを確認すること。 


② 章名、節名等を付し、又は削ることによる章(節等)建ての変更がある場合の処理に誤りを生じないよう留意


すること。 


 


[誤り事例] 


例 新たに章名を付する際、「第Ｘ条の十六の六」の次に付すべきところ、「第Ｘ条の十六」の次に付してしま


った。 


 


２ 追加、削除又は移動の対象となる規定が章、節等の冒頭又は末尾のものかどうかをチェックすること。 


［要点］ 


① 章、節等の冒頭又は末尾の規定に追加、削除又は移動がある場合、改正規定(改め文)にその趣旨が明記(「第


○章中第○条の次に…」等)されているかを確認すること。 


② 編、章、節等の冒頭又は末尾の章、節、款等に追加、削除又は移動がある場合についても、同様である。 


③ 目次の改正が漏れていないかを確認すること。附則において他法改正を行う際、当該他法の目次の改正が必


要となる場合があることにも十分に留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ａ章の冒頭に第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「第Ｘ+1 条」を「第Ｘ条の二」に改めるべき


ところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法改正法附則において、Ｂ法の規定を改める際、Ｂ法本則の末尾に２条（罰則規定）を追加したことに


伴って、Ｂ法の目次における罰則の章の末尾の条名を「第Ｘ条」から「第Ｘ+2条」に改めるべきところ、こ


れを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「（第Ｘ条・第Ｘ+1 条）」を「（第Ｘ条－第Ｘ+1 条）」に改


めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


３ 共通見出しの処理をチェックすること。 


［要点］ 


○ 規定(条)の追加、削除又は移動に伴い、共通見出しの付け直しの処理が適切にされているかを確認すること。 


 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条及び第Ｘ+1条の共通見出しを改正する際、「第Ｘ条の前の見出し」とすべきところ、「第Ｘ条の見


出し」と記載してしまった。 


 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


 


１ 追加、削除又は移動の対象となる規定の特定及びその追加、削除又は移動の処理が適当であることをチェック


すること。 


［要点］ 


① 規定の追加、削除又は移動を行う場合の基本的ルールに従っているかを確認すること。 


② 章名、節名等を付し、又は削ることによる章(節等)建ての変更がある場合の処理に誤りを生じないよう留意


すること。 


 


[誤り事例] 


例 新たに章名を付する際、「第Ｘ条の十六の六」の次に付すべきところ、「第Ｘ条の十六」の次に付してしま


った。 


 


２ 追加、削除又は移動の対象となる規定が章、節等の冒頭又は末尾のものかどうかをチェックすること。 


［要点］ 


① 章、節等の冒頭又は末尾の規定に追加、削除又は移動がある場合、改正規定(改め文)にその趣旨が明記(「第


○章中第○条の次に…」等)されているかを確認すること。 


② 編、章、節等の冒頭又は末尾の章、節、款等に追加、削除又は移動がある場合についても、同様である。 


③ 目次の改正が漏れていないかを確認すること。附則において他法改正を行う際、当該他法の目次の改正が必


要となる場合があることにも十分に留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ａ章の冒頭に第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「第Ｘ+1 条」を「第Ｘ条の二」に改めるべき


ところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法改正法附則において、Ｂ法の規定を改める際、Ｂ法本則の末尾に２条（罰則規定）を追加したことに


伴って、Ｂ法の目次における罰則の章の末尾の条名を「第Ｘ条」から「第Ｘ+2条」に改めるべきところ、こ


れを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「（第Ｘ条・第Ｘ+1 条）」を「（第Ｘ条－第Ｘ+1 条）」に改


めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


３ 共通見出しの処理をチェックすること。 


［要点］ 


○ 規定(条)の追加、削除又は移動に伴い、共通見出しの付け直しの処理が適切になされているかを確認するこ


と。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条及び第Ｘ+1条の共通見出しを改正する際、「第Ｘ条の前の見出し」とすべきところ、「第Ｘ条の見


出し」と記載してしまった。 
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例２ 第Ｘ条から第Ｘ+2 条までの共通見出しが付されている場合で「第Ｘ条 削除」とするときに、第Ｘ条


の前に付されていた共通見出しを第Ｘ+1 条の前に付け替えるべきところ、これを看過してしまった。 


 


４ 追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に誤りを生じていないかをチェックすること。 


［要点］ 


① 追加、削除又は移動の対象となる規定の前後の規定において、「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前


○条(項、号)」が用いられているかどうかを確認し、その指示するものに誤りを生じていないかをチェックす


ること。 


② 規定の追加、削除又は移動の結果、その前後の規定において、「第○条(項、号)」又は「第○条(項、号)か


ら第△条(項、号)まで」を「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」に改める必要がない


かを確認すること。 


③ 章、節等の単位で追加、削除又は移動の対象となる場合(新たに章名、節名等を付し、又は章名、節名等を削


る場合を含む。)は、「前章(節等)」、「次章(節等)」又は「前○章(節等)」についてチェックをすること。 


④ その他当該改正対象法令の全体について、追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に不整合を生じ


ていないかを精査すること。この場合において、「…第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」のように、追


加、削除又は移動の対象となる規定の条名等が改正対象法令の規定上そのまま記載されていない場合(電子デ


ータを利用して単純に検索を行ってもヒットしない場合)があることに留意すること。 


⑤ 加えて、本文第２の１(3)において整理した他の引用法令の全てについて、同様に、追加、削除又は移動の対


象となる規定の引用関係に不整合を生じていないかを精査すること。 


⑥ 本改正により項建てがなくなった条や項建ての条の全ての項を引用する場合は、単に「第○条」とすること


を見落とさないこと。また、本改正により項建てがされた条中の規定を引用する場合に、「第○条第△項」と


することを見落とさないこと。 


⑦ 改正部分に法令名又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェックを行うこと。 


⑧ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


⑨ 新たに追加した条文で引用している条、項、号等については、引用元で移動しても法令審査支援システム


ではエラーメッセージが出ないので、必ず人の目で確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条の次に第Ｘ条の２から第Ｘ条の５まで計４条を追加したことに伴って、直後の条（第Ｘ+1条）中の


「前条」という文言を「第Ｘ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 別表中の備考にある第Ｘ号の次に１号を追加したことに伴って、直後の号（旧第Ｘ+1号＝新第Ｘ+2 号）中


の「前号」という文言を「第Ｘ号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の次に１条を追加したことに伴って、第Ｘ条の２が第Ｘ条の３に移動したため、第Ｘ条中の「次条」


という文言を「第Ｘ条の三」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例４ 第Ｘ条に第２項と第３項を追加したことに伴って、直前の条（第Ｘ-1 条）第３項中の「次条第一号」とい


う文言を「次条第一項第一号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例５ 第Ｘ条において号の追加により第３号が第４号に移動したことに伴って、これを引用する第Ｙ条（罰則規


定）中の「第Ｘ条第三号」という文言を「第Ｘ条第四号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


例２ 第Ｘ条から第Ｘ+2 条までの共通見出しが付されている場合で「第Ｘ条 削除」とするときに、第Ｘ条


の前に付されていた共通見出しを第Ｘ+1 条の前に付け替えるべきところ、これを看過してしまった。 


 


４ 追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に誤りを生じていないかをチェックすること。 


［要点］ 


① 追加、削除又は移動の対象となる規定の前後の規定において、「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前


○条(項、号)」が用いられているかどうかを確認し、その指示するものに誤りを生じていないかをチェックす


ること。 


② 規定の追加、削除又は移動の結果、その前後の規定において、「第○条(項、号)」又は「第○条(項、号)か


ら第△条(項、号)まで」を「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」に改める必要がない


かを確認すること。 


③ 章、節等の単位で追加、削除又は移動の対象となる場合(新たに章名、節名等を付し、又は章名、節名等を削


る場合を含む。)は、「前章(節等)」、「次章(節等)」又は「前○章(節等)」についてチェックをすること。 


④ その他当該改正対象法令の全体について、追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に不整合を生じ


ていないかを精査すること。この場合において、「…第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」のように、追


加、削除又は移動の対象となる規定の条名等が改正対象法令の規定上そのまま記載されていない場合(電子デ


ータを利用して単純に検索を行ってもヒットしない場合)があることに留意すること。 


⑤ 加えて、本文第２の１(2)において整理した他の引用法令のすべてについて、同様に、追加、削除又は移動の


対象となる規定の引用関係に不整合を生じていないかを精査すること。 


⑥ 本改正により項建てがなくなった条や項建ての条のすべての項を引用する場合は、単に「第○条」とするこ


とを見落とさないこと。また、本改正により項建てがなされた条中の規定を引用する場合に、「第○条第△項」


とすることを見落とさないこと。 


⑦ 改正部分に法令名又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェックを行うこと。 


⑧ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


（新設） 


 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条の次に第Ｘ条の２から第Ｘ条の５まで計４条を追加したことに伴って、直後の条（第Ｘ+1条）中の


「前条」という文言を「第Ｘ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 別表中の備考にある第Ｘ号の次に１号を追加したことに伴って、直後の号（旧第Ｘ+1号＝新第Ｘ+2 号）中


の「前号」という文言を「第Ｘ号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の次に１条を追加したことに伴って、第Ｘ条の２が第Ｘ条の３に移動したため、第Ｘ条中の「次条」


という文言を「第Ｘ条の三」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例４ 第Ｘ条に第２項と第３項を追加したことに伴って、直前の条（第Ｘ-1 条）第３項中の「次条第一号」とい


う文言を「次条第一項第一号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例５ 第Ｘ条において号の追加により第３号が第４号に移動したことに伴って、これを引用する第Ｙ条（罰則規


定）中の「第Ｘ条第三号」という文言を「第Ｘ条第四号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 
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例６ Ａ法改正法の附則第Ｘ条において、改正後のＡ法第Ｙ条の規定を引用する際、第Ｙ条において項の追加に


より第４項が第６項に移動したことを見落とし、「同条第六項」とすべきところ、「同条第四項」と記載し


てしまった。 


 


例７ 第Ｘ条において、免許拒否事由を規定する際、審査の過程における修正に伴って条が移動したことを見落


とし、「第Ｙ条の規定により解任を命ぜられた役員」とすべきところ、「第Ｙ-1条の規定により解任を命ぜ


られた役員」と記載してしまった。 


 


例８ 第Ｘ条において項の削除により第４項が第３項に移動したことに伴って、これを引用する第Ｘ条の２第１


項及び第２項中の「前条第四項」という文言を「前条第三項」に改めるべきところ、これを看過してしまっ


た。 


 


  例９ Ａ法改正法の附則第Ｘ条においてＢ法を改正する際、Ｂ法附則第Ｚ条から第Ｚ+2 条までを 1 条ずつ繰り


上げたことに伴って、Ｂ法第Ｙ条第 1 項に規定されていた「附則第Ｚ+1 条において同じ。」の「附則第Ｚ


+1 条」を「附則第Ｚ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１０ 第Ｘ条第２項と第Ｙ条第２項を削除したことに伴って、これらの条項を引用する第Ｚ条（罰則規定）中


の「第Ｘ条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）又は第Ｙ条第一項（同条第二項において準


用する場合を含む。）」という文言を「第Ｘ条又は第Ｙ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１１ 第Ｘ条第３項を削除したことに伴って、これを引用する第Ｙ条第１項中の「（第Ｘ条第三項を除く。）」


という文言を削除すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１２ Ａ法第Ｘ条において、項の追加により第５項と第７項が各々第６項と第８項に移動したことに伴って、


これらの条項を引用するＢ法第Ｙ条第３項中の「第Ｘ条第五項及び第七項」という文言を「第Ｘ条第六項及


び第八項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１３ Ａ法によってＢ法の条項の移動を行ったところ、既に成立した未施行のＣ法において移動前のＢ法の


条項を引用していることを見落としたため、Ｃ法の改正漏れが生じてしまった。 


 


 


例６ Ａ法改正法の附則第Ｘ条において、改正後のＡ法第Ｙ条の規定を引用する際、第Ｙ条において項の追加に


より第４項が第６項に移動したことを見落とし、「同条第六項」とすべきところ、「同条第四項」と記載し


てしまった。 


 


例７ 第Ｘ条において、免許拒否事由を規定する際、審査の過程における修正に伴って条が移動したことを見落


とし、「第Ｙ条の規定により解任を命ぜられた役員」とすべきところ、「第Ｙ-1条の規定により解任を命ぜ


られた役員」と記載してしまった。 


 


例８ 第Ｘ条において項の削除により第４項が第３項に移動したことに伴って、これを引用する第Ｘ条の２第１


項及び第２項中の「前条第四項」という文言を「前条第三項」に改めるべきところ、これを看過してしまっ


た。 


 


  （新設） 


 


 


 


例９ 第Ｘ条第２項と第Ｙ条第２項を削除したことに伴って、これらの条項を引用する第Ｚ条（罰則規定）中の


「第Ｘ条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）又は第Ｙ条第一項（同条第二項において準用


する場合を含む。）」という文言を「第Ｘ条又は第Ｙ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１０ 第Ｘ条第３項を削除したことに伴って、これを引用する第Ｙ条第１項中の「（第Ｘ条第三項を除く。）」


という文言を削除すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１１ Ａ法第Ｘ条において、項の追加により第５項と第７項が各々第６項と第８項に移動したことに伴って、


これらの条項を引用するＢ法第Ｙ条第３項中の「第Ｘ条第五項及び第七項」という文言を「第Ｘ条第六項及


び第八項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


  （新設） 


  







18 
 


改正案 現行 


別紙３ 縦断的チェック 


 


１ 引用する他の法令の法令番号の記載等を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 改正後の改正対象法令において、引用する他の法令の法令番号が適切に付されているかを確認すること。 


② 本改正により法令番号の記載された法令名が削除される場合は、これに伴いその法令番号を付け替える必要


がないかを確認すること。 


③ 本改正の附則(経過規定、他の法令の一部改正規定等)における法令名(「新法」、「旧法」、「平成○○年改


正法」等の略称を含む。)の記載及び法令番号の扱いが適当かを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法において、Ｂ法の条項を引用する多数の文言を規定する際、「Ｂ法」という最初の文言に法令番号


「（昭和○○年法律第△△号）」を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条を改め、その中でＡ法の規定を引用する際、「Ａ法」という文言に法


令番号を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


２ 定義語・略称の定め方及び用い方を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 定義語・略称の定め方及び用い方に改正後の改正対象法令の全体を通じて重複や混乱がないかを確認するこ


と。 


② 本改正により定義規定又は略称を定める規定若しくは文言が削除される場合は、これに伴い新たな定義規


定又は略称を定める必要がないかを確認すること。 


③ 「以下同じ。」、「以下この章において同じ。」、「第○条第○項において同じ。」等の定義語・略称の適


用範囲の指定に誤りを生じていないかを確認すること。また、不要となった定義規定又は略称を定める規定を


残していないかを確認すること。 


④ 本改正の附則その他の改正対象法令以外の法令において、改正対象法令中の定義語・略称を不用意に用いて


いないかに留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法第Ｘ条を全部改正し、第１項に「調整期間」という略称を定める規定を設けたことを受け、Ｂ法附則


第Ｙ条第４項において、この略称を用いる際、「Ａ法第Ｘ条第一項に規定する調整期間」とすべきところ、


「Ａ法第Ｘ条第二項に規定する調整期間」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法の原始附則第Ｘ条に項を追加し、その中でＢ法（Ａ法等の一部改正法）中の条項を引用する際、当該


Ｂ法について、題名を記載し、法令番号を括弧書きで付記すべきところ、「昭和○○年改正法」と、略称を


定める規定を置かずに略称を用いてしまった。 


 


例３ 「○○」という文言が使われている多数の条のうち、「○○（△△○○を除く。以下この章において同じ。）」


という定義規定を設けている条を削除する際、「○○」という文言が出てくる直後の条において、○○に関


する同様な定義規定を設けるべきところ、これを看過してしまった。 


別紙３ 縦断的チェック 


 


１ 引用する他の法令の法令番号の記載等を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 改正後の改正対象法令において、引用する他の法令の法令番号が適切に付されているかを確認すること。 


② 本改正により法令番号の記載された法令名が削除される場合は、これに伴いその法令番号を付け替える必要


がないかを確認すること。 


③ 本改正の附則(経過規定、他の法令の一部改正規定等)における法令名(「新法」、「旧法」、「平成○○年改


正法」等の略称を含む。)の記載及び法令番号の扱いが適当かを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法において、Ｂ法の条項を引用する多数の文言を規定する際、「Ｂ法」という最初の文言に法令番号


「（昭和○○年法律第△△号）」を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条を改め、その中でＡ法の規定を引用する際、「Ａ法」という文言に法


令番号を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


２ 定義語・略称の定め方及び用い方を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 定義語・略称の定め方及び用い方に改正後の改正対象法令の全体を通じて重複や混乱がないかを確認するこ


と。 


② 本改正により定義規定又は略称を定める規定若しくは文言が削除される場合は、これに伴い新たな定義規


定又は略称を定める必要がないかを確認すること。 


③ 「以下同じ。」、「以下この章において同じ。」、「第○条第○項において同じ。」等の定義語・略称の適


用範囲の指定に誤りを生じていないかを確認すること。また、不要となった定義規定又は略称を定める規定を


残していないかを確認すること。 


④ 本改正の附則その他の改正対象法令以外の法令において、改正対象法令中の定義語・略称を不用意に用いて


いないかに留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法第Ｘ条を全部改正し、第１項に「調整期間」という略称を定める規定を設けたことを受け、Ｂ法附則


第Ｙ条第４項において、この略称を用いる際、「Ａ法第Ｘ条第一項に規定する調整期間」とすべきところ、


「Ａ法第Ｘ条第二項に規定する調整期間」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法の原始附則第Ｘ条に項を追加し、その中でＢ法（Ａ法等の一部改正法）中の条項を引用する際、当該


Ｂ法について、題名を記載し、法令番号を括弧書きで付記すべきところ、「昭和○○年改正法」と、略称を


定める規定を置かずに略称を用いてしまった。 


 


例３ 「○○」という文言が使われている多数の条のうち、「○○（△△○○を除く。以下この章において同じ。）」


という定義規定を設けている条を削除する際、「○○」という文言が出てくる直後の条において、○○に関


する同様な定義規定を設けるべきところ、これを看過してしまった。 
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例４ Ａ法改正法附則において、Ｂ法第Ｘ条の第２項及び第３項を削除したことに伴って、同条第１項中の「（次


項において「施設等機関」という。）」という略称を定める規定を削除すべきところ、これを看過してしま


った。 


 


 


例４ Ａ法改正法附則において、Ｂ法第Ｘ条の第２項及び第３項を削除したことに伴って、同条第１項中の「（次


項において「施設等機関」という。）」という略称を定める規定を削除すべきところ、これを看過してしま


った。 
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改正案 現行 


別紙４ 準用規定のチェック 


 


  準用規定（変更適用規定及び「例による」とする規定を含む。以下同じ。)は、法令の構成を簡素にするととも


に、制度の仕組みを大括りで理解しやすくすることができるという利点があるが、反面、準用規定そのものには


技術的な正確性が求められ、誤りを生じやすいものであることから、特に準用規定に着目したチェックを励行す


ること。 


［要点］ 


① 国民の日常生活に密接に関係する規定については、準用を避けて必要な事項を書き下ろすよう努めること。


また、読替規定の読替えなど分かりにくいものは、できる限り避けること。 


② 改正対象法令中の準用規定を全て確認し、その引用する規定について、本改正による文言の改正又は規定の


追加、削除若しくは移動がないかを確認すること。 


③ 準用される規定のうち、「…について準用する」ことによって当然に変容する部分と明文での読替えを必要


とする部分との仕分けに留意すること。 


④ 準用されている規定の改正に伴い、新たな読替えや引用されている読替元の文言について改正を要するかを


チェックすること。 


⑤ 読替規定中の「」の開閉の整合性及び「…とあるのは、「○○」と…」の「、」の要否(対句構造か否か)に


留意すること。 


⑥ 読替規定の改正に当たっては、読替対照表を利用して、読替元の文言及び読替後の文言が誤りなく改正され


ることを確認すること。 


⑦ 読替後の規定中の「同（法、条、項等）」、「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方に


留意すること。 


⑧ 準用規定において引用する他の法令の規定について、「○○法(政令)」又は「同法(令)」の記載に遺漏がな


いかを確認すること。 


⑨ 他の法令の規定を読み替える場合においては、当該他の法令中の定義語・略称は疑義が生じない場合にはそ


のまま用い、自法令の法令番号は入れないことに留意すること。 


⑩ なお、孫準用はできる限り避けるものとするが、孫準用された規定を引用するときは、「第□条(第△条にお


いて準用する場合を含む。)において準用する第○条」のように、孫準用の関係を明記することに留意するこ


と。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条において、第Ｙ条の規定が読み替えて準用されている。第Ｙ条を改正したことに伴って、第Ｘ条中


の読替規定（＝『第Ｙ条中「○○」とあるのは、「△△」と読み替えるものとする。』という規定）のうち、


読替元の文言（＝「○○」という文言）を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、第Ｙ条等の規定を読み替えて準用する規定を設ける際、審査の過程で第Ｙ条第１項中の


読替元の文言が修正されたことを見落とし、当該文言を「○○の製造をする者」とすべきところ、「○○の


製造者」と記載してしまった。 


 


例３ 準用読替えの規定であるＡ法第Ｘ条を改める際、『「○○」の下に「、「Ｂ法第Ｘ条」とあるのは「Ｃ法


第Ｙ条」と」を加える。』とすべきところ、Ｂ法第Ｘ条の直前にあるべきかぎ括弧（ 「 ）を書き漏らして


しまった。 


別紙４ 準用規定のチェック 


 


  準用規定（変更適用規定及び「例による」とする規定を含む。以下同じ。)は、法令の構成を簡素にするととも


に、制度の仕組みを大括りで理解しやすくすることができるという利点があるが、反面、準用規定そのものには


技術的な正確性が求められ、誤りを生じやすいものであることから、特に準用規定に着目したチェックを励行す


ること。 


［要点］ 


① 国民の日常生活に密接に関係する規定については、準用を避けて必要な事項を書き下ろすよう努めること。


また、読替規定の読替えなど分かりにくいものは、できる限り避けること。 


② 改正対象法令中の準用規定をすべて確認し、その引用する規定について、本改正による文言の改正又は規定


の追加、削除若しくは移動がないかを確認すること。 


③ 準用される規定のうち、「…について準用する」ことによって当然に変容する部分と明文での読替えを必要


とする部分との仕分けに留意すること。 


④ 準用されている規定の改正に伴い、新たな読替えや引用されている読替元の文言について改正を要するかを


チェックすること。 


⑤ 読替規定中の「」の開閉の整合性及び「…とあるのは、「○○」と…」の「、」の要否(対句構造か否か)に


留意すること。 


⑥ 読替規定の改正に当たっては、読替対照表を利用して、読替元の文言及び読替後の文言が誤りなく改正され


ることを確認すること。 


⑦ 読替後の規定中の「同（法、条、項等）」、「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方に


留意すること。 


⑧ 準用規定において引用する他の法令の規定について、「○○法(政令)」又は「同法(令)」の記載に遺漏がな


いかを確認すること。 


⑨ 他の法令の規定を読み替える場合においては、自法令及び当該他の法令中の定義語・略称の用い方、自法令


の法令番号の扱い等に留意すること。 


⑩ なお、孫準用はできる限り避けるものとするが、孫準用された規定を引用するときは、「第□条(第△条にお


いて準用する場合を含む。)において準用する第○条」のように、孫準用の関係を明記することに留意するこ


と。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条において、第Ｙ条の規定が読み替えて準用されている。第Ｙ条を改正したことに伴って、第Ｘ条中


の読替規定（＝『第Ｙ条中「○○」とあるのは、「△△」と読み替えるものとする。』という規定）のうち、


読替元の文言（＝「○○」という文言）を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、第Ｙ条等の規定を読み替えて準用する規定を設ける際、審査の過程で第Ｙ条第１項中の


読替元の文言が修正されたことを見落とし、当該文言を「○○の製造をする者」とすべきところ、「○○の


製造者」と記載してしまった。 


 


例３ 準用読替えの規定であるＡ法第Ｘ条を改める際、『「○○」の下に「、「Ｂ法第Ｘ条」とあるのは「Ｃ法


第Ｙ条」と」を加える。』とすべきところ、Ｂ法第Ｘ条の直前にあるべきかぎ括弧（ 「 ）を書き漏らして


しまった。 
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例４ 原始附則に条を追加し、その中で本則の規定を読み替えて準用する際、読替元の文言について、『第Ｘ条


第一項中「・・・その十分の〇・五」とあるのは』とすべきところ、『「・・・その〇・五」とあるのは』


として、「十分の」という文言を書き漏らしてしまった。 


 


 


例４ 原始附則に条を追加し、その中で本則の規定を読み替えて準用する際、読替元の文言について、『第Ｘ条


第一項中「・・・その十分の〇・五」とあるのは』とすべきところ、『「・・・その〇・五」とあるのは』


として、「十分の」という文言を書き漏らしてしまった。 
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改正案 現行 


別紙５ 施行期日のチェック 


 


  施行期日が適切に定められているかについてチェックすること。 


［要点］ 


① 一体的に施行する必要がある規定に漏れはないかを確認すること。 


② 本体部分の制度の実施の準備のために必要な措置を定めた本則及び附則の規定の施行期日は適当かを確認


すること。 


③ 他の法令による改正がありその施行期日が未定である場合において、その施行期日と本改正の施行期日の先


後関係のいかんによって必要となる読替え等の調整規定は置かれているかを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 改正法附則第１項において各号列記により施行期日を規定する際、審査の段階で改正法附則の項数が７か


ら６に減ったことを見落とし、同項第１号に「改正法附則第七項」という存在しない項を掲げてしまった。 


 


例２ 第Ｘ条の規定について、附則第１条（施行期日）において、同条本文の規定する平成３年１月１日からの


施行とすべきところ、誤って同条第３号に掲げてしまったため、その施行日が平成５年４月１日となってし


まった。 


 


例３ 附則第Ｘ条の規定について、平成元年６月１日からの施行とするため、附則第１条（施行期日）において、


同条ただし書中に規定すべきところ、漏らしてしまったため、その施行日が同条本文の規定する「公布の日


から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」となってしまった。 


 


別紙５ 施行期日のチェック 


 


  施行期日が適切に定められているかについてチェックすること。 


［要点］ 


① 一体的に施行する必要がある規定に漏れはないかを確認すること。 


② 本体部分の制度の実施の準備のために必要な措置を定めた本則及び附則の規定の施行期日は適当かを確認


すること。 


③ 他の法令による改正がありその施行期日が未定である場合において、その施行期日と本改正の施行期日の先


後関係のいかんによって必要となる読替え等の調整規定は置かれているかを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 改正法附則第１項において各号列記により施行期日を規定する際、審査の段階で改正法附則の項数が７か


ら６に減ったことを見落とし、同項第１号に「改正法附則第七項」という存在しない項を掲げてしまった。 


 


例２ 第Ｘ条の規定について、附則第１条（施行期日）において、同条本文の規定する平成３年１月１日からの


施行とすべきところ、誤って同条第３号に掲げてしまったため、その施行日が平成５年４月１日となってし


まった。 


 


例３ 附則第Ｘ条の規定について、平成元年６月１日からの施行とするため、附則第１条（施行期日）において、


同条ただし書中に規定すべきところ、漏らしてしまったため、その施行日が同条本文の規定する「公布の日


から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」となってしまった。 
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改正案 現行 


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


 


１ 目次、章(節等)の構成、条名、項番号等の連続性、見出し等全体についての概括的なチェックを行うこと。  


［要点］ 


① 章（節等）の区切りの位置に誤りはないか。 


② 章（節等）中の条数に応じ、目次中の「・」又は「－」の記号は適当か。特に、章（節等）中の中間の枝番


の条の追加又は削除に留意すること。 


③ 条名、項番号等は連続しているか。 


④ 枝番の最後のものについて、「第○条の○ 削除」としていないか。 


⑤ 見出しの改正漏れや欠落はないか。 


⑥ 章(節等)が一条のみで構成される場合に、当該条に章(節等)名と重複する見出しを付していないか。 


⑦ 振り仮名（ルビ）の付し方は改正対象法令の全体を通じて適当か。 


 


２ 配字のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① ワープロソフトの書式設定が、１行４８文字１ページ１３行、所定の禁則処理となっているか。なお、禁則


処理については、法案誤り等再発防止プロジェクトチーム取りまとめ（令和３年６月 29 日）の別紙を参照す


ること。 


② 条建ての改正規定は、一字下がりとなることに留意すること。 


   ③ 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、案文の初字の位置に留意すること。 


④ 表の上下の罫線の位置は正しいか。 


⑤ 目次、表等の改正部分を図示する場合の「」の位置は正しいか。 


⑥ その他配字全般が適正であることを確認すること。 


 


３ 片仮名法令の改正、項番号のない規定の改正等特殊なルールがあるものについては、それに従っているかをチ


ェックすること。 


〔要点〕 


① 項番号のない条文の項の初字の位置に留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 項番号がない条文で構成される法律において、既存の条に新たな項を加える際、案文の行頭を一文字高


くしてしまった。 


 


４ 誤字・脱字等のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① 改正規定(改め文)中の改正箇所を示す「(条、項等)中」及び「同(条、項等)」の用い方は適当か。 


② 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、改正箇所を示す「改正規定中」が漏れていないか。 


③ 文言等の改正を順次行う場合において、改正規定(改め文)中の「改め」、「加え」又は「削り」の欠落はな


いか。 


④ 同音異義語(ワープロ変換の誤り)はないか。 


(例) 「異義」・「異議」、「課す」・「科す」、「期間」・「機関」、「聴く」・「聞く」、「権」・「件」、


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


 


１ 目次、章(節等)の構成、条名、項番号等の連続性、見出し等全体についての概括的なチェックを行うこと。  


［要点］ 


① 章（節等）の区切りの位置に誤りはないか。 


② 章（節等）中の条数に応じ、目次中の「・」又は「－」の記号は適当か。特に、章（節等）中の中間の枝番


の条の追加又は削除に留意すること。 


③ 条名、項番号等は連続しているか。 


④ 枝番の最後のものについて、「第○条の○ 削除」としていないか。 


⑤ 見出しの改正漏れや欠落はないか。 


⑥ 章(節等)が一条のみで構成される場合に、当該条に章(節等)名と重複する見出しを付していないか。 


⑦ 振り仮名（ルビ）の付し方は改正対象法令の全体を通じて適当か。 


 


２ 配字のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① １行４８文字１ページ１３行となっているか。不要な禁則処理をしていないか。 


 


 


② 条建ての改正規定は、一字下がりとなることに留意すること。 


（新設） 


③ 表の上下の罫線の位置は正しいか。 


④ 目次、表等の改正部分を図示する場合の「」の位置は正しいか。 


⑤ その他配字全般が適正であることを確認すること。 


 


３ 片仮名法令の改正、項番号のない規定の改正等特殊なルールがあるものについては、それに従っているかをチ


ェックすること。    


 


（新設） 


 


 


（新設） 


 


 


４ 誤字・脱字等のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① 改正規定(改め文)中の改正箇所を示す「(条、項等)中」及び「同(条、項等)」の用い方は適当か。 


② 一部改正法の改正規定を改正する場合において、改正箇所を示す「改正規定中」が漏れていないか。 


③ 文言等の改正を順次行う場合において、改正規定(改め文)中の「改め」、「加え」又は「削り」の欠落はな


いか。 


④ 同音異義語(ワープロ変換の誤り)はないか。 


(例) 「異義」・「異議」、「課す」・「科す」、「期間」・「機関」、「聴く」・「聞く」、「権」・「件」、
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「更正」・「更生」、「睡」・「酔」、「多数」・「他数」、「適正」・「適性」等 


⑤ 類似文字、類義語の誤りはないか。 


(例) 「末」・「未」、「懲」・「徴」、「資金」・「基金」、「推進」・「促進」、「認可」・「許可」等    


⑥ 見落としやすい脱字はないか。 


(例) 「第」、「条」、「項」、枝番の条名中の「の」等の文字、「…こと。」、「…とき。」及び「…以下同


じ。）」における「。」等 


⑦ 見落としやすい重複はないか。この場合において、溶け込み後の条文についてワープロソフトの校正機能


を有効に利用して誤字脱字等の検出をすること。 


(例) 「第第」、「ととともに」等 


⑧ 拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の大小に誤りはないか。 


⑨ 送り仮名の誤りはないか。 


(例) 「行う」・「行なう」等 


⑩ 片仮名法令を引用する場合の表記の誤りはないか。 


(例)  件名には平仮名を用い、枝番の条名中の「ノ」、引用する文言等は片仮名を用いること等 


⑪ なお、法令名、法令番号、年月日、金額及び割合の誤記は見逃しやすいので留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法に条を追加し、その中でＢ法の規定を読み替えて準用する際、読替先の文言について、「Ａ法第Ｘ条


第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又はＡ法第Ｚ条の規定による・・・」とすべきところ、「Ａ法第Ｘ条第


二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又は同法第Ｚ条の規定による・・・」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の別表中の規定を改める際、『別表第三第Ｙ号中「○○」を「△△」に改


め、同表第三第Ｚ号中「××」を「□□」に改める。』とすべきところ、「改め」という文言を書き漏らし


てしまった。 


 


例３ 「多数の人」とすべきところ、「他数の人」と表記してしまった。 


 


例４ 「懲役」とすべきところ、「徴役」と表記してしまった。 


 


例５ 「○○未満」とすべきところ、「○○末満」と表記してしまった。 


 


例６ 「同法第二十三条の二の二十第一項」とすべきところ、「同法第二十三の二の二十第一項」と、「条」


の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例７ 目次中の条名を改める際、「第Ｘ条の二の十三」とすべきところ、「第Ｘ条二の十三」と、「の」の１文


字を書き漏らしてしまった。 


 


例８ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改め先の文言について、「同法第Ｙ条第一号」とすべ


きところ、「同法Ｙ条第一号」と、「第」の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例９ 「○○原料製造業者」とすべきところ、「○○原料製業者」と、「造」の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


「更正」・「更生」、「睡」・「酔」、「多数」・「他数」、「適正」・「適性」等 


⑤ 類似文字、類義語の誤りはないか。 


(例) 「末」・「未」、「懲」・「徴」、「資金」・「基金」、「推進」・「促進」、「認可」・「許可」等    


⑥ 見落としやすい脱字はないか。 


(例) 「第」、「条」、「項」、枝番の条名中の「の」等の文字、「…こと。」、「…とき。」及び「…以下同


じ。）」における「。」等 


⑦ 見落としやすい重複はないか。 


(例) 「第第」、「ととともに」等 


 


⑧ 拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の大小に誤りはないか。 


⑨ 送り仮名の誤りはないか。 


(例) 「行う」・「行なう」等 


⑩ 片仮名法令を引用する場合の表記の誤りはないか。 


(例)  件名には平仮名を用い、枝番の条名中の「ノ」、引用する文言等は片仮名を用いること等 


⑪ なお、法令名、法令番号、年月日、金額及び割合の誤記は見逃しやすいので留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法に条を追加し、その中でＢ法の規定を読み替えて準用する際、読替先の文言について、「Ａ法第Ｘ条


第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又はＡ法第Ｚ条の規定による・・・」とすべきところ、「Ａ法第Ｘ条第


二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又は同法第Ｚ条の規定による・・・」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の別表中の規定を改める際、『別表第三第Ｙ号中「○○」を「△△」に改


め、同表第三第Ｚ号中「××」を「□□」に改める。』とすべきところ、「改め」という文言を書き漏らし


てしまった。 


 


例３ 「多数の人」とすべきところ、「他数の人」と表記してしまった。 


 


例４ 「懲役」とすべきところ、「徴役」と表記してしまった。 


 


例５ 「○○未満」とすべきところ、「○○末満」と表記してしまった。 


 


 （新設） 


 


 


例６ 目次中の条名を改める際、「第Ｘ条の二の十三」とすべきところ、「第Ｘ条二の十三」と、「の」の１文


字を書き漏らしてしまった。 


 


例７ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改め先の文言について、「同法第Ｙ条第一号」とすべ


きところ、「同法Ｙ条第一号」と、「第」の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例８ 「○○原料製造業者」とすべきところ、「○○原料製業者」と、「造」の１文字を書き漏らしてしまった。 
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例１０ 「意見を聴くとともに」とすべきところ、「意見を聴くととともに」と、「と」の１文字を余分に記載


してしまった。 


 


例１１ 「若しくは」とすべきところ、「若ししくは」と、「し」の１文字を余分に記載してしまった（「若


し」のところで改行されていたもの。）。 


 


例１２ 平成元年以後に立案されたＡ法（促音小書き）の附則第Ｘ条において、昭和６３年以前に立法されたＢ


法（促音小書きせず）の規定を改める際、改め先の文言について、「あつては」とすべきところ、「あっ


ては」と表記してしまった。 


  


例１３ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、「・・・の整備の促進に関する特別措置法」という 


Ｂ法の題名の表記に当たり、「・・・の促進に関する特別措置法」と、「の整備」という文言を書き漏ら


してしまった。 


 


例１４ 「労働者」（の健康の保持に及ぼす）とすべきところ、「労働省」（の健康の保持に及ぼす）として


しまった。 


 


例１５ 罰則規定において、「一年以下」（の懲役）とすべきところ、「一年以上」（の懲役）としてしまっ


た。 


 


例９ 「意見を聴くとともに」とすべきところ、「意見を聴くととともに」と、「と」の１文字を余分に記載し


てしまった。 


 


 （新設） 


 


 


例１０ 平成元年以後に立案されたＡ法（促音小書き）の附則第Ｘ条において、昭和６３年以前に立法されたＢ


法（促音小書きせず）の規定を改める際、改め先の文言について、「あつては」とすべきところ、「あって


は」と表記してしまった。 


 


例１１ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、「・・・の整備の促進に関する特別措置法」という


Ｂ法の題名の表記に当たり、「・・・の促進に関する特別措置法」と、「の整備」という文言を書き漏らし


てしまった。 


 


（新設） 


 


 


（新設） 
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


  


提　出　日　時


月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


①


②


2


①


②


③


④


⑤


3


①


②


③


4


①


②


③


④


⑤


⑥


5


①


（注１）


（注２）


（注３）


用語の整備


削除後の文意


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


チェックポイント


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


別添


官　職 ・ 氏　名所　属


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


立案担当部局チェック


句読点の誤り


読替規定・表の確認


溶け込みの正確性


改正条項の確認


改正規定の特定の正確性


府省名


官職・氏名 月日 官職・氏名 月日


複層的チェック


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


括弧の開閉


溶け込み後の文意


システムでの溶け込みチェック


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


改め元の文言の不一致


法
案
名


項目
要点 判明した誤り


別紙１　文言の改正に伴うチェック


誤りチェックシート


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


複層的チェック
実施責任者


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）


意図しない一致


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


引用規定の特定の正確性
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


  


手引　別紙２


別紙２　規定の追加等に伴うチェック


1


①


②


2


①


②


③


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


（注１）


（注２）


（注３）


誤りチェックシート


立案担当責任者


新たに追加した条文における引用
条項の正確性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


複層的チェック
統括責任者


章名等の明記（条項の場合）


　　　同上　　 （節等の場合）


目次の改正漏れ


追加等に伴う付け直し


法令名、定義語等の追加等に伴う
縦断的チェック


章等の追加等に伴う「前章」等の改
正の必要性


チェックポイント


立案担当部局チェック


処理の基本的ルール


氏　名


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


規定の追加、削除又は移動


複層的チェック


追加等に伴う上記以外の引用関係
の整合性（「第○条から第△条ま
で」等）


他の引用法令における引用関係の
整合性


項建ての存否に伴う「第○項」の適
否


官職・氏名 月日官職・氏名


追加等に伴う引用関係の誤り


月日


「前条」、「次条」等に改正する必要
性


章名を付する場合等


冒頭、末尾における追加等


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


別添


判明した誤り


共通見出しの処理


所　属


「前条」「次条」「前○条」等を改正す
る必要性


新たに引用する規定の特定の正確
性


項目
要点


法
案
名
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


  


手引　別紙３～５


別紙３　縦断的チェック


1


①


②


③


2


①


②


③


④


別紙４　準用規定のチェック


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


別紙５　施行期日のチェック


①


②


③


（注１）


（注２）


（注３）


他法改正との調整規定の必要性


項目
要点


官職・氏名


他法令の規定の引用における法令
名、「同法」等の記載の正確性


他法令の規定の読替における定義
語・略称、法令番号等の記載の正
確性


孫準用の関係の明記


対象規定の適切なグルーピング


読替対照表による文言の確認


別添


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


法
案
名


定義語・略称の縦断的チェック


定義語・略称に重複・混乱がないか


定義規定等の削除に伴う付け替え


定義語・略称の適用範囲・必要性
の確認


法令番号の縦断的チェック


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


法令名削除に伴う法令番号の付け
替え


附則における法令名の記載等


改正対象法令以外での定義語・略
称の不用意な使用


分かりにくい準用読替規定の回避


読替後の規定中の「同法」、「及
び」、「又は」等の用法の正確性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


判明した誤り


月日月日


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）


引用する規定に本改正による文言
の改正、移動等がないかの確認


読替規定を置く必要性


読替元の文言を改正する必要性


「　」の開閉、「、」の要否


制度実施に必要な準備規定の施行
期日


複層的チェック


法令番号の付け忘れ


立案担当部局チェック


官職・氏名
チェックポイント


所　属 氏　名


複層的チェック
統括責任者


立案担当責任者


誤りチェックシート


府省名


複層的チェック
実施責任者
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


  


手引　別紙６


別紙６　その他の形式的事項のチェック


1


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


2


①


②


③


④


⑤


⑥


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


⑪


（注１）


（注２）


（注３）


一部改正法令の改正のおける案文
の初字の位置


法
案
名


複層的チェック


判明した誤り


官職・氏名 月日


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


府省名 所　属


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


別添


項目
要点


チェックポイント
官職・氏名 月日


立案担当部局チェック


氏　名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


項番号のない条文の項の初字の位
置


一条のみで構成される章等の見出
し


振り仮名（ルビ）の付け方


配字のチェック


ワープロソフトの所定の禁則処理等
の設定


条名、項番号等の連続性


枝番の最後での「第○条の○　削
除」


見出しの改正漏れ、欠落


概括的なチェック


章等の区切りの位置


目次中の「・」、「－」の記号


条建ての改正の場合の配字


表の上下の罫線の位置


目次、表等を改正する場合の「　」の
位置


その他配字全般


特殊なルールによる改正のチェック


誤字・脱字等のチェック


改め文の改正箇所を示す「条中」、
「同条」等の用法


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


拗音、促音の大小の誤り


送り仮名の誤り


片仮名法令を引用する場合の表記


法令名、法令番号、年月日、金額及
び割合の誤記


ワープロ変換等による同音異義語
の誤り


類似文字、類義語の誤り


一部改正法令の改正における「改
正規定中」の記載
改正規定中の「改め」、「加え」、「削
り」の欠落


重複（「第第」、「ととともに」等）


脱字（枝番中の「の」等）


誤りチェックシート
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


 


提　出　日　時


月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


① レ レ
②


2


① レ レ
② レ レ 第○条で「各号列記以外の部分」との特定が抜けていた。


③ レ レ
④


⑤


3


① レ レ
②


③ レ レ
4


① レ レ
② レ レ
③ レ レ
④ レ レ
⑤


⑥ レ レ
5


① レ レ
（注１）


（注２）


（注３）


別添


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


複層的チェック


判明した誤り○○係長
○○　○○


○月○日


別紙１　文言の改正に伴うチェック


立案担当部局チェック


句読点の誤り


引用規定の特定の正確性


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


月日


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


複層的チェック
実施責任者


大臣官房○○課


官　職 ・ 氏　名


課長補佐・○○　○○


所　属


○○局○○課 課長補佐・○○　○○


大臣官房○○課 課長・○○　○○


府省名


及び並びに・又は若しくは


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


用語の整備


新規の「同法」等の確認


意図しない一致


○○○法の一部を改正する法律案
例（第○条　△△法の一部を改正する法律案部分）
　  （第１条～第２０条部分）


部長説明日（　○月○日（火）　）、閣議付議予定日（　○月○日（金）　）


月日


法
案
名


項目
要点


官職・氏名


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


○○省


○月○日


チェックポイント


溶け込み後の文意


システムでの溶け込みチェック


官職・氏名


○○係員
○○　○○


溶け込みの正確性


改正条項の確認


改正規定の特定の正確性


枝番（孫番）の誤記


読替規定・表の確認


削除後の文意


誤りチェックシート


○


○


○








参事官着任当初に知っていたら良かったこと（先輩参事官からの助言） 


 


※ 順不同 


※ 個別の改め方や規定ぶりについての知識は記載していない。 


 


１ 審査等スケジュール 


〇 通常国会提出法案について、年末までの検討段階から、年明けの部長審査、次長・長官審査、


閣議決定、国会提出に至るまでの段取り 


具体的には、①いつの段階までに何を固めておく必要があるのか（束ねの適否、重要な論点に


ついての方向性の確定、下審査を要する条文の立案手引きなど）、②法制局内で、いつの段階で


どのようなイベント（骨子留意事項の作成、法案打合せ（旧文書課長等会議）、法案検討幹部会


など）が発生するか、③検討中の段階で部長以上の幹部に相談すべき事項にはどのようなものが


あり、どのように相談するか（論点についての説明ペーパーの作成、投げ込み、事前説明など） 


〇 骨子留意事項（下三分の一紙）について、年内に次長・長官の了解をもらっておくこと。（当


然に、そこから逆算して、部長の了解とりつけに向けた審査スケジュールが決まってくること。）  


○ 法制局の審査スケジュールは閣議日を念頭に置いており、その他の手続（与党審査など）とは


必ずしも連動しないため、１～２月のスケジュール管理には特に注意が必要である。また、（政


治的な事情等により）閣議日が近いタイミングで案文に修正を行う場合の対応について原省と


検討しておくこと。 


○ 当該年度の年度末までの案件は、スケジュールを極力前倒しさせること。 


〇 年明け以降の次長・長官審査のスケジュールについて、税法の審査が行われる時期に注意する


こと。 


 


２ 審査・案文チェック 


○ 審査の手順、着眼点、チェック事項、過去の主な指摘事項を知っておくこと。 


○ 立案府省庁等の担当者を必要以上に対面審査で拘束せず、自主チェックの時間を十分に確保


すること。 


○ 長官・次長・部長指摘に際しての修正を行う際、往々にして指摘箇所のみにしか目が行き届か


ず、修正に伴う他の部分へのハネを見逃しがちなので、そういう観点からのチェックが必要であ


る。 


○ 被改正法令については、審査の初期段階(時間的余裕のある段階)において、基本的には第 1条


から原始附則まで黒本（又はスーパー法令ウェブを打ち出したもの）で通読すべきこと（ハネ改


正等の場合を除く。）。（改正箇所で出てくる文言が前の方の条で略称として規定されていたり、


原省が気づいていないハネ改正を発見したりすることがあるため。） 


 


３ 改め方 


○ 古い法律の改正については特有の留意を要すること（項番号がない法律について改め方が通


常と異なる場合があること、「や」「ゆ」「よ」「つ」の大小等）。 


○ 一部改正法の一部改正を行う場合の配字のルールには注意すること。 


○ 引用する法律の法律番号の規定場所について、多段改正を行う場合には、それぞれの改正段階







において最も前に位置する法律名に付される形となるよう、随時加えたり削除したりする必要


があること。 


 


４ 罰則 


○ 実体規定に罰則規定の構成要件を規定している場合、当該実体規定の改正に伴い罰則規定の


構成要件が改正する際の当該改正規定の施行日について、最短でも「公布の日から起算して十日


を経過した日」以降とすることを失念しやすいこと。 


例：立入検査の拒否等について罰則を設けている場合、当該立入検査の対象を追加等する改正に


おいて、当該改正規定の施行日を「公布の日から施行」としがちである。 


 


５ 審査資料全般 


○ 案文、理由、新旧対照表、用例集、参照条文以外の説明資料の具体例 


○ 全ての審査資料に例外なく日付を記載させること（バージョン管理）。 


 


６ 用例 


 〇 既存の制度の類似制度を設ける等の場合、既存の制度を規定している法令の構造を用例とし


て二段表等で検討すると効果的・効率的である。 


○ 用例を参照する際には、文言のみならず、改正条項の構文に係る先例を十分に参照する必要が


ある（構文用例の重要性）。 


○ 閣法の用例と議員立法の用例の違い。当局の審査を経た用例は閣法の用例であるが、原課の担


当者がこの点を理解しておらず、用例集に議法が含まれていることが時折あるので注意を要す


る。閣法で制定された法律であってもその後の改正が議法でされている場合があるので注意を


要する。 


 


７ 読替規定 


○ 「」が多用されている読替規定や読替表で、引用のダブルヒットが多い（法令審査支援システ


ムでもうまく解析できない）ので、特に目視で確認する必要がある。 


○ 準用、変更適用に係る規定を改正（新設）する場合には、必ず読替表を作成させて、読替規定


の要否を確認すべきこと。 


○ 改め文と読替規定において、対象の特定の仕方の厳密さに差異があること。 


 


８ 参照条文 


○ 参照条文の重要性 


原局の担当者（特に立案経験が乏しい者）は、法制局に提出する参照条文の重要性を十分に理


解していないことがままあるので、常に注意喚起をする必要がある。審査に影響する改正がある


場合には、参照条文中にその旨を明らかにする必要があることは当然であるが、審査に影響する


改正がない場合であっても、その旨を必ず参照条文に記載させ、調査を尽くしたことを確認する


必要がある。 


○ 現行日本法規に附則の全てが登載されているわけではないこと。 


○ 現行日本法規に比し、一般の法令集の信頼性が低いこと。 







○ チェック条文（改め文のチェックのために、参照条文を改め文で引用する順序で重複を排除せ


ず並び替えたもの） 


 


９ 読み合わせ 


○ 最終読み合わせのやり方で注意すべき事項（参事官了の最終原稿を相手に渡して読み上げる、


どの文書のどの部分を誰が責任を持って見るか分担を決める、１時間で約２５ページ進む等）。 


○ 読み合わせは万能ではなく、読み手のペースにつられて必ずしも全ての文字に意識が向かな


い可能性があるので、担当者自ら自分のペースで一字一字確認することも読み合わせと同様に


重要である（形式チェックは読み合わせの機会に行えばいいという認識を持たせないこと。）。 


○ 「第」「条」「十」等の文字の欠落が、思いのほか多いこと。 


○ ページや行の変わり目は特に注意が必要である。 


○ 印刷の段階で審査済みの原稿と非連続な（思いもよらない）印刷ミスが発生し得る。 


 


10 ワークブック、手引き以外の図書など 


○ 組織関係法令の審査における「各省等設置法立案作業手引書集」、「中央省庁等改革関係政令立


案作業手引集」 


○ 過去の法令改正における「理由」の一覧の存在 


○ 官報検索サービス、法令データ提供システム 


 


11 個別事項についての知識 


〇 政令の制定文の規定の仕方 


〇 準用と変更適用 


〇 特定の分野の法律において前提とされている表現（「業を行う」と「業を営む」など） 


〇 罰則の構成要件の規定の仕方 


○ 経過措置の典型的な規定の仕方 


○ 経過措置独特の用語の使い方（「〇〇法」、「新〇〇法」、「旧〇〇法」、「令和〇年改正〇〇法」


など） 


〇 調整規定 


 


12  その他 


 〇 担当することになる法律案について、過去の審議録を事前に見ておくと良い。 


○ 夏場には比較的時間があるので、毎年夏の間に何をするか計画立てた方が良い。 


○ 出身省庁又は担当省庁から、法制執務についてのマニュアルを入手して参考にする。対法制局


や対国会の基礎知識や事務手続がコンパクトにまとめられていて、内閣法制局参事官としても


参考になる。 













法令案における誤りの防止について（手引き）


（増補版）


平 成 1 6 年 1 2 月


内 閣 法 制 局
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法令案における誤りの防止について(手引き)


平成１６年８月３０日


内 閣 法 制 局


改正 平成１６年１２月９日


第１５９回国会で成立した国民年金法等の一部を改正する法律(平成１６年


法律第１０４号)について、法案の形式的事項に多数の誤りがあり、公布後に


おいて官報による正誤処理をせざるを得なかったことについては、誠に遺憾で


ある。内閣提出の法案及び政令案(以下「法令案」という。)に形式的事項とい


えども誤りがあってはならないことは当然であり、今後かかる誤りを生じるこ


とがないよう、当局と立案府省庁等とが連携しつつ、その防止を図るための実


効的な態勢を確立する必要がある。


そこで、法令案における誤りの防止について、以下のように定める。なお、


この手引きは、今後の実施状況等によりその内容に変更及び追加を行うことを


予定している。


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項


１ 予備審査が一時期に過度に集中することがないよう「法令協議に関する


申合せ(平成５年１月１８日各省庁文書・国会担当課長会議)」を徹底し、


常会に提出を予定する法案の予備審査については、非予算関連法案にあっ


ては１０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案にあって


は翌年１月上旬から開始するよう努めること。政令案についても、できる


だけ早期に準備をし、時間的余裕をもって審査を行うことができるように


すること。


２ 法令案の実質的事項についての審査を終えた後において形式的事項のチ


ェックに必要な時間を十分に確保することができるよう、当該法令案の閣


議付議の予定日を設定すること。


３ 立案府省庁等においては、当該法令案の立案担当部門による法令案のチ


ェックを強化することに加えて、立案担当部門以外の大臣官房等の職員(必


要に応じてその職務を行わせる他の部局等の職員を含む。)が当該法令案


の形式的事項について複層的チェックを行う態勢を確立すること。これに


伴い、法令案ごとに、当該複層的チェックを統括する責任者の官職及び氏


名を審査担当参事官に通知すること。


４ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の


所管する法令の改正に及ぶ場合は、立案府省庁等における３の複層的チェ
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ックのほか、当該法令を所管する他の府省庁等においても、当該法令の改


正について複層的チェックを行うこと。当該法令を所管する府省庁等にお


ける複層的チェックを統括する責任者の通知は、当該法令の改正の審査（下


審査）を担当する参事官に行うこと。


５ 各府省庁等においては、法制実務の基本に関する研修を実施するなど、


法令案の形式的事項について的確なチェックを行うことができる職員の養


成に努めること。


６ 審査担当参事官は、その審査する法令案において必要な事項を自らチェ


ックするほか、３又は４によって通知を受けた府省庁等における複層的チ


ェックを統括する責任者との連絡を密にして、その他の形式的事項のチェ


ックにも遺漏がないことを確認すること。


７ なお、法令案の形式的事項のチェックにおけるＩＴ技術の利用の促進に


ついて、更に検討を進める。


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令の規定の確認等


(1) 官報等の基礎資料の整理
当局における審査は、現行日本法規に登載された改正対象法令の規定


をベースに行っているが、その改正法令が未施行であることや加除の時


期等によって、審査の時点で、これに本改正(今回行おうとしている改


正をいう。以下同じ。)の前提とすべき改正対象法令(附則により改正す


る他の法令を含む。以下同じ。)の規定が反映されていない場合も少な


くない。このような場合、立案府省庁等において、現行日本法規に反映


されていない改正対象法令の改正について、官報、法令全書又は法案(正


誤を含む。以下「官報等」という。)によって、当該改正の内容及び施


行期日を確認した上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施


した官報等の写し及び②施行期日ごとの新旧対照表を作成し、立案府省


庁等における立案及び複層的チェックのための基礎資料として準備する


とともに、これらの写しを審査担当参事官に提出すること。


［留意点］


○ 本改正の施行後に施行の予定となっている改正についても整理す


ること。


○ 数次の改正がある場合は、施行期日の順に従って整理すること。


○ 政令等により施行期日が定まるものについては、当該政令等の官


報等の写しを添付すること。また、施行期日が未定のものについて
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は、施行の見込み時期について付記すること。


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案に


よる改正及び継続審議中の法案による改正に留意すること。


○ 一部改正法令の一部改正があることを見落とさないこと。


○ 立案府省庁等においては、他の府省庁等の所管する法令による改


正対象法令の改正予定の有無及びその内容について適時に所要の照


会を行い、改正予定の把握に遺漏がないようにすること。


○ 附則において改正する他の府省庁等の所管する法令に係る同様の


基礎資料についても、立案府省庁等において、当該法令を所管する


他の府省庁等の協力を得て取りまとめること。


○ なお、法令の改正履歴及び改正予定については、平素から、当該


法令を所管する府省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する


態勢を確立すること。また、共管法令の改正履歴及び改正予定につ


いては、その全体について、各共管府省庁等において情報を共有し


ておくこと。


(2) 引用法令の確認及び整理
立案府省庁等において、改正対象法令を引用している他の法令の有無


を確認し、一覧表を作成するなどして整理すること。


［留意点］


○ 関係法令、従前の一部改正法令の附則(経過規定)等他の法令にお


ける引用について漏れなく把握すること。他の府省庁等の所管に係


る法令における引用については、立案府省庁等において適時に所要


の照会を行うものとし、照会を受けた当該他の府省庁等においては、


調査に遺漏がないようにすること。


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案に


おける引用及び継続審議中の法案における引用に留意すること。


○ なお、法令間の引用関係(引用し、又は引用される関係をいう。


以下同じ。)については、平素から、それぞれの法令を所管する府


省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する態勢を確立するこ


と。また、共管法令の引用関係については、その全体について、各


共管府省庁等において情報を共有しておくこと。


(3) 電子データの調製
(1)において確認した本改正の前提とすべき改正対象法令の全文(現行
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日本法規に登載されたとおりである場合を含む。) を電子データ化し、


立案府省庁等における立案及び複層的チェックに用いるための参照資料


として準備するとともに、審査担当参事官に送付すること。


［留意点］


○ 読み合わせを励行するなど電子データの正確性の確保に特に留意


すること。


○ 本改正に係る施行期日が複数あり、その間に改正対象法令の改正


がある場合は、それぞれの施行期日における改正の前提とすべき改


正対象法令の規定を電子データ化すること。


○ 附則において形式的な改正を行うにとどまる他の府省庁等の所管


する法令の電子データについては、必要に応じて送付すれば足りる。


○ なお、総務省において整備をしている法令データについては、未


施行部分の取扱いなどにおいてそのままでは利用できないことに留


意する必要がある。


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等


(1) ワープロデータの的確な管理
立案府省庁等においては、立案及び審査の過程における法令案の修正


について、ワープロデータのバージョン管理を徹底するとともに、修正


入力の担当者を特定するなどして、ワープロデータの正確性を確保する


こと。


［留意点］


○ いつどの部分を修正したかが分かる資料も併せて保存すること。


(2) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底
立案及び審査の過程において法令案に修正があった場合は、その都度、


立案府省庁等において、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェッ


クを行い、当該修正に伴って必要となる改正に遺漏がないようにするこ


と。


［留意点］


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、全般的なチェックを行うこ


と。


(3) 新旧対照表の扱い
新旧対照表は改正内容の理解を助けるための参考資料として作成する
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ものであり、立案及び審査の対象は法令案(改め文)自体であることに留


意すること。


［留意点］


○ 最終的な新旧対照表は、審査を経て確定した法令案の内容に則し


て作成すべきものであり、法令案の立案及び審査の過程における新


旧対照表は、改正部分の前後の規定や引用関係にある他の規定など


本来直接参照して確認する必要がある規定が記載されていなかった


り、前後の章(節等)名や傍線等が欠落しているなどの不備があるこ


とも多く、法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべ


きものではない。


(4) 最終的な複層的チェックの実施
法案の国立印刷局入稿の時点等法令案が固まった段階において、当該


法令案の形式的事項について、立案府省庁等における最終的な複層的チ


ェックを行うこと。


［留意点］


○ それまでの立案の過程において複層的チェックが行われていた場


合においても、新たな視点で法令案の形式的事項に特化した最終的


な複層的チェックを行うこと。


○ 当局における決裁や与党における審査など閣議付議の予定日の直


前において更に修正がなされることもあることから、最終的な複層


的チェックについては、これを統括する責任者において相当数の職


員にチェックすべき事項を振り分けるなどして短時間で集中的に形


式的事項のチェックを行うことができる態勢を整備すること。


○ 複層的チェックを行う大臣官房等に恒常的にそのための職員を配


置することが困難な場合においては、必要に応じて他の部局等から


適当な職員を集めることができる態勢を整えること。


(5) 読み合わせによる確認
読み合わせは、配字を含めて一文字一文字を確かめ、法令案の全体に


ついて誤りがないことを確認することができるように行うこと。


［留意点］


○ 立案府省庁等における複層的チェックにおいても、読み合わせに


よる確認を行うこと。


○ 当局における読み合わせは、審査担当参事官の最終原稿を読み上
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げて行うこと。


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック


別紙１から別紙６までに掲げるチェックポイント(要点)により、法令案


の形式的事項についてチェックを行うこと。


［留意点］


○ 別紙１から別紙６までに掲げるものは、法令案において特に誤り


を生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、各府


省庁等においては、あらかじめ、その趣旨を法令案の立案及びチェ


ックに当たる職員に周知させ、法令案の立案担当部門におけるチェ


ック及び複層的チェックに遺漏がないようにすること。また、各府


省庁等においてその他必要と思われるチェックポイントがあるとき


は、これを適宜増補して使用すること。


○ 法令案のチェックに当たって改正対象法令や他の法令を参照する


場合、検索の便宜として１(3)の電子データを用いることは有用で
あるが、その上で、最終的には、現行日本法規及び官報等を直接参


照すること。


○ これらのチェックポイントは、一部改正法令案を念頭に置いたも


のであるが、全部改正法令案及び新法令案についても、これらに準


じてチェックを行うこと。


４ 法案提出後におけるフォロー等


(1) 立案府省庁等において、法案提出後、その内容を改めて点検し、万一
法案に誤りがある場合には、国会における審議が開始される前に、法案


の正誤処理を行うことができるようにすること。


(2) 国会提出後の法案について、その成立が当初の見込みから遅れること
となる場合には、改めて法案をチェックし、所要の修正の依頼を怠らな


いこと。


［留意点］


○ 成立を見込んで記載した法律番号の年の部分の修正


○ 他の法律の規定による一部改正の施行が先行してしまうことによ


る法案の修正
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別紙１ 文言の改正に伴うチェック


１ 改正する規定の特定が正確であることをチェックすること。


［要点］


① 改正箇所を示す「第○条第○項」、「…第○号」、「各号列記以外の部


分」、「…本文」、「…ただし書」、「…前段（後段）」等によって指定され


た規定が存在するか、また、その指定する規定の範囲が適当かについて、


実際に当該規定に当たって確かめること。


② 枝番(特に孫番)の誤記は見逃しやすいので注意すること。


[誤り事例]


例１ 適用読替の規定である第Ｘ条を改める際、同条が「・・・された場


合における第Ｙ条、・・・の規定の適用については、第Ｙ条中・・・


とする。」という１文から構成されているにもかかわらず、２文から


成るものと錯覚し、「第Ｘ条前段中」と記載してしまった。


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改正対象規定を


「第Ｙ条第一項第七号中」とすべきところ、「第Ｙ条第七号中」とし


て、「第一項」という文言を書き漏らしてしまった。


２ 改め元の文言(「○○」を…改める、「○○」を削る、「○○」の下に…


加える等における「○○」の文言)が１で確認した規定中の文言に合致す


ることをチェックすること。


［要点］


① １で確認した規定の全体を精査し、改め元の文言について、不一致及


び意図しない一致(誤ヒット)がないことを確かめること。


② 特に、改め元の文言が長い場合は一文字の誤りでも不一致となり、他


方、改め元の文言が短い一般的な用語である場合(「及び」、「又は」、「第


○条」等)は他に意図しない一致(誤ヒット)を生じる可能性が高いこと


に留意すること。


③ 改め元として引用する読点（「、」）及び句点（「。」）の扱いが適当か


についてもチェックすること。


④ なお、改正がある項について行うべき用語の整備（「行なう」を「行


う」に、「但し」を「ただし」に、「一に」を「いずれかに」に改める


等）についても留意すること。
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[誤り事例]


例１ Ａ法改正法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条の規定を改める際、改め


元の文言を「昭和六十年一月二日」とすべきところ、「昭和六十四年


一月二日」と記載してしまった。


例２ 第Ｘ条に規定する業務規程について認可制を届出制に改める際、改


め元の文言を「認可を受け」とすべきところ、「許可を受け」と記載


してしまった。


例３ ２項から成る第Ｘ条の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｘ条第


一項中」と特定すべきところ、同条第２項にも改め元の文言と同一の


文言があることを見落とし、単に「第Ｘ条中」としたため、同条第２


項が誤って改正され、意味の通らない規定となってしまった。


例４ 各号列記がある附則第Ｘ条第１項の規定を改める際、改正対象規定


を「附則第Ｘ条第一項各号列記以外の部分中」と特定すべきところ、


同項第１号中にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、


単に「附則第Ｘ条第一項中」としたため、同項第１号が誤って改正さ


れてしまった。


３ 改め先の文言（「△△」に改める、「△△」を加える等における「△△」


の文言)が１で確認した規定中に正常に溶け込むことをチェックすること。


［要点］


① 改め先の文言を溶け込ませた後の当該規定において、改正部分の前後


を通読して文意が通じることを確かめること。


② 規定中の文言を削る場合においても、改正部分の前後を通読して同様


の確認をすること。


[誤り事例]


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、行政


庁による公示を規定する第Ｙ条の文言について、「第Ｘ条に規定する


認可をしたときは」を「第Ｘ条の規定による届出を受理したときは」


に改めるべきところ、単に「認可」を「届出」に改めるとしたため、


「（行政庁が）・・・届出をしたときは」と改正されてしまった。
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例２ 第Ｘ条において、「終了予定日とされた日」の下に「から三十日を


経過した日」を加える際、改め元の文言を誤って「終了予定日」とし


たため、「終了予定日から三十日を経過した日とされた日」と改正さ


れてしまった。


４ 溶け込み後(文言を削った場合を含む。)の規定の全体について、誤りを


生じやすい語句等のチェックを行うこと。


［要点］


① 既存の「同(法、条、項等)」が指すものに誤りを生じていないかを確


認すること。


② 新たに「同(法、条、項等)」を用いるべきものが生じていないかを確


認すること。


③ 「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方が適当かを


確認すること。


④ 括弧（（）及び「」）の開閉は整合しているかを確認すること。


⑤ 改正部分に法令名(題名及び件名をいう。以下同じ。)又は定義語・略


称がある場合は、別紙３の縦断的チェックを行うこと。


⑥ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に


当たって確認すること。


[誤り事例]


例１ 第Ｘ条において、「第Ｙ条第一項の規定による認可、同条第四項の


規定による変更の届出・・・・」という規定中、「認可」の下に「、


第Ｚ条第一項の規定による変更命令」という文言を加える際、「同条


第四項」を「第Ｙ条第四項」に改めるべきところ、これを看過してし


まった。


例２ 第Ｘ条において、「第Ｙ条第一号又は第二号に掲げる業務」という


規定の下に「又は第Ｚ条第一号に掲げる業務」という文言を加える際、


「第Ｙ条第一号又は第二号」を「第Ｙ条第一号若しくは第二号」に改


めるべきところ、これを看過してしまった。


５ 当該規定中の文言を引用している他の規定を確認し、その引用している


文言が改正後の当該規定中の文言と整合しているかをチェックすること。
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［要点］


○ 改正対象法令のほか、本文第２の１(2)において整理した他の引用法
令のすべてについて確認すること。


[誤り事例]


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、約款


の公衆縦覧を規定する第Ｙ条について、「第Ｘ条に規定する認可を受


けた約款」を「第Ｘ条の規定による届出を行った約款」に改めるべき


ところ、これを看過してしまった。


例２ 第Ｘ条中の文言を「異議申立手続」から「審査請求手続」に改めた


際、これに伴って第Ｘ条を準用している第Ｙ条中の「異議申立手続」


の文言を改めるべきところ、これを看過してしまった。
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別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック


１ 追加、削除又は移動の対象となる規定の特定及びその追加、削除又は移


動の処理が適当であることをチェックすること。


［要点］


① 規定の追加、削除又は移動を行う場合の基本的ルールに従っているか


を確認すること。


② 章名、節名等を付し、又は削ることによる章(節等)建ての変更がある


場合の処理に誤りを生じないよう留意すること。


[誤り事例]


例 新たに章名を付する際、「第Ｘ条の十六の六」の次に付すべきところ、


「第Ｘ条の十六」の次に付してしまった。


２ 追加、削除又は移動の対象となる規定が章、節等の冒頭又は末尾のもの


かどうかをチェックすること。


［要点］


① 章、節等の冒頭又は末尾の規定に追加、削除又は移動がある場合、改


正規定(改め文)にその趣旨が明記(「第○章中第○条の次に…」等)され


ているかを確認すること。


② 編、章、節等の冒頭又は末尾の章、節、款等に追加、削除又は移動が


ある場合についても、同様である。


③ 目次の改正が漏れていないかを確認すること。附則において他法改正


を行う際、当該他法の目次の改正が必要となる場合があることにも十分


に留意すること。


[誤り事例]


例１ 第Ａ章の冒頭に第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「第Ｘ


+1 条」を「第Ｘ条の二」に改めるべきところ、これを看過してしま
った。


例２ Ａ法改正法附則において、Ｂ法の規定を改める際、Ｂ法本則の末尾


に２条（罰則規定）を追加したことに伴って、Ｂ法の目次における罰


則の章の末尾の条名を「第Ｘ条」から「第Ｘ+2 条」に改めるべきと
ころ、これを看過してしまった。
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例３ 第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「（第Ｘ条・第Ｘ+1条）」
を「（第Ｘ条－第Ｘ+1 条）」に改めるべきところ、これを看過してし
まった。


３ 共通見出しの処理をチェックすること。


［要点］


○ 規定(条)の追加、削除又は移動に伴い、共通見出しの付け直しの処理


が適切になされているかを確認すること。


[誤り事例]


例１ 第Ｘ条及び第Ｘ+1 条の共通見出しを改正する際、「第Ｘ条の前の見
出し」とすべきところ、「第Ｘ条の見出し」と記載してしまった。


例２ 第Ｘ条から第Ｘ+2 条までの共通見出しが付されている場合で
「第Ｘ条 削除」とするときに、第Ｘ条の前に付されていた共通見


出しを第Ｘ+1 条の前に付け替えるべきところ、これを看過してしま
った。


４ 追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に誤りを生じていない


かをチェックすること。


［要点］


① 追加、削除又は移動の対象となる規定の前後の規定において、「前条


(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」が用いられてい


るかどうかを確認し、その指示するものに誤りを生じていないかをチェ


ックすること。


② 規定の追加、削除又は移動の結果、その前後の規定において、「第○


条(項、号)」又は「第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」を「前条


(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」に改める必要が


ないかを確認すること。


③ 章、節等の単位で追加、削除又は移動の対象となる場合(新たに章名、


節名等を付し、又は章名、節名等を削る場合を含む。)は、「前章(節等)」、


「次章(節等)」又は「前○章(節等)」についてチェックをすること。


④ その他当該改正対象法令の全体について、追加、削除又は移動の対象


となる規定の引用関係に不整合を生じていないかを精査すること。この
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場合において、「…第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」のように、


追加、削除又は移動の対象となる規定の条名等が改正対象法令の規定上


そのまま記載されていない場合(電子データを利用して単純に検索を行


ってもヒットしない場合)があることに留意すること。


⑤ 加えて、本文第２の１(2)において整理した他の引用法令のすべてに
ついて、同様に、追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に不


整合を生じていないかを精査すること。


⑥ 本改正により項建てがなくなった条や項建ての条のすべての項を引用


する場合は、単に「第○条」とすることを見落とさないこと。また、本


改正により項建てがなされた条中の規定を引用する場合に、「第○条第


△項」とすることを見落とさないこと。


⑦ 改正部分に法令名又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チ


ェックを行うこと。


⑧ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に


当たって確認すること。


[誤り事例]


例１ 第Ｘ条の次に第Ｘ条の２から第Ｘ条の５まで計４条を追加したこと


に伴って、直後の条（第Ｘ+1 条）中の「前条」という文言を「第Ｘ
条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例２ 別表中の備考にある第Ｘ号の次に１号を追加したことに伴って、直


後の号（旧第Ｘ+1 号＝新第Ｘ+2 号）中の「前号」という文言を「第
Ｘ号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例３ 第Ｘ条の次に１条を追加したことに伴って、第Ｘ条の２が第Ｘ条の


３に移動したため、第Ｘ条中の「次条」という文言を「第Ｘ条の三」


に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例４ 第Ｘ条に第２項と第３項を追加したことに伴って、直前の条（第Ｘ-1
条）第３項中の「次条第一号」という文言を「次条第一項第一号」に


改めるべきところ、これを看過してしまった。


例５ 第Ｘ条において号の追加により第３号が第４号に移動したことに伴


って、これを引用する第Ｙ条（罰則規定）中の「第Ｘ条第三号」とい
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う文言を「第Ｘ条第四号」に改めるべきところ、これを看過してしま


った。


例６ Ａ法改正法の附則第Ｘ条において、改正後のＡ法第Ｙ条の規定を引


用する際、第Ｙ条において項の追加により第４項が第６項に移動した


ことを見落とし、「同条第六項」とすべきところ、「同条第四項」と


記載してしまった。


例７ 第Ｘ条において、免許拒否事由を規定する際、審査の過程における


修正に伴って条が移動したことを見落とし、「第Ｙ条の規定により解


任を命ぜられた役員」とすべきところ、「第Ｙ-1 条の規定により解任
を命ぜられた役員」と記載してしまった。


例８ 第Ｘ条において項の削除により第４項が第３項に移動したことに伴


って、これを引用する第Ｘ条の２第１項及び第２項中の「前条第四項」


という文言を「前条第三項」に改めるべきところ、これを看過してし


まった。


例９ 第Ｘ条第２項と第Ｙ条第２項を削除したことに伴って、これらの条


項を引用する第Ｚ条（罰則規定）中の「第Ｘ条第一項（同条第二項に


おいて準用する場合を含む。）又は第Ｙ条第一項（同条第二項におい


て準用する場合を含む。）」という文言を「第Ｘ条又は第Ｙ条」に改


めるべきところ、これを看過してしまった。


例１０ 第Ｘ条第３項を削除したことに伴って、これを引用する第Ｙ条第


１項中の「（第Ｘ条第三項を除く。）」という文言を削除すべきところ、


これを看過してしまった。


例１１ Ａ法第Ｘ条において、項の追加により第５項と第７項が各々第６


項と第８項に移動したことに伴って、これらの条項を引用するＢ法第


Ｙ条第３項中の「第Ｘ条第五項及び第七項」という文言を「第Ｘ条第


六項及び第八項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。
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別紙３ 縦断的チェック


１ 引用する他の法令の法令番号の記載等を縦断的にチェックすること。


［要点］


① 改正後の改正対象法令において、引用する他の法令の法令番号が適切


に付されているかを確認すること。


② 本改正により法令番号の記載された法令名が削除される場合は、これ


に伴いその法令番号を付け替える必要がないかを確認すること。


③ 本改正の附則(経過規定、他の法令の一部改正規定等)における法令名


(「新法」、「旧法」、「平成○○年改正法」等の略称を含む。)の記載及


び法令番号の扱いが適当かを確認すること。


[誤り事例]


例１ Ａ法において、Ｂ法の条項を引用する多数の文言を規定する際、「Ｂ


法」という最初の文言に法令番号「（昭和○○年法律第△△号）」を


付記すべきところ、これを看過してしまった。


例２ Ａ法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条を改め、その中でＡ法の規定を


引用する際、「Ａ法」という文言に法令番号を付記すべきところ、こ


れを看過してしまった。


２ 定義語・略称の定め方及び用い方を縦断的にチェックすること。


［要点］


① 定義語・略称の定め方及び用い方に改正後の改正対象法令の全体を通


じて重複や混乱がないかを確認すること。


② 本改正により定義規定又は略称を定める規定若しくは文言が削除され


る場合は、これに伴い新たな定義規定又は略称を定める必要がないかを


確認すること。


③ 「以下同じ。」、「以下この章において同じ。」、「第○条第○項におい


て同じ。」等の定義語・略称の適用範囲の指定に誤りを生じていないか


を確認すること。また、不要となった定義規定又は略称を定める規定を


残していないかを確認すること。


④ 本改正の附則その他の改正対象法令以外の法令において、改正対象法


令中の定義語・略称を不用意に用いていないかに留意すること。
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[誤り事例]


例１ Ａ法第Ｘ条を全部改正し、第１項に「調整期間」という略称を定め


る規定を設けたことを受け、Ｂ法附則第Ｙ条第４項において、この略


称を用いる際、「Ａ法第Ｘ条第一項に規定する調整期間」とすべきと


ころ、「Ａ法第Ｘ条第二項に規定する調整期間」と記載してしまった。


例２ Ａ法の原始附則第Ｘ条に項を追加し、その中でＢ法（Ａ法等の一部


改正法）中の条項を引用する際、当該Ｂ法について、題名を記載し、


法令番号を括弧書きで付記すべきところ、「昭和○○年改正法」と、


略称を定める規定を置かずに略称を用いてしまった。


例３ 「○○」という文言が使われている多数の条のうち、「○○（△△


○○を除く。以下この章において同じ。）」という定義規定を設けて


いる条を削除する際、「○○」という文言が出てくる直後の条におい


て、○○に関する同様な定義規定を設けるべきところ、これを看過し


てしまった。


例４ Ａ法改正法附則において、Ｂ法第Ｘ条の第２項及び第３項を削除し


たことに伴って、同条第１項中の「（次項において「施設等機関」と


いう。）」という略称を定める規定を削除すべきところ、これを看過


してしまった。
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別紙４ 準用規定のチェック


準用規定（変更適用規定及び「例による」とする規定を含む。以下同じ。)


は、法令の構成を簡素にするとともに、制度の仕組みを大括りで理解しや


すくすることができるという利点があるが、反面、準用規定そのものには


技術的な正確性が求められ、誤りを生じやすいものであることから、特に


準用規定に着目したチェックを励行すること。


［要点］


① 国民の日常生活に密接に関係する規定については、準用を避けて必要


な事項を書き下ろすよう努めること。また、読替規定の読替えなど分か


りにくいものは、できる限り避けること。


② 改正対象法令中の準用規定をすべて確認し、その引用する規定につい


て、本改正による文言の改正又は規定の追加、削除若しくは移動がない


かを確認すること。


③ 準用される規定のうち、「…について準用する」ことによって当然に


変容する部分と明文での読替えを必要とする部分との仕分けに留意する


こと。


④ 準用されている規定の改正に伴い、新たな読替えや引用されている読


替元の文言について改正を要するかをチェックすること。


⑤ 読替規定中の「」の開閉の整合性及び「…とあるのは、「○○」と…」


の「、」の要否(対句構造か否か)に留意すること。


⑥ 読替規定の改正に当たっては、読替対照表を利用して、読替元の文言


及び読替後の文言が誤りなく改正されることを確認すること。


⑦ 読替後の規定中の「同（法、条、項等）」、「及び」・「並びに」及び「又


は」・「若しくは」の用い方に留意すること。


⑧ 準用規定において引用する他の法令の規定について、「○○法(政令)」


又は「同法(令)」の記載に遺漏がないかを確認すること。


⑨ 他の法令の規定を読み替える場合においては、自法令及び当該他の法


令中の定義語・略称の用い方、自法令の法令番号の扱い等に留意するこ


と。


⑩ なお、孫準用はできる限り避けるものとするが、孫準用された規定を


引用するときは、「第□条(第△条において準用する場合を含む。)にお


いて準用する第○条」のように、孫準用の関係を明記することに留意す


ること。
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[誤り事例]


例１ 第Ｘ条において、第Ｙ条の規定が読み替えて準用されている。第Ｙ


条を改正したことに伴って、第Ｘ条中の読替規定（＝『第Ｙ条中「○


○」とあるのは、「△△」と読み替えるものとする。』という規定）


のうち、読替元の文言（＝「○○」という文言）を改めるべきところ、


これを看過してしまった。


例２ 第Ｘ条において、第Ｙ条等の規定を読み替えて準用する規定を設け


る際、審査の過程で第Ｙ条第１項中の読替元の文言が修正されたこと


を見落とし、当該文言を「○○の製造をする者」とすべきところ、「○


○の製造者」と記載してしまった。


例３ 準用読替えの規定であるＡ法第Ｘ条を改める際、『「○○」の下に


「、「Ｂ法第Ｘ条」とあるのは「Ｃ法第Ｙ条」と」を加える。』とす


べきところ、Ｂ法第Ｘ条の直前にあるべきかぎ括弧（ 「 ）を書き漏


らしてしまった。


例４ 原始附則に条を追加し、その中で本則の規定を読み替えて準用する


際、読替元の文言について、『第Ｘ条第一項中「・・・その十分の〇


・五」とあるのは』とすべきところ、『「・・・その〇・五」とある


のは』として、「十分の」という文言を書き漏らしてしまった。
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別紙５ 施行期日のチェック


施行期日が適切に定められているかについてチェックすること。


［要点］


① 一体的に施行する必要がある規定に漏れはないかを確認すること。


② 本体部分の制度の実施の準備のために必要な措置を定めた本則及び附


則の規定の施行期日は適当かを確認すること。


③ 他の法令による改正がありその施行期日が未定である場合において、


その施行期日と本改正の施行期日の先後関係のいかんによって必要とな


る読替え等の調整規定は置かれているかを確認すること。


[誤り事例]


例１ 改正法附則第１項において各号列記により施行期日を規定する際、


審査の段階で改正法附則の項数が７から６に減ったことを見落とし、


同項第１号に「改正法附則第七項」という存在しない項を掲げてしま


った。


例２ 第Ｘ条の規定について、附則第１条（施行期日）において、同条本


文の規定する平成３年１月１日からの施行とすべきところ、誤って同


条第３号に掲げてしまったため、その施行日が平成５年４月１日とな


ってしまった。


例３ 附則第Ｘ条の規定について、平成元年６月１日からの施行とするた


め、附則第１条（施行期日）において、同条ただし書中に規定すべき


ところ、漏らしてしまったため、その施行日が同条本文の規定する「公


布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」


となってしまった。
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別紙６ その他の形式的事項のチェック


１ 目次、章(節等)の構成、条名、項番号等の連続性、見出し等全体につい


ての概括的なチェックを行うこと。


［要点］


① 章（節等）の区切りの位置に誤りはないか。


② 章（節等）中の条数に応じ、目次中の「・」又は「－」の記号は適当


か。特に、章（節等）中の中間の枝番の条の追加又は削除に留意するこ


と。


③ 条名、項番号等は連続しているか。


④ 枝番の最後のものについて、「第○条の○ 削除」としていないか。


⑤ 見出しの改正漏れや欠落はないか。


⑥ 章(節等)が一条のみで構成される場合に、当該条に章(節等)名と重複


する見出しを付していないか。


⑦ 振り仮名（ルビ）の付し方は改正対象法令の全体を通じて適当か。


２ 配字のチェックを行うこと。


［要点］


① １行４８文字１ページ１３行となっているか。不要な禁則処理をして


いないか。


② 条建ての改正規定は、一字下がりとなることに留意すること。


③ 表の上下の罫線の位置は正しいか。


④ 目次、表等の改正部分を図示する場合の「」の位置は正しいか。


⑤ その他配字全般が適正であることを確認すること。


３ 片仮名法令の改正、項番号のない規定の改正等特殊なルールがあるもの


については、それに従っているかをチェックすること。


４ 誤字・脱字等のチェックを行うこと。


［要点］


① 改正規定(改め文)中の改正箇所を示す「(条、項等)中」及び「同(条、


項等)」の用い方は適当か。


② 一部改正法の改正規定を改正する場合において、改正箇所を示す「改


正規定中」が漏れていないか。


③ 文言等の改正を順次行う場合において、改正規定(改め文)中の「改め」、
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「加え」又は「削り」の欠落はないか。


④ 同音異義語(ワープロ変換の誤り)はないか。


(例) 「異義」・「異議」、「課す」・「科す」、「期間」・「機関」、「聴く」・「聞


く」、「権」・「件」、「更正」・「更生」、「睡」・「酔」、「多数」・「他数」、


「適正」・「適性」等


⑤ 類似文字、類義語の誤りはないか。


(例) 「末」・「未」、「懲」・「徴」、「資金」・「基金」、「推進」・「促進」、「認


可」・「許可」等


⑥ 見落としやすい脱字はないか。


(例) 「第」、「条」、「項」、枝番の条名中の「の」等の文字、「…こと。」、


「…とき。」及び「…以下同じ。）」における「。」等


⑦ 見落としやすい重複はないか。


(例) 「第第」、「ととともに」等


⑧ 拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の大小に誤りはないか。


⑨ 送り仮名の誤りはないか。


(例) 「行う」・「行なう」等


⑩ 片仮名法令を引用する場合の表記の誤りはないか。


(例) 件名には平仮名を用い、枝番の条名中の「ノ」、引用する文言等


は片仮名を用いること等


⑪ なお、法令名、法令番号、年月日、金額及び割合の誤記は見逃しやす


いので留意すること。


[誤り事例]


例１ Ａ法に条を追加し、その中でＢ法の規定を読み替えて準用する際、


読替先の文言について、「Ａ法第Ｘ条第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・


・、又はＡ法第Ｚ条の規定による・・・」とすべきところ、「Ａ法第


Ｘ条第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又は同法第Ｚ条の規定による


・・・」と記載してしまった。


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の別表中の規定を改める際、『別表


第三第Ｙ号中「○○」を「△△」に改め、同表第三第Ｚ号中「××」


を「□□」に改める。』とすべきところ、「改め」という文言を書き


漏らしてしまった。


例３ 「多数の人」とすべきところ、「他数の人」と表記してしまった。
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例４ 「懲役」とすべきところ、「徴役」と表記してしまった。


例５ 「○○未満」とすべきところ、「○○末満」と表記してしまった。


例６ 目次中の条名を改める際、「第Ｘ条の二の十三」とすべきところ、


「第Ｘ条二の十三」と、「の」の１文字を書き漏らしてしまった。


例７ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改め先の文言に


ついて、「同法第Ｙ条第一号」とすべきところ、「同法Ｙ条第一号」


と、「第」の１文字を書き漏らしてしまった。


例８ 「○○原料製造業者」とすべきところ、「○○原料製業者」と、「造」


の１文字を書き漏らしてしまった。


例９ 「意見を聴くとともに」とすべきところ、「意見を聴くととともに」


と、「と」の１文字を余分に記載してしまった。


例１０ 平成元年以後に立案されたＡ法（促音小書き）の附則第Ｘ条にお


いて、昭和６３年以前に立法されたＢ法（促音小書きせず）の規定を


改める際、改め先の文言について、「あつては」とすべきところ、「あ


っては」と表記してしまった。


例１１ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、「・・・の整


備の促進に関する特別措置法」というＢ法の題名の表記に当たり、「・


・・の促進に関する特別措置法」と、「の整備」という文言を書き漏


らしてしまった。








参事官としての形式的事項のチェック（先輩参事官の実践例） 


 


※ 順不同 


※ 寄せられた先輩参事官の実践例をほぼそのまま取りまとめたもの 


 


１ 案文等の確認 


⑴ 心構え 


 ○ 案文には、しっかり見たと思っても必ず誤りがあるとの認識の下、時間のある限り、何度で


も見直す（白表紙３ｃｍくらいの法案なら、１回目のチェックで誤り３０カ所、２回目のチェ


ックで誤り１５カ所、３回目のチェックで誤り５カ所が必ず見つかると思って見直すこと。）。 


○ 審査終盤での修正時においては、忙しくてもより慎重な対応を心がける。 


 


⑵ 案文チェック（審査時全般） 


（手法） 


○ １回の案文の見直しの際は、必ず単一の目的ごとに分けて見直し、目的別に自ら機械になっ


て合計で５～６回セットで行う。全般的に見直すと、内容面に気がいったりして、見落としが


出やすい。例えば、①同条・同項の確認、②引用条項の確認、③改め文の「改め」、「削り」等


が適切に入っているかの確認、④定義規定の及ぶ条項、範囲の確認、⑤準用読替規定で、先行


する規定の定義語、略称の使用の可否の確認、⑥類似の条文についての表現等のずれのチェッ


ク等のいずれかの目的のみを持って別々に実施する。 


○ 本当に時間がないときに、修正後の案文が届けられた時には、とりあえず前回の案文と新


しい案文の各行の一字目の文字が同じかどうかを全ページにわたってチェックする。インデ


ントも分かる。一字目が異なっている条項は内容を確認する。最低限、印刷バージョンが手戻


りしていたり、誤りの直しミスが字下げに影響したりすることをチェックできる。 


○ 専ら、改め文とチェック用条文（現行日本法規に未反映分を官報等で補足）、必要に応じて


新旧対照表・読替表を用いながら、前から順番に、①改め方に誤りはないか（字数の下げ方が


適切かを含む）、②条文中に引用されている（引用すべき）他の条項・語句・法令番号に誤り


はないか、「同条」等での指し示し方に誤りはないか、「及び」「並びに」の使い分け等に誤り


はないか、③段階的に施行する場合の施行期日の規定の仕方（施行を遅らせる改正規定の引


用の仕方等）に誤りはないか、④必要な経過措置が適切な場合分け（施行日の違いなど）の下


に規定されているか等をチェックし、修正すべき点・疑問点があれば、改める文の該当箇所に


手書きで書き込みをする。この作業は、雑音が入ったり、他者によって中断されないよう、で


きるだけ静かな環境で一人で行う。 


○ 全体を通じた形式チェックに加えて、その都度テーマを設定し（引用条項の関係や「第」「条」


といった文言等）、特にそこに着目した形式チェックを行うことや、経過措置からチェックを


開始する、罰則からチェックを開始する、複数章の改正の場合には途中の章から遡ってチェッ


クを開始する等の視点を変えた形式的チェックを複数回行う。 


○ 既存法令の附則を改正する際には、官報により附則の改正履歴を確認する。 


○ 改め文と新旧対照表を照合することに加え、改め文を基に、原課から提出させた参照条文


（いわゆる黒表紙）の該当条項に改正内容を書き込んでみて、矛盾等が生じないかを確かめる







ようにする。 


○ 改め文の審査をする際、内容面が概ね詰まった段階で、形式チェックに特化して行う（この


際には、内容面のチェックはしないという気持ちで行う。）。 


○ 案文と参照条文によるチェックを基本に、新旧対照表、読替表、他の法令の構造を借りてい


る場合には当該他の法令との比較表、いわゆる以下リストと対比しながら形式チェックを行


う。 


○ 「法令案における誤りの防止について」の別紙「誤り防止チェックシート」を参照したチェ


ックを行う。 


○ 多数の条項ずれが生ずる改正の場合は、必要に応じて「条項ずれ一覧リスト」（※）を立案


府省庁等に用意させる。 


※改正前後の条項番号の一覧表。利用に当たっては、当該リストの正確性について確認が必要。 


他法令については、法令検索でチェックする。「○○法（法令番号）第◎条第△項」、「○○


法第◎条第△項」「同法（当該法令で略称が置かれている場合は略称）第◎条第△項」のパタ


ーンで法令検索を行う。 


○ 改め元の文言特定の正しさについては、紙の参照条文集に蛍光ペンでマーキングして確認


する。 


（視点） 


○ 過去の指摘事項を踏まえたチェックを行う。 


○ 改め方については、例規・ワークブック法制執務によりつつ、必要に応じて官報検索で過去


の用例を見ながらチェックする。 


○ 非改正部分において一般的な用語（役員等）について限定等が付された上で、「以下同じ。」


などとされている場合に、改正部分における同一用語まで不適切に当該定義が及ぶ場合があ


り、引用先を限定する必要があるなどするため、被改正対象法令の全文について、定義規定や


条文のハネを中心に、原則２回、時間的に可能であれば更に随時確認する。 


○ 施行期日が複数に分かれる場合に二段ロケット方式や読み戻しを要しないかの確認をする。 


○ 表の罫線について、上下のインデントの確認、次ページに表がまたがる場合の罫線の引かれ


方の確認をする。 


○ 案文のうち一部改正部分については、新旧対照表の傍線部分が正しいかを確認する。その際、


改め方を短くする観点から新旧対照表を直しに行くこともある。 


 


⑶ 案文チェック（審査終盤） 


○ 修正を原課に指示するときは、案文のコピーに修正を書き入れ、そのものを原課に確実に送


信する。さらに、修正した案文を送信させ、確実に修正されているかを自分の目で確認する一


手間を惜しまない（実際に修正作業をする者が審査に来ていた内容が分かった者とは限らず、


違った箇所を修正された経験から、信用ベースでの「きちんと直してくれるだろう対応」はし


なくなった。）。余裕なく修正すると、ハネ改正の忘れ、誤ヒット、勘違いによる修正など誤り


が発生しやすいので、後刻、落ち着いてから一人で白地で修正した条項について、再確認をす


る一手間を惜しまない。 


○ 審査最終段階での形式的チェックは、１回の確認におけるチェック項目を絞って、複数回行


う。１回当たりのチェック項目が多すぎると誤りを見逃すため。 







例：１回目は「同法・同条、前条・次条、並びに・又は若しくは」、２回目は誤字・脱字（第・


条の漏れ等）や法令番号、３回目は条項ズレに伴う引用誤り、４回目は「改め、加え、削


り」の脱落等 


 


⑷ 附則（施行期日等） 


○ 施行期日の書き分けについては、施行期日ごとに条文に色分けをさせて、チェックする。 


  ○ 施行期日の規定中に改正規定の条文の引用がされている場合には、案文の修正のたびに改


正規定の特定ができているか確認する。 


○ 法律名、法律番号や定義語・略称規定等の用い方の確認をする。 


  ○ 附則の条項を指し示すとき「附則第△条」とすべきところを、「附則」が抜けて「第△条」


になっていないかの確認をする。 


 


⑸ 配字等 


○ １ページ中の行数を確認する。 


○ 特に束ね法でのインデントの確認をする。 


  ○ 句読点の打ち方、語句の係り方の確認をする。 


 


⑹ 用字等 


○ 引用条項の確認を行う。 


○ 固有名詞（どこまでが固有名詞と観念されるか等）を確認する。 


○ 主語・目的語の係り方・共有のされ方を確認する。 


 


⑺ 新旧対照表 


○ 軽微なものを除き、新旧対照表は、まず現行部分（下欄）を省略せずに作成させ、ある程度


整理できた段階で不要な部分を省略させる。 


  ○ 新旧対照表の目次及び各法令の新旧対照表の冒頭ページで法令名・法令番号が正しいか確


認する。 


○ 新旧対照表の現行部分（下欄）が現行法規と合致していることを確認する。ただし、しっか


り見るのは改正傍線箇所とその前後の項くらい。それ以外は明確におかしいことに気付く場


合のみ。 


○ 新旧対照表ベースで（実質的チェックをした後）傍線が正しく引かれているかを確認する。


具体的には、誤ヒットがないか、条項を途中で切っていないか、固有名詞を途中で切っていな


いか、動詞の語幹だけで改正しようとしていないか等。 


 


⑻ 読替規定・読替表 


○ 「」が多用されている読替規定の改正は、何度も見直すよう指示する。 


  ○ 準用読替規定や適用読替規定について、法律名、法律番号や定義語・略称規定等の用い方の


確認をする。 


  ○ 読替表がある場合には読替表のタイトルが正しいかを確認した後（実質的チェックをした


後）、傍線が正しく引かれているかの確認をする。 







 ○ 読替後の条文で「同条」、「前条」等の表記に誤りがないか確認する。 


 


⑼ 参照条文 


○ 原課から提出される参照条文の内容が正しいか、官報検索で確認する。文言というより、条


項単位で改正時点までの修正が反映されているか、逆に公布未施行が入ってしまっていない


かの確認。 


  ○ 黒表紙だけではなく、原義（制定当初の閣議請議書や官報）を確認すべき場合の例と注意点。 


   ・附則を改正する場合、黒表紙の附則については省略されている場合があることに注意するこ


と。 


   ・一項建ての法令について各号がある場合、各号の書き出し位置は一字目が正しいが、どのよ


うになっているか注意して確認すること。 


   ・表を改正する場合、各欄の文字の書き出し位置が一字目かどうか注意すること。 


 ○ 原課に対し、参照条文の重要性を説明した上で、クレジットを明記させるとともに、改正履


歴の上に条文の施行時点及び未施行部分の有無を注記させた上で、未施行部分については関


係条項の上に注記させた上で、官報及び新旧対照表を添付して参照ページを記載させるよう


求める。 


 


⑽ 読み合わせ 


  ○ 読み合わせは、参事官の最終案文を読む担当者に渡して読ませるものであるのに、持ってき


た印刷物を読み始める担当者がいる。読み合わせ用に自らの最終案文を読み合わせ前にきち


んと整理しておく。手書きで挿入や上書きした所は、読みやすいようにきれいにしておく。 


  ○ 単なる読み上げ要員ではなく、法案の内容を理解している者に、新旧対照表を見ながら溶け


込みの確認を行わせる。 


○ （参事官は正本を確認することが多いと思われるが、）正本と審査原稿との同一性の確認は


事務官に任せ、自分は副本を汚しながら確認する。 


○ 読み合わせは、昼間に行う。 


 


⑾ システム活用 


  ○ 法令審査支援システムについて、局内の操作説明会で理解したことを踏まえ、原省に利用を


徹底させる。 


○ 案文の修正がある度に実施させる。実施していない部局があれば官房を通じて必ず注意す


る。 


○ 定義語の使用状況等を検索する必要がある場合には、必要に応じて D1-Law を併用して検索


を行うよう心掛けている。また、改正対象規定に係る改正履歴の確認は原課の責任ではあるが、


信頼性に疑いがある場合には、D1-Law を活用するなどしてクロスチェックをするよう心掛け


ている。 


○ 一太郎の文書比較機能による案文の修正箇所の確認（修正指示した箇所以外が修正されて


いないかの確認）をする。 


○ 「誤ヒット」の防止は、改め文を現行日本法規の被改正条項の規定と突合することによるチ


ェックが基本だが、読替規定など長い条文の改正に伴う改め文については、被改正条項の改正







前規定をワードにコピペした上で検索機能を用いて誤ヒットがないか確認する。 


 


２ その他参考 


⑴ 事務官との連携 


  ○ 事務官との連携を密にし、法案の内容面の審査と並行して、ある程度内容が固まったところ


から事務官には審査に同席せず、形式面のチェックに専念してもらい、その後の内容面の変更


点は参事官から事務官に個別に情報を入れる。 


○ 複数の法案を並行して審査している場合、事務官を審査卓での審査に拘束せず、形式的事項


のチェックに専念してもらう。 


 


⑵ 原省庁への指示 


  ○ 案文については、部長審査時に、チェック条文により、改正内容が改正元条文に正しく溶け


込んでいるか全てチェックしているが、そもそもチェック条文が存在しなかったり、少なくと


も一度チェックしていれば、間違うはずのないような間違いが散見されたりしており、部長審


査案文について原省自らがチェック条文により案文チェックを行っているとはとても思えな


いものもある。部長にあげる案文は、まずは原省において、部長に提出するチェック条文を用


いて必ずチェックを行うようにさせる必要がある。 


  ○ 案文はチェックを繰り返すことによって、その手法も意識も高まるのであって、最後の時点


にだけチェックを行っても完璧なチェックが行えるはずがない。原案作成・参事官提出時、参


事官審査終了・部長提出時、部長審査終了・次長長官提出時、次長長官審査終了・閣議請議時


の４回は最低行うべきである。 


  ○ 法令番号の追加・削除、条項の引用関係、略称・定義規定の及ぶ範囲等々、間違いが生じる


のはそれらが予期せぬところにでてくるからであり、それを防ぐためには、改正内容がある程


度固まった段階でその全体を把握している者が当該元の法律の全文（改正部分ではなく全文）


を通読するのが最も効果的である。 


  ○ 参照条文と案文でチェックすることを徹底させる。また、不慣れな部局は新旧対照表のみで


案文を作成することがあるため、参照条文を間違いなく作成することが極めて重要であるこ


とを機会を捉えて伝達する。 


  ○ 法令審査支援システム操作説明会に、法令案作成担当（予定）者を必ず参加させるようにす


る。 


  ○ 案文に単純ミスが多い部局については、原省の官房に体制の強化を要請する。 
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各府省文書課長等会議資料


誤りチェックシートの導入について


平成１６年１２月９日


１．趣旨


国会提出予定の法案について誤りの防止を徹底するためには、法案を所管する各


府省庁において、内閣法制局が作成した手引きに則して、立案部局によるチェック


と大臣官房等による複層的チェックの両者を確実に行うことが肝要であることにか


んがみ、各法案につき、審査の節目において、所管府省庁が当該チェックの具体的


な内容を所定様式のシートに記載した上で、当該シートを内閣法制局に提出するこ


ととし、もって、法案の誤りの防止に向け、政府一体となった取組を行う。


２．記載・提出要領


(1) 基本的な枠組み


① 正式各省協議段階


通常、法案提出の閣議予定日の約２週間前までに、内閣法制局における部長


説明を経て、いわゆる正式各省協議が行われることとなるが、この前後の段階


において、具体的なタイミング等を内閣法制局参事官と相談した上で、各府省


庁が、立案部局によるチェックと複層的チェックを行い、その内容を別添様式


Ａの「誤りチェックシート」に記載して内閣法制局に提出する。


② 閣議請議段階


各省協議が終了し、各省協議による修文等が行われた後、法案の閣議請議を


行おうとする段階において、各府省庁が個々の修文とこれに伴う改正の要否を


対象とした、立案部局によるチェックと複層的チェックを行い、その内容を別


添様式Ｂの「誤りチェックシート」に記載して内閣法制局に提出する。







(2) 補足事項


① 他法改正の取扱い


束ね法や附則で他法の改正を行う場合には、当該他法改正部分について、立


案府省庁のほか、当該他法を所管する府省庁においても、当該他法所管部局に


よるチェックと大臣官房等による複層的チェックを行い、その内容をチェック


シートに記載し、内閣法制局に提出することとし、この場合において、当該チ


ェックシートを、当該他法所管府省庁を担当する内閣法制局参事官に提出する。


② 様式の取扱い


チェックシートの様式については、別添の様式Ａ（正式各省協議段階案用）


及び様式Ｂ（閣議請議段階案用）を標準様式とするが、事案の規模、構成等に


応じ、立案府省庁の担当者が内閣法制局参事官と相談した上で、柔軟かつ機能


的な応用チェックシートを作成して記載・提出することも可とする。


③ チェックのタイミング


立案及び審査の過程において法案に修正があった場合には、内閣法制局への


チェックシートの提出段階であるか否かにかかわらず、その都度、立案府省庁


等において、当該修正に伴って必要となる改正に遺漏がないよう、入念にチェ


ックする。








法令案における誤りの防止について（手引）


（改訂版）


（案）


令和３年 月


内 閣 法 制 局
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法令案における誤りの防止について（手引）


平成１６年 ８月３０日


内 閣 法 制 局


改正 平成１６年１２月 ９日


改正 令和 ３年 月 日


内閣提出の法案及び政令案（以下「法令案」という。）における誤りの防止


について、当局では、第１５９回国会で成立した国民年金法等の一部を改正す


る法律(平成１６年法律第１０４号)について、法案の形式的事項に多数の誤り


があり、公布後において官報による正誤処理をせざるを得なかったこと等を契


機として、平成１６年にこの手引を作成し、立案府省庁等と共にこれに従った


誤り防止策等を実践してきた。また、法令案における誤り防止のためのツール


の一つとして平成１８年に法令審査支援システムを導入し、立案府省庁等の利


用にも供して、同システムによる法令案の形式的事項のチェックを行ってきた。


こうした取組にもかかわらず、令和３年の第２０４回国会において、内閣提


出の４法案１条約に計１４件の形式的事項の誤りがあることが判明したこと


は、誠に遺憾である。法律等の条文は、国民の権利義務に関わることから、正


確性を十分に求められるものであり、内閣提出の法令案に形式的事項といえど


も誤りがあってはならない。今後同様の事態を生じることがないよう、改めて


当局と立案府省庁等とが連携して法令案における誤りの防止を図るための実効


的な態勢を確立し、継続的に取り組んでいく必要がある。


法令案における誤りの防止について、以下のように定める。なお、この手引


は、今後の実施状況等によりその内容に変更及び追加を行うことを予定してい


る。


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項


１ 予備審査が一時期に過度に集中することがないよう「法令協議に関する


申合せ(平成５年１月１８日各省庁文書・国会担当課長会議)」を徹底し、


常会に提出を予定する法案の予備審査については、非予算関連法案にあっ


ては１０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案にあって


は翌年１月上旬から開始するよう努めること。ただし、予算関連法案にあ


っても、予算案等の確定を待つことなく予備審査を行うことができる部分


については、１０月上旬から開始するよう努めること。


２ 政令案についても、できるだけ早期に準備をし、時間的余裕をもって審


査を行うことができるようにすること。また、１２月から翌年３月までは、
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常会に提出する法案の予備審査が集中することを踏まえ、いわゆる年度末


政令等この時期に審査が必須な政令案以外の審査は行わないように審査ス


ケジュールを組むこと。


３ 法令案の実質的事項についての審査を終えた後において形式的事項のチ


ェックに必要な時間を十分に確保することができるよう、当該法令案の閣


議付議の予定日を設定すること。


４ 立案府省庁等においては、当該法令案の立案担当部局による法令案のチ


ェックを強化することに加えて、これとは別に、立案担当部局以外の大臣


官房等の職員(必要に応じてその職務を行わせる他の部局等の職員を含


む。)が当該法令案の形式的事項について複層的チェックを行う態勢を確


立し、複層的チェックを行うこと。これに伴い、法令案ごとに、複層的チ


ェックの統括責任者（チェック要員の確保、その役割分担の決定、チェッ


クの実施状況の確認等を統括する管理職）及び実施責任者（実際にチェッ


ク要員によるチェック作業を指揮する補佐クラス）の官職及び氏名等を審


査担当参事官に通知すること。


５ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の


所管する法令の改正に及ぶ場合は、立案府省庁等における４の複層的チェ


ックのほか、当該法令を所管する他の府省庁等においても、当該法令の改


正について複層的チェックを行うこと。当該法令を所管する府省庁等にお


ける複層的チェックの統括責任者及び実施責任者の官職及び氏名等の通知


は、当該法令の改正の審査（下審査）を担当する参事官に行うこと。


６ 立案府省庁等においては、法令案の形式的事項のチェックに際し、法令


審査支援システムを活用すること。


７ 各府省庁等においては、法制実務の基本に関する研修を実施するなど、


法令案の形式的事項について的確なチェックを行うことができる職員の養


成に努めること。


８ 審査担当参事官は、その審査する法令案において必要な事項を自らチェ


ックするほか、立案府省庁等の立案担当部局の立案担当責任者並びに４又


は５によって通知を受けた複層的チェックの統括責任者及び実施責任者と


の連絡を密にして当該立案府省庁等における法令案のチェックの態勢、実


施状況等を把握するとともに、立案府省庁等から適時に複層的チェックの


誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧の提出


を受け、立案府省庁等において法令案の形式的事項のチェックが実効的に


行われていることを確認すること。


９ なお、法令審査支援システムの機能強化等の法令案の形式的事項のチェ
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ックにおけるＩＴ技術の利用の促進について、更に検討を進める。


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等


(1) 官報等の基礎資料の整理


当局における審査は、現行日本法規又はその電子版のスーパー法令ウ


ェブに登載された法令の規定をベースに行っているが、その改正法令が


未施行であることや加除・データ更新の時期等によって、審査の時点で、


現行日本法規又はスーパー法令ウェブに本改正(今回行おうとしている


改正をいう。以下同じ。)の前提とすべき改正対象法令（附則により改


正する他の法令を含む。以下同じ。)並びに立案及び審査の過程で参照


する他の法令（以下「改正対象法令等」という。）の規定が反映されて


いない場合も少なくない。このような場合、立案府省庁等において、現


行日本法規又はスーパー法令ウェブに反映されていない改正対象法令等


の改正について、官報又は法案(正誤を含む。以下「官報等」という。)


によって、当該改正の内容及び施行期日を確認した上、①施行期日ごと


に区別して関係部分にマークを施した官報等の写し及び②施行期日ごと


の新旧対照表を作成し、立案及び審査のための基礎資料として準備する


こと。


また、現行日本法規又はスーパー法令ウェブでは附則の一部が省略さ


れているので、附則の規定について追加、削除又は移動をする等の改正


を行うときは、本改正の前提とすべき当該附則の条文を確認するため、


当該附則の改正履歴等を確認できる関係部分にマークを施した官報等の


写しを、立案及び審査のための基礎資料として準備すること。


［留意点］


○ 本改正の施行後に施行の予定となっている改正についても整理す


ること。


○ 数次の改正がある場合は、施行期日の順に従って整理すること。


○ 政令等により施行期日が定まるものについては、当該政令等の官


報等の写しを添付すること。また、施行期日が未定のものについて


は、施行の見込み時期について付記すること。


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案に


よる改正及び継続審議中の法案による改正に特に留意すること。


○ 一部改正法令の一部改正があることを見落とさないこと。


○ 立案府省庁等においては、他の府省庁等の所管する法令による改
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正対象法令等の改正予定の有無及びその内容について適時に所要の


照会を行い、改正予定の把握に遺漏がないようにすること。


○ 附則において改正する他の府省庁等の所管する法令に係る同様の


基礎資料についても、立案府省庁等において、当該法令を所管する


他の府省庁等の協力を得て取りまとめること。


○ なお、法令の改正履歴及び改正予定については、平素から、当該


法令を所管する府省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する


態勢を確立すること。また、共管法令の改正履歴及び改正予定につ


いては、その全体について、各共管府省庁等において情報を共有し


ておくこと。


(2) 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認（審査用の参


照条文の作成）


立案府省庁等において、審査用の参照条文として、現行日本法規又


はスーパー法令ウェブに登載された改正対象法令等の規定の未反映部


分を(1)の基礎資料で補完したものを作成し、審査担当参事官に提出す


るとともに、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックに活用す


ること。


［留意点］


〇 審査用の参照条文として作成する改正対象法令等の規定の範囲、


編さん方法等については、審査担当参事官の指示によること。この


場合において、その趣旨及び目的に照らし、分量が不必要に膨大な


ものとならないようにすること。


○ 審査用の参照条文の改正対象法令等の規定には、いつ時点の規定


であるかを付記すること。


○ スーパー法令ウェブを用いる場合、いつ時点の条文データを出力


しているか選択を誤らないよう注意すること。また、原則として、


出力された条文データの加工（不要な条項等の削除、各条の後に記


載されている改正履歴の削除等）は行わず、出力された体裁（ペー


ジ割）のまま印刷し、必要に応じて関係部分にマークを施す等して


作成すること。表については、本来存在しない罫線が表示されてし


まうこと等に注意すること。


(3) 引用法令の確認及び整理


立案府省庁等において、改正対象法令を引用している他の法令の有無
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を確認し、一覧表を作成するなどして整理すること。


［留意点］


○ 関係法令、従前の一部改正法令の附則(経過規定)等他の法令にお


ける引用について漏れなく把握すること。他の府省庁等の所管に係


る法令における引用については、立案府省庁等において適時に所要


の照会を行うものとし、照会を受けた当該他の府省庁等においては、


調査に遺漏がないようにすること。審査を経て改正対象法令が追加


された場合には、他の法令における当該改正対象法令の引用につい


て追加の照会を行うなどして漏れなく把握すること。


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案に


おける引用及び継続審議中の法案における引用に特に留意するこ


と。


○ なお、法令間の引用関係(引用し、又は引用される関係をいう。


以下同じ。)については、平素から、それぞれの法令を所管する府


省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する態勢を確立するこ


と。また、共管法令の引用関係については、その全体について、各


共管府省庁等において情報を共有しておくこと。


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等


(1) ワープロデータの的確な管理


立案府省庁等においては、立案及び審査の過程における法令案の修正


について、ワープロデータのバージョン管理を徹底するとともに、修正


入力の担当者を特定するなどして、ワープロデータの正確性を確保する


こと。


［留意点］


○ いつどの部分を修正したかが把握できるようにしておくこと。


(2) 法令審査支援システムの活用


立案府省庁等においては、３の形式的事項の誤りを防止するためのチ


ェックを行うに当たって、人の目によるチェックに加えて、法令審査支


援システムを活用すること。


［留意点］


○ 溶け込ませ処理後の点検結果一覧の確認（エラーチェック）は、


担当者限りで対応の要否を判断するのではなく、担当者が立案担当


責任者等の誤りチェックの責任者に説明して、当該責任者が判断す
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るようにすること。疑義がある場合には、審査担当参事官に相談す


ること。


○ 法令審査支援システムは、表の改正、改正部分を図として引用す


る改正、一部改正法令の一部改正には対応していない。また、いわ


ゆる多段ロケット方式の二段目以降の改正には対応できない場合が


あることに留意すること。


○ また、法令審査支援システムは、人の目によるチェックを代替す


るものではなく、あくまでも補助的なものであることに留意するこ


と。


・ 既存の条項の移動と当該条項を引用する新たな条文の追加が同


時に行われる場合には、法令審査支援システムがその関係性をチ


ェックできないことがあるので、そのような場合には、特に条項


の引用関係の誤りを見逃さないよう人の目により注意して確認す


ること。


・ 読替規定の改正（改め元又は改め先の文言に対にならない「」


又は複数の「」が含まれる。）等改め文の構造が非常に複雑な場


合には、その引用する文字列を法令審査支援システムが認識でき


ないことがあるので、そのような場合には、ワープロマクロの「改


正対象文字列」のマーキング機能を利用するとともに、特に改め


元の文言の意図しない一致（誤ヒット）を見逃さないよう人の目


により注意して確認すること。


(3) 法令案のチェックにおける新旧対照表の扱い


新旧対照表は法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべ


きものではないことに留意すること。


［留意点］


○ 新旧対照表では、一般に、改正部分の前後の規定や引用関係にあ


る他の規定など本来直接参照して確認する必要がある規定が記載さ


れていないことが多く、また、それ自体が法令案の立案過程におい


て作成されたものであるから、法令案のチェックを行うための基礎


資料として用いるべきものではない。法令案（改め文）が誤った新


旧対照表と整合していたため、誤りを見逃してしまった事例がある


ので、注意すること。


○ 一方で、新旧対照表は正確なものでなければならないので、新旧


対照表の旧（現行）の規定は審査用の参照条文で確認した当該改正
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の施行時点における改正対象法令の規定により作成し、適時に新旧


対照表と法令案（改め文）及び審査用の参照条文との読み合わせを


行うなどして、その正確を期すこと。


(4) 審査担当参事官による審査の段階における全体チェックの実施


審査中の法令案について審査担当参事官による審査がある程度進展し


た適切な段階で、立案府省庁等において、法令案の全体について３の形


式的事項の誤りを防止するための立案担当部局によるチェック（全体チ


ェック）を行うこと。


［留意点］


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事


官と相談すること。


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェックが行われて


いる場合においても、常に新たな視点で形式的事項に特化したチェ


ックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェックは、３のチェックポイントに留


意して、別添の誤りチェックシートを用いて実施すること。その際、


漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックするのでは


なく、担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効


果的に実施すること。


○ 法令審査支援システムを活用すること。


(5) 部長了（正式各省協議前後）の段階における全体チェック及び複層的


チェックの実施


審査中の法令案について担当部長の了解が得られ、いわゆる正式各省


協議が行われる前後の段階において、当該法令案の形式的事項について、


立案府省庁等において、改めて立案担当部局による全体チェックを行う


とともに、立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックを行う


こと。法案については、別添の誤りチェックシート及び法令審査支援シ


ステムによる点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。


［留意点］


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事


官と相談すること。


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェック又は複層的


チェックが行われている場合においても、新たな視点で形式的事項
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に特化したチェックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官


房等による複層的チェックは、３のチェックポイントに留意して、


別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その


結果を審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェ


ックポイントについて１回でチェックするのではなく、担当ごと又


は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施するこ


と。


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事


項のチェックを行い、法案については、確認済みの点検結果一覧


を審査担当参事官に提出すること。


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府


省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、当該法令の改正部分に


ついて、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等におい


ても、当該法令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層


的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェックシー


トを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。


(6) 最終的な全体チェック及び複層的チェックの実施


法令案について当局による審査が実質的に終了し、法令案が固まった


段階において、当該法令案の形式的事項について、立案府省庁等におい


て、最終的な立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の


大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の


誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧を審


査担当参事官に提出すること。


［留意点］


○ 新たな視点で法令案の形式的事項に特化した最終的な複層的チェ


ックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官


房等による複層的チェックは、３のチェックポイントに留意して、


別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その


結果を審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェ


ックポイントについて１回でチェックするのではなく、担当ごと又


は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施するこ


と。
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○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事


項のチェックを行い、法案については、確認済みの点検結果一覧


を審査担当参事官に提出すること。


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府


省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、当該法令の改正部分に


ついて、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等におい


ても、当該法令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層


的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェックシー


トを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。


○ 当局における決裁や与党における審査など閣議付議の予定日の直


前において更に修正がされることもあることから、最終的な複層的


チェックについては、統括責任者において相当数の職員を確保し、


チェックポイントごとの担当を決めるなどして短時間で集中的に形


式的事項のチェックを行うことができる態勢を整備すること。


○ 複層的チェックを行う大臣官房等に恒常的にそのための職員を配


置することが困難な場合においては、必要に応じて他の部局等から


適当な職員を集めることができる態勢を整えること。


(7) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底


(4)(5)(6)の全体チェックのほか、立案及び審査の過程において法令


案に修正があった場合は、その都度、立案府省庁等において、３の形式


的事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要


となる改正に遺漏がないようにすること。


［留意点］


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、関連して修正すべき部分が


ないか全般的なチェックを行うこと。


・ 特に、当該修正により規定を追加、削除又は移動する改正を


新たに追加した場合には、当該修正に伴って必要となる引用先


の改正を見逃しやすいので、注意して確認すること。


○ 法令審査支援システムを活用すること。


(8) 印刷物の校正刷り版の確認


法案の印刷物（穴なし）の校正刷りについては、複数人で最終の法


令案（改め文）との読み合わせによる確認を行うこと。また、審査担


当参事官に共有すること。
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当局における読み合わせ後に修正があった場合には、法案の印刷物（穴


あき）の校正刷りについても、当該修正が正しく反映されているか複数


人で読み合わせによる確認を行うこと。


［留意点］


○ 国立印刷局においては、提出された法令案（改め文）のワープ


ロデータをテキストデータとして取り込み、編集した上で、禁則


処理を施すことから、校正刷りに文字の欠落や重複がないか、表


中に空白ができていないか、字下げ（配字）の誤りがないか等の


確認を入念に行うこと。特に、ページや行の変わり目に注意する


こと。


○ 表の体裁（罫線の位置等）に注意すること。


(9) 読み合わせによる確認


読み合わせは、配字を含めて一文字一文字を確かめ、法令案の全体に


ついて誤りがないことを確認することができるように行うこと。


［留意点］


○ 立案府省庁等における全体チェック及び複層的チェックにおいて


も、読み合わせによる確認を行うこと。


○ 当局における読み合わせは、審査担当参事官から渡される最終原


稿を読み上げて行うこと。また、必ず３名以上で行うこととし、


審査担当参事官の指示により、最終原稿の読み手のほか、副本の


確認、新旧対照表の確認、審査用の参照条文による確認、読替対


照表の確認等の役割分担をして行うこと。


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック


別紙１から別紙６までに掲げるチェックポイント(要点)により法令案の


形式的事項についてチェックを行うこと。


［留意点］


○ 別紙１から別紙６までに掲げるものは、法令案において特に誤り


を生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、各府


省庁等においては、あらかじめ、その趣旨を法令案の立案及びチェ


ックに当たる職員に周知させ、法令案の立案担当部局による全体チ


ェック及び立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェック


に遺漏がないようにすること。また、各府省庁等においてその他必


要と思われるチェックポイントがあるときは、これを適宜増補して
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使用すること。


○ 法令案のチェックに当たって改正対象法令等を参照する場合、審


査用の参照条文を参照すること。


○ これらのチェックポイントは、一部改正法令案を念頭に置いたも


のであるが、全部改正法令案及び新法令案についても、これらに準


じてチェックを行うこと。


４ 法案提出後におけるフォロー等


(1) 立案府省庁等において、法案提出後、その内容を改めて点検し、万一


法案に誤りがある場合には、国会における審議が開始される前に、法案


の正誤処理を行うことができるようにすること。


(2) 国会提出後の法案について、その成立が当初の見込みから遅れること


となる場合には、改めて法案をチェックし、所要の修正の依頼を怠らな


いこと。


［留意点］


○ 成立を見込んで記載した法律番号の年の部分の修正


○ 他の法律の規定による一部改正の施行が先行してしまうことによ


る法案の修正
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別紙１ 文言の改正に伴うチェック


１ 改正する規定の特定が正確であることをチェックすること。


［要点］


① 改正箇所を示す「第○条第○項」、「…第○号」、「各号列記以外の部


分」、「…本文」、「…ただし書」、「…前段（後段）」等によって指定され


た規定が存在するか、また、その指定する規定の範囲が適当かについて、


実際に当該規定に当たって確かめること。


② 枝番(特に孫番)の誤記は見逃しやすいので注意すること。


［誤り事例］


例１ 適用読替の規定である第Ｘ条を改める際、同条が「・・・された場


合における第Ｙ条、・・・の規定の適用については、第Ｙ条中・・・と


する。」という１文から構成されているにもかかわらず、２文から成る


ものと錯覚し、「第Ｘ条前段中」と記載してしまった。


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改正対象規定を


「第Ｙ条第一項第七号中」とすべきところ、「第Ｙ条第七号中」として、


「第一項」という文言を書き漏らしてしまった。


２ 改め元の文言(「○○」を…改める、「○○」を削る、「○○」の下に…


加える等における「○○」の文言)が１で確認した規定中の文言に合致す


ることをチェックすること。


［要点］


① １で確認した規定の全体を精査し、改め元の文言について、不一致及


び意図しない一致(誤ヒット)がないことを確かめること。


② 特に、改め元の文言が長い場合は一文字の誤りでも不一致となり、他


方、改め元の文言が短い一般的な用語である場合(「及び」、「又は」、「第


○条」等)は他に意図しない一致(誤ヒット)を生じる可能性が高いこと


に留意すること。


③ 改め元として引用する読点（「、」）及び句点（「。」）の扱いが適当か


についてもチェックすること。


④ 読替規定（改め元又は改め先の文言に対にならない「」又は複数の


「」が含まれるもの）には法令審査支援システムでは対応できないこ


とがあり、また、表の改正は法令審査支援システムではチェックでき
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ないので、特に入念に人の目で確認すること。この場合において、


ワープロソフトの検索機能を有効に利用すること。


⑤ なお、改正がある項について行うべき用語の整備（「行なう」を「行


う」に、「但し」を「ただし」に、「一に」を「いずれかに」に改める


等）についても留意すること。


［誤り事例］


例１ Ａ法改正法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条の規定を改める際、改め


元の文言を「昭和六十年一月二日」とすべきところ、「昭和六十四年一


月二日」と記載してしまった。


例２ ２項から成る第Ｘ条の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｘ条第


一項中」と特定すべきところ、同条第２項にも改め元の文言と同一の文


言があることを見落とし、単に「第Ｘ条中」としたため、同条第２項が


誤って改正され、意味の通らない規定となってしまった。


例３ 比較的長文の第Ｘ条第１項（準用規定）中「という。）と」の下に


文言を加える際、第Ｘ条第１項に「という。）と」と同一の文言がある


ことを見落としてしまった。


例４ 各号列記がある附則第Ｘ条第１項の規定を改める際、改正対象規定


を「附則第Ｘ条第一項各号列記以外の部分中」と特定すべきところ、同


項第１号中にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に


「附則第Ｘ条第一項中」としたため、同項第１号が誤って改正されてし


まった。


例５ 第Ｘ条第１項各号列記以外の部分中「」という。）」を削る際、同


項各号列記以外の部分中の他の箇所及び同項各号に「」という。）」と


同一の文言があることを見落としてしまった。


例６ 第Ｘ条に規定する業務規程について認可制を届出制に改める際、改


め元の文言を「認可を受け」とすべきところ、「許可を受け」と記載し


てしまった。


３ 改め先の文言（「△△」に改める、「△△」を加える等における「△△」
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の文言)が１で確認した規定中に正常に溶け込むことをチェックすること。


［要点］


① 改め先の文言を溶け込ませた後の当該規定において、改正部分の前後


を通読して文意が通じることを確かめること。


② 規定中の文言を削る場合においても、改正部分の前後を通読して同様


の確認をすること。


③ 必ず法令審査支援システムで、溶け込ませ後の条文を確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、行政


庁による公示を規定する第Ｙ条の文言について、「第Ｘ条に規定する認


可をしたときは」を「第Ｘ条の規定による届出を受理したときは」に改


めるべきところ、単に「認可」を「届出」に改めるとしたため、「（行


政庁が）・・・届出をしたときは」となってしまった。


例２ 第Ｘ条において、「終了予定日とされた日」の下に「から三十日を


経過した日」を加える際、改め元の文言を誤って「終了予定日」とした


ため、「終了予定日から三十日を経過した日とされた日」となってしま


った。


例３ 第Ｘ条において、「同法第三条第二項中」を「同項中」に改めるべ


きところ、改め元の文言の引用を誤って「第三条第二項中」としたため、


「同法同項中」となってしまった。


４ 溶け込み後(文言を削った場合を含む。)の規定の全体について、誤りを


生じやすい語句等のチェックを行うこと。


［要点］


① 既存の「同(法、条、項等)」が指すものに誤りを生じていないかを確


認すること。


② 新たに「同(法、条、項等)」を用いるべきものが生じていないかを確


認すること。


③ 「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方が適当かを


確認すること。


④ 括弧（（）及び「」）の開閉は整合しているかを確認すること。


⑤ 改正部分に法令名(題名及び件名をいう。以下同じ。)又は定義語・略
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称がある場合は、別紙３の縦断的チェックを行うこと。


⑥ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に


当たって確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条において、「第Ｙ条第一項の規定による認可、同条第四項の


規定による変更の届出・・・」という規定中、「認可」の下に「、第Ｚ


条第一項の規定による変更命令」という文言を加える際、「同条第四項」


を「第Ｙ条第四項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例２ 第Ｘ条において、「第Ｙ条第一号又は第二号に掲げる業務」という


規定の下に「又は第Ｚ条第一号に掲げる業務」という文言を加える際、


「第Ｙ条第一号又は第二号」を「第Ｙ条第一号若しくは第二号」に改め


るべきところ、これを看過してしまった。


例３ 『Ａの表Ｂの項及びＣの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・す


る。』という読替規定において、「Ｃの項」の次に「Ｄの項」を加える


際、『Ａの表Ｂの項、Ｃの項及びＤの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、


・・・する。』とすべきところを誤り、『Ａの表Ｂの項、Ｃの項、Ｄの


項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・する。』としてしまった。


５ 当該規定中の文言を引用している他の規定を確認し、その引用している


文言が改正後の当該規定中の文言と整合しているかをチェックすること。


［要点］


○ 改正対象法令のほか、本文第２の１(3)において整理した他の引用法


令の全てについて確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、約款


の公衆縦覧を規定する第Ｙ条について、「第Ｘ条に規定する認可を受け


た約款」を「第Ｘ条の規定による届出を行った約款」に改めるべきとこ


ろ、これを看過してしまった。


例２ 第Ｘ条中の文言を「異議申立手続」から「審査請求手続」に改めた


際、これに伴って第Ｘ条を準用している第Ｙ条中の「異議申立手続」の
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文言を改めるべきところ、これを看過してしまった。


例３ 「Ａ機構」を「Ｂ機構」に名称変更する改正の際、直近の臨時国会


で成立した「Ａ機構」を引用する法律を見落としたため、当該法律に改


正漏れが生じてしまった。
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別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック


１ 追加、削除又は移動の対象となる規定の特定及びその追加、削除又は移


動の処理が適当であることをチェックすること。


［要点］


① 規定の追加、削除又は移動を行う場合の基本的ルールに従っているか


を確認すること。


② 章名、節名等を付し、又は削ることによる章(節等)建ての変更がある


場合の処理に誤りを生じないよう留意すること。


［誤り事例］


例 新たに章名を付する際、「第Ｘ条の十六の六」の次に付すべきところ、


「第Ｘ条の十六」の次に付してしまった。


２ 追加、削除又は移動の対象となる規定が章、節等の冒頭又は末尾のもの


かどうかをチェックすること。


［要点］


① 章、節等の冒頭又は末尾の規定に追加、削除又は移動がある場合、改


正規定(改め文)にその趣旨が明記(「第○章中第○条の次に…」等)され


ているかを確認すること。


② 編、章、節等の冒頭又は末尾の章、節、款等に追加、削除又は移動が


ある場合についても、同様である。


③ 目次の改正が漏れていないかを確認すること。附則において他法改正


を行う際、当該他法の目次の改正が必要となる場合があることにも十分


に留意すること。


［誤り事例］


例１ 第Ａ章の冒頭に第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「第Ｘ


+1条」を「第Ｘ条の二」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例２ Ａ法改正法附則において、Ｂ法の規定を改める際、Ｂ法本則の末尾


に２条（罰則規定）を追加したことに伴って、Ｂ法の目次における罰則


の章の末尾の条名を「第Ｘ条」から「第Ｘ+2条」に改めるべきところ、


これを看過してしまった。







- 18 -


例３ 第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「（第Ｘ条・第Ｘ+1条）」


を「（第Ｘ条－第Ｘ+1条）」に改めるべきところ、これを看過してしま


った。


３ 共通見出しの処理をチェックすること。


［要点］


○ 規定(条)の追加、削除又は移動に伴い、共通見出しの付け直しの処理


が適切にされているかを確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条及び第Ｘ+1条の共通見出しを改正する際、「第Ｘ条の前の見


出し」とすべきところ、「第Ｘ条の見出し」と記載してしまった。


例２ 第Ｘ条から第Ｘ+2条までの共通見出しが付されている場合で「第


Ｘ条 削除」とするときに、第Ｘ条の前に付されていた共通見出しを


第Ｘ+1条の前に付け替えるべきところ、これを看過してしまった。


４ 追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に誤りを生じていない


かをチェックすること。


［要点］


① 追加、削除又は移動の対象となる規定の前後の規定において、「前条


(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」が用いられてい


るかどうかを確認し、その指示するものに誤りを生じていないかをチェ


ックすること。


② 規定の追加、削除又は移動の結果、その前後の規定において、「第○


条(項、号)」又は「第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」を「前条


(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」に改める必要が


ないかを確認すること。


③ 章、節等の単位で追加、削除又は移動の対象となる場合(新たに章名、


節名等を付し、又は章名、節名等を削る場合を含む。)は、「前章(節等)」、


「次章(節等)」又は「前○章(節等)」についてチェックをすること。


④ その他当該改正対象法令の全体について、追加、削除又は移動の対象


となる規定の引用関係に不整合を生じていないかを精査すること。この


場合において、「…第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」のように、


追加、削除又は移動の対象となる規定の条名等が改正対象法令の規定上
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そのまま記載されていない場合(電子データを利用して単純に検索を行


ってもヒットしない場合)があることに留意すること。


⑤ 加えて、本文第２の１(3)において整理した他の引用法令の全てにつ


いて、同様に、追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に不整


合を生じていないかを精査すること。


⑥ 本改正により項建てがなくなった条や項建ての条の全ての項を引用す


る場合は、単に「第○条」とすることを見落とさないこと。また、本改


正により項建てがされた条中の規定を引用する場合に、「第○条第△項」


とすることを見落とさないこと。


⑦ 改正部分に法令名又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チ


ェックを行うこと。


⑧ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に


当たって確認すること。


⑨ 新たに追加した条文で引用している条、項、号等については、引用元


で移動しても法令審査支援システムではエラーメッセージが出ないの


で、必ず人の目で確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条の次に第Ｘ条の２から第Ｘ条の５まで計４条を追加したこと


に伴って、直後の条（第Ｘ+1条）中の「前条」という文言を「第Ｘ条」


に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例２ 別表中の備考にある第Ｘ号の次に１号を追加したことに伴って、直


後の号（旧第Ｘ+1号＝新第Ｘ+2号）中の「前号」という文言を「第Ｘ号」


に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例３ 第Ｘ条の次に１条を追加したことに伴って、第Ｘ条の２が第Ｘ条の


３に移動したため、第Ｘ条中の「次条」という文言を「第Ｘ条の三」に


改めるべきところ、これを看過してしまった。


例４ 第Ｘ条に第２項と第３項を追加したことに伴って、直前の条（第Ｘ


-1条）第３項中の「次条第一号」という文言を「次条第一項第一号」に


改めるべきところ、これを看過してしまった。


例５ 第Ｘ条において号の追加により第３号が第４号に移動したことに伴
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って、これを引用する第Ｙ条（罰則規定）中の「第Ｘ条第三号」という


文言を「第Ｘ条第四号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例６ Ａ法改正法の附則第Ｘ条において、改正後のＡ法第Ｙ条の規定を引


用する際、第Ｙ条において項の追加により第４項が第６項に移動したこ


とを見落とし、「同条第六項」とすべきところ、「同条第四項」と記載


してしまった。


例７ 第Ｘ条において、免許拒否事由を規定する際、審査の過程における


修正に伴って条が移動したことを見落とし、「第Ｙ条の規定により解任


を命ぜられた役員」とすべきところ、「第Ｙ-1条の規定により解任を命


ぜられた役員」と記載してしまった。


例８ 第Ｘ条において項の削除により第４項が第３項に移動したことに伴


って、これを引用する第Ｘ条の２第１項及び第２項中の「前条第四項」


という文言を「前条第三項」に改めるべきところ、これを看過してしま


った。


例９ Ａ法改正法の附則第Ｘ条においてＢ法を改正する際、Ｂ法附則第


Ｚ条から第Ｚ+2条までを1条ずつ繰り上げたことに伴って、Ｂ法第Ｙ


条第1項に規定されていた「附則第Ｚ+1条において同じ。」の「附則


第Ｚ+1条」を「附則第Ｚ条」に改めるべきところ、これを看過して


しまった。


例１０ 第Ｘ条第２項と第Ｙ条第２項を削除したことに伴って、これらの


条項を引用する第Ｚ条（罰則規定）中の「第Ｘ条第一項（同条第二項に


おいて準用する場合を含む。）又は第Ｙ条第一項（同条第二項において


準用する場合を含む。）」という文言を「第Ｘ条又は第Ｙ条」に改める


べきところ、これを看過してしまった。


例１１ 第Ｘ条第３項を削除したことに伴って、これを引用する第Ｙ条第


１項中の「（第Ｘ条第三項を除く。）」という文言を削除すべきところ、


これを看過してしまった。


例１２ Ａ法第Ｘ条において、項の追加により第５項と第７項が各々第６
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項と第８項に移動したことに伴って、これらの条項を引用するＢ法第Ｙ


条第３項中の「第Ｘ条第五項及び第七項」という文言を「第Ｘ条第六項


及び第八項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例１３ Ａ法によってＢ法の条項の移動を行ったところ、既に成立した


未施行のＣ法において移動前のＢ法の条項を引用していることを見落


としたため、Ｃ法の改正漏れが生じてしまった。
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別紙３ 縦断的チェック


１ 引用する他の法令の法令番号の記載等を縦断的にチェックすること。


［要点］


① 改正後の改正対象法令において、引用する他の法令の法令番号が適切


に付されているかを確認すること。


② 本改正により法令番号の記載された法令名が削除される場合は、これ


に伴いその法令番号を付け替える必要がないかを確認すること。


③ 本改正の附則(経過規定、他の法令の一部改正規定等)における法令名


(「新法」、「旧法」、「平成○○年改正法」等の略称を含む。)の記載及


び法令番号の扱いが適当かを確認すること。


［誤り事例］


例１ Ａ法において、Ｂ法の条項を引用する多数の文言を規定する際、「Ｂ


法」という最初の文言に法令番号「（昭和○○年法律第△△号）」を付


記すべきところ、これを看過してしまった。


例２ Ａ法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条を改め、その中でＡ法の規定を


引用する際、「Ａ法」という文言に法令番号を付記すべきところ、これ


を看過してしまった。


２ 定義語・略称の定め方及び用い方を縦断的にチェックすること。


［要点］


① 定義語・略称の定め方及び用い方に改正後の改正対象法令の全体を通


じて重複や混乱がないかを確認すること。


② 本改正により定義規定又は略称を定める規定若しくは文言が削除され


る場合は、これに伴い新たな定義規定又は略称を定める必要がないかを


確認すること。


③ 「以下同じ。」、「以下この章において同じ。」、「第○条第○項におい


て同じ。」等の定義語・略称の適用範囲の指定に誤りを生じていないか


を確認すること。また、不要となった定義規定又は略称を定める規定を


残していないかを確認すること。


④ 本改正の附則その他の改正対象法令以外の法令において、改正対象法


令中の定義語・略称を不用意に用いていないかに留意すること。
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［誤り事例］


例１ Ａ法第Ｘ条を全部改正し、第１項に「調整期間」という略称を定め


る規定を設けたことを受け、Ｂ法附則第Ｙ条第４項において、この略称


を用いる際、「Ａ法第Ｘ条第一項に規定する調整期間」とすべきところ、


「Ａ法第Ｘ条第二項に規定する調整期間」と記載してしまった。


例２ Ａ法の原始附則第Ｘ条に項を追加し、その中でＢ法（Ａ法等の一部


改正法）中の条項を引用する際、当該Ｂ法について、題名を記載し、法


令番号を括弧書きで付記すべきところ、「昭和○○年改正法」と、略称


を定める規定を置かずに略称を用いてしまった。


例３ 「○○」という文言が使われている多数の条のうち、「○○（△△


○○を除く。以下この章において同じ。）」という定義規定を設けてい


る条を削除する際、「○○」という文言が出てくる直後の条において、


○○に関する同様な定義規定を設けるべきところ、これを看過してしま


った。


例４ Ａ法改正法附則において、Ｂ法第Ｘ条の第２項及び第３項を削除し


たことに伴って、同条第１項中の「（次項において「施設等機関」とい


う。）」という略称を定める規定を削除すべきところ、これを看過して


しまった。
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別紙４ 準用規定のチェック


準用規定（変更適用規定及び「例による」とする規定を含む。以下同じ。)


は、法令の構成を簡素にするとともに、制度の仕組みを大括りで理解しや


すくすることができるという利点があるが、反面、準用規定そのものには


技術的な正確性が求められ、誤りを生じやすいものであることから、特に


準用規定に着目したチェックを励行すること。


［要点］


① 国民の日常生活に密接に関係する規定については、準用を避けて必要


な事項を書き下ろすよう努めること。また、読替規定の読替えなど分か


りにくいものは、できる限り避けること。


② 改正対象法令中の準用規定を全て確認し、その引用する規定について、


本改正による文言の改正又は規定の追加、削除若しくは移動がないかを


確認すること。


③ 準用される規定のうち、「…について準用する」ことによって当然に


変容する部分と明文での読替えを必要とする部分との仕分けに留意する


こと。


④ 準用されている規定の改正に伴い、新たな読替えや引用されている読


替元の文言について改正を要するかをチェックすること。


⑤ 読替規定中の「」の開閉の整合性及び「…とあるのは、「○○」と…」


の「、」の要否(対句構造か否か)に留意すること。


⑥ 読替規定の改正に当たっては、読替対照表を利用して、読替元の文言


及び読替後の文言が誤りなく改正されることを確認すること。


⑦ 読替後の規定中の「同（法、条、項等）」、「及び」・「並びに」及び「又


は」・「若しくは」の用い方に留意すること。


⑧ 準用規定において引用する他の法令の規定について、「○○法(政令)」


又は「同法(令)」の記載に遺漏がないかを確認すること。


⑨ 他の法令の規定を読み替える場合においては、当該他の法令中の定義


語・略称は疑義が生じない場合にはそのまま用い、自法令の法令番号は


入れないことに留意すること。


⑩ なお、孫準用はできる限り避けるものとするが、孫準用された規定を


引用するときは、「第□条(第△条において準用する場合を含む。)にお


いて準用する第○条」のように、孫準用の関係を明記することに留意す


ること。
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［誤り事例］


例１ 第Ｘ条において、第Ｙ条の規定が読み替えて準用されている。第Ｙ


条を改正したことに伴って、第Ｘ条中の読替規定（＝『第Ｙ条中「○○」


とあるのは、「△△」と読み替えるものとする。』という規定）のうち、


読替元の文言（＝「○○」という文言）を改めるべきところ、これを看


過してしまった。


例２ 第Ｘ条において、第Ｙ条等の規定を読み替えて準用する規定を設け


る際、審査の過程で第Ｙ条第１項中の読替元の文言が修正されたことを


見落とし、当該文言を「○○の製造をする者」とすべきところ、「○○


の製造者」と記載してしまった。


例３ 準用読替えの規定であるＡ法第Ｘ条を改める際、『「○○」の下に


「、「Ｂ法第Ｘ条」とあるのは「Ｃ法第Ｙ条」と」を加える。』とすべ


きところ、Ｂ法第Ｘ条の直前にあるべきかぎ括弧（ 「 ）を書き漏らし


てしまった。


例４ 原始附則に条を追加し、その中で本則の規定を読み替えて準用する


際、読替元の文言について、『第Ｘ条第一項中「・・・その十分の〇・


五」とあるのは』とすべきところ、『「・・・その〇・五」とあるのは』


として、「十分の」という文言を書き漏らしてしまった。
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別紙５ 施行期日のチェック


施行期日が適切に定められているかについてチェックすること。


［要点］


① 一体的に施行する必要がある規定に漏れはないかを確認すること。


② 本体部分の制度の実施の準備のために必要な措置を定めた本則及び附


則の規定の施行期日は適当かを確認すること。


③ 他の法令による改正がありその施行期日が未定である場合において、


その施行期日と本改正の施行期日の先後関係のいかんによって必要とな


る読替え等の調整規定は置かれているかを確認すること。


［誤り事例］


例１ 改正法附則第１項において各号列記により施行期日を規定する際、


審査の段階で改正法附則の項数が７から６に減ったことを見落とし、同


項第１号に「改正法附則第七項」という存在しない項を掲げてしまった。


例２ 第Ｘ条の規定について、附則第１条（施行期日）において、同条本


文の規定する平成３年１月１日からの施行とすべきところ、誤って同条


第３号に掲げてしまったため、その施行日が平成５年４月１日となって


しまった。


例３ 附則第Ｘ条の規定について、平成元年６月１日からの施行とするた


め、附則第１条（施行期日）において、同条ただし書中に規定すべきと


ころ、漏らしてしまったため、その施行日が同条本文の規定する「公布


の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」とな


ってしまった。
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別紙６ その他の形式的事項のチェック


１ 目次、章(節等)の構成、条名、項番号等の連続性、見出し等全体につい


ての概括的なチェックを行うこと。


［要点］


① 章（節等）の区切りの位置に誤りはないか。


② 章（節等）中の条数に応じ、目次中の「・」又は「－」の記号は適当


か。特に、章（節等）中の中間の枝番の条の追加又は削除に留意するこ


と。


③ 条名、項番号等は連続しているか。


④ 枝番の最後のものについて、「第○条の○ 削除」としていないか。


⑤ 見出しの改正漏れや欠落はないか。


⑥ 章(節等)が一条のみで構成される場合に、当該条に章(節等)名と重複


する見出しを付していないか。


⑦ 振り仮名（ルビ）の付し方は改正対象法令の全体を通じて適当か。


２ 配字のチェックを行うこと。


［要点］


① ワープロソフトの書式設定が、１行４８文字１ページ１３行、所定の


禁則処理となっているか。なお、禁則処理については、法案誤り等再発


防止プロジェクトチーム取りまとめ（令和３年６月29日）の別紙を参照


すること。


② 条建ての改正規定は、一字下がりとなることに留意すること。


③ 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、案文の初字の位置


に留意すること。


④ 表の上下の罫線の位置は正しいか。


⑤ 目次、表等の改正部分を図示する場合の「」の位置は正しいか。


⑥ その他配字全般が適正であることを確認すること。


３ 片仮名法令の改正、項番号のない規定の改正等特殊なルールがあるもの


については、それに従っているかをチェックすること。


［要点］


① 項番号のない条文の項の初字の位置に留意すること。


［誤り事例］
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例１ 項番号がない条文で構成される法律において、既存の条に新たな


項を加える際、案文の行頭を一文字高くしてしまった。


４ 誤字・脱字等のチェックを行うこと。


［要点］


① 改正規定(改め文)中の改正箇所を示す「(条、項等)中」及び「同(条、


項等)」の用い方は適当か。


② 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、改正箇所を示す「改


正規定中」が漏れていないか。


③ 文言等の改正を順次行う場合において、改正規定(改め文)中の「改め」、


「加え」又は「削り」の欠落はないか。


④ 同音異義語(ワープロ変換の誤り)はないか。


(例) 「異義」・「異議」、「課す」・「科す」、「期間」・「機関」、「聴く」・「聞


く」、「権」・「件」、「更正」・「更生」、「睡」・「酔」、「多数」・「他数」、


「適正」・「適性」等


⑤ 類似文字、類義語の誤りはないか。


(例) 「末」・「未」、「懲」・「徴」、「資金」・「基金」、「推進」・「促進」、「認


可」・「許可」等


⑥ 見落としやすい脱字はないか。


(例) 「第」、「条」、「項」、枝番の条名中の「の」等の文字、「…こと。」、


「…とき。」及び「…以下同じ。）」における「。」等


⑦ 見落としやすい重複はないか。この場合において、溶け込み後の条文


についてワープロソフトの校正機能を有効に利用して誤字脱字等の検出


をすること。


(例) 「第第」、「ととともに」等


⑧ 拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の大小に誤りはないか。


⑨ 送り仮名の誤りはないか。


(例) 「行う」・「行なう」等


⑩ 片仮名法令を引用する場合の表記の誤りはないか。


(例) 件名には平仮名を用い、枝番の条名中の「ノ」、引用する文言等


は片仮名を用いること等


⑪ なお、法令名、法令番号、年月日、金額及び割合の誤記は見逃しやす


いので留意すること。


［誤り事例］
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例１ Ａ法に条を追加し、その中でＢ法の規定を読み替えて準用する際、


読替先の文言について、「Ａ法第Ｘ条第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、


又はＡ法第Ｚ条の規定による・・・」とすべきところ、「Ａ法第Ｘ条第


二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又は同法第Ｚ条の規定による・・・」


と記載してしまった。


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の別表中の規定を改める際、『別表


第三第Ｙ号中「○○」を「△△」に改め、同表第三第Ｚ号中「××」を


「□□」に改める。』とすべきところ、「改め」という文言を書き漏ら


してしまった。


例３ 「多数の人」とすべきところ、「他数の人」と表記してしまった。


例４ 「懲役」とすべきところ、「徴役」と表記してしまった。


例５ 「○○未満」とすべきところ、「○○末満」と表記してしまった。


例６ 「同法第二十三条の二の二十第一項」とすべきところ、「同法第二


十三の二の二十第一項」と、「条」の１文字を書き漏らしてしまった。


例７ 目次中の条名を改める際、「第Ｘ条の二の十三」とすべきところ、


「第Ｘ条二の十三」と、「の」の１文字を書き漏らしてしまった。


例８ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改め先の文言に


ついて、「同法第Ｙ条第一号」とすべきところ、「同法Ｙ条第一号」と、


「第」の１文字を書き漏らしてしまった。


例９ 「○○原料製造業者」とすべきところ、「○○原料製業者」と、「造」


の１文字を書き漏らしてしまった。


例１０ 「意見を聴くとともに」とすべきところ、「意見を聴くとととも


に」と、「と」の１文字を余分に記載してしまった。


例１１ 「若しくは」とすべきところ、「若ししくは」と、「し」の１文


字を余分に記載してしまった（「若し」のところで改行されていたも
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の。）。


例１２ 平成元年以後に立案されたＡ法（促音小書き）の附則第Ｘ条にお


いて、昭和６３年以前に立法されたＢ法（促音小書きせず）の規定を改


める際、改め先の文言について、「あつては」とすべきところ、「あっ


ては」と表記してしまった。


例１３ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、「・・・の整


備の促進に関する特別措置法」というＢ法の題名の表記に当たり、「・


・・の促進に関する特別措置法」と、「の整備」という文言を書き漏ら


してしまった。


例１４ 「労働者」（の健康の保持に及ぼす）とすべきところ、「労働省」


（の健康の保持に及ぼす）としてしまった。


例１５ 罰則規定において、「一年以下」（の懲役）とすべきところ、「一


年以上」（の懲役）としてしまった。








誤りチェックシート


提　出　日　時


月 日


時 ＊正式各省協議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引き別紙１


1


①


②


2


①


②


③


④


3


①


②


4


①


②


③


④


⑤


⑥


5


①


（注１）


（注２）


（注３）


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


引用規定の特定の正確性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


様式Ａ（正式各省協議段階案用）


複層的チェック責任者


官　職 ・ 氏　名所　属


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


立案部局チェック


句読点の誤り


用語の整備


溶け込みの正確性


改正条項の確認


改正規定の特定の正確性


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


チェックポイント


溶け込み後のチェック


意図しない一致


既存の「同法」等の誤り


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


括弧の開閉


溶け込み後の文意


削除後の文意


府省名


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）


立案担当者
法
案
名


官職・氏名 月日項目
要点


官職・氏名 月日


複層的チェック


判明した誤り


別紙１　文言の改正に伴うチェック


改め元の文言の不一致







誤りチェックシート


手引き別紙２


別紙２　規定の追加等に伴うチェック


1


①


②


2


①


②


③


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


（注１）


（注２）


（注３）


章等の追加等に伴う「前章」等の改
正の必要性


チェックポイント


立案部局チェック


処理の基本的ルール


規定の追加、削除又は移動


共通見出しの処理


目次の改正漏れ


追加等に伴う付け直し


新たに引用する規定の特定の正確
性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


氏　名


複層的チェック


追加等に伴う上記以外の引用関係
の整合性（「第○条から第△条ま
で」等）


他の引用法令における引用関係の
整合性


項建ての存否に伴う「第○項」の適
否


法令名、定義語等の追加等に伴う
縦断的チェック


「前条」「次条」「前○条」等を改正す
る必要性


判明した誤り


官職・氏名 月日官職・氏名


追加等に伴う引用関係の誤り


月日


「前条」、「次条」等に改正する必要
性


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　） 複層的チェック責任者


項目
要点


法
案
名


所　属


章名を付する場合等


冒頭、末尾における追加等


章名等の明記（条項の場合）


　　　同上　　 （節等の場合）


府省名


＊正式各省協議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


様式Ａ（正式各省協議段階案用）


立案担当者







誤りチェックシート


手引き別紙３～５


別紙３　縦断的チェック


1


①


②


③


2


①


②


③


④


別紙４　準用規定のチェック


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


別紙５　施行期日のチェック


①


②


③


（注１）


（注２）


（注３）


孫準用の関係の明記


対象規定の適切なグルーピング


制度実施に必要な準備規定の施行
期日


法令番号の付け忘れ


所　属府省名


判明した誤り


月日月日


立案部局チェック


官職・氏名


法令番号の縦断的チェック


＊正式各省協議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


法
案
名


立案担当者


複層的チェック


様式Ａ（正式各省協議段階案用）


読替対照表による文言の確認


法令名削除に伴う法令番号の付け
替え


附則における法令名の記載等


項目
要点


官職・氏名


他法改正との調整規定の必要性


改正対象法令以外での定義語・略
称の不用意な使用


分かりにくい準用読替規定の回避


他法令の規定の引用における法令
名、「同法」等の記載の正確性


他法令の規定の読替における定義
語・略称、法令番号等の記載の正
確性


引用する規定に本改正による文言
の改正、移動等がないかの確認


読替規定の必要性


読替元の文言を改正する必要性


「　」の開閉、「、」の要否


定義語・略称の縦断的チェック


定義語・略称に重複・混乱がないか


定義規定等の削除に伴う付け替え


定義語・略称の適用範囲・必要性の
確認


読替後の規定中の「同法」、「及
び」、「又は」等の用法の正確性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


氏　名


チェックポイント


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　） 複層的チェック責任者







誤りチェックシート


手引き別紙６


別紙６　その他の形式的事項のチェック


1


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


2


①


②


③


④


⑤


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


⑪


（注１）


（注２）


（注３）


誤字・脱字等のチェック


改め文の改正箇所を示す「条中」、
「同条」等の用法


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


拗音、促音の大小の誤り


送り仮名の誤り


片仮名法令を引用する場合の表記


法令名、法令番号、年月日、金額及
び割合の誤記


ワープロ変換等による同音異義語
の誤り


類似文字、類義語の誤り


一部改正法の改正における「改正
規定中」の記載
改正規定中の「改め」、「加え」、「削
り」の欠落


重複（「第第」、「ととともに」等）


脱字（枝番中の「の」等）


表の上下の罫線の位置


目次、表等を改正する場合の「　」
の位置


その他配字全般


特殊なルールによる改正のチェック


片仮名法令、項番号のない規定等


一条のみで構成される章等の見出
し


振り仮名（ルビ）の付け方


配字のチェック


１行４８文字１ページ１３行、不要な
禁則処理


立案担当者


様式Ａ（正式各省協議段階案用）


条建ての改正の場合の配字


条名、項番号等の連続性


枝番の最後での「第○条の○　削
除」


見出しの改正漏れ、欠落


複層的チェック


判明した誤り


官職・氏名 月日


概括的なチェック


章等の区切りの位置


立案部局チェック


法
案
名


氏　名


項目
要点


チェックポイント
官職・氏名 月日


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　） 複層的チェック責任者


目次中の「・」、「－」の記号


府省名


＊正式各省協議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


所　属







誤りチェックシート


提　出　日　時


月 日


時 ＊正式各省協議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引き別紙１


1


① レ レ
②


2


① レ レ
② レ レ 第○条で「各号列記以外の部分」との特定が抜けていた。


③ レ レ
④


3


① レ レ
②


4


① レ レ
② レ レ
③ レ レ
④ レ レ
⑤


⑥ レ レ
5


① レ レ
（注１）


（注２）


（注３）


月日


立案担当者


府省名 ○○省


部長説明日（　○月○日（火）　）、閣議付議予定日（　○月○日（金）　）


月日


法
案
名


項目
要点


○○○法の一部を改正する法律案
例（第○条　△△法の一部を改正する法律案部分）
　  （第１条～第２０条部分）


官職・氏名


意図しない一致


○
○


○


及び並びに・又は若しくは


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


用語の整備


○月○日


チェックポイント


溶け込み後の文意


削除後の文意


官職・氏名


○○係員
○○　○○


溶け込みの正確性


改正条項の確認


改正規定の特定の正確性


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


様式Ａ（正式各省協議段階案用）


大臣官房○○課複層的チェック責任者


官　職 ・ 氏　名


課長補佐・○○　○○


所　属


課長補佐・○○　○○○○局○○課


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


複層的チェック


判明した誤り○○係長
○○　○○


○月○日


別紙１　文言の改正に伴うチェック


立案部局チェック


句読点の誤り


引用規定の特定の正確性


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


新規の「同法」等の確認







誤りチェックシート


提　出　日　時


月 日
時 ＊閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


（注）


様式Ｂ　（閣議請議段階案用）


複層的チェック


判明した誤り


立案部局チェック


官　職 ・ 氏　名所　属


月日


立案担当者


官職・氏名


　正式各省協議段階の案文について、案文修正があった場合は、その都度、修文の箇所、原因及び内容並びに修文に
伴って必要となる改正の内容（当該改正がない場合には、改正が不要である旨）を記載すること。


府省庁名


閣議付議予定日（　　　　　　　　　）


修文に伴って必要
となる改正の内容


月日 官職・氏名
修文の箇所、原因及び内容


法
案
名


複層的チェック責任者







誤りチェックシート


提　出　日　時


月 日
時 ＊閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


レ レ


（注）


（新たに第○条として、加えた部分）
各省協議の結果、第○条第１項中「○
○」を「△△」に修文した。


第□条第１項の読替規定
において、「○○」を「△△」
に改正する。


○
○


○


　正式各省協議段階の案文について、案文修正があった場合は、その都度、修文の箇所、原因及び内容並びに修文に
伴って必要となる改正の内容（当該改正がない場合には、改正が不要である旨）を記載すること。


○○法の一部を改正する法律案


修文の箇所、原因及び内容


法
案
名


複層的チェック責任者 課長補佐・○○　○○


立案担当者 ○○局○○課


修文に伴って必要
となる改正の内容 ○○係長


○○　○
○


○月○日


複層的チェック


判明した誤り


立案部局チェック


官職・氏名


様式Ｂ　（閣議請議段階案用）


府省庁名 ○○省


閣議付議予定日（　○月○日（金）　）


官　職 ・ 氏　名所　属


課長補佐・○○　○○


大臣官房○○課


月日


○○係員
○○　○


○
○月○日


官職・氏名 月日








法令案における誤りの防止について（手引）


（改訂版）


令和３年１２月


内 閣 法 制 局
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法令案における誤りの防止について（手引）


平成１６年 ８月３０日


内 閣 法 制 局


改正 平成１６年１２月 ９日


改正 令和 ３年 ９月１３日


改正 令和 ３年１２月２４日


内閣提出の法案及び政令案（以下「法令案」という。）における誤りの防止


について、当局では、第１５９回国会で成立した国民年金法等の一部を改正す


る法律(平成１６年法律第１０４号)について、法案の形式的事項に多数の誤り


があり、公布後において官報による正誤処理をせざるを得なかったこと等を契


機として、平成１６年にこの手引を作成し、立案府省庁等と共にこれに従った


誤り防止策等を実践してきた。また、法令案における誤り防止のためのツール


の一つとして平成１８年に法令審査支援システムを導入し、立案府省庁等の利


用にも供して、同システムによる法令案の形式的事項のチェックを行ってきた。


こうした取組にもかかわらず、令和３年の第２０４回国会において、内閣提


出の４法案１条約に計１４件の形式的事項の誤りがあることが判明したこと


は、誠に遺憾である。法律等の条文は、国民の権利義務に関わることから、正


確性を十分に求められるものであり、内閣提出の法令案に形式的事項といえど


も誤りがあってはならない。今後同様の事態を生じることがないよう、改めて


当局と立案府省庁等とが連携して法令案における誤りの防止を図るための実効


的な態勢を確立し、継続的に取り組んでいく必要がある。


法令案における誤りの防止について、以下のように定める。なお、この手引


は、今後の実施状況等によりその内容に変更及び追加を行うことを予定してい


る。


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項


１ 予備審査が一時期に過度に集中することがないよう「法令協議に関する


申合せ(平成５年１月１８日各省庁文書・国会担当課長会議)」を徹底し、


常会に提出を予定する法案の予備審査については、非予算関連法案にあっ


ては１０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案にあって


は翌年１月上旬から開始するよう努めること。ただし、予算関連法案にあ


っても、予算案等の確定を待つことなく予備審査を行うことができる部分


については、１０月上旬から開始するよう努めること。


２ 政令案についても、できるだけ早期に準備をし、時間的余裕をもって審
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査を行うことができるようにすること。また、１２月から翌年３月までは、


常会に提出する法案の予備審査が集中することを踏まえ、いわゆる年度末


政令等この時期に審査が必須な政令案以外の審査は行わないように審査ス


ケジュールを組むこと。


３ 法令案の実質的事項についての審査を終えた後において形式的事項のチ


ェックに必要な時間を十分に確保することができるよう、当該法令案の閣


議付議の予定日を設定すること。


４ 立案府省庁等においては、当該法令案の立案担当部局による法令案のチ


ェックを強化することに加えて、これとは別に、立案担当部局以外の大臣


官房等の職員(必要に応じてその職務を行わせる他の部局等の職員を含


む。)が当該法令案の形式的事項について複層的チェックを行う態勢を確


立し、複層的チェックを行うこと。これに伴い、法令案ごとに、複層的チ


ェックの統括責任者（チェック要員の確保、その役割分担の決定、チェッ


クの実施状況の確認等を統括する管理職）及び実施責任者（実際にチェッ


ク要員によるチェック作業を指揮する補佐クラス）の官職及び氏名等を審


査担当参事官に通知すること。


５ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の


所管する法令の改正に及ぶ場合は、立案府省庁等における４の複層的チェ


ックのほか、当該法令を所管する他の府省庁等においても、当該法令の改


正について複層的チェックを行うこと。当該法令を所管する府省庁等にお


ける複層的チェックの統括責任者及び実施責任者の官職及び氏名等の通知


は、当該法令の改正の審査（下審査）を担当する参事官に行うこと。


６ 立案府省庁等においては、法令案の形式的事項のチェックに際し、法令


審査支援システムを活用すること。


７ 各府省庁等においては、法制実務の基本に関する研修を実施するなど、


法令案の形式的事項について的確なチェックを行うことができる職員の養


成に努めること。


８ 審査担当参事官は、その審査する法令案において必要な事項を自らチェ


ックするほか、立案府省庁等の立案担当部局の立案担当責任者並びに４又


は５によって通知を受けた複層的チェックの統括責任者及び実施責任者と


の連絡を密にして当該立案府省庁等における法令案のチェックの態勢、実


施状況等を把握するとともに、立案府省庁等から適時に複層的チェックの


誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧の提出


を受け、立案府省庁等において法令案の形式的事項のチェックが実効的に


行われていることを確認すること。
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９ なお、法令審査支援システムの機能強化等の法令案の形式的事項のチェ


ックにおけるＩＴ技術の利用の促進について、更に検討を進める。


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等


(1) 官報等の基礎資料の整理


当局における審査は、現行日本法規若しくはその電子版のスーパー法


令ウェブ又は法制執務業務支援システム（e-LAWS）（以下「現行日本法


規等」という。）に登載された法令の規定をベースに行うが、その改正


法令が未施行であることや加除・データ更新の時期等によって、審査の


時点で、現行日本法規等に本改正(今回行おうとしている改正をいう。


以下同じ。)の前提とすべき改正対象法令（附則により改正する他の法


令を含む。以下同じ。)並びに立案及び審査の過程で参照する他の法令


（以下「改正対象法令等」という。）の規定が反映されていない場合も


少なくない。このような場合、立案府省庁等において、現行日本法規等


に反映されていない改正対象法令等の改正について、官報又は法案(正


誤を含む。以下「官報等」という。)によって、当該改正の内容及び施


行期日を確認した上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施


した官報等の写し及び②施行期日ごとの新旧対照表を作成し、立案及び


審査のための基礎資料として準備すること。


また、現行日本法規等では附則の一部が省略されているので、附則の


規定について追加、削除又は移動をする等の改正を行うときは、本改正


の前提とすべき当該附則の条文を確認するため、当該附則の改正履歴等


を確認できる関係部分にマークを施した官報等の写しを、立案及び審査


のための基礎資料として準備すること。


［留意点］


○ 本改正の施行後に施行の予定となっている改正についても整理す


ること。


○ 数次の改正がある場合は、施行期日の順に従って整理すること。


○ 政令等により施行期日が定まるものについては、当該政令等の官


報等の写しを添付すること。また、施行期日が未定のものについて


は、施行の見込み時期について付記すること。


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案に


よる改正及び継続審議中の法案による改正に特に留意すること。


○ 一部改正法令の一部改正があることを見落とさないこと。
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○ 立案府省庁等においては、他の府省庁等の所管する法令による改


正対象法令等の改正予定の有無及びその内容について適時に所要の


照会を行い、改正予定の把握に遺漏がないようにすること。


○ 附則において改正する他の府省庁等の所管する法令に係る同様の


基礎資料についても、立案府省庁等において、当該法令を所管する


他の府省庁等の協力を得て取りまとめること。


○ なお、法令の改正履歴及び改正予定については、平素から、当該


法令を所管する府省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する


態勢を確立すること。また、共管法令の改正履歴及び改正予定につ


いては、その全体について、各共管府省庁等において情報を共有し


ておくこと。


(2) 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認（審査用の参


照条文の作成）


立案府省庁等において、審査用の参照条文として、現行日本法規等


に登載された改正対象法令等の規定の未反映部分を(1)の基礎資料で補


完したものを作成し、審査担当参事官に提出するとともに、３の形式的


事項の誤りを防止するためのチェックに活用すること。


［留意点］


〇 審査用の参照条文として作成する改正対象法令等の規定の範囲、


編さん方法等については、審査担当参事官の指示によること。この


場合において、その趣旨及び目的に照らし、分量が不必要に膨大な


ものとならないようにすること。


○ 審査用の参照条文の改正対象法令等の規定には、いつ時点の規定


であるかを付記すること。


○ スーパー法令ウェブ又は法制執務業務支援システム（e-LAWS）を


用いる場合、いつ時点の条文データを出力しているか選択を誤らな


いよう注意すること。また、原則として、出力された条文データの


加工（不要な条項等の削除、各条の後に記載されている改正履歴の


削除等）は行わず、出力された体裁（ページ割）のまま印刷し、必


要に応じて関係部分にマークを施す等して作成すること。表につい


て本来存在しない罫線が表示されるなど現行日本法規や官報と異な


る体裁で表示がされてしまう場合があることに注意すること。


(3) 引用法令の確認及び整理







- 5 -


立案府省庁等において、改正対象法令を引用している他の法令の有無


を確認し、一覧表を作成するなどして整理すること。


［留意点］


○ 関係法令、従前の一部改正法令の附則(経過規定)等他の法令にお


ける引用について漏れなく把握すること。他の府省庁等の所管に係


る法令における引用については、立案府省庁等において適時に所要


の照会を行うものとし、照会を受けた当該他の府省庁等においては、


調査に遺漏がないようにすること。審査を経て改正対象法令が追加


された場合には、他の法令における当該改正対象法令の引用につい


て追加の照会を行うなどして漏れなく把握すること。


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案に


おける引用及び継続審議中の法案における引用に特に留意するこ


と。


○ なお、法令間の引用関係(引用し、又は引用される関係をいう。


以下同じ。)については、平素から、それぞれの法令を所管する府


省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する態勢を確立するこ


と。また、共管法令の引用関係については、その全体について、各


共管府省庁等において情報を共有しておくこと。


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等


(1) ワープロデータの的確な管理


立案府省庁等においては、立案及び審査の過程における法令案の修正


について、ワープロデータのバージョン管理を徹底するとともに、修正


入力の担当者を特定するなどして、ワープロデータの正確性を確保する


こと。


［留意点］


○ いつどの部分を修正したかが把握できるようにしておくこと。


(2) 法令審査支援システムの活用


立案府省庁等においては、３の形式的事項の誤りを防止するためのチ


ェックを行うに当たって、人の目によるチェックに加えて、法令審査支


援システムを活用すること。


［留意点］


○ 溶け込ませ処理後の点検結果一覧の確認（エラーチェック）は、


担当者限りで対応の要否を判断するのではなく、担当者が立案担当
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責任者等の誤りチェックの責任者に説明して、当該責任者が判断す


るようにすること。疑義がある場合には、審査担当参事官に相談す


ること。


○ 法令審査支援システムは、表の改正、改正部分を図として引用す


る改正、一部改正法令の一部改正には対応していない。また、いわ


ゆる多段ロケット方式の二段目以降の改正には対応できない場合が


あることに留意すること。


○ また、法令審査支援システムは、人の目によるチェックを代替す


るものではなく、あくまでも補助的なものであることに留意するこ


と。


・ 既存の条項の移動と当該条項を引用する新たな条文の追加が同


時に行われる場合には、法令審査支援システムがその関係性をチ


ェックできないことがあるので、そのような場合には、特に条項


の引用関係の誤りを見逃さないよう人の目により注意して確認す


ること。


・ 読替規定の改正（改め元又は改め先の文言に対にならない「」


又は複数の「」が含まれる。）等改め文の構造が非常に複雑な場


合には、その引用する文字列を法令審査支援システムが認識でき


ないことがあるので、そのような場合には、ワープロマクロの「改


正対象文字列」のマーキング機能を利用するとともに、特に改め


元の文言の意図しない一致（誤ヒット）を見逃さないよう人の目


により注意して確認すること。


(3) 法令案のチェックにおける新旧対照表の扱い


新旧対照表は法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべ


きものではないことに留意すること。


［留意点］


○ 新旧対照表では、一般に、改正部分の前後の規定や引用関係にあ


る他の規定など本来直接参照して確認する必要がある規定が記載さ


れていないことが多く、また、それ自体が法令案の立案過程におい


て作成されたものであるから、法令案のチェックを行うための基礎


資料として用いるべきものではない。法令案（改め文）が誤った新


旧対照表と整合していたため、誤りを見逃してしまった事例がある


ので、注意すること。


○ 一方で、新旧対照表は正確なものでなければならないので、新旧
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対照表の旧（現行）の規定は審査用の参照条文で確認した当該改正


の施行時点における改正対象法令の規定により作成し、適時に新旧


対照表と法令案（改め文）及び審査用の参照条文との読み合わせを


行うなどして、その正確を期すこと。


(4) 審査担当参事官による審査の段階における全体チェックの実施


審査中の法令案について審査担当参事官による審査がある程度進展し


た適切な段階で、立案府省庁等において、法令案の全体について３の形


式的事項の誤りを防止するための立案担当部局によるチェック（全体チ


ェック）を行うこと。


［留意点］


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事


官と相談すること。


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェックが行われて


いる場合においても、常に新たな視点で形式的事項に特化したチェ


ックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェックは、３のチェックポイントに留


意して、別添の誤りチェックシートを用いて実施すること。その際、


漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックするのでは


なく、担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効


果的に実施すること。


○ 法令審査支援システムを活用すること。


(5) 部長了（正式各省協議前後）の段階における全体チェック及び複層的


チェックの実施


審査中の法令案について担当部長の了解が得られ、いわゆる正式各省


協議が行われる前後の段階において、当該法令案の形式的事項について、


立案府省庁等において、改めて立案担当部局による全体チェックを行う


とともに、立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックを行う


こと。法案については、別添の誤りチェックシート及び法令審査支援シ


ステムによる点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。


［留意点］


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事


官と相談すること。


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェック又は複層的
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チェックが行われている場合においても、新たな視点で形式的事項


に特化したチェックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官


房等による複層的チェックは、３のチェックポイントに留意して、


別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その


結果を審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェ


ックポイントについて１回でチェックするのではなく、担当ごと又


は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施するこ


と。


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事


項のチェックを行い、法案については、確認済みの点検結果一覧


を審査担当参事官に提出すること。


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府


省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、当該法令の改正部分に


ついて、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等におい


ても、当該法令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層


的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェックシー


トを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。


(6) 最終的な全体チェック及び複層的チェックの実施


法令案について当局による審査が実質的に終了し、法令案が固まった


段階において、当該法令案の形式的事項について、立案府省庁等におい


て、最終的な立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の


大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の


誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧を審


査担当参事官に提出すること。


［留意点］


○ 新たな視点で法令案の形式的事項に特化した最終的な複層的チェ


ックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官


房等による複層的チェックは、３のチェックポイントに留意して、


別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その


結果を審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェ


ックポイントについて１回でチェックするのではなく、担当ごと又


は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施するこ
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と。


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事


項のチェックを行い、法案については、確認済みの点検結果一覧


を審査担当参事官に提出すること。


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府


省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、当該法令の改正部分に


ついて、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等におい


ても、当該法令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層


的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェックシー


トを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。


○ 当局における決裁や与党における審査など閣議付議の予定日の直


前において更に修正がされることもあることから、最終的な複層的


チェックについては、統括責任者において相当数の職員を確保し、


チェックポイントごとの担当を決めるなどして短時間で集中的に形


式的事項のチェックを行うことができる態勢を整備すること。


○ 複層的チェックを行う大臣官房等に恒常的にそのための職員を配


置することが困難な場合においては、必要に応じて他の部局等から


適当な職員を集めることができる態勢を整えること。


(7) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底


(4)(5)(6)の全体チェックのほか、立案及び審査の過程において法令


案に修正があった場合は、その都度、立案府省庁等において、３の形式


的事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要


となる改正に遺漏がないようにすること。


［留意点］


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、関連して修正すべき部分が


ないか全般的なチェックを行うこと。


・ 特に、当該修正により規定を追加、削除又は移動する改正を


新たに追加した場合には、当該修正に伴って必要となる引用先


の改正を見逃しやすいので、注意して確認すること。


○ 法令審査支援システムを活用すること。


(8) 印刷物の校正刷り版の確認


法案の印刷物（穴なし）の校正刷りについては、複数人で最終の法


令案（改め文）との読み合わせによる確認を行うこと。また、審査担
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当参事官に共有すること。


当局における読み合わせ後に修正があった場合には、法案の印刷物（穴


あき）の校正刷りについても、当該修正が正しく反映されているか複数


人で読み合わせによる確認を行うこと。


［留意点］


○ 国立印刷局においては、提出された法令案（改め文）のワープ


ロデータをテキストデータとして取り込み、編集した上で、禁則


処理を施すことから、校正刷りに文字の欠落や重複がないか、表


中に空白ができていないか、字下げ（配字）の誤りがないか等の


確認を入念に行うこと。特に、ページや行の変わり目に注意する


こと。


○ 表の体裁（罫線の位置等）に注意すること。


(9) 読み合わせによる確認


読み合わせは、配字を含めて一文字一文字を確かめ、法令案の全体に


ついて誤りがないことを確認することができるように行うこと。


［留意点］


○ 立案府省庁等における全体チェック及び複層的チェックにおいて


も、読み合わせによる確認を行うこと。


○ 当局における読み合わせは、審査担当参事官から渡される最終原


稿を読み上げて行うこと。また、必ず３名以上で行うこととし、


審査担当参事官の指示により、最終原稿の読み手のほか、副本の


確認、新旧対照表の確認、審査用の参照条文による確認、読替対


照表の確認等の役割分担をして行うこと。


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック


別紙１から別紙６までに掲げるチェックポイント(要点)により法令案の


形式的事項についてチェックを行うこと。


［留意点］


○ 別紙１から別紙６までに掲げるものは、法令案において特に誤り


を生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、各府


省庁等においては、あらかじめ、その趣旨を法令案の立案及びチェ


ックに当たる職員に周知させ、法令案の立案担当部局による全体チ


ェック及び立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェック


に遺漏がないようにすること。また、各府省庁等においてその他必
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要と思われるチェックポイントがあるときは、これを適宜増補して


使用すること。


○ 法令案のチェックに当たって改正対象法令等を参照する場合、審


査用の参照条文を参照すること。


○ これらのチェックポイントは、一部改正法令案を念頭に置いたも


のであるが、全部改正法令案及び新法令案についても、これらに準


じてチェックを行うこと。


４ 法案提出後におけるフォロー等


(1) 立案府省庁等において、法案提出後、その内容を改めて点検し、万一


法案に誤りがある場合には、国会における審議が開始される前に、法案


の正誤処理を行うことができるようにすること。


(2) 国会提出後の法案について、その成立が当初の見込みから遅れること


となる場合には、改めて法案をチェックし、所要の修正の依頼を怠らな


いこと。


［留意点］


○ 成立を見込んで記載した法律番号の年の部分の修正


○ 他の法律の規定による一部改正の施行が先行してしまうことによ


る法案の修正
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別紙１ 文言の改正に伴うチェック


１ 改正する規定の特定が正確であることをチェックすること。


［要点］


① 改正箇所を示す「第○条第○項」、「…第○号」、「各号列記以外の部


分」、「…本文」、「…ただし書」、「…前段（後段）」等によって指定され


た規定が存在するか、また、その指定する規定の範囲が適当かについて、


実際に当該規定に当たって確かめること。


② 枝番(特に孫番)の誤記は見逃しやすいので注意すること。


［誤り事例］


例１ 適用読替の規定である第Ｘ条を改める際、同条が「・・・された場


合における第Ｙ条、・・・の規定の適用については、第Ｙ条中・・・と


する。」という１文から構成されているにもかかわらず、２文から成る


ものと錯覚し、「第Ｘ条前段中」と記載してしまった。


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改正対象規定を


「第Ｙ条第一項第七号中」とすべきところ、「第Ｙ条第七号中」として、


「第一項」という文言を書き漏らしてしまった。


２ 改め元の文言(「○○」を…改める、「○○」を削る、「○○」の下に…


加える等における「○○」の文言)が１で確認した規定中の文言に合致す


ることをチェックすること。


［要点］


① １で確認した規定の全体を精査し、改め元の文言について、不一致及


び意図しない一致(誤ヒット)がないことを確かめること。


② 特に、改め元の文言が長い場合は一文字の誤りでも不一致となり、他


方、改め元の文言が短い一般的な用語である場合(「及び」、「又は」、「第


○条」等)は他に意図しない一致(誤ヒット)を生じる可能性が高いこと


に留意すること。


③ 改め元として引用する読点（「、」）及び句点（「。」）の扱いが適当か


についてもチェックすること。


④ 読替規定（改め元又は改め先の文言に対にならない「」又は複数の


「」が含まれるもの）には法令審査支援システムでは対応できないこ


とがあり、また、表の改正は法令審査支援システムではチェックでき
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ないので、特に入念に人の目で確認すること。この場合において、


ワープロソフトの検索機能を有効に利用すること。


⑤ なお、改正がある項について行うべき用語の整備（「行なう」を「行


う」に、「但し」を「ただし」に、「一に」を「いずれかに」に改める


等）についても留意すること。


［誤り事例］


例１ Ａ法改正法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条の規定を改める際、改め


元の文言を「昭和六十年一月二日」とすべきところ、「昭和六十四年一


月二日」と記載してしまった。


例２ ２項から成る第Ｘ条の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｘ条第


一項中」と特定すべきところ、同条第２項にも改め元の文言と同一の文


言があることを見落とし、単に「第Ｘ条中」としたため、同条第２項が


誤って改正され、意味の通らない規定となってしまった。


例３ 比較的長文の第Ｘ条第１項（準用規定）中「という。）と」の下に


文言を加える際、第Ｘ条第１項に「という。）と」と同一の文言がある


ことを見落としてしまった。


例４ 各号列記がある附則第Ｘ条第１項の規定を改める際、改正対象規定


を「附則第Ｘ条第一項各号列記以外の部分中」と特定すべきところ、同


項第１号中にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に


「附則第Ｘ条第一項中」としたため、同項第１号が誤って改正されてし


まった。


例５ 第Ｘ条第１項各号列記以外の部分中「」という。）」を削る際、同


項各号列記以外の部分中の他の箇所及び同項各号に「」という。）」と


同一の文言があることを見落としてしまった。


例６ 第Ｘ条に規定する業務規程について認可制を届出制に改める際、改


め元の文言を「認可を受け」とすべきところ、「許可を受け」と記載し


てしまった。


３ 改め先の文言（「△△」に改める、「△△」を加える等における「△△」
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の文言)が１で確認した規定中に正常に溶け込むことをチェックすること。


［要点］


① 改め先の文言を溶け込ませた後の当該規定において、改正部分の前後


を通読して文意が通じることを確かめること。


② 規定中の文言を削る場合においても、改正部分の前後を通読して同様


の確認をすること。


③ 必ず法令審査支援システムで、溶け込ませ後の条文を確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、行政


庁による公示を規定する第Ｙ条の文言について、「第Ｘ条に規定する認


可をしたときは」を「第Ｘ条の規定による届出を受理したときは」に改


めるべきところ、単に「認可」を「届出」に改めるとしたため、「（行


政庁が）・・・届出をしたときは」となってしまった。


例２ 第Ｘ条において、「終了予定日とされた日」の下に「から三十日を


経過した日」を加える際、改め元の文言を誤って「終了予定日」とした


ため、「終了予定日から三十日を経過した日とされた日」となってしま


った。


例３ 第Ｘ条において、「同法第三条第二項中」を「同項中」に改めるべ


きところ、改め元の文言の引用を誤って「第三条第二項中」としたため、


「同法同項中」となってしまった。


４ 溶け込み後(文言を削った場合を含む。)の規定の全体について、誤りを


生じやすい語句等のチェックを行うこと。


［要点］


① 既存の「同(法、条、項等)」が指すものに誤りを生じていないかを確


認すること。


② 新たに「同(法、条、項等)」を用いるべきものが生じていないかを確


認すること。


③ 「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方が適当かを


確認すること。


④ 括弧（（）及び「」）の開閉は整合しているかを確認すること。


⑤ 改正部分に法令名(題名及び件名をいう。以下同じ。)又は定義語・略
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称がある場合は、別紙３の縦断的チェックを行うこと。


⑥ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に


当たって確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条において、「第Ｙ条第一項の規定による認可、同条第四項の


規定による変更の届出・・・」という規定中、「認可」の下に「、第Ｚ


条第一項の規定による変更命令」という文言を加える際、「同条第四項」


を「第Ｙ条第四項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例２ 第Ｘ条において、「第Ｙ条第一号又は第二号に掲げる業務」という


規定の下に「又は第Ｚ条第一号に掲げる業務」という文言を加える際、


「第Ｙ条第一号又は第二号」を「第Ｙ条第一号若しくは第二号」に改め


るべきところ、これを看過してしまった。


例３ 『Ａの表Ｂの項及びＣの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・す


る。』という読替規定において、「Ｃの項」の次に「Ｄの項」を加える


際、『Ａの表Ｂの項、Ｃの項及びＤの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、


・・・する。』とすべきところを誤り、『Ａの表Ｂの項、Ｃの項、Ｄの


項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・する。』としてしまった。


５ 当該規定中の文言を引用している他の規定を確認し、その引用している


文言が改正後の当該規定中の文言と整合しているかをチェックすること。


［要点］


○ 改正対象法令のほか、本文第２の１(3)において整理した他の引用法


令の全てについて確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、約款


の公衆縦覧を規定する第Ｙ条について、「第Ｘ条に規定する認可を受け


た約款」を「第Ｘ条の規定による届出を行った約款」に改めるべきとこ


ろ、これを看過してしまった。


例２ 第Ｘ条中の文言を「異議申立手続」から「審査請求手続」に改めた


際、これに伴って第Ｘ条を準用している第Ｙ条中の「異議申立手続」の
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文言を改めるべきところ、これを看過してしまった。


例３ 「Ａ機構」を「Ｂ機構」に名称変更する改正の際、直近の臨時国会


で成立した「Ａ機構」を引用する法律を見落としたため、当該法律に改


正漏れが生じてしまった。
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別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック


１ 追加、削除又は移動の対象となる規定の特定及びその追加、削除又は移


動の処理が適当であることをチェックすること。


［要点］


① 規定の追加、削除又は移動を行う場合の基本的ルールに従っているか


を確認すること。


② 章名、節名等を付し、又は削ることによる章(節等)建ての変更がある


場合の処理に誤りを生じないよう留意すること。


［誤り事例］


例 新たに章名を付する際、「第Ｘ条の十六の六」の次に付すべきところ、


「第Ｘ条の十六」の次に付してしまった。


２ 追加、削除又は移動の対象となる規定が章、節等の冒頭又は末尾のもの


かどうかをチェックすること。


［要点］


① 章、節等の冒頭又は末尾の規定に追加、削除又は移動がある場合、改


正規定(改め文)にその趣旨が明記(「第○章中第○条の次に…」等)され


ているかを確認すること。


② 編、章、節等の冒頭又は末尾の章、節、款等に追加、削除又は移動が


ある場合についても、同様である。


③ 目次の改正が漏れていないかを確認すること。附則において他法改正


を行う際、当該他法の目次の改正が必要となる場合があることにも十分


に留意すること。


［誤り事例］


例１ 第Ａ章の冒頭に第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「第Ｘ


+1条」を「第Ｘ条の二」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例２ Ａ法改正法附則において、Ｂ法の規定を改める際、Ｂ法本則の末尾


に２条（罰則規定）を追加したことに伴って、Ｂ法の目次における罰則


の章の末尾の条名を「第Ｘ条」から「第Ｘ+2条」に改めるべきところ、


これを看過してしまった。
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例３ 第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「（第Ｘ条・第Ｘ+1条）」


を「（第Ｘ条－第Ｘ+1条）」に改めるべきところ、これを看過してしま


った。


３ 共通見出しの処理をチェックすること。


［要点］


○ 規定(条)の追加、削除又は移動に伴い、共通見出しの付け直しの処理


が適切にされているかを確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条及び第Ｘ+1条の共通見出しを改正する際、「第Ｘ条の前の見


出し」とすべきところ、「第Ｘ条の見出し」と記載してしまった。


例２ 第Ｘ条から第Ｘ+2条までの共通見出しが付されている場合で「第


Ｘ条 削除」とするときに、第Ｘ条の前に付されていた共通見出しを


第Ｘ+1条の前に付け替えるべきところ、これを看過してしまった。


４ 追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に誤りを生じていない


かをチェックすること。


［要点］


① 追加、削除又は移動の対象となる規定の前後の規定において、「前条


(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」が用いられてい


るかどうかを確認し、その指示するものに誤りを生じていないかをチェ


ックすること。


② 規定の追加、削除又は移動の結果、その前後の規定において、「第○


条(項、号)」又は「第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」を「前条


(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」に改める必要が


ないかを確認すること。


③ 章、節等の単位で追加、削除又は移動の対象となる場合(新たに章名、


節名等を付し、又は章名、節名等を削る場合を含む。)は、「前章(節等)」、


「次章(節等)」又は「前○章(節等)」についてチェックをすること。


④ その他当該改正対象法令の全体について、追加、削除又は移動の対象


となる規定の引用関係に不整合を生じていないかを精査すること。この


場合において、「…第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」のように、


追加、削除又は移動の対象となる規定の条名等が改正対象法令の規定上
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そのまま記載されていない場合(電子データを利用して単純に検索を行


ってもヒットしない場合)があることに留意すること。


⑤ 加えて、本文第２の１(3)において整理した他の引用法令の全てにつ


いて、同様に、追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に不整


合を生じていないかを精査すること。


⑥ 本改正により項建てがなくなった条や項建ての条の全ての項を引用す


る場合は、単に「第○条」とすることを見落とさないこと。また、本改


正により項建てがされた条中の規定を引用する場合に、「第○条第△項」


とすることを見落とさないこと。


⑦ 改正部分に法令名又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チ


ェックを行うこと。


⑧ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に


当たって確認すること。


⑨ 新たに追加した条文で引用している条、項、号等については、引用元


で移動しても法令審査支援システムではエラーメッセージが出ないの


で、必ず人の目で確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条の次に第Ｘ条の２から第Ｘ条の５まで計４条を追加したこと


に伴って、直後の条（第Ｘ+1条）中の「前条」という文言を「第Ｘ条」


に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例２ 別表中の備考にある第Ｘ号の次に１号を追加したことに伴って、直


後の号（旧第Ｘ+1号＝新第Ｘ+2号）中の「前号」という文言を「第Ｘ号」


に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例３ 第Ｘ条の次に１条を追加したことに伴って、第Ｘ条の２が第Ｘ条の


３に移動したため、第Ｘ条中の「次条」という文言を「第Ｘ条の三」に


改めるべきところ、これを看過してしまった。


例４ 第Ｘ条に第２項と第３項を追加したことに伴って、直前の条（第Ｘ


-1条）第３項中の「次条第一号」という文言を「次条第一項第一号」に


改めるべきところ、これを看過してしまった。


例５ 第Ｘ条において号の追加により第３号が第４号に移動したことに伴
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って、これを引用する第Ｙ条（罰則規定）中の「第Ｘ条第三号」という


文言を「第Ｘ条第四号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例６ Ａ法改正法の附則第Ｘ条において、改正後のＡ法第Ｙ条の規定を引


用する際、第Ｙ条において項の追加により第４項が第６項に移動したこ


とを見落とし、「同条第六項」とすべきところ、「同条第四項」と記載


してしまった。


例７ 第Ｘ条において、免許拒否事由を規定する際、審査の過程における


修正に伴って条が移動したことを見落とし、「第Ｙ条の規定により解任


を命ぜられた役員」とすべきところ、「第Ｙ-1条の規定により解任を命


ぜられた役員」と記載してしまった。


例８ 第Ｘ条において項の削除により第４項が第３項に移動したことに伴


って、これを引用する第Ｘ条の２第１項及び第２項中の「前条第四項」


という文言を「前条第三項」に改めるべきところ、これを看過してしま


った。


例９ Ａ法改正法の附則第Ｘ条においてＢ法を改正する際、Ｂ法附則第


Ｚ条から第Ｚ+2条までを1条ずつ繰り上げたことに伴って、Ｂ法第Ｙ


条第1項に規定されていた「附則第Ｚ+1条において同じ。」の「附則


第Ｚ+1条」を「附則第Ｚ条」に改めるべきところ、これを看過して


しまった。


例１０ 第Ｘ条第２項と第Ｙ条第２項を削除したことに伴って、これらの


条項を引用する第Ｚ条（罰則規定）中の「第Ｘ条第一項（同条第二項に


おいて準用する場合を含む。）又は第Ｙ条第一項（同条第二項において


準用する場合を含む。）」という文言を「第Ｘ条又は第Ｙ条」に改める


べきところ、これを看過してしまった。


例１１ 第Ｘ条第３項を削除したことに伴って、これを引用する第Ｙ条第


１項中の「（第Ｘ条第三項を除く。）」という文言を削除すべきところ、


これを看過してしまった。


例１２ Ａ法第Ｘ条において、項の追加により第５項と第７項が各々第６
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項と第８項に移動したことに伴って、これらの条項を引用するＢ法第Ｙ


条第３項中の「第Ｘ条第五項及び第七項」という文言を「第Ｘ条第六項


及び第八項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例１３ Ａ法によってＢ法の条項の移動を行ったところ、既に成立した


未施行のＣ法において移動前のＢ法の条項を引用していることを見落


としたため、Ｃ法の改正漏れが生じてしまった。
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別紙３ 縦断的チェック


１ 引用する他の法令の法令番号の記載等を縦断的にチェックすること。


［要点］


① 改正後の改正対象法令において、引用する他の法令の法令番号が適切


に付されているかを確認すること。


② 本改正により法令番号の記載された法令名が削除される場合は、これ


に伴いその法令番号を付け替える必要がないかを確認すること。


③ 本改正の附則(経過規定、他の法令の一部改正規定等)における法令名


(「新法」、「旧法」、「平成○○年改正法」等の略称を含む。)の記載及


び法令番号の扱いが適当かを確認すること。


［誤り事例］


例１ Ａ法において、Ｂ法の条項を引用する多数の文言を規定する際、「Ｂ


法」という最初の文言に法令番号「（昭和○○年法律第△△号）」を付


記すべきところ、これを看過してしまった。


例２ Ａ法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条を改め、その中でＡ法の規定を


引用する際、「Ａ法」という文言に法令番号を付記すべきところ、これ


を看過してしまった。


２ 定義語・略称の定め方及び用い方を縦断的にチェックすること。


［要点］


① 定義語・略称の定め方及び用い方に改正後の改正対象法令の全体を通


じて重複や混乱がないかを確認すること。


② 本改正により定義規定又は略称を定める規定若しくは文言が削除され


る場合は、これに伴い新たな定義規定又は略称を定める必要がないかを


確認すること。


③ 「以下同じ。」、「以下この章において同じ。」、「第○条第○項におい


て同じ。」等の定義語・略称の適用範囲の指定に誤りを生じていないか


を確認すること。また、不要となった定義規定又は略称を定める規定を


残していないかを確認すること。


④ 本改正の附則その他の改正対象法令以外の法令において、改正対象法


令中の定義語・略称を不用意に用いていないかに留意すること。
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［誤り事例］


例１ Ａ法第Ｘ条を全部改正し、第１項に「調整期間」という略称を定め


る規定を設けたことを受け、Ｂ法附則第Ｙ条第４項において、この略称


を用いる際、「Ａ法第Ｘ条第一項に規定する調整期間」とすべきところ、


「Ａ法第Ｘ条第二項に規定する調整期間」と記載してしまった。


例２ Ａ法の原始附則第Ｘ条に項を追加し、その中でＢ法（Ａ法等の一部


改正法）中の条項を引用する際、当該Ｂ法について、題名を記載し、法


令番号を括弧書きで付記すべきところ、「昭和○○年改正法」と、略称


を定める規定を置かずに略称を用いてしまった。


例３ 「○○」という文言が使われている多数の条のうち、「○○（△△


○○を除く。以下この章において同じ。）」という定義規定を設けてい


る条を削除する際、「○○」という文言が出てくる直後の条において、


○○に関する同様な定義規定を設けるべきところ、これを看過してしま


った。


例４ Ａ法改正法附則において、Ｂ法第Ｘ条の第２項及び第３項を削除し


たことに伴って、同条第１項中の「（次項において「施設等機関」とい


う。）」という略称を定める規定を削除すべきところ、これを看過して


しまった。
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別紙４ 準用規定のチェック


準用規定（変更適用規定及び「例による」とする規定を含む。以下同じ。)


は、法令の構成を簡素にするとともに、制度の仕組みを大括りで理解しや


すくすることができるという利点があるが、反面、準用規定そのものには


技術的な正確性が求められ、誤りを生じやすいものであることから、特に


準用規定に着目したチェックを励行すること。


［要点］


① 国民の日常生活に密接に関係する規定については、準用を避けて必要


な事項を書き下ろすよう努めること。また、読替規定の読替えなど分か


りにくいものは、できる限り避けること。


② 改正対象法令中の準用規定を全て確認し、その引用する規定について、


本改正による文言の改正又は規定の追加、削除若しくは移動がないかを


確認すること。


③ 準用される規定のうち、「…について準用する」ことによって当然に


変容する部分と明文での読替えを必要とする部分との仕分けに留意する


こと。


④ 準用されている規定の改正に伴い、新たな読替えや引用されている読


替元の文言について改正を要するかをチェックすること。


⑤ 読替規定中の「」の開閉の整合性及び「…とあるのは、「○○」と…」


の「、」の要否(対句構造か否か)に留意すること。


⑥ 読替規定の改正に当たっては、読替対照表を利用して、読替元の文言


及び読替後の文言が誤りなく改正されることを確認すること。


⑦ 読替後の規定中の「同（法、条、項等）」、「及び」・「並びに」及び「又


は」・「若しくは」の用い方に留意すること。


⑧ 準用規定において引用する他の法令の規定について、「○○法(政令)」


又は「同法(令)」の記載に遺漏がないかを確認すること。


⑨ 他の法令の規定を読み替える場合においては、当該他の法令中の定義


語・略称は疑義が生じない場合にはそのまま用い、自法令の法令番号は


入れないことに留意すること。


⑩ なお、孫準用はできる限り避けるものとするが、孫準用された規定を


引用するときは、「第□条(第△条において準用する場合を含む。)にお


いて準用する第○条」のように、孫準用の関係を明記することに留意す


ること。
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［誤り事例］


例１ 第Ｘ条において、第Ｙ条の規定が読み替えて準用されている。第Ｙ


条を改正したことに伴って、第Ｘ条中の読替規定（＝『第Ｙ条中「○○」


とあるのは、「△△」と読み替えるものとする。』という規定）のうち、


読替元の文言（＝「○○」という文言）を改めるべきところ、これを看


過してしまった。


例２ 第Ｘ条において、第Ｙ条等の規定を読み替えて準用する規定を設け


る際、審査の過程で第Ｙ条第１項中の読替元の文言が修正されたことを


見落とし、当該文言を「○○の製造をする者」とすべきところ、「○○


の製造者」と記載してしまった。


例３ 準用読替えの規定であるＡ法第Ｘ条を改める際、『「○○」の下に


「、「Ｂ法第Ｘ条」とあるのは「Ｃ法第Ｙ条」と」を加える。』とすべ


きところ、Ｂ法第Ｘ条の直前にあるべきかぎ括弧（ 「 ）を書き漏らし


てしまった。


例４ 原始附則に条を追加し、その中で本則の規定を読み替えて準用する


際、読替元の文言について、『第Ｘ条第一項中「・・・その十分の〇・


五」とあるのは』とすべきところ、『「・・・その〇・五」とあるのは』


として、「十分の」という文言を書き漏らしてしまった。
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別紙５ 施行期日のチェック


施行期日が適切に定められているかについてチェックすること。


［要点］


① 一体的に施行する必要がある規定に漏れはないかを確認すること。


② 本体部分の制度の実施の準備のために必要な措置を定めた本則及び附


則の規定の施行期日は適当かを確認すること。


③ 他の法令による改正がありその施行期日が未定である場合において、


その施行期日と本改正の施行期日の先後関係のいかんによって必要とな


る読替え等の調整規定は置かれているかを確認すること。


［誤り事例］


例１ 改正法附則第１項において各号列記により施行期日を規定する際、


審査の段階で改正法附則の項数が７から６に減ったことを見落とし、同


項第１号に「改正法附則第七項」という存在しない項を掲げてしまった。


例２ 第Ｘ条の規定について、附則第１条（施行期日）において、同条本


文の規定する平成３年１月１日からの施行とすべきところ、誤って同条


第３号に掲げてしまったため、その施行日が平成５年４月１日となって


しまった。


例３ 附則第Ｘ条の規定について、平成元年６月１日からの施行とするた


め、附則第１条（施行期日）において、同条ただし書中に規定すべきと


ころ、漏らしてしまったため、その施行日が同条本文の規定する「公布


の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」とな


ってしまった。
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別紙６ その他の形式的事項のチェック


１ 目次、章(節等)の構成、条名、項番号等の連続性、見出し等全体につい


ての概括的なチェックを行うこと。


［要点］


① 章（節等）の区切りの位置に誤りはないか。


② 章（節等）中の条数に応じ、目次中の「・」又は「－」の記号は適当


か。特に、章（節等）中の中間の枝番の条の追加又は削除に留意するこ


と。


③ 条名、項番号等は連続しているか。


④ 枝番の最後のものについて、「第○条の○ 削除」としていないか。


⑤ 見出しの改正漏れや欠落はないか。


⑥ 章(節等)が一条のみで構成される場合に、当該条に章(節等)名と重複


する見出しを付していないか。


⑦ 振り仮名（ルビ）の付し方は改正対象法令の全体を通じて適当か。


２ 配字のチェックを行うこと。


［要点］


① ワープロソフトの書式設定が、１行４８文字１ページ１３行、所定の


禁則処理となっているか。なお、禁則処理については、法案誤り等再発


防止プロジェクトチーム取りまとめ（令和３年６月29日）の別紙を参照


すること。


② 条建ての改正規定は、一字下がりとなることに留意すること。


③ 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、案文の初字の位置


に留意すること。


④ 表の上下の罫線の位置は正しいか。


⑤ 目次、表等の改正部分を図示する場合の「」の位置は正しいか。


⑥ その他配字全般が適正であることを確認すること。


３ 片仮名法令の改正、項番号のない規定の改正等特殊なルールがあるもの


については、それに従っているかをチェックすること。


［要点］


① 項番号のない条文の項の初字の位置に留意すること。


［誤り事例］







- 28 -


例１ 項番号がない条文で構成される法律において、既存の条に新たな


項を加える際、案文の行頭を一文字高くしてしまった。


４ 誤字・脱字等のチェックを行うこと。


［要点］


① 改正規定(改め文)中の改正箇所を示す「(条、項等)中」及び「同(条、


項等)」の用い方は適当か。


② 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、改正箇所を示す「改


正規定中」が漏れていないか。


③ 文言等の改正を順次行う場合において、改正規定(改め文)中の「改め」、


「加え」又は「削り」の欠落はないか。


④ 同音異義語(ワープロ変換の誤り)はないか。


(例) 「異義」・「異議」、「課す」・「科す」、「期間」・「機関」、「聴く」・「聞


く」、「権」・「件」、「更正」・「更生」、「睡」・「酔」、「多数」・「他数」、


「適正」・「適性」等


⑤ 類似文字、類義語の誤りはないか。


(例) 「末」・「未」、「懲」・「徴」、「資金」・「基金」、「推進」・「促進」、「認


可」・「許可」等


⑥ 見落としやすい脱字はないか。


(例) 「第」、「条」、「項」、枝番の条名中の「の」等の文字、「…こと。」、


「…とき。」及び「…以下同じ。）」における「。」等


⑦ 見落としやすい重複はないか。この場合において、溶け込み後の条文


についてワープロソフトの校正機能を有効に利用して誤字脱字等の検出


をすること。


(例) 「第第」、「ととともに」等


⑧ 拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の大小に誤りはないか。


⑨ 送り仮名の誤りはないか。


(例) 「行う」・「行なう」等


⑩ 片仮名法令を引用する場合の表記の誤りはないか。


(例) 件名には平仮名を用い、枝番の条名中の「ノ」、引用する文言等


は片仮名を用いること等


⑪ なお、法令名、法令番号、年月日、金額及び割合の誤記は見逃しやす


いので留意すること。


［誤り事例］







- 29 -


例１ Ａ法に条を追加し、その中でＢ法の規定を読み替えて準用する際、


読替先の文言について、「Ａ法第Ｘ条第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、


又はＡ法第Ｚ条の規定による・・・」とすべきところ、「Ａ法第Ｘ条第


二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又は同法第Ｚ条の規定による・・・」


と記載してしまった。


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の別表中の規定を改める際、『別表


第三第Ｙ号中「○○」を「△△」に改め、同表第三第Ｚ号中「××」を


「□□」に改める。』とすべきところ、「改め」という文言を書き漏ら


してしまった。


例３ 「多数の人」とすべきところ、「他数の人」と表記してしまった。


例４ 「懲役」とすべきところ、「徴役」と表記してしまった。


例５ 「○○未満」とすべきところ、「○○末満」と表記してしまった。


例６ 「同法第二十三条の二の二十第一項」とすべきところ、「同法第二


十三の二の二十第一項」と、「条」の１文字を書き漏らしてしまった。


例７ 目次中の条名を改める際、「第Ｘ条の二の十三」とすべきところ、


「第Ｘ条二の十三」と、「の」の１文字を書き漏らしてしまった。


例８ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改め先の文言に


ついて、「同法第Ｙ条第一号」とすべきところ、「同法Ｙ条第一号」と、


「第」の１文字を書き漏らしてしまった。


例９ 「○○原料製造業者」とすべきところ、「○○原料製業者」と、「造」


の１文字を書き漏らしてしまった。


例１０ 「意見を聴くとともに」とすべきところ、「意見を聴くとととも


に」と、「と」の１文字を余分に記載してしまった。


例１１ 「若しくは」とすべきところ、「若ししくは」と、「し」の１文


字を余分に記載してしまった（「若し」のところで改行されていたも
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の。）。


例１２ 平成元年以後に立案されたＡ法（促音小書き）の附則第Ｘ条にお


いて、昭和６３年以前に立法されたＢ法（促音小書きせず）の規定を改


める際、改め先の文言について、「あつては」とすべきところ、「あっ


ては」と表記してしまった。


例１３ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、「・・・の整


備の促進に関する特別措置法」というＢ法の題名の表記に当たり、「・


・・の促進に関する特別措置法」と、「の整備」という文言を書き漏ら


してしまった。


例１４ 「労働者」（の健康の保持に及ぼす）とすべきところ、「労働省」


（の健康の保持に及ぼす）としてしまった。


例１５ 罰則規定において、「一年以下」（の懲役）とすべきところ、「一


年以上」（の懲役）としてしまった。








　


提　出　日　時
月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


①


②


2


①


②


③


④


⑤


3


①


②


③


4


①


②


③


④


⑤


⑥


5


①


（注１）


（注２）


（注３）


別添誤りチェックシート


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


府省名 所　属 官　職 ・ 氏　名


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


意図しない一致


句読点の誤り


読替規定・表の確認


用語の整備


溶け込みの正確性


溶け込み後の文意


別紙１　文言の改正に伴うチェック


改正規定の特定の正確性


改正条項の確認


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


引用規定の特定の正確性


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


削除後の文意


システムでの溶け込みチェック


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。
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手引　別紙２


別紙２　規定の追加等に伴うチェック


1


①


②


2


①


②


③


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


（注１）


（注２）


（注３）


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


別添誤りチェックシート


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


目次の改正漏れ


共通見出しの処理


追加等に伴う付け直し


追加等に伴う引用関係の誤り


「前条」「次条」「前○条」等を改正す
る必要性


「前条」、「次条」等に改正する必要
性


規定の追加、削除又は移動


処理の基本的ルール


章名を付する場合等


冒頭、末尾における追加等


章名等の明記（条項の場合）


　　　同上　　 （節等の場合）


新たに追加した条文における引用
条項の正確性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


章等の追加等に伴う「前章」等の改
正の必要性


追加等に伴う上記以外の引用関係
の整合性（「第○条から第△条ま
で」等）


他の引用法令における引用関係の
整合性


項建ての存否に伴う「第○項」の適
否


法令名、定義語等の追加等に伴う
縦断的チェック


新たに引用する規定の特定の正確
性
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手引　別紙３～５


別紙３　縦断的チェック


1


①


②


③


2


①


②


③


④


別紙４　準用規定のチェック


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


別紙５　施行期日のチェック


①


②


③


（注１）


（注２）


（注３）


別添誤りチェックシート


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


定義規定等の削除に伴う付け替え


定義語・略称の適用範囲・必要性の
確認


改正対象法令以外での定義語・略
称の不用意な使用


分かりにくい準用読替規定の回避


引用する規定に本改正による文言
の改正、移動等がないかの確認


読替規定を置く必要性


法令番号の縦断的チェック


法令番号の付け忘れ


法令名削除に伴う法令番号の付け
替え


附則における法令名の記載等


定義語・略称の縦断的チェック


定義語・略称に重複・混乱がないか


孫準用の関係の明記


対象規定の適切なグルーピング


制度実施に必要な準備規定の施行
期日


他法改正との調整規定の必要性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


読替元の文言を改正する必要性


「　」の開閉、「、」の要否


読替対照表による文言の確認


読替後の規定中の「同法」、「及
び」、「又は」等の用法の正確性


他法令の規定の引用における法令
名、「同法」等の記載の正確性


他法令の規定の読替における定義
語・略称、法令番号等の記載の正
確性


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


- 33 -







　


手引　別紙６


別紙６　その他の形式的事項のチェック


1


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


2


①


②


③


④


⑤


⑥


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


⑪


（注１）


（注２）


（注３）


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


別添誤りチェックシート


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


概括的なチェック


章等の区切りの位置


目次中の「・」、「－」の記号


条名、項番号等の連続性


枝番の最後での「第○条の○　削
除」


見出しの改正漏れ、欠落


官職・氏名 月日


判明した誤り


表の上下の罫線の位置


目次、表等を改正する場合の「　」の
位置


その他配字全般


特殊なルールによる改正のチェック


項番号のない条文の項の初字の位
置


誤字・脱字等のチェック


一条のみで構成される章等の見出
し


振り仮名（ルビ）の付け方


配字のチェック


ワープロソフトの所定の禁則処理等
の設定


条建ての改正の場合の配字


一部改正法令の改正のおける案文
の初字の位置


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


重複（「第第」、「ととともに」等）


拗音、促音の大小の誤り


送り仮名の誤り


片仮名法令を引用する場合の表記


法令名、法令番号、年月日、金額及
び割合の誤記


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


改め文の改正箇所を示す「条中」、
「同条」等の用法
一部改正法令の改正における「改
正規定中」の記載
改正規定中の「改め」、「加え」、「削
り」の欠落
ワープロ変換等による同音異義語
の誤り


類似文字、類義語の誤り


脱字（枝番中の「の」等）
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提　出　日　時
月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


① レ レ
②


2


① レ レ
② レ レ 第○条で「各号列記以外の部分」との特定が抜けていた。


③ レ レ
④


⑤


3


① レ レ
②


③ レ レ
4


① レ レ
② レ レ
③ レ レ
④ レ レ
⑤


⑥ レ レ
5


① レ レ
（注１）


（注２）


（注３）


別添誤りチェックシート


○ ○
○


府省名 ○○省 所　属 官　職 ・ 氏　名


○○係員
○○　○○


複層的チェック
統括責任者


大臣官房○○課 課長・○○　○○


部長説明日（　○月○日（火）　）、閣議付議予定日（　○月○日（金）　）
複層的チェック
実施責任者


大臣官房○○課 課長補佐・○○　○○


法
案
名


○○○法の一部を改正する法律案
例（第○条　△△法の一部を改正する法律案部分）
　  （第１条～第２０条部分）


立案担当責任者 ○○局○○課 課長補佐・○○　○○


読替規定・表の確認


○月○日
○○係長


○○　○○
○月○日


別紙１　文言の改正に伴うチェック


改正規定の特定の正確性


改正条項の確認


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日 官職・氏名 月日


判明した誤り


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


意図しない一致


句読点の誤り


引用規定の特定の正確性


用語の整備


溶け込みの正確性


溶け込み後の文意


削除後の文意


システムでの溶け込みチェック


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。
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内閣法制局法案誤り等再発防止チーム（第 1 回） 
 


 


 


日時：令和３年４月５日（月） 


   １３：３０～ 


場所：中央合同庁舎４号館１２階 


１２２５会議室 


 


〔議題〕 


内閣提出法律案等の誤り事案の再発防止に係る検討について 


 


〔配布資料〕 


〇内閣法制局法案誤り等再発防止チームの設置について（令和３年３月３０


日総務主幹決定） 


 


〇法案誤り等再発防止プロジェクトチーム（第 1回）の配布資料 


（内訳） 


資料１ 法案誤り等再発防止プロジェクトチームの開催について 


資料２ 内閣提出法律案及び条約の再点検の結果について（内閣官房内


閣総務官室提出資料） 


資料３ 法令案における誤り防止について（内閣法制局提出資料） 


資料４ デジタル改革関連法案における資料誤り等の当面の再発防止策


（内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室提出資料） 


資料５ 法令審査支援システムの機能概要（内閣法制局提出資料） 


資料６ 法制執務業務支援システム（e-LAWS）の概要（総務省行政管理


局提出資料） 


資料７ 法令印刷の現状と課題（国立印刷局提出資料） 


  


〇平成 16 年 12 月「法令案における誤りの防止について（手引き）（増補


版）」（内閣法制局） 































Word の「エディター」機能を用いた誤字脱字等の検出について 


 
○手順 
(1) 法令審査支援システムでとけ込ませ処理を行った法令について、「とけ込ませ


後表示」ボタンを押して「表示設定」タブのページを開き、表示する改正対象法
令及び施行年月日を指定し、「見え消し」のチェックを外して、「本文表示」をク
リックします。（図１参照） 
※詳しくは、法令審査支援システムのユーザガイドに掲載している【マニュアル】


「利用手引書」の「点検編」46 ページを御覧ください。 


(2) 画面右側に改正内容がとけ込んだ全文が表示されるので、その全文をコピーし
ます。 
※全文の任意の箇所をクリックし、「Ctrl」キー＋「A」キーを押すことで、全文を選


択することができます。 


※改め文の記述内容等によっては、部分的にとけ込んでいない場合があります。 


(3) Word の新規文書を開き、(2)でコピーした全文を貼り付けます。 
(4) Word で自動的に全文の解析がされたのち、誤字脱字や入力ミスの可能性があ


る箇所に赤い波線が、文法の誤りや表記揺れの可能性がある箇所の下部に青い
二重線が引かれます。 


(5) 「校閲」タブの「文章校正」グループにある「エディター」を押すと、画面右
側に誤りの可能性がある箇所を示す作業ウィンドウ（図２参照）が表示されます。
このうち右側に数字（検出件数）が表示されている項目をクリックすると、順に
誤りの可能性がある箇所へ移動するので、修正の要否を確認してください。 


 
※事前に、Word の文章校正の厳しさを適切なレベルに設定する


必要があるため、Word にて「ファイル」タブから「オプショ
ン」→「文章校正」を開き、「文書のスタイル」の項目で「通
常の文（校正用）」又は「公用文（校正用）」を選択してくださ
い。（図３参照） 


（必要に応じて、「設定」を開いて、必要な点検項目を追加し、
又は不要な点検項目を除外してください。） 
 
※上記の手順にそって作業した場合も、誤字脱字等の文法上の


誤りを網羅的に検出できるわけではありません。あくまで、一
般的な文法上の改善点の検出に役立つ補助的なツールである
ことを御理解の上、用いるようにしてください。 


図１ 


図２ 


 


図３ 








内閣法制局法案誤り等再発防止チームの設置について 


 


令和３年３月３０日 


総 務 主 幹 決 定 


 


１ 第 204 回国会（常会）に内閣として提出した法律案及び条約案に相次いで誤


りが判明したことを踏まえ、今回の誤りが起きた原因を究明するとともに、政府


の「法案誤り等再発防止プロジェクトチーム」における検討を踏まえつつ、主と


して次のような再発防止策について検討するため、内閣法制局法案誤り等再発


防止チーム（以下「再発防止チーム」という。）を設置する。 


  ○当局及び法案等立案府省庁における複層的チェックの充実 


  ○当局における審査ノウハウの蓄積・共有 


  ○法令審査支援システムの活用のあり方の検証及び機能強化の検討 


  ○以上を踏まえた上での法案等の誤りを防止するためのチェックポイントの


追加 


  ○その他再発防止策 


 


２ 再発防止チームは、上記１の再発防止策の検討結果を幹部会に報告した上で、


具体的な再発防止策を実施する。 


 


３ 再発防止チームは、次に掲げる者で構成する。ただし、チーム長は、必要があ


ると認めるときは、その他の関係者に出席を求めることができる。 


  チーム長   総務主幹 


  副チーム長  長官総務室総務課長 


  メンバー   各審査部ごとに部長の指名する参事官 


         長官総務室調査官 


 


４ 再発防止チームの下に、具体的な取組を実施するための作業チームを設置す


る。当該作業チームは、次に掲げる者で構成する。 


  作業チーム長 長官総務室総務課長 


  メンバー   長官総務室調査官 


         各部総務主任 


         長官総務室総務課課長補佐 


         長官総務室総務課課長補佐（情報管理担当） 


         長官総務室総務課専門官（人事・給与担当及び文書・国会担当） 


 


５ 再発防止チームの庶務は、長官総務室総務課文書係において処理する。 













一太郎の「文書の比較」機能を用いた予期しない修正の検出について 


 
○手順 
(1) 修正後の文書を一太郎で開きます。 
(2) メニューバー「ファイル」から「文書の比較」→「文書の比較」を選択し、修


正前の文書を選択して「OK」をクリックします。（右図参照） 
※「文書の比較」では 1 シートずつしか比較することができません。 


(3) 一太郎で自動的に文書が比較されたのち、「相違点が見つかりました。」という
メッセージが表示されるので、「OK」をクリックすると、比較の結果が重ねて
表示された修正後の文書と、修正前の文書が上下に並べて表示されます。 
※「相違点だけを抜き出して文書に挿入する」にチェックを入れると、相違点のあ


った段落のみを抜き出すことができます。 


※相違がない場合は、「相違点はありませんでした。」というメッセージが表示されます。 


※修正前後の文書を左右に並べたいときは、メニューバー「ウィンドウ」から「左右に並べて表示」を選択


してください。 


(4) 変更された段落の頭には「≠(1)」（数字は相違がある段落の通し番号）と表示されます。また、新た
に追加された単語は赤く塗り潰され、変更された単語は青く塗り潰され、単語が削除された箇所は赤い
横線（横書きの場合は縦線）が引かれます。これらについて、予期していた修正かどうか確認してくだ
さい。 


 
○参考 
・「サポート FAQ Q：文書を比較する」（JustSystems） 


https://support.justsystems.com/faq/1032/app/servlet/qadoc?QID=037595 
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法令案における誤りの防止について（手引）（案） 新旧対照表 
 
 


改正案 現行 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等 


(1) 官報等の基礎資料の整理 


   当局における審査は、現行日本法規若しくはその電子版のスーパー法令ウェブ又は法制執務業務支援システ


ム（e-LAWS）（以下「現行日本法規等」という。）に登載された法令の規定をベースに行うが、その改正法令


が未施行であることや加除・データ更新の時期等によって、審査の時点で、現行日本法規等に本改正(今回行


おうとしている改正をいう。以下同じ。)の前提とすべき改正対象法令（附則により改正する他の法令を含む。


以下同じ。)並びに立案及び審査の過程で参照する他の法令（以下「改正対象法令等」という。）の規定が反映


されていない場合も少なくない。このような場合、立案府省庁等において、現行日本法規等に反映されていな


い改正対象法令等の改正について、官報又は法案(正誤を含む。以下「官報等」という。)によって、当該改正


の内容及び施行期日を確認した上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施した官報等の写し及び②


施行期日ごとの新旧対照表を作成し、立案及び審査のための基礎資料として準備すること。 


  また、現行日本法規等では附則の一部が省略されているので、附則の規定について追加、削除又は移動をす


る等の改正を行うときは、本改正の前提とすべき当該附則の条文を確認するため、当該附則の改正履歴等を確


認できる関係部分にマークを施した官報等の写しを、立案及び審査のための基礎資料として準備すること。 


 


  ［留意点］ （略） 


 


(2) 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認（審査用の参照条文の作成） 


立案府省庁等において、審査用の参照条文として、現行日本法規等に登載された改正対象法令等の規定の未


反映部分を(1)の基礎資料で補完したものを作成し、審査担当参事官に提出するとともに、３の形式的事項の誤


りを防止するためのチェックに活用すること。 


  ［留意点］ 


〇 審査用の参照条文として作成する改正対象法令等の規定の範囲、編さん方法等については、審査担当参


事官の指示によること。この場合において、その趣旨及び目的に照らし、分量が不必要に膨大なものとな


らないようにすること。 


○ 審査用の参照条文の改正対象法令等の規定には、いつ時点の規定であるかを付記すること。 


○ スーパー法令ウェブ又は法制執務業務支援システム（e-LAWS）を用いる場合、いつ時点の条文データを


出力しているか選択を誤らないよう注意すること。また、原則として、出力された条文データの加工（不


要な条項等の削除、各条の後に記載されている改正履歴の削除等）は行わず、出力された体裁（ページ割）


のまま印刷し、必要に応じて関係部分にマークを施す等して作成すること。表について本来存在しない罫


線が表示されるなど現行日本法規や官報と異なる体裁で表示がされてしまう場合があることに注意する


こと。 


 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等 


(1) 官報等の基礎資料の整理 


   当局における審査は、現行日本法規又はその電子版のスーパー法令ウェブに登載された法令の規定をベース


に行っているが、その改正法令が未施行であることや加除・データ更新の時期等によって、審査の時点で、現


行日本法規又はスーパー法令ウェブに本改正(今回行おうとしている改正をいう。以下同じ。)の前提とすべき


改正対象法令（附則により改正する他の法令を含む。以下同じ。)並びに立案及び審査の過程で参照する他の


法令（以下「改正対象法令等」という。）の規定が反映されていない場合も少なくない。このような場合、立


案府省庁等において、現行日本法規又はスーパー法令ウェブに反映されていない改正対象法令等の改正につい


て、官報又は法案(正誤を含む。以下「官報等」という。)によって、当該改正の内容及び施行期日を確認した


上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施した官報等の写し及び②施行期日ごとの新旧対照表を作


成し、立案及び審査のための基礎資料として準備すること。 


  また、現行日本法規又はスーパー法令ウェブでは附則の一部が省略されているので、附則の規定について追


加、削除又は移動をする等の改正を行うときは、本改正の前提とすべき当該附則の条文を確認するため、当該


附則の改正履歴等を確認できる関係部分にマークを施した官報等の写しを、立案及び審査のための基礎資料と


して準備すること。 


  ［留意点］ （略） 


 


(2) 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認（審査用の参照条文の作成） 


立案府省庁等において、審査用の参照条文として、現行日本法規又はスーパー法令ウェブに登載された改正


対象法令等の規定の未反映部分を(1)の基礎資料で補完したものを作成し、審査担当参事官に提出するととも


に、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックに活用すること。 


  ［留意点］ 


〇 審査用の参照条文として作成する改正対象法令等の規定の範囲、編さん方法等については、審査担当参


事官の指示によること。この場合において、その趣旨及び目的に照らし、分量が不必要に膨大なものとな


らないようにすること。 


○ 審査用の参照条文の改正対象法令等の規定には、いつ時点の規定であるかを付記すること。 


○ スーパー法令ウェブを用いる場合、いつ時点の条文データを出力しているか選択を誤らないよう注意す


ること。また、原則として、出力された条文データの加工（不要な条項等の削除、各条の後に記載されて


いる改正履歴の削除等）は行わず、出力された体裁（ページ割）のまま印刷し、必要に応じて関係部分に


マークを施す等して作成すること。表については、本来存在しない罫線が表示されてしまうこと等に注意


すること。 
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法令案における誤りの防止について（手引）（案） 新旧対照表 
改正案 現行 


法令案における誤りの防止について（手引） 


（改訂版） 


 


令和３年  月 


内 閣 法 制 局 


 


目 次 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


別紙３ 縦断的チェック 


別紙４ 準用規定のチェック 


別紙５ 施行期日のチェック 


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


別添 誤りチェックシート 


法令案における誤りの防止について（手引き） 


（増補版） 


 


平成１６年１２月 


内 閣 法 制 局 


 


目 次 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令の規定の確認等 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


別紙３ 縦断的チェック 


別紙４ 準用規定のチェック 


別紙５ 施行期日のチェック 


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


（新設） 
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改正案 現行 


法令案における誤りの防止について（手引） 


平成１６年８月３０日 


内 閣 法 制 局 


改正 平成１６年１２月９日 


改正 令和３年  月  日 


 


内閣提出の法案及び政令案（以下「法令案」という。）における誤りの防止について、当局では、第１５９回国


会で成立した国民年金法等の一部を改正する法律(平成１６年法律第１０４号)について、法案の形式的事項に多数


の誤りがあり、公布後において官報による正誤処理をせざるを得なかったこと等を契機として、平成１６年にこの


手引を作成し、立案府省庁等と共にこれに従った誤り防止策等を実践してきた。また、法令案における誤り防止の


ためのツールの一つとして平成１８年に法令審査支援システムを導入し、立案府省庁等の利用にも供して、同シス


テムによる法令案の形式的事項のチェックを行ってきた。 


こうした取組にもかかわらず、令和３年の第２０４回国会において、内閣提出の４法案１条約に計１４件の形式


的事項の誤りがあることが判明したことは、誠に遺憾である。法律等の条文は、国民の権利義務に関わることか


ら、正確性を十分に求められるものであり、内閣提出の法令案に形式的事項といえども誤りがあってはならない。


今後同様の事態を生じることがないよう、改めて当局と立案府省庁等とが連携して法令案における誤りの防止を図


るための実効的な態勢を確立し、継続的に取り組んでいく必要がある。 


法令案における誤りの防止について、以下のように定める。なお、この手引は、今後の実施状況等によりその内


容に変更及び追加を行うことを予定している。 


法令案における誤りの防止について（手引き） 


平成１６年８月３０日 


内 閣 法 制 局 


改正 平成１６年１２月９日 


 


 


第１５９回国会で成立した国民年金法等の一部を改正する法律(平成１６年法律第１０４号)について、法案の形


式的事項に多数の誤りがあり、公布後において官報による正誤処理をせざるを得なかったことについては、誠に遺


憾である。内閣提出の法案及び政令案(以下「法令案」という。)に形式的事項といえども誤りがあってはならない


ことは当然であり、今後かかる誤りを生じることがないよう、当局と立案府省庁等とが連携しつつ、その防止を図


るための実効的な態勢を確立する必要がある。 


 


 


 


 


 


 


そこで、法令案における誤りの防止について、以下のように定める。なお、この手引きは、今後の実施状況等に


よりその内容に変更及び追加を行うことを予定している。 
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改正案 現行 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


１ 予備審査が一時期に過度に集中することがないよう「法令協議に関する申合せ(平成５年１月１８日各省庁文


書・国会担当課長会議)」を徹底し、常会に提出を予定する法案の予備審査については、非予算関連法案にあって


は１０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案にあっては翌年１月上旬から開始するよう努める


こと。ただし、予算関連法案にあっても、予算案等の確定を待つことなく予備審査を行うことができる部分につ


いては、１０月上旬から開始するよう努めること。 


２ 政令案についても、できるだけ早期に準備をし、時間的余裕をもって審査を行うことができるようにすること。


また、１２月から翌年３月までは、常会に提出する法案の予備審査が集中することを踏まえ、いわゆる年度末政


令等この時期に審査が必須な政令案以外の審査は行わないように審査スケジュールを組むこと。 


３ 法令案の実質的事項についての審査を終えた後において形式的事項のチェックに必要な時間を十分に確保する


ことができるよう、当該法令案の閣議付議の予定日を設定すること。 


４ 立案府省庁等においては、当該法令案の立案担当部局による法令案のチェックを強化することに加えて、これ


とは別に、立案担当部局以外の大臣官房等の職員(必要に応じてその職務を行わせる他の部局等の職員を含む。)


が当該法令案の形式的事項について複層的チェックを行う態勢を確立し、複層的チェックを行うこと。これに伴


い、法令案ごとに、複層的チェックの統括責任者（チェック要員の確保、その役割分担の決定、チェックの実施


状況の確認等を統括する管理職）及び実施責任者（実際にチェック要員によるチェック作業を指揮する補佐クラ


ス）の官職及び氏名等を審査担当参事官に通知すること。 


５ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、立


案府省庁等における４の複層的チェックのほか、当該法令を所管する他の府省庁等においても、当該法令の改正


について複層的チェックを行うこと。当該法令を所管する府省庁等における複層的チェックの統括責任者及び実


施責任者の官職及び氏名等の通知は、当該法令の改正の審査（下審査）を担当する参事官に行うこと。 


６ 立案府省庁等においては、法令案の形式的事項のチェックに際し、法令審査支援システムを活用すること。 


７ 各府省庁等においては、法制実務の基本に関する研修を実施するなど、法令案の形式的事項について的確なチ


ェックを行うことができる職員の養成に努めること。 


８ 審査担当参事官は、その審査する法令案において必要な事項を自らチェックするほか、立案府省庁等の立案担


当部局の立案担当責任者並びに４又は５によって通知を受けた複層的チェックの統括責任者及び実施責任者と


の連絡を密にして当該立案府省庁等における法令案のチェックの態勢、実施状況等を把握するとともに、立案府


省庁等から適時に複層的チェックの誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧の提出


を受け、立案府省庁等において法令案の形式的事項のチェックが実効的に行われていることを確認すること。 


９ なお、法令審査支援システムの機能強化等の法令案の形式的事項のチェックにおけるＩＴ技術の利用の促進に


ついて、更に検討を進める。 


 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


１ 予備審査が一時期に過度に集中することがないよう「法令協議に関する申合せ(平成５年１月１８日各省庁文


書・国会担当課長会議)」を徹底し、常会に提出を予定する法案の予備審査については、非予算関連法案にあって


は１０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案にあっては翌年１月上旬から開始するよう努める


こと。 


 


政令案についても、できるだけ早期に準備をし、時間的余裕をもって審査を行うことができるようにすること。 


 


 


２ 法令案の実質的事項についての審査を終えた後において形式的事項のチェックに必要な時間を十分に確保する


ことができるよう、当該法令案の閣議付議の予定日を設定すること。 


３ 立案府省庁等においては、当該法令案の立案担当部門による法令案のチェックを強化することに加えて、立案


担当部門以外の大臣官房等の職員(必要に応じてその職務を行わせる他の部局等の職員を含む。)が当該法令案の


形式的事項について複層的チェックを行う態勢を確立すること。これに伴い、法令案ごとに、当該複層的チェッ


クを統括する責任者の官職及び氏名を審査担当参事官に通知すること。 


 


 


４ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、立


案府省庁等における３の複層的チェックのほか、当該法令を所管する他の府省庁等においても、当該法令の改正


について複層的チェックを行うこと。当該法令を所管する府省庁等における複層的チェックを統括する責任者の


通知は、当該法令の改正の審査（下審査）を担当する参事官に行うこと。 


（新設） 


５ 各府省庁等においては、法制実務の基本に関する研修を実施するなど、法令案の形式的事項について的確なチ


ェックを行うことができる職員の養成に努めること。 


６ 審査担当参事官は、その審査する法令案において必要な事項を自らチェックするほか、３又は４によって通知


を受けた府省庁等における複層的チェックを統括する責任者との連絡を密にして、その他の形式的事項のチェッ


クにも遺漏がないことを確認すること。 


 


 


７ なお、法令案の形式的事項のチェックにおけるＩＴ技術の利用の促進について、更に検討を進める。 
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改正案 現行 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等 


(1) 官報等の基礎資料の整理 


   当局における審査は、現行日本法規又はその電子版のスーパー法令ウェブに登載された法令の規定をベース


に行っているが、その改正法令が未施行であることや加除・データ更新の時期等によって、審査の時点で、現


行日本法規又はスーパー法令ウェブに本改正(今回行おうとしている改正をいう。以下同じ。)の前提とすべき


改正対象法令（附則により改正する他の法令を含む。以下同じ。)並びに立案及び審査の過程で参照する他の


法令（以下「改正対象法令等」という。）の規定が反映されていない場合も少なくない。このような場合、立


案府省庁等において、現行日本法規又はスーパー法令ウェブに反映されていない改正対象法令等の改正につい


て、官報又は法案(正誤を含む。以下「官報等」という。)によって、当該改正の内容及び施行期日を確認した


上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施した官報等の写し及び②施行期日ごとの新旧対照表を作


成し、立案及び審査のための基礎資料として準備すること。 


  また、現行日本法規又はスーパー法令ウェブでは附則の一部が省略されているので、附則の規定について追


加、削除又は移動をする等の改正を行うときは、本改正の前提とすべき当該附則の条文を確認するため、当該


附則の改正履歴等を確認できる関係部分にマークを施した官報等の写しを、立案及び審査のための基礎資料と


して準備すること。 


  ［留意点］ 


○ 本改正の施行後に施行の予定となっている改正についても整理すること。 


○ 数次の改正がある場合は、施行期日の順に従って整理すること。 


○ 政令等により施行期日が定まるものについては、当該政令等の官報等の写しを添付すること。また、施


行期日が未定のものについては、施行の見込み時期について付記すること。 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案による改正及び継続審議中の法案によ


る改正に特に留意すること。 


○ 一部改正法令の一部改正があることを見落とさないこと。 


○ 立案府省庁等においては、他の府省庁等の所管する法令による改正対象法令等の改正予定の有無及びそ


の内容について適時に所要の照会を行い、改正予定の把握に遺漏がないようにすること。 


○ 附則において改正する他の府省庁等の所管する法令に係る同様の基礎資料についても、立案府省庁等に


おいて、当該法令を所管する他の府省庁等の協力を得て取りまとめること。 


○ なお、法令の改正履歴及び改正予定については、平素から、当該法令を所管する府省庁等の大臣官房等


において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、共管法令の改正履歴及び改正予定については、


その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


(2) 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認（審査用の参照条文の作成） 


立案府省庁等において、審査用の参照条文として、現行日本法規又はスーパー法令ウェブに登載された改正


対象法令等の規定の未反映部分を(1)の基礎資料で補完したものを作成し、審査担当参事官に提出するととも


に、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックに活用すること。 


  ［留意点］ 


〇 審査用の参照条文として作成する改正対象法令等の規定の範囲、編さん方法等については、審査担当参


事官の指示によること。この場合において、その趣旨及び目的に照らし、分量が不必要に膨大なものとな


らないようにすること。 


○ 審査用の参照条文の改正対象法令等の規定には、いつ時点の規定であるかを付記すること。 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令の規定の確認等 


(1) 官報等の基礎資料の整理 


   当局における審査は、現行日本法規に登載された改正対象法令の規定をベースに行っているが、その改正法


令が未施行であることや加除の時期等によって、審査の時点で、これに本改正(今回行おうとしている改正を


いう。以下同じ。)の前提とすべき改正対象法令(附則により改正する他の法令を含む。以下同じ。)の規定が反


映されていない場合も少なくない。このような場合、立案府省庁等において、現行日本法規に反映されていな


い改正対象法令の改正について、官報、法令全書又は法案(正誤を含む。以下「官報等」という。)によって、


当該改正の内容及び施行期日を確認した上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施した官報等の写


し及び②施行期日ごとの新旧対照表を作成し、立案府省庁等における立案及び複層的チェックのための基礎資


料として準備するとともに、これらの写しを審査担当参事官に提出すること。 


 


 


 


 


 


  ［留意点］ 


○ 本改正の施行後に施行の予定となっている改正についても整理すること。 


○ 数次の改正がある場合は、施行期日の順に従って整理すること。 


○ 政令等により施行期日が定まるものについては、当該政令等の官報等の写しを添付すること。また、施


行期日が未定のものについては、施行の見込み時期について付記すること。 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案による改正及び継続審議中の法案によ


る改正に留意すること。 


○ 一部改正法令の一部改正があることを見落とさないこと。 


○ 立案府省庁等においては、他の府省庁等の所管する法令による改正対象法令の改正予定の有無及びその


内容について適時に所要の照会を行い、改正予定の把握に遺漏がないようにすること。 


○ 附則において改正する他の府省庁等の所管する法令に係る同様の基礎資料についても、立案府省庁等に


おいて、当該法令を所管する他の府省庁等の協力を得て取りまとめること。 


○ なお、法令の改正履歴及び改正予定については、平素から、当該法令を所管する府省庁等の大臣官房等


において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、共管法令の改正履歴及び改正予定については、


その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


（新設） 
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○ スーパー法令ウェブを用いる場合、いつ時点の条文データを出力しているか選択を誤らないよう注意す


ること。また、原則として、出力された条文データの加工（不要な条項等の削除、各条の後に記載されて


いる改正履歴の削除等）は行わず、出力された体裁（ページ割）のまま印刷し、必要に応じて関係部分に


マークを施す等して作成すること。表については、本来存在しない罫線が表示されてしまうこと等に注意


すること。 


 


(3) 引用法令の確認及び整理 


  立案府省庁等において、改正対象法令を引用している他の法令の有無を確認し、一覧表を作成するなどして


整理すること。 


  ［留意点］ 


○ 関係法令、従前の一部改正法令の附則(経過規定)等他の法令における引用について漏れなく把握するこ


と。他の府省庁等の所管に係る法令における引用については、立案府省庁等において適時に所要の照会を


行うものとし、照会を受けた当該他の府省庁等においては、調査に遺漏がないようにすること。審査を経


て改正対象法令が追加された場合には、他の法令における当該改正対象法令の引用について追加の照会


を行うなどして漏れなく把握すること。 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案における引用及び継続審議中の法案に


おける引用に特に留意すること。 


○ なお、法令間の引用関係(引用し、又は引用される関係をいう。以下同じ。)については、平素から、そ


れぞれの法令を所管する府省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、


共管法令の引用関係については、その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


  （削る） 


 


 


 


 


 


 


(2) 引用法令の確認及び整理 


  立案府省庁等において、改正対象法令を引用している他の法令の有無を確認し、一覧表を作成するなどして


整理すること。 


  ［留意点］ 


○ 関係法令、従前の一部改正法令の附則(経過規定)等他の法令における引用について漏れなく把握するこ


と。他の府省庁等の所管に係る法令における引用については、立案府省庁等において適時に所要の照会を


行うものとし、照会を受けた当該他の府省庁等においては、調査に遺漏がないようにすること。 


 


 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案における引用及び継続審議中の法案に


おける引用に留意すること。 


○ なお、法令間の引用関係(引用し、又は引用される関係をいう。以下同じ。)については、平素から、そ


れぞれの法令を所管する府省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、


共管法令の引用関係については、その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


(3) 電子データの調製 


   (1)において確認した本改正の前提とすべき改正対象法令の全文(現行日本法規に登載されたとおりである


場合を含む。) を電子データ化し、立案府省庁等における立案及び複層的チェックに用いるための参照資料と


して準備するとともに、審査担当参事官に送付すること。 


  ［留意点］ 


○ 読み合わせを励行するなど電子データの正確性の確保に特に留意すること。 


○ 本改正に係る施行期日が複数あり、その間に改正対象法令の改正がある場合は、それぞれの施行期日に


おける改正の前提とすべき改正対象法令の規定を電子データ化すること。 


○ 附則において形式的な改正を行うにとどまる他の府省庁等の所管する法令の電子データについては、必


要に応じて送付すれば足りる。 


○ なお、総務省において整備をしている法令データについては、未施行部分の取扱いなどにおいてそのま


までは利用できないことに留意する必要がある。 
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改正案 現行 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


(1) ワープロデータの的確な管理 


  立案府省庁等においては、立案及び審査の過程における法令案の修正について、ワープロデータのバージョ


ン管理を徹底するとともに、修正入力の担当者を特定するなどして、ワープロデータの正確性を確保すること。 


  ［留意点］ 


○ いつどの部分を修正したかが把握できるようにしておくこと。 


 


(2) 法令審査支援システムの活用 


  立案府省庁等においては、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックを行うに当たって、人の目によ


るチェックに加えて、法令審査支援システムを活用すること。 


 


 ［留意点］ 


       ○ 溶け込ませ処理後の点検結果一覧の確認（エラーチェック）は、担当者限りで対応の要否を判断するの


ではなく、担当者が立案担当責任者等の誤りチェックの責任者に説明して、当該責任者が判断するように


すること。疑義がある場合には、審査担当参事官に相談すること。 


○ 法令審査支援システムは、表の改正、改正部分を図として引用する改正、一部改正法令の一部改正には


対応していない。また、いわゆる多段ロケット方式の二段目以降の改正には対応できない場合があること


に留意すること。 


○ また、法令審査支援システムは、人の目によるチェックを代替するものではなく、あくまでも補助的な


ものであることに留意すること。 


・ 既存の条項の移動と当該条項を引用する新たな条文の追加が同時に行われる場合には、法令審査支援


システムがその関係性をチェックできないことがあるので、そのような場合には、特に条項の引用関係


の誤りを見逃さないよう人の目により注意して確認すること。 


・ 読替規定の改正（改め元又は改め先の文言に対にならない「」又は複数の「」が含まれる。）等改め


文の構造が非常に複雑な場合には、その引用する文字列を法令審査支援システムが認識できないことが


あるので、そのような場合には、ワープロマクロの「改正対象文字列」のマーキング機能を利用すると


ともに、特に改め元の文言の意図しない一致（誤ヒット）を見逃さないよう人の目により注意して確認


すること。 


 


(3) 法令案のチェックにおける新旧対照表の扱い 


  新旧対照表は法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべきものではないことに留意すること。 


 


  ［留意点］ 


○ 新旧対照表では、一般に、改正部分の前後の規定や引用関係にある他の規定など本来直接参照して確認


する必要がある規定が記載されていないことが多く、また、それ自体が法令案の立案過程において作成さ


れたものであるから、法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべきものではない。法令案


（改め文）が誤った新旧対照表と整合していたため、誤りを見逃してしまった事例があるので、注意する


こと。 


○ 一方で、新旧対照表は正確なものでなければならないので、新旧対照表の旧（現行）の規定は審査用の


参照条文で確認した当該改正の施行時点における改正対象法令の規定により作成し、適時に新旧対照表


と法令案（改め文）及び審査用の参照条文との読み合わせを行うなどして、その正確を期すこと。 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


(1) ワープロデータの的確な管理 


  立案府省庁等においては、立案及び審査の過程における法令案の修正について、ワープロデータのバージョ


ン管理を徹底するとともに、修正入力の担当者を特定するなどして、ワープロデータの正確性を確保すること。 


  ［留意点］ 


○ いつどの部分を修正したかが分かる資料も併せて保存すること。 


 


(2) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底 


  立案及び審査の過程において法令案に修正があった場合は、その都度、立案府省庁等において、３の形式的


事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要となる改正に遺漏がないようにするこ


と。 


  ［留意点］ 


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、全般的なチェックを行うこと。 


 


 


   （新設） 


 


 


   （新設） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


(3) 新旧対照表の扱い 


  新旧対照表は改正内容の理解を助けるための参考資料として作成するものであり、立案及び審査の対象は法


令案(改め文)自体であることに留意すること。 


  ［留意点］ 


○ 最終的な新旧対照表は、審査を経て確定した法令案の内容に則して作成すべきものであり、法令案の立


案及び審査の過程における新旧対照表は、改正部分の前後の規定や引用関係にある他の規定など本来直


接参照して確認する必要がある規定が記載されていなかったり、前後の章(節等)名や傍線等が欠落して


いるなどの不備があることも多く、法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべきものでは


ない。 


  （新設） 
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(4) 審査担当参事官による審査の段階における全体チェックの実施 


  審査中の法令案について審査担当参事官による審査がある程度進展した適切な段階で、立案府省庁等におい


て、法令案の全体について３の形式的事項の誤りを防止するための立案担当部局によるチェック（全体チェッ


ク）を行うこと。 


［留意点］ 


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事官と相談すること。 


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェックが行われている場合においても、常に新たな視点


で形式的事項に特化したチェックを行うこと。 


○ 立案担当部局による全体チェックは、３のチェックポイントに留意して、別添の誤りチェックシートを


用いて実施すること。その際、漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックするのではなく、


担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施すること。 


○ 法令審査支援システムを活用すること。 


 


(5) 部長了（正式各省協議前後）の段階における全体チェック及び複層的チェックの実施 


  審査中の法令案について担当部長の了解が得られ、いわゆる正式各省協議が行われる前後の段階において、


当該法令案の形式的事項について、立案府省庁等において、改めて立案担当部局による全体チェックを行うと


ともに、立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェ


ックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


［留意点］ 


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事官と相談すること。 


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェック又は複層的チェックが行われている場合におい


ても、新たな視点で形式的事項に特化したチェックを行うこと。 


○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックは、３のチ


ェックポイントに留意して、別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その結果を


審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックする


のではなく、担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施すること。 


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事項のチェックを行い、法案については、


確認済みの点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合


は、当該法令の改正部分について、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等においても、当該法


令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の誤


りチェックシートを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。 


 


 


(6) 最終的な全体チェック及び複層的チェックの実施 


  法令案について当局による審査が実質的に終了し、法令案が固まった段階において、当該法令案の形式的事


項について、立案府省庁等において、最終的な立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣


官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェックシート及び法令審査支援シス


テムによる点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


  ［留意点］ 


○ 新たな視点で法令案の形式的事項に特化した最終的な複層的チェックを行うこと。 


 


（新設） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


（新設） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


  （新設）（「誤りチェックシートの導入について（平成１６年１２月９日）」から移行） 


束ね法や附則で他法の改正を行う場合には、当該他法改正部分について、立案府省庁のほか、


当該他法を所管する府省庁においても、当該他法所管部局によるチェックと大臣官房等による複


層的チェックを行い、その内容をチェックシートに記載し、内閣法制局に提出することとし、こ


の場合において、当該チェックシートを、当該他法所管府省庁を担当する内閣法制局参事官に提


出する。 


(4) 最終的な複層的チェックの実施 


  法案の国立印刷局入稿の時点等法令案が固まった段階において、当該法令案の形式的事項について、立案府


省庁等における最終的な複層的チェックを行うこと。 


 


 


 


○ それまでの立案の過程において複層的チェックが行われていた場合においても、新たな視点で法令案の
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○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックは、３のチ


ェックポイントに留意して、別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その結果を


審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックする


のではなく、担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施すること。 


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事項のチェックを行い、法案については、


確認済みの点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合


は、当該法令の改正部分について、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等においても、当該


法令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の


誤りチェックシートを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。 


 


 


○ 当局における決裁や与党における審査など閣議付議の予定日の直前において更に修正がされることも


あることから、最終的な複層的チェックについては、統括責任者において相当数の職員を確保し、チェッ


クポイントごとの担当を決めるなどして短時間で集中的に形式的事項のチェックを行うことができる態


勢を整備すること。 


○ 複層的チェックを行う大臣官房等に恒常的にそのための職員を配置することが困難な場合においては、


必要に応じて他の部局等から適当な職員を集めることができる態勢を整えること。 


 


(7) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底 


  (4)(5)(6)の全体チェックのほか、立案及び審査の過程において法令案に修正があった場合は、その都度、立


案府省庁等において、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要となる


改正に遺漏がないようにすること。 


［留意点］ 


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、関連して修正すべき部分がないか全般的なチェックを行うこと。 


・ 特に、当該修正により規定を追加、削除又は移動する改正を新たに追加した場合には、当該修正に


伴って必要となる引用先の改正を見逃しやすいので、注意して確認すること。 


○ 法令審査支援システムを活用すること。 


 


   (8) 印刷物の校正刷り版の確認 


法案の印刷物（穴なし）の校正刷りについては、複数人で最終の法令案（改め文）との読み合わせによる確


認を行うこと。また、審査担当参事官に共有すること。 


当局における読み合わせ後に修正があった場合には、法案の印刷物（穴あき）の校正刷りについても、当該


修正が正しく反映されているか複数人で読み合わせによる確認を行うこと。 


   ［留意点］ 


     ○ 国立印刷局においては、提出された法令案（改め文）のワープロデータをテキストデータとして取り


込み、編集した上で、禁則処理を施すことから、校正刷りに文字の欠落や重複がないか、表中に空白が


できていないか、字下げ（配字）の誤りがないか等の確認を入念に行うこと。特に、ページや行の変わ


り目に注意すること。 


     ○ 表の体裁（罫線の位置等）に注意すること。 


       


形式的事項に特化した最終的な複層的チェックを行うこと。 


（新設） 


 


 


 


（新設） 


 


  （新設）（「誤りチェックシートの導入について（平成１６年１２月９日）」から移行） 


束ね法や附則で他法の改正を行う場合には、当該他法改正部分について、立案府省庁のほか、


当該他法を所管する府省庁においても、当該他法所管部局によるチェックと大臣官房等による複


層的チェックを行い、その内容をチェックシートに記載し、内閣法制局に提出することとし、こ


の場合において、当該チェックシートを、当該他法所管府省庁を担当する内閣法制局参事官に提


出する。 


○ 当局における決裁や与党における審査など閣議付議の予定日の直前において更に修正がなされること


もあることから、最終的な複層的チェックについては、これを統括する責任者において相当数の職員にチ


ェックすべき事項を振り分けるなどして短時間で集中的に形式的事項のチェックを行うことができる態


勢を整備すること。 


○ 複層的チェックを行う大臣官房等に恒常的にそのための職員を配置することが困難な場合においては、


必要に応じて他の部局等から適当な職員を集めることができる態勢を整えること。 


 


（新設）（(2)から移動） 


(2) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底 


      立案及び審査の過程において法令案に修正があった場合は、その都度、立案府省庁等において、３の形


式的事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要となる改正に遺漏がないように


すること。 


    ［留意点］ 


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、全般的なチェックを行うこと。 


 


 


 


（新設） 
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(9) 読み合わせによる確認 


  読み合わせは、配字を含めて一文字一文字を確かめ、法令案の全体について誤りがないことを確認すること


ができるように行うこと。 


  ［留意点］ 


○ 立案府省庁等における全体チェック及び複層的チェックにおいても、読み合わせによる確認を行うこ


と。 


○ 当局における読み合わせは、審査担当参事官から渡される最終原稿を読み上げて行うこと。また、必ず


３名以上で行うこととし、審査担当参事官の指示により、最終原稿の読み手のほか、副本の確認、新旧


対照表の確認、審査用の参照条文による確認、読替対照表の確認等の役割分担をして行うこと。 


 


(5) 読み合わせによる確認 


  読み合わせは、配字を含めて一文字一文字を確かめ、法令案の全体について誤りがないことを確認すること


ができるように行うこと。 


  ［留意点］ 


○ 立案府省庁等における複層的チェックにおいても、読み合わせによる確認を行うこと。 


 


○ 当局における読み合わせは、審査担当参事官の最終原稿を読み上げて行うこと。 
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改正案 現行 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


  別紙１から別紙６までに掲げるチェックポイント(要点)により法令案の形式的事項についてチェックを行うこ


と。 


［留意点］ 


○ 別紙１から別紙６までに掲げるものは、法令案において特に誤りを生じやすい事項についての必須のチ


ェックポイントであり、各府省庁等においては、あらかじめ、その趣旨を法令案の立案及びチェックに当


たる職員に周知させ、法令案の立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官房等によ


る複層的チェックに遺漏がないようにすること。また、各府省庁等においてその他必要と思われるチェッ


クポイントがあるときは、これを適宜増補して使用すること。 


○ 法令案のチェックに当たって改正対象法令等を参照する場合、審査用の参照条文を参照すること。 


 


 


○ これらのチェックポイントは、一部改正法令案を念頭に置いたものであるが、全部改正法令案及び新法


令案についても、これらに準じてチェックを行うこと。 


 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


  別紙１から別紙６までに掲げるチェックポイント(要点)により、法令案の形式的事項についてチェックを行う


こと。 


［留意点］ 


○ 別紙１から別紙６までに掲げるものは、法令案において特に誤りを生じやすい事項についての必須のチ


ェックポイントであり、各府省庁等においては、あらかじめ、その趣旨を法令案の立案及びチェックに当


たる職員に周知させ、法令案の立案担当部門におけるチェック及び複層的チェックに遺漏がないようにす


ること。また、各府省庁等においてその他必要と思われるチェックポイントがあるときは、これを適宜増


補して使用すること。 


    ○ 法令案のチェックに当たって改正対象法令や他の法令を参照する場合、検索の便宜として１(3)の電子デ


ータを用いることは有用であるが、その上で、最終的には、現行日本法規及び官報等を直接参照すること。 


 


○ これらのチェックポイントは、一部改正法令案を念頭に置いたものであるが、全部改正法令案及び新法


令案についても、これらに準じてチェックを行うこと。 
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改正案 現行 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


(1) 立案府省庁等において、法案提出後、その内容を改めて点検し、万一法案に誤りがある場合には、国会にお


ける審議が開始される前に、法案の正誤処理を行うことができるようにすること。 


 


(2) 国会提出後の法案について、その成立が当初の見込みから遅れることとなる場合には、改めて法案をチェッ


クし、所要の修正の依頼を怠らないこと。 


 ［留意点］ 


○ 成立を見込んで記載した法律番号の年の部分の修正 


○ 他の法律の規定による一部改正の施行が先行してしまうことによる法案の修正 


 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


(1) 立案府省庁等において、法案提出後、その内容を改めて点検し、万一法案に誤りがある場合には、国会にお


ける審議が開始される前に、法案の正誤処理を行うことができるようにすること。 


 


(2) 国会提出後の法案について、その成立が当初の見込みから遅れることとなる場合には、改めて法案をチェッ


クし、所要の修正の依頼を怠らないこと。 


 ［留意点］ 


○ 成立を見込んで記載した法律番号の年の部分の修正 


○ 他の法律の規定による一部改正の施行が先行してしまうことによる法案の修正 
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改正案 現行 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


 


１ 改正する規定の特定が正確であることをチェックすること。 


［要点］ 


① 改正箇所を示す「第○条第○項」、「…第○号」、「各号列記以外の部分」、「…本文」、「…ただし書」、


「…前段（後段）」等によって指定された規定が存在するか、また、その指定する規定の範囲が適当かについ


て、実際に当該規定に当たって確かめること。 


② 枝番(特に孫番)の誤記は見逃しやすいので注意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 適用読替の規定である第Ｘ条を改める際、同条が「・・・された場合における第Ｙ条、・・・の規定の適


用については、第Ｙ条中・・・とする。」という１文から構成されているにもかかわらず、２文から成るも


のと錯覚し、「第Ｘ条前段中」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｙ条第一項第七号中」とすべきと


ころ、「第Ｙ条第七号中」として、「第一項」という文言を書き漏らしてしまった。 


 


２ 改め元の文言(「○○」を…改める、「○○」を削る、「○○」の下に…加える等における「○○」の文言)が


１で確認した規定中の文言に合致することをチェックすること。  


［要点］ 


① １で確認した規定の全体を精査し、改め元の文言について、不一致及び意図しない一致(誤ヒット)がないこ


とを確かめること。 


② 特に、改め元の文言が長い場合は一文字の誤りでも不一致となり、他方、改め元の文言が短い一般的な用語


である場合(「及び」、「又は」、「第○条」等)は他に意図しない一致(誤ヒット)を生じる可能性が高いこと


に留意すること。 


③ 改め元として引用する読点（「、」）及び句点（「。」）の扱いが適当かについてもチェックすること。 


④ 読替規定（改め元又は改め先の文言に対にならない「」又は複数の「」が含まれるもの）には法令審査支


援システムでは対応できないことがあり、また、表の改正は法令審査支援システムではチェックできないの


で、特に入念に人の目で確認すること。この場合において、ワープロソフトの検索機能を有効に利用するこ


と。 


⑤ なお、改正がある項について行うべき用語の整備（「行なう」を「行う」に、「但し」を「ただし」に、「一


に」を「いずれかに」に改める等）についても留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法改正法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条の規定を改める際、改め元の文言を「昭和六十年一月二日」と


すべきところ、「昭和六十四年一月二日」と記載してしまった。 


 


（例６へ移動） 


 


 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


 


１ 改正する規定の特定が正確であることをチェックすること。 


［要点］ 


① 改正箇所を示す「第○条第○項」、「…第○号」、「各号列記以外の部分」、「…本文」、「…ただし書」、


「…前段（後段）」等によって指定された規定が存在するか、また、その指定する規定の範囲が適当かについ


て、実際に当該規定に当たって確かめること。 


② 枝番(特に孫番)の誤記は見逃しやすいので注意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 適用読替の規定である第Ｘ条を改める際、同条が「・・・された場合における第Ｙ条、・・・の規定の適


用については、第Ｙ条中・・・とする。」という１文から構成されているにもかかわらず、２文から成るも


のと錯覚し、「第Ｘ条前段中」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｙ条第一項第七号中」とすべきと


ころ、「第Ｙ条第七号中」として、「第一項」という文言を書き漏らしてしまった。 


 


２ 改め元の文言(「○○」を…改める、「○○」を削る、「○○」の下に…加える等における「○○」の文言)が


１で確認した規定中の文言に合致することをチェックすること。  


［要点］ 


① １で確認した規定の全体を精査し、改め元の文言について、不一致及び意図しない一致(誤ヒット)がないこ


とを確かめること。 


② 特に、改め元の文言が長い場合は一文字の誤りでも不一致となり、他方、改め元の文言が短い一般的な用語


である場合(「及び」、「又は」、「第○条」等)は他に意図しない一致(誤ヒット)を生じる可能性が高いこと


に留意すること。 


③ 改め元として引用する読点（「、」）及び句点（「。」）の扱いが適当かについてもチェックすること。 


（新設） 


 


 


 


④ なお、改正がある項について行うべき用語の整備（「行なう」を「行う」に、「但し」を「ただし」に、「一


に」を「いずれかに」に改める等）についても留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法改正法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条の規定を改める際、改め元の文言を「昭和六十年一月二日」と


すべきところ、「昭和六十四年一月二日」と記載してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条に規定する業務規程について認可制を届出制に改める際、改め元の文言を「認可を受け」とすべき


ところ、「許可を受け」と記載してしまった。 
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例２ ２項から成る第Ｘ条の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｘ条第一項中」と特定すべきところ、同条第


２項にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「第Ｘ条中」としたため、同条第２項が誤


って改正され、意味の通らない規定となってしまった。 


 


例３ 比較的長文の第Ｘ条第１項（準用規定）中「という。）と」の下に文言を加える際、第Ｘ条第１項に「と


いう。）と」と同一の文言があることを見落としてしまった。 


 


例４ 各号列記がある附則第Ｘ条第１項の規定を改める際、改正対象規定を「附則第Ｘ条第一項各号列記以外の


部分中」と特定すべきところ、同項第１号中にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「附


則第Ｘ条第一項中」としたため、同項第１号が誤って改正されてしまった。 


 


例５ 第Ｘ条第１項各号列記以外の部分中「」という。）」を削る際、同項各号列記以外の部分中の他の箇所


及び同項各号に「」という。）」と同一の文言があることを見落としてしまった。 


 


例６ 第Ｘ条に規定する業務規程について認可制を届出制に改める際、改め元の文言を「認可を受け」とすべき


ところ、「許可を受け」と記載してしまった。 


 


３ 改め先の文言（「△△」に改める、「△△」を加える等における「△△」の文言)が１で確認した規定中に正常


に溶け込むことをチェックすること。 


［要点］ 


① 改め先の文言を溶け込ませた後の当該規定において、改正部分の前後を通読して文意が通じることを確かめ


ること。 


② 規定中の文言を削る場合においても、改正部分の前後を通読して同様の確認をすること。 


③ 必ず法令審査支援システムで、溶け込ませ後の条文を確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、行政庁による公示を規定する第Ｙ条の文言


について、「第Ｘ条に規定する認可をしたときは」を「第Ｘ条の規定による届出を受理したときは」に改め


るべきところ、単に「認可」を「届出」に改めるとしたため、「（行政庁が）・・・届出をしたときは」と


なってしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、「終了予定日とされた日」の下に「から三十日を経過した日」を加える際、改め元の文


言を誤って「終了予定日」としたため、「終了予定日から三十日を経過した日とされた日」となってしまっ


た。 


 


例３ 第Ｘ条において、「同法第三条第二項中」を「同項中」に改めるべきところ、改め元の文言の引用を誤


って「第三条第二項中」としたため、「同法同項中」となってしまった。 


 


４ 溶け込み後(文言を削った場合を含む。)の規定の全体について、誤りを生じやすい語句等のチェックを行うこ


と。 


［要点］ 


① 既存の「同(法、条、項等)」が指すものに誤りを生じていないかを確認すること。 


例３ ２項から成る第Ｘ条の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｘ条第一項中」と特定すべきところ、同条第


２項にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「第Ｘ条中」としたため、同条第２項が誤


って改正され、意味の通らない規定となってしまった。 


 


  （新設） 


 


 


例４ 各号列記がある附則第Ｘ条第１項の規定を改める際、改正対象規定を「附則第Ｘ条第一項各号列記以外の


部分中」と特定すべきところ、同項第１号中にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「附


則第Ｘ条第一項中」としたため、同項第１号が誤って改正されてしまった。 


 


（新設） 


 


 


   （現行の例２） 


 


 


３ 改め先の文言（「△△」に改める、「△△」を加える等における「△△」の文言)が１で確認した規定中に正常


に溶け込むことをチェックすること。 


［要点］ 


① 改め先の文言を溶け込ませた後の当該規定において、改正部分の前後を通読して文意が通じることを確かめ


ること。 


② 規定中の文言を削る場合においても、改正部分の前後を通読して同様の確認をすること。 


  （新設） 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、行政庁による公示を規定する第Ｙ条の文言


について、「第Ｘ条に規定する認可をしたときは」を「第Ｘ条の規定による届出を受理したときは」に改め


るべきところ、単に「認可」を「届出」に改めるとしたため、「（行政庁が）・・・届出をしたときは」と


改正されてしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、「終了予定日とされた日」の下に「から三十日を経過した日」を加える際、改め元の文


言を誤って「終了予定日」としたため、「終了予定日から三十日を経過した日とされた日」と改正されてし


まった。 


 


 （新設） 


 


 


４ 溶け込み後(文言を削った場合を含む。)の規定の全体について、誤りを生じやすい語句等のチェックを行うこ


と。 


［要点］ 


① 既存の「同(法、条、項等)」が指すものに誤りを生じていないかを確認すること。 
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② 新たに「同(法、条、項等)」を用いるべきものが生じていないかを確認すること。 


③ 「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方が適当かを確認すること。 


④ 括弧（（）及び「」）の開閉は整合しているかを確認すること。 


⑤ 改正部分に法令名(題名及び件名をいう。以下同じ。)又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェ


ックを行うこと。 


⑥ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一項の規定による認可、同条第四項の規定による変更の届出・・・」という


規定中、「認可」の下に「、第Ｚ条第一項の規定による変更命令」という文言を加える際、「同条第四項」


を「第Ｙ条第四項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一号又は第二号に掲げる業務」という規定の下に「又は第Ｚ条第一号に掲げ


る業務」という文言を加える際、「第Ｙ条第一号又は第二号」を「第Ｙ条第一号若しくは第二号」に改める


べきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 『Ａの表Ｂの項及びＣの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・する。』という読替規定において、「Ｃ


の項」の次に「Ｄの項」を加える際、『Ａの表Ｂの項、Ｃの項及びＤの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・


する。』とすべきところを誤り、『Ａの表Ｂの項、Ｃの項、Ｄの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・


する。』としてしまった。 


 


５ 当該規定中の文言を引用している他の規定を確認し、その引用している文言が改正後の当該規定中の文言と整


合しているかをチェックすること。 


［要点］ 


○ 改正対象法令のほか、本文第２の１(3)において整理した他の引用法令の全てについて確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、約款の公衆縦覧を規定する第Ｙ条について、


「第Ｘ条に規定する認可を受けた約款」を「第Ｘ条の規定による届出を行った約款」に改めるべきところ、


これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条中の文言を「異議申立手続」から「審査請求手続」に改めた際、これに伴って第Ｘ条を準用してい


る第Ｙ条中の「異議申立手続」の文言を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 「Ａ機構」を「Ｂ機構」に名称変更する改正の際、直近の臨時国会で成立した「Ａ機構」を引用する法


律を見落としたため、当該法律に改正漏れが生じてしまった。 


 


② 新たに「同(法、条、項等)」を用いるべきものが生じていないかを確認すること。 


③ 「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方が適当かを確認すること。 


④ 括弧（（）及び「」）の開閉は整合しているかを確認すること。 


⑤ 改正部分に法令名(題名及び件名をいう。以下同じ。)又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェ


ックを行うこと。 


⑥ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一項の規定による認可、同条第四項の規定による変更の届出・・・」という


規定中、「認可」の下に「、第Ｚ条第一項の規定による変更命令」という文言を加える際、「同条第四項」


を「第Ｙ条第四項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一号又は第二号に掲げる業務」という規定の下に「又は第Ｚ条第一号に掲げ


る業務」という文言を加える際、「第Ｙ条第一号又は第二号」を「第Ｙ条第一号若しくは第二号」に改める


べきところ、これを看過してしまった。 


 


  （新設） 


 


 


 


 


５ 当該規定中の文言を引用している他の規定を確認し、その引用している文言が改正後の当該規定中の文言と整


合しているかをチェックすること。 


［要点］ 


○ 改正対象法令のほか、本文第２の１(2)において整理した他の引用法令のすべてについて確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、約款の公衆縦覧を規定する第Ｙ条について、


「第Ｘ条に規定する認可を受けた約款」を「第Ｘ条の規定による届出を行った約款」に改めるべきところ、


これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条中の文言を「異議申立手続」から「審査請求手続」に改めた際、これに伴って第Ｘ条を準用してい


る第Ｙ条中の「異議申立手続」の文言を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


  （新設） 
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改正案 現行 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


 


１ 追加、削除又は移動の対象となる規定の特定及びその追加、削除又は移動の処理が適当であることをチェック


すること。 


［要点］ 


① 規定の追加、削除又は移動を行う場合の基本的ルールに従っているかを確認すること。 


② 章名、節名等を付し、又は削ることによる章(節等)建ての変更がある場合の処理に誤りを生じないよう留意


すること。 


 


[誤り事例] 


例 新たに章名を付する際、「第Ｘ条の十六の六」の次に付すべきところ、「第Ｘ条の十六」の次に付してしま


った。 


 


２ 追加、削除又は移動の対象となる規定が章、節等の冒頭又は末尾のものかどうかをチェックすること。 


［要点］ 


① 章、節等の冒頭又は末尾の規定に追加、削除又は移動がある場合、改正規定(改め文)にその趣旨が明記(「第


○章中第○条の次に…」等)されているかを確認すること。 


② 編、章、節等の冒頭又は末尾の章、節、款等に追加、削除又は移動がある場合についても、同様である。 


③ 目次の改正が漏れていないかを確認すること。附則において他法改正を行う際、当該他法の目次の改正が必


要となる場合があることにも十分に留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ａ章の冒頭に第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「第Ｘ+1 条」を「第Ｘ条の二」に改めるべき


ところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法改正法附則において、Ｂ法の規定を改める際、Ｂ法本則の末尾に２条（罰則規定）を追加したことに


伴って、Ｂ法の目次における罰則の章の末尾の条名を「第Ｘ条」から「第Ｘ+2条」に改めるべきところ、こ


れを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「（第Ｘ条・第Ｘ+1 条）」を「（第Ｘ条－第Ｘ+1 条）」に改


めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


３ 共通見出しの処理をチェックすること。 


［要点］ 


○ 規定(条)の追加、削除又は移動に伴い、共通見出しの付け直しの処理が適切にされているかを確認すること。 


 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条及び第Ｘ+1条の共通見出しを改正する際、「第Ｘ条の前の見出し」とすべきところ、「第Ｘ条の見


出し」と記載してしまった。 


 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


 


１ 追加、削除又は移動の対象となる規定の特定及びその追加、削除又は移動の処理が適当であることをチェック


すること。 


［要点］ 


① 規定の追加、削除又は移動を行う場合の基本的ルールに従っているかを確認すること。 


② 章名、節名等を付し、又は削ることによる章(節等)建ての変更がある場合の処理に誤りを生じないよう留意


すること。 


 


[誤り事例] 


例 新たに章名を付する際、「第Ｘ条の十六の六」の次に付すべきところ、「第Ｘ条の十六」の次に付してしま


った。 


 


２ 追加、削除又は移動の対象となる規定が章、節等の冒頭又は末尾のものかどうかをチェックすること。 


［要点］ 


① 章、節等の冒頭又は末尾の規定に追加、削除又は移動がある場合、改正規定(改め文)にその趣旨が明記(「第


○章中第○条の次に…」等)されているかを確認すること。 


② 編、章、節等の冒頭又は末尾の章、節、款等に追加、削除又は移動がある場合についても、同様である。 


③ 目次の改正が漏れていないかを確認すること。附則において他法改正を行う際、当該他法の目次の改正が必


要となる場合があることにも十分に留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ａ章の冒頭に第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「第Ｘ+1 条」を「第Ｘ条の二」に改めるべき


ところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法改正法附則において、Ｂ法の規定を改める際、Ｂ法本則の末尾に２条（罰則規定）を追加したことに


伴って、Ｂ法の目次における罰則の章の末尾の条名を「第Ｘ条」から「第Ｘ+2条」に改めるべきところ、こ


れを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「（第Ｘ条・第Ｘ+1 条）」を「（第Ｘ条－第Ｘ+1 条）」に改


めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


３ 共通見出しの処理をチェックすること。 


［要点］ 


○ 規定(条)の追加、削除又は移動に伴い、共通見出しの付け直しの処理が適切になされているかを確認するこ


と。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条及び第Ｘ+1条の共通見出しを改正する際、「第Ｘ条の前の見出し」とすべきところ、「第Ｘ条の見


出し」と記載してしまった。 
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例２ 第Ｘ条から第Ｘ+2 条までの共通見出しが付されている場合で「第Ｘ条 削除」とするときに、第Ｘ条


の前に付されていた共通見出しを第Ｘ+1 条の前に付け替えるべきところ、これを看過してしまった。 


 


４ 追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に誤りを生じていないかをチェックすること。 


［要点］ 


① 追加、削除又は移動の対象となる規定の前後の規定において、「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前


○条(項、号)」が用いられているかどうかを確認し、その指示するものに誤りを生じていないかをチェックす


ること。 


② 規定の追加、削除又は移動の結果、その前後の規定において、「第○条(項、号)」又は「第○条(項、号)か


ら第△条(項、号)まで」を「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」に改める必要がない


かを確認すること。 


③ 章、節等の単位で追加、削除又は移動の対象となる場合(新たに章名、節名等を付し、又は章名、節名等を削


る場合を含む。)は、「前章(節等)」、「次章(節等)」又は「前○章(節等)」についてチェックをすること。 


④ その他当該改正対象法令の全体について、追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に不整合を生じ


ていないかを精査すること。この場合において、「…第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」のように、追


加、削除又は移動の対象となる規定の条名等が改正対象法令の規定上そのまま記載されていない場合(電子デ


ータを利用して単純に検索を行ってもヒットしない場合)があることに留意すること。 


⑤ 加えて、本文第２の１(3)において整理した他の引用法令の全てについて、同様に、追加、削除又は移動の対


象となる規定の引用関係に不整合を生じていないかを精査すること。 


⑥ 本改正により項建てがなくなった条や項建ての条の全ての項を引用する場合は、単に「第○条」とすること


を見落とさないこと。また、本改正により項建てがされた条中の規定を引用する場合に、「第○条第△項」と


することを見落とさないこと。 


⑦ 改正部分に法令名又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェックを行うこと。 


⑧ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


⑨ 新たに追加した条文で引用している条、項、号等については、引用元で移動しても法令審査支援システム


ではエラーメッセージが出ないので、必ず人の目で確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条の次に第Ｘ条の２から第Ｘ条の５まで計４条を追加したことに伴って、直後の条（第Ｘ+1条）中の


「前条」という文言を「第Ｘ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 別表中の備考にある第Ｘ号の次に１号を追加したことに伴って、直後の号（旧第Ｘ+1号＝新第Ｘ+2 号）中


の「前号」という文言を「第Ｘ号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の次に１条を追加したことに伴って、第Ｘ条の２が第Ｘ条の３に移動したため、第Ｘ条中の「次条」


という文言を「第Ｘ条の三」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例４ 第Ｘ条に第２項と第３項を追加したことに伴って、直前の条（第Ｘ-1 条）第３項中の「次条第一号」とい


う文言を「次条第一項第一号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例５ 第Ｘ条において号の追加により第３号が第４号に移動したことに伴って、これを引用する第Ｙ条（罰則規


定）中の「第Ｘ条第三号」という文言を「第Ｘ条第四号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


例２ 第Ｘ条から第Ｘ+2 条までの共通見出しが付されている場合で「第Ｘ条 削除」とするときに、第Ｘ条


の前に付されていた共通見出しを第Ｘ+1 条の前に付け替えるべきところ、これを看過してしまった。 


 


４ 追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に誤りを生じていないかをチェックすること。 


［要点］ 


① 追加、削除又は移動の対象となる規定の前後の規定において、「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前


○条(項、号)」が用いられているかどうかを確認し、その指示するものに誤りを生じていないかをチェックす


ること。 


② 規定の追加、削除又は移動の結果、その前後の規定において、「第○条(項、号)」又は「第○条(項、号)か


ら第△条(項、号)まで」を「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」に改める必要がない


かを確認すること。 


③ 章、節等の単位で追加、削除又は移動の対象となる場合(新たに章名、節名等を付し、又は章名、節名等を削


る場合を含む。)は、「前章(節等)」、「次章(節等)」又は「前○章(節等)」についてチェックをすること。 


④ その他当該改正対象法令の全体について、追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に不整合を生じ


ていないかを精査すること。この場合において、「…第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」のように、追


加、削除又は移動の対象となる規定の条名等が改正対象法令の規定上そのまま記載されていない場合(電子デ


ータを利用して単純に検索を行ってもヒットしない場合)があることに留意すること。 


⑤ 加えて、本文第２の１(2)において整理した他の引用法令のすべてについて、同様に、追加、削除又は移動の


対象となる規定の引用関係に不整合を生じていないかを精査すること。 


⑥ 本改正により項建てがなくなった条や項建ての条のすべての項を引用する場合は、単に「第○条」とするこ


とを見落とさないこと。また、本改正により項建てがなされた条中の規定を引用する場合に、「第○条第△項」


とすることを見落とさないこと。 


⑦ 改正部分に法令名又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェックを行うこと。 


⑧ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


（新設） 


 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条の次に第Ｘ条の２から第Ｘ条の５まで計４条を追加したことに伴って、直後の条（第Ｘ+1条）中の


「前条」という文言を「第Ｘ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 別表中の備考にある第Ｘ号の次に１号を追加したことに伴って、直後の号（旧第Ｘ+1号＝新第Ｘ+2 号）中


の「前号」という文言を「第Ｘ号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の次に１条を追加したことに伴って、第Ｘ条の２が第Ｘ条の３に移動したため、第Ｘ条中の「次条」


という文言を「第Ｘ条の三」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例４ 第Ｘ条に第２項と第３項を追加したことに伴って、直前の条（第Ｘ-1 条）第３項中の「次条第一号」とい


う文言を「次条第一項第一号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例５ 第Ｘ条において号の追加により第３号が第４号に移動したことに伴って、これを引用する第Ｙ条（罰則規


定）中の「第Ｘ条第三号」という文言を「第Ｘ条第四号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 
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例６ Ａ法改正法の附則第Ｘ条において、改正後のＡ法第Ｙ条の規定を引用する際、第Ｙ条において項の追加に


より第４項が第６項に移動したことを見落とし、「同条第六項」とすべきところ、「同条第四項」と記載し


てしまった。 


 


例７ 第Ｘ条において、免許拒否事由を規定する際、審査の過程における修正に伴って条が移動したことを見落


とし、「第Ｙ条の規定により解任を命ぜられた役員」とすべきところ、「第Ｙ-1条の規定により解任を命ぜ


られた役員」と記載してしまった。 


 


例８ 第Ｘ条において項の削除により第４項が第３項に移動したことに伴って、これを引用する第Ｘ条の２第１


項及び第２項中の「前条第四項」という文言を「前条第三項」に改めるべきところ、これを看過してしまっ


た。 


 


  例９ Ａ法改正法の附則第Ｘ条においてＢ法を改正する際、Ｂ法附則第Ｚ条から第Ｚ+2 条までを 1 条ずつ繰り


上げたことに伴って、Ｂ法第Ｙ条第 1 項に規定されていた「附則第Ｚ+1 条において同じ。」の「附則第Ｚ


+1 条」を「附則第Ｚ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１０ 第Ｘ条第２項と第Ｙ条第２項を削除したことに伴って、これらの条項を引用する第Ｚ条（罰則規定）中


の「第Ｘ条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）又は第Ｙ条第一項（同条第二項において準


用する場合を含む。）」という文言を「第Ｘ条又は第Ｙ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１１ 第Ｘ条第３項を削除したことに伴って、これを引用する第Ｙ条第１項中の「（第Ｘ条第三項を除く。）」


という文言を削除すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１２ Ａ法第Ｘ条において、項の追加により第５項と第７項が各々第６項と第８項に移動したことに伴って、


これらの条項を引用するＢ法第Ｙ条第３項中の「第Ｘ条第五項及び第七項」という文言を「第Ｘ条第六項及


び第八項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１３ Ａ法によってＢ法の条項の移動を行ったところ、既に成立した未施行のＣ法において移動前のＢ法の


条項を引用していることを見落としたため、Ｃ法の改正漏れが生じてしまった。 


 


 


例６ Ａ法改正法の附則第Ｘ条において、改正後のＡ法第Ｙ条の規定を引用する際、第Ｙ条において項の追加に


より第４項が第６項に移動したことを見落とし、「同条第六項」とすべきところ、「同条第四項」と記載し


てしまった。 


 


例７ 第Ｘ条において、免許拒否事由を規定する際、審査の過程における修正に伴って条が移動したことを見落


とし、「第Ｙ条の規定により解任を命ぜられた役員」とすべきところ、「第Ｙ-1条の規定により解任を命ぜ


られた役員」と記載してしまった。 


 


例８ 第Ｘ条において項の削除により第４項が第３項に移動したことに伴って、これを引用する第Ｘ条の２第１


項及び第２項中の「前条第四項」という文言を「前条第三項」に改めるべきところ、これを看過してしまっ


た。 


 


  （新設） 


 


 


 


例９ 第Ｘ条第２項と第Ｙ条第２項を削除したことに伴って、これらの条項を引用する第Ｚ条（罰則規定）中の


「第Ｘ条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）又は第Ｙ条第一項（同条第二項において準用


する場合を含む。）」という文言を「第Ｘ条又は第Ｙ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１０ 第Ｘ条第３項を削除したことに伴って、これを引用する第Ｙ条第１項中の「（第Ｘ条第三項を除く。）」


という文言を削除すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１１ Ａ法第Ｘ条において、項の追加により第５項と第７項が各々第６項と第８項に移動したことに伴って、


これらの条項を引用するＢ法第Ｙ条第３項中の「第Ｘ条第五項及び第七項」という文言を「第Ｘ条第六項及


び第八項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


  （新設） 
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改正案 現行 


別紙３ 縦断的チェック 


 


１ 引用する他の法令の法令番号の記載等を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 改正後の改正対象法令において、引用する他の法令の法令番号が適切に付されているかを確認すること。 


② 本改正により法令番号の記載された法令名が削除される場合は、これに伴いその法令番号を付け替える必要


がないかを確認すること。 


③ 本改正の附則(経過規定、他の法令の一部改正規定等)における法令名(「新法」、「旧法」、「平成○○年改


正法」等の略称を含む。)の記載及び法令番号の扱いが適当かを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法において、Ｂ法の条項を引用する多数の文言を規定する際、「Ｂ法」という最初の文言に法令番号


「（昭和○○年法律第△△号）」を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条を改め、その中でＡ法の規定を引用する際、「Ａ法」という文言に法


令番号を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


２ 定義語・略称の定め方及び用い方を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 定義語・略称の定め方及び用い方に改正後の改正対象法令の全体を通じて重複や混乱がないかを確認するこ


と。 


② 本改正により定義規定又は略称を定める規定若しくは文言が削除される場合は、これに伴い新たな定義規


定又は略称を定める必要がないかを確認すること。 


③ 「以下同じ。」、「以下この章において同じ。」、「第○条第○項において同じ。」等の定義語・略称の適


用範囲の指定に誤りを生じていないかを確認すること。また、不要となった定義規定又は略称を定める規定を


残していないかを確認すること。 


④ 本改正の附則その他の改正対象法令以外の法令において、改正対象法令中の定義語・略称を不用意に用いて


いないかに留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法第Ｘ条を全部改正し、第１項に「調整期間」という略称を定める規定を設けたことを受け、Ｂ法附則


第Ｙ条第４項において、この略称を用いる際、「Ａ法第Ｘ条第一項に規定する調整期間」とすべきところ、


「Ａ法第Ｘ条第二項に規定する調整期間」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法の原始附則第Ｘ条に項を追加し、その中でＢ法（Ａ法等の一部改正法）中の条項を引用する際、当該


Ｂ法について、題名を記載し、法令番号を括弧書きで付記すべきところ、「昭和○○年改正法」と、略称を


定める規定を置かずに略称を用いてしまった。 


 


例３ 「○○」という文言が使われている多数の条のうち、「○○（△△○○を除く。以下この章において同じ。）」


という定義規定を設けている条を削除する際、「○○」という文言が出てくる直後の条において、○○に関


する同様な定義規定を設けるべきところ、これを看過してしまった。 


別紙３ 縦断的チェック 


 


１ 引用する他の法令の法令番号の記載等を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 改正後の改正対象法令において、引用する他の法令の法令番号が適切に付されているかを確認すること。 


② 本改正により法令番号の記載された法令名が削除される場合は、これに伴いその法令番号を付け替える必要


がないかを確認すること。 


③ 本改正の附則(経過規定、他の法令の一部改正規定等)における法令名(「新法」、「旧法」、「平成○○年改


正法」等の略称を含む。)の記載及び法令番号の扱いが適当かを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法において、Ｂ法の条項を引用する多数の文言を規定する際、「Ｂ法」という最初の文言に法令番号


「（昭和○○年法律第△△号）」を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条を改め、その中でＡ法の規定を引用する際、「Ａ法」という文言に法


令番号を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


２ 定義語・略称の定め方及び用い方を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 定義語・略称の定め方及び用い方に改正後の改正対象法令の全体を通じて重複や混乱がないかを確認するこ


と。 


② 本改正により定義規定又は略称を定める規定若しくは文言が削除される場合は、これに伴い新たな定義規


定又は略称を定める必要がないかを確認すること。 


③ 「以下同じ。」、「以下この章において同じ。」、「第○条第○項において同じ。」等の定義語・略称の適


用範囲の指定に誤りを生じていないかを確認すること。また、不要となった定義規定又は略称を定める規定を


残していないかを確認すること。 


④ 本改正の附則その他の改正対象法令以外の法令において、改正対象法令中の定義語・略称を不用意に用いて


いないかに留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法第Ｘ条を全部改正し、第１項に「調整期間」という略称を定める規定を設けたことを受け、Ｂ法附則


第Ｙ条第４項において、この略称を用いる際、「Ａ法第Ｘ条第一項に規定する調整期間」とすべきところ、


「Ａ法第Ｘ条第二項に規定する調整期間」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法の原始附則第Ｘ条に項を追加し、その中でＢ法（Ａ法等の一部改正法）中の条項を引用する際、当該


Ｂ法について、題名を記載し、法令番号を括弧書きで付記すべきところ、「昭和○○年改正法」と、略称を


定める規定を置かずに略称を用いてしまった。 


 


例３ 「○○」という文言が使われている多数の条のうち、「○○（△△○○を除く。以下この章において同じ。）」


という定義規定を設けている条を削除する際、「○○」という文言が出てくる直後の条において、○○に関


する同様な定義規定を設けるべきところ、これを看過してしまった。 
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例４ Ａ法改正法附則において、Ｂ法第Ｘ条の第２項及び第３項を削除したことに伴って、同条第１項中の「（次


項において「施設等機関」という。）」という略称を定める規定を削除すべきところ、これを看過してしま


った。 


 


 


例４ Ａ法改正法附則において、Ｂ法第Ｘ条の第２項及び第３項を削除したことに伴って、同条第１項中の「（次


項において「施設等機関」という。）」という略称を定める規定を削除すべきところ、これを看過してしま


った。 
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改正案 現行 


別紙４ 準用規定のチェック 


 


  準用規定（変更適用規定及び「例による」とする規定を含む。以下同じ。)は、法令の構成を簡素にするととも


に、制度の仕組みを大括りで理解しやすくすることができるという利点があるが、反面、準用規定そのものには


技術的な正確性が求められ、誤りを生じやすいものであることから、特に準用規定に着目したチェックを励行す


ること。 


［要点］ 


① 国民の日常生活に密接に関係する規定については、準用を避けて必要な事項を書き下ろすよう努めること。


また、読替規定の読替えなど分かりにくいものは、できる限り避けること。 


② 改正対象法令中の準用規定を全て確認し、その引用する規定について、本改正による文言の改正又は規定の


追加、削除若しくは移動がないかを確認すること。 


③ 準用される規定のうち、「…について準用する」ことによって当然に変容する部分と明文での読替えを必要


とする部分との仕分けに留意すること。 


④ 準用されている規定の改正に伴い、新たな読替えや引用されている読替元の文言について改正を要するかを


チェックすること。 


⑤ 読替規定中の「」の開閉の整合性及び「…とあるのは、「○○」と…」の「、」の要否(対句構造か否か)に


留意すること。 


⑥ 読替規定の改正に当たっては、読替対照表を利用して、読替元の文言及び読替後の文言が誤りなく改正され


ることを確認すること。 


⑦ 読替後の規定中の「同（法、条、項等）」、「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方に


留意すること。 


⑧ 準用規定において引用する他の法令の規定について、「○○法(政令)」又は「同法(令)」の記載に遺漏がな


いかを確認すること。 


⑨ 他の法令の規定を読み替える場合においては、当該他の法令中の定義語・略称は疑義が生じない場合にはそ


のまま用い、自法令の法令番号は入れないことに留意すること。 


⑩ なお、孫準用はできる限り避けるものとするが、孫準用された規定を引用するときは、「第□条(第△条にお


いて準用する場合を含む。)において準用する第○条」のように、孫準用の関係を明記することに留意するこ


と。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条において、第Ｙ条の規定が読み替えて準用されている。第Ｙ条を改正したことに伴って、第Ｘ条中


の読替規定（＝『第Ｙ条中「○○」とあるのは、「△△」と読み替えるものとする。』という規定）のうち、


読替元の文言（＝「○○」という文言）を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、第Ｙ条等の規定を読み替えて準用する規定を設ける際、審査の過程で第Ｙ条第１項中の


読替元の文言が修正されたことを見落とし、当該文言を「○○の製造をする者」とすべきところ、「○○の


製造者」と記載してしまった。 


 


例３ 準用読替えの規定であるＡ法第Ｘ条を改める際、『「○○」の下に「、「Ｂ法第Ｘ条」とあるのは「Ｃ法


第Ｙ条」と」を加える。』とすべきところ、Ｂ法第Ｘ条の直前にあるべきかぎ括弧（ 「 ）を書き漏らして


しまった。 


別紙４ 準用規定のチェック 


 


  準用規定（変更適用規定及び「例による」とする規定を含む。以下同じ。)は、法令の構成を簡素にするととも


に、制度の仕組みを大括りで理解しやすくすることができるという利点があるが、反面、準用規定そのものには


技術的な正確性が求められ、誤りを生じやすいものであることから、特に準用規定に着目したチェックを励行す


ること。 


［要点］ 


① 国民の日常生活に密接に関係する規定については、準用を避けて必要な事項を書き下ろすよう努めること。


また、読替規定の読替えなど分かりにくいものは、できる限り避けること。 


② 改正対象法令中の準用規定をすべて確認し、その引用する規定について、本改正による文言の改正又は規定


の追加、削除若しくは移動がないかを確認すること。 


③ 準用される規定のうち、「…について準用する」ことによって当然に変容する部分と明文での読替えを必要


とする部分との仕分けに留意すること。 


④ 準用されている規定の改正に伴い、新たな読替えや引用されている読替元の文言について改正を要するかを


チェックすること。 


⑤ 読替規定中の「」の開閉の整合性及び「…とあるのは、「○○」と…」の「、」の要否(対句構造か否か)に


留意すること。 


⑥ 読替規定の改正に当たっては、読替対照表を利用して、読替元の文言及び読替後の文言が誤りなく改正され


ることを確認すること。 


⑦ 読替後の規定中の「同（法、条、項等）」、「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方に


留意すること。 


⑧ 準用規定において引用する他の法令の規定について、「○○法(政令)」又は「同法(令)」の記載に遺漏がな


いかを確認すること。 


⑨ 他の法令の規定を読み替える場合においては、自法令及び当該他の法令中の定義語・略称の用い方、自法令


の法令番号の扱い等に留意すること。 


⑩ なお、孫準用はできる限り避けるものとするが、孫準用された規定を引用するときは、「第□条(第△条にお


いて準用する場合を含む。)において準用する第○条」のように、孫準用の関係を明記することに留意するこ


と。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条において、第Ｙ条の規定が読み替えて準用されている。第Ｙ条を改正したことに伴って、第Ｘ条中


の読替規定（＝『第Ｙ条中「○○」とあるのは、「△△」と読み替えるものとする。』という規定）のうち、


読替元の文言（＝「○○」という文言）を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、第Ｙ条等の規定を読み替えて準用する規定を設ける際、審査の過程で第Ｙ条第１項中の


読替元の文言が修正されたことを見落とし、当該文言を「○○の製造をする者」とすべきところ、「○○の


製造者」と記載してしまった。 


 


例３ 準用読替えの規定であるＡ法第Ｘ条を改める際、『「○○」の下に「、「Ｂ法第Ｘ条」とあるのは「Ｃ法


第Ｙ条」と」を加える。』とすべきところ、Ｂ法第Ｘ条の直前にあるべきかぎ括弧（ 「 ）を書き漏らして


しまった。 
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例４ 原始附則に条を追加し、その中で本則の規定を読み替えて準用する際、読替元の文言について、『第Ｘ条


第一項中「・・・その十分の〇・五」とあるのは』とすべきところ、『「・・・その〇・五」とあるのは』


として、「十分の」という文言を書き漏らしてしまった。 


 


 


例４ 原始附則に条を追加し、その中で本則の規定を読み替えて準用する際、読替元の文言について、『第Ｘ条


第一項中「・・・その十分の〇・五」とあるのは』とすべきところ、『「・・・その〇・五」とあるのは』


として、「十分の」という文言を書き漏らしてしまった。 
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改正案 現行 


別紙５ 施行期日のチェック 


 


  施行期日が適切に定められているかについてチェックすること。 


［要点］ 


① 一体的に施行する必要がある規定に漏れはないかを確認すること。 


② 本体部分の制度の実施の準備のために必要な措置を定めた本則及び附則の規定の施行期日は適当かを確認


すること。 


③ 他の法令による改正がありその施行期日が未定である場合において、その施行期日と本改正の施行期日の先


後関係のいかんによって必要となる読替え等の調整規定は置かれているかを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 改正法附則第１項において各号列記により施行期日を規定する際、審査の段階で改正法附則の項数が７か


ら６に減ったことを見落とし、同項第１号に「改正法附則第七項」という存在しない項を掲げてしまった。 


 


例２ 第Ｘ条の規定について、附則第１条（施行期日）において、同条本文の規定する平成３年１月１日からの


施行とすべきところ、誤って同条第３号に掲げてしまったため、その施行日が平成５年４月１日となってし


まった。 


 


例３ 附則第Ｘ条の規定について、平成元年６月１日からの施行とするため、附則第１条（施行期日）において、


同条ただし書中に規定すべきところ、漏らしてしまったため、その施行日が同条本文の規定する「公布の日


から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」となってしまった。 


 


別紙５ 施行期日のチェック 


 


  施行期日が適切に定められているかについてチェックすること。 


［要点］ 


① 一体的に施行する必要がある規定に漏れはないかを確認すること。 


② 本体部分の制度の実施の準備のために必要な措置を定めた本則及び附則の規定の施行期日は適当かを確認


すること。 


③ 他の法令による改正がありその施行期日が未定である場合において、その施行期日と本改正の施行期日の先


後関係のいかんによって必要となる読替え等の調整規定は置かれているかを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 改正法附則第１項において各号列記により施行期日を規定する際、審査の段階で改正法附則の項数が７か


ら６に減ったことを見落とし、同項第１号に「改正法附則第七項」という存在しない項を掲げてしまった。 


 


例２ 第Ｘ条の規定について、附則第１条（施行期日）において、同条本文の規定する平成３年１月１日からの


施行とすべきところ、誤って同条第３号に掲げてしまったため、その施行日が平成５年４月１日となってし


まった。 


 


例３ 附則第Ｘ条の規定について、平成元年６月１日からの施行とするため、附則第１条（施行期日）において、


同条ただし書中に規定すべきところ、漏らしてしまったため、その施行日が同条本文の規定する「公布の日


から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」となってしまった。 
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改正案 現行 


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


 


１ 目次、章(節等)の構成、条名、項番号等の連続性、見出し等全体についての概括的なチェックを行うこと。  


［要点］ 


① 章（節等）の区切りの位置に誤りはないか。 


② 章（節等）中の条数に応じ、目次中の「・」又は「－」の記号は適当か。特に、章（節等）中の中間の枝番


の条の追加又は削除に留意すること。 


③ 条名、項番号等は連続しているか。 


④ 枝番の最後のものについて、「第○条の○ 削除」としていないか。 


⑤ 見出しの改正漏れや欠落はないか。 


⑥ 章(節等)が一条のみで構成される場合に、当該条に章(節等)名と重複する見出しを付していないか。 


⑦ 振り仮名（ルビ）の付し方は改正対象法令の全体を通じて適当か。 


 


２ 配字のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① ワープロソフトの書式設定が、１行４８文字１ページ１３行、所定の禁則処理となっているか。なお、禁則


処理については、法案誤り等再発防止プロジェクトチーム取りまとめ（令和３年６月 29 日）の別紙を参照す


ること。 


② 条建ての改正規定は、一字下がりとなることに留意すること。 


   ③ 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、案文の初字の位置に留意すること。 


④ 表の上下の罫線の位置は正しいか。 


⑤ 目次、表等の改正部分を図示する場合の「」の位置は正しいか。 


⑥ その他配字全般が適正であることを確認すること。 


 


３ 片仮名法令の改正、項番号のない規定の改正等特殊なルールがあるものについては、それに従っているかをチ


ェックすること。 


［要点］ 


① 項番号のない条文の項の初字の位置に留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 項番号がない条文で構成される法律において、既存の条に新たな項を加える際、案文の行頭を一文字高


くしてしまった。 


 


４ 誤字・脱字等のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① 改正規定(改め文)中の改正箇所を示す「(条、項等)中」及び「同(条、項等)」の用い方は適当か。 


② 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、改正箇所を示す「改正規定中」が漏れていないか。 


③ 文言等の改正を順次行う場合において、改正規定(改め文)中の「改め」、「加え」又は「削り」の欠落はな


いか。 


④ 同音異義語(ワープロ変換の誤り)はないか。 


(例) 「異義」・「異議」、「課す」・「科す」、「期間」・「機関」、「聴く」・「聞く」、「権」・「件」、


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


 


１ 目次、章(節等)の構成、条名、項番号等の連続性、見出し等全体についての概括的なチェックを行うこと。  


［要点］ 


① 章（節等）の区切りの位置に誤りはないか。 


② 章（節等）中の条数に応じ、目次中の「・」又は「－」の記号は適当か。特に、章（節等）中の中間の枝番


の条の追加又は削除に留意すること。 


③ 条名、項番号等は連続しているか。 


④ 枝番の最後のものについて、「第○条の○ 削除」としていないか。 


⑤ 見出しの改正漏れや欠落はないか。 


⑥ 章(節等)が一条のみで構成される場合に、当該条に章(節等)名と重複する見出しを付していないか。 


⑦ 振り仮名（ルビ）の付し方は改正対象法令の全体を通じて適当か。 


 


２ 配字のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① １行４８文字１ページ１３行となっているか。不要な禁則処理をしていないか。 


 


 


② 条建ての改正規定は、一字下がりとなることに留意すること。 


（新設） 


③ 表の上下の罫線の位置は正しいか。 


④ 目次、表等の改正部分を図示する場合の「」の位置は正しいか。 


⑤ その他配字全般が適正であることを確認すること。 


 


３ 片仮名法令の改正、項番号のない規定の改正等特殊なルールがあるものについては、それに従っているかをチ


ェックすること。    


 


（新設） 


 


 


（新設） 


 


 


４ 誤字・脱字等のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① 改正規定(改め文)中の改正箇所を示す「(条、項等)中」及び「同(条、項等)」の用い方は適当か。 


② 一部改正法の改正規定を改正する場合において、改正箇所を示す「改正規定中」が漏れていないか。 


③ 文言等の改正を順次行う場合において、改正規定(改め文)中の「改め」、「加え」又は「削り」の欠落はな


いか。 


④ 同音異義語(ワープロ変換の誤り)はないか。 


(例) 「異義」・「異議」、「課す」・「科す」、「期間」・「機関」、「聴く」・「聞く」、「権」・「件」、
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「更正」・「更生」、「睡」・「酔」、「多数」・「他数」、「適正」・「適性」等 


⑤ 類似文字、類義語の誤りはないか。 


(例) 「末」・「未」、「懲」・「徴」、「資金」・「基金」、「推進」・「促進」、「認可」・「許可」等    


⑥ 見落としやすい脱字はないか。 


(例) 「第」、「条」、「項」、枝番の条名中の「の」等の文字、「…こと。」、「…とき。」及び「…以下同


じ。）」における「。」等 


⑦ 見落としやすい重複はないか。この場合において、溶け込み後の条文についてワープロソフトの校正機能


を有効に利用して誤字脱字等の検出をすること。 


(例) 「第第」、「ととともに」等 


⑧ 拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の大小に誤りはないか。 


⑨ 送り仮名の誤りはないか。 


(例) 「行う」・「行なう」等 


⑩ 片仮名法令を引用する場合の表記の誤りはないか。 


(例)  件名には平仮名を用い、枝番の条名中の「ノ」、引用する文言等は片仮名を用いること等 


⑪ なお、法令名、法令番号、年月日、金額及び割合の誤記は見逃しやすいので留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法に条を追加し、その中でＢ法の規定を読み替えて準用する際、読替先の文言について、「Ａ法第Ｘ条


第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又はＡ法第Ｚ条の規定による・・・」とすべきところ、「Ａ法第Ｘ条第


二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又は同法第Ｚ条の規定による・・・」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の別表中の規定を改める際、『別表第三第Ｙ号中「○○」を「△△」に改


め、同表第三第Ｚ号中「××」を「□□」に改める。』とすべきところ、「改め」という文言を書き漏らし


てしまった。 


 


例３ 「多数の人」とすべきところ、「他数の人」と表記してしまった。 


 


例４ 「懲役」とすべきところ、「徴役」と表記してしまった。 


 


例５ 「○○未満」とすべきところ、「○○末満」と表記してしまった。 


 


例６ 「同法第二十三条の二の二十第一項」とすべきところ、「同法第二十三の二の二十第一項」と、「条」


の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例７ 目次中の条名を改める際、「第Ｘ条の二の十三」とすべきところ、「第Ｘ条二の十三」と、「の」の１文


字を書き漏らしてしまった。 


 


例８ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改め先の文言について、「同法第Ｙ条第一号」とすべ


きところ、「同法Ｙ条第一号」と、「第」の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例９ 「○○原料製造業者」とすべきところ、「○○原料製業者」と、「造」の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


「更正」・「更生」、「睡」・「酔」、「多数」・「他数」、「適正」・「適性」等 


⑤ 類似文字、類義語の誤りはないか。 


(例) 「末」・「未」、「懲」・「徴」、「資金」・「基金」、「推進」・「促進」、「認可」・「許可」等    


⑥ 見落としやすい脱字はないか。 


(例) 「第」、「条」、「項」、枝番の条名中の「の」等の文字、「…こと。」、「…とき。」及び「…以下同


じ。）」における「。」等 


⑦ 見落としやすい重複はないか。 


(例) 「第第」、「ととともに」等 


 


⑧ 拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の大小に誤りはないか。 


⑨ 送り仮名の誤りはないか。 


(例) 「行う」・「行なう」等 


⑩ 片仮名法令を引用する場合の表記の誤りはないか。 


(例)  件名には平仮名を用い、枝番の条名中の「ノ」、引用する文言等は片仮名を用いること等 


⑪ なお、法令名、法令番号、年月日、金額及び割合の誤記は見逃しやすいので留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法に条を追加し、その中でＢ法の規定を読み替えて準用する際、読替先の文言について、「Ａ法第Ｘ条


第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又はＡ法第Ｚ条の規定による・・・」とすべきところ、「Ａ法第Ｘ条第


二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又は同法第Ｚ条の規定による・・・」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の別表中の規定を改める際、『別表第三第Ｙ号中「○○」を「△△」に改


め、同表第三第Ｚ号中「××」を「□□」に改める。』とすべきところ、「改め」という文言を書き漏らし


てしまった。 


 


例３ 「多数の人」とすべきところ、「他数の人」と表記してしまった。 


 


例４ 「懲役」とすべきところ、「徴役」と表記してしまった。 


 


例５ 「○○未満」とすべきところ、「○○末満」と表記してしまった。 


 


 （新設） 


 


 


例６ 目次中の条名を改める際、「第Ｘ条の二の十三」とすべきところ、「第Ｘ条二の十三」と、「の」の１文


字を書き漏らしてしまった。 


 


例７ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改め先の文言について、「同法第Ｙ条第一号」とすべ


きところ、「同法Ｙ条第一号」と、「第」の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例８ 「○○原料製造業者」とすべきところ、「○○原料製業者」と、「造」の１文字を書き漏らしてしまった。 
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例１０ 「意見を聴くとともに」とすべきところ、「意見を聴くととともに」と、「と」の１文字を余分に記載


してしまった。 


 


例１１ 「若しくは」とすべきところ、「若ししくは」と、「し」の１文字を余分に記載してしまった（「若


し」のところで改行されていたもの。）。 


 


例１２ 平成元年以後に立案されたＡ法（促音小書き）の附則第Ｘ条において、昭和６３年以前に立法されたＢ


法（促音小書きせず）の規定を改める際、改め先の文言について、「あつては」とすべきところ、「あっ


ては」と表記してしまった。 


  


例１３ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、「・・・の整備の促進に関する特別措置法」という 


Ｂ法の題名の表記に当たり、「・・・の促進に関する特別措置法」と、「の整備」という文言を書き漏ら


してしまった。 


 


例１４ 「労働者」（の健康の保持に及ぼす）とすべきところ、「労働省」（の健康の保持に及ぼす）として


しまった。 


 


例１５ 罰則規定において、「一年以下」（の懲役）とすべきところ、「一年以上」（の懲役）としてしまっ


た。 


 


例９ 「意見を聴くとともに」とすべきところ、「意見を聴くととともに」と、「と」の１文字を余分に記載し


てしまった。 


 


 （新設） 


 


 


例１０ 平成元年以後に立案されたＡ法（促音小書き）の附則第Ｘ条において、昭和６３年以前に立法されたＢ


法（促音小書きせず）の規定を改める際、改め先の文言について、「あつては」とすべきところ、「あって


は」と表記してしまった。 


 


例１１ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、「・・・の整備の促進に関する特別措置法」という


Ｂ法の題名の表記に当たり、「・・・の促進に関する特別措置法」と、「の整備」という文言を書き漏らし


てしまった。 


 


（新設） 


 


 


（新設） 
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


  


提　出　日　時


月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


①


②


2


①


②


③


④


⑤


3


①


②


③


4


①


②


③


④


⑤


⑥


5


①


（注１）


（注２）


（注３）


用語の整備


削除後の文意


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


チェックポイント


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


別添


官　職 ・ 氏　名所　属


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


立案担当部局チェック


句読点の誤り


読替規定・表の確認


溶け込みの正確性


改正条項の確認


改正規定の特定の正確性


府省名


官職・氏名 月日 官職・氏名 月日


複層的チェック


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


括弧の開閉


溶け込み後の文意


システムでの溶け込みチェック


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


改め元の文言の不一致


法
案
名


項目
要点 判明した誤り


別紙１　文言の改正に伴うチェック


誤りチェックシート


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


複層的チェック
実施責任者


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）


意図しない一致


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


引用規定の特定の正確性
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


  


手引　別紙２


別紙２　規定の追加等に伴うチェック


1


①


②


2


①


②


③


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


（注１）


（注２）


（注３）


誤りチェックシート


立案担当責任者


新たに追加した条文における引用
条項の正確性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


複層的チェック
統括責任者


章名等の明記（条項の場合）


　　　同上　　 （節等の場合）


目次の改正漏れ


追加等に伴う付け直し


法令名、定義語等の追加等に伴う
縦断的チェック


章等の追加等に伴う「前章」等の改
正の必要性


チェックポイント


立案担当部局チェック


処理の基本的ルール


氏　名


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


規定の追加、削除又は移動


複層的チェック


追加等に伴う上記以外の引用関係
の整合性（「第○条から第△条ま
で」等）


他の引用法令における引用関係の
整合性


項建ての存否に伴う「第○項」の適
否


官職・氏名 月日官職・氏名


追加等に伴う引用関係の誤り


月日


「前条」、「次条」等に改正する必要
性


章名を付する場合等


冒頭、末尾における追加等


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


別添


判明した誤り


共通見出しの処理


所　属


「前条」「次条」「前○条」等を改正す
る必要性


新たに引用する規定の特定の正確
性


項目
要点


法
案
名
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


  


手引　別紙３～５


別紙３　縦断的チェック


1


①


②


③


2


①


②


③


④


別紙４　準用規定のチェック


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


別紙５　施行期日のチェック


①


②


③


（注１）


（注２）


（注３）


他法改正との調整規定の必要性


項目
要点


官職・氏名


他法令の規定の引用における法令
名、「同法」等の記載の正確性


他法令の規定の読替における定義
語・略称、法令番号等の記載の正
確性


孫準用の関係の明記


対象規定の適切なグルーピング


読替対照表による文言の確認


別添


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


法
案
名


定義語・略称の縦断的チェック


定義語・略称に重複・混乱がないか


定義規定等の削除に伴う付け替え


定義語・略称の適用範囲・必要性
の確認


法令番号の縦断的チェック


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


法令名削除に伴う法令番号の付け
替え


附則における法令名の記載等


改正対象法令以外での定義語・略
称の不用意な使用


分かりにくい準用読替規定の回避


読替後の規定中の「同法」、「及
び」、「又は」等の用法の正確性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


判明した誤り


月日月日


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）


引用する規定に本改正による文言
の改正、移動等がないかの確認


読替規定を置く必要性


読替元の文言を改正する必要性


「　」の開閉、「、」の要否


制度実施に必要な準備規定の施行
期日


複層的チェック


法令番号の付け忘れ


立案担当部局チェック


官職・氏名
チェックポイント


所　属 氏　名


複層的チェック
統括責任者


立案担当責任者


誤りチェックシート


府省名


複層的チェック
実施責任者
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


  


手引　別紙６


別紙６　その他の形式的事項のチェック


1


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


2


①


②


③


④


⑤


⑥


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


⑪


（注１）


（注２）


（注３）


一部改正法令の改正のおける案文
の初字の位置


法
案
名


複層的チェック


判明した誤り


官職・氏名 月日


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


府省名 所　属


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


別添


項目
要点


チェックポイント
官職・氏名 月日


立案担当部局チェック


氏　名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


項番号のない条文の項の初字の位
置


一条のみで構成される章等の見出
し


振り仮名（ルビ）の付け方


配字のチェック


ワープロソフトの所定の禁則処理等
の設定


条名、項番号等の連続性


枝番の最後での「第○条の○　削
除」


見出しの改正漏れ、欠落


概括的なチェック


章等の区切りの位置


目次中の「・」、「－」の記号


条建ての改正の場合の配字


表の上下の罫線の位置


目次、表等を改正する場合の「　」の
位置


その他配字全般


特殊なルールによる改正のチェック


誤字・脱字等のチェック


改め文の改正箇所を示す「条中」、
「同条」等の用法


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


拗音、促音の大小の誤り


送り仮名の誤り


片仮名法令を引用する場合の表記


法令名、法令番号、年月日、金額及
び割合の誤記


ワープロ変換等による同音異義語
の誤り


類似文字、類義語の誤り


一部改正法令の改正における「改
正規定中」の記載
改正規定中の「改め」、「加え」、「削
り」の欠落


重複（「第第」、「ととともに」等）


脱字（枝番中の「の」等）


誤りチェックシート
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


 


提　出　日　時


月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


① レ レ
②


2


① レ レ
② レ レ 第○条で「各号列記以外の部分」との特定が抜けていた。


③ レ レ
④


⑤


3


① レ レ
②


③ レ レ
4


① レ レ
② レ レ
③ レ レ
④ レ レ
⑤


⑥ レ レ
5


① レ レ
（注１）


（注２）


（注３）


別添


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


複層的チェック


判明した誤り○○係長
○○　○○


○月○日


別紙１　文言の改正に伴うチェック


立案担当部局チェック


句読点の誤り


引用規定の特定の正確性


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


月日


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


複層的チェック
実施責任者


大臣官房○○課


官　職 ・ 氏　名


課長補佐・○○　○○


所　属


○○局○○課 課長補佐・○○　○○


大臣官房○○課 課長・○○　○○


府省名


及び並びに・又は若しくは


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


用語の整備


新規の「同法」等の確認


意図しない一致


○○○法の一部を改正する法律案
例（第○条　△△法の一部を改正する法律案部分）
　  （第１条～第２０条部分）


部長説明日（　○月○日（火）　）、閣議付議予定日（　○月○日（金）　）


月日


法
案
名


項目
要点


官職・氏名


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


○○省


○月○日


チェックポイント


溶け込み後の文意


システムでの溶け込みチェック


官職・氏名


○○係員
○○　○○


溶け込みの正確性


改正条項の確認


改正規定の特定の正確性


枝番（孫番）の誤記


読替規定・表の確認


削除後の文意


誤りチェックシート


○


○


○
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法令案における誤りの防止について（手引） 新旧対照表 
 
 


改正案 現行 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等 


(1) 官報等の基礎資料の整理 


   当局における審査は、現行日本法規若しくはその電子版のスーパー法令ウェブ又は法制執務業務支援システ


ム（e-LAWS）（以下「現行日本法規等」という。）に登載された法令の規定をベースに行うが、その改正法令


が未施行であることや加除・データ更新の時期等によって、審査の時点で、現行日本法規等に本改正(今回行


おうとしている改正をいう。以下同じ。)の前提とすべき改正対象法令（附則により改正する他の法令を含む。


以下同じ。)並びに立案及び審査の過程で参照する他の法令（以下「改正対象法令等」という。）の規定が反映


されていない場合も少なくない。このような場合、立案府省庁等において、現行日本法規等に反映されていな


い改正対象法令等の改正について、官報又は法案(正誤を含む。以下「官報等」という。)によって、当該改正


の内容及び施行期日を確認した上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施した官報等の写し及び②


施行期日ごとの新旧対照表を作成し、立案及び審査のための基礎資料として準備すること。 


  また、現行日本法規等では附則の一部が省略されているので、附則の規定について追加、削除又は移動をす


る等の改正を行うときは、本改正の前提とすべき当該附則の条文を確認するため、当該附則の改正履歴等を確


認できる関係部分にマークを施した官報等の写しを、立案及び審査のための基礎資料として準備すること。 


 


  ［留意点］ （略） 


 


(2) 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認（審査用の参照条文の作成） 


立案府省庁等において、審査用の参照条文として、現行日本法規等に登載された改正対象法令等の規定の未


反映部分を(1)の基礎資料で補完したものを作成し、審査担当参事官に提出するとともに、３の形式的事項の誤


りを防止するためのチェックに活用すること。 


  ［留意点］ 


〇 審査用の参照条文として作成する改正対象法令等の規定の範囲、編さん方法等については、審査担当参


事官の指示によること。この場合において、その趣旨及び目的に照らし、分量が不必要に膨大なものとな


らないようにすること。 


○ 審査用の参照条文の改正対象法令等の規定には、いつ時点の規定であるかを付記すること。 


○ スーパー法令ウェブ又は法制執務業務支援システム（e-LAWS）を用いる場合、いつ時点の条文データを


出力しているか選択を誤らないよう注意すること。また、原則として、出力された条文データの加工（不


要な条項等の削除、各条の後に記載されている改正履歴の削除等）は行わず、出力された体裁（ページ割）


のまま印刷し、必要に応じて関係部分にマークを施す等して作成すること。表について本来存在しない罫


線が表示されるなど現行日本法規や官報と異なる体裁で表示がされてしまう場合があることに注意する


こと。 


 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等 


(1) 官報等の基礎資料の整理 


   当局における審査は、現行日本法規又はその電子版のスーパー法令ウェブに登載された法令の規定をベース


に行っているが、その改正法令が未施行であることや加除・データ更新の時期等によって、審査の時点で、現


行日本法規又はスーパー法令ウェブに本改正(今回行おうとしている改正をいう。以下同じ。)の前提とすべき


改正対象法令（附則により改正する他の法令を含む。以下同じ。)並びに立案及び審査の過程で参照する他の


法令（以下「改正対象法令等」という。）の規定が反映されていない場合も少なくない。このような場合、立


案府省庁等において、現行日本法規又はスーパー法令ウェブに反映されていない改正対象法令等の改正につい


て、官報又は法案(正誤を含む。以下「官報等」という。)によって、当該改正の内容及び施行期日を確認した


上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施した官報等の写し及び②施行期日ごとの新旧対照表を作


成し、立案及び審査のための基礎資料として準備すること。 


  また、現行日本法規又はスーパー法令ウェブでは附則の一部が省略されているので、附則の規定について追


加、削除又は移動をする等の改正を行うときは、本改正の前提とすべき当該附則の条文を確認するため、当該


附則の改正履歴等を確認できる関係部分にマークを施した官報等の写しを、立案及び審査のための基礎資料と


して準備すること。 


  ［留意点］ （略） 


 


(2) 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認（審査用の参照条文の作成） 


立案府省庁等において、審査用の参照条文として、現行日本法規又はスーパー法令ウェブに登載された改正


対象法令等の規定の未反映部分を(1)の基礎資料で補完したものを作成し、審査担当参事官に提出するととも


に、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックに活用すること。 


  ［留意点］ 


〇 審査用の参照条文として作成する改正対象法令等の規定の範囲、編さん方法等については、審査担当参


事官の指示によること。この場合において、その趣旨及び目的に照らし、分量が不必要に膨大なものとな


らないようにすること。 


○ 審査用の参照条文の改正対象法令等の規定には、いつ時点の規定であるかを付記すること。 


○ スーパー法令ウェブを用いる場合、いつ時点の条文データを出力しているか選択を誤らないよう注意す


ること。また、原則として、出力された条文データの加工（不要な条項等の削除、各条の後に記載されて


いる改正履歴の削除等）は行わず、出力された体裁（ページ割）のまま印刷し、必要に応じて関係部分に


マークを施す等して作成すること。表については、本来存在しない罫線が表示されてしまうこと等に注意


すること。 


 


 
 

















　


提　出　日　時
月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


①


②


2


①


②


③


④


⑤


3


①


②


③


4


①


②


③


④


⑤


⑥


5


①


（注１）


（注２）


（注３）


別添誤りチェックシート


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


府省名 所　属 官　職 ・ 氏　名


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


意図しない一致


句読点の誤り


読替規定・表の確認


用語の整備


溶け込みの正確性


溶け込み後の文意


別紙１　文言の改正に伴うチェック


改正規定の特定の正確性


改正条項の確認


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


引用規定の特定の正確性


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


削除後の文意


システムでの溶け込みチェック


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。
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手引　別紙２


別紙２　規定の追加等に伴うチェック


1


①


②


2


①


②


③


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


（注１）


（注２）


（注３）


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


別添誤りチェックシート


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


目次の改正漏れ


共通見出しの処理


追加等に伴う付け直し


追加等に伴う引用関係の誤り


「前条」「次条」「前○条」等を改正す
る必要性


「前条」、「次条」等に改正する必要
性


規定の追加、削除又は移動


処理の基本的ルール


章名を付する場合等


冒頭、末尾における追加等


章名等の明記（条項の場合）


　　　同上　　 （節等の場合）


新たに追加した条文における引用
条項の正確性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


章等の追加等に伴う「前章」等の改
正の必要性


追加等に伴う上記以外の引用関係
の整合性（「第○条から第△条ま
で」等）


他の引用法令における引用関係の
整合性


項建ての存否に伴う「第○項」の適
否


法令名、定義語等の追加等に伴う
縦断的チェック


新たに引用する規定の特定の正確
性
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手引　別紙３～５


別紙３　縦断的チェック


1


①


②


③


2


①


②


③


④


別紙４　準用規定のチェック


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


別紙５　施行期日のチェック


①


②


③


（注１）


（注２）


（注３）


別添誤りチェックシート


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


定義規定等の削除に伴う付け替え


定義語・略称の適用範囲・必要性の
確認


改正対象法令以外での定義語・略
称の不用意な使用


分かりにくい準用読替規定の回避


引用する規定に本改正による文言
の改正、移動等がないかの確認


読替規定を置く必要性


法令番号の縦断的チェック


法令番号の付け忘れ


法令名削除に伴う法令番号の付け
替え


附則における法令名の記載等


定義語・略称の縦断的チェック


定義語・略称に重複・混乱がないか


孫準用の関係の明記


対象規定の適切なグルーピング


制度実施に必要な準備規定の施行
期日


他法改正との調整規定の必要性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


読替元の文言を改正する必要性


「　」の開閉、「、」の要否


読替対照表による文言の確認


読替後の規定中の「同法」、「及
び」、「又は」等の用法の正確性


他法令の規定の引用における法令
名、「同法」等の記載の正確性


他法令の規定の読替における定義
語・略称、法令番号等の記載の正
確性


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。
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手引　別紙６


別紙６　その他の形式的事項のチェック


1


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


2


①


②


③


④


⑤


⑥


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


⑪


（注１）


（注２）


（注３）


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


別添誤りチェックシート


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


概括的なチェック


章等の区切りの位置


目次中の「・」、「－」の記号


条名、項番号等の連続性


枝番の最後での「第○条の○　削
除」


見出しの改正漏れ、欠落


官職・氏名 月日


判明した誤り


表の上下の罫線の位置


目次、表等を改正する場合の「　」の
位置


その他配字全般


特殊なルールによる改正のチェック


項番号のない条文の項の初字の位
置


誤字・脱字等のチェック


一条のみで構成される章等の見出
し


振り仮名（ルビ）の付け方


配字のチェック


ワープロソフトの所定の禁則処理等
の設定


条建ての改正の場合の配字


一部改正法令の改正のおける案文
の初字の位置


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


重複（「第第」、「ととともに」等）


拗音、促音の大小の誤り


送り仮名の誤り


片仮名法令を引用する場合の表記


法令名、法令番号、年月日、金額及
び割合の誤記


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


改め文の改正箇所を示す「条中」、
「同条」等の用法
一部改正法令の改正における「改
正規定中」の記載
改正規定中の「改め」、「加え」、「削
り」の欠落
ワープロ変換等による同音異義語
の誤り


類似文字、類義語の誤り


脱字（枝番中の「の」等）
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提　出　日　時
月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


① レ レ
②


2


① レ レ
② レ レ 第○条で「各号列記以外の部分」との特定が抜けていた。


③ レ レ
④


⑤


3


① レ レ
②


③ レ レ
4


① レ レ
② レ レ
③ レ レ
④ レ レ
⑤


⑥ レ レ
5


① レ レ
（注１）


（注２）


（注３）


別添誤りチェックシート


○ ○
○


府省名 ○○省 所　属 官　職 ・ 氏　名


○○係員
○○　○○


複層的チェック
統括責任者


大臣官房○○課 課長・○○　○○


部長説明日（　○月○日（火）　）、閣議付議予定日（　○月○日（金）　）
複層的チェック
実施責任者


大臣官房○○課 課長補佐・○○　○○


法
案
名


○○○法の一部を改正する法律案
例（第○条　△△法の一部を改正する法律案部分）
　  （第１条～第２０条部分）


立案担当責任者 ○○局○○課 課長補佐・○○　○○


読替規定・表の確認


○月○日
○○係長


○○　○○
○月○日


別紙１　文言の改正に伴うチェック


改正規定の特定の正確性


改正条項の確認


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日 官職・氏名 月日


判明した誤り


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


意図しない一致


句読点の誤り


引用規定の特定の正確性


用語の整備


溶け込みの正確性


溶け込み後の文意


削除後の文意


システムでの溶け込みチェック


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。
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法令案における誤りの防止について（手引）の改正のポイント 


 


 


【基本的な考え方】 


立案府省庁等における法令案の誤り防止のための複層的チェックの実態調査、こ


れまでに実際に発生した法令案の誤りの原因等を踏まえて、主として、次の観点に


ついて記述を強化 


・ 当局及び立案府省庁等における誤り防止のためのチェックをより実効的なものと


するための留意事項 


・ 法令審査支援システムの活用 


・ 印刷物における誤り防止のための留意事項 


 


 


【改正のポイント】 


１ 当局及び立案府省庁等における誤り防止のためのチェックをより実効的なものと


するための留意事項 


 


［立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等］ 


〇 スーパー法令ウェブの使用を明記（現行：現行日本法規のみ） 


 


〇 実務を踏まえて、審査用の参照条文の作成、提出及び使用を明記 


 


［当局及び立案府省庁等におけるチェック］ 


〇 複層的チェックの統括責任者（管理職）及び実施責任者（補佐クラス）を審査担当


参事官に通知することとする。（現行：統括責任者のみ） 


〇 審査担当参事官のより積極的な役割を記述 


 


〇 実務を踏まえて、審査の節目における全体チェックについて記述 


〇 部長了（正式各省協議前後）の段階及び当局の実質的審査終了の段階では、必


ず全体チェック及び複層的チェックを行うこととし、法案については結果を審査


担当参事官に提出することを明記 


〇 誤りチェックシートを手引に明記 


 







審査の節目 チェック 結果提出（法案のみ） 


 


参事官審査の適切な段階 


 


全体チェック 


 


－ 


 


部長了（正式各省協議前後） 


 


全体チェック 


複層的チェック 


 


誤りチェックシート 


システム点検結果一覧 


 


実質的審査終了後 


全体チェック 


複層的チェック 


 


誤りチェックシート 


システム点検結果一覧 


 


［その他］ 


〇 新旧対照表の正確性の確保について記述 


 


〇 平成１６年以降の誤り事例をチェックポイントの事例に追加 


 


〇 ワープロソフトの検索機能、校正機能の利用について記述 


 


 


２ 法令審査支援システムの活用 


 


〇 法令案（改め文）の形式的事項のチェックについては、人の目によるチェックに加


えて、法令審査支援システムを活用することを明記 


 


〇 部長了（正式各省協議前後）の段階及び当局の実質的審査終了後の段階では、


必ず法令審査支援システムによるチェックを行うこととし、法案については結果


を審査担当参事官に提出することを明記 


 


 


３ 印刷物における誤り防止のための留意事項 


 


〇 印刷物の校正刷りについて、読み合わせを実施することを明記 


 


〇 当局における読み合わせについて、必ず３名以上で実施すること等を明記 








　


提　出　日　時
月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


①


②


2


①


②


③


④


⑤


3


①


②


③


4


①


②


③


④


⑤


⑥


5


①


（注１）


（注２）


（注３）


別添誤りチェックシート


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


府省名 所　属 官　職 ・ 氏　名


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


意図しない一致


句読点の誤り


読替規定・表の確認


用語の整備


溶け込みの正確性


溶け込み後の文意


別紙１　文言の改正に伴うチェック


改正規定の特定の正確性


改正条項の確認


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


引用規定の特定の正確性


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


削除後の文意


システムでの溶け込みチェック


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。
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手引　別紙２


別紙２　規定の追加等に伴うチェック


1


①


②


2


①


②


③


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


（注１）


（注２）


（注３）


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


別添誤りチェックシート


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


目次の改正漏れ


共通見出しの処理


追加等に伴う付け直し


追加等に伴う引用関係の誤り


「前条」「次条」「前○条」等を改正す
る必要性


「前条」、「次条」等に改正する必要
性


規定の追加、削除又は移動


処理の基本的ルール


章名を付する場合等


冒頭、末尾における追加等


章名等の明記（条項の場合）


　　　同上　　 （節等の場合）


新たに追加した条文における引用
条項の正確性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


章等の追加等に伴う「前章」等の改
正の必要性


追加等に伴う上記以外の引用関係
の整合性（「第○条から第△条ま
で」等）


他の引用法令における引用関係の
整合性


項建ての存否に伴う「第○項」の適
否


法令名、定義語等の追加等に伴う
縦断的チェック


新たに引用する規定の特定の正確
性
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手引　別紙３～５


別紙３　縦断的チェック


1


①


②


③


2


①


②


③


④


別紙４　準用規定のチェック


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


別紙５　施行期日のチェック


①


②


③


（注１）


（注２）


（注３）


別添誤りチェックシート


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


定義規定等の削除に伴う付け替え


定義語・略称の適用範囲・必要性の
確認


改正対象法令以外での定義語・略
称の不用意な使用


分かりにくい準用読替規定の回避


引用する規定に本改正による文言
の改正、移動等がないかの確認


読替規定を置く必要性


法令番号の縦断的チェック


法令番号の付け忘れ


法令名削除に伴う法令番号の付け
替え


附則における法令名の記載等


定義語・略称の縦断的チェック


定義語・略称に重複・混乱がないか


孫準用の関係の明記


対象規定の適切なグルーピング


制度実施に必要な準備規定の施行
期日


他法改正との調整規定の必要性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


読替元の文言を改正する必要性


「　」の開閉、「、」の要否


読替対照表による文言の確認


読替後の規定中の「同法」、「及
び」、「又は」等の用法の正確性


他法令の規定の引用における法令
名、「同法」等の記載の正確性


他法令の規定の読替における定義
語・略称、法令番号等の記載の正
確性


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。
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手引　別紙６


別紙６　その他の形式的事項のチェック


1


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


2


①


②


③


④


⑤


⑥


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


⑪


（注１）


（注２）


（注３）


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


別添誤りチェックシート


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


概括的なチェック


章等の区切りの位置


目次中の「・」、「－」の記号


条名、項番号等の連続性


枝番の最後での「第○条の○　削
除」


見出しの改正漏れ、欠落


官職・氏名 月日


判明した誤り


表の上下の罫線の位置


目次、表等を改正する場合の「　」の
位置


その他配字全般


特殊なルールによる改正のチェック


項番号のない条文の項の初字の位
置


誤字・脱字等のチェック


一条のみで構成される章等の見出
し


振り仮名（ルビ）の付け方


配字のチェック


ワープロソフトの所定の禁則処理等
の設定


条建ての改正の場合の配字


一部改正法令の改正のおける案文
の初字の位置


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


重複（「第第」、「ととともに」等）


拗音、促音の大小の誤り


送り仮名の誤り


片仮名法令を引用する場合の表記


法令名、法令番号、年月日、金額及
び割合の誤記


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


改め文の改正箇所を示す「条中」、
「同条」等の用法
一部改正法令の改正における「改
正規定中」の記載
改正規定中の「改め」、「加え」、「削
り」の欠落
ワープロ変換等による同音異義語
の誤り


類似文字、類義語の誤り


脱字（枝番中の「の」等）
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提　出　日　時
月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


① レ レ
②


2


① レ レ
② レ レ 第○条で「各号列記以外の部分」との特定が抜けていた。


③ レ レ
④


⑤


3


① レ レ
②


③ レ レ
4


① レ レ
② レ レ
③ レ レ
④ レ レ
⑤


⑥ レ レ
5


① レ レ
（注１）


（注２）


（注３）


別添誤りチェックシート


○ ○
○


府省名 ○○省 所　属 官　職 ・ 氏　名


○○係員
○○　○○


複層的チェック
統括責任者


大臣官房○○課 課長・○○　○○


部長説明日（　○月○日（火）　）、閣議付議予定日（　○月○日（金）　）
複層的チェック
実施責任者


大臣官房○○課 課長補佐・○○　○○


法
案
名


○○○法の一部を改正する法律案
例（第○条　△△法の一部を改正する法律案部分）
　  （第１条～第２０条部分）


立案担当責任者 ○○局○○課 課長補佐・○○　○○


読替規定・表の確認


○月○日
○○係長


○○　○○
○月○日


別紙１　文言の改正に伴うチェック


改正規定の特定の正確性


改正条項の確認


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日 官職・氏名 月日


判明した誤り


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


意図しない一致


句読点の誤り


引用規定の特定の正確性


用語の整備


溶け込みの正確性


溶け込み後の文意


削除後の文意


システムでの溶け込みチェック


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。
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法案誤り等再発防止プロジェクトチーム（第１回）  


 


令和３年３月 31 日（水）  


15時 30分～16時10分 


総理大臣官邸大会議室 


 


１． 開会 


 


２． 現状報告等 


 


３． 法令審査支援システム、e-LAWS、法令印刷の現状と課題 


 


４． 意見交換 


 


５． 閉会 


 


 


（配付資料） 


資料１  法案誤り等再発防止プロジェクトチームの開催について 


資料２  内閣提出法律案及び条約の再点検の結果について 


（内閣官房内閣総務官室提出資料） 


資料３  法令案における誤り防止について（内閣法制局提出資料） 


資料４  デジタル改革関連法案における資料誤り等の当面の再発防 


止策（内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室提出資料） 


資料５  法令審査支援システムの機能概要（内閣法制局提出資料） 


資料６  法制執務業務支援システム（e-LAWS）の概要 


（総務省行政管理局提出資料） 


資料７  法令印刷の現状と課題（国立印刷局提出資料） 


   













法令案における誤りの防止について（手引）


（改訂版）


令和３年１２月


内 閣 法 制 局







目 次


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 ・・・・・・・ １


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等 ・・・ ３


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 ・・・・・・・・・・ ５


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック ・・・・・・・・ １０


４ 法案提出後におけるフォロー等 ・・・・・・・・・・・・・・ １１


別紙１ 文言の改正に伴うチェック ・・・・・・・・・・・・・・・ １２


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック ・・・・・・・・ １７


別紙３ 縦断的チェック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２


別紙４ 準用規定のチェック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４


別紙５ 施行期日のチェック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６


別紙６ その他の形式的事項のチェック ・・・・・・・・・・・・・ ２７


別添 誤りチェックシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１
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法令案における誤りの防止について（手引）


平成１６年 ８月３０日


内 閣 法 制 局


改正 平成１６年１２月 ９日


改正 令和 ３年 ９月１３日


改正 令和 ３年１２月２４日


内閣提出の法案及び政令案（以下「法令案」という ）における誤りの防止。


について、当局では、第１５９回国会で成立した国民年金法等の一部を改正す


る法律(平成１６年法律第１０４号)について、法案の形式的事項に多数の誤り


があり、公布後において官報による正誤処理をせざるを得なかったこと等を契


機として、平成１６年にこの手引を作成し、立案府省庁等と共にこれに従った


誤り防止策等を実践してきた。また、法令案における誤り防止のためのツール


の一つとして平成１８年に法令審査支援システムを導入し、立案府省庁等の利


、 。用にも供して 同システムによる法令案の形式的事項のチェックを行ってきた


こうした取組にもかかわらず、令和３年の第２０４回国会において、内閣提


出の４法案１条約に計１４件の形式的事項の誤りがあることが判明したこと


は、誠に遺憾である。法律等の条文は、国民の権利義務に関わることから、正


確性を十分に求められるものであり、内閣提出の法令案に形式的事項といえど


も誤りがあってはならない。今後同様の事態を生じることがないよう、改めて


当局と立案府省庁等とが連携して法令案における誤りの防止を図るための実効


的な態勢を確立し、継続的に取り組んでいく必要がある。


法令案における誤りの防止について、以下のように定める。なお、この手引


は、今後の実施状況等によりその内容に変更及び追加を行うことを予定してい


る。


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項


１ 予備審査が一時期に過度に集中することがないよう「法令協議に関する


申合せ(平成５年１月１８日各省庁文書・国会担当課長会議)」を徹底し、


常会に提出を予定する法案の予備審査については、非予算関連法案にあっ


ては１０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案にあって


は翌年１月上旬から開始するよう努めること。ただし、予算関連法案にあ


っても、予算案等の確定を待つことなく予備審査を行うことができる部分


については、１０月上旬から開始するよう努めること。


２ 政令案についても、できるだけ早期に準備をし、時間的余裕をもって審
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。 、 、査を行うことができるようにすること また １２月から翌年３月までは


常会に提出する法案の予備審査が集中することを踏まえ、いわゆる年度末


政令等この時期に審査が必須な政令案以外の審査は行わないように審査ス


ケジュールを組むこと。


３ 法令案の実質的事項についての審査を終えた後において形式的事項のチ


ェックに必要な時間を十分に確保することができるよう、当該法令案の閣


議付議の予定日を設定すること。


４ 立案府省庁等においては、当該法令案の立案担当部局による法令案のチ


ェックを強化することに加えて、これとは別に、立案担当部局以外の大臣


官房等の職員(必要に応じてその職務を行わせる他の部局等の職員を含


む。)が当該法令案の形式的事項について複層的チェックを行う態勢を確


立し、複層的チェックを行うこと。これに伴い、法令案ごとに、複層的チ


ェックの統括責任者（チェック要員の確保、その役割分担の決定、チェッ


クの実施状況の確認等を統括する管理職）及び実施責任者（実際にチェッ


ク要員によるチェック作業を指揮する補佐クラス）の官職及び氏名等を審


査担当参事官に通知すること。


５ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の


所管する法令の改正に及ぶ場合は、立案府省庁等における４の複層的チェ


ックのほか、当該法令を所管する他の府省庁等においても、当該法令の改


正について複層的チェックを行うこと。当該法令を所管する府省庁等にお


ける複層的チェックの統括責任者及び実施責任者の官職及び氏名等の通知


は、当該法令の改正の審査（下審査）を担当する参事官に行うこと。


６ 立案府省庁等においては、法令案の形式的事項のチェックに際し、法令


審査支援システムを活用すること。


７ 各府省庁等においては、法制実務の基本に関する研修を実施するなど、


法令案の形式的事項について的確なチェックを行うことができる職員の養


成に努めること。


８ 審査担当参事官は、その審査する法令案において必要な事項を自らチェ


ックするほか、立案府省庁等の立案担当部局の立案担当責任者並びに４又


は５によって通知を受けた複層的チェックの統括責任者及び実施責任者と


の連絡を密にして当該立案府省庁等における法令案のチェックの態勢、実


施状況等を把握するとともに、立案府省庁等から適時に複層的チェックの


誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧の提出


を受け、立案府省庁等において法令案の形式的事項のチェックが実効的に


行われていることを確認すること。
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９ なお、法令審査支援システムの機能強化等の法令案の形式的事項のチェ


ックにおけるＩＴ技術の利用の促進について、更に検討を進める。


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等


(1) 官報等の基礎資料の整理


当局における審査は、現行日本法規若しくはその電子版のスーパー法


令ウェブ又は法制執務業務支援システム（e-LAWS （以下「現行日本法）


規等」という ）に登載された法令の規定をベースに行うが、その改正。


法令が未施行であることや加除・データ更新の時期等によって、審査の


時点で、現行日本法規等に本改正(今回行おうとしている改正をいう。


以下同じ。)の前提とすべき改正対象法令（附則により改正する他の法


令を含む。以下同じ。)並びに立案及び審査の過程で参照する他の法令


（以下「改正対象法令等」という ）の規定が反映されていない場合も。


少なくない。このような場合、立案府省庁等において、現行日本法規等


に反映されていない改正対象法令等の改正について、官報又は法案(正


誤を含む。以下「官報等」という。)によって、当該改正の内容及び施


行期日を確認した上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施


した官報等の写し及び②施行期日ごとの新旧対照表を作成し、立案及び


審査のための基礎資料として準備すること。


また、現行日本法規等では附則の一部が省略されているので、附則の


規定について追加、削除又は移動をする等の改正を行うときは、本改正


の前提とすべき当該附則の条文を確認するため、当該附則の改正履歴等


を確認できる関係部分にマークを施した官報等の写しを、立案及び審査


のための基礎資料として準備すること。


［留意点］


○ 本改正の施行後に施行の予定となっている改正についても整理す


ること。


○ 数次の改正がある場合は、施行期日の順に従って整理すること。


○ 政令等により施行期日が定まるものについては、当該政令等の官


報等の写しを添付すること。また、施行期日が未定のものについて


は、施行の見込み時期について付記すること。


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案に


よる改正及び継続審議中の法案による改正に特に留意すること。


○ 一部改正法令の一部改正があることを見落とさないこと。
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○ 立案府省庁等においては、他の府省庁等の所管する法令による改


正対象法令等の改正予定の有無及びその内容について適時に所要の


照会を行い、改正予定の把握に遺漏がないようにすること。


○ 附則において改正する他の府省庁等の所管する法令に係る同様の


基礎資料についても、立案府省庁等において、当該法令を所管する


他の府省庁等の協力を得て取りまとめること。


○ なお、法令の改正履歴及び改正予定については、平素から、当該


法令を所管する府省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する


態勢を確立すること。また、共管法令の改正履歴及び改正予定につ


いては、その全体について、各共管府省庁等において情報を共有し


ておくこと。


(2) 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認（審査用の参


照条文の作成）


立案府省庁等において、審査用の参照条文として、現行日本法規等


に登載された改正対象法令等の規定の未反映部分を(1)の基礎資料で補


完したものを作成し、審査担当参事官に提出するとともに、３の形式的


事項の誤りを防止するためのチェックに活用すること。


［留意点］


〇 審査用の参照条文として作成する改正対象法令等の規定の範囲、


編さん方法等については、審査担当参事官の指示によること。この


場合において、その趣旨及び目的に照らし、分量が不必要に膨大な


ものとならないようにすること。


○ 審査用の参照条文の改正対象法令等の規定には、いつ時点の規定


であるかを付記すること。


○ スーパー法令ウェブ又は法制執務業務支援システム（e-LAWS）を


用いる場合、いつ時点の条文データを出力しているか選択を誤らな


いよう注意すること。また、原則として、出力された条文データの


加工（不要な条項等の削除、各条の後に記載されている改正履歴の


削除等）は行わず、出力された体裁（ページ割）のまま印刷し、必


要に応じて関係部分にマークを施す等して作成すること。表につい


て本来存在しない罫線が表示されるなど現行日本法規や官報と異な


る体裁で表示がされてしまう場合があることに注意すること。


(3) 引用法令の確認及び整理
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立案府省庁等において、改正対象法令を引用している他の法令の有無


を確認し、一覧表を作成するなどして整理すること。


［留意点］


○ 関係法令、従前の一部改正法令の附則(経過規定)等他の法令にお


ける引用について漏れなく把握すること。他の府省庁等の所管に係


る法令における引用については、立案府省庁等において適時に所要


、 、の照会を行うものとし 照会を受けた当該他の府省庁等においては


調査に遺漏がないようにすること。審査を経て改正対象法令が追加


された場合には、他の法令における当該改正対象法令の引用につい


て追加の照会を行うなどして漏れなく把握すること。


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案に


おける引用及び継続審議中の法案における引用に特に留意するこ


と。


○ なお、法令間の引用関係(引用し、又は引用される関係をいう。


以下同じ。)については、平素から、それぞれの法令を所管する府


省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する態勢を確立するこ


と。また、共管法令の引用関係については、その全体について、各


共管府省庁等において情報を共有しておくこと。


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等


(1) ワープロデータの的確な管理


立案府省庁等においては、立案及び審査の過程における法令案の修正


について、ワープロデータのバージョン管理を徹底するとともに、修正


入力の担当者を特定するなどして、ワープロデータの正確性を確保する


こと。


［留意点］


○ いつどの部分を修正したかが把握できるようにしておくこと。


(2) 法令審査支援システムの活用


立案府省庁等においては、３の形式的事項の誤りを防止するためのチ


ェックを行うに当たって、人の目によるチェックに加えて、法令審査支


援システムを活用すること。


［留意点］


○ 溶け込ませ処理後の点検結果一覧の確認（エラーチェック）は、


担当者限りで対応の要否を判断するのではなく、担当者が立案担当
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責任者等の誤りチェックの責任者に説明して、当該責任者が判断す


るようにすること。疑義がある場合には、審査担当参事官に相談す


ること。


○ 法令審査支援システムは、表の改正、改正部分を図として引用す


る改正、一部改正法令の一部改正には対応していない。また、いわ


ゆる多段ロケット方式の二段目以降の改正には対応できない場合が


あることに留意すること。


○ また、法令審査支援システムは、人の目によるチェックを代替す


るものではなく、あくまでも補助的なものであることに留意するこ


と。


・ 既存の条項の移動と当該条項を引用する新たな条文の追加が同


時に行われる場合には、法令審査支援システムがその関係性をチ


ェックできないことがあるので、そのような場合には、特に条項


の引用関係の誤りを見逃さないよう人の目により注意して確認す


ること。


・ 読替規定の改正（改め元又は改め先の文言に対にならない「」


又は複数の「」が含まれる ）等改め文の構造が非常に複雑な場。


合には、その引用する文字列を法令審査支援システムが認識でき


ないことがあるので そのような場合には ワープロマクロの 改、 、 「


正対象文字列」のマーキング機能を利用するとともに、特に改め


元の文言の意図しない一致（誤ヒット）を見逃さないよう人の目


により注意して確認すること。


(3) 法令案のチェックにおける新旧対照表の扱い


新旧対照表は法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべ


きものではないことに留意すること。


［留意点］


○ 新旧対照表では、一般に、改正部分の前後の規定や引用関係にあ


る他の規定など本来直接参照して確認する必要がある規定が記載さ


れていないことが多く、また、それ自体が法令案の立案過程におい


て作成されたものであるから、法令案のチェックを行うための基礎


資料として用いるべきものではない。法令案（改め文）が誤った新


旧対照表と整合していたため、誤りを見逃してしまった事例がある


ので、注意すること。


○ 一方で、新旧対照表は正確なものでなければならないので、新旧
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対照表の旧（現行）の規定は審査用の参照条文で確認した当該改正


の施行時点における改正対象法令の規定により作成し、適時に新旧


対照表と法令案（改め文）及び審査用の参照条文との読み合わせを


行うなどして、その正確を期すこと。


(4) 審査担当参事官による審査の段階における全体チェックの実施


審査中の法令案について審査担当参事官による審査がある程度進展し


た適切な段階で、立案府省庁等において、法令案の全体について３の形


式的事項の誤りを防止するための立案担当部局によるチェック（全体チ


ェック）を行うこと。


［留意点］


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事


官と相談すること。


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェックが行われて


いる場合においても、常に新たな視点で形式的事項に特化したチェ


ックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェックは、３のチェックポイントに留


、 。 、意して 別添の誤りチェックシートを用いて実施すること その際


漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックするのでは


なく、担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効


果的に実施すること。


○ 法令審査支援システムを活用すること。


(5) 部長了（正式各省協議前後）の段階における全体チェック及び複層的


チェックの実施


審査中の法令案について担当部長の了解が得られ、いわゆる正式各省


、 、協議が行われる前後の段階において 当該法令案の形式的事項について


立案府省庁等において、改めて立案担当部局による全体チェックを行う


とともに、立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックを行う


こと。法案については、別添の誤りチェックシート及び法令審査支援シ


ステムによる点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。


［留意点］


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事


官と相談すること。


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェック又は複層的
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チェックが行われている場合においても、新たな視点で形式的事項


に特化したチェックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官


房等による複層的チェックは、３のチェックポイントに留意して、


別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その


結果を審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェ


ックポイントについて１回でチェックするのではなく、担当ごと又


は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施するこ


と。


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事


項のチェックを行い、法案については、確認済みの点検結果一覧


を審査担当参事官に提出すること。


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府


省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、当該法令の改正部分に


ついて、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等におい


ても、当該法令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層


的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェックシー


トを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。


(6) 最終的な全体チェック及び複層的チェックの実施


法令案について当局による審査が実質的に終了し、法令案が固まった


段階において、当該法令案の形式的事項について、立案府省庁等におい


て、最終的な立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の


大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の


誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧を審


査担当参事官に提出すること。


［留意点］


○ 新たな視点で法令案の形式的事項に特化した最終的な複層的チェ


ックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官


房等による複層的チェックは、３のチェックポイントに留意して、


別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その


結果を審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェ


ックポイントについて１回でチェックするのではなく、担当ごと又


は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施するこ
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と。


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事


項のチェックを行い、法案については、確認済みの点検結果一覧


を審査担当参事官に提出すること。


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府


省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、当該法令の改正部分に


ついて、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等におい


ても、当該法令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層


的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェックシー


トを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。


○ 当局における決裁や与党における審査など閣議付議の予定日の直


前において更に修正がされることもあることから、最終的な複層的


チェックについては、統括責任者において相当数の職員を確保し、


チェックポイントごとの担当を決めるなどして短時間で集中的に形


式的事項のチェックを行うことができる態勢を整備すること。


○ 複層的チェックを行う大臣官房等に恒常的にそのための職員を配


置することが困難な場合においては、必要に応じて他の部局等から


適当な職員を集めることができる態勢を整えること。


(7) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底


(4)(5)(6)の全体チェックのほか、立案及び審査の過程において法令


案に修正があった場合は、その都度、立案府省庁等において、３の形式


的事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要


となる改正に遺漏がないようにすること。


［留意点］


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、関連して修正すべき部分が


ないか全般的なチェックを行うこと。


・ 特に、当該修正により規定を追加、削除又は移動する改正を


新たに追加した場合には、当該修正に伴って必要となる引用先


の改正を見逃しやすいので、注意して確認すること。


○ 法令審査支援システムを活用すること。


(8) 印刷物の校正刷り版の確認


法案の印刷物（穴なし）の校正刷りについては、複数人で最終の法


令案（改め文）との読み合わせによる確認を行うこと。また、審査担
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当参事官に共有すること。


当局における読み合わせ後に修正があった場合には 法案の印刷物 穴、 （


あき）の校正刷りについても、当該修正が正しく反映されているか複数


人で読み合わせによる確認を行うこと。


［留意点］


○ 国立印刷局においては、提出された法令案（改め文）のワープ


ロデータをテキストデータとして取り込み、編集した上で、禁則


処理を施すことから、校正刷りに文字の欠落や重複がないか、表


中に空白ができていないか、字下げ（配字）の誤りがないか等の


確認を入念に行うこと。特に、ページや行の変わり目に注意する


こと。


○ 表の体裁（罫線の位置等）に注意すること。


(9) 読み合わせによる確認


読み合わせは、配字を含めて一文字一文字を確かめ、法令案の全体に


ついて誤りがないことを確認することができるように行うこと。


［留意点］


○ 立案府省庁等における全体チェック及び複層的チェックにおいて


も、読み合わせによる確認を行うこと。


○ 当局における読み合わせは、審査担当参事官から渡される最終原


稿を読み上げて行うこと。また、必ず３名以上で行うこととし、


審査担当参事官の指示により、最終原稿の読み手のほか、副本の


確認、新旧対照表の確認、審査用の参照条文による確認、読替対


照表の確認等の役割分担をして行うこと。


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック


別紙１から別紙６までに掲げるチェックポイント(要点)により法令案の


形式的事項についてチェックを行うこと。


［留意点］


○ 別紙１から別紙６までに掲げるものは、法令案において特に誤り


を生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、各府


省庁等においては、あらかじめ、その趣旨を法令案の立案及びチェ


ックに当たる職員に周知させ、法令案の立案担当部局による全体チ


ェック及び立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェック


に遺漏がないようにすること。また、各府省庁等においてその他必
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要と思われるチェックポイントがあるときは、これを適宜増補して


使用すること。


○ 法令案のチェックに当たって改正対象法令等を参照する場合、審


査用の参照条文を参照すること。


○ これらのチェックポイントは、一部改正法令案を念頭に置いたも


のであるが、全部改正法令案及び新法令案についても、これらに準


じてチェックを行うこと。


４ 法案提出後におけるフォロー等


(1) 立案府省庁等において、法案提出後、その内容を改めて点検し、万一


法案に誤りがある場合には、国会における審議が開始される前に、法案


の正誤処理を行うことができるようにすること。


(2) 国会提出後の法案について、その成立が当初の見込みから遅れること


となる場合には、改めて法案をチェックし、所要の修正の依頼を怠らな


いこと。


［留意点］


○ 成立を見込んで記載した法律番号の年の部分の修正


○ 他の法律の規定による一部改正の施行が先行してしまうことによ


る法案の修正
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別紙１ 文言の改正に伴うチェック


１ 改正する規定の特定が正確であることをチェックすること。


［要点］


① 改正箇所を示す「第○条第○項 「…第○号 「各号列記以外の部」、 」、


分 「…本文 「…ただし書 「…前段（後段 」等によって指定され」、 」、 」、 ）


、 、 、た規定が存在するか また その指定する規定の範囲が適当かについて


実際に当該規定に当たって確かめること。


② 枝番(特に孫番)の誤記は見逃しやすいので注意すること。


［誤り事例］


例１ 適用読替の規定である第Ｘ条を改める際、同条が「・・・された場


合における第Ｙ条 ・・・の規定の適用については、第Ｙ条中・・・と、


する 」という１文から構成されているにもかかわらず、２文から成る。


ものと錯覚し 「第Ｘ条前段中」と記載してしまった。、


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改正対象規定を


「 」 、「 」 、第Ｙ条第一項第七号中 とすべきところ 第Ｙ条第七号中 として


「第一項」という文言を書き漏らしてしまった。


２ 改め元の文言(「○○」を…改める 「○○」を削る 「○○」の下に…、 、


加える等における「○○」の文言)が１で確認した規定中の文言に合致す


ることをチェックすること。


［要点］


① １で確認した規定の全体を精査し、改め元の文言について、不一致及


び意図しない一致(誤ヒット)がないことを確かめること。


② 特に、改め元の文言が長い場合は一文字の誤りでも不一致となり、他


方 改め元の文言が短い一般的な用語である場合( 及び 又は 第、 「 」、「 」、「


○条」等)は他に意図しない一致(誤ヒット)を生じる可能性が高いこと


に留意すること。


③ 改め元として引用する読点（ ）及び句点（ ）の扱いが適当か「、」 「。」


についてもチェックすること。


④ 読替規定（改め元又は改め先の文言に対にならない「」又は複数の


「」が含まれるもの）には法令審査支援システムでは対応できないこ


とがあり、また、表の改正は法令審査支援システムではチェックでき







- 13 -


ないので、特に入念に人の目で確認すること。この場合において、


ワープロソフトの検索機能を有効に利用すること。


⑤ なお、改正がある項について行うべき用語の整備（ 行なう」を「行「


う」に 「但し」を「ただし」に 「一に」を「いずれかに」に改める、 、


等）についても留意すること。


［誤り事例］


例１ Ａ法改正法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条の規定を改める際、改め


元の文言を「昭和六十年一月二日」とすべきところ 「昭和六十四年一、


月二日」と記載してしまった。


例２ ２項から成る第Ｘ条の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｘ条第


一項中」と特定すべきところ、同条第２項にも改め元の文言と同一の文


言があることを見落とし、単に「第Ｘ条中」としたため、同条第２項が


誤って改正され、意味の通らない規定となってしまった。


例３ 比較的長文の第Ｘ条第１項（準用規定）中「という ）と」の下に。


文言を加える際、第Ｘ条第１項に「という ）と」と同一の文言がある。


ことを見落としてしまった。


例４ 各号列記がある附則第Ｘ条第１項の規定を改める際、改正対象規定


を「附則第Ｘ条第一項各号列記以外の部分中」と特定すべきところ、同


項第１号中にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に


「附則第Ｘ条第一項中」としたため、同項第１号が誤って改正されてし


まった。


例５ 第Ｘ条第１項各号列記以外の部分中「」という 」を削る際、同。）


項各号列記以外の部分中の他の箇所及び同項各号に「」という 」と。）


同一の文言があることを見落としてしまった。


例６ 第Ｘ条に規定する業務規程について認可制を届出制に改める際、改


め元の文言を「認可を受け」とすべきところ 「許可を受け」と記載し、


てしまった。


３ 改め先の文言（ △△」に改める 「△△」を加える等における「△△」「 、
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。の文言)が１で確認した規定中に正常に溶け込むことをチェックすること


［要点］


① 改め先の文言を溶け込ませた後の当該規定において、改正部分の前後


を通読して文意が通じることを確かめること。


② 規定中の文言を削る場合においても、改正部分の前後を通読して同様


の確認をすること。


、 。③ 必ず法令審査支援システムで 溶け込ませ後の条文を確認すること


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、行政


庁による公示を規定する第Ｙ条の文言について 「第Ｘ条に規定する認、


可をしたときは」を「第Ｘ条の規定による届出を受理したときは」に改


めるべきところ、単に「認可」を「届出」に改めるとしたため 「 行、（


政庁が ・・・届出をしたときは」となってしまった。）


例２ 第Ｘ条において 「終了予定日とされた日」の下に「から三十日を、


経過した日」を加える際、改め元の文言を誤って「終了予定日」とした


ため 「終了予定日から三十日を経過した日とされた日」となってしま、


った。


例３ 第Ｘ条において 「同法第三条第二項中」を「同項中」に改めるべ、


、 「 」 、きところ 改め元の文言の引用を誤って 第三条第二項中 としたため


「同法同項中」となってしまった。


４ 溶け込み後(文言を削った場合を含む。)の規定の全体について、誤りを


生じやすい語句等のチェックを行うこと。


［要点］


① 既存の「同(法、条、項等)」が指すものに誤りを生じていないかを確


認すること。


② 新たに「同(法、条、項等)」を用いるべきものが生じていないかを確


認すること。


③ 「及び ・ 並びに」及び「又は ・ 若しくは」の用い方が適当かを」「 」「


確認すること。


④ 括弧（ ）及び「 ）の開閉は整合しているかを確認すること。（ 」


⑤ 改正部分に法令名(題名及び件名をいう。以下同じ。)又は定義語・略
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称がある場合は、別紙３の縦断的チェックを行うこと。


⑥ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に


当たって確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条において 「第Ｙ条第一項の規定による認可、同条第四項の、


規定による変更の届出・・・」という規定中 「認可」の下に「、第Ｚ、


」 、「 」条第一項の規定による変更命令 という文言を加える際 同条第四項


を「第Ｙ条第四項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例２ 第Ｘ条において 「第Ｙ条第一号又は第二号に掲げる業務」という、


規定の下に「又は第Ｚ条第一号に掲げる業務」という文言を加える際、


「第Ｙ条第一号又は第二号」を「第Ｙ条第一号若しくは第二号」に改め


るべきところ、これを看過してしまった。


例３ 『Ａの表Ｂの項及びＣの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と ・・・す、


る 』という読替規定において 「Ｃの項」の次に「Ｄの項」を加える。 、


際 『Ａの表Ｂの項、Ｃの項及びＤの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、、


・・・する 』とすべきところを誤り 『Ａの表Ｂの項、Ｃの項、Ｄの。 、


項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と ・・・する 』としてしまった。、 。


５ 当該規定中の文言を引用している他の規定を確認し、その引用している


文言が改正後の当該規定中の文言と整合しているかをチェックすること。


［要点］


○ 改正対象法令のほか、本文第２の１(3)において整理した他の引用法


令の全てについて確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、約款


の公衆縦覧を規定する第Ｙ条について 「第Ｘ条に規定する認可を受け、


た約款」を「第Ｘ条の規定による届出を行った約款」に改めるべきとこ


ろ、これを看過してしまった。


例２ 第Ｘ条中の文言を「異議申立手続」から「審査請求手続」に改めた


際、これに伴って第Ｘ条を準用している第Ｙ条中の「異議申立手続」の







- 16 -


文言を改めるべきところ、これを看過してしまった。


例３ 「Ａ機構」を「Ｂ機構」に名称変更する改正の際、直近の臨時国会


で成立した「Ａ機構」を引用する法律を見落としたため、当該法律に改


正漏れが生じてしまった。
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別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック


１ 追加、削除又は移動の対象となる規定の特定及びその追加、削除又は移


動の処理が適当であることをチェックすること。


［要点］


① 規定の追加、削除又は移動を行う場合の基本的ルールに従っているか


を確認すること。


② 章名、節名等を付し、又は削ることによる章(節等)建ての変更がある


場合の処理に誤りを生じないよう留意すること。


［誤り事例］


、「 」 、例 新たに章名を付する際 第Ｘ条の十六の六 の次に付すべきところ


「第Ｘ条の十六」の次に付してしまった。


２ 追加、削除又は移動の対象となる規定が章、節等の冒頭又は末尾のもの


かどうかをチェックすること。


［要点］


① 章、節等の冒頭又は末尾の規定に追加、削除又は移動がある場合、改


正規定(改め文)にその趣旨が明記(「第○章中第○条の次に…」等)され


ているかを確認すること。


② 編、章、節等の冒頭又は末尾の章、節、款等に追加、削除又は移動が


ある場合についても、同様である。


③ 目次の改正が漏れていないかを確認すること。附則において他法改正


を行う際、当該他法の目次の改正が必要となる場合があることにも十分


に留意すること。


［誤り事例］


例１ 第Ａ章の冒頭に第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「第Ｘ


」 「 」 、 。+1条 を 第Ｘ条の二 に改めるべきところ これを看過してしまった


例２ Ａ法改正法附則において、Ｂ法の規定を改める際、Ｂ法本則の末尾


に２条（罰則規定）を追加したことに伴って、Ｂ法の目次における罰則


の章の末尾の条名を「第Ｘ条」から「第Ｘ+2条」に改めるべきところ、


これを看過してしまった。
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、 「（ ）」例３ 第Ｘ条の２を追加したことに伴って 目次中 第Ｘ条・第Ｘ+1条


を「 第Ｘ条－第Ｘ+1条 」に改めるべきところ、これを看過してしま（ ）


った。


３ 共通見出しの処理をチェックすること。


［要点］


○ 規定(条)の追加、削除又は移動に伴い、共通見出しの付け直しの処理


が適切にされているかを確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条及び第Ｘ+1条の共通見出しを改正する際 「第Ｘ条の前の見、


出し」とすべきところ 「第Ｘ条の見出し」と記載してしまった。、


例２ 第Ｘ条から第Ｘ+2条までの共通見出しが付されている場合で 第「


Ｘ条 削除」とするときに、第Ｘ条の前に付されていた共通見出しを


第Ｘ+1条の前に付け替えるべきところ、これを看過してしまった。


４ 追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に誤りを生じていない


かをチェックすること。


［要点］


① 追加、削除又は移動の対象となる規定の前後の規定において 「前条、


(項、号) 「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」が用いられてい」、


るかどうかを確認し、その指示するものに誤りを生じていないかをチェ


ックすること。


② 規定の追加、削除又は移動の結果、その前後の規定において 「第○、


条(項、号)」又は「第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」を「前条


(項、号) 「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」に改める必要が」、


ないかを確認すること。


、 、 、③ 章 節等の単位で追加 削除又は移動の対象となる場合(新たに章名


、 、 。 、「 」、節名等を付し 又は章名 節名等を削る場合を含む )は 前章(節等)


「次章(節等)」又は「前○章(節等)」についてチェックをすること。


④ その他当該改正対象法令の全体について、追加、削除又は移動の対象


となる規定の引用関係に不整合を生じていないかを精査すること。この


、「 、 、 」 、場合において …第○条(項 号)から第△条(項 号)まで のように


追加、削除又は移動の対象となる規定の条名等が改正対象法令の規定上
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そのまま記載されていない場合(電子データを利用して単純に検索を行


ってもヒットしない場合)があることに留意すること。


⑤ 加えて、本文第２の１(3)において整理した他の引用法令の全てにつ


いて、同様に、追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に不整


合を生じていないかを精査すること。


⑥ 本改正により項建てがなくなった条や項建ての条の全ての項を引用す


る場合は、単に「第○条」とすることを見落とさないこと。また、本改


、「 」正により項建てがされた条中の規定を引用する場合に 第○条第△項


とすることを見落とさないこと。


⑦ 改正部分に法令名又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チ


ェックを行うこと。


⑧ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に


当たって確認すること。


⑨ 新たに追加した条文で引用している条、項、号等については、引用元


で移動しても法令審査支援システムではエラーメッセージが出ないの


で、必ず人の目で確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条の次に第Ｘ条の２から第Ｘ条の５まで計４条を追加したこと


に伴って、直後の条（第Ｘ+1条）中の「前条」という文言を「第Ｘ条」


に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例２ 別表中の備考にある第Ｘ号の次に１号を追加したことに伴って、直


（ ） 「 」 「 」後の号 旧第Ｘ+1号＝新第Ｘ+2号 中の 前号 という文言を 第Ｘ号


に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例３ 第Ｘ条の次に１条を追加したことに伴って、第Ｘ条の２が第Ｘ条の


３に移動したため、第Ｘ条中の「次条」という文言を「第Ｘ条の三」に


改めるべきところ、これを看過してしまった。


例４ 第Ｘ条に第２項と第３項を追加したことに伴って、直前の条（第Ｘ


-1条）第３項中の「次条第一号」という文言を「次条第一項第一号」に


改めるべきところ、これを看過してしまった。


例５ 第Ｘ条において号の追加により第３号が第４号に移動したことに伴
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って、これを引用する第Ｙ条（罰則規定）中の「第Ｘ条第三号」という


「 」 、 。文言を 第Ｘ条第四号 に改めるべきところ これを看過してしまった


例６ Ａ法改正法の附則第Ｘ条において、改正後のＡ法第Ｙ条の規定を引


用する際、第Ｙ条において項の追加により第４項が第６項に移動したこ


とを見落とし 「同条第六項」とすべきところ 「同条第四項」と記載、 、


してしまった。


例７ 第Ｘ条において、免許拒否事由を規定する際、審査の過程における


修正に伴って条が移動したことを見落とし 「第Ｙ条の規定により解任、


を命ぜられた役員」とすべきところ 「第Ｙ-1条の規定により解任を命、


ぜられた役員」と記載してしまった。


例８ 第Ｘ条において項の削除により第４項が第３項に移動したことに伴


って、これを引用する第Ｘ条の２第１項及び第２項中の「前条第四項」


という文言を「前条第三項」に改めるべきところ、これを看過してしま


った。


例９ Ａ法改正法の附則第Ｘ条においてＢ法を改正する際、Ｂ法附則第


Ｚ条から第Ｚ+2条までを1条ずつ繰り上げたことに伴って、Ｂ法第Ｙ


条第1項に規定されていた「附則第Ｚ+1条において同じ 」の「附則。


第Ｚ+1条」を「附則第Ｚ条」に改めるべきところ、これを看過して


しまった。


例１０ 第Ｘ条第２項と第Ｙ条第２項を削除したことに伴って、これらの


条項を引用する第Ｚ条（罰則規定）中の「第Ｘ条第一項（同条第二項に


おいて準用する場合を含む ）又は第Ｙ条第一項（同条第二項において。


準用する場合を含む 」という文言を「第Ｘ条又は第Ｙ条」に改める。）


べきところ、これを看過してしまった。


例１１ 第Ｘ条第３項を削除したことに伴って、これを引用する第Ｙ条第


１項中の「 第Ｘ条第三項を除く 」という文言を削除すべきところ、（ 。）


これを看過してしまった。


例１２ Ａ法第Ｘ条において、項の追加により第５項と第７項が各々第６
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項と第８項に移動したことに伴って、これらの条項を引用するＢ法第Ｙ


条第３項中の「第Ｘ条第五項及び第七項」という文言を「第Ｘ条第六項


及び第八項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例１３ Ａ法によってＢ法の条項の移動を行ったところ、既に成立した


未施行のＣ法において移動前のＢ法の条項を引用していることを見落


としたため、Ｃ法の改正漏れが生じてしまった。
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別紙３ 縦断的チェック


１ 引用する他の法令の法令番号の記載等を縦断的にチェックすること。


［要点］


① 改正後の改正対象法令において、引用する他の法令の法令番号が適切


に付されているかを確認すること。


② 本改正により法令番号の記載された法令名が削除される場合は、これ


に伴いその法令番号を付け替える必要がないかを確認すること。


③ 本改正の附則(経過規定、他の法令の一部改正規定等)における法令名


(「新法 「旧法 「平成○○年改正法」等の略称を含む。)の記載及」、 」、


び法令番号の扱いが適当かを確認すること。


［誤り事例］


例１ Ａ法において Ｂ法の条項を引用する多数の文言を規定する際 Ｂ、 、「


法」という最初の文言に法令番号「 昭和○○年法律第△△号 」を付（ ）


記すべきところ、これを看過してしまった。


例２ Ａ法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条を改め、その中でＡ法の規定を


引用する際 「Ａ法」という文言に法令番号を付記すべきところ、これ、


を看過してしまった。


２ 定義語・略称の定め方及び用い方を縦断的にチェックすること。


［要点］


① 定義語・略称の定め方及び用い方に改正後の改正対象法令の全体を通


じて重複や混乱がないかを確認すること。


② 本改正により定義規定又は略称を定める規定若しくは文言が削除され


る場合は、これに伴い新たな定義規定又は略称を定める必要がないかを


確認すること。


③ 「以下同じ 「以下この章において同じ 「第○条第○項におい。」、 。」、


て同じ 」等の定義語・略称の適用範囲の指定に誤りを生じていないか。


を確認すること。また、不要となった定義規定又は略称を定める規定を


残していないかを確認すること。


④ 本改正の附則その他の改正対象法令以外の法令において、改正対象法


令中の定義語・略称を不用意に用いていないかに留意すること。
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［誤り事例］


例１ Ａ法第Ｘ条を全部改正し、第１項に「調整期間」という略称を定め


る規定を設けたことを受け、Ｂ法附則第Ｙ条第４項において、この略称


、「 」 、を用いる際 Ａ法第Ｘ条第一項に規定する調整期間 とすべきところ


「Ａ法第Ｘ条第二項に規定する調整期間」と記載してしまった。


例２ Ａ法の原始附則第Ｘ条に項を追加し、その中でＢ法（Ａ法等の一部


改正法）中の条項を引用する際、当該Ｂ法について、題名を記載し、法


令番号を括弧書きで付記すべきところ 「昭和○○年改正法」と、略称、


を定める規定を置かずに略称を用いてしまった。


例３ 「○○」という文言が使われている多数の条のうち 「○○（△△、


○○を除く。以下この章において同じ 」という定義規定を設けてい。）


る条を削除する際 「○○」という文言が出てくる直後の条において、、


○○に関する同様な定義規定を設けるべきところ、これを看過してしま


った。


例４ Ａ法改正法附則において、Ｂ法第Ｘ条の第２項及び第３項を削除し


たことに伴って、同条第１項中の「 次項において「施設等機関」とい（


う 」という略称を定める規定を削除すべきところ、これを看過して。）


しまった。
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別紙４ 準用規定のチェック


準用規定 変更適用規定及び 例による とする規定を含む 以下同じ )（ 「 」 。 。


は、法令の構成を簡素にするとともに、制度の仕組みを大括りで理解しや


すくすることができるという利点があるが、反面、準用規定そのものには


技術的な正確性が求められ、誤りを生じやすいものであることから、特に


準用規定に着目したチェックを励行すること。


［要点］


① 国民の日常生活に密接に関係する規定については、準用を避けて必要


な事項を書き下ろすよう努めること。また、読替規定の読替えなど分か


りにくいものは、できる限り避けること。


、 、② 改正対象法令中の準用規定を全て確認し その引用する規定について


本改正による文言の改正又は規定の追加、削除若しくは移動がないかを


確認すること。


③ 準用される規定のうち 「…について準用する」ことによって当然に、


変容する部分と明文での読替えを必要とする部分との仕分けに留意する


こと。


④ 準用されている規定の改正に伴い、新たな読替えや引用されている読


替元の文言について改正を要するかをチェックすること。


「」 「 、「 」 」⑤ 読替規定中の の開閉の整合性及び …とあるのは ○○ と…


の「 」の要否(対句構造か否か)に留意すること。、


⑥ 読替規定の改正に当たっては、読替対照表を利用して、読替元の文言


及び読替後の文言が誤りなく改正されることを確認すること。


⑦ 読替後の規定中の 同 法 条 項等 及び ・ 並びに 及び 又「 （ 、 、 ）」、「 」「 」 「


は ・ 若しくは」の用い方に留意すること。」「


、「 」⑧ 準用規定において引用する他の法令の規定について ○○法(政令)


又は「同法(令)」の記載に遺漏がないかを確認すること。


⑨ 他の法令の規定を読み替える場合においては、当該他の法令中の定義


語・略称は疑義が生じない場合にはそのまま用い、自法令の法令番号は


入れないことに留意すること。


⑩ なお、孫準用はできる限り避けるものとするが、孫準用された規定を


引用するときは 「第□条(第△条において準用する場合を含む。)にお、


いて準用する第○条」のように、孫準用の関係を明記することに留意す


ること。
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［誤り事例］


例１ 第Ｘ条において、第Ｙ条の規定が読み替えて準用されている。第Ｙ


、 （ 『 「 」条を改正したことに伴って 第Ｘ条中の読替規定 ＝ 第Ｙ条中 ○○


とあるのは 「△△」と読み替えるものとする 』という規定）のうち、、 。


読替元の文言（＝「○○」という文言）を改めるべきところ、これを看


過してしまった。


例２ 第Ｘ条において、第Ｙ条等の規定を読み替えて準用する規定を設け


る際、審査の過程で第Ｙ条第１項中の読替元の文言が修正されたことを


見落とし、当該文言を「○○の製造をする者」とすべきところ 「○○、


の製造者」と記載してしまった。


例３ 準用読替えの規定であるＡ法第Ｘ条を改める際 『 ○○」の下に、「


「 「Ｂ法第Ｘ条」とあるのは「Ｃ法第Ｙ条」と」を加える 』とすべ、 。


きところ、Ｂ法第Ｘ条の直前にあるべきかぎ括弧（ 「 ）を書き漏らし


てしまった。


例４ 原始附則に条を追加し、その中で本則の規定を読み替えて準用する


際、読替元の文言について 『第Ｘ条第一項中「・・・その十分の〇・、


五」とあるのは』とすべきところ 『 ・・・その〇・五」とあるのは』、「


として 「十分の」という文言を書き漏らしてしまった。、
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別紙５ 施行期日のチェック


施行期日が適切に定められているかについてチェックすること。


［要点］


① 一体的に施行する必要がある規定に漏れはないかを確認すること。


② 本体部分の制度の実施の準備のために必要な措置を定めた本則及び附


則の規定の施行期日は適当かを確認すること。


③ 他の法令による改正がありその施行期日が未定である場合において、


その施行期日と本改正の施行期日の先後関係のいかんによって必要とな


る読替え等の調整規定は置かれているかを確認すること。


［誤り事例］


例１ 改正法附則第１項において各号列記により施行期日を規定する際、


審査の段階で改正法附則の項数が７から６に減ったことを見落とし、同


「 」 。項第１号に 改正法附則第七項 という存在しない項を掲げてしまった


例２ 第Ｘ条の規定について、附則第１条（施行期日）において、同条本


文の規定する平成３年１月１日からの施行とすべきところ、誤って同条


第３号に掲げてしまったため、その施行日が平成５年４月１日となって


しまった。


例３ 附則第Ｘ条の規定について、平成元年６月１日からの施行とするた


め、附則第１条（施行期日）において、同条ただし書中に規定すべきと


ころ、漏らしてしまったため、その施行日が同条本文の規定する「公布


の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」とな


ってしまった。
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別紙６ その他の形式的事項のチェック


１ 目次、章(節等)の構成、条名、項番号等の連続性、見出し等全体につい


ての概括的なチェックを行うこと。


［要点］


① 章（節等）の区切りの位置に誤りはないか。


② 章（節等）中の条数に応じ、目次中の「・」又は「－」の記号は適当


か。特に、章（節等）中の中間の枝番の条の追加又は削除に留意するこ


と。


③ 条名、項番号等は連続しているか。


④ 枝番の最後のものについて 「第○条の○ 削除」としていないか。、


⑤ 見出しの改正漏れや欠落はないか。


⑥ 章(節等)が一条のみで構成される場合に、当該条に章(節等)名と重複


する見出しを付していないか。


⑦ 振り仮名（ルビ）の付し方は改正対象法令の全体を通じて適当か。


２ 配字のチェックを行うこと。


［要点］


① ワープロソフトの書式設定が、１行４８文字１ページ１３行、所定の


禁則処理となっているか。なお、禁則処理については、法案誤り等再発


防止プロジェクトチーム取りまとめ（令和３年６月29日）の別紙を参照


すること。


② 条建ての改正規定は、一字下がりとなることに留意すること。


③ 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、案文の初字の位置


に留意すること。


④ 表の上下の罫線の位置は正しいか。


⑤ 目次、表等の改正部分を図示する場合の「」の位置は正しいか。


⑥ その他配字全般が適正であることを確認すること。


３ 片仮名法令の改正、項番号のない規定の改正等特殊なルールがあるもの


については、それに従っているかをチェックすること。


［要点］


① 項番号のない条文の項の初字の位置に留意すること。


［誤り事例］
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例１ 項番号がない条文で構成される法律において、既存の条に新たな


項を加える際、案文の行頭を一文字高くしてしまった。


４ 誤字・脱字等のチェックを行うこと。


［要点］


「 、 」 「 、① 改正規定(改め文)中の改正箇所を示す (条 項等)中 及び 同(条


項等)」の用い方は適当か。


② 一部改正法令の改正規定を改正する場合において 改正箇所を示す 改、 「


正規定中」が漏れていないか。


、 「 」、③ 文言等の改正を順次行う場合において 改正規定(改め文)中の 改め


「加え」又は「削り」の欠落はないか。


④ 同音異義語(ワープロ変換の誤り)はないか。


(例) 異義 ・ 異議 課す ・ 科す 期間 ・ 機関 聴く ・ 聞「 」「 」、「 」「 」、「 」「 」、「 」「


く 「権 ・ 件 「更正 ・ 更生 「睡 ・ 酔 「多数 ・ 他数 、」、 」「 」、 」「 」、 」「 」、 」「 」


「適正 ・ 適性」等」「


⑤ 類似文字、類義語の誤りはないか。


(例) 末 ・ 未 懲 ・ 徴 資金 ・ 基金 推進 ・ 促進 認「 」「 」、「 」「 」、「 」「 」、「 」「 」、「


可 ・ 許可」等」「


⑥ 見落としやすい脱字はないか。


「 」、「 」、「 」、 「 」 、「 。」、(例) 第 条 項 枝番の条名中の の 等の文字 …こと


「…とき 」及び「…以下同じ 」における「 」等。 。） 。


⑦ 見落としやすい重複はないか。この場合において、溶け込み後の条文


についてワープロソフトの校正機能を有効に利用して誤字脱字等の検出


をすること。


(例) 「第第 「ととともに」等」、


⑧ 拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の大小に誤りはないか。


⑨ 送り仮名の誤りはないか。


(例) 「行う ・ 行なう」等」「


⑩ 片仮名法令を引用する場合の表記の誤りはないか。


(例) 件名には平仮名を用い、枝番の条名中の「ノ 、引用する文言等」


は片仮名を用いること等


⑪ なお、法令名、法令番号、年月日、金額及び割合の誤記は見逃しやす


いので留意すること。


［誤り事例］
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例１ Ａ法に条を追加し、その中でＢ法の規定を読み替えて準用する際、


、「 、読替先の文言について Ａ法第Ｘ条第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・


又はＡ法第Ｚ条の規定による・・・」とすべきところ 「Ａ法第Ｘ条第、


二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又は同法第Ｚ条の規定による・・・」


と記載してしまった。


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の別表中の規定を改める際 『別表、


第三第Ｙ号中「○○」を「△△」に改め、同表第三第Ｚ号中「××」を


「□□」に改める 』とすべきところ 「改め」という文言を書き漏ら。 、


してしまった。


例３ 「多数の人」とすべきところ 「他数の人」と表記してしまった。、


例４ 「懲役」とすべきところ 「徴役」と表記してしまった。、


例５ 「○○未満」とすべきところ 「○○末満」と表記してしまった。、


例６ 「同法第二十三条の二の二十第一項」とすべきところ 「同法第二、


十三の二の二十第一項」と 「条」の１文字を書き漏らしてしまった。、


例７ 目次中の条名を改める際 「第Ｘ条の二の十三」とすべきところ、、


「第Ｘ条二の十三」と 「の」の１文字を書き漏らしてしまった。、


例８ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改め先の文言に


ついて 「同法第Ｙ条第一号」とすべきところ 「同法Ｙ条第一号」と、、 、


「第」の１文字を書き漏らしてしまった。


「 」 、「 」 、「 」例９ ○○原料製造業者 とすべきところ ○○原料製業者 と 造


の１文字を書き漏らしてしまった。


例１０ 「意見を聴くとともに」とすべきところ 「意見を聴くとととも、


に」と 「と」の１文字を余分に記載してしまった。、


例１１ 「若しくは」とすべきところ 「若ししくは」と 「し」の１文、 、


字を余分に記載してしまった（ 若し」のところで改行されていたも「
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の 。。）


例１２ 平成元年以後に立案されたＡ法（促音小書き）の附則第Ｘ条にお


いて、昭和６３年以前に立法されたＢ法（促音小書きせず）の規定を改


める際、改め先の文言について 「あつては」とすべきところ 「あっ、 、


ては」と表記してしまった。


例１３ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際 「・・・の整、


備の促進に関する特別措置法」というＢ法の題名の表記に当たり 「・、


・・の促進に関する特別措置法」と 「の整備」という文言を書き漏ら、


してしまった。


例１４ 「労働者 （の健康の保持に及ぼす）とすべきところ 「労働省」」 、


（の健康の保持に及ぼす）としてしまった。


例１５ 罰則規定において 「一年以下 （の懲役）とすべきところ 「一、 」 、


年以上 （の懲役）としてしまった。」







　


提　出　日　時
月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


①


②


2


①


②


③


④


⑤


3


①


②


③
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別添誤りチェックシート


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


府省名 所　属 官　職 ・ 氏　名


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


意図しない一致


句読点の誤り


読替規定・表の確認


用語の整備


溶け込みの正確性


溶け込み後の文意


別紙１　文言の改正に伴うチェック


改正規定の特定の正確性


改正条項の確認


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


引用規定の特定の正確性


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


削除後の文意


システムでの溶け込みチェック


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。
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手引　別紙２


別紙２　規定の追加等に伴うチェック


1


①


②


2


①


②


③


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


（注１）


（注２）


（注３）


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


別添誤りチェックシート


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


目次の改正漏れ


共通見出しの処理


追加等に伴う付け直し


追加等に伴う引用関係の誤り


「前条」「次条」「前○条」等を改正す
る必要性


「前条」、「次条」等に改正する必要
性


規定の追加、削除又は移動


処理の基本的ルール


章名を付する場合等


冒頭、末尾における追加等


章名等の明記（条項の場合）


　　　同上　　 （節等の場合）


新たに追加した条文における引用
条項の正確性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


章等の追加等に伴う「前章」等の改
正の必要性


追加等に伴う上記以外の引用関係
の整合性（「第○条から第△条ま
で」等）


他の引用法令における引用関係の
整合性


項建ての存否に伴う「第○項」の適
否


法令名、定義語等の追加等に伴う
縦断的チェック


新たに引用する規定の特定の正確
性
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手引　別紙３～５


別紙３　縦断的チェック


1


①


②


③


2


①


②


③


④


別紙４　準用規定のチェック


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


別紙５　施行期日のチェック


①


②


③


（注１）


（注２）


（注３）


別添誤りチェックシート


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


定義規定等の削除に伴う付け替え


定義語・略称の適用範囲・必要性の
確認


改正対象法令以外での定義語・略
称の不用意な使用


分かりにくい準用読替規定の回避


引用する規定に本改正による文言
の改正、移動等がないかの確認


読替規定を置く必要性


法令番号の縦断的チェック


法令番号の付け忘れ


法令名削除に伴う法令番号の付け
替え


附則における法令名の記載等


定義語・略称の縦断的チェック


定義語・略称に重複・混乱がないか


孫準用の関係の明記


対象規定の適切なグルーピング


制度実施に必要な準備規定の施行
期日


他法改正との調整規定の必要性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


読替元の文言を改正する必要性


「　」の開閉、「、」の要否


読替対照表による文言の確認


読替後の規定中の「同法」、「及
び」、「又は」等の用法の正確性


他法令の規定の引用における法令
名、「同法」等の記載の正確性


他法令の規定の読替における定義
語・略称、法令番号等の記載の正
確性


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。
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手引　別紙６


別紙６　その他の形式的事項のチェック


1


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


2


①


②


③


④


⑤


⑥


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


⑪


（注１）


（注２）


（注３）


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


別添誤りチェックシート


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


概括的なチェック


章等の区切りの位置


目次中の「・」、「－」の記号


条名、項番号等の連続性


枝番の最後での「第○条の○　削
除」


見出しの改正漏れ、欠落


官職・氏名 月日


判明した誤り


表の上下の罫線の位置


目次、表等を改正する場合の「　」の
位置


その他配字全般


特殊なルールによる改正のチェック


項番号のない条文の項の初字の位
置


誤字・脱字等のチェック


一条のみで構成される章等の見出
し


振り仮名（ルビ）の付け方


配字のチェック


ワープロソフトの所定の禁則処理等
の設定


条建ての改正の場合の配字


一部改正法令の改正のおける案文
の初字の位置


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


重複（「第第」、「ととともに」等）


拗音、促音の大小の誤り


送り仮名の誤り


片仮名法令を引用する場合の表記


法令名、法令番号、年月日、金額及
び割合の誤記


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


改め文の改正箇所を示す「条中」、
「同条」等の用法
一部改正法令の改正における「改
正規定中」の記載
改正規定中の「改め」、「加え」、「削
り」の欠落
ワープロ変換等による同音異義語
の誤り


類似文字、類義語の誤り


脱字（枝番中の「の」等）
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提　出　日　時
月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


① レ レ
②


2


① レ レ
② レ レ 第○条で「各号列記以外の部分」との特定が抜けていた。


③ レ レ
④


⑤


3


① レ レ
②


③ レ レ
4


① レ レ
② レ レ
③ レ レ
④ レ レ
⑤


⑥ レ レ
5


① レ レ
（注１）


（注２）


（注３）


別添誤りチェックシート


○ ○
○


府省名 ○○省 所　属 官　職 ・ 氏　名


○○係員
○○　○○


複層的チェック
統括責任者


大臣官房○○課 課長・○○　○○


部長説明日（　○月○日（火）　）、閣議付議予定日（　○月○日（金）　）
複層的チェック
実施責任者


大臣官房○○課 課長補佐・○○　○○


法
案
名


○○○法の一部を改正する法律案
例（第○条　△△法の一部を改正する法律案部分）
　  （第１条～第２０条部分）


立案担当責任者 ○○局○○課 課長補佐・○○　○○


読替規定・表の確認


○月○日
○○係長


○○　○○
○月○日


別紙１　文言の改正に伴うチェック


改正規定の特定の正確性


改正条項の確認


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日 官職・氏名 月日


判明した誤り


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


意図しない一致


句読点の誤り


引用規定の特定の正確性


用語の整備


溶け込みの正確性


溶け込み後の文意


削除後の文意


システムでの溶け込みチェック


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。
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法案誤り等再発防止プロジェクトチームの開催について 


 


令和３年３月 31 日 


（趣旨等） 


   法案等の誤りの再発防止に向けて、各府省庁共通の課題を抽出し、府省庁横


断的に解決するため、プロジェクトチームを設置する。 


   複層的チェック体制の充実・責任の明確化、ノウハウの蓄積・周知徹底、余裕


を持ったスケジュール管理等これまでの取組の確認・強化に加え、法令審査支援


システムや e-LAWS 等の活用のあり方等も検証し、機能強化を含めデジタル・


ICT 技術を積極的に活用する形での業務フローの見直しの観点を含めて検討す


る。 


 


（メンバー） 


チーム長  杉田 内閣官房副長官 


副チーム長 藤井 内閣官房副長官補 


岩尾 内閣法制局内閣法制次長 


メンバー  大沢 内閣官房内閣審議官 


冨安 内閣官房内閣審議官 


嶋   内閣法制局長官総務室総務主幹 


横田 総務省行政管理局長 


金子 法務省大臣官房司法法制部長 


各府省庁等大臣官房長 


岸本 国立印刷局理事長  


（作業チーム）  


◎前田 財務省大臣官房文書課長 


◎茂里 文部科学省大臣官房総務課長 


◎井上 経済産業省大臣官房総務課長 


◎木村 内閣参事官（副長官補付） 


早川 内閣法制局第二部参事官 


福田 内閣参事官（内閣総務官室） 


大西 総務省行政管理局行政情報システム企画課情報シス 


テム管理室 室長 


鈴木 国立印刷局総務部長 


誤りのあった府省庁の課長補佐級（法令審査室長） 


総務省「e-LAWS」担当補佐 


法務省「法令整備・編纂」担当補佐 


     ◎は中心的な役割を担う。 


資料１ 


 







 


（スケジュール） 


 ３月 31 日 ： 第１回プロジェクトチーム 


（現状・課題の整理、各府省庁の検証スケジュール確認等） 


～４月中旬 ： 各府省庁において検証結果とりまとめ 


４月中  ： プロジェクトチームによる各府省庁ヒアリング 


５月  ： 法令審査支援システム、e-LAWS、法令印刷等の検証 


６月中目途 ： とりまとめ 


  








1 
 


法令案における誤りの防止について（手引） 新旧対照表 
 
 


改正案 現行 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等 


(1) 官報等の基礎資料の整理 


   当局における審査は、現行日本法規若しくはその電子版のスーパー法令ウェブ又は法制執務業務支援システ


ム（e-LAWS）（以下「現行日本法規等」という。）に登載された法令の規定をベースに行うが、その改正法令


が未施行であることや加除・データ更新の時期等によって、審査の時点で、現行日本法規等に本改正(今回行


おうとしている改正をいう。以下同じ。)の前提とすべき改正対象法令（附則により改正する他の法令を含む。


以下同じ。)並びに立案及び審査の過程で参照する他の法令（以下「改正対象法令等」という。）の規定が反映


されていない場合も少なくない。このような場合、立案府省庁等において、現行日本法規等に反映されていな


い改正対象法令等の改正について、官報又は法案(正誤を含む。以下「官報等」という。)によって、当該改正


の内容及び施行期日を確認した上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施した官報等の写し及び②


施行期日ごとの新旧対照表を作成し、立案及び審査のための基礎資料として準備すること。 


  また、現行日本法規等では附則の一部が省略されているので、附則の規定について追加、削除又は移動をす


る等の改正を行うときは、本改正の前提とすべき当該附則の条文を確認するため、当該附則の改正履歴等を確


認できる関係部分にマークを施した官報等の写しを、立案及び審査のための基礎資料として準備すること。 


 


  ［留意点］ （略） 


 


(2) 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認（審査用の参照条文の作成） 


立案府省庁等において、審査用の参照条文として、現行日本法規等に登載された改正対象法令等の規定の未


反映部分を(1)の基礎資料で補完したものを作成し、審査担当参事官に提出するとともに、３の形式的事項の誤


りを防止するためのチェックに活用すること。 


  ［留意点］ 


〇 審査用の参照条文として作成する改正対象法令等の規定の範囲、編さん方法等については、審査担当参


事官の指示によること。この場合において、その趣旨及び目的に照らし、分量が不必要に膨大なものとな


らないようにすること。 


○ 審査用の参照条文の改正対象法令等の規定には、いつ時点の規定であるかを付記すること。 


○ スーパー法令ウェブ又は法制執務業務支援システム（e-LAWS）を用いる場合、いつ時点の条文データを


出力しているか選択を誤らないよう注意すること。また、原則として、出力された条文データの加工（不


要な条項等の削除、各条の後に記載されている改正履歴の削除等）は行わず、出力された体裁（ページ割）


のまま印刷し、必要に応じて関係部分にマークを施す等して作成すること。表について本来存在しない罫


線が表示されるなど現行日本法規や官報と異なる体裁で表示がされてしまう場合があることに注意する


こと。 


 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等 


(1) 官報等の基礎資料の整理 


   当局における審査は、現行日本法規又はその電子版のスーパー法令ウェブに登載された法令の規定をベース


に行っているが、その改正法令が未施行であることや加除・データ更新の時期等によって、審査の時点で、現


行日本法規又はスーパー法令ウェブに本改正(今回行おうとしている改正をいう。以下同じ。)の前提とすべき


改正対象法令（附則により改正する他の法令を含む。以下同じ。)並びに立案及び審査の過程で参照する他の


法令（以下「改正対象法令等」という。）の規定が反映されていない場合も少なくない。このような場合、立


案府省庁等において、現行日本法規又はスーパー法令ウェブに反映されていない改正対象法令等の改正につい


て、官報又は法案(正誤を含む。以下「官報等」という。)によって、当該改正の内容及び施行期日を確認した


上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施した官報等の写し及び②施行期日ごとの新旧対照表を作


成し、立案及び審査のための基礎資料として準備すること。 


  また、現行日本法規又はスーパー法令ウェブでは附則の一部が省略されているので、附則の規定について追


加、削除又は移動をする等の改正を行うときは、本改正の前提とすべき当該附則の条文を確認するため、当該


附則の改正履歴等を確認できる関係部分にマークを施した官報等の写しを、立案及び審査のための基礎資料と


して準備すること。 


  ［留意点］ （略） 


 


(2) 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認（審査用の参照条文の作成） 


立案府省庁等において、審査用の参照条文として、現行日本法規又はスーパー法令ウェブに登載された改正


対象法令等の規定の未反映部分を(1)の基礎資料で補完したものを作成し、審査担当参事官に提出するととも


に、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックに活用すること。 


  ［留意点］ 


〇 審査用の参照条文として作成する改正対象法令等の規定の範囲、編さん方法等については、審査担当参


事官の指示によること。この場合において、その趣旨及び目的に照らし、分量が不必要に膨大なものとな


らないようにすること。 


○ 審査用の参照条文の改正対象法令等の規定には、いつ時点の規定であるかを付記すること。 


○ スーパー法令ウェブを用いる場合、いつ時点の条文データを出力しているか選択を誤らないよう注意す


ること。また、原則として、出力された条文データの加工（不要な条項等の削除、各条の後に記載されて


いる改正履歴の削除等）は行わず、出力された体裁（ページ割）のまま印刷し、必要に応じて関係部分に


マークを施す等して作成すること。表については、本来存在しない罫線が表示されてしまうこと等に注意


すること。 


 


 
 








法令案における誤りの防止について（手引）


（改訂版）


令和３年９月


内 閣 法 制 局
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法令案における誤りの防止について（手引）


平成１６年 ８月３０日


内 閣 法 制 局


改正 平成１６年１２月 ９日


改正 令和 ３年 ９月１３日


内閣提出の法案及び政令案（以下「法令案」という ）における誤りの防止。


について、当局では、第１５９回国会で成立した国民年金法等の一部を改正す


る法律(平成１６年法律第１０４号)について、法案の形式的事項に多数の誤り


があり、公布後において官報による正誤処理をせざるを得なかったこと等を契


機として、平成１６年にこの手引を作成し、立案府省庁等と共にこれに従った


誤り防止策等を実践してきた。また、法令案における誤り防止のためのツール


の一つとして平成１８年に法令審査支援システムを導入し、立案府省庁等の利


、 。用にも供して 同システムによる法令案の形式的事項のチェックを行ってきた


こうした取組にもかかわらず、令和３年の第２０４回国会において、内閣提


出の４法案１条約に計１４件の形式的事項の誤りがあることが判明したこと


は、誠に遺憾である。法律等の条文は、国民の権利義務に関わることから、正


確性を十分に求められるものであり、内閣提出の法令案に形式的事項といえど


も誤りがあってはならない。今後同様の事態を生じることがないよう、改めて


当局と立案府省庁等とが連携して法令案における誤りの防止を図るための実効


的な態勢を確立し、継続的に取り組んでいく必要がある。


法令案における誤りの防止について、以下のように定める。なお、この手引


は、今後の実施状況等によりその内容に変更及び追加を行うことを予定してい


る。


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項


１ 予備審査が一時期に過度に集中することがないよう「法令協議に関する


申合せ(平成５年１月１８日各省庁文書・国会担当課長会議)」を徹底し、


常会に提出を予定する法案の予備審査については、非予算関連法案にあっ


ては１０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案にあって


は翌年１月上旬から開始するよう努めること。ただし、予算関連法案にあ


っても、予算案等の確定を待つことなく予備審査を行うことができる部分


については、１０月上旬から開始するよう努めること。


２ 政令案についても、できるだけ早期に準備をし、時間的余裕をもって審


。 、 、査を行うことができるようにすること また １２月から翌年３月までは
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常会に提出する法案の予備審査が集中することを踏まえ、いわゆる年度末


政令等この時期に審査が必須な政令案以外の審査は行わないように審査ス


ケジュールを組むこと。


３ 法令案の実質的事項についての審査を終えた後において形式的事項のチ


ェックに必要な時間を十分に確保することができるよう、当該法令案の閣


議付議の予定日を設定すること。


４ 立案府省庁等においては、当該法令案の立案担当部局による法令案のチ


ェックを強化することに加えて、これとは別に、立案担当部局以外の大臣


官房等の職員(必要に応じてその職務を行わせる他の部局等の職員を含


む。)が当該法令案の形式的事項について複層的チェックを行う態勢を確


立し、複層的チェックを行うこと。これに伴い、法令案ごとに、複層的チ


ェックの統括責任者（チェック要員の確保、その役割分担の決定、チェッ


クの実施状況の確認等を統括する管理職）及び実施責任者（実際にチェッ


ク要員によるチェック作業を指揮する補佐クラス）の官職及び氏名等を審


査担当参事官に通知すること。


５ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の


所管する法令の改正に及ぶ場合は、立案府省庁等における４の複層的チェ


ックのほか、当該法令を所管する他の府省庁等においても、当該法令の改


正について複層的チェックを行うこと。当該法令を所管する府省庁等にお


ける複層的チェックの統括責任者及び実施責任者の官職及び氏名等の通知


は、当該法令の改正の審査（下審査）を担当する参事官に行うこと。


６ 立案府省庁等においては、法令案の形式的事項のチェックに際し、法令


審査支援システムを活用すること。


７ 各府省庁等においては、法制実務の基本に関する研修を実施するなど、


法令案の形式的事項について的確なチェックを行うことができる職員の養


成に努めること。


８ 審査担当参事官は、その審査する法令案において必要な事項を自らチェ


ックするほか、立案府省庁等の立案担当部局の立案担当責任者並びに４又


は５によって通知を受けた複層的チェックの統括責任者及び実施責任者と


の連絡を密にして当該立案府省庁等における法令案のチェックの態勢、実


施状況等を把握するとともに、立案府省庁等から適時に複層的チェックの


誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧の提出


を受け、立案府省庁等において法令案の形式的事項のチェックが実効的に


行われていることを確認すること。


９ なお、法令審査支援システムの機能強化等の法令案の形式的事項のチェ
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ックにおけるＩＴ技術の利用の促進について、更に検討を進める。


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等


(1) 官報等の基礎資料の整理


当局における審査は、現行日本法規又はその電子版のスーパー法令ウ


ェブに登載された法令の規定をベースに行っているが、その改正法令が


、 、未施行であることや加除・データ更新の時期等によって 審査の時点で


現行日本法規又はスーパー法令ウェブに本改正(今回行おうとしている


改正をいう。以下同じ。)の前提とすべき改正対象法令（附則により改


正する他の法令を含む。以下同じ。)並びに立案及び審査の過程で参照


する他の法令（以下「改正対象法令等」という ）の規定が反映されて。


いない場合も少なくない。このような場合、立案府省庁等において、現


行日本法規又はスーパー法令ウェブに反映されていない改正対象法令等


の改正について、官報又は法案(正誤を含む。以下「官報等」という。)


によって、当該改正の内容及び施行期日を確認した上、①施行期日ごと


に区別して関係部分にマークを施した官報等の写し及び②施行期日ごと


の新旧対照表を作成し、立案及び審査のための基礎資料として準備する


こと。


また、現行日本法規又はスーパー法令ウェブでは附則の一部が省略さ


れているので、附則の規定について追加、削除又は移動をする等の改正


を行うときは、本改正の前提とすべき当該附則の条文を確認するため、


当該附則の改正履歴等を確認できる関係部分にマークを施した官報等の


写しを、立案及び審査のための基礎資料として準備すること。


［留意点］


○ 本改正の施行後に施行の予定となっている改正についても整理す


ること。


○ 数次の改正がある場合は、施行期日の順に従って整理すること。


○ 政令等により施行期日が定まるものについては、当該政令等の官


報等の写しを添付すること。また、施行期日が未定のものについて


は、施行の見込み時期について付記すること。


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案に


よる改正及び継続審議中の法案による改正に特に留意すること。


○ 一部改正法令の一部改正があることを見落とさないこと。


○ 立案府省庁等においては、他の府省庁等の所管する法令による改
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正対象法令等の改正予定の有無及びその内容について適時に所要の


照会を行い、改正予定の把握に遺漏がないようにすること。


○ 附則において改正する他の府省庁等の所管する法令に係る同様の


基礎資料についても、立案府省庁等において、当該法令を所管する


他の府省庁等の協力を得て取りまとめること。


○ なお、法令の改正履歴及び改正予定については、平素から、当該


法令を所管する府省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する


態勢を確立すること。また、共管法令の改正履歴及び改正予定につ


いては、その全体について、各共管府省庁等において情報を共有し


ておくこと。


(2) 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認（審査用の参


照条文の作成）


立案府省庁等において、審査用の参照条文として、現行日本法規又


はスーパー法令ウェブに登載された改正対象法令等の規定の未反映部


分を(1)の基礎資料で補完したものを作成し、審査担当参事官に提出す


るとともに、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックに活用す


ること。


［留意点］


〇 審査用の参照条文として作成する改正対象法令等の規定の範囲、


編さん方法等については、審査担当参事官の指示によること。この


場合において、その趣旨及び目的に照らし、分量が不必要に膨大な


ものとならないようにすること。


○ 審査用の参照条文の改正対象法令等の規定には、いつ時点の規定


であるかを付記すること。


○ スーパー法令ウェブを用いる場合、いつ時点の条文データを出力


しているか選択を誤らないよう注意すること。また、原則として、


出力された条文データの加工（不要な条項等の削除、各条の後に記


載されている改正履歴の削除等）は行わず、出力された体裁（ペー


ジ割）のまま印刷し、必要に応じて関係部分にマークを施す等して


作成すること。表については、本来存在しない罫線が表示されてし


まうこと等に注意すること。


(3) 引用法令の確認及び整理


立案府省庁等において、改正対象法令を引用している他の法令の有無
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を確認し、一覧表を作成するなどして整理すること。


［留意点］


○ 関係法令、従前の一部改正法令の附則(経過規定)等他の法令にお


ける引用について漏れなく把握すること。他の府省庁等の所管に係


る法令における引用については、立案府省庁等において適時に所要


、 、の照会を行うものとし 照会を受けた当該他の府省庁等においては


調査に遺漏がないようにすること。審査を経て改正対象法令が追加


された場合には、他の法令における当該改正対象法令の引用につい


て追加の照会を行うなどして漏れなく把握すること。


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案に


おける引用及び継続審議中の法案における引用に特に留意するこ


と。


○ なお、法令間の引用関係(引用し、又は引用される関係をいう。


以下同じ。)については、平素から、それぞれの法令を所管する府


省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する態勢を確立するこ


と。また、共管法令の引用関係については、その全体について、各


共管府省庁等において情報を共有しておくこと。


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等


(1) ワープロデータの的確な管理


立案府省庁等においては、立案及び審査の過程における法令案の修正


について、ワープロデータのバージョン管理を徹底するとともに、修正


入力の担当者を特定するなどして、ワープロデータの正確性を確保する


こと。


［留意点］


○ いつどの部分を修正したかが把握できるようにしておくこと。


(2) 法令審査支援システムの活用


立案府省庁等においては、３の形式的事項の誤りを防止するためのチ


ェックを行うに当たって、人の目によるチェックに加えて、法令審査支


援システムを活用すること。


［留意点］


○ 溶け込ませ処理後の点検結果一覧の確認（エラーチェック）は、


担当者限りで対応の要否を判断するのではなく、担当者が立案担当


責任者等の誤りチェックの責任者に説明して、当該責任者が判断す
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るようにすること。疑義がある場合には、審査担当参事官に相談す


ること。


○ 法令審査支援システムは、表の改正、改正部分を図として引用す


る改正、一部改正法令の一部改正には対応していない。また、いわ


ゆる多段ロケット方式の二段目以降の改正には対応できない場合が


あることに留意すること。


○ また、法令審査支援システムは、人の目によるチェックを代替す


るものではなく、あくまでも補助的なものであることに留意するこ


と。


・ 既存の条項の移動と当該条項を引用する新たな条文の追加が同


時に行われる場合には、法令審査支援システムがその関係性をチ


ェックできないことがあるので、そのような場合には、特に条項


の引用関係の誤りを見逃さないよう人の目により注意して確認す


ること。


・ 読替規定の改正（改め元又は改め先の文言に対にならない「」


又は複数の「」が含まれる ）等改め文の構造が非常に複雑な場。


合には、その引用する文字列を法令審査支援システムが認識でき


ないことがあるので そのような場合には ワープロマクロの 改、 、 「


正対象文字列」のマーキング機能を利用するとともに、特に改め


元の文言の意図しない一致（誤ヒット）を見逃さないよう人の目


により注意して確認すること。


(3) 法令案のチェックにおける新旧対照表の扱い


新旧対照表は法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべ


きものではないことに留意すること。


［留意点］


○ 新旧対照表では、一般に、改正部分の前後の規定や引用関係にあ


る他の規定など本来直接参照して確認する必要がある規定が記載さ


れていないことが多く、また、それ自体が法令案の立案過程におい


て作成されたものであるから、法令案のチェックを行うための基礎


資料として用いるべきものではない。法令案（改め文）が誤った新


旧対照表と整合していたため、誤りを見逃してしまった事例がある


ので、注意すること。


○ 一方で、新旧対照表は正確なものでなければならないので、新旧


対照表の旧（現行）の規定は審査用の参照条文で確認した当該改正
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の施行時点における改正対象法令の規定により作成し、適時に新旧


対照表と法令案（改め文）及び審査用の参照条文との読み合わせを


行うなどして、その正確を期すこと。


(4) 審査担当参事官による審査の段階における全体チェックの実施


審査中の法令案について審査担当参事官による審査がある程度進展し


た適切な段階で、立案府省庁等において、法令案の全体について３の形


式的事項の誤りを防止するための立案担当部局によるチェック（全体チ


ェック）を行うこと。


［留意点］


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事


官と相談すること。


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェックが行われて


いる場合においても、常に新たな視点で形式的事項に特化したチェ


ックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェックは、３のチェックポイントに留


、 。 、意して 別添の誤りチェックシートを用いて実施すること その際


漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックするのでは


なく、担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効


果的に実施すること。


○ 法令審査支援システムを活用すること。


(5) 部長了（正式各省協議前後）の段階における全体チェック及び複層的


チェックの実施


審査中の法令案について担当部長の了解が得られ、いわゆる正式各省


、 、協議が行われる前後の段階において 当該法令案の形式的事項について


立案府省庁等において、改めて立案担当部局による全体チェックを行う


とともに、立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックを行う


こと。法案については、別添の誤りチェックシート及び法令審査支援シ


ステムによる点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。


［留意点］


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事


官と相談すること。


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェック又は複層的


チェックが行われている場合においても、新たな視点で形式的事項







- 8 -


に特化したチェックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官


房等による複層的チェックは、３のチェックポイントに留意して、


別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その


結果を審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェ


ックポイントについて１回でチェックするのではなく、担当ごと又


は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施するこ


と。


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事


項のチェックを行い、法案については、確認済みの点検結果一覧


を審査担当参事官に提出すること。


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府


省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、当該法令の改正部分に


ついて、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等におい


ても、当該法令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層


的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェックシー


トを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。


(6) 最終的な全体チェック及び複層的チェックの実施


法令案について当局による審査が実質的に終了し、法令案が固まった


段階において、当該法令案の形式的事項について、立案府省庁等におい


て、最終的な立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の


大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の


誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧を審


査担当参事官に提出すること。


［留意点］


○ 新たな視点で法令案の形式的事項に特化した最終的な複層的チェ


ックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官


房等による複層的チェックは、３のチェックポイントに留意して、


別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その


結果を審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェ


ックポイントについて１回でチェックするのではなく、担当ごと又


は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施するこ


と。
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○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事


項のチェックを行い、法案については、確認済みの点検結果一覧


を審査担当参事官に提出すること。


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府


省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、当該法令の改正部分に


ついて、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等におい


ても、当該法令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層


的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェックシー


トを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。


○ 当局における決裁や与党における審査など閣議付議の予定日の直


前において更に修正がされることもあることから、最終的な複層的


チェックについては、統括責任者において相当数の職員を確保し、


チェックポイントごとの担当を決めるなどして短時間で集中的に形


式的事項のチェックを行うことができる態勢を整備すること。


○ 複層的チェックを行う大臣官房等に恒常的にそのための職員を配


置することが困難な場合においては、必要に応じて他の部局等から


適当な職員を集めることができる態勢を整えること。


(7) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底


(4)(5)(6)の全体チェックのほか、立案及び審査の過程において法令


案に修正があった場合は、その都度、立案府省庁等において、３の形式


的事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要


となる改正に遺漏がないようにすること。


［留意点］


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、関連して修正すべき部分が


ないか全般的なチェックを行うこと。


・ 特に、当該修正により規定を追加、削除又は移動する改正を


新たに追加した場合には、当該修正に伴って必要となる引用先


の改正を見逃しやすいので、注意して確認すること。


○ 法令審査支援システムを活用すること。


(8) 印刷物の校正刷り版の確認


法案の印刷物（穴なし）の校正刷りについては、複数人で最終の法


令案（改め文）との読み合わせによる確認を行うこと。また、審査担


当参事官に共有すること。
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当局における読み合わせ後に修正があった場合には 法案の印刷物 穴、 （


あき）の校正刷りについても、当該修正が正しく反映されているか複数


人で読み合わせによる確認を行うこと。


［留意点］


○ 国立印刷局においては、提出された法令案（改め文）のワープ


ロデータをテキストデータとして取り込み、編集した上で、禁則


処理を施すことから、校正刷りに文字の欠落や重複がないか、表


中に空白ができていないか、字下げ（配字）の誤りがないか等の


確認を入念に行うこと。特に、ページや行の変わり目に注意する


こと。


○ 表の体裁（罫線の位置等）に注意すること。


(9) 読み合わせによる確認


読み合わせは、配字を含めて一文字一文字を確かめ、法令案の全体に


ついて誤りがないことを確認することができるように行うこと。


［留意点］


○ 立案府省庁等における全体チェック及び複層的チェックにおいて


も、読み合わせによる確認を行うこと。


○ 当局における読み合わせは、審査担当参事官から渡される最終原


稿を読み上げて行うこと。また、必ず３名以上で行うこととし、


審査担当参事官の指示により、最終原稿の読み手のほか、副本の


確認、新旧対照表の確認、審査用の参照条文による確認、読替対


照表の確認等の役割分担をして行うこと。


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック


別紙１から別紙６までに掲げるチェックポイント(要点)により法令案の


形式的事項についてチェックを行うこと。


［留意点］


○ 別紙１から別紙６までに掲げるものは、法令案において特に誤り


を生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、各府


省庁等においては、あらかじめ、その趣旨を法令案の立案及びチェ


ックに当たる職員に周知させ、法令案の立案担当部局による全体チ


ェック及び立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェック


に遺漏がないようにすること。また、各府省庁等においてその他必


要と思われるチェックポイントがあるときは、これを適宜増補して
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使用すること。


○ 法令案のチェックに当たって改正対象法令等を参照する場合、審


査用の参照条文を参照すること。


○ これらのチェックポイントは、一部改正法令案を念頭に置いたも


のであるが、全部改正法令案及び新法令案についても、これらに準


じてチェックを行うこと。


４ 法案提出後におけるフォロー等


(1) 立案府省庁等において、法案提出後、その内容を改めて点検し、万一


法案に誤りがある場合には、国会における審議が開始される前に、法案


の正誤処理を行うことができるようにすること。


(2) 国会提出後の法案について、その成立が当初の見込みから遅れること


となる場合には、改めて法案をチェックし、所要の修正の依頼を怠らな


いこと。


［留意点］


○ 成立を見込んで記載した法律番号の年の部分の修正


○ 他の法律の規定による一部改正の施行が先行してしまうことによ


る法案の修正
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別紙１ 文言の改正に伴うチェック


１ 改正する規定の特定が正確であることをチェックすること。


［要点］


① 改正箇所を示す「第○条第○項 「…第○号 「各号列記以外の部」、 」、


分 「…本文 「…ただし書 「…前段（後段 」等によって指定され」、 」、 」、 ）


、 、 、た規定が存在するか また その指定する規定の範囲が適当かについて


実際に当該規定に当たって確かめること。


② 枝番(特に孫番)の誤記は見逃しやすいので注意すること。


［誤り事例］


例１ 適用読替の規定である第Ｘ条を改める際、同条が「・・・された場


合における第Ｙ条 ・・・の規定の適用については、第Ｙ条中・・・と、


する 」という１文から構成されているにもかかわらず、２文から成る。


ものと錯覚し 「第Ｘ条前段中」と記載してしまった。、


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改正対象規定を


「 」 、「 」 、第Ｙ条第一項第七号中 とすべきところ 第Ｙ条第七号中 として


「第一項」という文言を書き漏らしてしまった。


２ 改め元の文言(「○○」を…改める 「○○」を削る 「○○」の下に…、 、


加える等における「○○」の文言)が１で確認した規定中の文言に合致す


ることをチェックすること。


［要点］


① １で確認した規定の全体を精査し、改め元の文言について、不一致及


び意図しない一致(誤ヒット)がないことを確かめること。


② 特に、改め元の文言が長い場合は一文字の誤りでも不一致となり、他


方 改め元の文言が短い一般的な用語である場合( 及び 又は 第、 「 」、「 」、「


○条」等)は他に意図しない一致(誤ヒット)を生じる可能性が高いこと


に留意すること。


③ 改め元として引用する読点（ ）及び句点（ ）の扱いが適当か「、」 「。」


についてもチェックすること。


④ 読替規定（改め元又は改め先の文言に対にならない「」又は複数の


「」が含まれるもの）には法令審査支援システムでは対応できないこ


とがあり、また、表の改正は法令審査支援システムではチェックでき
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ないので、特に入念に人の目で確認すること。この場合において、


ワープロソフトの検索機能を有効に利用すること。


⑤ なお、改正がある項について行うべき用語の整備（ 行なう」を「行「


う」に 「但し」を「ただし」に 「一に」を「いずれかに」に改める、 、


等）についても留意すること。


［誤り事例］


例１ Ａ法改正法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条の規定を改める際、改め


元の文言を「昭和六十年一月二日」とすべきところ 「昭和六十四年一、


月二日」と記載してしまった。


例２ ２項から成る第Ｘ条の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｘ条第


一項中」と特定すべきところ、同条第２項にも改め元の文言と同一の文


言があることを見落とし、単に「第Ｘ条中」としたため、同条第２項が


誤って改正され、意味の通らない規定となってしまった。


例３ 比較的長文の第Ｘ条第１項（準用規定）中「という ）と」の下に。


文言を加える際、第Ｘ条第１項に「という ）と」と同一の文言がある。


ことを見落としてしまった。


例４ 各号列記がある附則第Ｘ条第１項の規定を改める際、改正対象規定


を「附則第Ｘ条第一項各号列記以外の部分中」と特定すべきところ、同


項第１号中にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に


「附則第Ｘ条第一項中」としたため、同項第１号が誤って改正されてし


まった。


例５ 第Ｘ条第１項各号列記以外の部分中「」という 」を削る際、同。）


項各号列記以外の部分中の他の箇所及び同項各号に「」という 」と。）


同一の文言があることを見落としてしまった。


例６ 第Ｘ条に規定する業務規程について認可制を届出制に改める際、改


め元の文言を「認可を受け」とすべきところ 「許可を受け」と記載し、


てしまった。


３ 改め先の文言（ △△」に改める 「△△」を加える等における「△△」「 、
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。の文言)が１で確認した規定中に正常に溶け込むことをチェックすること


［要点］


① 改め先の文言を溶け込ませた後の当該規定において、改正部分の前後


を通読して文意が通じることを確かめること。


② 規定中の文言を削る場合においても、改正部分の前後を通読して同様


の確認をすること。


、 。③ 必ず法令審査支援システムで 溶け込ませ後の条文を確認すること


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、行政


庁による公示を規定する第Ｙ条の文言について 「第Ｘ条に規定する認、


可をしたときは」を「第Ｘ条の規定による届出を受理したときは」に改


めるべきところ、単に「認可」を「届出」に改めるとしたため 「 行、（


政庁が ・・・届出をしたときは」となってしまった。）


例２ 第Ｘ条において 「終了予定日とされた日」の下に「から三十日を、


経過した日」を加える際、改め元の文言を誤って「終了予定日」とした


ため 「終了予定日から三十日を経過した日とされた日」となってしま、


った。


例３ 第Ｘ条において 「同法第三条第二項中」を「同項中」に改めるべ、


、 「 」 、きところ 改め元の文言の引用を誤って 第三条第二項中 としたため


「同法同項中」となってしまった。


４ 溶け込み後(文言を削った場合を含む。)の規定の全体について、誤りを


生じやすい語句等のチェックを行うこと。


［要点］


① 既存の「同(法、条、項等)」が指すものに誤りを生じていないかを確


認すること。


② 新たに「同(法、条、項等)」を用いるべきものが生じていないかを確


認すること。


③ 「及び ・ 並びに」及び「又は ・ 若しくは」の用い方が適当かを」「 」「


確認すること。


④ 括弧（ ）及び「 ）の開閉は整合しているかを確認すること。（ 」


⑤ 改正部分に法令名(題名及び件名をいう。以下同じ。)又は定義語・略
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称がある場合は、別紙３の縦断的チェックを行うこと。


⑥ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に


当たって確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条において 「第Ｙ条第一項の規定による認可、同条第四項の、


規定による変更の届出・・・」という規定中 「認可」の下に「、第Ｚ、


」 、「 」条第一項の規定による変更命令 という文言を加える際 同条第四項


を「第Ｙ条第四項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例２ 第Ｘ条において 「第Ｙ条第一号又は第二号に掲げる業務」という、


規定の下に「又は第Ｚ条第一号に掲げる業務」という文言を加える際、


「第Ｙ条第一号又は第二号」を「第Ｙ条第一号若しくは第二号」に改め


るべきところ、これを看過してしまった。


例３ 『Ａの表Ｂの項及びＣの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と ・・・す、


る 』という読替規定において 「Ｃの項」の次に「Ｄの項」を加える。 、


際 『Ａの表Ｂの項、Ｃの項及びＤの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、、


・・・する 』とすべきところを誤り 『Ａの表Ｂの項、Ｃの項、Ｄの。 、


項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と ・・・する 』としてしまった。、 。


５ 当該規定中の文言を引用している他の規定を確認し、その引用している


文言が改正後の当該規定中の文言と整合しているかをチェックすること。


［要点］


○ 改正対象法令のほか、本文第２の１(3)において整理した他の引用法


令の全てについて確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、約款


の公衆縦覧を規定する第Ｙ条について 「第Ｘ条に規定する認可を受け、


た約款」を「第Ｘ条の規定による届出を行った約款」に改めるべきとこ


ろ、これを看過してしまった。


例２ 第Ｘ条中の文言を「異議申立手続」から「審査請求手続」に改めた


際、これに伴って第Ｘ条を準用している第Ｙ条中の「異議申立手続」の
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文言を改めるべきところ、これを看過してしまった。


例３ 「Ａ機構」を「Ｂ機構」に名称変更する改正の際、直近の臨時国会


で成立した「Ａ機構」を引用する法律を見落としたため、当該法律に改


正漏れが生じてしまった。
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別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック


１ 追加、削除又は移動の対象となる規定の特定及びその追加、削除又は移


動の処理が適当であることをチェックすること。


［要点］


① 規定の追加、削除又は移動を行う場合の基本的ルールに従っているか


を確認すること。


② 章名、節名等を付し、又は削ることによる章(節等)建ての変更がある


場合の処理に誤りを生じないよう留意すること。


［誤り事例］


、「 」 、例 新たに章名を付する際 第Ｘ条の十六の六 の次に付すべきところ


「第Ｘ条の十六」の次に付してしまった。


２ 追加、削除又は移動の対象となる規定が章、節等の冒頭又は末尾のもの


かどうかをチェックすること。


［要点］


① 章、節等の冒頭又は末尾の規定に追加、削除又は移動がある場合、改


正規定(改め文)にその趣旨が明記(「第○章中第○条の次に…」等)され


ているかを確認すること。


② 編、章、節等の冒頭又は末尾の章、節、款等に追加、削除又は移動が


ある場合についても、同様である。


③ 目次の改正が漏れていないかを確認すること。附則において他法改正


を行う際、当該他法の目次の改正が必要となる場合があることにも十分


に留意すること。


［誤り事例］


例１ 第Ａ章の冒頭に第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「第Ｘ


」 「 」 、 。+1条 を 第Ｘ条の二 に改めるべきところ これを看過してしまった


例２ Ａ法改正法附則において、Ｂ法の規定を改める際、Ｂ法本則の末尾


に２条（罰則規定）を追加したことに伴って、Ｂ法の目次における罰則


の章の末尾の条名を「第Ｘ条」から「第Ｘ+2条」に改めるべきところ、


これを看過してしまった。
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、 「（ ）」例３ 第Ｘ条の２を追加したことに伴って 目次中 第Ｘ条・第Ｘ+1条


を「 第Ｘ条－第Ｘ+1条 」に改めるべきところ、これを看過してしま（ ）


った。


３ 共通見出しの処理をチェックすること。


［要点］


○ 規定(条)の追加、削除又は移動に伴い、共通見出しの付け直しの処理


が適切にされているかを確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条及び第Ｘ+1条の共通見出しを改正する際 「第Ｘ条の前の見、


出し」とすべきところ 「第Ｘ条の見出し」と記載してしまった。、


例２ 第Ｘ条から第Ｘ+2条までの共通見出しが付されている場合で 第「


Ｘ条 削除」とするときに、第Ｘ条の前に付されていた共通見出しを


第Ｘ+1条の前に付け替えるべきところ、これを看過してしまった。


４ 追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に誤りを生じていない


かをチェックすること。


［要点］


① 追加、削除又は移動の対象となる規定の前後の規定において 「前条、


(項、号) 「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」が用いられてい」、


るかどうかを確認し、その指示するものに誤りを生じていないかをチェ


ックすること。


② 規定の追加、削除又は移動の結果、その前後の規定において 「第○、


条(項、号)」又は「第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」を「前条


(項、号) 「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」に改める必要が」、


ないかを確認すること。


、 、 、③ 章 節等の単位で追加 削除又は移動の対象となる場合(新たに章名


、 、 。 、「 」、節名等を付し 又は章名 節名等を削る場合を含む )は 前章(節等)


「次章(節等)」又は「前○章(節等)」についてチェックをすること。


④ その他当該改正対象法令の全体について、追加、削除又は移動の対象


となる規定の引用関係に不整合を生じていないかを精査すること。この


、「 、 、 」 、場合において …第○条(項 号)から第△条(項 号)まで のように


追加、削除又は移動の対象となる規定の条名等が改正対象法令の規定上
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そのまま記載されていない場合(電子データを利用して単純に検索を行


ってもヒットしない場合)があることに留意すること。


⑤ 加えて、本文第２の１(3)において整理した他の引用法令の全てにつ


いて、同様に、追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に不整


合を生じていないかを精査すること。


⑥ 本改正により項建てがなくなった条や項建ての条の全ての項を引用す


る場合は、単に「第○条」とすることを見落とさないこと。また、本改


、「 」正により項建てがされた条中の規定を引用する場合に 第○条第△項


とすることを見落とさないこと。


⑦ 改正部分に法令名又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チ


ェックを行うこと。


⑧ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に


当たって確認すること。


⑨ 新たに追加した条文で引用している条、項、号等については、引用元


で移動しても法令審査支援システムではエラーメッセージが出ないの


で、必ず人の目で確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条の次に第Ｘ条の２から第Ｘ条の５まで計４条を追加したこと


に伴って、直後の条（第Ｘ+1条）中の「前条」という文言を「第Ｘ条」


に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例２ 別表中の備考にある第Ｘ号の次に１号を追加したことに伴って、直


（ ） 「 」 「 」後の号 旧第Ｘ+1号＝新第Ｘ+2号 中の 前号 という文言を 第Ｘ号


に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例３ 第Ｘ条の次に１条を追加したことに伴って、第Ｘ条の２が第Ｘ条の


３に移動したため、第Ｘ条中の「次条」という文言を「第Ｘ条の三」に


改めるべきところ、これを看過してしまった。


例４ 第Ｘ条に第２項と第３項を追加したことに伴って、直前の条（第Ｘ


-1条）第３項中の「次条第一号」という文言を「次条第一項第一号」に


改めるべきところ、これを看過してしまった。


例５ 第Ｘ条において号の追加により第３号が第４号に移動したことに伴
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って、これを引用する第Ｙ条（罰則規定）中の「第Ｘ条第三号」という


「 」 、 。文言を 第Ｘ条第四号 に改めるべきところ これを看過してしまった


例６ Ａ法改正法の附則第Ｘ条において、改正後のＡ法第Ｙ条の規定を引


用する際、第Ｙ条において項の追加により第４項が第６項に移動したこ


とを見落とし 「同条第六項」とすべきところ 「同条第四項」と記載、 、


してしまった。


例７ 第Ｘ条において、免許拒否事由を規定する際、審査の過程における


修正に伴って条が移動したことを見落とし 「第Ｙ条の規定により解任、


を命ぜられた役員」とすべきところ 「第Ｙ-1条の規定により解任を命、


ぜられた役員」と記載してしまった。


例８ 第Ｘ条において項の削除により第４項が第３項に移動したことに伴


って、これを引用する第Ｘ条の２第１項及び第２項中の「前条第四項」


という文言を「前条第三項」に改めるべきところ、これを看過してしま


った。


例９ Ａ法改正法の附則第Ｘ条においてＢ法を改正する際、Ｂ法附則第


Ｚ条から第Ｚ+2条までを1条ずつ繰り上げたことに伴って、Ｂ法第Ｙ


条第1項に規定されていた「附則第Ｚ+1条において同じ 」の「附則。


第Ｚ+1条」を「附則第Ｚ条」に改めるべきところ、これを看過して


しまった。


例１０ 第Ｘ条第２項と第Ｙ条第２項を削除したことに伴って、これらの


条項を引用する第Ｚ条（罰則規定）中の「第Ｘ条第一項（同条第二項に


おいて準用する場合を含む ）又は第Ｙ条第一項（同条第二項において。


準用する場合を含む 」という文言を「第Ｘ条又は第Ｙ条」に改める。）


べきところ、これを看過してしまった。


例１１ 第Ｘ条第３項を削除したことに伴って、これを引用する第Ｙ条第


１項中の「 第Ｘ条第三項を除く 」という文言を削除すべきところ、（ 。）


これを看過してしまった。


例１２ Ａ法第Ｘ条において、項の追加により第５項と第７項が各々第６
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項と第８項に移動したことに伴って、これらの条項を引用するＢ法第Ｙ


条第３項中の「第Ｘ条第五項及び第七項」という文言を「第Ｘ条第六項


及び第八項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例１３ Ａ法によってＢ法の条項の移動を行ったところ、既に成立した


未施行のＣ法において移動前のＢ法の条項を引用していることを見落


としたため、Ｃ法の改正漏れが生じてしまった。
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別紙３ 縦断的チェック


１ 引用する他の法令の法令番号の記載等を縦断的にチェックすること。


［要点］


① 改正後の改正対象法令において、引用する他の法令の法令番号が適切


に付されているかを確認すること。


② 本改正により法令番号の記載された法令名が削除される場合は、これ


に伴いその法令番号を付け替える必要がないかを確認すること。


③ 本改正の附則(経過規定、他の法令の一部改正規定等)における法令名


(「新法 「旧法 「平成○○年改正法」等の略称を含む。)の記載及」、 」、


び法令番号の扱いが適当かを確認すること。


［誤り事例］


例１ Ａ法において Ｂ法の条項を引用する多数の文言を規定する際 Ｂ、 、「


法」という最初の文言に法令番号「 昭和○○年法律第△△号 」を付（ ）


記すべきところ、これを看過してしまった。


例２ Ａ法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条を改め、その中でＡ法の規定を


引用する際 「Ａ法」という文言に法令番号を付記すべきところ、これ、


を看過してしまった。


２ 定義語・略称の定め方及び用い方を縦断的にチェックすること。


［要点］


① 定義語・略称の定め方及び用い方に改正後の改正対象法令の全体を通


じて重複や混乱がないかを確認すること。


② 本改正により定義規定又は略称を定める規定若しくは文言が削除され


る場合は、これに伴い新たな定義規定又は略称を定める必要がないかを


確認すること。


③ 「以下同じ 「以下この章において同じ 「第○条第○項におい。」、 。」、


て同じ 」等の定義語・略称の適用範囲の指定に誤りを生じていないか。


を確認すること。また、不要となった定義規定又は略称を定める規定を


残していないかを確認すること。


④ 本改正の附則その他の改正対象法令以外の法令において、改正対象法


令中の定義語・略称を不用意に用いていないかに留意すること。
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［誤り事例］


例１ Ａ法第Ｘ条を全部改正し、第１項に「調整期間」という略称を定め


る規定を設けたことを受け、Ｂ法附則第Ｙ条第４項において、この略称


、「 」 、を用いる際 Ａ法第Ｘ条第一項に規定する調整期間 とすべきところ


「Ａ法第Ｘ条第二項に規定する調整期間」と記載してしまった。


例２ Ａ法の原始附則第Ｘ条に項を追加し、その中でＢ法（Ａ法等の一部


改正法）中の条項を引用する際、当該Ｂ法について、題名を記載し、法


令番号を括弧書きで付記すべきところ 「昭和○○年改正法」と、略称、


を定める規定を置かずに略称を用いてしまった。


例３ 「○○」という文言が使われている多数の条のうち 「○○（△△、


○○を除く。以下この章において同じ 」という定義規定を設けてい。）


る条を削除する際 「○○」という文言が出てくる直後の条において、、


○○に関する同様な定義規定を設けるべきところ、これを看過してしま


った。


例４ Ａ法改正法附則において、Ｂ法第Ｘ条の第２項及び第３項を削除し


たことに伴って、同条第１項中の「 次項において「施設等機関」とい（


う 」という略称を定める規定を削除すべきところ、これを看過して。）


しまった。
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別紙４ 準用規定のチェック


準用規定 変更適用規定及び 例による とする規定を含む 以下同じ )（ 「 」 。 。


は、法令の構成を簡素にするとともに、制度の仕組みを大括りで理解しや


すくすることができるという利点があるが、反面、準用規定そのものには


技術的な正確性が求められ、誤りを生じやすいものであることから、特に


準用規定に着目したチェックを励行すること。


［要点］


① 国民の日常生活に密接に関係する規定については、準用を避けて必要


な事項を書き下ろすよう努めること。また、読替規定の読替えなど分か


りにくいものは、できる限り避けること。


、 、② 改正対象法令中の準用規定を全て確認し その引用する規定について


本改正による文言の改正又は規定の追加、削除若しくは移動がないかを


確認すること。


③ 準用される規定のうち 「…について準用する」ことによって当然に、


変容する部分と明文での読替えを必要とする部分との仕分けに留意する


こと。


④ 準用されている規定の改正に伴い、新たな読替えや引用されている読


替元の文言について改正を要するかをチェックすること。


「」 「 、「 」 」⑤ 読替規定中の の開閉の整合性及び …とあるのは ○○ と…


の「 」の要否(対句構造か否か)に留意すること。、


⑥ 読替規定の改正に当たっては、読替対照表を利用して、読替元の文言


及び読替後の文言が誤りなく改正されることを確認すること。


⑦ 読替後の規定中の 同 法 条 項等 及び ・ 並びに 及び 又「 （ 、 、 ）」、「 」「 」 「


は ・ 若しくは」の用い方に留意すること。」「


、「 」⑧ 準用規定において引用する他の法令の規定について ○○法(政令)


又は「同法(令)」の記載に遺漏がないかを確認すること。


⑨ 他の法令の規定を読み替える場合においては、当該他の法令中の定義


語・略称は疑義が生じない場合にはそのまま用い、自法令の法令番号は


入れないことに留意すること。


⑩ なお、孫準用はできる限り避けるものとするが、孫準用された規定を


引用するときは 「第□条(第△条において準用する場合を含む。)にお、


いて準用する第○条」のように、孫準用の関係を明記することに留意す


ること。
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［誤り事例］


例１ 第Ｘ条において、第Ｙ条の規定が読み替えて準用されている。第Ｙ


、 （ 『 「 」条を改正したことに伴って 第Ｘ条中の読替規定 ＝ 第Ｙ条中 ○○


とあるのは 「△△」と読み替えるものとする 』という規定）のうち、、 。


読替元の文言（＝「○○」という文言）を改めるべきところ、これを看


過してしまった。


例２ 第Ｘ条において、第Ｙ条等の規定を読み替えて準用する規定を設け


る際、審査の過程で第Ｙ条第１項中の読替元の文言が修正されたことを


見落とし、当該文言を「○○の製造をする者」とすべきところ 「○○、


の製造者」と記載してしまった。


例３ 準用読替えの規定であるＡ法第Ｘ条を改める際 『 ○○」の下に、「


「 「Ｂ法第Ｘ条」とあるのは「Ｃ法第Ｙ条」と」を加える 』とすべ、 。


きところ、Ｂ法第Ｘ条の直前にあるべきかぎ括弧（ 「 ）を書き漏らし


てしまった。


例４ 原始附則に条を追加し、その中で本則の規定を読み替えて準用する


際、読替元の文言について 『第Ｘ条第一項中「・・・その十分の〇・、


五」とあるのは』とすべきところ 『 ・・・その〇・五」とあるのは』、「


として 「十分の」という文言を書き漏らしてしまった。、
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別紙５ 施行期日のチェック


施行期日が適切に定められているかについてチェックすること。


［要点］


① 一体的に施行する必要がある規定に漏れはないかを確認すること。


② 本体部分の制度の実施の準備のために必要な措置を定めた本則及び附


則の規定の施行期日は適当かを確認すること。


③ 他の法令による改正がありその施行期日が未定である場合において、


その施行期日と本改正の施行期日の先後関係のいかんによって必要とな


る読替え等の調整規定は置かれているかを確認すること。


［誤り事例］


例１ 改正法附則第１項において各号列記により施行期日を規定する際、


審査の段階で改正法附則の項数が７から６に減ったことを見落とし、同


「 」 。項第１号に 改正法附則第七項 という存在しない項を掲げてしまった


例２ 第Ｘ条の規定について、附則第１条（施行期日）において、同条本


文の規定する平成３年１月１日からの施行とすべきところ、誤って同条


第３号に掲げてしまったため、その施行日が平成５年４月１日となって


しまった。


例３ 附則第Ｘ条の規定について、平成元年６月１日からの施行とするた


め、附則第１条（施行期日）において、同条ただし書中に規定すべきと


ころ、漏らしてしまったため、その施行日が同条本文の規定する「公布


の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」とな


ってしまった。
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別紙６ その他の形式的事項のチェック


１ 目次、章(節等)の構成、条名、項番号等の連続性、見出し等全体につい


ての概括的なチェックを行うこと。


［要点］


① 章（節等）の区切りの位置に誤りはないか。


② 章（節等）中の条数に応じ、目次中の「・」又は「－」の記号は適当


か。特に、章（節等）中の中間の枝番の条の追加又は削除に留意するこ


と。


③ 条名、項番号等は連続しているか。


④ 枝番の最後のものについて 「第○条の○ 削除」としていないか。、


⑤ 見出しの改正漏れや欠落はないか。


⑥ 章(節等)が一条のみで構成される場合に、当該条に章(節等)名と重複


する見出しを付していないか。


⑦ 振り仮名（ルビ）の付し方は改正対象法令の全体を通じて適当か。


２ 配字のチェックを行うこと。


［要点］


① ワープロソフトの書式設定が、１行４８文字１ページ１３行、所定の


禁則処理となっているか。なお、禁則処理については、法案誤り等再発


防止プロジェクトチーム取りまとめ（令和３年６月29日）の別紙を参照


すること。


② 条建ての改正規定は、一字下がりとなることに留意すること。


③ 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、案文の初字の位置


に留意すること。


④ 表の上下の罫線の位置は正しいか。


⑤ 目次、表等の改正部分を図示する場合の「」の位置は正しいか。


⑥ その他配字全般が適正であることを確認すること。


３ 片仮名法令の改正、項番号のない規定の改正等特殊なルールがあるもの


については、それに従っているかをチェックすること。


［要点］


① 項番号のない条文の項の初字の位置に留意すること。


［誤り事例］







- 28 -


例１ 項番号がない条文で構成される法律において、既存の条に新たな


項を加える際、案文の行頭を一文字高くしてしまった。


４ 誤字・脱字等のチェックを行うこと。


［要点］


「 、 」 「 、① 改正規定(改め文)中の改正箇所を示す (条 項等)中 及び 同(条


項等)」の用い方は適当か。


② 一部改正法令の改正規定を改正する場合において 改正箇所を示す 改、 「


正規定中」が漏れていないか。


、 「 」、③ 文言等の改正を順次行う場合において 改正規定(改め文)中の 改め


「加え」又は「削り」の欠落はないか。


④ 同音異義語(ワープロ変換の誤り)はないか。


(例) 異義 ・ 異議 課す ・ 科す 期間 ・ 機関 聴く ・ 聞「 」「 」、「 」「 」、「 」「 」、「 」「


く 「権 ・ 件 「更正 ・ 更生 「睡 ・ 酔 「多数 ・ 他数 、」、 」「 」、 」「 」、 」「 」、 」「 」


「適正 ・ 適性」等」「


⑤ 類似文字、類義語の誤りはないか。


(例) 末 ・ 未 懲 ・ 徴 資金 ・ 基金 推進 ・ 促進 認「 」「 」、「 」「 」、「 」「 」、「 」「 」、「


可 ・ 許可」等」「


⑥ 見落としやすい脱字はないか。


「 」、「 」、「 」、 「 」 、「 。」、(例) 第 条 項 枝番の条名中の の 等の文字 …こと


「…とき 」及び「…以下同じ 」における「 」等。 。） 。


⑦ 見落としやすい重複はないか。この場合において、溶け込み後の条文


についてワープロソフトの校正機能を有効に利用して誤字脱字等の検出


をすること。


(例) 「第第 「ととともに」等」、


⑧ 拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の大小に誤りはないか。


⑨ 送り仮名の誤りはないか。


(例) 「行う ・ 行なう」等」「


⑩ 片仮名法令を引用する場合の表記の誤りはないか。


(例) 件名には平仮名を用い、枝番の条名中の「ノ 、引用する文言等」


は片仮名を用いること等


⑪ なお、法令名、法令番号、年月日、金額及び割合の誤記は見逃しやす


いので留意すること。


［誤り事例］
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例１ Ａ法に条を追加し、その中でＢ法の規定を読み替えて準用する際、


、「 、読替先の文言について Ａ法第Ｘ条第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・


又はＡ法第Ｚ条の規定による・・・」とすべきところ 「Ａ法第Ｘ条第、


二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又は同法第Ｚ条の規定による・・・」


と記載してしまった。


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の別表中の規定を改める際 『別表、


第三第Ｙ号中「○○」を「△△」に改め、同表第三第Ｚ号中「××」を


「□□」に改める 』とすべきところ 「改め」という文言を書き漏ら。 、


してしまった。


例３ 「多数の人」とすべきところ 「他数の人」と表記してしまった。、


例４ 「懲役」とすべきところ 「徴役」と表記してしまった。、


例５ 「○○未満」とすべきところ 「○○末満」と表記してしまった。、


例６ 「同法第二十三条の二の二十第一項」とすべきところ 「同法第二、


十三の二の二十第一項」と 「条」の１文字を書き漏らしてしまった。、


例７ 目次中の条名を改める際 「第Ｘ条の二の十三」とすべきところ、、


「第Ｘ条二の十三」と 「の」の１文字を書き漏らしてしまった。、


例８ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改め先の文言に


ついて 「同法第Ｙ条第一号」とすべきところ 「同法Ｙ条第一号」と、、 、


「第」の１文字を書き漏らしてしまった。


「 」 、「 」 、「 」例９ ○○原料製造業者 とすべきところ ○○原料製業者 と 造


の１文字を書き漏らしてしまった。


例１０ 「意見を聴くとともに」とすべきところ 「意見を聴くとととも、


に」と 「と」の１文字を余分に記載してしまった。、


例１１ 「若しくは」とすべきところ 「若ししくは」と 「し」の１文、 、


字を余分に記載してしまった（ 若し」のところで改行されていたも「
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の 。。）


例１２ 平成元年以後に立案されたＡ法（促音小書き）の附則第Ｘ条にお


いて、昭和６３年以前に立法されたＢ法（促音小書きせず）の規定を改


める際、改め先の文言について 「あつては」とすべきところ 「あっ、 、


ては」と表記してしまった。


例１３ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際 「・・・の整、


備の促進に関する特別措置法」というＢ法の題名の表記に当たり 「・、


・・の促進に関する特別措置法」と 「の整備」という文言を書き漏ら、


してしまった。


例１４ 「労働者 （の健康の保持に及ぼす）とすべきところ 「労働省」」 、


（の健康の保持に及ぼす）としてしまった。


例１５ 罰則規定において 「一年以下 （の懲役）とすべきところ 「一、 」 、


年以上 （の懲役）としてしまった。」







　


提　出　日　時
月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


①


②


2


①


②


③


④


⑤


3


①


②


③


4


①


②


③


④


⑤


⑥


5


①


（注１）


（注２）


（注３）


別添誤りチェックシート


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


府省名 所　属 官　職 ・ 氏　名


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


意図しない一致


句読点の誤り


読替規定・表の確認


用語の整備


溶け込みの正確性


溶け込み後の文意


別紙１　文言の改正に伴うチェック


改正規定の特定の正確性


改正条項の確認


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


引用規定の特定の正確性


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


削除後の文意


システムでの溶け込みチェック


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。
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手引　別紙２


別紙２　規定の追加等に伴うチェック


1


①


②


2


①


②


③


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


（注１）


（注２）


（注３）


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


別添誤りチェックシート


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


目次の改正漏れ


共通見出しの処理


追加等に伴う付け直し


追加等に伴う引用関係の誤り


「前条」「次条」「前○条」等を改正す
る必要性


「前条」、「次条」等に改正する必要
性


規定の追加、削除又は移動


処理の基本的ルール


章名を付する場合等


冒頭、末尾における追加等


章名等の明記（条項の場合）


　　　同上　　 （節等の場合）


新たに追加した条文における引用
条項の正確性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


章等の追加等に伴う「前章」等の改
正の必要性


追加等に伴う上記以外の引用関係
の整合性（「第○条から第△条ま
で」等）


他の引用法令における引用関係の
整合性


項建ての存否に伴う「第○項」の適
否


法令名、定義語等の追加等に伴う
縦断的チェック


新たに引用する規定の特定の正確
性
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手引　別紙３～５


別紙３　縦断的チェック


1


①


②


③


2


①


②


③


④


別紙４　準用規定のチェック


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


別紙５　施行期日のチェック


①


②


③


（注１）


（注２）


（注３）


別添誤りチェックシート


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


定義規定等の削除に伴う付け替え


定義語・略称の適用範囲・必要性の
確認


改正対象法令以外での定義語・略
称の不用意な使用


分かりにくい準用読替規定の回避


引用する規定に本改正による文言
の改正、移動等がないかの確認


読替規定を置く必要性


法令番号の縦断的チェック


法令番号の付け忘れ


法令名削除に伴う法令番号の付け
替え


附則における法令名の記載等


定義語・略称の縦断的チェック


定義語・略称に重複・混乱がないか


孫準用の関係の明記


対象規定の適切なグルーピング


制度実施に必要な準備規定の施行
期日


他法改正との調整規定の必要性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


読替元の文言を改正する必要性


「　」の開閉、「、」の要否


読替対照表による文言の確認


読替後の規定中の「同法」、「及
び」、「又は」等の用法の正確性


他法令の規定の引用における法令
名、「同法」等の記載の正確性


他法令の規定の読替における定義
語・略称、法令番号等の記載の正
確性


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。
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手引　別紙６


別紙６　その他の形式的事項のチェック


1


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


2


①


②


③


④


⑤


⑥


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


⑪


（注１）


（注２）


（注３）


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


別添誤りチェックシート


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


概括的なチェック


章等の区切りの位置


目次中の「・」、「－」の記号


条名、項番号等の連続性


枝番の最後での「第○条の○　削
除」


見出しの改正漏れ、欠落


官職・氏名 月日


判明した誤り


表の上下の罫線の位置


目次、表等を改正する場合の「　」の
位置


その他配字全般


特殊なルールによる改正のチェック


項番号のない条文の項の初字の位
置


誤字・脱字等のチェック


一条のみで構成される章等の見出
し


振り仮名（ルビ）の付け方


配字のチェック


ワープロソフトの所定の禁則処理等
の設定


条建ての改正の場合の配字


一部改正法令の改正のおける案文
の初字の位置


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


重複（「第第」、「ととともに」等）


拗音、促音の大小の誤り


送り仮名の誤り


片仮名法令を引用する場合の表記


法令名、法令番号、年月日、金額及
び割合の誤記


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


改め文の改正箇所を示す「条中」、
「同条」等の用法
一部改正法令の改正における「改
正規定中」の記載
改正規定中の「改め」、「加え」、「削
り」の欠落
ワープロ変換等による同音異義語
の誤り


類似文字、類義語の誤り


脱字（枝番中の「の」等）
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提　出　日　時
月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


① レ レ
②


2


① レ レ
② レ レ 第○条で「各号列記以外の部分」との特定が抜けていた。


③ レ レ
④


⑤


3


① レ レ
②


③ レ レ
4


① レ レ
② レ レ
③ レ レ
④ レ レ
⑤


⑥ レ レ
5


① レ レ
（注１）


（注２）


（注３）


別添誤りチェックシート


○ ○
○


府省名 ○○省 所　属 官　職 ・ 氏　名


○○係員
○○　○○


複層的チェック
統括責任者


大臣官房○○課 課長・○○　○○


部長説明日（　○月○日（火）　）、閣議付議予定日（　○月○日（金）　）
複層的チェック
実施責任者


大臣官房○○課 課長補佐・○○　○○


法
案
名


○○○法の一部を改正する法律案
例（第○条　△△法の一部を改正する法律案部分）
　  （第１条～第２０条部分）


立案担当責任者 ○○局○○課 課長補佐・○○　○○


読替規定・表の確認


○月○日
○○係長


○○　○○
○月○日


別紙１　文言の改正に伴うチェック


改正規定の特定の正確性


改正条項の確認


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日 官職・氏名 月日


判明した誤り


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


意図しない一致


句読点の誤り


引用規定の特定の正確性


用語の整備


溶け込みの正確性


溶け込み後の文意


削除後の文意


システムでの溶け込みチェック


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。
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内閣提出法律案及び条約の再点検の結果について 
 


内閣官房内閣総務官室 
令和３年３月２５日  


  
今国会における内閣提出の法律案及び条約について、条文及び


参考資料（要綱、新旧対照表、参照条文）等の再点検を行ったところ、既


に議院運営委員会理事会に御報告しているものに加え、新たに以


下の誤りについて、各府省庁から報告がありました。 


 
＜条文の誤り＞ 


法律案３本（４件） 


○新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案（引用の誤り：１
件）※感染症法改正部分の誤り（議員修正に伴い誤り部分は削除済み） 


○新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の
機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案（追加
箇所の行頭を１字下げる必要：２件） 


○産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案（削除部分の重複：１件） 
 
※以上４件を加えると、条文等の誤りは、新型インフルエンザ等特措法等改正案（１


件）、銀行法等改正案（３件）、産業競争力強化法等改正案（４件）、ＲＣＥＰ協定
（４件）の 計３法案、１条約の１２件。 


 


＜参考資料(要綱、新旧対照表、参照条文)の誤り＞ 


法律案１８本（７７件） 


   （内訳） 


・新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案（内閣官房） ２件 


・地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す


る法律案（内閣府） 


１件 


・災害対策基本法等の一部を改正する法律案（内閣府） ９件 


・銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案（警察庁） ３件 


・消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を


改正する法律案（消費者庁） 


３件 


・在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一


部を改正する法律案（外務省） 


１件 


・関税定率法等の一部を改正する法律案（財務省） ２件 


・国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案（文部科学省） ４件 


・公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法


律案（文部科学省） 


１件 


・文化財保護法の一部を改正する法律案（文部科学省） １件 


・国立大学法人法の一部を改正する法律案（文部科学省） ７件 


・著作権法の一部を改正する法律案（文部科学省） 14件 


・良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を


改正する法律案（厚生労働省） 


１件 


・全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案


（厚生労働省） 


１件 


・農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案（農林水産省） ３件 


・産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案（経済産業省） 20件 


・地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案（環境省） ３件 


・防衛省設置法等の一部を改正する法律案（防衛省） １件 


※以上、18本 77件に、デジタル改革関連法案４本 45件を加えると、参考資料の誤りは 22本 122件。 








法令案における誤りの防止について（手引）


（改訂版）


令和３年１２月


内 閣 法 制 局
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法令案における誤りの防止について（手引）


平成１６年 ８月３０日


内 閣 法 制 局


改正 平成１６年１２月 ９日


改正 令和 ３年 ９月１３日


改正 令和 ３年１２月２４日


内閣提出の法案及び政令案（以下「法令案」という ）における誤りの防止。


について、当局では、第１５９回国会で成立した国民年金法等の一部を改正す


る法律(平成１６年法律第１０４号)について、法案の形式的事項に多数の誤り


があり、公布後において官報による正誤処理をせざるを得なかったこと等を契


機として、平成１６年にこの手引を作成し、立案府省庁等と共にこれに従った


誤り防止策等を実践してきた。また、法令案における誤り防止のためのツール


の一つとして平成１８年に法令審査支援システムを導入し、立案府省庁等の利


、 。用にも供して 同システムによる法令案の形式的事項のチェックを行ってきた


こうした取組にもかかわらず、令和３年の第２０４回国会において、内閣提


出の４法案１条約に計１４件の形式的事項の誤りがあることが判明したこと


は、誠に遺憾である。法律等の条文は、国民の権利義務に関わることから、正


確性を十分に求められるものであり、内閣提出の法令案に形式的事項といえど


も誤りがあってはならない。今後同様の事態を生じることがないよう、改めて


当局と立案府省庁等とが連携して法令案における誤りの防止を図るための実効


的な態勢を確立し、継続的に取り組んでいく必要がある。


法令案における誤りの防止について、以下のように定める。なお、この手引


は、今後の実施状況等によりその内容に変更及び追加を行うことを予定してい


る。


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項


１ 予備審査が一時期に過度に集中することがないよう「法令協議に関する


申合せ(平成５年１月１８日各省庁文書・国会担当課長会議)」を徹底し、


常会に提出を予定する法案の予備審査については、非予算関連法案にあっ


ては１０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案にあって


は翌年１月上旬から開始するよう努めること。ただし、予算関連法案にあ


っても、予算案等の確定を待つことなく予備審査を行うことができる部分


については、１０月上旬から開始するよう努めること。


２ 政令案についても、できるだけ早期に準備をし、時間的余裕をもって審
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。 、 、査を行うことができるようにすること また １２月から翌年３月までは


常会に提出する法案の予備審査が集中することを踏まえ、いわゆる年度末


政令等この時期に審査が必須な政令案以外の審査は行わないように審査ス


ケジュールを組むこと。


３ 法令案の実質的事項についての審査を終えた後において形式的事項のチ


ェックに必要な時間を十分に確保することができるよう、当該法令案の閣


議付議の予定日を設定すること。


４ 立案府省庁等においては、当該法令案の立案担当部局による法令案のチ


ェックを強化することに加えて、これとは別に、立案担当部局以外の大臣


官房等の職員(必要に応じてその職務を行わせる他の部局等の職員を含


む。)が当該法令案の形式的事項について複層的チェックを行う態勢を確


立し、複層的チェックを行うこと。これに伴い、法令案ごとに、複層的チ


ェックの統括責任者（チェック要員の確保、その役割分担の決定、チェッ


クの実施状況の確認等を統括する管理職）及び実施責任者（実際にチェッ


ク要員によるチェック作業を指揮する補佐クラス）の官職及び氏名等を審


査担当参事官に通知すること。


５ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の


所管する法令の改正に及ぶ場合は、立案府省庁等における４の複層的チェ


ックのほか、当該法令を所管する他の府省庁等においても、当該法令の改


正について複層的チェックを行うこと。当該法令を所管する府省庁等にお


ける複層的チェックの統括責任者及び実施責任者の官職及び氏名等の通知


は、当該法令の改正の審査（下審査）を担当する参事官に行うこと。


６ 立案府省庁等においては、法令案の形式的事項のチェックに際し、法令


審査支援システムを活用すること。


７ 各府省庁等においては、法制実務の基本に関する研修を実施するなど、


法令案の形式的事項について的確なチェックを行うことができる職員の養


成に努めること。


８ 審査担当参事官は、その審査する法令案において必要な事項を自らチェ


ックするほか、立案府省庁等の立案担当部局の立案担当責任者並びに４又


は５によって通知を受けた複層的チェックの統括責任者及び実施責任者と


の連絡を密にして当該立案府省庁等における法令案のチェックの態勢、実


施状況等を把握するとともに、立案府省庁等から適時に複層的チェックの


誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧の提出


を受け、立案府省庁等において法令案の形式的事項のチェックが実効的に


行われていることを確認すること。
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９ なお、法令審査支援システムの機能強化等の法令案の形式的事項のチェ


ックにおけるＩＴ技術の利用の促進について、更に検討を進める。


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等


(1) 官報等の基礎資料の整理


当局における審査は、現行日本法規若しくはその電子版のスーパー法


令ウェブ又は法制執務業務支援システム（e-LAWS （以下「現行日本法）


規等」という ）に登載された法令の規定をベースに行うが、その改正。


法令が未施行であることや加除・データ更新の時期等によって、審査の


時点で、現行日本法規等に本改正(今回行おうとしている改正をいう。


以下同じ。)の前提とすべき改正対象法令（附則により改正する他の法


令を含む。以下同じ。)並びに立案及び審査の過程で参照する他の法令


（以下「改正対象法令等」という ）の規定が反映されていない場合も。


少なくない。このような場合、立案府省庁等において、現行日本法規等


に反映されていない改正対象法令等の改正について、官報又は法案(正


誤を含む。以下「官報等」という。)によって、当該改正の内容及び施


行期日を確認した上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施


した官報等の写し及び②施行期日ごとの新旧対照表を作成し、立案及び


審査のための基礎資料として準備すること。


また、現行日本法規等では附則の一部が省略されているので、附則の


規定について追加、削除又は移動をする等の改正を行うときは、本改正


の前提とすべき当該附則の条文を確認するため、当該附則の改正履歴等


を確認できる関係部分にマークを施した官報等の写しを、立案及び審査


のための基礎資料として準備すること。


［留意点］


○ 本改正の施行後に施行の予定となっている改正についても整理す


ること。


○ 数次の改正がある場合は、施行期日の順に従って整理すること。


○ 政令等により施行期日が定まるものについては、当該政令等の官


報等の写しを添付すること。また、施行期日が未定のものについて


は、施行の見込み時期について付記すること。


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案に


よる改正及び継続審議中の法案による改正に特に留意すること。


○ 一部改正法令の一部改正があることを見落とさないこと。
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○ 立案府省庁等においては、他の府省庁等の所管する法令による改


正対象法令等の改正予定の有無及びその内容について適時に所要の


照会を行い、改正予定の把握に遺漏がないようにすること。


○ 附則において改正する他の府省庁等の所管する法令に係る同様の


基礎資料についても、立案府省庁等において、当該法令を所管する


他の府省庁等の協力を得て取りまとめること。


○ なお、法令の改正履歴及び改正予定については、平素から、当該


法令を所管する府省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する


態勢を確立すること。また、共管法令の改正履歴及び改正予定につ


いては、その全体について、各共管府省庁等において情報を共有し


ておくこと。


(2) 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認（審査用の参


照条文の作成）


立案府省庁等において、審査用の参照条文として、現行日本法規等


に登載された改正対象法令等の規定の未反映部分を(1)の基礎資料で補


完したものを作成し、審査担当参事官に提出するとともに、３の形式的


事項の誤りを防止するためのチェックに活用すること。


［留意点］


〇 審査用の参照条文として作成する改正対象法令等の規定の範囲、


編さん方法等については、審査担当参事官の指示によること。この


場合において、その趣旨及び目的に照らし、分量が不必要に膨大な


ものとならないようにすること。


○ 審査用の参照条文の改正対象法令等の規定には、いつ時点の規定


であるかを付記すること。


○ スーパー法令ウェブ又は法制執務業務支援システム（e-LAWS）を


用いる場合、いつ時点の条文データを出力しているか選択を誤らな


いよう注意すること。また、原則として、出力された条文データの


加工（不要な条項等の削除、各条の後に記載されている改正履歴の


削除等）は行わず、出力された体裁（ページ割）のまま印刷し、必


要に応じて関係部分にマークを施す等して作成すること。表につい


て本来存在しない罫線が表示されるなど現行日本法規や官報と異な


る体裁で表示がされてしまう場合があることに注意すること。


(3) 引用法令の確認及び整理
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立案府省庁等において、改正対象法令を引用している他の法令の有無


を確認し、一覧表を作成するなどして整理すること。


［留意点］


○ 関係法令、従前の一部改正法令の附則(経過規定)等他の法令にお


ける引用について漏れなく把握すること。他の府省庁等の所管に係


る法令における引用については、立案府省庁等において適時に所要


、 、の照会を行うものとし 照会を受けた当該他の府省庁等においては


調査に遺漏がないようにすること。審査を経て改正対象法令が追加


された場合には、他の法令における当該改正対象法令の引用につい


て追加の照会を行うなどして漏れなく把握すること。


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案に


おける引用及び継続審議中の法案における引用に特に留意するこ


と。


○ なお、法令間の引用関係(引用し、又は引用される関係をいう。


以下同じ。)については、平素から、それぞれの法令を所管する府


省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する態勢を確立するこ


と。また、共管法令の引用関係については、その全体について、各


共管府省庁等において情報を共有しておくこと。


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等


(1) ワープロデータの的確な管理


立案府省庁等においては、立案及び審査の過程における法令案の修正


について、ワープロデータのバージョン管理を徹底するとともに、修正


入力の担当者を特定するなどして、ワープロデータの正確性を確保する


こと。


［留意点］


○ いつどの部分を修正したかが把握できるようにしておくこと。


(2) 法令審査支援システムの活用


立案府省庁等においては、３の形式的事項の誤りを防止するためのチ


ェックを行うに当たって、人の目によるチェックに加えて、法令審査支


援システムを活用すること。


［留意点］


○ 溶け込ませ処理後の点検結果一覧の確認（エラーチェック）は、


担当者限りで対応の要否を判断するのではなく、担当者が立案担当
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責任者等の誤りチェックの責任者に説明して、当該責任者が判断す


るようにすること。疑義がある場合には、審査担当参事官に相談す


ること。


○ 法令審査支援システムは、表の改正、改正部分を図として引用す


る改正、一部改正法令の一部改正には対応していない。また、いわ


ゆる多段ロケット方式の二段目以降の改正には対応できない場合が


あることに留意すること。


○ また、法令審査支援システムは、人の目によるチェックを代替す


るものではなく、あくまでも補助的なものであることに留意するこ


と。


・ 既存の条項の移動と当該条項を引用する新たな条文の追加が同


時に行われる場合には、法令審査支援システムがその関係性をチ


ェックできないことがあるので、そのような場合には、特に条項


の引用関係の誤りを見逃さないよう人の目により注意して確認す


ること。


・ 読替規定の改正（改め元又は改め先の文言に対にならない「」


又は複数の「」が含まれる ）等改め文の構造が非常に複雑な場。


合には、その引用する文字列を法令審査支援システムが認識でき


ないことがあるので そのような場合には ワープロマクロの 改、 、 「


正対象文字列」のマーキング機能を利用するとともに、特に改め


元の文言の意図しない一致（誤ヒット）を見逃さないよう人の目


により注意して確認すること。


(3) 法令案のチェックにおける新旧対照表の扱い


新旧対照表は法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべ


きものではないことに留意すること。


［留意点］


○ 新旧対照表では、一般に、改正部分の前後の規定や引用関係にあ


る他の規定など本来直接参照して確認する必要がある規定が記載さ


れていないことが多く、また、それ自体が法令案の立案過程におい


て作成されたものであるから、法令案のチェックを行うための基礎


資料として用いるべきものではない。法令案（改め文）が誤った新


旧対照表と整合していたため、誤りを見逃してしまった事例がある


ので、注意すること。


○ 一方で、新旧対照表は正確なものでなければならないので、新旧
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対照表の旧（現行）の規定は審査用の参照条文で確認した当該改正


の施行時点における改正対象法令の規定により作成し、適時に新旧


対照表と法令案（改め文）及び審査用の参照条文との読み合わせを


行うなどして、その正確を期すこと。


(4) 審査担当参事官による審査の段階における全体チェックの実施


審査中の法令案について審査担当参事官による審査がある程度進展し


た適切な段階で、立案府省庁等において、法令案の全体について３の形


式的事項の誤りを防止するための立案担当部局によるチェック（全体チ


ェック）を行うこと。


［留意点］


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事


官と相談すること。


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェックが行われて


いる場合においても、常に新たな視点で形式的事項に特化したチェ


ックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェックは、３のチェックポイントに留


、 。 、意して 別添の誤りチェックシートを用いて実施すること その際


漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックするのでは


なく、担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効


果的に実施すること。


○ 法令審査支援システムを活用すること。


(5) 部長了（正式各省協議前後）の段階における全体チェック及び複層的


チェックの実施


審査中の法令案について担当部長の了解が得られ、いわゆる正式各省


、 、協議が行われる前後の段階において 当該法令案の形式的事項について


立案府省庁等において、改めて立案担当部局による全体チェックを行う


とともに、立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックを行う


こと。法案については、別添の誤りチェックシート及び法令審査支援シ


ステムによる点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。


［留意点］


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事


官と相談すること。


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェック又は複層的
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チェックが行われている場合においても、新たな視点で形式的事項


に特化したチェックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官


房等による複層的チェックは、３のチェックポイントに留意して、


別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その


結果を審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェ


ックポイントについて１回でチェックするのではなく、担当ごと又


は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施するこ


と。


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事


項のチェックを行い、法案については、確認済みの点検結果一覧


を審査担当参事官に提出すること。


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府


省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、当該法令の改正部分に


ついて、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等におい


ても、当該法令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層


的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェックシー


トを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。


(6) 最終的な全体チェック及び複層的チェックの実施


法令案について当局による審査が実質的に終了し、法令案が固まった


段階において、当該法令案の形式的事項について、立案府省庁等におい


て、最終的な立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の


大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の


誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧を審


査担当参事官に提出すること。


［留意点］


○ 新たな視点で法令案の形式的事項に特化した最終的な複層的チェ


ックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官


房等による複層的チェックは、３のチェックポイントに留意して、


別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その


結果を審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェ


ックポイントについて１回でチェックするのではなく、担当ごと又


は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施するこ
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と。


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事


項のチェックを行い、法案については、確認済みの点検結果一覧


を審査担当参事官に提出すること。


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府


省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、当該法令の改正部分に


ついて、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等におい


ても、当該法令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層


的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェックシー


トを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。


○ 当局における決裁や与党における審査など閣議付議の予定日の直


前において更に修正がされることもあることから、最終的な複層的


チェックについては、統括責任者において相当数の職員を確保し、


チェックポイントごとの担当を決めるなどして短時間で集中的に形


式的事項のチェックを行うことができる態勢を整備すること。


○ 複層的チェックを行う大臣官房等に恒常的にそのための職員を配


置することが困難な場合においては、必要に応じて他の部局等から


適当な職員を集めることができる態勢を整えること。


(7) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底


(4)(5)(6)の全体チェックのほか、立案及び審査の過程において法令


案に修正があった場合は、その都度、立案府省庁等において、３の形式


的事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要


となる改正に遺漏がないようにすること。


［留意点］


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、関連して修正すべき部分が


ないか全般的なチェックを行うこと。


・ 特に、当該修正により規定を追加、削除又は移動する改正を


新たに追加した場合には、当該修正に伴って必要となる引用先


の改正を見逃しやすいので、注意して確認すること。


○ 法令審査支援システムを活用すること。


(8) 印刷物の校正刷り版の確認


法案の印刷物（穴なし）の校正刷りについては、複数人で最終の法


令案（改め文）との読み合わせによる確認を行うこと。また、審査担
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当参事官に共有すること。


当局における読み合わせ後に修正があった場合には 法案の印刷物 穴、 （


あき）の校正刷りについても、当該修正が正しく反映されているか複数


人で読み合わせによる確認を行うこと。


［留意点］


○ 国立印刷局においては、提出された法令案（改め文）のワープ


ロデータをテキストデータとして取り込み、編集した上で、禁則


処理を施すことから、校正刷りに文字の欠落や重複がないか、表


中に空白ができていないか、字下げ（配字）の誤りがないか等の


確認を入念に行うこと。特に、ページや行の変わり目に注意する


こと。


○ 表の体裁（罫線の位置等）に注意すること。


(9) 読み合わせによる確認


読み合わせは、配字を含めて一文字一文字を確かめ、法令案の全体に


ついて誤りがないことを確認することができるように行うこと。


［留意点］


○ 立案府省庁等における全体チェック及び複層的チェックにおいて


も、読み合わせによる確認を行うこと。


○ 当局における読み合わせは、審査担当参事官から渡される最終原


稿を読み上げて行うこと。また、必ず３名以上で行うこととし、


審査担当参事官の指示により、最終原稿の読み手のほか、副本の


確認、新旧対照表の確認、審査用の参照条文による確認、読替対


照表の確認等の役割分担をして行うこと。


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック


別紙１から別紙６までに掲げるチェックポイント(要点)により法令案の


形式的事項についてチェックを行うこと。


［留意点］


○ 別紙１から別紙６までに掲げるものは、法令案において特に誤り


を生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、各府


省庁等においては、あらかじめ、その趣旨を法令案の立案及びチェ


ックに当たる職員に周知させ、法令案の立案担当部局による全体チ


ェック及び立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェック


に遺漏がないようにすること。また、各府省庁等においてその他必
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要と思われるチェックポイントがあるときは、これを適宜増補して


使用すること。


○ 法令案のチェックに当たって改正対象法令等を参照する場合、審


査用の参照条文を参照すること。


○ これらのチェックポイントは、一部改正法令案を念頭に置いたも


のであるが、全部改正法令案及び新法令案についても、これらに準


じてチェックを行うこと。


４ 法案提出後におけるフォロー等


(1) 立案府省庁等において、法案提出後、その内容を改めて点検し、万一


法案に誤りがある場合には、国会における審議が開始される前に、法案


の正誤処理を行うことができるようにすること。


(2) 国会提出後の法案について、その成立が当初の見込みから遅れること


となる場合には、改めて法案をチェックし、所要の修正の依頼を怠らな


いこと。


［留意点］


○ 成立を見込んで記載した法律番号の年の部分の修正


○ 他の法律の規定による一部改正の施行が先行してしまうことによ


る法案の修正
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別紙１ 文言の改正に伴うチェック


１ 改正する規定の特定が正確であることをチェックすること。


［要点］


① 改正箇所を示す「第○条第○項 「…第○号 「各号列記以外の部」、 」、


分 「…本文 「…ただし書 「…前段（後段 」等によって指定され」、 」、 」、 ）


、 、 、た規定が存在するか また その指定する規定の範囲が適当かについて


実際に当該規定に当たって確かめること。


② 枝番(特に孫番)の誤記は見逃しやすいので注意すること。


［誤り事例］


例１ 適用読替の規定である第Ｘ条を改める際、同条が「・・・された場


合における第Ｙ条 ・・・の規定の適用については、第Ｙ条中・・・と、


する 」という１文から構成されているにもかかわらず、２文から成る。


ものと錯覚し 「第Ｘ条前段中」と記載してしまった。、


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改正対象規定を


「 」 、「 」 、第Ｙ条第一項第七号中 とすべきところ 第Ｙ条第七号中 として


「第一項」という文言を書き漏らしてしまった。


２ 改め元の文言(「○○」を…改める 「○○」を削る 「○○」の下に…、 、


加える等における「○○」の文言)が１で確認した規定中の文言に合致す


ることをチェックすること。


［要点］


① １で確認した規定の全体を精査し、改め元の文言について、不一致及


び意図しない一致(誤ヒット)がないことを確かめること。


② 特に、改め元の文言が長い場合は一文字の誤りでも不一致となり、他


方 改め元の文言が短い一般的な用語である場合( 及び 又は 第、 「 」、「 」、「


○条」等)は他に意図しない一致(誤ヒット)を生じる可能性が高いこと


に留意すること。


③ 改め元として引用する読点（ ）及び句点（ ）の扱いが適当か「、」 「。」


についてもチェックすること。


④ 読替規定（改め元又は改め先の文言に対にならない「」又は複数の


「」が含まれるもの）には法令審査支援システムでは対応できないこ


とがあり、また、表の改正は法令審査支援システムではチェックでき
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ないので、特に入念に人の目で確認すること。この場合において、


ワープロソフトの検索機能を有効に利用すること。


⑤ なお、改正がある項について行うべき用語の整備（ 行なう」を「行「


う」に 「但し」を「ただし」に 「一に」を「いずれかに」に改める、 、


等）についても留意すること。


［誤り事例］


例１ Ａ法改正法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条の規定を改める際、改め


元の文言を「昭和六十年一月二日」とすべきところ 「昭和六十四年一、


月二日」と記載してしまった。


例２ ２項から成る第Ｘ条の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｘ条第


一項中」と特定すべきところ、同条第２項にも改め元の文言と同一の文


言があることを見落とし、単に「第Ｘ条中」としたため、同条第２項が


誤って改正され、意味の通らない規定となってしまった。


例３ 比較的長文の第Ｘ条第１項（準用規定）中「という ）と」の下に。


文言を加える際、第Ｘ条第１項に「という ）と」と同一の文言がある。


ことを見落としてしまった。


例４ 各号列記がある附則第Ｘ条第１項の規定を改める際、改正対象規定


を「附則第Ｘ条第一項各号列記以外の部分中」と特定すべきところ、同


項第１号中にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に


「附則第Ｘ条第一項中」としたため、同項第１号が誤って改正されてし


まった。


例５ 第Ｘ条第１項各号列記以外の部分中「」という 」を削る際、同。）


項各号列記以外の部分中の他の箇所及び同項各号に「」という 」と。）


同一の文言があることを見落としてしまった。


例６ 第Ｘ条に規定する業務規程について認可制を届出制に改める際、改


め元の文言を「認可を受け」とすべきところ 「許可を受け」と記載し、


てしまった。


３ 改め先の文言（ △△」に改める 「△△」を加える等における「△△」「 、
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。の文言)が１で確認した規定中に正常に溶け込むことをチェックすること


［要点］


① 改め先の文言を溶け込ませた後の当該規定において、改正部分の前後


を通読して文意が通じることを確かめること。


② 規定中の文言を削る場合においても、改正部分の前後を通読して同様


の確認をすること。


、 。③ 必ず法令審査支援システムで 溶け込ませ後の条文を確認すること


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、行政


庁による公示を規定する第Ｙ条の文言について 「第Ｘ条に規定する認、


可をしたときは」を「第Ｘ条の規定による届出を受理したときは」に改


めるべきところ、単に「認可」を「届出」に改めるとしたため 「 行、（


政庁が ・・・届出をしたときは」となってしまった。）


例２ 第Ｘ条において 「終了予定日とされた日」の下に「から三十日を、


経過した日」を加える際、改め元の文言を誤って「終了予定日」とした


ため 「終了予定日から三十日を経過した日とされた日」となってしま、


った。


例３ 第Ｘ条において 「同法第三条第二項中」を「同項中」に改めるべ、


、 「 」 、きところ 改め元の文言の引用を誤って 第三条第二項中 としたため


「同法同項中」となってしまった。


４ 溶け込み後(文言を削った場合を含む。)の規定の全体について、誤りを


生じやすい語句等のチェックを行うこと。


［要点］


① 既存の「同(法、条、項等)」が指すものに誤りを生じていないかを確


認すること。


② 新たに「同(法、条、項等)」を用いるべきものが生じていないかを確


認すること。


③ 「及び ・ 並びに」及び「又は ・ 若しくは」の用い方が適当かを」「 」「


確認すること。


④ 括弧（ ）及び「 ）の開閉は整合しているかを確認すること。（ 」


⑤ 改正部分に法令名(題名及び件名をいう。以下同じ。)又は定義語・略







- 15 -


称がある場合は、別紙３の縦断的チェックを行うこと。


⑥ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に


当たって確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条において 「第Ｙ条第一項の規定による認可、同条第四項の、


規定による変更の届出・・・」という規定中 「認可」の下に「、第Ｚ、


」 、「 」条第一項の規定による変更命令 という文言を加える際 同条第四項


を「第Ｙ条第四項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例２ 第Ｘ条において 「第Ｙ条第一号又は第二号に掲げる業務」という、


規定の下に「又は第Ｚ条第一号に掲げる業務」という文言を加える際、


「第Ｙ条第一号又は第二号」を「第Ｙ条第一号若しくは第二号」に改め


るべきところ、これを看過してしまった。


例３ 『Ａの表Ｂの項及びＣの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と ・・・す、


る 』という読替規定において 「Ｃの項」の次に「Ｄの項」を加える。 、


際 『Ａの表Ｂの項、Ｃの項及びＤの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、、


・・・する 』とすべきところを誤り 『Ａの表Ｂの項、Ｃの項、Ｄの。 、


項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と ・・・する 』としてしまった。、 。


５ 当該規定中の文言を引用している他の規定を確認し、その引用している


文言が改正後の当該規定中の文言と整合しているかをチェックすること。


［要点］


○ 改正対象法令のほか、本文第２の１(3)において整理した他の引用法


令の全てについて確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、約款


の公衆縦覧を規定する第Ｙ条について 「第Ｘ条に規定する認可を受け、


た約款」を「第Ｘ条の規定による届出を行った約款」に改めるべきとこ


ろ、これを看過してしまった。


例２ 第Ｘ条中の文言を「異議申立手続」から「審査請求手続」に改めた


際、これに伴って第Ｘ条を準用している第Ｙ条中の「異議申立手続」の
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文言を改めるべきところ、これを看過してしまった。


例３ 「Ａ機構」を「Ｂ機構」に名称変更する改正の際、直近の臨時国会


で成立した「Ａ機構」を引用する法律を見落としたため、当該法律に改


正漏れが生じてしまった。
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別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック


１ 追加、削除又は移動の対象となる規定の特定及びその追加、削除又は移


動の処理が適当であることをチェックすること。


［要点］


① 規定の追加、削除又は移動を行う場合の基本的ルールに従っているか


を確認すること。


② 章名、節名等を付し、又は削ることによる章(節等)建ての変更がある


場合の処理に誤りを生じないよう留意すること。


［誤り事例］


、「 」 、例 新たに章名を付する際 第Ｘ条の十六の六 の次に付すべきところ


「第Ｘ条の十六」の次に付してしまった。


２ 追加、削除又は移動の対象となる規定が章、節等の冒頭又は末尾のもの


かどうかをチェックすること。


［要点］


① 章、節等の冒頭又は末尾の規定に追加、削除又は移動がある場合、改


正規定(改め文)にその趣旨が明記(「第○章中第○条の次に…」等)され


ているかを確認すること。


② 編、章、節等の冒頭又は末尾の章、節、款等に追加、削除又は移動が


ある場合についても、同様である。


③ 目次の改正が漏れていないかを確認すること。附則において他法改正


を行う際、当該他法の目次の改正が必要となる場合があることにも十分


に留意すること。


［誤り事例］


例１ 第Ａ章の冒頭に第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「第Ｘ


」 「 」 、 。+1条 を 第Ｘ条の二 に改めるべきところ これを看過してしまった


例２ Ａ法改正法附則において、Ｂ法の規定を改める際、Ｂ法本則の末尾


に２条（罰則規定）を追加したことに伴って、Ｂ法の目次における罰則


の章の末尾の条名を「第Ｘ条」から「第Ｘ+2条」に改めるべきところ、


これを看過してしまった。
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、 「（ ）」例３ 第Ｘ条の２を追加したことに伴って 目次中 第Ｘ条・第Ｘ+1条


を「 第Ｘ条－第Ｘ+1条 」に改めるべきところ、これを看過してしま（ ）


った。


３ 共通見出しの処理をチェックすること。


［要点］


○ 規定(条)の追加、削除又は移動に伴い、共通見出しの付け直しの処理


が適切にされているかを確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条及び第Ｘ+1条の共通見出しを改正する際 「第Ｘ条の前の見、


出し」とすべきところ 「第Ｘ条の見出し」と記載してしまった。、


例２ 第Ｘ条から第Ｘ+2条までの共通見出しが付されている場合で 第「


Ｘ条 削除」とするときに、第Ｘ条の前に付されていた共通見出しを


第Ｘ+1条の前に付け替えるべきところ、これを看過してしまった。


４ 追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に誤りを生じていない


かをチェックすること。


［要点］


① 追加、削除又は移動の対象となる規定の前後の規定において 「前条、


(項、号) 「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」が用いられてい」、


るかどうかを確認し、その指示するものに誤りを生じていないかをチェ


ックすること。


② 規定の追加、削除又は移動の結果、その前後の規定において 「第○、


条(項、号)」又は「第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」を「前条


(項、号) 「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」に改める必要が」、


ないかを確認すること。


、 、 、③ 章 節等の単位で追加 削除又は移動の対象となる場合(新たに章名


、 、 。 、「 」、節名等を付し 又は章名 節名等を削る場合を含む )は 前章(節等)


「次章(節等)」又は「前○章(節等)」についてチェックをすること。


④ その他当該改正対象法令の全体について、追加、削除又は移動の対象


となる規定の引用関係に不整合を生じていないかを精査すること。この


、「 、 、 」 、場合において …第○条(項 号)から第△条(項 号)まで のように


追加、削除又は移動の対象となる規定の条名等が改正対象法令の規定上
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そのまま記載されていない場合(電子データを利用して単純に検索を行


ってもヒットしない場合)があることに留意すること。


⑤ 加えて、本文第２の１(3)において整理した他の引用法令の全てにつ


いて、同様に、追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に不整


合を生じていないかを精査すること。


⑥ 本改正により項建てがなくなった条や項建ての条の全ての項を引用す


る場合は、単に「第○条」とすることを見落とさないこと。また、本改


、「 」正により項建てがされた条中の規定を引用する場合に 第○条第△項


とすることを見落とさないこと。


⑦ 改正部分に法令名又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チ


ェックを行うこと。


⑧ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に


当たって確認すること。


⑨ 新たに追加した条文で引用している条、項、号等については、引用元


で移動しても法令審査支援システムではエラーメッセージが出ないの


で、必ず人の目で確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条の次に第Ｘ条の２から第Ｘ条の５まで計４条を追加したこと


に伴って、直後の条（第Ｘ+1条）中の「前条」という文言を「第Ｘ条」


に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例２ 別表中の備考にある第Ｘ号の次に１号を追加したことに伴って、直


（ ） 「 」 「 」後の号 旧第Ｘ+1号＝新第Ｘ+2号 中の 前号 という文言を 第Ｘ号


に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例３ 第Ｘ条の次に１条を追加したことに伴って、第Ｘ条の２が第Ｘ条の


３に移動したため、第Ｘ条中の「次条」という文言を「第Ｘ条の三」に


改めるべきところ、これを看過してしまった。


例４ 第Ｘ条に第２項と第３項を追加したことに伴って、直前の条（第Ｘ


-1条）第３項中の「次条第一号」という文言を「次条第一項第一号」に


改めるべきところ、これを看過してしまった。


例５ 第Ｘ条において号の追加により第３号が第４号に移動したことに伴
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って、これを引用する第Ｙ条（罰則規定）中の「第Ｘ条第三号」という


「 」 、 。文言を 第Ｘ条第四号 に改めるべきところ これを看過してしまった


例６ Ａ法改正法の附則第Ｘ条において、改正後のＡ法第Ｙ条の規定を引


用する際、第Ｙ条において項の追加により第４項が第６項に移動したこ


とを見落とし 「同条第六項」とすべきところ 「同条第四項」と記載、 、


してしまった。


例７ 第Ｘ条において、免許拒否事由を規定する際、審査の過程における


修正に伴って条が移動したことを見落とし 「第Ｙ条の規定により解任、


を命ぜられた役員」とすべきところ 「第Ｙ-1条の規定により解任を命、


ぜられた役員」と記載してしまった。


例８ 第Ｘ条において項の削除により第４項が第３項に移動したことに伴


って、これを引用する第Ｘ条の２第１項及び第２項中の「前条第四項」


という文言を「前条第三項」に改めるべきところ、これを看過してしま


った。


例９ Ａ法改正法の附則第Ｘ条においてＢ法を改正する際、Ｂ法附則第


Ｚ条から第Ｚ+2条までを1条ずつ繰り上げたことに伴って、Ｂ法第Ｙ


条第1項に規定されていた「附則第Ｚ+1条において同じ 」の「附則。


第Ｚ+1条」を「附則第Ｚ条」に改めるべきところ、これを看過して


しまった。


例１０ 第Ｘ条第２項と第Ｙ条第２項を削除したことに伴って、これらの


条項を引用する第Ｚ条（罰則規定）中の「第Ｘ条第一項（同条第二項に


おいて準用する場合を含む ）又は第Ｙ条第一項（同条第二項において。


準用する場合を含む 」という文言を「第Ｘ条又は第Ｙ条」に改める。）


べきところ、これを看過してしまった。


例１１ 第Ｘ条第３項を削除したことに伴って、これを引用する第Ｙ条第


１項中の「 第Ｘ条第三項を除く 」という文言を削除すべきところ、（ 。）


これを看過してしまった。


例１２ Ａ法第Ｘ条において、項の追加により第５項と第７項が各々第６
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項と第８項に移動したことに伴って、これらの条項を引用するＢ法第Ｙ


条第３項中の「第Ｘ条第五項及び第七項」という文言を「第Ｘ条第六項


及び第八項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例１３ Ａ法によってＢ法の条項の移動を行ったところ、既に成立した


未施行のＣ法において移動前のＢ法の条項を引用していることを見落


としたため、Ｃ法の改正漏れが生じてしまった。
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別紙３ 縦断的チェック


１ 引用する他の法令の法令番号の記載等を縦断的にチェックすること。


［要点］


① 改正後の改正対象法令において、引用する他の法令の法令番号が適切


に付されているかを確認すること。


② 本改正により法令番号の記載された法令名が削除される場合は、これ


に伴いその法令番号を付け替える必要がないかを確認すること。


③ 本改正の附則(経過規定、他の法令の一部改正規定等)における法令名


(「新法 「旧法 「平成○○年改正法」等の略称を含む。)の記載及」、 」、


び法令番号の扱いが適当かを確認すること。


［誤り事例］


例１ Ａ法において Ｂ法の条項を引用する多数の文言を規定する際 Ｂ、 、「


法」という最初の文言に法令番号「 昭和○○年法律第△△号 」を付（ ）


記すべきところ、これを看過してしまった。


例２ Ａ法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条を改め、その中でＡ法の規定を


引用する際 「Ａ法」という文言に法令番号を付記すべきところ、これ、


を看過してしまった。


２ 定義語・略称の定め方及び用い方を縦断的にチェックすること。


［要点］


① 定義語・略称の定め方及び用い方に改正後の改正対象法令の全体を通


じて重複や混乱がないかを確認すること。


② 本改正により定義規定又は略称を定める規定若しくは文言が削除され


る場合は、これに伴い新たな定義規定又は略称を定める必要がないかを


確認すること。


③ 「以下同じ 「以下この章において同じ 「第○条第○項におい。」、 。」、


て同じ 」等の定義語・略称の適用範囲の指定に誤りを生じていないか。


を確認すること。また、不要となった定義規定又は略称を定める規定を


残していないかを確認すること。


④ 本改正の附則その他の改正対象法令以外の法令において、改正対象法


令中の定義語・略称を不用意に用いていないかに留意すること。
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［誤り事例］


例１ Ａ法第Ｘ条を全部改正し、第１項に「調整期間」という略称を定め


る規定を設けたことを受け、Ｂ法附則第Ｙ条第４項において、この略称


、「 」 、を用いる際 Ａ法第Ｘ条第一項に規定する調整期間 とすべきところ


「Ａ法第Ｘ条第二項に規定する調整期間」と記載してしまった。


例２ Ａ法の原始附則第Ｘ条に項を追加し、その中でＢ法（Ａ法等の一部


改正法）中の条項を引用する際、当該Ｂ法について、題名を記載し、法


令番号を括弧書きで付記すべきところ 「昭和○○年改正法」と、略称、


を定める規定を置かずに略称を用いてしまった。


例３ 「○○」という文言が使われている多数の条のうち 「○○（△△、


○○を除く。以下この章において同じ 」という定義規定を設けてい。）


る条を削除する際 「○○」という文言が出てくる直後の条において、、


○○に関する同様な定義規定を設けるべきところ、これを看過してしま


った。


例４ Ａ法改正法附則において、Ｂ法第Ｘ条の第２項及び第３項を削除し


たことに伴って、同条第１項中の「 次項において「施設等機関」とい（


う 」という略称を定める規定を削除すべきところ、これを看過して。）


しまった。
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別紙４ 準用規定のチェック


準用規定 変更適用規定及び 例による とする規定を含む 以下同じ )（ 「 」 。 。


は、法令の構成を簡素にするとともに、制度の仕組みを大括りで理解しや


すくすることができるという利点があるが、反面、準用規定そのものには


技術的な正確性が求められ、誤りを生じやすいものであることから、特に


準用規定に着目したチェックを励行すること。


［要点］


① 国民の日常生活に密接に関係する規定については、準用を避けて必要


な事項を書き下ろすよう努めること。また、読替規定の読替えなど分か


りにくいものは、できる限り避けること。


、 、② 改正対象法令中の準用規定を全て確認し その引用する規定について


本改正による文言の改正又は規定の追加、削除若しくは移動がないかを


確認すること。


③ 準用される規定のうち 「…について準用する」ことによって当然に、


変容する部分と明文での読替えを必要とする部分との仕分けに留意する


こと。


④ 準用されている規定の改正に伴い、新たな読替えや引用されている読


替元の文言について改正を要するかをチェックすること。


「」 「 、「 」 」⑤ 読替規定中の の開閉の整合性及び …とあるのは ○○ と…


の「 」の要否(対句構造か否か)に留意すること。、


⑥ 読替規定の改正に当たっては、読替対照表を利用して、読替元の文言


及び読替後の文言が誤りなく改正されることを確認すること。


⑦ 読替後の規定中の 同 法 条 項等 及び ・ 並びに 及び 又「 （ 、 、 ）」、「 」「 」 「


は ・ 若しくは」の用い方に留意すること。」「


、「 」⑧ 準用規定において引用する他の法令の規定について ○○法(政令)


又は「同法(令)」の記載に遺漏がないかを確認すること。


⑨ 他の法令の規定を読み替える場合においては、当該他の法令中の定義


語・略称は疑義が生じない場合にはそのまま用い、自法令の法令番号は


入れないことに留意すること。


⑩ なお、孫準用はできる限り避けるものとするが、孫準用された規定を


引用するときは 「第□条(第△条において準用する場合を含む。)にお、


いて準用する第○条」のように、孫準用の関係を明記することに留意す


ること。
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［誤り事例］


例１ 第Ｘ条において、第Ｙ条の規定が読み替えて準用されている。第Ｙ


、 （ 『 「 」条を改正したことに伴って 第Ｘ条中の読替規定 ＝ 第Ｙ条中 ○○


とあるのは 「△△」と読み替えるものとする 』という規定）のうち、、 。


読替元の文言（＝「○○」という文言）を改めるべきところ、これを看


過してしまった。


例２ 第Ｘ条において、第Ｙ条等の規定を読み替えて準用する規定を設け


る際、審査の過程で第Ｙ条第１項中の読替元の文言が修正されたことを


見落とし、当該文言を「○○の製造をする者」とすべきところ 「○○、


の製造者」と記載してしまった。


例３ 準用読替えの規定であるＡ法第Ｘ条を改める際 『 ○○」の下に、「


「 「Ｂ法第Ｘ条」とあるのは「Ｃ法第Ｙ条」と」を加える 』とすべ、 。


きところ、Ｂ法第Ｘ条の直前にあるべきかぎ括弧（ 「 ）を書き漏らし


てしまった。


例４ 原始附則に条を追加し、その中で本則の規定を読み替えて準用する


際、読替元の文言について 『第Ｘ条第一項中「・・・その十分の〇・、


五」とあるのは』とすべきところ 『 ・・・その〇・五」とあるのは』、「


として 「十分の」という文言を書き漏らしてしまった。、
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別紙５ 施行期日のチェック


施行期日が適切に定められているかについてチェックすること。


［要点］


① 一体的に施行する必要がある規定に漏れはないかを確認すること。


② 本体部分の制度の実施の準備のために必要な措置を定めた本則及び附


則の規定の施行期日は適当かを確認すること。


③ 他の法令による改正がありその施行期日が未定である場合において、


その施行期日と本改正の施行期日の先後関係のいかんによって必要とな


る読替え等の調整規定は置かれているかを確認すること。


［誤り事例］


例１ 改正法附則第１項において各号列記により施行期日を規定する際、


審査の段階で改正法附則の項数が７から６に減ったことを見落とし、同


「 」 。項第１号に 改正法附則第七項 という存在しない項を掲げてしまった


例２ 第Ｘ条の規定について、附則第１条（施行期日）において、同条本


文の規定する平成３年１月１日からの施行とすべきところ、誤って同条


第３号に掲げてしまったため、その施行日が平成５年４月１日となって


しまった。


例３ 附則第Ｘ条の規定について、平成元年６月１日からの施行とするた


め、附則第１条（施行期日）において、同条ただし書中に規定すべきと


ころ、漏らしてしまったため、その施行日が同条本文の規定する「公布


の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」とな


ってしまった。
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別紙６ その他の形式的事項のチェック


１ 目次、章(節等)の構成、条名、項番号等の連続性、見出し等全体につい


ての概括的なチェックを行うこと。


［要点］


① 章（節等）の区切りの位置に誤りはないか。


② 章（節等）中の条数に応じ、目次中の「・」又は「－」の記号は適当


か。特に、章（節等）中の中間の枝番の条の追加又は削除に留意するこ


と。


③ 条名、項番号等は連続しているか。


④ 枝番の最後のものについて 「第○条の○ 削除」としていないか。、


⑤ 見出しの改正漏れや欠落はないか。


⑥ 章(節等)が一条のみで構成される場合に、当該条に章(節等)名と重複


する見出しを付していないか。


⑦ 振り仮名（ルビ）の付し方は改正対象法令の全体を通じて適当か。


２ 配字のチェックを行うこと。


［要点］


① ワープロソフトの書式設定が、１行４８文字１ページ１３行、所定の


禁則処理となっているか。なお、禁則処理については、法案誤り等再発


防止プロジェクトチーム取りまとめ（令和３年６月29日）の別紙を参照


すること。


② 条建ての改正規定は、一字下がりとなることに留意すること。


③ 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、案文の初字の位置


に留意すること。


④ 表の上下の罫線の位置は正しいか。


⑤ 目次、表等の改正部分を図示する場合の「」の位置は正しいか。


⑥ その他配字全般が適正であることを確認すること。


３ 片仮名法令の改正、項番号のない規定の改正等特殊なルールがあるもの


については、それに従っているかをチェックすること。


［要点］


① 項番号のない条文の項の初字の位置に留意すること。


［誤り事例］
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例１ 項番号がない条文で構成される法律において、既存の条に新たな


項を加える際、案文の行頭を一文字高くしてしまった。


４ 誤字・脱字等のチェックを行うこと。


［要点］


「 、 」 「 、① 改正規定(改め文)中の改正箇所を示す (条 項等)中 及び 同(条


項等)」の用い方は適当か。


② 一部改正法令の改正規定を改正する場合において 改正箇所を示す 改、 「


正規定中」が漏れていないか。


、 「 」、③ 文言等の改正を順次行う場合において 改正規定(改め文)中の 改め


「加え」又は「削り」の欠落はないか。


④ 同音異義語(ワープロ変換の誤り)はないか。


(例) 異義 ・ 異議 課す ・ 科す 期間 ・ 機関 聴く ・ 聞「 」「 」、「 」「 」、「 」「 」、「 」「


く 「権 ・ 件 「更正 ・ 更生 「睡 ・ 酔 「多数 ・ 他数 、」、 」「 」、 」「 」、 」「 」、 」「 」


「適正 ・ 適性」等」「


⑤ 類似文字、類義語の誤りはないか。


(例) 末 ・ 未 懲 ・ 徴 資金 ・ 基金 推進 ・ 促進 認「 」「 」、「 」「 」、「 」「 」、「 」「 」、「


可 ・ 許可」等」「


⑥ 見落としやすい脱字はないか。


「 」、「 」、「 」、 「 」 、「 。」、(例) 第 条 項 枝番の条名中の の 等の文字 …こと


「…とき 」及び「…以下同じ 」における「 」等。 。） 。


⑦ 見落としやすい重複はないか。この場合において、溶け込み後の条文


についてワープロソフトの校正機能を有効に利用して誤字脱字等の検出


をすること。


(例) 「第第 「ととともに」等」、


⑧ 拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の大小に誤りはないか。


⑨ 送り仮名の誤りはないか。


(例) 「行う ・ 行なう」等」「


⑩ 片仮名法令を引用する場合の表記の誤りはないか。


(例) 件名には平仮名を用い、枝番の条名中の「ノ 、引用する文言等」


は片仮名を用いること等


⑪ なお、法令名、法令番号、年月日、金額及び割合の誤記は見逃しやす


いので留意すること。


［誤り事例］
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例１ Ａ法に条を追加し、その中でＢ法の規定を読み替えて準用する際、


、「 、読替先の文言について Ａ法第Ｘ条第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・


又はＡ法第Ｚ条の規定による・・・」とすべきところ 「Ａ法第Ｘ条第、


二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又は同法第Ｚ条の規定による・・・」


と記載してしまった。


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の別表中の規定を改める際 『別表、


第三第Ｙ号中「○○」を「△△」に改め、同表第三第Ｚ号中「××」を


「□□」に改める 』とすべきところ 「改め」という文言を書き漏ら。 、


してしまった。


例３ 「多数の人」とすべきところ 「他数の人」と表記してしまった。、


例４ 「懲役」とすべきところ 「徴役」と表記してしまった。、


例５ 「○○未満」とすべきところ 「○○末満」と表記してしまった。、


例６ 「同法第二十三条の二の二十第一項」とすべきところ 「同法第二、


十三の二の二十第一項」と 「条」の１文字を書き漏らしてしまった。、


例７ 目次中の条名を改める際 「第Ｘ条の二の十三」とすべきところ、、


「第Ｘ条二の十三」と 「の」の１文字を書き漏らしてしまった。、


例８ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改め先の文言に


ついて 「同法第Ｙ条第一号」とすべきところ 「同法Ｙ条第一号」と、、 、


「第」の１文字を書き漏らしてしまった。


「 」 、「 」 、「 」例９ ○○原料製造業者 とすべきところ ○○原料製業者 と 造


の１文字を書き漏らしてしまった。


例１０ 「意見を聴くとともに」とすべきところ 「意見を聴くとととも、


に」と 「と」の１文字を余分に記載してしまった。、


例１１ 「若しくは」とすべきところ 「若ししくは」と 「し」の１文、 、


字を余分に記載してしまった（ 若し」のところで改行されていたも「
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の 。。）


例１２ 平成元年以後に立案されたＡ法（促音小書き）の附則第Ｘ条にお


いて、昭和６３年以前に立法されたＢ法（促音小書きせず）の規定を改


める際、改め先の文言について 「あつては」とすべきところ 「あっ、 、


ては」と表記してしまった。


例１３ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際 「・・・の整、


備の促進に関する特別措置法」というＢ法の題名の表記に当たり 「・、


・・の促進に関する特別措置法」と 「の整備」という文言を書き漏ら、


してしまった。


例１４ 「労働者 （の健康の保持に及ぼす）とすべきところ 「労働省」」 、


（の健康の保持に及ぼす）としてしまった。


例１５ 罰則規定において 「一年以下 （の懲役）とすべきところ 「一、 」 、


年以上 （の懲役）としてしまった。」
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③
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別添誤りチェックシート


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


府省名 所　属 官　職 ・ 氏　名


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者
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要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


意図しない一致


句読点の誤り


読替規定・表の確認


用語の整備


溶け込みの正確性


溶け込み後の文意


別紙１　文言の改正に伴うチェック


改正規定の特定の正確性


改正条項の確認


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


引用規定の特定の正確性


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


削除後の文意


システムでの溶け込みチェック


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。
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手引　別紙２


別紙２　規定の追加等に伴うチェック


1


①


②


2


①


②


③


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


（注１）


（注２）


（注３）


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


別添誤りチェックシート


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


目次の改正漏れ


共通見出しの処理


追加等に伴う付け直し


追加等に伴う引用関係の誤り


「前条」「次条」「前○条」等を改正す
る必要性


「前条」、「次条」等に改正する必要
性


規定の追加、削除又は移動


処理の基本的ルール


章名を付する場合等


冒頭、末尾における追加等


章名等の明記（条項の場合）


　　　同上　　 （節等の場合）


新たに追加した条文における引用
条項の正確性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


章等の追加等に伴う「前章」等の改
正の必要性


追加等に伴う上記以外の引用関係
の整合性（「第○条から第△条ま
で」等）


他の引用法令における引用関係の
整合性


項建ての存否に伴う「第○項」の適
否


法令名、定義語等の追加等に伴う
縦断的チェック


新たに引用する規定の特定の正確
性
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手引　別紙３～５


別紙３　縦断的チェック


1


①


②


③


2


①


②


③


④


別紙４　準用規定のチェック


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


別紙５　施行期日のチェック


①


②


③


（注１）


（注２）


（注３）


別添誤りチェックシート


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


定義規定等の削除に伴う付け替え


定義語・略称の適用範囲・必要性の
確認


改正対象法令以外での定義語・略
称の不用意な使用


分かりにくい準用読替規定の回避


引用する規定に本改正による文言
の改正、移動等がないかの確認


読替規定を置く必要性


法令番号の縦断的チェック


法令番号の付け忘れ


法令名削除に伴う法令番号の付け
替え


附則における法令名の記載等


定義語・略称の縦断的チェック


定義語・略称に重複・混乱がないか


孫準用の関係の明記


対象規定の適切なグルーピング


制度実施に必要な準備規定の施行
期日


他法改正との調整規定の必要性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


読替元の文言を改正する必要性


「　」の開閉、「、」の要否


読替対照表による文言の確認


読替後の規定中の「同法」、「及
び」、「又は」等の用法の正確性


他法令の規定の引用における法令
名、「同法」等の記載の正確性


他法令の規定の読替における定義
語・略称、法令番号等の記載の正
確性


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。
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手引　別紙６


別紙６　その他の形式的事項のチェック


1


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


2


①


②


③


④


⑤


⑥


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


⑪


（注１）


（注２）


（注３）


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


別添誤りチェックシート


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


概括的なチェック


章等の区切りの位置


目次中の「・」、「－」の記号


条名、項番号等の連続性


枝番の最後での「第○条の○　削
除」


見出しの改正漏れ、欠落


官職・氏名 月日


判明した誤り


表の上下の罫線の位置


目次、表等を改正する場合の「　」の
位置


その他配字全般


特殊なルールによる改正のチェック


項番号のない条文の項の初字の位
置


誤字・脱字等のチェック


一条のみで構成される章等の見出
し


振り仮名（ルビ）の付け方


配字のチェック


ワープロソフトの所定の禁則処理等
の設定


条建ての改正の場合の配字


一部改正法令の改正における案文
の初字の位置


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


重複（「第第」、「ととともに」等）


拗音、促音の大小の誤り


送り仮名の誤り


片仮名法令を引用する場合の表記


法令名、法令番号、年月日、金額及
び割合の誤記


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


改め文の改正箇所を示す「条中」、
「同条」等の用法
一部改正法令の改正における「改
正規定中」の記載
改正規定中の「改め」、「加え」、「削
り」の欠落
ワープロ変換等による同音異義語
の誤り


類似文字、類義語の誤り


脱字（枝番中の「の」等）
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提　出　日　時
月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


① レ レ
②


2


① レ レ
② レ レ 第○条で「各号列記以外の部分」との特定が抜けていた。


③ レ レ
④


⑤


3


① レ レ
②


③ レ レ
4


① レ レ
② レ レ
③ レ レ
④ レ レ
⑤


⑥ レ レ
5


① レ レ
（注１）


（注２）


（注３）


別添誤りチェックシート


○ ○
○


府省名 ○○省 所　属 官　職 ・ 氏　名


○○係員
○○　○○


複層的チェック
統括責任者


大臣官房○○課 課長・○○　○○


部長説明日（　○月○日（火）　）、閣議付議予定日（　○月○日（金）　）
複層的チェック
実施責任者


大臣官房○○課 課長補佐・○○　○○


法
案
名


○○○法の一部を改正する法律案
例（第○条　△△法の一部を改正する法律案部分）
　  （第１条～第２０条部分）


立案担当責任者 ○○局○○課 課長補佐・○○　○○


読替規定・表の確認


○月○日
○○係長


○○　○○
○月○日


別紙１　文言の改正に伴うチェック


改正規定の特定の正確性


改正条項の確認


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日 官職・氏名 月日


判明した誤り


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


意図しない一致


句読点の誤り


引用規定の特定の正確性


用語の整備


溶け込みの正確性


溶け込み後の文意


削除後の文意


システムでの溶け込みチェック


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。
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法令案における誤りの防止について（手引）


（改訂版）


令和３年９月


内 閣 法 制 局







目 次


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 ・・・・・・・ １


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等 ・・・ ３


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 ・・・・・・・・・・ ５


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック ・・・・・・・・ １０
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法令案における誤りの防止について（手引）


平成１６年 ８月３０日


内 閣 法 制 局


改正 平成１６年１２月 ９日


改正 令和 ３年 ９月１３日


内閣提出の法案及び政令案（以下「法令案」という。）における誤りの防止


について、当局では、第１５９回国会で成立した国民年金法等の一部を改正す


る法律(平成１６年法律第１０４号)について、法案の形式的事項に多数の誤り


があり、公布後において官報による正誤処理をせざるを得なかったこと等を契


機として、平成１６年にこの手引を作成し、立案府省庁等と共にこれに従った


誤り防止策等を実践してきた。また、法令案における誤り防止のためのツール


の一つとして平成１８年に法令審査支援システムを導入し、立案府省庁等の利


用にも供して、同システムによる法令案の形式的事項のチェックを行ってきた。


こうした取組にもかかわらず、令和３年の第２０４回国会において、内閣提


出の４法案１条約に計１４件の形式的事項の誤りがあることが判明したこと


は、誠に遺憾である。法律等の条文は、国民の権利義務に関わることから、正


確性を十分に求められるものであり、内閣提出の法令案に形式的事項といえど


も誤りがあってはならない。今後同様の事態を生じることがないよう、改めて


当局と立案府省庁等とが連携して法令案における誤りの防止を図るための実効


的な態勢を確立し、継続的に取り組んでいく必要がある。


法令案における誤りの防止について、以下のように定める。なお、この手引


は、今後の実施状況等によりその内容に変更及び追加を行うことを予定してい


る。


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項


１ 予備審査が一時期に過度に集中することがないよう「法令協議に関する


申合せ(平成５年１月１８日各省庁文書・国会担当課長会議)」を徹底し、


常会に提出を予定する法案の予備審査については、非予算関連法案にあっ


ては１０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案にあって


は翌年１月上旬から開始するよう努めること。ただし、予算関連法案にあ


っても、予算案等の確定を待つことなく予備審査を行うことができる部分


については、１０月上旬から開始するよう努めること。


２ 政令案についても、できるだけ早期に準備をし、時間的余裕をもって審


査を行うことができるようにすること。また、１２月から翌年３月までは、
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常会に提出する法案の予備審査が集中することを踏まえ、いわゆる年度末


政令等この時期に審査が必須な政令案以外の審査は行わないように審査ス


ケジュールを組むこと。


３ 法令案の実質的事項についての審査を終えた後において形式的事項のチ


ェックに必要な時間を十分に確保することができるよう、当該法令案の閣


議付議の予定日を設定すること。


４ 立案府省庁等においては、当該法令案の立案担当部局による法令案のチ


ェックを強化することに加えて、これとは別に、立案担当部局以外の大臣


官房等の職員(必要に応じてその職務を行わせる他の部局等の職員を含


む。)が当該法令案の形式的事項について複層的チェックを行う態勢を確


立し、複層的チェックを行うこと。これに伴い、法令案ごとに、複層的チ


ェックの統括責任者（チェック要員の確保、その役割分担の決定、チェッ


クの実施状況の確認等を統括する管理職）及び実施責任者（実際にチェッ


ク要員によるチェック作業を指揮する補佐クラス）の官職及び氏名等を審


査担当参事官に通知すること。


５ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の


所管する法令の改正に及ぶ場合は、立案府省庁等における４の複層的チェ


ックのほか、当該法令を所管する他の府省庁等においても、当該法令の改


正について複層的チェックを行うこと。当該法令を所管する府省庁等にお


ける複層的チェックの統括責任者及び実施責任者の官職及び氏名等の通知


は、当該法令の改正の審査（下審査）を担当する参事官に行うこと。


６ 立案府省庁等においては、法令案の形式的事項のチェックに際し、法令


審査支援システムを活用すること。


７ 各府省庁等においては、法制実務の基本に関する研修を実施するなど、


法令案の形式的事項について的確なチェックを行うことができる職員の養


成に努めること。


８ 審査担当参事官は、その審査する法令案において必要な事項を自らチェ


ックするほか、立案府省庁等の立案担当部局の立案担当責任者並びに４又


は５によって通知を受けた複層的チェックの統括責任者及び実施責任者と


の連絡を密にして当該立案府省庁等における法令案のチェックの態勢、実


施状況等を把握するとともに、立案府省庁等から適時に複層的チェックの


誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧の提出


を受け、立案府省庁等において法令案の形式的事項のチェックが実効的に


行われていることを確認すること。


９ なお、法令審査支援システムの機能強化等の法令案の形式的事項のチェ
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ックにおけるＩＴ技術の利用の促進について、更に検討を進める。


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等


(1) 官報等の基礎資料の整理


当局における審査は、現行日本法規又はその電子版のスーパー法令ウ


ェブに登載された法令の規定をベースに行っているが、その改正法令が


未施行であることや加除・データ更新の時期等によって、審査の時点で、


現行日本法規又はスーパー法令ウェブに本改正(今回行おうとしている


改正をいう。以下同じ。)の前提とすべき改正対象法令（附則により改


正する他の法令を含む。以下同じ。)並びに立案及び審査の過程で参照


する他の法令（以下「改正対象法令等」という。）の規定が反映されて


いない場合も少なくない。このような場合、立案府省庁等において、現


行日本法規又はスーパー法令ウェブに反映されていない改正対象法令等


の改正について、官報又は法案(正誤を含む。以下「官報等」という。)


によって、当該改正の内容及び施行期日を確認した上、①施行期日ごと


に区別して関係部分にマークを施した官報等の写し及び②施行期日ごと


の新旧対照表を作成し、立案及び審査のための基礎資料として準備する


こと。


また、現行日本法規又はスーパー法令ウェブでは附則の一部が省略さ


れているので、附則の規定について追加、削除又は移動をする等の改正


を行うときは、本改正の前提とすべき当該附則の条文を確認するため、


当該附則の改正履歴等を確認できる関係部分にマークを施した官報等の


写しを、立案及び審査のための基礎資料として準備すること。


［留意点］


○ 本改正の施行後に施行の予定となっている改正についても整理す


ること。


○ 数次の改正がある場合は、施行期日の順に従って整理すること。


○ 政令等により施行期日が定まるものについては、当該政令等の官


報等の写しを添付すること。また、施行期日が未定のものについて


は、施行の見込み時期について付記すること。


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案に


よる改正及び継続審議中の法案による改正に特に留意すること。


○ 一部改正法令の一部改正があることを見落とさないこと。


○ 立案府省庁等においては、他の府省庁等の所管する法令による改
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正対象法令等の改正予定の有無及びその内容について適時に所要の


照会を行い、改正予定の把握に遺漏がないようにすること。


○ 附則において改正する他の府省庁等の所管する法令に係る同様の


基礎資料についても、立案府省庁等において、当該法令を所管する


他の府省庁等の協力を得て取りまとめること。


○ なお、法令の改正履歴及び改正予定については、平素から、当該


法令を所管する府省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する


態勢を確立すること。また、共管法令の改正履歴及び改正予定につ


いては、その全体について、各共管府省庁等において情報を共有し


ておくこと。


(2) 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認（審査用の参


照条文の作成）


立案府省庁等において、審査用の参照条文として、現行日本法規又


はスーパー法令ウェブに登載された改正対象法令等の規定の未反映部


分を(1)の基礎資料で補完したものを作成し、審査担当参事官に提出す


るとともに、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックに活用す


ること。


［留意点］


〇 審査用の参照条文として作成する改正対象法令等の規定の範囲、


編さん方法等については、審査担当参事官の指示によること。この


場合において、その趣旨及び目的に照らし、分量が不必要に膨大な


ものとならないようにすること。


○ 審査用の参照条文の改正対象法令等の規定には、いつ時点の規定


であるかを付記すること。


○ スーパー法令ウェブを用いる場合、いつ時点の条文データを出力


しているか選択を誤らないよう注意すること。また、原則として、


出力された条文データの加工（不要な条項等の削除、各条の後に記


載されている改正履歴の削除等）は行わず、出力された体裁（ペー


ジ割）のまま印刷し、必要に応じて関係部分にマークを施す等して


作成すること。表については、本来存在しない罫線が表示されてし


まうこと等に注意すること。


(3) 引用法令の確認及び整理


立案府省庁等において、改正対象法令を引用している他の法令の有無
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を確認し、一覧表を作成するなどして整理すること。


［留意点］


○ 関係法令、従前の一部改正法令の附則(経過規定)等他の法令にお


ける引用について漏れなく把握すること。他の府省庁等の所管に係


る法令における引用については、立案府省庁等において適時に所要


の照会を行うものとし、照会を受けた当該他の府省庁等においては、


調査に遺漏がないようにすること。審査を経て改正対象法令が追加


された場合には、他の法令における当該改正対象法令の引用につい


て追加の照会を行うなどして漏れなく把握すること。


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案に


おける引用及び継続審議中の法案における引用に特に留意するこ


と。


○ なお、法令間の引用関係(引用し、又は引用される関係をいう。


以下同じ。)については、平素から、それぞれの法令を所管する府


省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する態勢を確立するこ


と。また、共管法令の引用関係については、その全体について、各


共管府省庁等において情報を共有しておくこと。


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等


(1) ワープロデータの的確な管理


立案府省庁等においては、立案及び審査の過程における法令案の修正


について、ワープロデータのバージョン管理を徹底するとともに、修正


入力の担当者を特定するなどして、ワープロデータの正確性を確保する


こと。


［留意点］


○ いつどの部分を修正したかが把握できるようにしておくこと。


(2) 法令審査支援システムの活用


立案府省庁等においては、３の形式的事項の誤りを防止するためのチ


ェックを行うに当たって、人の目によるチェックに加えて、法令審査支


援システムを活用すること。


［留意点］


○ 溶け込ませ処理後の点検結果一覧の確認（エラーチェック）は、


担当者限りで対応の要否を判断するのではなく、担当者が立案担当


責任者等の誤りチェックの責任者に説明して、当該責任者が判断す
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るようにすること。疑義がある場合には、審査担当参事官に相談す


ること。


○ 法令審査支援システムは、表の改正、改正部分を図として引用す


る改正、一部改正法令の一部改正には対応していない。また、いわ


ゆる多段ロケット方式の二段目以降の改正には対応できない場合が


あることに留意すること。


○ また、法令審査支援システムは、人の目によるチェックを代替す


るものではなく、あくまでも補助的なものであることに留意するこ


と。


・ 既存の条項の移動と当該条項を引用する新たな条文の追加が同


時に行われる場合には、法令審査支援システムがその関係性をチ


ェックできないことがあるので、そのような場合には、特に条項


の引用関係の誤りを見逃さないよう人の目により注意して確認す


ること。


・ 読替規定の改正（改め元又は改め先の文言に対にならない「」


又は複数の「」が含まれる。）等改め文の構造が非常に複雑な場


合には、その引用する文字列を法令審査支援システムが認識でき


ないことがあるので、そのような場合には、ワープロマクロの「改


正対象文字列」のマーキング機能を利用するとともに、特に改め


元の文言の意図しない一致（誤ヒット）を見逃さないよう人の目


により注意して確認すること。


(3) 法令案のチェックにおける新旧対照表の扱い


新旧対照表は法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべ


きものではないことに留意すること。


［留意点］


○ 新旧対照表では、一般に、改正部分の前後の規定や引用関係にあ


る他の規定など本来直接参照して確認する必要がある規定が記載さ


れていないことが多く、また、それ自体が法令案の立案過程におい


て作成されたものであるから、法令案のチェックを行うための基礎


資料として用いるべきものではない。法令案（改め文）が誤った新


旧対照表と整合していたため、誤りを見逃してしまった事例がある


ので、注意すること。


○ 一方で、新旧対照表は正確なものでなければならないので、新旧


対照表の旧（現行）の規定は審査用の参照条文で確認した当該改正
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の施行時点における改正対象法令の規定により作成し、適時に新旧


対照表と法令案（改め文）及び審査用の参照条文との読み合わせを


行うなどして、その正確を期すこと。


(4) 審査担当参事官による審査の段階における全体チェックの実施


審査中の法令案について審査担当参事官による審査がある程度進展し


た適切な段階で、立案府省庁等において、法令案の全体について３の形


式的事項の誤りを防止するための立案担当部局によるチェック（全体チ


ェック）を行うこと。


［留意点］


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事


官と相談すること。


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェックが行われて


いる場合においても、常に新たな視点で形式的事項に特化したチェ


ックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェックは、３のチェックポイントに留


意して、別添の誤りチェックシートを用いて実施すること。その際、


漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックするのでは


なく、担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効


果的に実施すること。


○ 法令審査支援システムを活用すること。


(5) 部長了（正式各省協議前後）の段階における全体チェック及び複層的


チェックの実施


審査中の法令案について担当部長の了解が得られ、いわゆる正式各省


協議が行われる前後の段階において、当該法令案の形式的事項について、


立案府省庁等において、改めて立案担当部局による全体チェックを行う


とともに、立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックを行う


こと。法案については、別添の誤りチェックシート及び法令審査支援シ


ステムによる点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。


［留意点］


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事


官と相談すること。


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェック又は複層的


チェックが行われている場合においても、新たな視点で形式的事項







- 8 -


に特化したチェックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官


房等による複層的チェックは、３のチェックポイントに留意して、


別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その


結果を審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェ


ックポイントについて１回でチェックするのではなく、担当ごと又


は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施するこ


と。


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事


項のチェックを行い、法案については、確認済みの点検結果一覧


を審査担当参事官に提出すること。


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府


省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、当該法令の改正部分に


ついて、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等におい


ても、当該法令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層


的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェックシー


トを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。


(6) 最終的な全体チェック及び複層的チェックの実施


法令案について当局による審査が実質的に終了し、法令案が固まった


段階において、当該法令案の形式的事項について、立案府省庁等におい


て、最終的な立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の


大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の


誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧を審


査担当参事官に提出すること。


［留意点］


○ 新たな視点で法令案の形式的事項に特化した最終的な複層的チェ


ックを行うこと。


○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官


房等による複層的チェックは、３のチェックポイントに留意して、


別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その


結果を審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェ


ックポイントについて１回でチェックするのではなく、担当ごと又


は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施するこ


と。
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○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事


項のチェックを行い、法案については、確認済みの点検結果一覧


を審査担当参事官に提出すること。


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府


省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、当該法令の改正部分に


ついて、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等におい


ても、当該法令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層


的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェックシー


トを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。


○ 当局における決裁や与党における審査など閣議付議の予定日の直


前において更に修正がされることもあることから、最終的な複層的


チェックについては、統括責任者において相当数の職員を確保し、


チェックポイントごとの担当を決めるなどして短時間で集中的に形


式的事項のチェックを行うことができる態勢を整備すること。


○ 複層的チェックを行う大臣官房等に恒常的にそのための職員を配


置することが困難な場合においては、必要に応じて他の部局等から


適当な職員を集めることができる態勢を整えること。


(7) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底


(4)(5)(6)の全体チェックのほか、立案及び審査の過程において法令


案に修正があった場合は、その都度、立案府省庁等において、３の形式


的事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要


となる改正に遺漏がないようにすること。


［留意点］


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、関連して修正すべき部分が


ないか全般的なチェックを行うこと。


・ 特に、当該修正により規定を追加、削除又は移動する改正を


新たに追加した場合には、当該修正に伴って必要となる引用先


の改正を見逃しやすいので、注意して確認すること。


○ 法令審査支援システムを活用すること。


(8) 印刷物の校正刷り版の確認


法案の印刷物（穴なし）の校正刷りについては、複数人で最終の法


令案（改め文）との読み合わせによる確認を行うこと。また、審査担


当参事官に共有すること。
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当局における読み合わせ後に修正があった場合には、法案の印刷物（穴


あき）の校正刷りについても、当該修正が正しく反映されているか複数


人で読み合わせによる確認を行うこと。


［留意点］


○ 国立印刷局においては、提出された法令案（改め文）のワープ


ロデータをテキストデータとして取り込み、編集した上で、禁則


処理を施すことから、校正刷りに文字の欠落や重複がないか、表


中に空白ができていないか、字下げ（配字）の誤りがないか等の


確認を入念に行うこと。特に、ページや行の変わり目に注意する


こと。


○ 表の体裁（罫線の位置等）に注意すること。


(9) 読み合わせによる確認


読み合わせは、配字を含めて一文字一文字を確かめ、法令案の全体に


ついて誤りがないことを確認することができるように行うこと。


［留意点］


○ 立案府省庁等における全体チェック及び複層的チェックにおいて


も、読み合わせによる確認を行うこと。


○ 当局における読み合わせは、審査担当参事官から渡される最終原


稿を読み上げて行うこと。また、必ず３名以上で行うこととし、


審査担当参事官の指示により、最終原稿の読み手のほか、副本の


確認、新旧対照表の確認、審査用の参照条文による確認、読替対


照表の確認等の役割分担をして行うこと。


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック


別紙１から別紙６までに掲げるチェックポイント(要点)により法令案の


形式的事項についてチェックを行うこと。


［留意点］


○ 別紙１から別紙６までに掲げるものは、法令案において特に誤り


を生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、各府


省庁等においては、あらかじめ、その趣旨を法令案の立案及びチェ


ックに当たる職員に周知させ、法令案の立案担当部局による全体チ


ェック及び立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェック


に遺漏がないようにすること。また、各府省庁等においてその他必


要と思われるチェックポイントがあるときは、これを適宜増補して
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使用すること。


○ 法令案のチェックに当たって改正対象法令等を参照する場合、審


査用の参照条文を参照すること。


○ これらのチェックポイントは、一部改正法令案を念頭に置いたも


のであるが、全部改正法令案及び新法令案についても、これらに準


じてチェックを行うこと。


４ 法案提出後におけるフォロー等


(1) 立案府省庁等において、法案提出後、その内容を改めて点検し、万一


法案に誤りがある場合には、国会における審議が開始される前に、法案


の正誤処理を行うことができるようにすること。


(2) 国会提出後の法案について、その成立が当初の見込みから遅れること


となる場合には、改めて法案をチェックし、所要の修正の依頼を怠らな


いこと。


［留意点］


○ 成立を見込んで記載した法律番号の年の部分の修正


○ 他の法律の規定による一部改正の施行が先行してしまうことによ


る法案の修正
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別紙１ 文言の改正に伴うチェック


１ 改正する規定の特定が正確であることをチェックすること。


［要点］


① 改正箇所を示す「第○条第○項」、「…第○号」、「各号列記以外の部


分」、「…本文」、「…ただし書」、「…前段（後段）」等によって指定され


た規定が存在するか、また、その指定する規定の範囲が適当かについて、


実際に当該規定に当たって確かめること。


② 枝番(特に孫番)の誤記は見逃しやすいので注意すること。


［誤り事例］


例１ 適用読替の規定である第Ｘ条を改める際、同条が「・・・された場


合における第Ｙ条、・・・の規定の適用については、第Ｙ条中・・・と


する。」という１文から構成されているにもかかわらず、２文から成る


ものと錯覚し、「第Ｘ条前段中」と記載してしまった。


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改正対象規定を


「第Ｙ条第一項第七号中」とすべきところ、「第Ｙ条第七号中」として、


「第一項」という文言を書き漏らしてしまった。


２ 改め元の文言(「○○」を…改める、「○○」を削る、「○○」の下に…


加える等における「○○」の文言)が１で確認した規定中の文言に合致す


ることをチェックすること。


［要点］


① １で確認した規定の全体を精査し、改め元の文言について、不一致及


び意図しない一致(誤ヒット)がないことを確かめること。


② 特に、改め元の文言が長い場合は一文字の誤りでも不一致となり、他


方、改め元の文言が短い一般的な用語である場合(「及び」、「又は」、「第


○条」等)は他に意図しない一致(誤ヒット)を生じる可能性が高いこと


に留意すること。


③ 改め元として引用する読点（「、」）及び句点（「。」）の扱いが適当か


についてもチェックすること。


④ 読替規定（改め元又は改め先の文言に対にならない「」又は複数の


「」が含まれるもの）には法令審査支援システムでは対応できないこ


とがあり、また、表の改正は法令審査支援システムではチェックでき
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ないので、特に入念に人の目で確認すること。この場合において、


ワープロソフトの検索機能を有効に利用すること。


⑤ なお、改正がある項について行うべき用語の整備（「行なう」を「行


う」に、「但し」を「ただし」に、「一に」を「いずれかに」に改める


等）についても留意すること。


［誤り事例］


例１ Ａ法改正法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条の規定を改める際、改め


元の文言を「昭和六十年一月二日」とすべきところ、「昭和六十四年一


月二日」と記載してしまった。


例２ ２項から成る第Ｘ条の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｘ条第


一項中」と特定すべきところ、同条第２項にも改め元の文言と同一の文


言があることを見落とし、単に「第Ｘ条中」としたため、同条第２項が


誤って改正され、意味の通らない規定となってしまった。


例３ 比較的長文の第Ｘ条第１項（準用規定）中「という。）と」の下に


文言を加える際、第Ｘ条第１項に「という。）と」と同一の文言がある


ことを見落としてしまった。


例４ 各号列記がある附則第Ｘ条第１項の規定を改める際、改正対象規定


を「附則第Ｘ条第一項各号列記以外の部分中」と特定すべきところ、同


項第１号中にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に


「附則第Ｘ条第一項中」としたため、同項第１号が誤って改正されてし


まった。


例５ 第Ｘ条第１項各号列記以外の部分中「」という。）」を削る際、同


項各号列記以外の部分中の他の箇所及び同項各号に「」という。）」と


同一の文言があることを見落としてしまった。


例６ 第Ｘ条に規定する業務規程について認可制を届出制に改める際、改


め元の文言を「認可を受け」とすべきところ、「許可を受け」と記載し


てしまった。


３ 改め先の文言（「△△」に改める、「△△」を加える等における「△△」
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の文言)が１で確認した規定中に正常に溶け込むことをチェックすること。


［要点］


① 改め先の文言を溶け込ませた後の当該規定において、改正部分の前後


を通読して文意が通じることを確かめること。


② 規定中の文言を削る場合においても、改正部分の前後を通読して同様


の確認をすること。


③ 必ず法令審査支援システムで、溶け込ませ後の条文を確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、行政


庁による公示を規定する第Ｙ条の文言について、「第Ｘ条に規定する認


可をしたときは」を「第Ｘ条の規定による届出を受理したときは」に改


めるべきところ、単に「認可」を「届出」に改めるとしたため、「（行


政庁が）・・・届出をしたときは」となってしまった。


例２ 第Ｘ条において、「終了予定日とされた日」の下に「から三十日を


経過した日」を加える際、改め元の文言を誤って「終了予定日」とした


ため、「終了予定日から三十日を経過した日とされた日」となってしま


った。


例３ 第Ｘ条において、「同法第三条第二項中」を「同項中」に改めるべ


きところ、改め元の文言の引用を誤って「第三条第二項中」としたため、


「同法同項中」となってしまった。


４ 溶け込み後(文言を削った場合を含む。)の規定の全体について、誤りを


生じやすい語句等のチェックを行うこと。


［要点］


① 既存の「同(法、条、項等)」が指すものに誤りを生じていないかを確


認すること。


② 新たに「同(法、条、項等)」を用いるべきものが生じていないかを確


認すること。


③ 「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方が適当かを


確認すること。


④ 括弧（（）及び「」）の開閉は整合しているかを確認すること。


⑤ 改正部分に法令名(題名及び件名をいう。以下同じ。)又は定義語・略
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称がある場合は、別紙３の縦断的チェックを行うこと。


⑥ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に


当たって確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条において、「第Ｙ条第一項の規定による認可、同条第四項の


規定による変更の届出・・・」という規定中、「認可」の下に「、第Ｚ


条第一項の規定による変更命令」という文言を加える際、「同条第四項」


を「第Ｙ条第四項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例２ 第Ｘ条において、「第Ｙ条第一号又は第二号に掲げる業務」という


規定の下に「又は第Ｚ条第一号に掲げる業務」という文言を加える際、


「第Ｙ条第一号又は第二号」を「第Ｙ条第一号若しくは第二号」に改め


るべきところ、これを看過してしまった。


例３ 『Ａの表Ｂの項及びＣの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・す


る。』という読替規定において、「Ｃの項」の次に「Ｄの項」を加える


際、『Ａの表Ｂの項、Ｃの項及びＤの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、


・・・する。』とすべきところを誤り、『Ａの表Ｂの項、Ｃの項、Ｄの


項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・する。』としてしまった。


５ 当該規定中の文言を引用している他の規定を確認し、その引用している


文言が改正後の当該規定中の文言と整合しているかをチェックすること。


［要点］


○ 改正対象法令のほか、本文第２の１(3)において整理した他の引用法


令の全てについて確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、約款


の公衆縦覧を規定する第Ｙ条について、「第Ｘ条に規定する認可を受け


た約款」を「第Ｘ条の規定による届出を行った約款」に改めるべきとこ


ろ、これを看過してしまった。


例２ 第Ｘ条中の文言を「異議申立手続」から「審査請求手続」に改めた


際、これに伴って第Ｘ条を準用している第Ｙ条中の「異議申立手続」の
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文言を改めるべきところ、これを看過してしまった。


例３ 「Ａ機構」を「Ｂ機構」に名称変更する改正の際、直近の臨時国会


で成立した「Ａ機構」を引用する法律を見落としたため、当該法律に改


正漏れが生じてしまった。
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別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック


１ 追加、削除又は移動の対象となる規定の特定及びその追加、削除又は移


動の処理が適当であることをチェックすること。


［要点］


① 規定の追加、削除又は移動を行う場合の基本的ルールに従っているか


を確認すること。


② 章名、節名等を付し、又は削ることによる章(節等)建ての変更がある


場合の処理に誤りを生じないよう留意すること。


［誤り事例］


例 新たに章名を付する際、「第Ｘ条の十六の六」の次に付すべきところ、


「第Ｘ条の十六」の次に付してしまった。


２ 追加、削除又は移動の対象となる規定が章、節等の冒頭又は末尾のもの


かどうかをチェックすること。


［要点］


① 章、節等の冒頭又は末尾の規定に追加、削除又は移動がある場合、改


正規定(改め文)にその趣旨が明記(「第○章中第○条の次に…」等)され


ているかを確認すること。


② 編、章、節等の冒頭又は末尾の章、節、款等に追加、削除又は移動が


ある場合についても、同様である。


③ 目次の改正が漏れていないかを確認すること。附則において他法改正


を行う際、当該他法の目次の改正が必要となる場合があることにも十分


に留意すること。


［誤り事例］


例１ 第Ａ章の冒頭に第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「第Ｘ


+1条」を「第Ｘ条の二」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例２ Ａ法改正法附則において、Ｂ法の規定を改める際、Ｂ法本則の末尾


に２条（罰則規定）を追加したことに伴って、Ｂ法の目次における罰則


の章の末尾の条名を「第Ｘ条」から「第Ｘ+2条」に改めるべきところ、


これを看過してしまった。
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例３ 第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「（第Ｘ条・第Ｘ+1条）」


を「（第Ｘ条－第Ｘ+1条）」に改めるべきところ、これを看過してしま


った。


３ 共通見出しの処理をチェックすること。


［要点］


○ 規定(条)の追加、削除又は移動に伴い、共通見出しの付け直しの処理


が適切にされているかを確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条及び第Ｘ+1条の共通見出しを改正する際、「第Ｘ条の前の見


出し」とすべきところ、「第Ｘ条の見出し」と記載してしまった。


例２ 第Ｘ条から第Ｘ+2条までの共通見出しが付されている場合で「第


Ｘ条 削除」とするときに、第Ｘ条の前に付されていた共通見出しを


第Ｘ+1条の前に付け替えるべきところ、これを看過してしまった。


４ 追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に誤りを生じていない


かをチェックすること。


［要点］


① 追加、削除又は移動の対象となる規定の前後の規定において、「前条


(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」が用いられてい


るかどうかを確認し、その指示するものに誤りを生じていないかをチェ


ックすること。


② 規定の追加、削除又は移動の結果、その前後の規定において、「第○


条(項、号)」又は「第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」を「前条


(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」に改める必要が


ないかを確認すること。


③ 章、節等の単位で追加、削除又は移動の対象となる場合(新たに章名、


節名等を付し、又は章名、節名等を削る場合を含む。)は、「前章(節等)」、


「次章(節等)」又は「前○章(節等)」についてチェックをすること。


④ その他当該改正対象法令の全体について、追加、削除又は移動の対象


となる規定の引用関係に不整合を生じていないかを精査すること。この


場合において、「…第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」のように、


追加、削除又は移動の対象となる規定の条名等が改正対象法令の規定上
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そのまま記載されていない場合(電子データを利用して単純に検索を行


ってもヒットしない場合)があることに留意すること。


⑤ 加えて、本文第２の１(3)において整理した他の引用法令の全てにつ


いて、同様に、追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に不整


合を生じていないかを精査すること。


⑥ 本改正により項建てがなくなった条や項建ての条の全ての項を引用す


る場合は、単に「第○条」とすることを見落とさないこと。また、本改


正により項建てがされた条中の規定を引用する場合に、「第○条第△項」


とすることを見落とさないこと。


⑦ 改正部分に法令名又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チ


ェックを行うこと。


⑧ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に


当たって確認すること。


⑨ 新たに追加した条文で引用している条、項、号等については、引用元


で移動しても法令審査支援システムではエラーメッセージが出ないの


で、必ず人の目で確認すること。


［誤り事例］


例１ 第Ｘ条の次に第Ｘ条の２から第Ｘ条の５まで計４条を追加したこと


に伴って、直後の条（第Ｘ+1条）中の「前条」という文言を「第Ｘ条」


に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例２ 別表中の備考にある第Ｘ号の次に１号を追加したことに伴って、直


後の号（旧第Ｘ+1号＝新第Ｘ+2号）中の「前号」という文言を「第Ｘ号」


に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例３ 第Ｘ条の次に１条を追加したことに伴って、第Ｘ条の２が第Ｘ条の


３に移動したため、第Ｘ条中の「次条」という文言を「第Ｘ条の三」に


改めるべきところ、これを看過してしまった。


例４ 第Ｘ条に第２項と第３項を追加したことに伴って、直前の条（第Ｘ


-1条）第３項中の「次条第一号」という文言を「次条第一項第一号」に


改めるべきところ、これを看過してしまった。


例５ 第Ｘ条において号の追加により第３号が第４号に移動したことに伴
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って、これを引用する第Ｙ条（罰則規定）中の「第Ｘ条第三号」という


文言を「第Ｘ条第四号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例６ Ａ法改正法の附則第Ｘ条において、改正後のＡ法第Ｙ条の規定を引


用する際、第Ｙ条において項の追加により第４項が第６項に移動したこ


とを見落とし、「同条第六項」とすべきところ、「同条第四項」と記載


してしまった。


例７ 第Ｘ条において、免許拒否事由を規定する際、審査の過程における


修正に伴って条が移動したことを見落とし、「第Ｙ条の規定により解任


を命ぜられた役員」とすべきところ、「第Ｙ-1条の規定により解任を命


ぜられた役員」と記載してしまった。


例８ 第Ｘ条において項の削除により第４項が第３項に移動したことに伴


って、これを引用する第Ｘ条の２第１項及び第２項中の「前条第四項」


という文言を「前条第三項」に改めるべきところ、これを看過してしま


った。


例９ Ａ法改正法の附則第Ｘ条においてＢ法を改正する際、Ｂ法附則第


Ｚ条から第Ｚ+2条までを1条ずつ繰り上げたことに伴って、Ｂ法第Ｙ


条第1項に規定されていた「附則第Ｚ+1条において同じ。」の「附則


第Ｚ+1条」を「附則第Ｚ条」に改めるべきところ、これを看過して


しまった。


例１０ 第Ｘ条第２項と第Ｙ条第２項を削除したことに伴って、これらの


条項を引用する第Ｚ条（罰則規定）中の「第Ｘ条第一項（同条第二項に


おいて準用する場合を含む。）又は第Ｙ条第一項（同条第二項において


準用する場合を含む。）」という文言を「第Ｘ条又は第Ｙ条」に改める


べきところ、これを看過してしまった。


例１１ 第Ｘ条第３項を削除したことに伴って、これを引用する第Ｙ条第


１項中の「（第Ｘ条第三項を除く。）」という文言を削除すべきところ、


これを看過してしまった。


例１２ Ａ法第Ｘ条において、項の追加により第５項と第７項が各々第６
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項と第８項に移動したことに伴って、これらの条項を引用するＢ法第Ｙ


条第３項中の「第Ｘ条第五項及び第七項」という文言を「第Ｘ条第六項


及び第八項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。


例１３ Ａ法によってＢ法の条項の移動を行ったところ、既に成立した


未施行のＣ法において移動前のＢ法の条項を引用していることを見落


としたため、Ｃ法の改正漏れが生じてしまった。
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別紙３ 縦断的チェック


１ 引用する他の法令の法令番号の記載等を縦断的にチェックすること。


［要点］


① 改正後の改正対象法令において、引用する他の法令の法令番号が適切


に付されているかを確認すること。


② 本改正により法令番号の記載された法令名が削除される場合は、これ


に伴いその法令番号を付け替える必要がないかを確認すること。


③ 本改正の附則(経過規定、他の法令の一部改正規定等)における法令名


(「新法」、「旧法」、「平成○○年改正法」等の略称を含む。)の記載及


び法令番号の扱いが適当かを確認すること。


［誤り事例］


例１ Ａ法において、Ｂ法の条項を引用する多数の文言を規定する際、「Ｂ


法」という最初の文言に法令番号「（昭和○○年法律第△△号）」を付


記すべきところ、これを看過してしまった。


例２ Ａ法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条を改め、その中でＡ法の規定を


引用する際、「Ａ法」という文言に法令番号を付記すべきところ、これ


を看過してしまった。


２ 定義語・略称の定め方及び用い方を縦断的にチェックすること。


［要点］


① 定義語・略称の定め方及び用い方に改正後の改正対象法令の全体を通


じて重複や混乱がないかを確認すること。


② 本改正により定義規定又は略称を定める規定若しくは文言が削除され


る場合は、これに伴い新たな定義規定又は略称を定める必要がないかを


確認すること。


③ 「以下同じ。」、「以下この章において同じ。」、「第○条第○項におい


て同じ。」等の定義語・略称の適用範囲の指定に誤りを生じていないか


を確認すること。また、不要となった定義規定又は略称を定める規定を


残していないかを確認すること。


④ 本改正の附則その他の改正対象法令以外の法令において、改正対象法


令中の定義語・略称を不用意に用いていないかに留意すること。
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［誤り事例］


例１ Ａ法第Ｘ条を全部改正し、第１項に「調整期間」という略称を定め


る規定を設けたことを受け、Ｂ法附則第Ｙ条第４項において、この略称


を用いる際、「Ａ法第Ｘ条第一項に規定する調整期間」とすべきところ、


「Ａ法第Ｘ条第二項に規定する調整期間」と記載してしまった。


例２ Ａ法の原始附則第Ｘ条に項を追加し、その中でＢ法（Ａ法等の一部


改正法）中の条項を引用する際、当該Ｂ法について、題名を記載し、法


令番号を括弧書きで付記すべきところ、「昭和○○年改正法」と、略称


を定める規定を置かずに略称を用いてしまった。


例３ 「○○」という文言が使われている多数の条のうち、「○○（△△


○○を除く。以下この章において同じ。）」という定義規定を設けてい


る条を削除する際、「○○」という文言が出てくる直後の条において、


○○に関する同様な定義規定を設けるべきところ、これを看過してしま


った。


例４ Ａ法改正法附則において、Ｂ法第Ｘ条の第２項及び第３項を削除し


たことに伴って、同条第１項中の「（次項において「施設等機関」とい


う。）」という略称を定める規定を削除すべきところ、これを看過して


しまった。
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別紙４ 準用規定のチェック


準用規定（変更適用規定及び「例による」とする規定を含む。以下同じ。)


は、法令の構成を簡素にするとともに、制度の仕組みを大括りで理解しや


すくすることができるという利点があるが、反面、準用規定そのものには


技術的な正確性が求められ、誤りを生じやすいものであることから、特に


準用規定に着目したチェックを励行すること。


［要点］


① 国民の日常生活に密接に関係する規定については、準用を避けて必要


な事項を書き下ろすよう努めること。また、読替規定の読替えなど分か


りにくいものは、できる限り避けること。


② 改正対象法令中の準用規定を全て確認し、その引用する規定について、


本改正による文言の改正又は規定の追加、削除若しくは移動がないかを


確認すること。


③ 準用される規定のうち、「…について準用する」ことによって当然に


変容する部分と明文での読替えを必要とする部分との仕分けに留意する


こと。


④ 準用されている規定の改正に伴い、新たな読替えや引用されている読


替元の文言について改正を要するかをチェックすること。


⑤ 読替規定中の「」の開閉の整合性及び「…とあるのは、「○○」と…」


の「、」の要否(対句構造か否か)に留意すること。


⑥ 読替規定の改正に当たっては、読替対照表を利用して、読替元の文言


及び読替後の文言が誤りなく改正されることを確認すること。


⑦ 読替後の規定中の「同（法、条、項等）」、「及び」・「並びに」及び「又


は」・「若しくは」の用い方に留意すること。


⑧ 準用規定において引用する他の法令の規定について、「○○法(政令)」


又は「同法(令)」の記載に遺漏がないかを確認すること。


⑨ 他の法令の規定を読み替える場合においては、当該他の法令中の定義


語・略称は疑義が生じない場合にはそのまま用い、自法令の法令番号は


入れないことに留意すること。


⑩ なお、孫準用はできる限り避けるものとするが、孫準用された規定を


引用するときは、「第□条(第△条において準用する場合を含む。)にお


いて準用する第○条」のように、孫準用の関係を明記することに留意す


ること。
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［誤り事例］


例１ 第Ｘ条において、第Ｙ条の規定が読み替えて準用されている。第Ｙ


条を改正したことに伴って、第Ｘ条中の読替規定（＝『第Ｙ条中「○○」


とあるのは、「△△」と読み替えるものとする。』という規定）のうち、


読替元の文言（＝「○○」という文言）を改めるべきところ、これを看


過してしまった。


例２ 第Ｘ条において、第Ｙ条等の規定を読み替えて準用する規定を設け


る際、審査の過程で第Ｙ条第１項中の読替元の文言が修正されたことを


見落とし、当該文言を「○○の製造をする者」とすべきところ、「○○


の製造者」と記載してしまった。


例３ 準用読替えの規定であるＡ法第Ｘ条を改める際、『「○○」の下に


「、「Ｂ法第Ｘ条」とあるのは「Ｃ法第Ｙ条」と」を加える。』とすべ


きところ、Ｂ法第Ｘ条の直前にあるべきかぎ括弧（ 「 ）を書き漏らし


てしまった。


例４ 原始附則に条を追加し、その中で本則の規定を読み替えて準用する


際、読替元の文言について、『第Ｘ条第一項中「・・・その十分の〇・


五」とあるのは』とすべきところ、『「・・・その〇・五」とあるのは』


として、「十分の」という文言を書き漏らしてしまった。
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別紙５ 施行期日のチェック


施行期日が適切に定められているかについてチェックすること。


［要点］


① 一体的に施行する必要がある規定に漏れはないかを確認すること。


② 本体部分の制度の実施の準備のために必要な措置を定めた本則及び附


則の規定の施行期日は適当かを確認すること。


③ 他の法令による改正がありその施行期日が未定である場合において、


その施行期日と本改正の施行期日の先後関係のいかんによって必要とな


る読替え等の調整規定は置かれているかを確認すること。


［誤り事例］


例１ 改正法附則第１項において各号列記により施行期日を規定する際、


審査の段階で改正法附則の項数が７から６に減ったことを見落とし、同


項第１号に「改正法附則第七項」という存在しない項を掲げてしまった。


例２ 第Ｘ条の規定について、附則第１条（施行期日）において、同条本


文の規定する平成３年１月１日からの施行とすべきところ、誤って同条


第３号に掲げてしまったため、その施行日が平成５年４月１日となって


しまった。


例３ 附則第Ｘ条の規定について、平成元年６月１日からの施行とするた


め、附則第１条（施行期日）において、同条ただし書中に規定すべきと


ころ、漏らしてしまったため、その施行日が同条本文の規定する「公布


の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」とな


ってしまった。







- 27 -


別紙６ その他の形式的事項のチェック


１ 目次、章(節等)の構成、条名、項番号等の連続性、見出し等全体につい


ての概括的なチェックを行うこと。


［要点］


① 章（節等）の区切りの位置に誤りはないか。


② 章（節等）中の条数に応じ、目次中の「・」又は「－」の記号は適当


か。特に、章（節等）中の中間の枝番の条の追加又は削除に留意するこ


と。


③ 条名、項番号等は連続しているか。


④ 枝番の最後のものについて、「第○条の○ 削除」としていないか。


⑤ 見出しの改正漏れや欠落はないか。


⑥ 章(節等)が一条のみで構成される場合に、当該条に章(節等)名と重複


する見出しを付していないか。


⑦ 振り仮名（ルビ）の付し方は改正対象法令の全体を通じて適当か。


２ 配字のチェックを行うこと。


［要点］


① ワープロソフトの書式設定が、１行４８文字１ページ１３行、所定の


禁則処理となっているか。なお、禁則処理については、法案誤り等再発


防止プロジェクトチーム取りまとめ（令和３年６月29日）の別紙を参照


すること。


② 条建ての改正規定は、一字下がりとなることに留意すること。


③ 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、案文の初字の位置


に留意すること。


④ 表の上下の罫線の位置は正しいか。


⑤ 目次、表等の改正部分を図示する場合の「」の位置は正しいか。


⑥ その他配字全般が適正であることを確認すること。


３ 片仮名法令の改正、項番号のない規定の改正等特殊なルールがあるもの


については、それに従っているかをチェックすること。


［要点］


① 項番号のない条文の項の初字の位置に留意すること。


［誤り事例］
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例１ 項番号がない条文で構成される法律において、既存の条に新たな


項を加える際、案文の行頭を一文字高くしてしまった。


４ 誤字・脱字等のチェックを行うこと。


［要点］


① 改正規定(改め文)中の改正箇所を示す「(条、項等)中」及び「同(条、


項等)」の用い方は適当か。


② 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、改正箇所を示す「改


正規定中」が漏れていないか。


③ 文言等の改正を順次行う場合において、改正規定(改め文)中の「改め」、


「加え」又は「削り」の欠落はないか。


④ 同音異義語(ワープロ変換の誤り)はないか。


(例) 「異義」・「異議」、「課す」・「科す」、「期間」・「機関」、「聴く」・「聞


く」、「権」・「件」、「更正」・「更生」、「睡」・「酔」、「多数」・「他数」、


「適正」・「適性」等


⑤ 類似文字、類義語の誤りはないか。


(例) 「末」・「未」、「懲」・「徴」、「資金」・「基金」、「推進」・「促進」、「認


可」・「許可」等


⑥ 見落としやすい脱字はないか。


(例) 「第」、「条」、「項」、枝番の条名中の「の」等の文字、「…こと。」、


「…とき。」及び「…以下同じ。）」における「。」等


⑦ 見落としやすい重複はないか。この場合において、溶け込み後の条文


についてワープロソフトの校正機能を有効に利用して誤字脱字等の検出


をすること。


(例) 「第第」、「ととともに」等


⑧ 拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の大小に誤りはないか。


⑨ 送り仮名の誤りはないか。


(例) 「行う」・「行なう」等


⑩ 片仮名法令を引用する場合の表記の誤りはないか。


(例) 件名には平仮名を用い、枝番の条名中の「ノ」、引用する文言等


は片仮名を用いること等


⑪ なお、法令名、法令番号、年月日、金額及び割合の誤記は見逃しやす


いので留意すること。


［誤り事例］
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例１ Ａ法に条を追加し、その中でＢ法の規定を読み替えて準用する際、


読替先の文言について、「Ａ法第Ｘ条第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、


又はＡ法第Ｚ条の規定による・・・」とすべきところ、「Ａ法第Ｘ条第


二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又は同法第Ｚ条の規定による・・・」


と記載してしまった。


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の別表中の規定を改める際、『別表


第三第Ｙ号中「○○」を「△△」に改め、同表第三第Ｚ号中「××」を


「□□」に改める。』とすべきところ、「改め」という文言を書き漏ら


してしまった。


例３ 「多数の人」とすべきところ、「他数の人」と表記してしまった。


例４ 「懲役」とすべきところ、「徴役」と表記してしまった。


例５ 「○○未満」とすべきところ、「○○末満」と表記してしまった。


例６ 「同法第二十三条の二の二十第一項」とすべきところ、「同法第二


十三の二の二十第一項」と、「条」の１文字を書き漏らしてしまった。


例７ 目次中の条名を改める際、「第Ｘ条の二の十三」とすべきところ、


「第Ｘ条二の十三」と、「の」の１文字を書き漏らしてしまった。


例８ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改め先の文言に


ついて、「同法第Ｙ条第一号」とすべきところ、「同法Ｙ条第一号」と、


「第」の１文字を書き漏らしてしまった。


例９ 「○○原料製造業者」とすべきところ、「○○原料製業者」と、「造」


の１文字を書き漏らしてしまった。


例１０ 「意見を聴くとともに」とすべきところ、「意見を聴くとととも


に」と、「と」の１文字を余分に記載してしまった。


例１１ 「若しくは」とすべきところ、「若ししくは」と、「し」の１文


字を余分に記載してしまった（「若し」のところで改行されていたも
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の。）。


例１２ 平成元年以後に立案されたＡ法（促音小書き）の附則第Ｘ条にお


いて、昭和６３年以前に立法されたＢ法（促音小書きせず）の規定を改


める際、改め先の文言について、「あつては」とすべきところ、「あっ


ては」と表記してしまった。


例１３ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、「・・・の整


備の促進に関する特別措置法」というＢ法の題名の表記に当たり、「・


・・の促進に関する特別措置法」と、「の整備」という文言を書き漏ら


してしまった。


例１４ 「労働者」（の健康の保持に及ぼす）とすべきところ、「労働省」


（の健康の保持に及ぼす）としてしまった。


例１５ 罰則規定において、「一年以下」（の懲役）とすべきところ、「一


年以上」（の懲役）としてしまった。








令和3年3月25日


1/10


＜今回の再点検により判明したもの＞


◎条文


担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


内閣官房
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の
一部を改正する法律案


条文 （誤）「同条第五項」→（正）「同条第六項」 39頁13行


金融庁


新型コロナウイルス感染症等の影響による
社会経済情勢の変化に対応して金融の機能
の強化及び安定の確保を図るための銀行法
等の一部を改正する法律案


条文
追加する項のインデントのズレ（5行目から11行目までの行頭を1字
下げる必要）


34頁


　 　 　 追加する条のインデントのズレ（4行目の行頭を1字下げる必要） 35頁


経済産業省
産業競争力強化法等の一部を改正する等の
法律案


条文
（誤）「次項において「」及び「」という。）」を削り」→（正）「次項におい
て「」を削り、「」という。）第一条」を「第一条」に」


69頁


◎参考資料


担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


内閣官房
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の
一部を改正する法律案


新旧対照表 （誤）「所見がある者」→（正）「所見のある者」
42頁9行（新
の欄）


（誤）「同条第五項」→（正）「同条第六項」
58頁7行（新
の欄）


内閣府
地域の自主性及び自立性を高めるための改
革の推進を図るための関係法律の整備に関
する法律案


新旧対照表 別の法案の作成途中の条文を引用 4頁


災害対策基本法等の一部を改正する法律案 要綱 項目の通し番号の誤り
１頁、10頁、
13頁、19頁


参照条文
（誤）「第五十七条宮内庁法（第十八条」→（正）「第五十七条（宮内
庁法第十八条」


1頁14行


（誤）「堅牢ろう」→（正）「堅牢」（牢はルビあり） 2頁21行


（誤）「ならな。」→（正）「ならない。」 19頁22行


（誤）「激甚じん」→（正）「激甚」（甚はルビあり） 25頁3行


第204回国会（常会）内閣提出法律案等 各府省庁点検結果　
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担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


（誤）「国家戦略特別区域諮問会議」→（正）「国家戦略特別区域
法」


30頁表下欄


（誤）「蓋然性を含む。の拡大」→（正）「蓋然性を含む。）の拡大」 53頁8行


（誤）「という。」→（正）「という。）」 53頁18行


不要な欄を記載 81頁最終行


警察庁
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正す
る法律案


新旧対照表 現行欄の削除箇所の傍線の表記漏れ 61頁2行


　 現行欄の削除箇所の傍線の表記漏れ 62頁9行


　 参照条文 インデントのズレ（行頭を3文字下げる必要） 9頁4行


消費者庁
消費者被害の防止及びその回復の促進を
図るための特定商取引に関する法律等の一
部を改正する法律案


参照条文
（誤）「第二十六条第一項第四十三条第一項」→（正）「第四十三条
第一項」


96頁24行


　 　
（誤）「第三十一条第一項第六十五条第一項」→（正）「第六十五条
第一項」


96頁25行


　 　 （誤）「の」→（正）「の罪」 105頁27行


外務省
在外公館の名称及び位置並びに在外公館
に勤務する外務公務員の給与に関する法律
の一部を改正する法律案


参照条文
項の誤り
（誤）「１」→（正）「２」


2頁末行


財務省 関税定率法等の一部を改正する法律案 新旧対照表 （誤）「生理用ナプキン」→（正）「生理用のナプキン」
91頁（新・旧
欄）


　 　 　 （誤）「特定鉱工業産品等」→（正）「鉱工業産品等」
261頁（新・旧
欄）


文部科学省
国立研究開発法人科学技術振興機構法の
一部を改正する法律案


参照条文
（誤）「平成十四法律第百五十八号」→（正）「平成十四年法律第百
五十八号」


目次・１頁１
行


　 （誤）「第一項」→（正）「第三条第一項」 14頁18行


　 （誤）「第十一号」→（正）「第十二号」 15頁5行
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担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


　 （誤）「二～十一」→（正）「一～十一」 15頁18行


　
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職
員定数の標準に関する法律の一部を改正す
る法律案


参照条文 見出しの欠落 4頁4行


　 文化財保護法の一部を改正する法律案 要綱 （誤）「越えない」→（正）「超えない」 7頁


　 国立大学法人法の一部を改正する法律案 新旧対照表 条文の省略を示す記号「（略）」の記載もれ
16頁20行目
（新・旧の欄）


　 　 参照条文 省略箇所の表記もれ 7頁13行


　 　 　 条文の省略を示す記号「（略）」の記載もれ 9頁6行


　 　 　 条文の省略を示す記号「（略）」の記載もれ 11頁14行


　 　 　 見出しの欠落 13頁23行


　 　 　 （誤）「２　（略）」→（正）「２～４（略）」 15頁30行


　 　 　 省略箇所の表記もれ 16頁16行


　 著作権法の一部を改正する法律案 新旧対照表 「（新設）」の文字の欠落
1頁、2頁
（旧の欄）


　 　 「（新設）」の文字の欠落 6頁（旧の欄）


　 参照条文 （誤）「第百十三条第三項」→（正）「第百十三条第六項」 2頁


　 　
（誤）「を著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係
る音若しくは影像とともに記録媒体に」→（正）「を記録媒体に」


2頁


　 　 （誤）「四・五」→（正）「四～六」 8頁


　 　
（誤）「第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、」→（正）「利
用権（第一項の許諾に係る著作物を前項の規定により利用するこ
とができる権利をいう。次条において同じ。）は、」


9頁
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担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


　 　
（誤）「第三十条第一項」→（正）「第三十条第一項（第四号を除く。
第九項第一号において同じ。）」


17頁


　 　 （誤）「第三十条第二項」→（正）「第三十条第三項」 17頁


　 　
（誤）「準用し、」→（正）「準用し、第三十三条から第三十三条の三
までの規定は、著作隣接権の目的となつている放送又は有線放送
の利用について準用し、」


17頁


　 　


（誤）「同条第一項中」→（正）「第三十条第一項第三号中「自動公
衆送信（国外で行われる自動公衆送信」とあるのは「送信可能化
（国外で行われる送信可能化」と、「含む。)」とあるのは、「含む。）に
係る自動公衆送信」と、第四十四条第一項中」


17頁


　 　
（誤）「後段、」→（正）「後段、第三十三条の二第一項、第三十三条
の三第一項若しくは第四項、」


17頁


　 　 （誤）「第六十三条」→（正）「第六十三条及び第六十三条の二」 18頁


　 　
（誤）「第七十一条から第七十三条まで並びに」→（正）「第七十一
条（第二号に係る部分に限る。）、第七十二条、第七十三条並びに」


18頁


　 　


（誤）「利用について、それぞれ準用する。」→（正）「利用について、
第七十一条（第一号に係る部分に限る。）及び第七十四条の規定
は第百二条第一項において準用する第三十三条から第三十三条
の三までの規定による放送又は有線放送の利用について、それぞ
れ準用する。」


18頁


厚生労働省
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体
制の確保を推進するための医療法等の一部
を改正する法律案


参照条文 インデントのズレ（行頭を1文字上げる必要）
26頁15～20
行


全世代対応型の社会保障制度を構築するた
めの健康保険法等の一部を改正する法律案


参照条文
（誤）「第三十三条並びに第三十四条第二項第三十四条第三項中」
→（正）「第三十三条並びに第三十四条第三項中」


65頁


農林水産省
農水産業協同組合貯金保険法の一部を改
正する法律案


参照条文 （誤）「―」（横棒）→（正）「｜」（縦棒） 1頁


　 　 　 （誤）「第五十五」→（正）「第五十五条」 1頁


　 　 　 （誤）「すべて全ての」→（正）「全ての」 19頁


経済産業省
産業競争力強化法等の一部を改正する等の
法律案


要綱 （誤）「１　独立行政法人」→（正）「３　独立行政法人」 6頁


　 　 　 （誤）「促進事業計画」→（正）「促進投資事業計画」 6頁
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担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


　 　 　 （誤）「一の１」→（正）「一」 21頁


　 　 　 （誤）「二の１」→（正）「二」 22頁7行


（誤）「二の１」→（正）「二」 22頁8行


　 　 　 （誤）「第三十四条まで関係」→（正）「第三十五条まで関係」 26頁


　 　 新旧対照表 （誤）「新技術等評価委員会」→（正）「新技術等効果評価委員会」
48頁（新の
欄）


（誤）「新技術等評価委員会」→（正）「新技術等効果評価委員会」
48頁（旧の
欄）


　 　 　 （誤）「指定に」→（正）「その指定に」
73頁（新の
欄）


　 　 　 （誤）「事業再編者」→（正）「再編事業者」
82頁（新の
欄）


　 　 　 （誤）「の規制」→（正）「に規定する規制」
127頁（新の
欄）


（誤）「の規制」→（正）「に規定する規制」
127頁（旧の
欄）


　 　 　 （誤）「イ～ロ」→（正）「イ～ハ」
214頁（新の
欄）


（誤）「イ～ロ」→（正）「イ～ハ」
214頁（旧の
欄）


　 　 参照条文 （誤）「第八十六六号」→（正）「第八十六条第六号」 21頁


　 　 　 （誤）「金額をｗ」→（正）「金額を」 194頁


　 　 　 （誤）「技能修習生」→（正）「技能実習生」 211頁


　 　 　 （誤）「情報処理振興協会等」→（正）「情報処理振興事業協会等」 217頁







令和3年3月25日
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担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


　 　 　 （誤）「情報処理振興協会等」→（正）「情報処理振興事業協会等」 218頁


　 　 　 表中の罫線の欠落 236～237頁


環境省
地球温暖化対策の推進に関する法律の一
部を改正する法律案


新旧対照表 （誤）「に掲げる事業」→（正）「の事業」
43頁16行
（新・旧の欄）


　 　 参照条文 （誤）「狩猟の」→「（正）「管理並びに狩猟の」 33頁18行


　 　 　 （誤）「に掲げる事業」→（正）「の事業」 39頁17行


防衛省 防衛省設置法等の一部を改正する法律案 参照条文 （誤）「英国軍隊」→（正）「カナダ軍隊」 4頁13行







令和3年3月25日
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【参　考】


＜再点検以前に判明しているもの＞


◎条文


担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


金融庁


新型コロナウイルス感染症等の影響による
社会経済情勢の変化に対応して金融の機能
の強化及び安定の確保を図るための銀行法
等の一部を改正する法律案


条文 表の中欄の「第七条」が頁を跨いで重複 265頁


経済産業省
産業競争力強化法等の一部を改正する等の
法律案


条文 （誤）「若ししくは」→（正）「若しくは」 12頁


　 　 　 （誤）「第三条第二項中」→（正）「同法第三条第二項中」 126頁


　 　 　 （誤）「第五条中」→（正）「同法第五条中」 126頁


外務省
地域的な包括的経済連携協定の締結につ
いて承認を求めるの件


附属書中の条
文等


表中の項目の表記漏れ 451頁表中


　 　 　 文章の重複 610頁1行


　 　 　 文章の欠落 610頁末行


　 　 文章の重複 613頁1行


◎参考資料


担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


内閣官房 デジタル庁設置法案 要綱 （誤）「２において」→（正）「二において」 １頁7行


　 （誤）「第二の１の任務」→（正）「第二の一の任務」 1頁11行


　 （誤）「第二の２の任務」→（正）「第二の二の任務」 2頁7行


新旧対照表
（誤）「（令和三年法律第　　　号）」→（正）「（令和三年法律第五
号）」


26頁
旧の見出し
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担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


　
（誤）「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」→（正）「産業
競争力強化法等の一部を改正する等の法律」


113頁
旧の見出し


参照条文
（誤）「（令和三年法律第　　　号）」→（正）「（令和三年法律第五
号）」


目次2頁14行


　
（誤）「（令和三年法律第　　　号）」→（正）「（令和三年法律第五
号）」


目次5頁16行


　 （誤）「積極的に」→（正）「着実に」 1頁37行


　
（誤）「（令和三年法律第　　　号）」→（正）「（令和三年法律第五
号）」


19頁24行


　
（誤）「（令和三年法律第　　　号）」→（正）「（令和三年法律第五
号）」


40頁26行～
27行


　
行頭の1文字下げ忘れ
（2行目から7行目までの行頭を1字下げる必要）


17頁


　
行頭の1文字上げ忘れ
（8行目、14行目及び18行目の行頭を1字上げる必要）


39頁


　 13行目と14行目の行間幅を調整 44頁


デジタル社会の形成を図るための関係法律
の整備に関する法律案


要綱 （誤）「認可地緑団体」→（正）「認可地縁団体」 2頁6行


　 新旧対照表
（誤）「九人以上十二人以内において定款で定める」→（正）「九人
以上十二人以内において定款で定める。」


434頁10行
（新の欄）


　 　 （誤）「掲げる事項）」を加え、」→（正）「掲げる事項）」を加え、」
586頁12行
（新の欄）


　 　
行頭の1文字上げ忘れ
（11行目から13行目までの行頭を1字上げる必要）


586頁
（新・旧の欄）


　 　
行頭の1文字下げ忘れ
（17行目の行頭を1字下げる必要）


121頁
（新の欄）


　 　
行頭の1文字下げ忘れ
（3行目から5行目までの行頭を1字下げる必要）


516頁
（新の欄）


　 　
行頭の文字下げ忘れ
（新の欄15行目、21行目、旧の欄13行目から15行目及び21行目の
行頭を0.5字又は1字下げる必要）


600頁
（新・旧の欄）
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担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


　 参照条文 （誤）「内航海運組合」→（正）「内航海運組合法」 目次1頁22行


　 　
（誤）「（昭和三十四年法律第二十一号）」→（正）「（昭和三十四年
法律第百二十一号）」


目次４頁15行


　 　
（誤）「（平成二十五年法律第五十五号）」→（正）「（平成二十五年
法律第二十七号）」


目次6頁17行


　 　
（誤）「（平成三十一年法律第四十九号）」→（正）「（平成三十年法
律第四十九号）」


目次6頁21行


　 　 記載すべき条文を誤った 97頁～115頁


　 　
（誤）「（昭和六十六法律第八十八号）」→（正）「（昭和六十年法律
第八十八号）」


125頁1行


　 　 （誤）「海上保安長長官」→（正）「海上保安庁長官」 129頁25行


　 　 不要な文言が記載
140頁10行～
12行


　 　 （誤）「別表第一関係」→（正）「別表第一」 159頁20行


　 　
（誤）「（昭和二十九年法律第百十五条）」→（正）「（昭和二十九年
法律第百十五号）」


218頁28行


　 　
（誤）「（昭和三十四年法律第二十一号）」→（正）「（昭和三十四年
法律第百二十一号）」


263頁18行


　 　
（誤）「（平成二十五年法律第五十五号）」→（正）「（平成二十五年
法律第二十七号）」


286頁14行


　 　
（誤）「（平成三十一年法律第四十九号）」→（正）「（平成三十年法
律第四十九号）」


295頁18行


　 　 （誤）「【附則第条六十三関係】」→（正）「【附則第六十三条関係】」 302頁10行


　 　
行頭の1文字上げ忘れ
（27行目の行頭を1字上げる必要）


5頁27行


　 　
行頭の1文字下げ忘れ
（13行目から24行目までの行頭を1字下げる必要）


217頁13行～
24行
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担当省庁 法案名 該当文書 誤りの内容 頁


内閣府
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施
のための預貯金口座の登録等に関する法律
案


要綱 （誤）「電子通信回線」→（正）「電気通信回線」 9頁10行


　 　 　 （誤）「読替」→（正）「読替え」 10頁１行


　 　 　 （誤）「検討を行い」→（正）「検討を加え」 12頁8行


　 　 　 （誤）「関連法律」→（正）「関係法律」 12頁10行


　 　 参照条文 見出しの欠落 4頁7行


　 　 　
行頭に不要なインデントの挿入
（19行目第4欄の行頭）


10頁19行


　
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用に
よる預貯金口座の管理等に関する法律案


要綱 （誤）「読替」→（正）「読替え」 11頁5行


　 　 参照条文 「激甚」の「甚」はルビあり 9頁39行


　 　 　 （誤）「積極的に」→（正）「着実に」 11頁6行





		内訳表（セット版）






法令案における誤りの防止について（手引）の改正のポイント 


 


 


【基本的な考え方】 


立案府省庁等における法令案の誤り防止のための複層的チェックの実態調査、こ


れまでに実際に発生した法令案の誤りの原因等を踏まえて、主として、次の観点に


ついて記述を強化 


・ 当局及び立案府省庁等における誤り防止のためのチェックをより実効的なものと


するための留意事項 


・ 法令審査支援システムの活用 


・ 印刷物における誤り防止のための留意事項 


 


 


【改正のポイント】 


１ 当局及び立案府省庁等における誤り防止のためのチェックをより実効的なものと


するための留意事項 


 


［立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等］ 


〇 スーパー法令ウェブの使用を明記（現行：現行日本法規のみ） 


 


〇 実務を踏まえて、審査用の参照条文の作成、提出及び使用を明記 


 


［当局及び立案府省庁等におけるチェック］ 


〇 複層的チェックの統括責任者（管理職）及び実施責任者（補佐クラス）を審査担当


参事官に通知することとする。（現行：統括責任者のみ） 


〇 審査担当参事官のより積極的な役割を記述 


 


〇 実務を踏まえて、審査の節目における全体チェックについて記述 


〇 部長了（正式各省協議前後）の段階及び当局の実質的審査終了の段階では、必


ず全体チェック及び複層的チェックを行うこととし、法案については結果を審査


担当参事官に提出することを明記 


〇 誤りチェックシートを手引に明記 


 







審査の節目 チェック 結果提出（法案のみ） 


 


参事官審査の適切な段階 


 


全体チェック 


 


－ 


 


部長了（正式各省協議前後） 


 


全体チェック 


複層的チェック 


 


誤りチェックシート 


システム点検結果一覧 


 


実質的審査終了後 


全体チェック 


複層的チェック 


 


誤りチェックシート 


システム点検結果一覧 


 


［その他］ 


〇 新旧対照表の正確性の確保について記述 


 


〇 平成１６年以降の誤り事例をチェックポイントの事例に追加 


 


〇 ワープロソフトの検索機能、校正機能の利用について記述 


 


 


２ 法令審査支援システムの活用 


 


〇 法令案（改め文）の形式的事項のチェックについては、人の目によるチェックに加


えて、法令審査支援システムを活用することを明記 


 


〇 部長了（正式各省協議前後）の段階及び当局の実質的審査終了後の段階では、


必ず法令審査支援システムによるチェックを行うこととし、法案については結果


を審査担当参事官に提出することを明記 


 


 


３ 印刷物における誤り防止のための留意事項 


 


〇 印刷物の校正刷りについて、読み合わせを実施することを明記 


 


〇 当局における読み合わせについて、必ず３名以上で実施すること等を明記 








　


提　出　日　時
月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


①


②


2


①


②


③


④


⑤


3


①


②


③


4


①


②


③


④


⑤


⑥


5


①


（注１）


（注２）


（注３）


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


引用規定の特定の正確性


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


削除後の文意


システムでの溶け込みチェック


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


意図しない一致


句読点の誤り


読替規定・表の確認


用語の整備


溶け込みの正確性


溶け込み後の文意


別紙１　文言の改正に伴うチェック


改正規定の特定の正確性


改正条項の確認


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


府省名 所　属 官　職 ・ 氏　名


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


別添誤りチェックシート


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者
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手引　別紙２


別紙２　規定の追加等に伴うチェック


1


①


②


2


①


②


③


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


（注１）


（注２）


（注３）


新たに追加した条文における引用
条項の正確性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


章等の追加等に伴う「前章」等の改
正の必要性


追加等に伴う上記以外の引用関係
の整合性（「第○条から第△条ま
で」等）


他の引用法令における引用関係の
整合性


項建ての存否に伴う「第○項」の適
否


法令名、定義語等の追加等に伴う
縦断的チェック


新たに引用する規定の特定の正確
性


目次の改正漏れ


共通見出しの処理


追加等に伴う付け直し


追加等に伴う引用関係の誤り


「前条」「次条」「前○条」等を改正す
る必要性


「前条」、「次条」等に改正する必要
性


規定の追加、削除又は移動


処理の基本的ルール


章名を付する場合等


冒頭、末尾における追加等


章名等の明記（条項の場合）


　　　同上　　 （節等の場合）


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


別添誤りチェックシート


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名
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手引　別紙３～５


別紙３　縦断的チェック


1


①


②


③


2


①


②


③


④


別紙４　準用規定のチェック


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


別紙５　施行期日のチェック


①


②


③


（注１）


（注２）


（注３） 　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


孫準用の関係の明記


対象規定の適切なグルーピング


制度実施に必要な準備規定の施行
期日


他法改正との調整規定の必要性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


読替元の文言を改正する必要性


「　」の開閉、「、」の要否


読替対照表による文言の確認


読替後の規定中の「同法」、「及
び」、「又は」等の用法の正確性


他法令の規定の引用における法令
名、「同法」等の記載の正確性


他法令の規定の読替における定義
語・略称、法令番号等の記載の正
確性


定義規定等の削除に伴う付け替え


定義語・略称の適用範囲・必要性の
確認


改正対象法令以外での定義語・略
称の不用意な使用


分かりにくい準用読替規定の回避


引用する規定に本改正による文言
の改正、移動等がないかの確認


読替規定を置く必要性


法令番号の縦断的チェック


法令番号の付け忘れ


法令名削除に伴う法令番号の付け
替え


附則における法令名の記載等


定義語・略称の縦断的チェック


定義語・略称に重複・混乱がないか


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名


別添誤りチェックシート


- 33 -







　


手引　別紙６


別紙６　その他の形式的事項のチェック


1


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


2


①


②


③


④


⑤


⑥


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


⑪


（注１）


（注２）


（注３）


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


重複（「第第」、「ととともに」等）


拗音、促音の大小の誤り


送り仮名の誤り


片仮名法令を引用する場合の表記


法令名、法令番号、年月日、金額及
び割合の誤記


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


改め文の改正箇所を示す「条中」、
「同条」等の用法
一部改正法令の改正における「改
正規定中」の記載
改正規定中の「改め」、「加え」、「削
り」の欠落
ワープロ変換等による同音異義語
の誤り


類似文字、類義語の誤り


脱字（枝番中の「の」等）


表の上下の罫線の位置


目次、表等を改正する場合の「　」の
位置


その他配字全般


特殊なルールによる改正のチェック


項番号のない条文の項の初字の位
置


誤字・脱字等のチェック


一条のみで構成される章等の見出
し


振り仮名（ルビ）の付け方


配字のチェック


ワープロソフトの所定の禁則処理等
の設定


条建ての改正の場合の配字


一部改正法令の改正における案文
の初字の位置


概括的なチェック


章等の区切りの位置


目次中の「・」、「－」の記号


条名、項番号等の連続性


枝番の最後での「第○条の○　削
除」


見出しの改正漏れ、欠落


官職・氏名 月日


判明した誤り


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日


法
案
名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


別添誤りチェックシート


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名 所　属 氏　名
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提　出　日　時
月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


① レ レ
②


2


① レ レ
② レ レ 第○条で「各号列記以外の部分」との特定が抜けていた。


③ レ レ
④


⑤


3


① レ レ
②


③ レ レ
4


① レ レ
② レ レ
③ レ レ
④ レ レ
⑤


⑥ レ レ
5


① レ レ
（注１）


（注２）


（注３）


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必要
なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


引用規定の特定の正確性


用語の整備


溶け込みの正確性


溶け込み後の文意


削除後の文意


システムでの溶け込みチェック


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


意図しない一致


句読点の誤り


読替規定・表の確認


○月○日
○○係長


○○　○○
○月○日


別紙１　文言の改正に伴うチェック


改正規定の特定の正確性


改正条項の確認


項目
要点


チェックポイント


立案担当部局チェック 複層的チェック


官職・氏名 月日 官職・氏名 月日


判明した誤り○○係員
○○　○○


複層的チェック
統括責任者


大臣官房○○課 課長・○○　○○


部長説明日（　○月○日（火）　）、閣議付議予定日（　○月○日（金）　）
複層的チェック
実施責任者


大臣官房○○課 課長補佐・○○　○○


法
案
名


○○○法の一部を改正する法律案
例（第○条　△△法の一部を改正する法律案部分）
　  （第１条～第２０条部分）


立案担当責任者 ○○局○○課 課長補佐・○○　○○


府省名 ○○省 所　属 官　職 ・ 氏　名


別添誤りチェックシート


○ ○
○
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法令案における誤り防止について 


１ 経緯 


   第１５９回国会で成立した国民年金法等の一部を改正する法


律（平成１６年法律第１０４号）について、法案の形式的事項に


多数の誤りがあったこと等を契機に、内閣法制局と立案府省庁


等とが連携しつつ、誤りの防止を図るための実効的な態勢を確


立する必要があるとの認識から、「法令案における誤りの防止に


ついて（手引き）」を作成し、これに従った誤り防止策を実践し


てきた。 


   また、同時に、当局のチェック態勢を強化するため、各省庁か


ら職員を派遣していただき、毎年１月中旬ころから３月中旬こ


ろまでの間、分室を設置し、常会提出法案の形式的チェックを実


施してきた。分室においては、平成１８年１月から、当局が開発


した法令審査支援システムを活用したチェックを行っているが、


同年１０月からは、各立案府省庁等の利用にも供しており、その


活用を促すとともに、機能の向上を図ってきた。 


２ 対応策 


（１）上記手引きの実施状況の再確認等 



CS570671

テキストボックス

　 資料３







 手引きの細部については、時代の変化に応じて見直すべき部


分もあろうが、基本的な事項については、現在も、形式的な誤り


の防止策としては、有意義である。 


 各省庁におかれては、手引きに従った運用が実践されている


か、徹底した再確認を行い、必要に応じて実施態勢の強化を含め


た見直しが求められる。 


 特に、以下の点について、留意が必要である。 


① 複層的チェック態勢の充実等 


② 余裕をもったスケジュール管理 


複層的チェック態勢については、立案府省庁等の内部にお


ける立案担当部局のチェック態勢の強化に加えて、大臣官房


等の職員によるチェック態勢の確立が重要であるとの認識


から、複層的チェックの統括責任者を選任し、通知していた


だいているが、実際にそれが十分に機能しているかを見直す


必要がある。 


今回の誤りの発生事例をみると、多岐にわたるが、法律案


の案文自体についての誤りは、多数の法律の改正を束ねた一


括法案で、その分量も多量なものである。一般にこのような







法案は、立案府省庁等の内部でも、複数の担当部局が関与し、


更には他の府省庁等の所管法令の改正にも及ぶことなどか


ら、他の府省庁等における担当部局や官房等の複層的チェッ


クも必要となり、ともすれば責任の所在が曖昧になりやすい。 


また、この複層的チェックは、立案の過程において条文案


が日々変更され、修正されていくものである以上、多段階に


おいて必要となるものであり、予備審査のみならず、法令案


の読み合わせや印刷のチェック等を含めて、それぞれの具体


的な場面ごとに、責任を明確化した上で実施する必要がある。 


スケジュール管理については、手引きでは、平成５年の「法


令協議に関する申合せ」を徹底し、常会に提出を予定してい


る法案の予備審査については、非予算関連法案にあっては１


０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案に


あっては翌年１月上旬から開始するよう努めることとされ


ているものの、これに従った実践は、なお不十分である。 


予備審査が一時期に過度に集中することは、各府省庁等に


おける複層的チェックに影響するのみならず、当局の担当参


事官の負担増加に伴うチェック機能に与える影響を十分に







考慮する必要がある。 


特に、非予算関連法案については、上記申合せに従った対


応が十分可能ではないかと思われることから、当局の担当参


事官と協議をし、早期の予備審査の日程の設定を調整された


い。また、日程の管理に当たっては、各府省庁等においては


内部の各部局間の調整が必要となると見込まれることから、


大臣官房等が一元的な管理を実施することが必要である。 


さらに、閣議付議の予定日の設定に当たっては、実質的な


改正事項の審査後の形式的事項のチェックに必要な時間が


十分に確保されるよう留意されたい。 


（２）当局の分室の設置及び運営方法について 


下記について改善の余地はないか、当局内部で検討をする。 


 ・各省庁からの職員派遣の在り方について 


      派遣元の各省庁の負担 


各省庁内部の複層的チェック態勢の充実との関係 


     ・法令審査支援システムの活用について 


  システムの機能強化 


取扱い方法の習熟度の向上 
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法令案における誤りの防止について（手引） 新旧対照表 
改正案 現行 


法令案における誤りの防止について（手引） 


（改訂版） 


 


令和３年９月 


内 閣 法 制 局 


 


目 次 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


別紙３ 縦断的チェック 


別紙４ 準用規定のチェック 


別紙５ 施行期日のチェック 


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


別添 誤りチェックシート 


法令案における誤りの防止について（手引き） 


（増補版） 


 


平成１６年１２月 


内 閣 法 制 局 


 


目 次 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令の規定の確認等 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


別紙３ 縦断的チェック 


別紙４ 準用規定のチェック 


別紙５ 施行期日のチェック 


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


（新設） 
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改正案 現行 


法令案における誤りの防止について（手引） 


平成１６年８月３０日 


内 閣 法 制 局 


改正 平成１６年１２月９日 


改正 令和３年９月１３日 


 


内閣提出の法案及び政令案（以下「法令案」という。）における誤りの防止について、当局では、第１５９回国


会で成立した国民年金法等の一部を改正する法律(平成１６年法律第１０４号)について、法案の形式的事項に多数


の誤りがあり、公布後において官報による正誤処理をせざるを得なかったこと等を契機として、平成１６年にこの


手引を作成し、立案府省庁等と共にこれに従った誤り防止策等を実践してきた。また、法令案における誤り防止の


ためのツールの一つとして平成１８年に法令審査支援システムを導入し、立案府省庁等の利用にも供して、同シス


テムによる法令案の形式的事項のチェックを行ってきた。 


こうした取組にもかかわらず、令和３年の第２０４回国会において、内閣提出の４法案１条約に計１４件の形式


的事項の誤りがあることが判明したことは、誠に遺憾である。法律等の条文は、国民の権利義務に関わることか


ら、正確性を十分に求められるものであり、内閣提出の法令案に形式的事項といえども誤りがあってはならない。


今後同様の事態を生じることがないよう、改めて当局と立案府省庁等とが連携して法令案における誤りの防止を図


るための実効的な態勢を確立し、継続的に取り組んでいく必要がある。 


法令案における誤りの防止について、以下のように定める。なお、この手引は、今後の実施状況等によりその内


容に変更及び追加を行うことを予定している。 


法令案における誤りの防止について（手引き） 


平成１６年８月３０日 


内 閣 法 制 局 


改正 平成１６年１２月９日 


 


 


第１５９回国会で成立した国民年金法等の一部を改正する法律(平成１６年法律第１０４号)について、法案の形


式的事項に多数の誤りがあり、公布後において官報による正誤処理をせざるを得なかったことについては、誠に遺


憾である。内閣提出の法案及び政令案(以下「法令案」という。)に形式的事項といえども誤りがあってはならない


ことは当然であり、今後かかる誤りを生じることがないよう、当局と立案府省庁等とが連携しつつ、その防止を図


るための実効的な態勢を確立する必要がある。 


 


 


 


 


 


 


そこで、法令案における誤りの防止について、以下のように定める。なお、この手引きは、今後の実施状況等に


よりその内容に変更及び追加を行うことを予定している。 
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改正案 現行 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


１ 予備審査が一時期に過度に集中することがないよう「法令協議に関する申合せ(平成５年１月１８日各省庁文


書・国会担当課長会議)」を徹底し、常会に提出を予定する法案の予備審査については、非予算関連法案にあって


は１０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案にあっては翌年１月上旬から開始するよう努める


こと。ただし、予算関連法案にあっても、予算案等の確定を待つことなく予備審査を行うことができる部分につ


いては、１０月上旬から開始するよう努めること。 


２ 政令案についても、できるだけ早期に準備をし、時間的余裕をもって審査を行うことができるようにすること。


また、１２月から翌年３月までは、常会に提出する法案の予備審査が集中することを踏まえ、いわゆる年度末政


令等この時期に審査が必須な政令案以外の審査は行わないように審査スケジュールを組むこと。 


３ 法令案の実質的事項についての審査を終えた後において形式的事項のチェックに必要な時間を十分に確保する


ことができるよう、当該法令案の閣議付議の予定日を設定すること。 


４ 立案府省庁等においては、当該法令案の立案担当部局による法令案のチェックを強化することに加えて、これ


とは別に、立案担当部局以外の大臣官房等の職員(必要に応じてその職務を行わせる他の部局等の職員を含む。)


が当該法令案の形式的事項について複層的チェックを行う態勢を確立し、複層的チェックを行うこと。これに伴


い、法令案ごとに、複層的チェックの統括責任者（チェック要員の確保、その役割分担の決定、チェックの実施


状況の確認等を統括する管理職）及び実施責任者（実際にチェック要員によるチェック作業を指揮する補佐クラ


ス）の官職及び氏名等を審査担当参事官に通知すること。 


５ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、立


案府省庁等における４の複層的チェックのほか、当該法令を所管する他の府省庁等においても、当該法令の改正


について複層的チェックを行うこと。当該法令を所管する府省庁等における複層的チェックの統括責任者及び実


施責任者の官職及び氏名等の通知は、当該法令の改正の審査（下審査）を担当する参事官に行うこと。 


６ 立案府省庁等においては、法令案の形式的事項のチェックに際し、法令審査支援システムを活用すること。 


７ 各府省庁等においては、法制実務の基本に関する研修を実施するなど、法令案の形式的事項について的確なチ


ェックを行うことができる職員の養成に努めること。 


８ 審査担当参事官は、その審査する法令案において必要な事項を自らチェックするほか、立案府省庁等の立案担


当部局の立案担当責任者並びに４又は５によって通知を受けた複層的チェックの統括責任者及び実施責任者と


の連絡を密にして当該立案府省庁等における法令案のチェックの態勢、実施状況等を把握するとともに、立案府


省庁等から適時に複層的チェックの誤りチェックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧の提出


を受け、立案府省庁等において法令案の形式的事項のチェックが実効的に行われていることを確認すること。 


９ なお、法令審査支援システムの機能強化等の法令案の形式的事項のチェックにおけるＩＴ技術の利用の促進に


ついて、更に検討を進める。 


 


第１ 法令案における誤りを防止するための基本的事項 


１ 予備審査が一時期に過度に集中することがないよう「法令協議に関する申合せ(平成５年１月１８日各省庁文


書・国会担当課長会議)」を徹底し、常会に提出を予定する法案の予備審査については、非予算関連法案にあって


は１０月上旬から開始して年内に終了するよう、予算関連法案にあっては翌年１月上旬から開始するよう努める


こと。 


 


政令案についても、できるだけ早期に準備をし、時間的余裕をもって審査を行うことができるようにすること。 


 


 


２ 法令案の実質的事項についての審査を終えた後において形式的事項のチェックに必要な時間を十分に確保する


ことができるよう、当該法令案の閣議付議の予定日を設定すること。 


３ 立案府省庁等においては、当該法令案の立案担当部門による法令案のチェックを強化することに加えて、立案


担当部門以外の大臣官房等の職員(必要に応じてその職務を行わせる他の部局等の職員を含む。)が当該法令案の


形式的事項について複層的チェックを行う態勢を確立すること。これに伴い、法令案ごとに、当該複層的チェッ


クを統括する責任者の官職及び氏名を審査担当参事官に通知すること。 


 


 


４ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合は、立


案府省庁等における３の複層的チェックのほか、当該法令を所管する他の府省庁等においても、当該法令の改正


について複層的チェックを行うこと。当該法令を所管する府省庁等における複層的チェックを統括する責任者の


通知は、当該法令の改正の審査（下審査）を担当する参事官に行うこと。 


（新設） 


５ 各府省庁等においては、法制実務の基本に関する研修を実施するなど、法令案の形式的事項について的確なチ


ェックを行うことができる職員の養成に努めること。 


６ 審査担当参事官は、その審査する法令案において必要な事項を自らチェックするほか、３又は４によって通知


を受けた府省庁等における複層的チェックを統括する責任者との連絡を密にして、その他の形式的事項のチェッ


クにも遺漏がないことを確認すること。 


 


 


７ なお、法令案の形式的事項のチェックにおけるＩＴ技術の利用の促進について、更に検討を進める。 
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改正案 現行 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認等 


(1) 官報等の基礎資料の整理 


   当局における審査は、現行日本法規又はその電子版のスーパー法令ウェブに登載された法令の規定をベース


に行っているが、その改正法令が未施行であることや加除・データ更新の時期等によって、審査の時点で、現


行日本法規又はスーパー法令ウェブに本改正(今回行おうとしている改正をいう。以下同じ。)の前提とすべき


改正対象法令（附則により改正する他の法令を含む。以下同じ。)並びに立案及び審査の過程で参照する他の


法令（以下「改正対象法令等」という。）の規定が反映されていない場合も少なくない。このような場合、立


案府省庁等において、現行日本法規又はスーパー法令ウェブに反映されていない改正対象法令等の改正につい


て、官報又は法案(正誤を含む。以下「官報等」という。)によって、当該改正の内容及び施行期日を確認した


上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施した官報等の写し及び②施行期日ごとの新旧対照表を作


成し、立案及び審査のための基礎資料として準備すること。 


  また、現行日本法規又はスーパー法令ウェブでは附則の一部が省略されているので、附則の規定について追


加、削除又は移動をする等の改正を行うときは、本改正の前提とすべき当該附則の条文を確認するため、当該


附則の改正履歴等を確認できる関係部分にマークを施した官報等の写しを、立案及び審査のための基礎資料と


して準備すること。 


  ［留意点］ 


○ 本改正の施行後に施行の予定となっている改正についても整理すること。 


○ 数次の改正がある場合は、施行期日の順に従って整理すること。 


○ 政令等により施行期日が定まるものについては、当該政令等の官報等の写しを添付すること。また、施


行期日が未定のものについては、施行の見込み時期について付記すること。 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案による改正及び継続審議中の法案によ


る改正に特に留意すること。 


○ 一部改正法令の一部改正があることを見落とさないこと。 


○ 立案府省庁等においては、他の府省庁等の所管する法令による改正対象法令等の改正予定の有無及びそ


の内容について適時に所要の照会を行い、改正予定の把握に遺漏がないようにすること。 


○ 附則において改正する他の府省庁等の所管する法令に係る同様の基礎資料についても、立案府省庁等に


おいて、当該法令を所管する他の府省庁等の協力を得て取りまとめること。 


○ なお、法令の改正履歴及び改正予定については、平素から、当該法令を所管する府省庁等の大臣官房等


において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、共管法令の改正履歴及び改正予定については、


その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


(2) 立案及び審査の前提となる改正対象法令等の規定の確認（審査用の参照条文の作成） 


立案府省庁等において、審査用の参照条文として、現行日本法規又はスーパー法令ウェブに登載された改正


対象法令等の規定の未反映部分を(1)の基礎資料で補完したものを作成し、審査担当参事官に提出するととも


に、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックに活用すること。 


  ［留意点］ 


〇 審査用の参照条文として作成する改正対象法令等の規定の範囲、編さん方法等については、審査担当参


事官の指示によること。この場合において、その趣旨及び目的に照らし、分量が不必要に膨大なものとな


らないようにすること。 


○ 審査用の参照条文の改正対象法令等の規定には、いつ時点の規定であるかを付記すること。 


第２ 法令案における誤りを防止するための具体的措置 


１ 立案及び審査の前提となる改正対象法令の規定の確認等 


(1) 官報等の基礎資料の整理 


   当局における審査は、現行日本法規に登載された改正対象法令の規定をベースに行っているが、その改正法


令が未施行であることや加除の時期等によって、審査の時点で、これに本改正(今回行おうとしている改正を


いう。以下同じ。)の前提とすべき改正対象法令(附則により改正する他の法令を含む。以下同じ。)の規定が反


映されていない場合も少なくない。このような場合、立案府省庁等において、現行日本法規に反映されていな


い改正対象法令の改正について、官報、法令全書又は法案(正誤を含む。以下「官報等」という。)によって、


当該改正の内容及び施行期日を確認した上、①施行期日ごとに区別して関係部分にマークを施した官報等の写


し及び②施行期日ごとの新旧対照表を作成し、立案府省庁等における立案及び複層的チェックのための基礎資


料として準備するとともに、これらの写しを審査担当参事官に提出すること。 


 


 


 


 


 


  ［留意点］ 


○ 本改正の施行後に施行の予定となっている改正についても整理すること。 


○ 数次の改正がある場合は、施行期日の順に従って整理すること。 


○ 政令等により施行期日が定まるものについては、当該政令等の官報等の写しを添付すること。また、施


行期日が未定のものについては、施行の見込み時期について付記すること。 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案による改正及び継続審議中の法案によ


る改正に留意すること。 


○ 一部改正法令の一部改正があることを見落とさないこと。 


○ 立案府省庁等においては、他の府省庁等の所管する法令による改正対象法令の改正予定の有無及びその


内容について適時に所要の照会を行い、改正予定の把握に遺漏がないようにすること。 


○ 附則において改正する他の府省庁等の所管する法令に係る同様の基礎資料についても、立案府省庁等に


おいて、当該法令を所管する他の府省庁等の協力を得て取りまとめること。 


○ なお、法令の改正履歴及び改正予定については、平素から、当該法令を所管する府省庁等の大臣官房等


において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、共管法令の改正履歴及び改正予定については、


その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


（新設） 
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○ スーパー法令ウェブを用いる場合、いつ時点の条文データを出力しているか選択を誤らないよう注意す


ること。また、原則として、出力された条文データの加工（不要な条項等の削除、各条の後に記載されて


いる改正履歴の削除等）は行わず、出力された体裁（ページ割）のまま印刷し、必要に応じて関係部分に


マークを施す等して作成すること。表については、本来存在しない罫線が表示されてしまうこと等に注意


すること。 


 


(3) 引用法令の確認及び整理 


  立案府省庁等において、改正対象法令を引用している他の法令の有無を確認し、一覧表を作成するなどして


整理すること。 


  ［留意点］ 


○ 関係法令、従前の一部改正法令の附則(経過規定)等他の法令における引用について漏れなく把握するこ


と。他の府省庁等の所管に係る法令における引用については、立案府省庁等において適時に所要の照会を


行うものとし、照会を受けた当該他の府省庁等においては、調査に遺漏がないようにすること。審査を経


て改正対象法令が追加された場合には、他の法令における当該改正対象法令の引用について追加の照会


を行うなどして漏れなく把握すること。 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案における引用及び継続審議中の法案に


おける引用に特に留意すること。 


○ なお、法令間の引用関係(引用し、又は引用される関係をいう。以下同じ。)については、平素から、そ


れぞれの法令を所管する府省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、


共管法令の引用関係については、その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


  （削る） 


 


 


 


 


 


 


(2) 引用法令の確認及び整理 


  立案府省庁等において、改正対象法令を引用している他の法令の有無を確認し、一覧表を作成するなどして


整理すること。 


  ［留意点］ 


○ 関係法令、従前の一部改正法令の附則(経過規定)等他の法令における引用について漏れなく把握するこ


と。他の府省庁等の所管に係る法令における引用については、立案府省庁等において適時に所要の照会を


行うものとし、照会を受けた当該他の府省庁等においては、調査に遺漏がないようにすること。 


 


 


○ 本改正の法案と同一の国会に提出済み又は提出予定の他の法案における引用及び継続審議中の法案に


おける引用に留意すること。 


○ なお、法令間の引用関係(引用し、又は引用される関係をいう。以下同じ。)については、平素から、そ


れぞれの法令を所管する府省庁等の大臣官房等において、一元的に把握する態勢を確立すること。また、


共管法令の引用関係については、その全体について、各共管府省庁等において情報を共有しておくこと。 


 


(3) 電子データの調製 


   (1)において確認した本改正の前提とすべき改正対象法令の全文(現行日本法規に登載されたとおりである


場合を含む。) を電子データ化し、立案府省庁等における立案及び複層的チェックに用いるための参照資料と


して準備するとともに、審査担当参事官に送付すること。 


  ［留意点］ 


○ 読み合わせを励行するなど電子データの正確性の確保に特に留意すること。 


○ 本改正に係る施行期日が複数あり、その間に改正対象法令の改正がある場合は、それぞれの施行期日に


おける改正の前提とすべき改正対象法令の規定を電子データ化すること。 


○ 附則において形式的な改正を行うにとどまる他の府省庁等の所管する法令の電子データについては、必


要に応じて送付すれば足りる。 


○ なお、総務省において整備をしている法令データについては、未施行部分の取扱いなどにおいてそのま


までは利用できないことに留意する必要がある。 
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改正案 現行 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


(1) ワープロデータの的確な管理 


  立案府省庁等においては、立案及び審査の過程における法令案の修正について、ワープロデータのバージョ


ン管理を徹底するとともに、修正入力の担当者を特定するなどして、ワープロデータの正確性を確保すること。 


  ［留意点］ 


○ いつどの部分を修正したかが把握できるようにしておくこと。 


 


(2) 法令審査支援システムの活用 


  立案府省庁等においては、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックを行うに当たって、人の目によ


るチェックに加えて、法令審査支援システムを活用すること。 


 


 ［留意点］ 


       ○ 溶け込ませ処理後の点検結果一覧の確認（エラーチェック）は、担当者限りで対応の要否を判断するの


ではなく、担当者が立案担当責任者等の誤りチェックの責任者に説明して、当該責任者が判断するように


すること。疑義がある場合には、審査担当参事官に相談すること。 


○ 法令審査支援システムは、表の改正、改正部分を図として引用する改正、一部改正法令の一部改正には


対応していない。また、いわゆる多段ロケット方式の二段目以降の改正には対応できない場合があること


に留意すること。 


○ また、法令審査支援システムは、人の目によるチェックを代替するものではなく、あくまでも補助的な


ものであることに留意すること。 


・ 既存の条項の移動と当該条項を引用する新たな条文の追加が同時に行われる場合には、法令審査支援


システムがその関係性をチェックできないことがあるので、そのような場合には、特に条項の引用関係


の誤りを見逃さないよう人の目により注意して確認すること。 


・ 読替規定の改正（改め元又は改め先の文言に対にならない「」又は複数の「」が含まれる。）等改め


文の構造が非常に複雑な場合には、その引用する文字列を法令審査支援システムが認識できないことが


あるので、そのような場合には、ワープロマクロの「改正対象文字列」のマーキング機能を利用すると


ともに、特に改め元の文言の意図しない一致（誤ヒット）を見逃さないよう人の目により注意して確認


すること。 


 


(3) 法令案のチェックにおける新旧対照表の扱い 


  新旧対照表は法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべきものではないことに留意すること。 


 


  ［留意点］ 


○ 新旧対照表では、一般に、改正部分の前後の規定や引用関係にある他の規定など本来直接参照して確認


する必要がある規定が記載されていないことが多く、また、それ自体が法令案の立案過程において作成さ


れたものであるから、法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべきものではない。法令案


（改め文）が誤った新旧対照表と整合していたため、誤りを見逃してしまった事例があるので、注意する


こと。 


○ 一方で、新旧対照表は正確なものでなければならないので、新旧対照表の旧（現行）の規定は審査用の


参照条文で確認した当該改正の施行時点における改正対象法令の規定により作成し、適時に新旧対照表


と法令案（改め文）及び審査用の参照条文との読み合わせを行うなどして、その正確を期すこと。 


２ 立案及び審査の過程における的確な対応等 


(1) ワープロデータの的確な管理 


  立案府省庁等においては、立案及び審査の過程における法令案の修正について、ワープロデータのバージョ


ン管理を徹底するとともに、修正入力の担当者を特定するなどして、ワープロデータの正確性を確保すること。 


  ［留意点］ 


○ いつどの部分を修正したかが分かる資料も併せて保存すること。 


 


(2) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底 


  立案及び審査の過程において法令案に修正があった場合は、その都度、立案府省庁等において、３の形式的


事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要となる改正に遺漏がないようにするこ


と。 


  ［留意点］ 


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、全般的なチェックを行うこと。 


 


 


   （新設） 


 


 


   （新設） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


(3) 新旧対照表の扱い 


  新旧対照表は改正内容の理解を助けるための参考資料として作成するものであり、立案及び審査の対象は法


令案(改め文)自体であることに留意すること。 


  ［留意点］ 


○ 最終的な新旧対照表は、審査を経て確定した法令案の内容に則して作成すべきものであり、法令案の立


案及び審査の過程における新旧対照表は、改正部分の前後の規定や引用関係にある他の規定など本来直


接参照して確認する必要がある規定が記載されていなかったり、前後の章(節等)名や傍線等が欠落して


いるなどの不備があることも多く、法令案のチェックを行うための基礎資料として用いるべきものでは


ない。 


  （新設） 
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(4) 審査担当参事官による審査の段階における全体チェックの実施 


  審査中の法令案について審査担当参事官による審査がある程度進展した適切な段階で、立案府省庁等におい


て、法令案の全体について３の形式的事項の誤りを防止するための立案担当部局によるチェック（全体チェッ


ク）を行うこと。 


［留意点］ 


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事官と相談すること。 


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェックが行われている場合においても、常に新たな視点


で形式的事項に特化したチェックを行うこと。 


○ 立案担当部局による全体チェックは、３のチェックポイントに留意して、別添の誤りチェックシートを


用いて実施すること。その際、漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックするのではなく、


担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施すること。 


○ 法令審査支援システムを活用すること。 


 


(5) 部長了（正式各省協議前後）の段階における全体チェック及び複層的チェックの実施 


  審査中の法令案について担当部長の了解が得られ、いわゆる正式各省協議が行われる前後の段階において、


当該法令案の形式的事項について、立案府省庁等において、改めて立案担当部局による全体チェックを行うと


ともに、立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェ


ックシート及び法令審査支援システムによる点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


［留意点］ 


○ チェックを行う具体的なタイミング等については、審査担当参事官と相談すること。 


○ それまでの立案及び審査の過程において全体チェック又は複層的チェックが行われている場合におい


ても、新たな視点で形式的事項に特化したチェックを行うこと。 


○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックは、３のチ


ェックポイントに留意して、別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その結果を


審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックする


のではなく、担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施すること。 


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事項のチェックを行い、法案については、


確認済みの点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合


は、当該法令の改正部分について、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等においても、当該法


令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の誤


りチェックシートを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。 


 


 


(6) 最終的な全体チェック及び複層的チェックの実施 


  法令案について当局による審査が実質的に終了し、法令案が固まった段階において、当該法令案の形式的事


項について、立案府省庁等において、最終的な立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣


官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の誤りチェックシート及び法令審査支援シス


テムによる点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


  ［留意点］ 


○ 新たな視点で法令案の形式的事項に特化した最終的な複層的チェックを行うこと。 


 


（新設） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


（新設） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


  （新設）（「誤りチェックシートの導入について（平成１６年１２月９日）」から移行） 


束ね法や附則で他法の改正を行う場合には、当該他法改正部分について、立案府省庁のほか、


当該他法を所管する府省庁においても、当該他法所管部局によるチェックと大臣官房等による複


層的チェックを行い、その内容をチェックシートに記載し、内閣法制局に提出することとし、こ


の場合において、当該チェックシートを、当該他法所管府省庁を担当する内閣法制局参事官に提


出する。 


(4) 最終的な複層的チェックの実施 


  法案の国立印刷局入稿の時点等法令案が固まった段階において、当該法令案の形式的事項について、立案府


省庁等における最終的な複層的チェックを行うこと。 


 


 


 


○ それまでの立案の過程において複層的チェックが行われていた場合においても、新たな視点で法令案の
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○ 立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官房等による複層的チェックは、３のチ


ェックポイントに留意して、別添の誤りチェックシートを用いて実施し、法案については、その結果を


審査担当参事官に提出すること。その際、漫然と全てのチェックポイントについて１回でチェックする


のではなく、担当ごと又は回ごとにチェックポイントを絞って確実かつ効果的に実施すること。 


○ 立案担当部局において、法令審査支援システムによる形式的事項のチェックを行い、法案については、


確認済みの点検結果一覧を審査担当参事官に提出すること。 


○ 一括法、整備法、附則等による改正で、立案府省庁等以外の府省庁等の所管する法令の改正に及ぶ場合


は、当該法令の改正部分について、立案府省庁等のほか、当該法令を所管する府省庁等においても、当該


法令の所管部局によるチェックと大臣官房等による複層的チェックを行うこと。法案については、別添の


誤りチェックシートを、その審査（下審査）を担当する参事官に提出すること。 


 


 


○ 当局における決裁や与党における審査など閣議付議の予定日の直前において更に修正がされることも


あることから、最終的な複層的チェックについては、統括責任者において相当数の職員を確保し、チェッ


クポイントごとの担当を決めるなどして短時間で集中的に形式的事項のチェックを行うことができる態


勢を整備すること。 


○ 複層的チェックを行う大臣官房等に恒常的にそのための職員を配置することが困難な場合においては、


必要に応じて他の部局等から適当な職員を集めることができる態勢を整えること。 


 


(7) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底 


  (4)(5)(6)の全体チェックのほか、立案及び審査の過程において法令案に修正があった場合は、その都度、立


案府省庁等において、３の形式的事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要となる


改正に遺漏がないようにすること。 


［留意点］ 


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、関連して修正すべき部分がないか全般的なチェックを行うこと。 


・ 特に、当該修正により規定を追加、削除又は移動する改正を新たに追加した場合には、当該修正に


伴って必要となる引用先の改正を見逃しやすいので、注意して確認すること。 


○ 法令審査支援システムを活用すること。 


 


   (8) 印刷物の校正刷り版の確認 


法案の印刷物（穴なし）の校正刷りについては、複数人で最終の法令案（改め文）との読み合わせによる確


認を行うこと。また、審査担当参事官に共有すること。 


当局における読み合わせ後に修正があった場合には、法案の印刷物（穴あき）の校正刷りについても、当該


修正が正しく反映されているか複数人で読み合わせによる確認を行うこと。 


   ［留意点］ 


     ○ 国立印刷局においては、提出された法令案（改め文）のワープロデータをテキストデータとして取り


込み、編集した上で、禁則処理を施すことから、校正刷りに文字の欠落や重複がないか、表中に空白が


できていないか、字下げ（配字）の誤りがないか等の確認を入念に行うこと。特に、ページや行の変わ


り目に注意すること。 


     ○ 表の体裁（罫線の位置等）に注意すること。 


       


形式的事項に特化した最終的な複層的チェックを行うこと。 


（新設） 


 


 


 


（新設） 


 


  （新設）（「誤りチェックシートの導入について（平成１６年１２月９日）」から移行） 


束ね法や附則で他法の改正を行う場合には、当該他法改正部分について、立案府省庁のほか、


当該他法を所管する府省庁においても、当該他法所管部局によるチェックと大臣官房等による複


層的チェックを行い、その内容をチェックシートに記載し、内閣法制局に提出することとし、こ


の場合において、当該チェックシートを、当該他法所管府省庁を担当する内閣法制局参事官に提


出する。 


○ 当局における決裁や与党における審査など閣議付議の予定日の直前において更に修正がなされること


もあることから、最終的な複層的チェックについては、これを統括する責任者において相当数の職員にチ


ェックすべき事項を振り分けるなどして短時間で集中的に形式的事項のチェックを行うことができる態


勢を整備すること。 


○ 複層的チェックを行う大臣官房等に恒常的にそのための職員を配置することが困難な場合においては、


必要に応じて他の部局等から適当な職員を集めることができる態勢を整えること。 


 


（新設）（(2)から移動） 


(2) 法令案の修正に伴う再チェックの徹底 


      立案及び審査の過程において法令案に修正があった場合は、その都度、立案府省庁等において、３の形


式的事項の誤りを防止するためのチェックを行い、当該修正に伴って必要となる改正に遺漏がないように


すること。 


    ［留意点］ 


○ 当該修正があった部分に着目しつつ、全般的なチェックを行うこと。 


 


 


 


（新設） 
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(9) 読み合わせによる確認 


  読み合わせは、配字を含めて一文字一文字を確かめ、法令案の全体について誤りがないことを確認すること


ができるように行うこと。 


  ［留意点］ 


○ 立案府省庁等における全体チェック及び複層的チェックにおいても、読み合わせによる確認を行うこ


と。 


○ 当局における読み合わせは、審査担当参事官から渡される最終原稿を読み上げて行うこと。また、必ず


３名以上で行うこととし、審査担当参事官の指示により、最終原稿の読み手のほか、副本の確認、新旧


対照表の確認、審査用の参照条文による確認、読替対照表の確認等の役割分担をして行うこと。 


 


(5) 読み合わせによる確認 


  読み合わせは、配字を含めて一文字一文字を確かめ、法令案の全体について誤りがないことを確認すること


ができるように行うこと。 


  ［留意点］ 


○ 立案府省庁等における複層的チェックにおいても、読み合わせによる確認を行うこと。 


 


○ 当局における読み合わせは、審査担当参事官の最終原稿を読み上げて行うこと。 
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改正案 現行 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


  別紙１から別紙６までに掲げるチェックポイント(要点)により法令案の形式的事項についてチェックを行うこ


と。 


［留意点］ 


○ 別紙１から別紙６までに掲げるものは、法令案において特に誤りを生じやすい事項についての必須のチ


ェックポイントであり、各府省庁等においては、あらかじめ、その趣旨を法令案の立案及びチェックに当


たる職員に周知させ、法令案の立案担当部局による全体チェック及び立案担当部局以外の大臣官房等によ


る複層的チェックに遺漏がないようにすること。また、各府省庁等においてその他必要と思われるチェッ


クポイントがあるときは、これを適宜増補して使用すること。 


○ 法令案のチェックに当たって改正対象法令等を参照する場合、審査用の参照条文を参照すること。 


 


 


○ これらのチェックポイントは、一部改正法令案を念頭に置いたものであるが、全部改正法令案及び新法


令案についても、これらに準じてチェックを行うこと。 


 


３ 形式的事項の誤りを防止するためのチェック 


  別紙１から別紙６までに掲げるチェックポイント(要点)により、法令案の形式的事項についてチェックを行う


こと。 


［留意点］ 


○ 別紙１から別紙６までに掲げるものは、法令案において特に誤りを生じやすい事項についての必須のチ


ェックポイントであり、各府省庁等においては、あらかじめ、その趣旨を法令案の立案及びチェックに当


たる職員に周知させ、法令案の立案担当部門におけるチェック及び複層的チェックに遺漏がないようにす


ること。また、各府省庁等においてその他必要と思われるチェックポイントがあるときは、これを適宜増


補して使用すること。 


    ○ 法令案のチェックに当たって改正対象法令や他の法令を参照する場合、検索の便宜として１(3)の電子デ


ータを用いることは有用であるが、その上で、最終的には、現行日本法規及び官報等を直接参照すること。 


 


○ これらのチェックポイントは、一部改正法令案を念頭に置いたものであるが、全部改正法令案及び新法


令案についても、これらに準じてチェックを行うこと。 
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改正案 現行 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


(1) 立案府省庁等において、法案提出後、その内容を改めて点検し、万一法案に誤りがある場合には、国会にお


ける審議が開始される前に、法案の正誤処理を行うことができるようにすること。 


 


(2) 国会提出後の法案について、その成立が当初の見込みから遅れることとなる場合には、改めて法案をチェッ


クし、所要の修正の依頼を怠らないこと。 


 ［留意点］ 


○ 成立を見込んで記載した法律番号の年の部分の修正 


○ 他の法律の規定による一部改正の施行が先行してしまうことによる法案の修正 


 


４ 法案提出後におけるフォロー等 


(1) 立案府省庁等において、法案提出後、その内容を改めて点検し、万一法案に誤りがある場合には、国会にお


ける審議が開始される前に、法案の正誤処理を行うことができるようにすること。 


 


(2) 国会提出後の法案について、その成立が当初の見込みから遅れることとなる場合には、改めて法案をチェッ


クし、所要の修正の依頼を怠らないこと。 


 ［留意点］ 


○ 成立を見込んで記載した法律番号の年の部分の修正 


○ 他の法律の規定による一部改正の施行が先行してしまうことによる法案の修正 
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改正案 現行 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


 


１ 改正する規定の特定が正確であることをチェックすること。 


［要点］ 


① 改正箇所を示す「第○条第○項」、「…第○号」、「各号列記以外の部分」、「…本文」、「…ただし書」、


「…前段（後段）」等によって指定された規定が存在するか、また、その指定する規定の範囲が適当かについ


て、実際に当該規定に当たって確かめること。 


② 枝番(特に孫番)の誤記は見逃しやすいので注意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 適用読替の規定である第Ｘ条を改める際、同条が「・・・された場合における第Ｙ条、・・・の規定の適


用については、第Ｙ条中・・・とする。」という１文から構成されているにもかかわらず、２文から成るも


のと錯覚し、「第Ｘ条前段中」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｙ条第一項第七号中」とすべきと


ころ、「第Ｙ条第七号中」として、「第一項」という文言を書き漏らしてしまった。 


 


２ 改め元の文言(「○○」を…改める、「○○」を削る、「○○」の下に…加える等における「○○」の文言)が


１で確認した規定中の文言に合致することをチェックすること。  


［要点］ 


① １で確認した規定の全体を精査し、改め元の文言について、不一致及び意図しない一致(誤ヒット)がないこ


とを確かめること。 


② 特に、改め元の文言が長い場合は一文字の誤りでも不一致となり、他方、改め元の文言が短い一般的な用語


である場合(「及び」、「又は」、「第○条」等)は他に意図しない一致(誤ヒット)を生じる可能性が高いこと


に留意すること。 


③ 改め元として引用する読点（「、」）及び句点（「。」）の扱いが適当かについてもチェックすること。 


④ 読替規定（改め元又は改め先の文言に対にならない「」又は複数の「」が含まれるもの）には法令審査支


援システムでは対応できないことがあり、また、表の改正は法令審査支援システムではチェックできないの


で、特に入念に人の目で確認すること。この場合において、ワープロソフトの検索機能を有効に利用するこ


と。 


⑤ なお、改正がある項について行うべき用語の整備（「行なう」を「行う」に、「但し」を「ただし」に、「一


に」を「いずれかに」に改める等）についても留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法改正法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条の規定を改める際、改め元の文言を「昭和六十年一月二日」と


すべきところ、「昭和六十四年一月二日」と記載してしまった。 


 


（例６へ移動） 


 


 


別紙１ 文言の改正に伴うチェック 


 


１ 改正する規定の特定が正確であることをチェックすること。 


［要点］ 


① 改正箇所を示す「第○条第○項」、「…第○号」、「各号列記以外の部分」、「…本文」、「…ただし書」、


「…前段（後段）」等によって指定された規定が存在するか、また、その指定する規定の範囲が適当かについ


て、実際に当該規定に当たって確かめること。 


② 枝番(特に孫番)の誤記は見逃しやすいので注意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 適用読替の規定である第Ｘ条を改める際、同条が「・・・された場合における第Ｙ条、・・・の規定の適


用については、第Ｙ条中・・・とする。」という１文から構成されているにもかかわらず、２文から成るも


のと錯覚し、「第Ｘ条前段中」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｙ条第一項第七号中」とすべきと


ころ、「第Ｙ条第七号中」として、「第一項」という文言を書き漏らしてしまった。 


 


２ 改め元の文言(「○○」を…改める、「○○」を削る、「○○」の下に…加える等における「○○」の文言)が


１で確認した規定中の文言に合致することをチェックすること。  


［要点］ 


① １で確認した規定の全体を精査し、改め元の文言について、不一致及び意図しない一致(誤ヒット)がないこ


とを確かめること。 


② 特に、改め元の文言が長い場合は一文字の誤りでも不一致となり、他方、改め元の文言が短い一般的な用語


である場合(「及び」、「又は」、「第○条」等)は他に意図しない一致(誤ヒット)を生じる可能性が高いこと


に留意すること。 


③ 改め元として引用する読点（「、」）及び句点（「。」）の扱いが適当かについてもチェックすること。 


（新設） 


 


 


 


④ なお、改正がある項について行うべき用語の整備（「行なう」を「行う」に、「但し」を「ただし」に、「一


に」を「いずれかに」に改める等）についても留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法改正法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条の規定を改める際、改め元の文言を「昭和六十年一月二日」と


すべきところ、「昭和六十四年一月二日」と記載してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条に規定する業務規程について認可制を届出制に改める際、改め元の文言を「認可を受け」とすべき


ところ、「許可を受け」と記載してしまった。 
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例２ ２項から成る第Ｘ条の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｘ条第一項中」と特定すべきところ、同条第


２項にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「第Ｘ条中」としたため、同条第２項が誤


って改正され、意味の通らない規定となってしまった。 


 


例３ 比較的長文の第Ｘ条第１項（準用規定）中「という。）と」の下に文言を加える際、第Ｘ条第１項に「と


いう。）と」と同一の文言があることを見落としてしまった。 


 


例４ 各号列記がある附則第Ｘ条第１項の規定を改める際、改正対象規定を「附則第Ｘ条第一項各号列記以外の


部分中」と特定すべきところ、同項第１号中にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「附


則第Ｘ条第一項中」としたため、同項第１号が誤って改正されてしまった。 


 


例５ 第Ｘ条第１項各号列記以外の部分中「」という。）」を削る際、同項各号列記以外の部分中の他の箇所


及び同項各号に「」という。）」と同一の文言があることを見落としてしまった。 


 


例６ 第Ｘ条に規定する業務規程について認可制を届出制に改める際、改め元の文言を「認可を受け」とすべき


ところ、「許可を受け」と記載してしまった。 


 


３ 改め先の文言（「△△」に改める、「△△」を加える等における「△△」の文言)が１で確認した規定中に正常


に溶け込むことをチェックすること。 


［要点］ 


① 改め先の文言を溶け込ませた後の当該規定において、改正部分の前後を通読して文意が通じることを確かめ


ること。 


② 規定中の文言を削る場合においても、改正部分の前後を通読して同様の確認をすること。 


③ 必ず法令審査支援システムで、溶け込ませ後の条文を確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、行政庁による公示を規定する第Ｙ条の文言


について、「第Ｘ条に規定する認可をしたときは」を「第Ｘ条の規定による届出を受理したときは」に改め


るべきところ、単に「認可」を「届出」に改めるとしたため、「（行政庁が）・・・届出をしたときは」と


なってしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、「終了予定日とされた日」の下に「から三十日を経過した日」を加える際、改め元の文


言を誤って「終了予定日」としたため、「終了予定日から三十日を経過した日とされた日」となってしまっ


た。 


 


例３ 第Ｘ条において、「同法第三条第二項中」を「同項中」に改めるべきところ、改め元の文言の引用を誤


って「第三条第二項中」としたため、「同法同項中」となってしまった。 


 


４ 溶け込み後(文言を削った場合を含む。)の規定の全体について、誤りを生じやすい語句等のチェックを行うこ


と。 


［要点］ 


① 既存の「同(法、条、項等)」が指すものに誤りを生じていないかを確認すること。 


例３ ２項から成る第Ｘ条の規定を改める際、改正対象規定を「第Ｘ条第一項中」と特定すべきところ、同条第


２項にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「第Ｘ条中」としたため、同条第２項が誤


って改正され、意味の通らない規定となってしまった。 


 


  （新設） 


 


 


例４ 各号列記がある附則第Ｘ条第１項の規定を改める際、改正対象規定を「附則第Ｘ条第一項各号列記以外の


部分中」と特定すべきところ、同項第１号中にも改め元の文言と同一の文言があることを見落とし、単に「附


則第Ｘ条第一項中」としたため、同項第１号が誤って改正されてしまった。 


 


（新設） 


 


 


   （現行の例２） 


 


 


３ 改め先の文言（「△△」に改める、「△△」を加える等における「△△」の文言)が１で確認した規定中に正常


に溶け込むことをチェックすること。 


［要点］ 


① 改め先の文言を溶け込ませた後の当該規定において、改正部分の前後を通読して文意が通じることを確かめ


ること。 


② 規定中の文言を削る場合においても、改正部分の前後を通読して同様の確認をすること。 


  （新設） 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、行政庁による公示を規定する第Ｙ条の文言


について、「第Ｘ条に規定する認可をしたときは」を「第Ｘ条の規定による届出を受理したときは」に改め


るべきところ、単に「認可」を「届出」に改めるとしたため、「（行政庁が）・・・届出をしたときは」と


改正されてしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、「終了予定日とされた日」の下に「から三十日を経過した日」を加える際、改め元の文


言を誤って「終了予定日」としたため、「終了予定日から三十日を経過した日とされた日」と改正されてし


まった。 


 


 （新設） 


 


 


４ 溶け込み後(文言を削った場合を含む。)の規定の全体について、誤りを生じやすい語句等のチェックを行うこ


と。 


［要点］ 


① 既存の「同(法、条、項等)」が指すものに誤りを生じていないかを確認すること。 
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② 新たに「同(法、条、項等)」を用いるべきものが生じていないかを確認すること。 


③ 「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方が適当かを確認すること。 


④ 括弧（（）及び「」）の開閉は整合しているかを確認すること。 


⑤ 改正部分に法令名(題名及び件名をいう。以下同じ。)又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェ


ックを行うこと。 


⑥ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一項の規定による認可、同条第四項の規定による変更の届出・・・」という


規定中、「認可」の下に「、第Ｚ条第一項の規定による変更命令」という文言を加える際、「同条第四項」


を「第Ｙ条第四項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一号又は第二号に掲げる業務」という規定の下に「又は第Ｚ条第一号に掲げ


る業務」という文言を加える際、「第Ｙ条第一号又は第二号」を「第Ｙ条第一号若しくは第二号」に改める


べきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 『Ａの表Ｂの項及びＣの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・する。』という読替規定において、「Ｃ


の項」の次に「Ｄの項」を加える際、『Ａの表Ｂの項、Ｃの項及びＤの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・


する。』とすべきところを誤り、『Ａの表Ｂの項、Ｃの項、Ｄの項中「Ｘ」とあるのは「Ｙ」と、・・・


する。』としてしまった。 


 


５ 当該規定中の文言を引用している他の規定を確認し、その引用している文言が改正後の当該規定中の文言と整


合しているかをチェックすること。 


［要点］ 


○ 改正対象法令のほか、本文第２の１(3)において整理した他の引用法令の全てについて確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、約款の公衆縦覧を規定する第Ｙ条について、


「第Ｘ条に規定する認可を受けた約款」を「第Ｘ条の規定による届出を行った約款」に改めるべきところ、


これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条中の文言を「異議申立手続」から「審査請求手続」に改めた際、これに伴って第Ｘ条を準用してい


る第Ｙ条中の「異議申立手続」の文言を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 「Ａ機構」を「Ｂ機構」に名称変更する改正の際、直近の臨時国会で成立した「Ａ機構」を引用する法


律を見落としたため、当該法律に改正漏れが生じてしまった。 


 


② 新たに「同(法、条、項等)」を用いるべきものが生じていないかを確認すること。 


③ 「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方が適当かを確認すること。 


④ 括弧（（）及び「」）の開閉は整合しているかを確認すること。 


⑤ 改正部分に法令名(題名及び件名をいう。以下同じ。)又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェ


ックを行うこと。 


⑥ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一項の規定による認可、同条第四項の規定による変更の届出・・・」という


規定中、「認可」の下に「、第Ｚ条第一項の規定による変更命令」という文言を加える際、「同条第四項」


を「第Ｙ条第四項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２  第Ｘ条において、「第Ｙ条第一号又は第二号に掲げる業務」という規定の下に「又は第Ｚ条第一号に掲げ


る業務」という文言を加える際、「第Ｙ条第一号又は第二号」を「第Ｙ条第一号若しくは第二号」に改める


べきところ、これを看過してしまった。 


 


  （新設） 


 


 


 


 


５ 当該規定中の文言を引用している他の規定を確認し、その引用している文言が改正後の当該規定中の文言と整


合しているかをチェックすること。 


［要点］ 


○ 改正対象法令のほか、本文第２の１(2)において整理した他の引用法令のすべてについて確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条を改正し、約款の認可制を届出制としたことに伴って、約款の公衆縦覧を規定する第Ｙ条について、


「第Ｘ条に規定する認可を受けた約款」を「第Ｘ条の規定による届出を行った約款」に改めるべきところ、


これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条中の文言を「異議申立手続」から「審査請求手続」に改めた際、これに伴って第Ｘ条を準用してい


る第Ｙ条中の「異議申立手続」の文言を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


  （新設） 
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改正案 現行 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


 


１ 追加、削除又は移動の対象となる規定の特定及びその追加、削除又は移動の処理が適当であることをチェック


すること。 


［要点］ 


① 規定の追加、削除又は移動を行う場合の基本的ルールに従っているかを確認すること。 


② 章名、節名等を付し、又は削ることによる章(節等)建ての変更がある場合の処理に誤りを生じないよう留意


すること。 


 


[誤り事例] 


例 新たに章名を付する際、「第Ｘ条の十六の六」の次に付すべきところ、「第Ｘ条の十六」の次に付してしま


った。 


 


２ 追加、削除又は移動の対象となる規定が章、節等の冒頭又は末尾のものかどうかをチェックすること。 


［要点］ 


① 章、節等の冒頭又は末尾の規定に追加、削除又は移動がある場合、改正規定(改め文)にその趣旨が明記(「第


○章中第○条の次に…」等)されているかを確認すること。 


② 編、章、節等の冒頭又は末尾の章、節、款等に追加、削除又は移動がある場合についても、同様である。 


③ 目次の改正が漏れていないかを確認すること。附則において他法改正を行う際、当該他法の目次の改正が必


要となる場合があることにも十分に留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ａ章の冒頭に第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「第Ｘ+1 条」を「第Ｘ条の二」に改めるべき


ところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法改正法附則において、Ｂ法の規定を改める際、Ｂ法本則の末尾に２条（罰則規定）を追加したことに


伴って、Ｂ法の目次における罰則の章の末尾の条名を「第Ｘ条」から「第Ｘ+2条」に改めるべきところ、こ


れを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「（第Ｘ条・第Ｘ+1 条）」を「（第Ｘ条－第Ｘ+1 条）」に改


めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


３ 共通見出しの処理をチェックすること。 


［要点］ 


○ 規定(条)の追加、削除又は移動に伴い、共通見出しの付け直しの処理が適切にされているかを確認すること。 


 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条及び第Ｘ+1条の共通見出しを改正する際、「第Ｘ条の前の見出し」とすべきところ、「第Ｘ条の見


出し」と記載してしまった。 


 


別紙２ 規定の追加、削除又は移動に伴うチェック 


 


１ 追加、削除又は移動の対象となる規定の特定及びその追加、削除又は移動の処理が適当であることをチェック


すること。 


［要点］ 


① 規定の追加、削除又は移動を行う場合の基本的ルールに従っているかを確認すること。 


② 章名、節名等を付し、又は削ることによる章(節等)建ての変更がある場合の処理に誤りを生じないよう留意


すること。 


 


[誤り事例] 


例 新たに章名を付する際、「第Ｘ条の十六の六」の次に付すべきところ、「第Ｘ条の十六」の次に付してしま


った。 


 


２ 追加、削除又は移動の対象となる規定が章、節等の冒頭又は末尾のものかどうかをチェックすること。 


［要点］ 


① 章、節等の冒頭又は末尾の規定に追加、削除又は移動がある場合、改正規定(改め文)にその趣旨が明記(「第


○章中第○条の次に…」等)されているかを確認すること。 


② 編、章、節等の冒頭又は末尾の章、節、款等に追加、削除又は移動がある場合についても、同様である。 


③ 目次の改正が漏れていないかを確認すること。附則において他法改正を行う際、当該他法の目次の改正が必


要となる場合があることにも十分に留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ａ章の冒頭に第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「第Ｘ+1 条」を「第Ｘ条の二」に改めるべき


ところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法改正法附則において、Ｂ法の規定を改める際、Ｂ法本則の末尾に２条（罰則規定）を追加したことに


伴って、Ｂ法の目次における罰則の章の末尾の条名を「第Ｘ条」から「第Ｘ+2条」に改めるべきところ、こ


れを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の２を追加したことに伴って、目次中「（第Ｘ条・第Ｘ+1 条）」を「（第Ｘ条－第Ｘ+1 条）」に改


めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


３ 共通見出しの処理をチェックすること。 


［要点］ 


○ 規定(条)の追加、削除又は移動に伴い、共通見出しの付け直しの処理が適切になされているかを確認するこ


と。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条及び第Ｘ+1条の共通見出しを改正する際、「第Ｘ条の前の見出し」とすべきところ、「第Ｘ条の見


出し」と記載してしまった。 
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例２ 第Ｘ条から第Ｘ+2 条までの共通見出しが付されている場合で「第Ｘ条 削除」とするときに、第Ｘ条


の前に付されていた共通見出しを第Ｘ+1 条の前に付け替えるべきところ、これを看過してしまった。 


 


４ 追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に誤りを生じていないかをチェックすること。 


［要点］ 


① 追加、削除又は移動の対象となる規定の前後の規定において、「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前


○条(項、号)」が用いられているかどうかを確認し、その指示するものに誤りを生じていないかをチェックす


ること。 


② 規定の追加、削除又は移動の結果、その前後の規定において、「第○条(項、号)」又は「第○条(項、号)か


ら第△条(項、号)まで」を「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」に改める必要がない


かを確認すること。 


③ 章、節等の単位で追加、削除又は移動の対象となる場合(新たに章名、節名等を付し、又は章名、節名等を削


る場合を含む。)は、「前章(節等)」、「次章(節等)」又は「前○章(節等)」についてチェックをすること。 


④ その他当該改正対象法令の全体について、追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に不整合を生じ


ていないかを精査すること。この場合において、「…第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」のように、追


加、削除又は移動の対象となる規定の条名等が改正対象法令の規定上そのまま記載されていない場合(電子デ


ータを利用して単純に検索を行ってもヒットしない場合)があることに留意すること。 


⑤ 加えて、本文第２の１(3)において整理した他の引用法令の全てについて、同様に、追加、削除又は移動の対


象となる規定の引用関係に不整合を生じていないかを精査すること。 


⑥ 本改正により項建てがなくなった条や項建ての条の全ての項を引用する場合は、単に「第○条」とすること


を見落とさないこと。また、本改正により項建てがされた条中の規定を引用する場合に、「第○条第△項」と


することを見落とさないこと。 


⑦ 改正部分に法令名又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェックを行うこと。 


⑧ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


⑨ 新たに追加した条文で引用している条、項、号等については、引用元で移動しても法令審査支援システム


ではエラーメッセージが出ないので、必ず人の目で確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条の次に第Ｘ条の２から第Ｘ条の５まで計４条を追加したことに伴って、直後の条（第Ｘ+1条）中の


「前条」という文言を「第Ｘ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 別表中の備考にある第Ｘ号の次に１号を追加したことに伴って、直後の号（旧第Ｘ+1号＝新第Ｘ+2 号）中


の「前号」という文言を「第Ｘ号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の次に１条を追加したことに伴って、第Ｘ条の２が第Ｘ条の３に移動したため、第Ｘ条中の「次条」


という文言を「第Ｘ条の三」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例４ 第Ｘ条に第２項と第３項を追加したことに伴って、直前の条（第Ｘ-1 条）第３項中の「次条第一号」とい


う文言を「次条第一項第一号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例５ 第Ｘ条において号の追加により第３号が第４号に移動したことに伴って、これを引用する第Ｙ条（罰則規


定）中の「第Ｘ条第三号」という文言を「第Ｘ条第四号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


例２ 第Ｘ条から第Ｘ+2 条までの共通見出しが付されている場合で「第Ｘ条 削除」とするときに、第Ｘ条


の前に付されていた共通見出しを第Ｘ+1 条の前に付け替えるべきところ、これを看過してしまった。 


 


４ 追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に誤りを生じていないかをチェックすること。 


［要点］ 


① 追加、削除又は移動の対象となる規定の前後の規定において、「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前


○条(項、号)」が用いられているかどうかを確認し、その指示するものに誤りを生じていないかをチェックす


ること。 


② 規定の追加、削除又は移動の結果、その前後の規定において、「第○条(項、号)」又は「第○条(項、号)か


ら第△条(項、号)まで」を「前条(項、号)」、「次条(項、号)」又は「前○条(項、号)」に改める必要がない


かを確認すること。 


③ 章、節等の単位で追加、削除又は移動の対象となる場合(新たに章名、節名等を付し、又は章名、節名等を削


る場合を含む。)は、「前章(節等)」、「次章(節等)」又は「前○章(節等)」についてチェックをすること。 


④ その他当該改正対象法令の全体について、追加、削除又は移動の対象となる規定の引用関係に不整合を生じ


ていないかを精査すること。この場合において、「…第○条(項、号)から第△条(項、号)まで」のように、追


加、削除又は移動の対象となる規定の条名等が改正対象法令の規定上そのまま記載されていない場合(電子デ


ータを利用して単純に検索を行ってもヒットしない場合)があることに留意すること。 


⑤ 加えて、本文第２の１(2)において整理した他の引用法令のすべてについて、同様に、追加、削除又は移動の


対象となる規定の引用関係に不整合を生じていないかを精査すること。 


⑥ 本改正により項建てがなくなった条や項建ての条のすべての項を引用する場合は、単に「第○条」とするこ


とを見落とさないこと。また、本改正により項建てがなされた条中の規定を引用する場合に、「第○条第△項」


とすることを見落とさないこと。 


⑦ 改正部分に法令名又は定義語・略称がある場合は、別紙３の縦断的チェックを行うこと。 


⑧ 新たに引用する他の規定の特定が正確であることを実際に当該規定に当たって確認すること。 


（新設） 


 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条の次に第Ｘ条の２から第Ｘ条の５まで計４条を追加したことに伴って、直後の条（第Ｘ+1条）中の


「前条」という文言を「第Ｘ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 別表中の備考にある第Ｘ号の次に１号を追加したことに伴って、直後の号（旧第Ｘ+1号＝新第Ｘ+2 号）中


の「前号」という文言を「第Ｘ号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例３ 第Ｘ条の次に１条を追加したことに伴って、第Ｘ条の２が第Ｘ条の３に移動したため、第Ｘ条中の「次条」


という文言を「第Ｘ条の三」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例４ 第Ｘ条に第２項と第３項を追加したことに伴って、直前の条（第Ｘ-1 条）第３項中の「次条第一号」とい


う文言を「次条第一項第一号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例５ 第Ｘ条において号の追加により第３号が第４号に移動したことに伴って、これを引用する第Ｙ条（罰則規


定）中の「第Ｘ条第三号」という文言を「第Ｘ条第四号」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 
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例６ Ａ法改正法の附則第Ｘ条において、改正後のＡ法第Ｙ条の規定を引用する際、第Ｙ条において項の追加に


より第４項が第６項に移動したことを見落とし、「同条第六項」とすべきところ、「同条第四項」と記載し


てしまった。 


 


例７ 第Ｘ条において、免許拒否事由を規定する際、審査の過程における修正に伴って条が移動したことを見落


とし、「第Ｙ条の規定により解任を命ぜられた役員」とすべきところ、「第Ｙ-1条の規定により解任を命ぜ


られた役員」と記載してしまった。 


 


例８ 第Ｘ条において項の削除により第４項が第３項に移動したことに伴って、これを引用する第Ｘ条の２第１


項及び第２項中の「前条第四項」という文言を「前条第三項」に改めるべきところ、これを看過してしまっ


た。 


 


  例９ Ａ法改正法の附則第Ｘ条においてＢ法を改正する際、Ｂ法附則第Ｚ条から第Ｚ+2 条までを 1 条ずつ繰り


上げたことに伴って、Ｂ法第Ｙ条第 1 項に規定されていた「附則第Ｚ+1 条において同じ。」の「附則第Ｚ


+1 条」を「附則第Ｚ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１０ 第Ｘ条第２項と第Ｙ条第２項を削除したことに伴って、これらの条項を引用する第Ｚ条（罰則規定）中


の「第Ｘ条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）又は第Ｙ条第一項（同条第二項において準


用する場合を含む。）」という文言を「第Ｘ条又は第Ｙ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１１ 第Ｘ条第３項を削除したことに伴って、これを引用する第Ｙ条第１項中の「（第Ｘ条第三項を除く。）」


という文言を削除すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１２ Ａ法第Ｘ条において、項の追加により第５項と第７項が各々第６項と第８項に移動したことに伴って、


これらの条項を引用するＢ法第Ｙ条第３項中の「第Ｘ条第五項及び第七項」という文言を「第Ｘ条第六項及


び第八項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１３ Ａ法によってＢ法の条項の移動を行ったところ、既に成立した未施行のＣ法において移動前のＢ法の


条項を引用していることを見落としたため、Ｃ法の改正漏れが生じてしまった。 


 


 


例６ Ａ法改正法の附則第Ｘ条において、改正後のＡ法第Ｙ条の規定を引用する際、第Ｙ条において項の追加に


より第４項が第６項に移動したことを見落とし、「同条第六項」とすべきところ、「同条第四項」と記載し


てしまった。 


 


例７ 第Ｘ条において、免許拒否事由を規定する際、審査の過程における修正に伴って条が移動したことを見落


とし、「第Ｙ条の規定により解任を命ぜられた役員」とすべきところ、「第Ｙ-1条の規定により解任を命ぜ


られた役員」と記載してしまった。 


 


例８ 第Ｘ条において項の削除により第４項が第３項に移動したことに伴って、これを引用する第Ｘ条の２第１


項及び第２項中の「前条第四項」という文言を「前条第三項」に改めるべきところ、これを看過してしまっ


た。 


 


  （新設） 


 


 


 


例９ 第Ｘ条第２項と第Ｙ条第２項を削除したことに伴って、これらの条項を引用する第Ｚ条（罰則規定）中の


「第Ｘ条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）又は第Ｙ条第一項（同条第二項において準用


する場合を含む。）」という文言を「第Ｘ条又は第Ｙ条」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１０ 第Ｘ条第３項を削除したことに伴って、これを引用する第Ｙ条第１項中の「（第Ｘ条第三項を除く。）」


という文言を削除すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例１１ Ａ法第Ｘ条において、項の追加により第５項と第７項が各々第６項と第８項に移動したことに伴って、


これらの条項を引用するＢ法第Ｙ条第３項中の「第Ｘ条第五項及び第七項」という文言を「第Ｘ条第六項及


び第八項」に改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


  （新設） 
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改正案 現行 


別紙３ 縦断的チェック 


 


１ 引用する他の法令の法令番号の記載等を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 改正後の改正対象法令において、引用する他の法令の法令番号が適切に付されているかを確認すること。 


② 本改正により法令番号の記載された法令名が削除される場合は、これに伴いその法令番号を付け替える必要


がないかを確認すること。 


③ 本改正の附則(経過規定、他の法令の一部改正規定等)における法令名(「新法」、「旧法」、「平成○○年改


正法」等の略称を含む。)の記載及び法令番号の扱いが適当かを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法において、Ｂ法の条項を引用する多数の文言を規定する際、「Ｂ法」という最初の文言に法令番号


「（昭和○○年法律第△△号）」を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条を改め、その中でＡ法の規定を引用する際、「Ａ法」という文言に法


令番号を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


２ 定義語・略称の定め方及び用い方を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 定義語・略称の定め方及び用い方に改正後の改正対象法令の全体を通じて重複や混乱がないかを確認するこ


と。 


② 本改正により定義規定又は略称を定める規定若しくは文言が削除される場合は、これに伴い新たな定義規


定又は略称を定める必要がないかを確認すること。 


③ 「以下同じ。」、「以下この章において同じ。」、「第○条第○項において同じ。」等の定義語・略称の適


用範囲の指定に誤りを生じていないかを確認すること。また、不要となった定義規定又は略称を定める規定を


残していないかを確認すること。 


④ 本改正の附則その他の改正対象法令以外の法令において、改正対象法令中の定義語・略称を不用意に用いて


いないかに留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法第Ｘ条を全部改正し、第１項に「調整期間」という略称を定める規定を設けたことを受け、Ｂ法附則


第Ｙ条第４項において、この略称を用いる際、「Ａ法第Ｘ条第一項に規定する調整期間」とすべきところ、


「Ａ法第Ｘ条第二項に規定する調整期間」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法の原始附則第Ｘ条に項を追加し、その中でＢ法（Ａ法等の一部改正法）中の条項を引用する際、当該


Ｂ法について、題名を記載し、法令番号を括弧書きで付記すべきところ、「昭和○○年改正法」と、略称を


定める規定を置かずに略称を用いてしまった。 


 


例３ 「○○」という文言が使われている多数の条のうち、「○○（△△○○を除く。以下この章において同じ。）」


という定義規定を設けている条を削除する際、「○○」という文言が出てくる直後の条において、○○に関


する同様な定義規定を設けるべきところ、これを看過してしまった。 


別紙３ 縦断的チェック 


 


１ 引用する他の法令の法令番号の記載等を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 改正後の改正対象法令において、引用する他の法令の法令番号が適切に付されているかを確認すること。 


② 本改正により法令番号の記載された法令名が削除される場合は、これに伴いその法令番号を付け替える必要


がないかを確認すること。 


③ 本改正の附則(経過規定、他の法令の一部改正規定等)における法令名(「新法」、「旧法」、「平成○○年改


正法」等の略称を含む。)の記載及び法令番号の扱いが適当かを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法において、Ｂ法の条項を引用する多数の文言を規定する際、「Ｂ法」という最初の文言に法令番号


「（昭和○○年法律第△△号）」を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ Ａ法附則において、Ｂ法附則第Ｘ条を改め、その中でＡ法の規定を引用する際、「Ａ法」という文言に法


令番号を付記すべきところ、これを看過してしまった。 


 


２ 定義語・略称の定め方及び用い方を縦断的にチェックすること。 


［要点］ 


① 定義語・略称の定め方及び用い方に改正後の改正対象法令の全体を通じて重複や混乱がないかを確認するこ


と。 


② 本改正により定義規定又は略称を定める規定若しくは文言が削除される場合は、これに伴い新たな定義規


定又は略称を定める必要がないかを確認すること。 


③ 「以下同じ。」、「以下この章において同じ。」、「第○条第○項において同じ。」等の定義語・略称の適


用範囲の指定に誤りを生じていないかを確認すること。また、不要となった定義規定又は略称を定める規定を


残していないかを確認すること。 


④ 本改正の附則その他の改正対象法令以外の法令において、改正対象法令中の定義語・略称を不用意に用いて


いないかに留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法第Ｘ条を全部改正し、第１項に「調整期間」という略称を定める規定を設けたことを受け、Ｂ法附則


第Ｙ条第４項において、この略称を用いる際、「Ａ法第Ｘ条第一項に規定する調整期間」とすべきところ、


「Ａ法第Ｘ条第二項に規定する調整期間」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法の原始附則第Ｘ条に項を追加し、その中でＢ法（Ａ法等の一部改正法）中の条項を引用する際、当該


Ｂ法について、題名を記載し、法令番号を括弧書きで付記すべきところ、「昭和○○年改正法」と、略称を


定める規定を置かずに略称を用いてしまった。 


 


例３ 「○○」という文言が使われている多数の条のうち、「○○（△△○○を除く。以下この章において同じ。）」


という定義規定を設けている条を削除する際、「○○」という文言が出てくる直後の条において、○○に関


する同様な定義規定を設けるべきところ、これを看過してしまった。 
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例４ Ａ法改正法附則において、Ｂ法第Ｘ条の第２項及び第３項を削除したことに伴って、同条第１項中の「（次


項において「施設等機関」という。）」という略称を定める規定を削除すべきところ、これを看過してしま


った。 


 


 


例４ Ａ法改正法附則において、Ｂ法第Ｘ条の第２項及び第３項を削除したことに伴って、同条第１項中の「（次


項において「施設等機関」という。）」という略称を定める規定を削除すべきところ、これを看過してしま


った。 
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改正案 現行 


別紙４ 準用規定のチェック 


 


  準用規定（変更適用規定及び「例による」とする規定を含む。以下同じ。)は、法令の構成を簡素にするととも


に、制度の仕組みを大括りで理解しやすくすることができるという利点があるが、反面、準用規定そのものには


技術的な正確性が求められ、誤りを生じやすいものであることから、特に準用規定に着目したチェックを励行す


ること。 


［要点］ 


① 国民の日常生活に密接に関係する規定については、準用を避けて必要な事項を書き下ろすよう努めること。


また、読替規定の読替えなど分かりにくいものは、できる限り避けること。 


② 改正対象法令中の準用規定を全て確認し、その引用する規定について、本改正による文言の改正又は規定の


追加、削除若しくは移動がないかを確認すること。 


③ 準用される規定のうち、「…について準用する」ことによって当然に変容する部分と明文での読替えを必要


とする部分との仕分けに留意すること。 


④ 準用されている規定の改正に伴い、新たな読替えや引用されている読替元の文言について改正を要するかを


チェックすること。 


⑤ 読替規定中の「」の開閉の整合性及び「…とあるのは、「○○」と…」の「、」の要否(対句構造か否か)に


留意すること。 


⑥ 読替規定の改正に当たっては、読替対照表を利用して、読替元の文言及び読替後の文言が誤りなく改正され


ることを確認すること。 


⑦ 読替後の規定中の「同（法、条、項等）」、「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方に


留意すること。 


⑧ 準用規定において引用する他の法令の規定について、「○○法(政令)」又は「同法(令)」の記載に遺漏がな


いかを確認すること。 


⑨ 他の法令の規定を読み替える場合においては、当該他の法令中の定義語・略称は疑義が生じない場合にはそ


のまま用い、自法令の法令番号は入れないことに留意すること。 


⑩ なお、孫準用はできる限り避けるものとするが、孫準用された規定を引用するときは、「第□条(第△条にお


いて準用する場合を含む。)において準用する第○条」のように、孫準用の関係を明記することに留意するこ


と。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条において、第Ｙ条の規定が読み替えて準用されている。第Ｙ条を改正したことに伴って、第Ｘ条中


の読替規定（＝『第Ｙ条中「○○」とあるのは、「△△」と読み替えるものとする。』という規定）のうち、


読替元の文言（＝「○○」という文言）を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、第Ｙ条等の規定を読み替えて準用する規定を設ける際、審査の過程で第Ｙ条第１項中の


読替元の文言が修正されたことを見落とし、当該文言を「○○の製造をする者」とすべきところ、「○○の


製造者」と記載してしまった。 


 


例３ 準用読替えの規定であるＡ法第Ｘ条を改める際、『「○○」の下に「、「Ｂ法第Ｘ条」とあるのは「Ｃ法


第Ｙ条」と」を加える。』とすべきところ、Ｂ法第Ｘ条の直前にあるべきかぎ括弧（ 「 ）を書き漏らして


しまった。 


別紙４ 準用規定のチェック 


 


  準用規定（変更適用規定及び「例による」とする規定を含む。以下同じ。)は、法令の構成を簡素にするととも


に、制度の仕組みを大括りで理解しやすくすることができるという利点があるが、反面、準用規定そのものには


技術的な正確性が求められ、誤りを生じやすいものであることから、特に準用規定に着目したチェックを励行す


ること。 


［要点］ 


① 国民の日常生活に密接に関係する規定については、準用を避けて必要な事項を書き下ろすよう努めること。


また、読替規定の読替えなど分かりにくいものは、できる限り避けること。 


② 改正対象法令中の準用規定をすべて確認し、その引用する規定について、本改正による文言の改正又は規定


の追加、削除若しくは移動がないかを確認すること。 


③ 準用される規定のうち、「…について準用する」ことによって当然に変容する部分と明文での読替えを必要


とする部分との仕分けに留意すること。 


④ 準用されている規定の改正に伴い、新たな読替えや引用されている読替元の文言について改正を要するかを


チェックすること。 


⑤ 読替規定中の「」の開閉の整合性及び「…とあるのは、「○○」と…」の「、」の要否(対句構造か否か)に


留意すること。 


⑥ 読替規定の改正に当たっては、読替対照表を利用して、読替元の文言及び読替後の文言が誤りなく改正され


ることを確認すること。 


⑦ 読替後の規定中の「同（法、条、項等）」、「及び」・「並びに」及び「又は」・「若しくは」の用い方に


留意すること。 


⑧ 準用規定において引用する他の法令の規定について、「○○法(政令)」又は「同法(令)」の記載に遺漏がな


いかを確認すること。 


⑨ 他の法令の規定を読み替える場合においては、自法令及び当該他の法令中の定義語・略称の用い方、自法令


の法令番号の扱い等に留意すること。 


⑩ なお、孫準用はできる限り避けるものとするが、孫準用された規定を引用するときは、「第□条(第△条にお


いて準用する場合を含む。)において準用する第○条」のように、孫準用の関係を明記することに留意するこ


と。 


 


[誤り事例] 


例１ 第Ｘ条において、第Ｙ条の規定が読み替えて準用されている。第Ｙ条を改正したことに伴って、第Ｘ条中


の読替規定（＝『第Ｙ条中「○○」とあるのは、「△△」と読み替えるものとする。』という規定）のうち、


読替元の文言（＝「○○」という文言）を改めるべきところ、これを看過してしまった。 


 


例２ 第Ｘ条において、第Ｙ条等の規定を読み替えて準用する規定を設ける際、審査の過程で第Ｙ条第１項中の


読替元の文言が修正されたことを見落とし、当該文言を「○○の製造をする者」とすべきところ、「○○の


製造者」と記載してしまった。 


 


例３ 準用読替えの規定であるＡ法第Ｘ条を改める際、『「○○」の下に「、「Ｂ法第Ｘ条」とあるのは「Ｃ法


第Ｙ条」と」を加える。』とすべきところ、Ｂ法第Ｘ条の直前にあるべきかぎ括弧（ 「 ）を書き漏らして


しまった。 
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例４ 原始附則に条を追加し、その中で本則の規定を読み替えて準用する際、読替元の文言について、『第Ｘ条


第一項中「・・・その十分の〇・五」とあるのは』とすべきところ、『「・・・その〇・五」とあるのは』


として、「十分の」という文言を書き漏らしてしまった。 


 


 


例４ 原始附則に条を追加し、その中で本則の規定を読み替えて準用する際、読替元の文言について、『第Ｘ条


第一項中「・・・その十分の〇・五」とあるのは』とすべきところ、『「・・・その〇・五」とあるのは』


として、「十分の」という文言を書き漏らしてしまった。 
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改正案 現行 


別紙５ 施行期日のチェック 


 


  施行期日が適切に定められているかについてチェックすること。 


［要点］ 


① 一体的に施行する必要がある規定に漏れはないかを確認すること。 


② 本体部分の制度の実施の準備のために必要な措置を定めた本則及び附則の規定の施行期日は適当かを確認


すること。 


③ 他の法令による改正がありその施行期日が未定である場合において、その施行期日と本改正の施行期日の先


後関係のいかんによって必要となる読替え等の調整規定は置かれているかを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 改正法附則第１項において各号列記により施行期日を規定する際、審査の段階で改正法附則の項数が７か


ら６に減ったことを見落とし、同項第１号に「改正法附則第七項」という存在しない項を掲げてしまった。 


 


例２ 第Ｘ条の規定について、附則第１条（施行期日）において、同条本文の規定する平成３年１月１日からの


施行とすべきところ、誤って同条第３号に掲げてしまったため、その施行日が平成５年４月１日となってし


まった。 


 


例３ 附則第Ｘ条の規定について、平成元年６月１日からの施行とするため、附則第１条（施行期日）において、


同条ただし書中に規定すべきところ、漏らしてしまったため、その施行日が同条本文の規定する「公布の日


から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」となってしまった。 


 


別紙５ 施行期日のチェック 


 


  施行期日が適切に定められているかについてチェックすること。 


［要点］ 


① 一体的に施行する必要がある規定に漏れはないかを確認すること。 


② 本体部分の制度の実施の準備のために必要な措置を定めた本則及び附則の規定の施行期日は適当かを確認


すること。 


③ 他の法令による改正がありその施行期日が未定である場合において、その施行期日と本改正の施行期日の先


後関係のいかんによって必要となる読替え等の調整規定は置かれているかを確認すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 改正法附則第１項において各号列記により施行期日を規定する際、審査の段階で改正法附則の項数が７か


ら６に減ったことを見落とし、同項第１号に「改正法附則第七項」という存在しない項を掲げてしまった。 


 


例２ 第Ｘ条の規定について、附則第１条（施行期日）において、同条本文の規定する平成３年１月１日からの


施行とすべきところ、誤って同条第３号に掲げてしまったため、その施行日が平成５年４月１日となってし


まった。 


 


例３ 附則第Ｘ条の規定について、平成元年６月１日からの施行とするため、附則第１条（施行期日）において、


同条ただし書中に規定すべきところ、漏らしてしまったため、その施行日が同条本文の規定する「公布の日


から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」となってしまった。 
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改正案 現行 


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


 


１ 目次、章(節等)の構成、条名、項番号等の連続性、見出し等全体についての概括的なチェックを行うこと。  


［要点］ 


① 章（節等）の区切りの位置に誤りはないか。 


② 章（節等）中の条数に応じ、目次中の「・」又は「－」の記号は適当か。特に、章（節等）中の中間の枝番


の条の追加又は削除に留意すること。 


③ 条名、項番号等は連続しているか。 


④ 枝番の最後のものについて、「第○条の○ 削除」としていないか。 


⑤ 見出しの改正漏れや欠落はないか。 


⑥ 章(節等)が一条のみで構成される場合に、当該条に章(節等)名と重複する見出しを付していないか。 


⑦ 振り仮名（ルビ）の付し方は改正対象法令の全体を通じて適当か。 


 


２ 配字のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① ワープロソフトの書式設定が、１行４８文字１ページ１３行、所定の禁則処理となっているか。なお、禁則


処理については、法案誤り等再発防止プロジェクトチーム取りまとめ（令和３年６月 29 日）の別紙を参照す


ること。 


② 条建ての改正規定は、一字下がりとなることに留意すること。 


   ③ 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、案文の初字の位置に留意すること。 


④ 表の上下の罫線の位置は正しいか。 


⑤ 目次、表等の改正部分を図示する場合の「」の位置は正しいか。 


⑥ その他配字全般が適正であることを確認すること。 


 


３ 片仮名法令の改正、項番号のない規定の改正等特殊なルールがあるものについては、それに従っているかをチ


ェックすること。 


［要点］ 


① 項番号のない条文の項の初字の位置に留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ 項番号がない条文で構成される法律において、既存の条に新たな項を加える際、案文の行頭を一文字高


くしてしまった。 


 


４ 誤字・脱字等のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① 改正規定(改め文)中の改正箇所を示す「(条、項等)中」及び「同(条、項等)」の用い方は適当か。 


② 一部改正法令の改正規定を改正する場合において、改正箇所を示す「改正規定中」が漏れていないか。 


③ 文言等の改正を順次行う場合において、改正規定(改め文)中の「改め」、「加え」又は「削り」の欠落はな


いか。 


④ 同音異義語(ワープロ変換の誤り)はないか。 


(例) 「異義」・「異議」、「課す」・「科す」、「期間」・「機関」、「聴く」・「聞く」、「権」・「件」、


別紙６ その他の形式的事項のチェック 


 


１ 目次、章(節等)の構成、条名、項番号等の連続性、見出し等全体についての概括的なチェックを行うこと。  


［要点］ 


① 章（節等）の区切りの位置に誤りはないか。 


② 章（節等）中の条数に応じ、目次中の「・」又は「－」の記号は適当か。特に、章（節等）中の中間の枝番


の条の追加又は削除に留意すること。 


③ 条名、項番号等は連続しているか。 


④ 枝番の最後のものについて、「第○条の○ 削除」としていないか。 


⑤ 見出しの改正漏れや欠落はないか。 


⑥ 章(節等)が一条のみで構成される場合に、当該条に章(節等)名と重複する見出しを付していないか。 


⑦ 振り仮名（ルビ）の付し方は改正対象法令の全体を通じて適当か。 


 


２ 配字のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① １行４８文字１ページ１３行となっているか。不要な禁則処理をしていないか。 


 


 


② 条建ての改正規定は、一字下がりとなることに留意すること。 


（新設） 


③ 表の上下の罫線の位置は正しいか。 


④ 目次、表等の改正部分を図示する場合の「」の位置は正しいか。 


⑤ その他配字全般が適正であることを確認すること。 


 


３ 片仮名法令の改正、項番号のない規定の改正等特殊なルールがあるものについては、それに従っているかをチ


ェックすること。    


 


（新設） 


 


 


（新設） 


 


 


４ 誤字・脱字等のチェックを行うこと。 


［要点］ 


① 改正規定(改め文)中の改正箇所を示す「(条、項等)中」及び「同(条、項等)」の用い方は適当か。 


② 一部改正法の改正規定を改正する場合において、改正箇所を示す「改正規定中」が漏れていないか。 


③ 文言等の改正を順次行う場合において、改正規定(改め文)中の「改め」、「加え」又は「削り」の欠落はな


いか。 


④ 同音異義語(ワープロ変換の誤り)はないか。 


(例) 「異義」・「異議」、「課す」・「科す」、「期間」・「機関」、「聴く」・「聞く」、「権」・「件」、
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「更正」・「更生」、「睡」・「酔」、「多数」・「他数」、「適正」・「適性」等 


⑤ 類似文字、類義語の誤りはないか。 


(例) 「末」・「未」、「懲」・「徴」、「資金」・「基金」、「推進」・「促進」、「認可」・「許可」等    


⑥ 見落としやすい脱字はないか。 


(例) 「第」、「条」、「項」、枝番の条名中の「の」等の文字、「…こと。」、「…とき。」及び「…以下同


じ。）」における「。」等 


⑦ 見落としやすい重複はないか。この場合において、溶け込み後の条文についてワープロソフトの校正機能


を有効に利用して誤字脱字等の検出をすること。 


(例) 「第第」、「ととともに」等 


⑧ 拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の大小に誤りはないか。 


⑨ 送り仮名の誤りはないか。 


(例) 「行う」・「行なう」等 


⑩ 片仮名法令を引用する場合の表記の誤りはないか。 


(例)  件名には平仮名を用い、枝番の条名中の「ノ」、引用する文言等は片仮名を用いること等 


⑪ なお、法令名、法令番号、年月日、金額及び割合の誤記は見逃しやすいので留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法に条を追加し、その中でＢ法の規定を読み替えて準用する際、読替先の文言について、「Ａ法第Ｘ条


第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又はＡ法第Ｚ条の規定による・・・」とすべきところ、「Ａ法第Ｘ条第


二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又は同法第Ｚ条の規定による・・・」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の別表中の規定を改める際、『別表第三第Ｙ号中「○○」を「△△」に改


め、同表第三第Ｚ号中「××」を「□□」に改める。』とすべきところ、「改め」という文言を書き漏らし


てしまった。 


 


例３ 「多数の人」とすべきところ、「他数の人」と表記してしまった。 


 


例４ 「懲役」とすべきところ、「徴役」と表記してしまった。 


 


例５ 「○○未満」とすべきところ、「○○末満」と表記してしまった。 


 


例６ 「同法第二十三条の二の二十第一項」とすべきところ、「同法第二十三の二の二十第一項」と、「条」


の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例７ 目次中の条名を改める際、「第Ｘ条の二の十三」とすべきところ、「第Ｘ条二の十三」と、「の」の１文


字を書き漏らしてしまった。 


 


例８ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改め先の文言について、「同法第Ｙ条第一号」とすべ


きところ、「同法Ｙ条第一号」と、「第」の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例９ 「○○原料製造業者」とすべきところ、「○○原料製業者」と、「造」の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


「更正」・「更生」、「睡」・「酔」、「多数」・「他数」、「適正」・「適性」等 


⑤ 類似文字、類義語の誤りはないか。 


(例) 「末」・「未」、「懲」・「徴」、「資金」・「基金」、「推進」・「促進」、「認可」・「許可」等    


⑥ 見落としやすい脱字はないか。 


(例) 「第」、「条」、「項」、枝番の条名中の「の」等の文字、「…こと。」、「…とき。」及び「…以下同


じ。）」における「。」等 


⑦ 見落としやすい重複はないか。 


(例) 「第第」、「ととともに」等 


 


⑧ 拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の大小に誤りはないか。 


⑨ 送り仮名の誤りはないか。 


(例) 「行う」・「行なう」等 


⑩ 片仮名法令を引用する場合の表記の誤りはないか。 


(例)  件名には平仮名を用い、枝番の条名中の「ノ」、引用する文言等は片仮名を用いること等 


⑪ なお、法令名、法令番号、年月日、金額及び割合の誤記は見逃しやすいので留意すること。 


 


[誤り事例] 


例１ Ａ法に条を追加し、その中でＢ法の規定を読み替えて準用する際、読替先の文言について、「Ａ法第Ｘ条


第二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又はＡ法第Ｚ条の規定による・・・」とすべきところ、「Ａ法第Ｘ条第


二項若しくはＣ法第Ｙ条・・・、又は同法第Ｚ条の規定による・・・」と記載してしまった。 


 


例２ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の別表中の規定を改める際、『別表第三第Ｙ号中「○○」を「△△」に改


め、同表第三第Ｚ号中「××」を「□□」に改める。』とすべきところ、「改め」という文言を書き漏らし


てしまった。 


 


例３ 「多数の人」とすべきところ、「他数の人」と表記してしまった。 


 


例４ 「懲役」とすべきところ、「徴役」と表記してしまった。 


 


例５ 「○○未満」とすべきところ、「○○末満」と表記してしまった。 


 


 （新設） 


 


 


例６ 目次中の条名を改める際、「第Ｘ条の二の十三」とすべきところ、「第Ｘ条二の十三」と、「の」の１文


字を書き漏らしてしまった。 


 


例７ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、改め先の文言について、「同法第Ｙ条第一号」とすべ


きところ、「同法Ｙ条第一号」と、「第」の１文字を書き漏らしてしまった。 


 


例８ 「○○原料製造業者」とすべきところ、「○○原料製業者」と、「造」の１文字を書き漏らしてしまった。 
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例１０ 「意見を聴くとともに」とすべきところ、「意見を聴くととともに」と、「と」の１文字を余分に記載


してしまった。 


 


例１１ 「若しくは」とすべきところ、「若ししくは」と、「し」の１文字を余分に記載してしまった（「若


し」のところで改行されていたもの。）。 


 


例１２ 平成元年以後に立案されたＡ法（促音小書き）の附則第Ｘ条において、昭和６３年以前に立法されたＢ


法（促音小書きせず）の規定を改める際、改め先の文言について、「あつては」とすべきところ、「あっ


ては」と表記してしまった。 


  


例１３ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、「・・・の整備の促進に関する特別措置法」という 


Ｂ法の題名の表記に当たり、「・・・の促進に関する特別措置法」と、「の整備」という文言を書き漏ら


してしまった。 


 


例１４ 「労働者」（の健康の保持に及ぼす）とすべきところ、「労働省」（の健康の保持に及ぼす）として


しまった。 


 


例１５ 罰則規定において、「一年以下」（の懲役）とすべきところ、「一年以上」（の懲役）としてしまっ


た。 


 


例９ 「意見を聴くとともに」とすべきところ、「意見を聴くととともに」と、「と」の１文字を余分に記載し


てしまった。 


 


 （新設） 


 


 


例１０ 平成元年以後に立案されたＡ法（促音小書き）の附則第Ｘ条において、昭和６３年以前に立法されたＢ


法（促音小書きせず）の規定を改める際、改め先の文言について、「あつては」とすべきところ、「あって


は」と表記してしまった。 


 


例１１ Ａ法附則第Ｘ条において、Ｂ法の規定を改める際、「・・・の整備の促進に関する特別措置法」という


Ｂ法の題名の表記に当たり、「・・・の促進に関する特別措置法」と、「の整備」という文言を書き漏らし


てしまった。 


 


（新設） 


 


 


（新設） 
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


  


提　出　日　時


月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


①


②


2


①


②


③


④


⑤


3


①


②


③


4


①


②


③


④


⑤


⑥


5


①


（注１）


（注２）


（注３）


用語の整備


削除後の文意


枝番（孫番）の誤記


改め元の文言の確認


チェックポイント


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


別添


官　職 ・ 氏　名所　属


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


立案担当部局チェック


句読点の誤り


読替規定・表の確認


溶け込みの正確性


改正条項の確認


改正規定の特定の正確性


府省名


官職・氏名 月日 官職・氏名 月日


複層的チェック


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


新規の「同法」等の確認


及び並びに・又は若しくは


括弧の開閉


溶け込み後の文意


システムでの溶け込みチェック


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


改め元の文言の不一致


法
案
名


項目
要点 判明した誤り


別紙１　文言の改正に伴うチェック


誤りチェックシート


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


複層的チェック
実施責任者


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）


意図しない一致


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


引用規定の特定の正確性
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


  


手引　別紙２


別紙２　規定の追加等に伴うチェック


1


①


②


2


①


②


③


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


（注１）


（注２）


（注３）


誤りチェックシート


立案担当責任者


新たに追加した条文における引用
条項の正確性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


複層的チェック
統括責任者


章名等の明記（条項の場合）


　　　同上　　 （節等の場合）


目次の改正漏れ


追加等に伴う付け直し


法令名、定義語等の追加等に伴う
縦断的チェック


章等の追加等に伴う「前章」等の改
正の必要性


チェックポイント


立案担当部局チェック


処理の基本的ルール


氏　名


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


府省名


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


規定の追加、削除又は移動


複層的チェック


追加等に伴う上記以外の引用関係
の整合性（「第○条から第△条ま
で」等）


他の引用法令における引用関係の
整合性


項建ての存否に伴う「第○項」の適
否


官職・氏名 月日官職・氏名


追加等に伴う引用関係の誤り


月日


「前条」、「次条」等に改正する必要
性


章名を付する場合等


冒頭、末尾における追加等


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


別添


判明した誤り


共通見出しの処理


所　属


「前条」「次条」「前○条」等を改正す
る必要性


新たに引用する規定の特定の正確
性


項目
要点


法
案
名
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


  


手引　別紙３～５


別紙３　縦断的チェック


1


①


②


③


2


①


②


③


④


別紙４　準用規定のチェック


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


別紙５　施行期日のチェック


①


②


③


（注１）


（注２）


（注３）


他法改正との調整規定の必要性


項目
要点


官職・氏名


他法令の規定の引用における法令
名、「同法」等の記載の正確性


他法令の規定の読替における定義
語・略称、法令番号等の記載の正
確性


孫準用の関係の明記


対象規定の適切なグルーピング


読替対照表による文言の確認


別添


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


法
案
名


定義語・略称の縦断的チェック


定義語・略称に重複・混乱がないか


定義規定等の削除に伴う付け替え


定義語・略称の適用範囲・必要性
の確認


法令番号の縦断的チェック


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


法令名削除に伴う法令番号の付け
替え


附則における法令名の記載等


改正対象法令以外での定義語・略
称の不用意な使用


分かりにくい準用読替規定の回避


読替後の規定中の「同法」、「及
び」、「又は」等の用法の正確性


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


判明した誤り


月日月日


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）


引用する規定に本改正による文言
の改正、移動等がないかの確認


読替規定を置く必要性


読替元の文言を改正する必要性


「　」の開閉、「、」の要否


制度実施に必要な準備規定の施行
期日


複層的チェック


法令番号の付け忘れ


立案担当部局チェック


官職・氏名
チェックポイント


所　属 氏　名


複層的チェック
統括責任者


立案担当責任者


誤りチェックシート


府省名


複層的チェック
実施責任者
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


  


手引　別紙６


別紙６　その他の形式的事項のチェック


1


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


2


①


②


③


④


⑤


⑥


3


①


4


①


②


③


④


⑤


⑥


⑦


⑧


⑨


⑩


⑪


（注１）


（注２）


（注３）


一部改正法令の改正のおける案文
の初字の位置


法
案
名


複層的チェック


判明した誤り


官職・氏名 月日


部長説明日（　　　　　　　　　）、閣議付議予定日（　　　　　　　　　）
複層的チェック
実施責任者


府省名 所　属


＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


別添


項目
要点


チェックポイント
官職・氏名 月日


立案担当部局チェック


氏　名


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


項番号のない条文の項の初字の位
置


一条のみで構成される章等の見出
し


振り仮名（ルビ）の付け方


配字のチェック


ワープロソフトの所定の禁則処理等
の設定


条名、項番号等の連続性


枝番の最後での「第○条の○　削
除」


見出しの改正漏れ、欠落


概括的なチェック


章等の区切りの位置


目次中の「・」、「－」の記号


条建ての改正の場合の配字


表の上下の罫線の位置


目次、表等を改正する場合の「　」の
位置


その他配字全般


特殊なルールによる改正のチェック


誤字・脱字等のチェック


改め文の改正箇所を示す「条中」、
「同条」等の用法


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


拗音、促音の大小の誤り


送り仮名の誤り


片仮名法令を引用する場合の表記


法令名、法令番号、年月日、金額及
び割合の誤記


ワープロ変換等による同音異義語
の誤り


類似文字、類義語の誤り


一部改正法令の改正における「改
正規定中」の記載
改正規定中の「改め」、「加え」、「削
り」の欠落


重複（「第第」、「ととともに」等）


脱字（枝番中の「の」等）


誤りチェックシート
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改正案 現行 


 


 


（新設）「誤りチェックシートの導入について」（平成 16年 12 月 9日）から移行 


 


提　出　日　時


月 日


時 ＊正式各省協議段階及び閣議請議段階の案文に本シートを添付して内閣法制局に提出すること。


手引　別紙１


1


① レ レ
②


2


① レ レ
② レ レ 第○条で「各号列記以外の部分」との特定が抜けていた。


③ レ レ
④


⑤


3


① レ レ
②


③ レ レ
4


① レ レ
② レ レ
③ レ レ
④ レ レ
⑤


⑥ レ レ
5


① レ レ
（注１）


（注２）


（注３）


別添


　チェック欄中の「判明した誤り」以外の欄には、チェックした項目（柱書）・要点にレ印を記入すること。


　各チェック項目の柱書きには、要点（①、②等）以外の事項に関するチェックの有無（レ印）及び「判明した誤り」を記載すること。


　本シートに掲げるチェックポイントは、特に誤りの生じやすい事項についての必須のチェックポイントであり、法令の内容により、別途必
要なチェックポイントがあり得ることに十分留意すること。


複層的チェック


判明した誤り○○係長
○○　○○


○月○日


別紙１　文言の改正に伴うチェック


立案担当部局チェック


句読点の誤り


引用規定の特定の正確性


引用規定の文言の整合性


引用規定の文言の確認


溶け込み後のチェック


既存の「同法」等の誤り


月日


立案担当責任者


複層的チェック
統括責任者


複層的チェック
実施責任者


大臣官房○○課


官　職 ・ 氏　名


課長補佐・○○　○○


所　属


○○局○○課 課長補佐・○○　○○


大臣官房○○課 課長・○○　○○


府省名


及び並びに・又は若しくは


括弧の開閉


法令名、定義、略称の縦断的チェッ
ク


用語の整備


新規の「同法」等の確認


意図しない一致


○○○法の一部を改正する法律案
例（第○条　△△法の一部を改正する法律案部分）
　  （第１条～第２０条部分）


部長説明日（　○月○日（火）　）、閣議付議予定日（　○月○日（金）　）


月日


法
案
名


項目
要点


官職・氏名


改め元の文言の確認


改め元の文言の不一致


○○省


○月○日


チェックポイント


溶け込み後の文意


システムでの溶け込みチェック


官職・氏名


○○係員
○○　○○


溶け込みの正確性


改正条項の確認


改正規定の特定の正確性


枝番（孫番）の誤記


読替規定・表の確認


削除後の文意


誤りチェックシート


○


○


○








デジタル改革関連法案における資料誤り等の当面の再発防止策（概要）
-今回の事案における課題と対応策-


原因と課題 対応策


法律案に係る資料
及び正誤表の誤り


・参考資料に対するチェックが十分でなかった
・資料管理が行われていなかった


 文書チェックの体制ができていない
 目視確認や読み合わせの不足
 誤りは起こり得ることであり、発生時に速や


かに報告をする意識が不足し、的確に修
正する体制もない


速やかに講ずべき改善策


 文書チェック（審査）のラインを構築し、体制強化
（３月23日実施）


 文書審査ラインによる確認の徹底、職員への周知


今後講ずべき改善策


 対応ノウハウの蓄積（例：誤りの生じやすい点のチェッ
クリスト作成、資料の定型化）


 誤りの発見・報告の管理職による積極的な評価


国会への報告含む
事後対応の遅れ


・修正済みの白表紙の配付できちんとした対
応になるとの思いがあった


・誤りの確定に時間を要し、国会への報告が
遅くなった


・国会及びその関係者への報告手順・状況の
管理ができていなかった


 国会対応に対する知見のある体制ができ
ていない


 国会及びその関係者への報告が迅速に
行えていない


速やかに講ずべき改善策


 国会及びその関係者への迅速な報告の徹底


 国会対応の専任ラインを構築し、体制強化。官房部局
のサポート体制も強化 （３月19日実施）


 国会対応専任ラインへの報告・相談の職員への周知


今後講ずべき改善策


 対応ノウハウの蓄積（例：関係者報告先リストの作成・
更新管理）


 若手職員の業務を中心に、国家公務員の働き方改革を推進する必要。デジタル技術の活用により、
より効率的な、より正確な、法律案や文書作成に関する業務実現への検討


例：e-LAWSなどの法制執務に関する業務向け情報システムの抜本改善


更なる対応策として
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IT総合戦略室における国会対応及び文書チェックの体制について


※新たな審査担当は将来のデジタル庁における官房機能を見据えたもの（IT総合戦略室・番号制度担当室の法案を審査）。


※赤字下線は新たに配置する部分。


新たな体制


国会対応参事官【専任】


｜


国会対応補佐級（２名）


【専任】


参事官
（副長官補室） 審査担当参事官


｜


企画官（１名）


｜


補佐級（１名）


｜


係長級（１名）


法案担当参事官


｜


補佐級（１名）


｜


係長級（１名）


｜


係員級（１名）


内 閣 審 議 官


※国会対応について、官房部局においてもサポート体制を強化。


デジタル改革関連
法案等


内閣官房/内閣府


官房部局（審査）


複層チェック体制


【別紙】





		スライド番号 1

		スライド番号 2










データベース
法令（法律・政令）と一部改正法令（平成18年1月以降公布分）を施行日ごとに管理。


各法令は、引用・準用・定義語の関係を整備した状態で管理。


条文点検機能


「改め文」、「とけ込ませ」、「とけ込ま


せ後法令」に対して、法令構造、改正


規定の書き振り、引用関係の点検な


ど、システムに登録した点検基準で点


検を行います。


とけ込ませ機能


「改め文」に規定した改正対象法令


について、選択したバージョンに対して


とけ込ませを行います。とけ込ませた


結果は、見え消し表示や新旧対照表


で確認できます。


検索・表示機能


設定した年月日時点における法令


を検索できます。各法令は、引用・準


用・定義語の関係が整備された状態


で参照することができます。


①「改め文」作成
（修正）


②法案登録
③「改め文」
に対する点検


④とけ込ませ ⑤「とけ込ませ」に対する点検
⑥「とけ込ませ後法令」に対する


点検
⑦「改め文」等


の送付


内閣法制局


①「改め文」をワープロファイルで作成（修正）


②作成した「改め文」をシステムに登録


任意の施行日を設定し、とけ込ませを行うことが可能


設定した施行日に対して適切な施行日バージョンを選択可能


③「改め文」に対する点検結果の一覧表示


エラーを修正し、再登録することによって
繰り返し点検をすることが可能


④設定した内容で、システムが解析
した改正規定のとけ込ませを行う。


エラーの検出された箇所、エ
ラー内容を一覧で表示


とけ込ませを行った結果は、
見え消し表示、新旧対照表で
確認が可能


⑤「とけ込ませ」に対する点検結果と⑥「とけ込ませ後法令」に
対する点検結果の一覧表示


「改め文」に対し、体裁、
日本語の表記等の点検


「とけ込ませ」に対する点検、
「とけ込ませ後法令」に対する点検を行う。


点検内容


「とけ込ませ」、「とけ込ませ後法令」に対して、次の事項の点検
を行います。
⑤「とけ込ませ」に対する点検
・「改め文」の書き振り、改正対象法令との整合性の点検
・改正対象法令に改正条項、改正文字列の存在の有無
⑥「とけ込ませ後法令」に対する点検
・文字の重複、同音異義語の誤り、句読点の扱いが適切か
・拗音、促音の使用、括弧の開閉、目次、見出しの処理が適切か
・自法令・他法令に対する引用・準用関係の整合性の点検


とけ込ませを行う前に改正対
象法令等の確認を行う。


⑦点検結果を基に修正した「改め文」等
のデータを内閣法制局に送付します。


設定した基準日以前最新の内容で引用・準
用関係がリンクされた法令を表示


関連条項表示に切り替えることによって、各条項の引
用・準用・定義関係を参照できる一覧が表示可能


改正を行いたい条項の関連条項表示を
行うことで、その改正による影響につい
て確認することが可能
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修正点は以下のとおりです。 
案２及び案３の件名について、本来「法令案における誤りの防止について（手引）（改訂


版）の送付」とすべきところ、「法令案における誤り防止について（手引）（改訂版）の送付」
となっていたため、修正するもの。 


なお、本決裁における決裁文書の文書番号及び施行日については、本決裁による修正前の
「法令案における誤りの防止について（手引）（改訂版）」について（伺い）」と同一の文書
番号及び施行日を用いる。 








法制執務業務支援システム（e-LAWS）の概要


改め文案の
作成支援


所管府省が認証した最新・正確な法令データベース


法案作成・審査


現行条文の確認、
用例検索等に活用


法令審査


官報公布


e-Gov法令検索


印刷局に
電子入稿


インターネットを
通じて国民に提供


法令データの公表成立・決定 公布・施行


※e-LAWS：法制執務業務支援システム（e－Legislative Activity and Work Support System）


【e-LAWSの目的】


○ 法令所管府省が認証した法令データベースを整備し、法制執務（現行条文の確認、用例検索等）に活用する
ことで、法令担当者の負担を軽減


○ e-Govを窓口として、法令データを広く国民に提供し、国民の利便性を向上


総務省行政管理局において｢e-LAWS｣を開発し、平成28年10月から運用を開始


※官報データを元に溶け込み条文案を作成し、


ぎょうせい社データと突合


総務省（溶け込み条文案の作成）
各府省に
認証依頼


＜法律のデータ認証の流れ＞


法令所管府省（認証） 公開


e-LAWS



http://www.microsoft.com/global/ja-jp/business/industry/gov/publishingimages/community/clip/01/ss_pcman_05.gif

http://4.bp.blogspot.com/-xEpGwK-P9Sk/UPyIz3ET-5I/AAAAAAAAKxg/Wq5emUdphYw/s1600/seiji_kokkai_gijidou.png
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		＜局長了微修正＞210331 e-LAWS資料_法案誤りPT

		スライド番号 1



		＜局長了＞210331法案誤り等再発防止PT（第１回）_総務省行政管理局長発言要領（e-LAWSについて）
























法 令 印 刷 の 現 状 と 課 題


令和３年３月３１日


独立行政法人国立印刷局


資料７







法令印刷の現状


eｰLAWS
※


からデータ抽出し、公開前情報の守秘性に


配慮した編集・印刷


関係府省庁からの指示に基づく、迅速・正確な作業


更新される最新データを編集システム上で確実に保証


関係府省庁の校了後、印刷


法令データを活用した官報製造


回 校


校正・校了データ登録


関
係
府
省
庁


編集・校正 製版(多面付) 印 刷データ抽出


国
立
印
刷
局


※ e-LAWS：法制執務業務支援システム


１







法令印刷における課題


国立印刷局内での編集・校正作業において、誤りが


発生するリスクを完全には排除できない。


検討の方向性


編集システム及びeｰLAWSの高度化と両者の連携強化


編集及び校正作業者のスキルアップ


２








決裁・供覧
「「法令案における誤りの防止について（手引）（改訂版）」について（
伺い）」の一部修正について


文書番号件
名


別紙１参照
伺
い


文


起案日 令和3年9月10日 受付日


内閣法制局 長官総務室 総
務課 文書係


決裁処理期限日決
起 部署 裁 決裁日 令和3年9月10日


施行処理期限日
案 起案者 篠崎 優人 施行日


施連絡先
施行先


大分類 法制執務分
類 中分類 立案の検討 施行者名 行
称 名称(小分類) 別紙２参照1


取扱上の注意
秘密区分取
秘密期間終了日 格 機密性格付け 2


扱 付指定事由 取扱制限け区
行政文書保存期間 30年保


分 存 保存期間満了時期 令和34年3月31日


決


裁


・


供


覧


欄


備


考


欄
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内閣法制局
近藤 正春（内閣法制局長官）【済】


内閣法制局
岩尾 信行（内閣法制次長）【済】


長官総務室
嶋 一哉（総務主幹）【済】


長官総務室 総務課
鈴木 芳樹（課長）【済】


長官総務室 総務課
北村 茂（課長補佐）【後閲】


長官総務室 総務課
小泉 雅洋（専門官）【済】


長官総務室 総務課 文書係
荒井 紀彦（係員）【同報】


長官総務室 総務課 文書係
井上 望（係員）【同報】決


裁


・


供


覧


欄
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標記について、別添案１のとおり決定し、案２のとおり各府省庁事務次官等宛て送付するとともに
、案３のとおり衆議院法制次長、参議院法制次長、会計検査院事務総局次長宛て参考送付してよろ
しいか、伺います。
　※案１は内閣法制局法案誤り等再発防止チームにおける検討結果を踏まえて作成したものです。


修正点は以下のとおりです。
案２及び案３の件名について、本来「法令案における誤りの防止について（手引）（改訂版）の送
付」とすべきところ、「法令案における誤り防止について（手引）（改訂版）の送付」となってい
たため、修正するもの。
なお、本決裁における決裁文書の文書番号及び施行日については、本決裁による修正前の「法令案
における誤りの防止について（手引）（改訂版）」について（伺い）」と同一の文書番号及び施行
日を用いる。


伺


い


文
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文


書


番


号


1


法制執務資料（内閣法制局法案誤り等再発防止チーム（令和３年度））


名


称


(


小


分


類


)
共


同


起


案


者


欄
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